
 

令和５年９月 
 

亀 山 市 議 会 

 

定 例 会 会 議 録 



－１－ 

質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【９月５日】 

 
 

代表質疑 

１ 岡本公秀（新和会） ３３～４６ページ 

 

議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 「改進の年」と位置付けた令和４年度の決算に対する市長の総括について 

 ２ 第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画について 

 （１）各重点方針の取組の達成状況について 

 （２）後期実施計画に継続した取組について 

 ３ 令和４年度の組織・機構改革の成果について 

 （１）政策立案能力の向上について 

 （２）特定の行政目的の進捗について 

ア 交通政策について 

イ ＤＸ・行革推進について 

ウ 多文化共生について 

エ 健康都市推進について 

オ 河川整備について 

 ４ 幼稚園及び保育園の需給バランスの変動に対する対応について 

 （１）幼稚園及び保育園への人員や予算等は適切に配分できたのか 

議案第５０号 令和４年度亀山市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 １ 農業集落排水事業の地方公営企業法の適用について 

 （１）農業集落排水事業の企業債や未払金の影響について 

 （２）汚水処理原価について 

 （３）農業集落排水事業債償還基金の処分について 

議案第５１号 令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

 １ 令和４年度における収支改善について 

 ２ 純利益と未処理欠損金の処理について 

 ３ 訪問看護ステーション事業の損失について 

 
 

代表質疑 

２ 鈴木達夫（結） ４６～５８ページ 

 

議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 令和４年度の一般会計の総括について  

 （１）令和４年度を「改進の年」と位置付けその予算を「しなやか改進予算」と命名したが、

決算の総括について 



－２－ 

 （２）第２次亀山市総合計画後期基本計画の策定が３か月遅延した影響について 

 （３）歳入について 

ア 市税収入が令和３年度と比較して１億５千万円増加した要因について 

イ 産業振興奨励制度の効果について 

令和４年度主要事業評価シートについて 

 １ 都市づくり戦略推進事業について 

 （１）エリアプランの検討・策定について  

第２期亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する実績等報告書について 

 １ 令和４年度の評価・検証について 

 
 

代表質疑 

３ 福沢美由紀（日本共産党） ５８～７１ページ 

 

議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について及び議案第５１号 令和

４年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

 １ 福祉医療費助成事業における決算額に対する評価について 

 ２ 看護師や保健師、保育士、給食調理員、心理相談員の人員不足と報酬単価の関係性につい

て 

 ３ 新型コロナウイルス感染症に係る事業について 

 ４ 基金について 

 ５ 扶助費について 

議案第４６号 令和４年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 １ ９,７９１万４,２４２円の黒字決算の要因について 

 ２ 短期証の発行について 

 ３ 特定健診等の受診率が決算に及ぼした影響について 

議案第４７号 令和４年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 令和４年度決算の特徴について 

 ２ 令和４年１０月から、医療費の窓口負担割合が増えたことによる影響について 

 
 

代表質疑 

４ 新 秀隆（公明党） ７２～８０ページ 

 

議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 令和４年度の決算評価について 

 （１）「改進の年」と位置付けた令和４年度の決算の評価について 

 （２）自主財源と依存財源について 

 （３）滞納の解消対策及び年度推移について 

 （４）不納欠損金の年度推移について 

 （５）債券運用の成果について 



－３－ 

 （６）コロナ対策に係る決算について 

 ２ 長期財政見通しとの整合性について 



－４－ 

質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【９月６日】 

 
 

代表質疑 

１ 櫻井清蔵（勇政） ８５～９５ページ 

 

議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 令和４年度決算について、単年度収支は前年度の１億９,８０９万円の黒字から４億７４

万円の赤字となり、財政調整基金の取崩し等を反映した実質単年度収支についても、赤字

額が前年度の２億５,９１８万円から１１億８,８８７万円に増加しているが、令和４年度

決算をどのように評価しているのか 

 ２ 財政力指数について 

 ３ 財政調整基金について 

 ４ 市債について 

 （１）市債の残高の推移について 

 （２）公債費負担比率は１２.２％となっているが、一般的に超えないことが望ましいとされ

る１５％になるまでの市債の発行可能額について 

 
 

代表質疑 

２ 小坂直親（新生みらい） ９５～１０８ページ 

 

議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 決算の総括について 

 （１）決算収支について 

 （２）自主財源と依存財源について 

 （３）経常収支比率について 

 （４）不納欠損について 

 （５）収入未済額について 

 （６）財政調整基金等について 

 （７）長期財政見通しについて 

議案第４２号 令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について 

 １ 第２表 債務負担行為補正について 

 ２ 第３表 地方債補正について 

 ３ 歳入 第２０款 繰越金、前年度繰越金について 

 ４ 歳出 第１０款 教育費、施設管理費の増額補正について 

 ５ 給与費明細書、会計年度任用職員について 

議案第４０号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

 １ 用途廃止後の取扱いについて 



－５－ 

 
 

３ 伊藤彦太郎（勇政） １０８～１１５ページ 

 

議案第４２号 令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について 

 １ 第１０款 教育費、第２項 小学校費及び第３項 中学校費、第１目 学校管理費、施設

管理費の増額補正について 

議案第４４号 令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について 

 １ 債務負担行為補正 高圧蒸気減菌器更新事業について 

議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 亀山駅周辺整備事業の総括について 

 ２ 第８款 土木費、第４項 都市計画費、第１目 都市計画総務費、一般事業について 

 
 

４ 深水隆司（新和会） １１５～１２３ページ 

 

議案第４０号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

 １ 用途廃止の時期について 

 ２ 用途廃止後の管理について 

議案第４１号 亀山市火災予防条例の一部改正について 

 １ 条例改正の背景と趣旨について 

 ２ 改正内容について 

議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 歳入の増額要因について 

令和４年度主要事業評価シートについて 

 １ 地域の学び推進事業について 

 （１）成果指標について 

 
 

５ 草川卓也（結） １２３～１３１ページ 

 

議案第４０号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

 １ 改正内容について 

 ２ 今後について 

議案第４２号 令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について 

 １ 第１０款 教育費、第２項 小学校費及び第３項 中学校費、第１目 学校管理費、施設

管理費の増額補正について 

 （１）補正の内容について 

 ２ 第１０款 教育費、第６項 保健体育費、第２目 体育施設費、施設管理費の増額補正に

ついて 

 （１）補正の内容について 

議案第４４号 令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について 



－６－ 

 １ 第１款 資本的支出、第１項 建設改良費、第２目 固定資産購入費、器械備品費の増額

補正について 

 
 

６ 櫻木善仁（新和会） １３１～１３７ページ 

 

議案第４４号 令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について 

 １ 第１款 資本的支出、第１項 建設改良費、第２目 固定資産購入費、器械備品費の増額

補正について 

議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 公園施設長寿命化事業及び西野公園改修事業について 

 ２ 令和４年度決算における不用額について 

 



－７－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【９月７日】 

 
 

１ 新 秀隆（公明党） １４２～１５３ページ 

 

中学校全員喫食制給食実施事業について 

 １ 外部調理委託について 

 （１）栄養教諭と調理員の配置について 

 （２）衛生管理、アレルギー対応、配膳指導について 

 （３）委託料の考え方について 

 ２ 中学校全員喫食制給食の今後について 

安心安全のまちづくりについて 

 １ ＡＥＤの運用の配慮について 

 （１）公共施設に設置されているＡＥＤの現状について 

 （２）胸部を覆う三角巾の導入の考えについて 

 ２ 熱中症対策について 

 （１）公共施設等での熱中症対策について 

 （２）クーリングシェルターの設置の考えについて 

地域公共交通について 

 １ 乗合タクシー制度「のりかめさん」について 

 （１）利用状況について 

 （２）他市の取組状況について 

 （３）制度の今後について 

 
 

２ 伊藤彦太郎（勇政） １５３～１６４ページ 

 

給食について 

 １ 保育園の給食における米飯持参について 

 ２ 亀山中学校及び中部中学校の全員喫食制給食の導入について 

庁舎建設について 

 １ 「集約を基本とする」ことについて 

 
 

３ 古田𠮷昭（新生みらい） １６５～１７４ページ 

 

道路排水施設について 

 １ 大雨による冠水対策について 

 ２ 排水施設の形状や詰まりによる冠水対策について 

 ３ 今後の整備について 



－８－ 

運動施設の整備について 

 １ 現在の整備状況について 

 ２ 施設の利用状況について 

 ３ 今後の施設整備について 

食中毒対策について 

 １ 市内外の現状について 

 ２ 市内公共施設での対応について 

 ３ 今後の取組について 

防犯対策について 

 １ 特殊詐欺での被害について 

 ２ 現在の防犯対策について 

 ３ 今後の取組について 

 
 

４ 櫻木善仁（新和会） １７４～１８８ページ 

 

中学校全員喫食制給食実施事業について 

 １ 給食センター方式から外部調理委託による食缶搬入方式に変更された理由について 

 ２ 給食センターの整備に係る概算事業費について 

子どもの様々な課題の早期発見と支援について 

 １ 現状について 

 ２ 課題について 

 ３ 今後の取組について 

亀山市生物多様性地域戦略について 

 １ 天然林の生態系の現状について 

 ２ 課題について 

 ３ 今後の取組について 

宿泊研修施設の環境整備について 

 １ 現状について 

 ２ 課題について 

 ３ 今後の利便性向上について 

 
 

５ 草川卓也（結） １８８～２０２ページ 

 

コストコ誘致と新たな産業団地開発について 

 １ コストコ誘致の進捗と今後について 

 ２ 新たな産業団地の開発について 

危険木対策について 

 １ 市道沿いの民地や官地からの倒木で人身・物損事故等が発生した場合の責任について 

 ２ 危険木の調査と対策の必要性について 



－９－ 

中学校制服について 

 １ 市内の中学校制服の現状について 

 ２ 「標準服」と「私服」の選択制の導入方針について 

 ３ 中学校制服等のリユース事業の必要性について 

給食について 

 １ 保育園や幼稚園における給食提供体制について 

 ２ 給食センターについて 

子ども政策の新たな推進体制について 

 １ 子ども政策の司令塔となる部の必要性について 



－１０－ 

質 問 内 容  （通告要旨） 

 

【９月８日】 

 
 

１ 服部孝規（日本共産党） ２０６～２１８ページ 

 

子ども医療費助成制度の拡充について 

 １ 亀山市の現状について 

 ２ 県下１４市の実施状況について 

 ３ 今後の拡充について 

給食センター建設に関する第２次亀山市総合計画後期基本計画と実施計画について 

 １ 総合計画後期基本計画と実施計画との関係について 

 ２ 給食センターを建設せずに、総合計画後期基本計画に位置付けがない「外部調理委託方

式」を導入することについて 

水道水に含まれるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡについて 

 １ ＰＦＯＳやＰＦＯＡとはどんな物質なのかについて 

 ２ 水道水の水質検査結果について 

 ３ 今後の対応について 

 
 

２ 櫻井清蔵（勇政） ２１８～２２８ページ 

 

通学路の安全確保について 

 １ 通学路の安全確保に係る取組について 

 ２ 危険ブロック塀の撤去について 

中学校全員喫食制給食実施事業に係る再検討結果について 

 １ 教育委員会が中学校全員喫食制給食実施事業を「センター方式」から「食缶方式」に方針

転換されたことに対する市長の見解について 

 ２ 給食センター建設の財源として、市債を積極的に活用する考えはないのか 

緊急時の情報提供について 

 １ 台風７号の襲来時に防災行政無線が使用できなかったことについて 

 ２ 防災情報伝達システム整備事業について 

 （１）停電時の対応について 

 
 

３ 小坂直親（新生みらい） ２２８～２４０ページ 

 

商業施設の進出、誘致について 

 １ 現在の進捗状況について 

 ２ 遅延している要因について 

 ３ 今後の対応について 



－１１－ 

風水災害について 

 １ 市民、地域への対応について 

 ２ 避難指示について 

 ３ 避難手段と避難施設について 

地域公共交通について 

 １ コミュニティバスと乗合タクシーの現状について 

 ２ ＪＲ関西本線について 

農林業への考え方、対応について 

 １ 第２次総合計画後期基本計画における施策の位置付けについて 

 
 

４ 深水隆司（新和会） ２４０～２５２ページ 

 

鈴鹿亀山道路及び国道３０６号川崎庄内バイパスについて 

 １ 現在の進捗状況について 

 ２ 今後期待する効果と課題について 

 ３ 沿線の土地利用について 

 ４ 住民への説明について 

移住促進について 

 １ 居住誘導区域への移住実績について 

 ２ 居住誘導区域以外への移住実績について 

 ３ 新たな居住誘導区域の設定について 

 ４ 移住・交流促進アドバイザーについて 

行政手続きの簡素化について 

 １ 亀山市行政ＤＸ推進計画における行政手続きの効率化について 

 ２ 自治会長の申請手続きの簡素化について 

 ３ 今後の展開について 

 
 

５ 鈴木達夫（結） ２５３～２６４ページ 

 

空き家対策について 

 １ 「空家等対策事業」について 

 （１）事業実績と成果について 

 （２）行政評価外部評価委員会からの指摘について 

 （３）今後の事業展開について 

災害時の対応について 

 １ 台風７号に伴う災害対策状況について 

 （１）災害対策本部の活動状況及び被害の概要について 

 （２）停電発生状況と対応について 

 ２ 避難行動要支援者の避難支援について 



－１２－ 

 （１）「避難行動要支援者名簿」の公表について 

 （２）「避難行動要支援者名簿」の活用について 

 （３）庁内体制について 

 



－１３－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【９月１１日】 

 
 

１ 福沢美由紀（日本共産党） ２６６～２７７ページ 

 

中学校全員喫食制給食実施事業について 

 １ 事業実施手法の再検討に係る協議について、なぜ非公開の場での検討としたのか 

 ２ 市有地（中部中学校内も含む）での給食センター建設案の具体的な内容について 

 ３ 学校給食について 

保育士の労働環境について 

 １ 保育士の定員と配置について 

 ２ 有給休暇の取得状況について 

 ３ 労働環境の改善について 

 
 

２ 中島雅代（会派に属さない議員） ２７７～２９０ページ 

 

中学校全員喫食制給食実施事業について 

 １ 再検討の経過について 

 ２ 再検討の結果について 

 ３ 今後の方針について 

災害時における市の役割と機能について 

 １ 職員の配置について 

 ２ 訓練について 

 ３ 民間企業等との連携について 

 ４ 地域との連携について 

 
 

３ 豊田恵理（会派に属さない議員） ２９０～３０３ページ 

 

第２次亀山市観光振興ビジョンについて 

 １ 進捗について 

 ２ 課題について 

 ３ 観光客の市内滞在時間を増やすための仕組みづくりについて 

 ４ 今後の展開について 

ふるさと納税について 

 １ 現状について 

 （１）寄附金額の推移について 

 （２）取組について 

 ２ ふるさと納税の方針について 



－１４－ 

 ３ 今後の展開について 

 
 

４ 髙島 真（会派に属さない議員） ３０３～３１２ページ 

 

防犯灯のＬＥＤ化について 

 １ 令和５年３月議会の質問以降におけるＬＥＤ化の進捗について 

 ２ 防犯灯の１年当たりの新設・取替件数について 

 ３ 今後の展開について 

防犯カメラについて 

 １ 通学路への設置に向けた検討状況について 

 ２ 今後の設置計画について 

市の外郭団体への支援について 

 １ 亀山市地域社会振興会及び亀山市シルバー人材センターに対する設立時からの市の支援の

経緯について 

 ２ 今後の外郭団体に対する支援について 

フラワー道路について 

 １ 道路照明灯などの安全で便利な道路の整備について 

高齢者の自動車運転に対する補助施策について 

 １ 市独自の補助施策の検討について 

 
 

５ 今岡翔平（会派に属さない議員） ３１２～３２１ページ 

 

中学校全員喫食制給食実施事業について 

 １ 本事業における市長の立場について 

カスタマーハラスメントについて 

 １ 市の現状について 

 ２ 今後の対策について 

都市公園でのスケートボード等利用の試験開放について 

 １ 現時点での利用状況について 

 ２ 利用者の意向に沿った開放について 

 

 

 



令和５年８月２５日

亀 山市議 会定 例会会 議録 （第１号 ）
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●議事日程（第１号） 

 令和５年８月２５日（金）午前１０時 開会及び開議 

第  １ 会議録署名議員の指名 

第  ２ 会期の決定 

第  ３ 諸報告 

第  ４ 現況報告 

第  ５ 議案第４０号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

第  ６ 議案第４１号 亀山市火災予防条例の一部改正について 

第  ７ 議案第４２号 令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について 

第  ８ 議案第４３号 令和５年度亀山市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

第  ９ 議案第４４号 令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について 

第 １０ 議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 １１ 議案第４６号 令和４年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第 １２ 議案第４７号 令和４年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第 １３ 議案第４８号 令和４年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

第 １４ 議案第４９号 令和４年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて 

第 １５ 議案第５０号 令和４年度亀山市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

第 １６ 議案第５１号 令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

第 １７ 議案第５２号 市道路線の認定について 

第 １８ 報告第１０号 決算に関する附属書類の提出について 

第 １９ 報告第１１号 健全化判断比率の報告について 

第 ２０ 報告第１２号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

第 ２１ 報告第１３号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 

第 ２２ 報告第１４号 亀山市下水道事業会計資金不足比率の報告について 

第 ２３ 報告第１５号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

第 ２４ 報告第１６号 専決処分の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     古 田 𠮷 昭 君       ２番     櫻 木 善 仁 君 

   ３番     深 水 隆 司 君       ４番     草 川 卓 也 君 

   ５番     中 島 雅 代 君       ６番     森   英 之 君 

   ７番     今 岡 翔 平 君       ８番     髙 島   真 君 
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   ９番     新   秀 隆 君      １０番     豊 田 恵 理 君 

  １１番     福 沢 美由紀 君      １２番     森   美和子 君 

  １３番     鈴 木 達 夫 君      １４番     岡 本 公 秀 君 

  １５番     伊 藤 彦太郎 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  山 本 伸 治 君 

理      事  亀 渕 輝 男 君    政 策 部 長  笠 井 武 洋 君 

総 務 財 政 部 長  原 田 和 伸 君    市 民 文 化 部 長  辻 村 俊 孝 君 

健 康 福 祉 部 長  小 林 恵 太 君    産 業 環 境 部 長  富 田 真左哉 君 

建 設 部 長  松 田   昇 君    上 下 水 道 部 長  田 中 直 樹 君 

                       市民文化部次長兼 
危 機 管 理 監  木 田 博 人 君              松 村   大 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  小 坂 みゆき 君    総務財政部参事  杉 本 良 則 君 

市民文化部参事  桜 井 伸 仁 君    会 計 管 理 者  米 津 ひろみ 君 

消 防 長  平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 達 也 君 

消 防 署 長  倉 田 利 彦 君    地域医療統括官  上 田 寿 男 君 

地 域 医 療 部 長  豊 田 達 也 君    教 育 長  中 原   博 君 

教 育 部 長  亀 山   隆 君    監 査 委 員  国 分   純 君 

                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  高 嶋 美 季 君              豊 田 昌 子 君 
                       事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

議 会 事 務 局 長  渡 邉 靖 文      書 記  新 山 さおり 

書 記  西 口 幸 伸 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開会） 

○議長（森 美和子君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから令和５年９月亀山市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、会議システムに保存してあります議事日程第１号により取り進めま

す。 
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 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８４条の規定により、議長におきまして、 

  ４番 草 川 卓 也 議員 

 １４番 岡 本 公 秀 議員 

のご両名を指名します。 

 次に日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 今期定例会の会期は、本日から９月２５日までの３２日間としたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 会期は、本日から９月２５日までの３２日間と決定しました。 

 次に日程第３、諸報告をします。 

 まず今期定例会の議事説明のため、地方自治法第１２１条の規定に基づき、あらかじめ関係当局

の出席を求めておきましたところ、会議システムに保存してあります出席報告書のとおり、それぞ

れ出席を得ておりますので、ご了承願います。 

 次に、監査委員から例月出納検査結果報告書４件が、教育委員会から令和４年度教育に関する事

務の点検評価報告書が、また社会福祉法人亀山市社会福祉協議会から令和４年度事業報告書及び収

支決算書がそれぞれ提出され、会議システムに保存してありますので、ご覧おきください。 

 次に日程第４、現況報告を行います。 

 初めに、市長に市政の現況について報告を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 令和５年９月亀山市議会定例会の開会に当たり、市政の現況と今後の見通しについてご報告をし、

議員並びに市民の皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 さて、本市は、ＷＨＯが提唱する健康都市の理念に賛同し、平成２２年に健康都市連合日本支部

へ加盟いたしました。以来、本市の地域特性を踏まえたヘルシープロモーションや加盟都市との切

磋琢磨を通じて、市民の皆さんのＱＯＬ向上への政策展開を図ってまいりました。 

 こうした中、先月、第１９回健康都市連合日本支部総会において、日本支部長に私こと亀山市長

が選任され、今後２年間、本市が日本支部事務局を担うこととなりました。この上は、ポストコロ

ナ時代の真の健康都市の創造が求められる中、この国際ネットワークに集う各都市の健康都市政策

の進展に寄与するべく都市相互の交流と協働の支援に努めるとともに、本市が目指す将来都市像

「緑の健都 かめやま」の実現へ一層つなげられるよう、全力で臨んでまいります。 

 一方、先月には関宿祇園夏まつりが、また今月１１日には４年ぶりとなる亀山市納涼大会が、さ

らに１９日には亀山市関宿納涼花火大会が開催されたほか、各地域の夏の行事も復活されるなど、

地域文化の継承やつながり・絆の貴さを実感できる機会が創出され、地域の明るさと市民の皆さん

の笑顔が戻りつつあります。 
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 「快復の年」と位置づけた本年度、こうした健康都市政策の推進や地域イベント復活等の取組を

通じて、長期に及んだ感染症からの快復とまちの活力向上に資する、しなやかな地域社会づくりを

着実に進めてまいります。 

 ところで、国におきましては、未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現のため、先般、経済財

政運営と改革の基本方針２０２３が閣議決定されました。この骨太方針２０２３では、時代の転換

点とも言える構造的な変化と課題に直面する中、３０年ぶりとなる高い水準の賃上げや企業部門に

おける高い投資意欲など、足元での前向きな動きをさらに力強く拡大すべく、新しい資本主義の実

現に向けた取組を加速させ、新時代にふさわしい経済社会の創造を目指していくものであります。

こうした政策動向は、本市の行財政運営や市民生活にも影響がございますので、今後も関連情報の

把握等に努めてまいります。 

 さて、第２次総合計画後期基本計画の初年度となる令和４年度一般会計の決算についてでござい

ますが、令和４年度は、行政経営の重点方針を踏まえ、組織機構改革による推進体制の強化を図る

とともに、事業の選択と集中により限られた財源の有効かつ適切な活用に努め、新型コロナウイル

ス感染症への的確な対応とポストコロナ社会における持続可能な行財政運営に取り組みました。 

 中でも、新型コロナウイルス感染症対策総合対策パッケージを展開し、住民税非課税世帯・子育

て世帯への臨時特別給付金等の支給や、プレミアム付商品券事業（Ｖｅｒ.２）の実施等による市

民生活・地域経済の支援に努めたことをはじめ、ＪＲ亀山駅周辺の再開発事業の完成と新図書館の

開館、待機児童対策や保育所等におけるＩＣＴ化の推進など、後期基本計画実施計画の積極的な推

進を図りました。 

 その結果、歳入総額が２４７億７,６４３万４,０００円、歳出総額が２３９億９,１０６万円と

なり、実質収支は６億９,４２６万２,０００円の黒字となっております。また、経常収支比率は、

令和３年度に比べ、普通交付税が約２億７,０００万円の増となったものの、臨時財政対策債が約

８億７,０００万円の減となったことなどにより、目標とする８５％を若干上回る８５.２％となり、

また公債費負担比率も警戒ラインを下回る１２.２％となっております。さらに、実質赤字比率等

の健全化判断比率も国が定める基準内となっていることから、おおむね財政の健全化を確保するこ

とができたものと考えております。 

 しかしながら、生活保護や障がい者福祉など社会保障制度に係る扶助費や最低賃金の上昇に伴う

人件費は年々増加傾向にあるとともに、国際情勢等の影響によるエネルギー価格や建設資材コスト

の高騰による歳出の増も見込まれるところであります。 

 今後は、新庁舎の建設、公共施設の改修・更新、リニア中央新幹線市内停車駅周辺の整備など大

型事業も控えておりますので、将来の投資に耐えられる財政力を備えるため、引き続き行財政改革

大綱の取組項目の着実な実践により、持続可能な行財政運営の確立に努めてまいります。 

 それでは、市政の各部門にわたり、第２次亀山市総合計画の施策の体系に沿ってご説明申し上げ

ます。 

 まず「快適さを支える生活基盤の向上」についてでございますが、魅力的な都市空間の形成のう

ち、昨年１０月に完成した市街地再開発事業につきましては、亀山駅周辺２ブロック地区市街地再

開発組合の清算手続に伴う決算について、先般、県から承認がありましたので、当該事業に関する

全ての手続が完了いたしました。今後は、市街地再開発事業における整備効果を生かしたＪＲ亀山
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駅周辺におけるにぎわいの創出に向け、亀山駅周辺まちづくり協議会と連携をし、残りのブロック

の整備計画の検討を継続してまいります。 

 また、公園施設長寿命化事業につきましては、亀山公園の老朽化した大型複合遊具等についてイ

ンクルーシブ遊具の導入を含めた更新を図るため、公募型プロポーザルによる工事施工者の選定手

続を進め、先月、優先交渉候補者に選定した事業者と工事契約を締結いたしましたので、本年度内

の工事完成に向け工事を進めてまいります。 

 なお、先月、丸一株式会社から、企業版ふるさと納税制度を活用したご寄附をいただきましたこ

とから、寄附者のご意向を踏まえ、公園施設長寿命化事業に活用させていただくため、本議会に歳

入の予算補正を提案いたしております。 

 次に、住環境の向上につきましては、耐用年数が超過し老朽化している昭和３８年度建築の亀田

（尾崎）住宅並びに昭和３９年度、昭和４０年度及び昭和４１年度建築の和田住宅につきまして、

亀山市公営住宅等長寿命化計画に基づき、既に入居者が退去した合計６６戸の市営住宅を廃止する

ため、本議会に関係条例の改正を提案いたしております。 

 次いで、上下水道の充実のうち、水道施設耐震化整備事業につきましては、地震災害発生時にお

ける水道水の流出による２次被害を未然に防止するとともに、非常時に一定の給水量を確保するた

め、本年度末の完成を目指し、現在、亀山配水池の緊急遮断弁設置工事を進めているところでござ

います。 

 また、公共下水道施設整備事業につきましては、下水道未普及地域の整備や下水道施設の適切な

維持管理を図るため、阿野田町、天神三丁目、和賀町、川崎町地内等において、流域関連亀山市公

共下水道事業計画に基づき管渠布設工事を、またみどり町地内において、下水道ストックマネジメ

ント対策事業として下水道管渠の改築工事をそれぞれ進め、着実な工事進捗の確保に努めていると

ころであります。 

 一方、農業集落排水施設機能強化事業につきましては、辺法寺地区、白木地区、上加太地区の処

理場等において、老朽化した施設を更新するため、工事に着手いたしたところであり、引き続き施

設の安定稼働に努めてまいります。 

 次に、道路の保全・整備につきましては、市道川合９号線の測量業務に着手いたしましたので、

引き続き設計業務を発注し、事業の進捗を図ってまいります。このほか、予防保全の観点から道路

施設の安全性の確保を図るため、舗装老朽化対策として、主要幹線道路の路面性状調査及び舗装構

造調査を行い、次年度以降の修繕計画を策定する業務をはじめ、橋梁老朽化対策として、沓掛橋ほ

か３橋の補修設計業務に着手いたしております。 

 次いで、地域公共交通の充実につきましては、利用実態を的確に把握するため、現在、市職員に

よるコミュニティバスの乗降調査をはじめ、乗合タクシーの利用者に対するアンケート調査を実施

しておりますので、これらの調査結果も踏まえながら、引き続き効果的な利用促進等に取り組んで

まいります。 

 また、ＪＲ関西本線亀山－加茂間につきましては、三重県、伊賀市、ＪＲ西日本と連携する関西

本線活性化利用促進三重県会議において作成した啓発リーフレットを市内各世帯に配付するなど、

沿線住民の方々に現状等をご理解いただきながら、路線の維持・活性化や利用促進に努めていると

ころでございます。 
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 次に、防災・減災対策の強化のうち、危機管理体制の強化につきましては、梅雨明けとともに線

状降水帯の発生による大雨や台風等により全国各地で河川氾濫や土砂災害で甚大な被害が多数発生

いたしております。 

 本市におきましても、台風７号の影響により、今月１４日から１６日にかけて災害対策本部を設

置し、鋭意災害対応に努めたところであります。幸いにも人的被害もなく安堵いたしておりますが、

引き続きこうした集中豪雨や台風に的確に対応するため、今月１７日には、避難情報の発令等に係

る災害対策本部の能力向上を目的に、津地方気象台等の関係機関のご協力の下、風水害に対する庁

内図上訓練を実施し、災害対策本部活動の機能強化を進めるなど、一層の危機感を持ってこれから

の台風シーズンに備えてまいります。 

 また、迅速かつ的確な災害情報の収集・伝達と通信手段の重層化を図る防災情報伝達システム整

備事業につきましては、全ての地域まちづくり協議会や関係者に対し、昨年度に策定した防災情報

伝達システム整備方針の説明を行うとともに、情報伝達の地域不均衡等の課題解決に向けた新たな

防災情報伝達システムを整備すべく、実施設計を進めているところでございます。 

 次いで、消防力・地域安全の充実のうち、本市と津市及び鈴鹿市の３市消防本部で計画を進めて

おります消防指令業務の共同運用につきましては、津市、鈴鹿市及び亀山市消防通信指令事務協議

会に設置をした３つの分科会において、詳細な検討を進めているところでございます。今後は、検

討結果を踏まえ、令和６年度からの整備工事に向けた実施設計を進めてまいります。 

 また、地域の安全・安心を確保するためには欠かせない消防団活動につきましては、先月２日に

北東分署で開催いたしました市消防操法大会におきまして、各分団が訓練を重ねられた成果を十分

に発揮いただいたところであります。 

 次に、脱炭素社会の実現に向けた取組の推進と循環型社会の構築のうち、高度な低炭素社会の構

築につきましては、地球温暖化を防止し、気候変動を緩和するための行動を促進するとともに、先

月１０日に「カーボンニュートラルなまち 健都かめやま」の構築に向け、民間の持つ資源やノウ

ハウを活用し、脱炭素化に向けた取組をさらに推進するため、西日本電信電話株式会社三重支店及

びＮＴＴアノードエナジー株式会社東海支店と連携協定を締結いたしました。また、同日、気候非

常事態宣言を表明いたしたところであります。今後は、効果的かつ具体的な地球温暖化の防止や気

候変動を緩和するための取組について検討してまいります。引き続き、環境への負荷の少ない持続

可能な社会の実現に向け取り組んでまいります。 

 また、し尿処理施設大規模整備事業につきましては、今月、受入れ貯留設備や一次・二次処理設

備など主要な設備・機器を更新する工事に着手いたしました。引き続き、亀山市衛生公苑長寿命化

計画に基づき、老朽化した設備・機器を計画的に更新し、施設の延命化に努めてまいります。 

 次いで、自然との共生のうち、森林経営管理事業につきましては、坂下地区での森林整備に加え、

加太板屋・神武地区での意向調査と加太中在家地区等での境界明確化を実施しております。 

 また、亀山版ＯＥＣＭ認定制度、かめやま生物多様性共生区域認定制度につきましては、先月３

日から申請受付を開始し、現在、２団体から事前相談を受けております。今後も積極的に申請の呼

びかけを行い、市域における生物多様性保全の機運向上に努めてまいります。 

 一方、みえ森と緑の県民税市町交付金事業につきましては、先月、チェーンソー講座を開催し、

木と触れ合う機会の提供により自然や森林と共生する意識の醸成を図っております。 
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 次に、歴史文化を生かしたまちづくりの推進のうち、東海道街道環境整備事業につきましては、

市道古裏停車場線及び関神社線において道路舗装工事に着手し、東海道の美装化を計画的に進めて

いるところでございます。 

 続きまして、「健康で生きがいを持てる暮らしの充実」について、ご説明申し上げます。 

 まず健康づくりの推進と地域医療の充実のうち、健康都市大学創設・運営事業につきましては、

来る１０月７日に創設記念イベントを亀山市文化会館において開催をし、かめやま健康都市大学を

創設いたします。これに伴い、今月から第１期の受講生の募集を開始し、順次応募の受付をいたし

ております。引き続き、市民の皆さんへ周知を図りながら、イベント及び講座実施に向けた諸準備

を進めてまいります。 

 また、アプリｄｅウェルネス推進事業につきましては、これまで取り組んでまいりました健康マ

イレージから、新たに歩くを基本としたスマホアプリを活用した事業へと見直し、来月１日から運

用を開始いたします。歩くことのほかにも、健（検）診や特定の市イベントに参加してポイントを

ためて、景品抽せんに応募することができます。今後は、参加促進に向けた取組を進めるとともに、

スマホアプリを活用した市民の皆さんの主体的な健康活動につなげてまいります。 

 一方、来月は、厚生労働省の定める健康増進普及月間及び食生活改善普及運動月間として、全国

的な取組が展開されます。市民の皆さんに生活習慣病の特性や個人の生活習慣改善の重要性につい

て理解を深めていただくとともに、健康づくりを促進する食生活の改善につなげられるよう、市広

報紙及び「かめやま健康なび」等を通じて、周知を図ってまいります。 

 また、新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、国において、オミクロン株ＸＢＢ.１.

５対応１価ワクチンを用いた令和５年秋開始接種を来月２０日から開始する方針が示されました。

本市におきましても、令和５年秋開始接種の迅速な開始に向け準備を進めており、亀山医師会をは

じめ、関係機関との連携・協力の下、引き続き接種体制を確保してまいります。 

 次に、地域福祉力の向上のうち、成年後見サポート事業につきましては、市民や支援関係機関へ

の事業概要や取組実績の周知を目的として、亀山市社会福祉協議会との共催により、先月６日、成

年後見制度利用促進シンポジウムを開催し、制度への知識や理解を深めていただくとともに、制度

の利用促進を図ったところであります。 

 また、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業につきましては、先月２１日に対象とな

る世帯への申請書類を送付しており、申請期限となる１１月末まで、引き続き当該事業の周知に努

め、支給対象世帯への支援を行ってまいります。 

 次いで、高齢者の地域生活支援の充実のうち、認知症高齢者等対策の推進につきましては、来月

の世界アルツハイマー月間に合わせ、認知症の方とその家族が認知症への知識と理解を深める機会

として、亀山医師会と亀山市社会福祉協議会との共催により、来月２１日に亀山市立図書館におい

て認知症市民公開講座が開催されます。また、当日は亀山城を認知症のシンボルカラーであるオレ

ンジ色にライトアップするなど、認知症へのさらなる理解促進に努めてまいります。 

 一方、亀山市高齢者福祉サービス施設等物価高騰対策事業につきましては、物価高騰の影響を受

けている高齢者福祉サービス・障がい福祉サービスを提供する市内の事業所に対し、令和５年度内

の電気料金、ガス料金、車両燃料費及び食材費の経費の一部を補助することで、負担を軽減し、安

定的かつ継続的にサービスを提供できるよう支援してまいります。 
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 次に、文化芸術の推進につきましては、今月１０日に本市出身の俳優である葛󠄀山信吾さんを亀山

市文化大使として委嘱したところでございます。今後も葛󠄀山さんには、亀山市の魅力やよさを広く

市内外に発信するなど、文化振興に資する活動を展開していただきます。 

 次いで、スポーツの推進につきましては、来る１０月９日には本年度３回目の市民体力テストを、

また同月２２日には自治会単位での参加を基本とした壮年ソフトボール大会をそれぞれ開催してま

いります。これらの開催を通じて、スポーツ推進委員さんとの連携を図りながら、地域に根差した

スポーツ活動の充実に努めてまいります。 

 また、アーバンスポーツの環境整備を進めるに当たり、今月１日から来月３０日までの間、スケ

ートボード等にご利用いただけるよう名阪工業団地第三公園の試験開放を行っております。この開

放を通じて、利用者ニーズの把握や利用者へのアンケート調査を実施し、その調査結果を参考に今

後の環境整備に生かしてまいります。 

 続きまして、「交通拠点性を生かした都市活力の向上」について、ご説明申し上げます。 

 まず、企業活動の促進・働く場の充実につきましては、民間産業団地亀山・関テクノヒルズへ立

地した企業のうち、１社が先月から操業を開始し、２社が本年度の操業に向けて建設工事を進めて

おります。引き続き、本市の交通利便性など優れた立地環境を生かし、残る区画への積極的な企業

誘致を展開してまいります。 

 次に、地域に根差した商工業の活性化のうち、創業等支援事業につきましては、全４回の開催を

予定しております創業セミナーを先月３０日から開催し、１６名の方にご参加いただいております。

引き続き、亀山商工会議所と連携しながら、市内での創業に向け支援を行ってまいります。 

 また、市内中小企業等に対する助成制度、エネルギー価格高騰対策中小企業者等支援事業（Ｖｅ

ｒ.２）につきましては、今月１日から申請受付を開始いたしましたので、迅速かつ円滑な助成金

の交付に努め、エネルギー価格高騰の影響を緩和し、市内事業者の事業活動における経済的な負担

軽減を図ってまいります。 

 一方、地域ブランドにつきましては、これまでに１７事業者、３４品目の認定を行ってまいりま

した。本年度も新たな亀山ブランドの認定に向けて、来月１５日まで認定を希望する事業者を募集

いたしております。こうした取組を通じて、今後も選ばれるまち亀山となるよう、本市にしかない

魅力を全国へ発信してまいります。 

 次いで、農林業の振興につきましては、地域における将来の農地利用の姿を明確化し、担い手へ

の農地の利用集積・集約化を進めるための地域計画の策定に向け、現在、地域での話合いを行う準

備を進めております。 

 また、ニホンザル等獣害対策事業につきましては、モンキーレンジャーズの活動として、６月以

降、亀山Ｃ群のサル３頭を捕獲したところであります。今後は、既に実施しております捕獲おりの

遠隔監視や操作、長距離無線によるパトロールに加え、ＧＰＳ発信機を活用した効率的な捕獲を進

めてまいります。さらに、獣害対策講座を自治会等を対象に開催し、猿と遭遇した際の対処方法等

についての周知啓発にも取り組んでまいります。 

 次に、まちづくり観光の活性化のうち、亀山７座トレイル整備・活用推進事業につきましては、

鈴鹿川等源流域における豊かな自然をより多くの方に体験していただくため、先月１日から亀山７

座全てを登頂された方に完登バッジと完登証の交付を開始いたしました。引き続き、トレイルイベ
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ントを開催するなど、さらなる知名度の向上に取り組んでまいります。 

 続きまして、「子育てと子どもの成長を支える環境の充実」について、ご説明申し上げます。 

 まず、安心して子どもを産み育てられる環境づくりの推進のうち、就学前教育・保育施設の受入

れ機能を強化する取組につきましては、現在、本市で保育所等の新設・増設等を検討する民間事業

者等の動向を見極めつつ、亀山市就学前教育・保育施設の再編方針の見直しを進めているところで

ございます。今後の民間機能の活用に対する市の考え方や公立保育所等が果たすべき役割・機能に

ついて整理するとともに、本市における既存施設の状況や今後の保育ニーズの動向等に合わせた施

設整備の在り方等を検討してまいります。 

 また、子育て世代が孤立しない環境づくりにつきましては、子育て世代包括支援センターにおい

て、妊娠から出産・子育てまで一貫した切れ目のない相談・支援に加え、経済的支援を一体的に行

う伴走型相談支援サービスを令和５年２月から実施しております。その一環として、今月から妊娠

８か月頃の妊婦の方を対象にアンケートの送付を行い、回答内容や本人の希望に応じて支援が必要

な妊婦や希望する妊婦に対し面談を行い、より安心した出産・育児につながるよう支援を行ってま

いります。 

 一方、低所得の子育て世帯に対する本市独自の生活応援給付金支給事業につきましては、昨年度

に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者で申請が不要

な４９４世帯に対し、児童８５４人分、総額１,７０８万円を先月３１日に支給いたしました。 

 なお、当該給付金支給事業の申請が必要となる令和５年度の住民税非課税世帯や家計急変世帯等

につきましては、市広報、市ホームページ等で周知を行い、今月１日から申請の受付を開始してお

ります。引き続き速やかな支給に努め、物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援してまいり

ます。 

 また、長期休暇子どもの居場所事業につきましては、夏季休業期間において年々利用者が増加し

ておりますが、事業実施スペースを拡大することや市内放課後児童クラブと調整を図ることにより、

子供の安全な居場所を確保いたしました。 

 一方、子育て世帯の負担の軽減と保育サービスの充実を図るため実施する、保育所等におけるお

むつの回収につきましては、先月から市内の全公立保育所及び認定こども園で運用を開始いたして

おります。これに伴い、国等の保育対策総合支援事業費補助金を活用し、使用済みおむつを衛生的

に保管するため新たに必要となったおむつ回収ボックスを配備するため、本議会に関係経費の予算

補正を提案いたしております。 

 続きまして、「市民力・地域力の活性化」について、ご説明申し上げます。 

 まず、自立した地域まちづくり活動の促進のうち、地域まちづくり協議会支援事業につきまして

は、地域の活性化を目的とした自主的かつ主体的な取組を支援するための地域活性化支援事業補助

金の交付に際し、先月１０日に選定委員会が開催されました。その結果、４地区の地域まちづくり

協議会の取組が補助金の交付対象に選定されましたので、今後の活発な事業展開を期待いたしてい

るところであります。 

 また、地区コミュニティセンター充実事業につきましては、去る６月に城東地区コミュニティセ

ンター建設等工事及び旧城東地区コミュニティセンター解体工事の契約を締結し、本年度内の完成

に向けて、現在、着実に工事を進めているところでございます。 
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 一方、地域におきましても、夏祭り等の盛大なイベントや、野登地区まちづくり協議会におきま

して会議ファシリテーションを活用したまちづくりサロンが今月開催されるなど、地域コミュニテ

ィの快復に向けた取組が力強く展開されているところでございます。本市といたしましても、自分

たちの地域を語り合う楽しい対話の場の創出に向けた支援や、会議ファシリテーション研修を展開

するなど、地域コミュニティの快復や地域の担い手育成に向けて取り組んでまいります。 

 次に、市民参画・交流活動の促進と協働の推進のうち、協働事業提案制度につきましては、市民

活動団体から３つの事業提案がありましたので、来年度の事業実施に向けて、協働コーディネータ

ーを交え市民活動団体と協議を進めており、多様な主体との協働によるまちづくりを推進してまい

ります。 

 次いで、移住・定住の促進のうち、移住交流促進事業につきましては、移住・交流アドバイザー

とも連携しながら、県外在住の若者をターゲットに、来る１０月２８日、２９日の２日間を第１回

目とする関宿の空き家を活用したワークショップを開催いたします。これを契機に、参加者の地域

への関心を高め、交流を促進し、関係人口の創出につなげてまいります。 

 続きまして、「行政経営」について、ご説明申し上げます。 

 まず、組織力の強化と働き方改革の推進のうち、職員コンプライアンスの推進につきましては、

亀山市職員コンプライアンス条例の施行から４年が経過する中で、全ての職員が改めて制度の仕組

みを理解し、市民に信頼される市政の確立を促進するため、本年度から本条例の施行日である８月

１日から１週間を亀山市職員コンプライアンス推進週間と位置づけ、職員相互に意見交換を行う機

会を設けるなど、コンプライアンスへの理解を深める取組を実施いたしました。今後も本条例のさ

らなる浸透を図り、職員のコンプライアンス意識の向上につなげてまいります。 

 次に、財産・情報の適正な管理・活用につきましては、来る１０月に統合型内部情報システムが

更新時期を迎えますことから、これに併せて電子決裁を拡充し、決裁事務処理の時間短縮や保管ス

ペースを含めたコスト削減を図り、デジタル技術を活用した公文書保存の最適化を進めてまいりま

す。 

 また、新庁舎整備の推進につきましては、先月、新庁舎整備の基本的な考え方を示す亀山市新庁

舎整備基本計画を策定したところであり、本年度中の建設予定地決定に向けて、基本計画で示す複

数の建設候補地を多面的な観点から評価し検討を進めているところでございます。 

 ところで、市内７施設の放課後児童クラブ並びに亀山市文化会館及び中央コミュニティセンター

の指定管理につきましては、本年度で指定管理期間が終了いたしますので、令和６年度からの指定

管理者の選定に当たり、本議会に債務負担行為の追加について予算補正をお願いいたしております。 

 一方、後期基本計画の推進につきましては、全庁的な推進組織である亀山市後期基本計画推進会

議を通じて、健都さぷり＋（プラス）プロジェクトなど主に４つの重点プロジェクトについて、そ

の実効性を高めるため、横断的な連携・調整に努めているところでございます。 

 なお、学校教育、生涯学習等、教育分野の詳細につきましては、後ほど教育委員会当局からご説

明申し上げます。 

 最後に、本年５月１１日から８月１０日までの一般会計及び各特別会計に係る３,０００万円以

上１億５,０００万円未満の工事請負契約並びに、同期間における負担つきでない１００万円以上

の寄附受納の状況は、別紙のとおりでございましたので、ご高覧を賜りたいと存じます。 



－１１－ 

 以上、簡単ではございますが、市政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。何と

ぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森 美和子君） 

 市長の現況報告は終わりました。 

 続いて、教育長に教育行政の現況について報告を求めます。 

 中原教育長。 

○教育長（中原 博君登壇） 

 それでは、令和５年９月亀山市議会定例会の開会に当たり、教育行政の現況と今後の見通しにつ

いてご報告し、議員並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 まず、教育に関する国の情勢でありますが、先月、令和の日本型学校教育を推進する地方教育行

政の充実に向けた報告書が調査研究協力者会議により取りまとめられました。報告書では、教育を

取り巻く社会状況の変化、外国人児童・生徒や不登校児童・生徒の増加、教育ＤＸをはじめとする

学校現場における課題の多様化・複雑化に対応するための地方教育行政の在り方について基本的な

考え方が示されています。 

 次に、県の情勢でありますが、新型コロナウイルス感染症の流行以来、誰一人取り残すことなく

子供たちの学びと健康を支えるとともに、コロナ禍で再認識された学校の役割を踏まえ、新しい時

代の学びを実現していくことを目指し、三重県教育施策大綱の策定に向けた検討が進められていま

す。 

 このような国や県の動向を受けまして、市教育委員会におけるそれぞれの事業進捗について、ご

説明申し上げます。 

 まず、市内小・中学校における児童・生徒の学校生活についてですが、対面でのコミュニケーシ

ョン等は、新型コロナウイルス感染症が広がる前に戻りつつあります。そこで、児童・生徒が主体

的に行動する力を身につけ、挨拶をはじめとするコミュニケーションの質を高める取組として「あ

いさつでひろげよう！ともだちのわ！「あいとも運動」」を６月から実施しております。この運動

を学校や子供たちから強く発信することにより、学校だけでなく家庭や地域での挨拶の機会がさら

に増えることを期待しています。これまでの人間関係や社会との関わりの大切さをみんなで再確認

し、引き続き地域とともにある学校づくりの推進に粘り強く取り組んでまいります。 

 次いで、学校関係における各種行事の状況でございますが、先月２７日に川崎小学校において、

「英語デイキャンプｉｎ Ｋａｍｅｙａｍａ２０２３」を開催いたしました。市内小学校５・６年

生、ＡＬＴ（外国語指導助手）や中高生ボランティア、教員等、総勢５５名が集まり、会話やゲー

ムによるコミュニケーションを通して、生きた英語を楽しく学ぶ一日となりました。 

 また、今月３日及び４日には、市文化会館におきまして、ＮＨＫ全国学校音楽コンクール三重県

コンクールが開催され、本市からは小学校の部に亀山西小学校と川崎小学校が出場しました。審査

の結果、川崎小学校が金賞を受賞し、来月の東海・北陸ブロックコンクールの三重県代表に決定し

ております。 

 加えて、１１月７日には市文化会館におきまして、亀山市小中学校音楽会の開催を予定している

ところです。 

 次いで、市内小学校の修学旅行につきましては、来る１０月に４年ぶりに京都・奈良方面を目的
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地として予定をしております。 

 また、体育祭・運動会につきましては、１学期に実施していない５校が２学期での実施を予定し

ているところです。 

 次に、部活動関係でございますが、中学校総合体育大会等の大会におきまして、市内各中学校が

地区大会及び県大会において好成績を収めました。団体種目としましては、亀山中学校の剣道部女

子、中部中学校の剣道部女子、陸上競技部４×１００メートルリレーで東海大会に出場を果たして

おります。個人種目では、中部中学校の陸上競技部男子走り幅跳びで全国大会に出場を果たしてお

ります。また、亀山中学校の陸上競技部男子８００メートル、男子１年１００メートル、剣道部男

子で各１名、剣道部女子で２名が東海大会に出場を果たしております。 

 なお、部活動の休日における地域移行につきましては、本年度中に部活動の在り方検討委員会

（仮称）を設置し、移行に係る課題や移行スケジュール等について検討を進めてまいります。 

 次に、学校教育に関する取組といたしまして、先月末に令和５年度全国学力・学習状況調査の結

果が公表され、本市の状況としましては、小・中学校とも国や県をやや下回る結果となりました。

今後、教科ごとの詳細を分析するとともに、引き続き学力向上推進計画（第４版）の取組を推進し、

子供たち一人一人の自己実現と１０年先にも役立つ確かな学力の定着を目指してまいります。 

 次いで、読書活動につきましては、県の委託事業である「本を読もう！読書活動推進事業」を実

施いたします。本事業は、学校図書館活用アドバイザーを中心として、学校図書館を拠点に学校に

おける読書活動をより活性化し、そこで得られた読書活動に関する成果等を県内全域に発信するも

のでございます。そのため、本議会に当事業に係る関係経費の予算補正を提案いたしております。 

 次に、教職員に関する取組につきまして、研修関係として、市教育委員会が主催する教職員研修

講座を夏季休業中に８講座開講するとともに、伊賀市や甲賀市の研修に相互参加できるような協力

体制を築き、教員の専門性と指導力の向上を図っています。また、来る１０月には、亀山東小学校、

井田川小学校及び加太小学校の３校が研究指定校として研究の成果を発表することとなっています。 

 次いで、キャリア教育についてでございますが、この３年間、コロナ禍によって職場体験学習の

実施が一部の学校にとどまっておりましたが、本年度は３中学校がそろって来月１３日から１５日

までの３日間に職場体験学習を実施する予定でございます。また、亀山東小学校では、昨年度に引

き続き、国の小・中・高等学校における起業体験推進事業を受けることになりました。本事業の取

組により、他者と協力しながら新しい価値を創造する力など、これからの時代を生き抜いていくた

めに誰もが必要な力の育成を進めてまいります。そのため、本議会に当事業に係る関係経費の予算

補正を提案いたしております。 

 続きまして、学校施設の整備関係について、ご説明申し上げます。 

 亀山東小学校体育館屋根改修工事につきましては、屋根の防水工事をほぼ終え、現在、体育館の

床改修工事を施工しており、来月初旬には完了する予定でございます。 

 また、小・中学校施設における修繕関係といたしまして、多数の緊急的な修繕の実施を要するた

め、本議会に関係経費の予算補正を提案しております。 

 次いで、通学路における安全確保につきましては、学校、ＰＴＡ及び地域等から８７件の要望を

受け、通学路の合同現場確認を亀山警察署、三重県鈴鹿建設事務所、市関係部局等と今月上旬に実

施したところです。その結果を受け、関係機関と連携を図り改善の方向性を検討しつつ、必要箇所
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における速やかな改善を目指し、引き続き児童・生徒の安全確保に向けた取組を進めてまいります。 

 また、三重県建設労働組合亀山支部による奉仕作業につきましては、先月３０日に中学校３校に

おいて、木製棚や木製ベンチの作製など、生徒の学びの環境の充実に貢献いただきました。 

 次いで、中学校給食関係として、中学校全員喫食制給食実施事業につきましては、事業の早期実

現に向け、様々な視点から持続可能性や経済性等を考慮の上、再検討を行い、現在、外部調理委託

による食缶搬入方式での全員喫食制給食を令和８年度中の提供開始に向けて整理を行っているとこ

ろであります。 

 続きまして、生涯学習関係について、ご説明申し上げます。 

 まず、地域の学び推進事業につきましては、かめやま人キャンパスと公民館事業を基軸に様々な

学びの講座を企画・実施しているところでございます。その中で、公民館講座においては、来月か

ら地域まちづくり協議会と連携しながら、地域のニーズに沿った学びを提供する出前教室を順次開

講してまいります。 

 次に、青少年健全育成関係につきましては、子ども会育成者連絡協議会や青少年育成市民会議を

はじめとする各関係団体や地域の方々にご尽力いただいております。県内大学生や市内高校生など

の協力も得ながら、夏季休業期間を中心に、新スポーツ体験会（スポーツ鬼ごっこ）やサマーキャ

ンプなどの体験活動を実施していただいております。また、鈴鹿峠自然の家においては、坂下星見

の会と協働して、夏の天体観察会を開催したところです。 

 なお、全国各地で発生している水難事故の対応として、夏季休業期間中における児童・生徒だけ

での川遊びなどに対し、青パト（青色回転灯車）によるパトロールを強化しております。引き続き、

関係機関と連携を密にし、児童・生徒の安全・安心の確保に努めてまいります。 

 続きまして、図書館関係についてご説明申し上げます。 

 まず、新図書館開館１６０日目となる今月６日には入館者数が１５万人を超えるなど、連日多く

の方々にご来館いただいております。その中で、読書活動の推進や図書館を核としたにぎわいの創

出につながる取組を行うため、図書館ボランティアの参画や各種団体の皆様との協働により様々な

イベントの開催をしているところです。 

 また、来月には、愛知工業大学の協力により、図書館における滞在時間や場所などの来館者動向

調査を予定しており、図書館サービスのさらなる向上につなげていきたいと考えております。 

 以上、教育行政の現況について、ご報告及びご説明申し上げました。何とぞよろしくご審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（森 美和子君） 

 教育長の現況報告は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５７分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時０８分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に日程第５、議案第４０号から日程第２４、報告第１６号までの２０件を一括議題とします。 
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 市長に上程各案に対する提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 まず、議案第４０号亀山市営住宅条例の一部改正についてでございますが、亀山市公営住宅等長

寿命化計画において、耐用年数が経過し、老朽化が著しいことから用途廃止とする判定を行った市

営住宅について、入居者の退去が完了したことから、これらの住宅の用途を廃止するため、所要の

改正を行うものでございます。 

 改正内容は、昭和３８年度建設の亀田（尾崎）住宅、昭和３９年度建設の和田住宅、昭和４０年

度建設の和田住宅及び昭和４１年度建設の和田住宅について用途を廃止することから、これらの住

宅の名称、位置等を定める規定を削除いたします。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第４１号亀山市火災予防条例の一部改正についてでございますが、対象火気設備等の

位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

等の一部が改正され、蓄電池設備に関する基準が見直されたことなどから、所要の改正を行うもの

でございます。 

 改正内容は、まず１つ目といたしまして、キュービクル式の変電設備について適用していた建築

物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこととする位置の基準は、キュー

ビクル式以外の変電設備についても適用いたします。 

 ２つ目といたしまして、この条例の対象となる蓄電池設備を４,８００アンペアアワー・セル未

満のものを除く蓄電池設備から、１０キロワット時以下のもの及び１０キロワット時を超え２０キ

ロワット時以下のものを除く蓄電池設備に改正するなど、蓄電池設備に関する基準を見直すことと

いたします。 

 ３つ目といたしまして、火を使用する設備等の設置に係る届出の対象から、蓄電池容量が２０キ

ロワット時以下の蓄電池設備を除くことといたします。 

 ４つ目といたしまして、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を新たに定めることといたします。 

 なお、施行日は令和６年１月１日といたします。 

 また、この条例の施行の際、現に設置されている、または設置の工事中である燃料電池発電設備、

変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の亀山市火災予防条例に規

定する蓄電池設備のうち、新条例の位置の基準に適合しないものについては、なお従前の例による

とするなどの経過措置を設けることといたします。 

 続きまして、議案第４２号令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）についてでございます

が、補正額は歳入歳出それぞれ５,４７６万６,０００円を追加し、補正後の予算総額を２１９億１,

８８２万円といたしております。 

 まず、債務負担行為補正につきましては、放課後児童クラブ指定管理料など２事業を追加いたし

ており、地方債補正につきましては、臨時財政対策について限度額を変更いたしております。 

 次に、歳出でございますが、民生費に介護保険事業所の防災設備に対する補助金や過年度国・県
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支出金の返還金を計上するほか、教育費に小・中学校施設の修繕料などを増額計上いたしておりま

す。 

 一方、歳入でございますが、地方交付税では、普通交付税の交付決定額により増額いたしており

ます。 

 国庫支出金では、介護保険事業所の防災設備の補助金の財源として、地域介護・福祉空間整備等

交付金を計上いたしております。 

 寄附金では、企業版ふるさと納税として寄附を受けた都市計画費寄附金を計上し、繰越金では、

今回の補正財源として前年度繰越金を計上するほか、市債では、発行可能額の決定に伴い臨時財政

対策債を減額いたしております。 

 次に、議案第４３号令和５年度亀山市下水道事業会計補正予算（第１号）についてでございます

が、資本的支出において２,８４７万７,０００円増額し、補正後の予定額を１７億６,９６７万７,

０００円といたしております。 

 補正内容といたしましては、令和４年度決算を受けて農業集落排水事業債償還基金への基金積立

金を増額いたしております。 

 次に、議案第４４号令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）についてでございますが、

資本的収入及び支出において１,９２０万円を増額し、補正後の予定額を資本的収入は２億６,６７

２万９,０００円、資本的支出は３億１,４７０万円といたしております。 

 補正内容としましては、資本的支出において器械備品費を計上し、その財源として資本的収入に

おいて企業債を計上いたしております。 

 債務負担行為補正につきましては高圧蒸気滅菌器更新事業を追加し、企業債補正につきましては

医療センター医療機器整備事業の限度額を変更いたしております。 

 以上が今回提案いたしました一般会計及び各企業会計の補正予算の主な内容でございます。 

 なお、詳細につきましては副市長から説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い

申し上げます。 

 続きまして、議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます

が、歳入総額２４７億７,６４３万４,４１０円に対し、歳出総額は２３９億９,１０５万９,８７９

円であり、歳入歳出差引額は７億８,５３７万４,５３１円となっております。 

 このうち、翌年度へ繰り越すべき財源である９,１１１万１,８００円を差し引いた実質収支額は

６億９,４２６万２,７３１円となり、黒字となっております。 

 また、地方自治法第２３３条の２の規定により、実質収支額のうち３億５,０００万円を財政調

整基金に繰り入れております。 

 次に、議案第４６号令和４年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございますが、歳入総額４６億２,６５０万９３６円に対し、歳出総額は４５億２,８５８万６,６

９４円であり、歳入歳出差引額は９,７９１万４,２４２円の黒字となっております。 

 次に、議案第４７号令和４年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について

でございますが、歳入総額１１億９４９万５,５６５円に対し、歳出総額は１１億７４６万５,２２

０円であり、歳入歳出差引額は２０３万３４５円の黒字となっております。 

 以上が令和４年度の一般会計及び各特別会計の決算の状況でございます。 
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 なお、詳細につきましては会計管理者から説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお

願い申し上げます。 

 続きまして、議案第４８号令和４年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

でございますが、収益的収入の決算額は１４億６,４９４万７,９３０円であり、同支出は１２億６,

６６４万２,８９１円でございます。 

 消費税を差し引いた当年度純利益は１億７,２９２万１,４５５円であり、その他未処分利益剰余

金変動額１億３,８１５万１,５２２円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は３億１,１０７万２,

９７７円となっております。 

 なお、当年度未処分利益剰余金の全額を減債積立金及び建設改良積立金への積立て並びに資本金

に組み入れるものといたします。 

 また、資本的収入の決算額は１億１,００７万１,５００円であり、同支出は５億４,３５１万３,

４１３円でございます。収支差引きで不足する額４億３,３４４万１,９１３円につきましては、当

年度分損益勘定留保資金などで補填いたしました。 

 次に、議案第４９号令和４年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

でございますが、収益的収入の決算額は９,０５４万９,８７６円であり、同支出は６,０１６万３,

５４８円でございます。 

 消費税を差し引いた当年度純利益は２,９９４万３,３２８円であり、前年度繰越利益剰余金２,

２３１万６,３５２円及びその他未処分利益剰余金変動額９８６万６,７２１円と合わせて、当年度

未処分利益剰余金は６,２１２万６,４０１円となっております。 

 なお、当年度未処分利益剰余金のうち２,９８６万６,７２１円につきましては、減債積立金及び

建設改良積立金への積立て並びに資本金に組み入れるものとし、残余を繰り越すものといたします。 

 また、資本的収入の決算額は１,８２２万２,６００円であり、同支出の決算額は４,９３４万３,

３０２円でございます。収支差引きで不足する額３,１１２万７０２円につきましては、当年度分

損益勘定留保資金などで補填いたしました。 

 次に、議案第５０号令和４年度亀山市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてでご

ざいますが、収益的収入の決算額は１６億１,０７１万４,９１８円であり、同支出は１４億９,６

４７万８５２円でございます。 

 消費税を差し引いた当年度純利益は６,８９１万２６８円であり、その他未処分利益剰余金変動

額２,４２４万３,０２３円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は９,３１５万３,２９１円となっ

ております。 

 なお、当年度未処分利益剰余金の全額を減債積立金への積立て及び資本金に組み入れるものとい

たします。 

 また、資本的収入の決算額は１２億８,３１９万１,３７０円であり、同支出は１６億８,８４３

万７,５６８円であります。 

 翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額１５０万円を除く収支差引きで不足する額４億６

７４万６,１９８円につきましては、過年度分損益勘定留保資金などで補填いたしました。 

 次に、議案第５１号令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定についてでございますが、収益的

収入の決算額は１７億９,３０８万７,３８７円であり、同支出は１６億５,１９４万４,０６２円で
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ございます。 

 消費税を差し引いた当年度純利益は１億４,０７８万５,９０１円であり、当年度未処理欠損金は

１１億４,３０９万７,０７３円となっております。 

 また、資本的収入の決算額は９,３６２万３,１４２円であり、同支出は１億２,６２０万９,２１

３円でございます。収支差引きで不足する額３,２５８万６,０７１円につきましては、過年度分損

益勘定留保資金で補填いたしました。 

 以上、各企業会計決算の詳細につきましては、所管するそれぞれの担当部長から説明いたします

ので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第５２号市道路線の認定についてでございますが、開発行為により設置された

新規路線である阿野田４０号線の路線の認定につきまして、道路法第８条第２項の規定により議会

の議決を求めるものでございます。 

 以上、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。何とぞよろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

 続きまして、報告第１０号決算に関する附属書類の提出についてでございますが、決算の認定に

関連いたしまして、地方自治法及び同法施行令の規定により、主要施策の成果報告書など附属書類

を併せて提出いたしておりますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、報告第１１号健全化判断比率の報告についてでございますが、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項の規定により、健全化判断比率とされる実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率及び将来負担比率を報告するものでございます。 

 令和４年度決算に基づく健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきまし

ては、実質収支額、資金不足額ともに赤字額となっておりませんので、指標なしとなっております。 

 また、実質公債費比率は、元利償還額及び準元利償還金の標準財政規模に対する割合を表し、２.

７％となっております。 

 さらに、将来負担比率は、将来負担額に対し、充当可能財源等が上回るため、指標なしとなって

おります。 

 このように、令和４年度決算に基づく健全化判断比率は、早期健全化及び財政再生の両基準に対

して十分に余裕を持った指標となっております。 

 次に、報告第１２号から報告第１５号までの資金不足比率の報告についてでございますが、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、公営企業各会計の資金不足比

率を報告するものでございます。 

 令和４年度決算に基づく資金不足比率は、資金不足額の営業収益に対する割合を表しており、各

会計ともに資金不足が生じていないため、全て指数なしとなっております。 

 次に、報告第１６号専決処分の報告についてでございますが、白木町地内において発生した庁用

車両による物損事故に伴う損害賠償の額を定めることにつきまして、令和５年８月９日に地方自治

法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告するも

のでございます。 

 以上、本議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。何とぞよろしくご審議賜り

ますようお願い申し上げます。 
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○議長（森 美和子君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、副市長に令和５年度各会計補正予算について補足説明を求めます。 

 山本副市長。 

○副市長（山本伸治君登壇） 

 それでは、議案第４２号令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について補足説明をさせ

ていただきます。 

 最初に、補正予算書４ページをご覧ください。 

 第２表 債務負担行為補正につきましては、令和６年４月からの指定管理者を選定するに当たり、

放課後児童クラブ指定管理料など２事業を追加いたしました。 

 次の第３表 地方債補正につきましては、普通交付税の算定に伴い、発行可能額が決定いたしま

した臨時財政対策事業について、限度額を変更いたしました。 

 続きまして、予算に関する説明書の歳出から、説明欄をご覧いただきながら、主な内容をご説明

いたします。 

 １５ページをご覧ください。 

 下段の第３款民生費、老人福祉費の一般事業７７３万円につきましては、民間の小規模多機能型

居宅介護事業所の非常用自家発電設備設置に対する国庫補助金を市を経由して支出する必要があっ

たため、補助金を計上いたしました。 

 １７ページをご覧ください。 

 上段の児童福祉総務費の一般事業１,９４８万５,０００円につきましては、令和４年度子どもの

ための教育・保育給付費交付金など、過年度の国・県支出金の精算に伴う返還金を計上いたしまし

た。 

 ２１ページをご覧ください。 

 中段の第１０款教育費、小学校費の施設管理費８００万円及び下段の中学校費の施設管理費７０

０万円につきましては、緊急を要する修繕が当初見込みより増加したことから、修繕料を増額いた

しました。 

 ２３ページをご覧ください。 

 上段の保健体育費の施設管理費の６００万円につきましては、東野公園体育館における雨漏り箇

所及び修繕面積が当初見込みより増えたことなどにより、工事請負費を増額いたしました。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

 戻りまして、９ページをご覧ください。 

 中段の第１１款地方交付税１億３,４４２万３,０００円につきましては、普通交付税の交付決定

額により増額いたしました。 

 その下の第１５款国庫支出金、地域介護・福祉空間整備等交付金７７３万円につきましては、市

内の小規模多機能型居宅介護事業所の非常用自家発電設備設置に係る国庫補助金を計上いたしまし

た。 

 １１ページをご覧ください。 

 中段の第１８款寄附金、都市計画費寄附金３,０００万円につきましては、市内企業から企業版
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ふるさと納税として寄附を受けましたことから計上し、公園長寿命化計画事業の財源として活用さ

せていただくこととしております。 

 その下の第２０款繰越金、前年度繰越金４９４万６,０００円につきましては、今回の補正予算

の財源として計上いたしました。 

 １３ページをご覧ください。 

 下段の第２２款市債、臨時財政対策債１億２,４６９万３,０００円の減額につきましては、普通

交付税の算定に伴い発行額を決定したことから減額しました。 

 続きまして、議案第４３号令和５年度亀山市下水道事業会計補正予算（第１号）について補足説

明をさせていただきます。 

 ２９ページをご覧ください。 

 資本的支出、基金積立金２,８４７万７,０００円につきましては、令和４年度決算に伴い、農業

集落排水事業債償還基金積立金を増額いたしました。 

 続きまして、議案第４４号令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について補足説明

をさせていただきます。 

 ４１ページをご覧ください。 

 債務負担行為の追加でございますが、高圧蒸気滅菌器更新事業を追加し、企業債につきましては、

医療センター医療機器整備事業の限度額を変更しております。 

 ４３ページをご覧ください。 

 下段の資本的支出、器械備品費１,９２０万円につきましては、エックス線骨密度測定装置等、

医療機器購入のため増額いたし、その財源として、上段の資本的収入、企業債におきまして１,９

２０万円を増額いたしました。 

 以上、一般会計補正予算（第３号）並びに下水道事業会計補正予算（第１号）及び病院事業会計

補正予算（第１号）の補足説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審議賜りますようお願い

を申し上げます。 

○議長（森 美和子君） 

 副市長の補足説明は終わりました。 

 次に、令和４年度各会計決算についての補足説明を求めます。 

 まず、会計管理者に令和４年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算についての補足説明を求め

ます。 

 米津会計管理者。 

○会計管理者（米津ひろみ君登壇） 

 それでは、議案第４５号から議案第４７号までの令和４年度亀山市一般会計及び各特別会計歳入

歳出決算につきまして、補足説明を申し上げます。 

 お手元の黄色の冊子、一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書並びに決算の附属書類の２４、２

５ページをご覧ください。 

 まず一般会計の歳入の主なものでございますが、第１款市税は、調定額１０４億５,６１９万１,

６５０円に対しまして、収入済額は１０１億４,３８５万２,３５５円で、前年度と比べ１億５,０

４８万５,１２４円増え、前年度比１.０２となりました。 



－２０－ 

 市税のうち、固定資産税は前年度と比べるとほぼ横ばいとなりましたが、市民税が前年度比１.

０３で１億６５０万２,２４３円増えました。特に法人市民税が増えております。 

 また、市税の不納欠損額は１,３９７万９,４０３円、収入未済額は２億９,８３５万９,８９２円

で、調定額に対します収納率は９６.９％でございます。 

 次に、２８、２９ページ中ほどをご覧ください。 

 第１１款地方交付税の収入済額は、前年度より２億７,９９４万６,０００円増え、２３億４,０

７７万６,０００円でございます。 

 次に、３６、３７ページをご覧ください。 

 第１５款国庫支出金の収入済額は、前年度より４億５,６０６万９,４１８円少ない、４７億３０

５万１,５４２円で、ワクチン接種事業費負担金や住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助

金など新型コロナウイルス感染症対策に係るもののほか、障がい者自立支援給付費負担金や児童手

当負担金、地方創生臨時交付金などが主なものとなっています。 

 次に、５２、５３ページ下段をご覧ください。 

 第１８款寄附金につきましては、前年度比９.０２で、前年度より８,２１８万７,８８７円増え、

９,２４３万５,５２６円となりました。 

 このうち、ふるさと納税として個人の方からご寄附をいただきました金額は、前年度より１,７

６３万９５５円増え、２,７０２万７,０００円となりました。また、企業版ふるさと納税として３,

０００万円のご寄附をいただいております。 

 次に、６４、６５ページ下段の第２２款市債の収入済額は、前年度より５億５,１９０万円減り、

１７億５,９４０万円でございます。 

 主なものといたしましては、臨時財政対策債をはじめ都市計画事業債や図書館整備事業債などに

よるものでございます。 

 ６６、６７ページ最下段の歳入合計は、予算現額２５１億５,６１０万２,００３円に対しまして、

調定額は２５１億９,７３０万８,１１５円で、収入済額は２４７億７,６４３万４,４１０円でござ

います。また、不納欠損額は１,４０８万９,４０３円、収入未済額は４億６７８万４,３０２円で

ございます。 

 続きまして、一般会計の歳出につきましてご説明させていただきます。 

 前年度と比較して、支出額が増えた割合が高いのが商工費と土木費、それと災害復旧費でござい

ます。反対に割合が低くなったのは民生費と農林水産業費、それと諸支出金でございます。 

 まず第３款民生費でございますが、１１５ページ下段をご覧ください。 

 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業につきましては、１１７ページ上段の繰越明許費分

も含めまして２億９,５２９万３１４円となりました。 

 また、障がい者や障がい児支援のための経費といたしまして、１１７ページの障がい者支援事業

につきましては１１億５,３１３万９,２９６円、１４１ページ中段の心身障がい児支援事業につき

ましては３億２,５６５万７,９２５円となりました。 

 このほか、１３５ページ中ほどの民間保育所児童保護費につきましては、民間の保育所に支払う

負担金で６億３,６２７万９,１７５円、その下の給付事業につきましては、児童手当など８億３,

９９０万５,０００円となりました。 



－２１－ 

 一方で、同ページ上段の子育て世帯臨時特別給付金給付事業につきましては、令和３年度には８

億２,９２９万２,９００円の支払いがございましたが、その支払いが令和３年度でほぼ終了したこ

とから、民生費につきましては前年度比が低くなっております。 

 次に、第７款商工費でございますが、１７９ページをご覧ください。 

 商工業振興事業のうち、経済支援対策事業につきましては、亀山プレミアム付商品券の換金等の

業務委託料が大きく占め、３億７,６９８万８,１３８円となりました。 

 続いて、第８款土木費でございますが、１９９ページをご覧ください。 

 亀山駅周辺整備事業につきましては、繰越明許費分を含め１８億１,３９３万９,７３７円で、亀

山駅前広場の用地購入費や整備事業負担金、市街地再開発事業補助金などが増えました。 

 次に、第１１款公債費でございますが、２５８、２５９ページ下段をご覧ください。 

 元金償還金は１９億２,６８７万２,９２３円、利子償還金は３,４３７万８,９３４円でございま

す。 

 次に、第１２款諸支出金でございますが、２５８ページ最下段にございますとおり１億８,１１

３万４,１１５円で、これは２６０ページから記載がありますとおり１２基金への積立金となって

おります。リニア中央新幹線亀山駅整備基金に５,２７０万４,０００円、庁舎建設基金に５,００

０万円積立てしたものが主なものでございます。 

 次に、２６４、２６５ページ下段をご覧ください。 

 歳出合計は、予算現額２５１億５,６１０万２,００３円に対しまして、支出済額は２３９億９,

１０５万９,８７９円で、翌年度への繰越明許費は１億９,１１７万２,５００円、不用額は９億７,

３８６万９,６２４円でございます。 

 続きまして、国民健康保険事業特別会計でございます。 

 まず歳入でございますが、２６８、２６９ページをご覧ください。 

 第１款国民健康保険税の収入済額は８億１,４６２万６,６０９円で、調定額に対します収納率は

７９.７％でございます。 

 次に、２７０、２７１ページ上段の第３款県支出金の収入済額は、保険給付費等交付金として３

３億８,４２１万５０４円、同ページ中ほどの第５款繰入金は、一般会計と国民健康保険事業運営

基金からの繰入金として３億１,２９８万９,０５８円でございます。 

 次に、２７２、２７３ページ下段の歳入合計をご覧ください。 

 予算現額４６億９,３１３万１,０００円に対しまして、調定額は４８億３,３０３万９,０４８円、

収入済額は４６億２,６５０万９３６円、不納欠損額は１,４７７万６,４０５円、収入未済額は１

億９,１７６万１,７０７円でございます。 

 一方、歳出でございますが、２７６、２７７ページ中ほどをご覧ください。 

 第２款保険給付費の支出済額は３２億８,４８７万９,８９８円で、また２７８、２７９ページ下

段の第３款国民健康保険事業費納付金の支出済額は１０億１,４３０万３３５円でございます。 

 次に、２８２、２８３ページ中ほどの第６款諸支出金のうち、第２項基金費につきましては、国

民健康保険事業運営基金に積立てをしたもので、５,３１０万円となっております。 

 同ページ下段の歳出合計は、予算現額４６億９,３１３万１,０００円に対しまして、支出済額は

４５億２,８５８万６,６９４円、不用額は１億６,４５４万４,３０６円でございます。 



－２２－ 

 続きまして、後期高齢者医療事業特別会計でございます。 

 まず歳入でございますが、２８６、２８７ページをご覧ください。 

 第１款後期高齢者医療保険料の収入済額は５億３４６万５,１１７円で、調定額に対します収納

率は９８.９％でございます。 

 第３款繰入金は一般会計からの繰入金で、収入済額は５億７,２６５万６,１７８円でございます。 

 次に、２８８、２８９ページ下段の歳入合計をご覧ください。 

 予算現額１１億１,４２１万６,０００円に対しまして、調定額は１１億１,４２３万４,５４６円、

収入済額は１１億９４９万５,５６５円、不納欠損額は４７万３,７６８円、収入未済額は４２６万

５,２１３円でございます。 

 一方、歳出でございますが、２９０、２９１ページ中ほどをご覧ください。 

 第２款後期高齢者医療広域連合納付金が支出の大半を占めており、その支出済額は１０億６,１

９６万９,３０１円でございます。 

 歳出の合計は、２９２、２９３ページ下段にございますとおり、予算現額１１億１,４２１万６,

０００円に対しまして、支出済額は１１億７４６万５,２２０円、不用額は６７５万７８０円でご

ざいます。 

 また、２９６ページから２９８ページにかけましては、一般会計、各特別会計の実質収支に関す

る調書でございます。 

 一般会計、実質収支額６億９,４２６万２,７３１円のうち、地方自治法第２３３条の２の規定に

より、財政調整基金への繰入額は３億５,０００万円でございます。 

 最後に、３１６、３１７ページをご覧ください。 

 基金のうち財政調整基金につきましては、２億３,８１３万円前年度より少なくなり、令和４年

度末の現在高は２１億３,８９５万４,０００円となりました。この減額となりました金額の内訳は、

タブレットに保存されております１０番目の議案資料、令和４年度一般会計及び各特別会計決算資

料の５５ページにございますとおり、収益金として２４４万４,０００円と令和３年度決算による

剰余金として５億５,０００万円を積み立てた一方で、一般会計への繰出金として７億９,０５７万

４,０００円を取り崩したことによるものでございます。 

 このほかの各決算資料や決算書本冊の３００ページ以降の財産に関する調書につきましては、ご

覧いただきたいと存じます。 

 以上、簡単でございますが、令和４年度亀山市一般会計及び各特別会計の決算についてご説明申

し上げました。何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森 美和子君） 

 会計管理者の補足説明は終わりました。 

 会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時４９分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 



－２３－ 

 次に、上下水道部長に令和４年度亀山市水道事業会計決算について、令和４年度亀山市工業用水

道事業会計決算について及び令和４年度亀山市下水道事業会計決算についての補足説明を求めます。 

 田中上下水道部長。 

○上下水道部長（田中直樹君登壇） 

 それでは、議案第４８号令和４年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につきまし

て、補足説明を申し上げます。 

 令和４年度亀山市水道事業会計決算書の３、４ページをご覧ください。 

 まず収益的収入及び支出でございますが、収入は、営業収益と営業外収益、特別利益を合わせた

水道事業収益１４億６,４９４万７,９３０円で、昨年度と比較して４,５６７万３,２１１円増加し

ております。 

 支出は、営業費用と営業外費用、特別損失を合わせた水道事業費用１２億６,６６４万２,８９１

円となっております。 

 収益費用明細書は、消費税抜きで２６ページから２８ページに記載しております。 

 次に、５、６ページをご覧ください。 

 資本的収入及び支出でございますが、収入は、工事負担金と負担金を合わせた資本的収入１億１,

００７万１,５００円となっております。 

 支出は、建設改良費と企業債償還金を合わせた資本的支出５億４,３５１万３,４１３円となって

おります。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４億３,３４４万１,９１３円は、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額２,４６４万７,８６７円、当年度分損益勘定留保資金２億７,０

６４万２,５２４円、減債積立金１,６７１万３,９８０円、建設改良積立金１億２,１４３万７,５

４２円で補填しております。 

 建設改良工事の概況は１７ページから１９ページに記載しております。 

 これからご説明申し上げます損益計算書及び貸借対照表につきましては、消費税抜きで作成して

おります。 

 ７ページの令和４年度亀山市水道事業損益計算書をご覧ください。 

 １の営業収益は１１億８,７５２万５,３０２円で、これに対し、２の営業費用が１１億５,３４

７万７,００６円であり、差し引きました営業収支は３,４０４万８,２９６円の営業利益となって

おります。 

 また、３の営業外収益は１億５,９０５万７,６７０円で、これに対し、４の営業外費用が２,０

１６万８,３７４円であり、差引きしました営業外収支は１億３,８８８万９,２９６円の営業外利

益となっております。 

 営業利益と営業外利益の合計１億７,２９３万７,５９２円が経常利益となり、経常利益から６の

特別損失１万６,１３７円を差し引いた当年度純利益は１億７,２９２万１,４５５円となっており

ます。 

 次に、８ページ上段の令和４年度亀山市水道事業剰余金計算書をご覧ください。 

 右側の資本合計欄でございますが、前年度末残高に当年度純利益１億７,２９２万１,４５５円を

加え、当年度末残高は５８億８,８２５万６,９７０円となっております。 



－２４－ 

 下段の令和４年度亀山市水道事業剰余金処分計算書をご覧ください。 

 右側の未処分利益剰余金３億１,１０７万２,９７７円のうち、資本金に１億３,８１５万１,５２

２円を組み入れ、減債積立金に７,２９２万１,４５５円、建設改良積立金に１億円を積み立てるも

のでございます。 

 次に、９、１０ページの令和４年度亀山市水道事業貸借対照表をご覧ください。 

 資産の部、１の固定資産は有形固定資産と無形固定資産を合わせて９６億６,４３７万２,３１７

円、２の流動資産は現金・預金、未収金などを合わせて８億５,３０６万２,０６６円であり、資産

合計は１０５億１,７４３万４,３８３円となっております。 

 負債の部、３の固定負債は企業債と引当金を合わせて７億６,６６４万５,５７９円、４の流動負

債は企業債、未払金などを合わせて２億８,７１６万２,３７５円、５の繰延収益は長期前受金と長

期前受金収益化累計額を合わせて３５億７,５３６万９,４５９円で、負債合計は４６億２,９１７

万７,４１３円となっております。 

 資本の部、６の資本金は５４億６,９５３万３,３８０円、７の剰余金は利益剰余金４億１,８７

２万３,５９０円で、資本合計は５８億８,８２５万６,９７０円であり、負債資本合計は１０５億

１,７４３万４,３８３円となっており、資産合計と一致しております。 

 次に、２５ページのキャッシュ・フロー計算書をご覧ください。 

 下から３段目のとおり、資金が３,５４５万３,９２９円減少し、期末残高は６億４２０万９,５

３６円でございます。 

 以上が議案第４８号令和４年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての補足

説明であります。 

 続きまして、議案第４９号令和４年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

つきまして、補足説明申し上げます。 

 令和４年度亀山市工業用水道事業会計決算書の３、４ページをご覧ください。 

 収益的収入及び支出でございますが、収入は、営業収益と営業外収益を合わせた工業用水道事業

収益９,０５４万９,８７６円となっております。 

 支出は、営業費用と営業外費用を合わせた工業用水道事業費用６,０１６万３,５４８円となって

おります。 

 収益費用明細書を消費税抜きで１９、２０ページに記載しております。 

 次に、５、６ページをご覧ください。 

 資本的収入及び支出でございますが、収入は工事負担金１,８２２万２,６００円で、支出は建設

改良費と企業債償還金を合わせた資本的支出４,９３４万３,３０２円となっております。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３,１１２万７０２円は、当年度分損益勘定留保

資金２,０８１万９８１円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４４万３,０００円、

建設改良積立金９８６万６,７２１円で補填しております。 

 建設改良工事の概況は１５ページに記載しております。 

 次に、７ページの令和４年度亀山市工業用水道事業損益計算書をご覧ください。 

 １の営業収益は６,９８８万１,６９８円で、これに対し、２の営業費用が５,０９６万９,７００

円で、差引きしました営業収支は１,８９１万１,９９８円が営業利益となっております。 



－２５－ 

 また、３の営業外収益は１,４１０万８,４１２円で、これに対し、４の営業外費用が３０７万７,

０８２円であり、差引きしました営業外収支は１,１０３万１,３３０円が営業外利益となっており

ます。 

 営業利益と営業外利益の合計２,９９４万３,３２８円が経常利益となり、当年度純利益も同額で

ございます。 

 次に、８ページ上段の令和４年度亀山市工業用水道事業剰余金計算書をご覧ください。 

 右側の資本合計欄でございますが、前年度末残高に当年度純利益２,９９４万３,３２８円を加え、

当年度末残高は３億３,８６５万８,１０８円となっております。 

 下段の令和４年度亀山市工業用水道事業剰余金処分計算書をご覧ください。 

 右側の未処分利益剰余金６,２１２万６,４０１円のうち、資本金に９８６万６,７２１円を組み

入れ、減債積立金及び建設改良積立金にそれぞれ１,０００万円を積み立て、残余を繰り越すもの

でございます。 

 次に、９、１０ページの令和４年度亀山市工業用水道事業貸借対照表をご覧ください。 

 資産の部、１の固定資産は有形固定資産と無形固定資産を合わせて４億５,０１８万３８１円、

２の流動資産は現金・預金、未収金、前払費用を合わせて２億９,５０１万３,５１０円であり、資

産合計は７億４,５１９万３,８９１円となっております。 

 負債の部、３の固定負債は企業債と他会計借入金を合わせて１億６,４２１万５,３３１円、４の

流動負債は企業債、他会計借入金などを合わせて３,５７９万６,３７９円、５の繰延収益は長期前

受金と長期前受金収益化累計額を合わせて２億６５２万４,０７３円で、負債合計は４億６５３万

５,７８３円となっております。 

 資本の部、６の資本金は５,７５４万４４０円で、７の剰余金は利益剰余金２億８,１１１万７,

６６８円で、資本合計は３億３,８６５万８,１０８円であり、負債資本合計は７億４,５１９万３,

８９１円となっており、資産合計と一致しております。 

 次に、１８ページのキャッシュ・フロー計算書をご覧ください。 

 下から３段目のとおり、資金が２,５３１万４,３０９円増加し、期末残高は２億８,８９７万９,

８１９円でございます。 

 以上が議案第４９号令和４年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

の補足説明でございます。 

 続きまして、議案第５０号令和４年度亀山市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につき

まして、補足説明申し上げます。 

 当該会計は、令和４年度から農業集落排水事業において、地方公営企業法第２条第３項及び地方

公営企業法施行令第１条第２項の規定により、財務規定等が適用されたことに伴い、これまでの公

共下水道事業会計に農業集落排水事業を含めるとともに、名称を下水道事業会計と変更し、事業継

続をいたしたものでございます。 

 それでは、令和４年度亀山市下水道事業会計決算書の２、３ページをご覧ください。 

 収益的収入及び支出でございますが、収入は、営業収益と営業外収益を合わせた下水道事業収益

１６億１,０７１万４,９１８円となっており、昨年度と比較して５億９,１７４万２,０９５円増加

しております。 



－２６－ 

 支出は、営業費用と営業外費用、特別損失を合わせた下水道事業費用１４億９,６４７万８５２

円となっております。 

 収益費用明細書は、消費税抜きで１６ページから２０ページに記載しております。 

 次に、４、５ページをご覧ください。 

 資本的収入及び支出でございますが、収入は、企業債、他会計出資金、他会計補助金、基金繰入

金、国・県補助金、負担金及び分担金を合わせた資本的収入１２億８,３１９万１,３７０円となっ

ております。 

 支出は、建設改良費と企業債償還金、基金積立金を合わせた資本的支出１６億８,８４３万７,５

６８円となっております。 

 翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額１５０万円を除く資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額４億６７４万６,１９８円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額４,５３３万３,７９８円、繰越工事資金６９３万２,９００円、減債積立金２,４２４万

３,０２３円、過年度分損益勘定留保資金３億３,０２３万６,４７７円で補填しております。 

 建設改良工事の概況は４１ページに記載しております。 

 次に、６ページの令和４年度亀山市下水道事業損益計算書をご覧ください。 

 １の営業収益は５億７,０８９万４,６３１円で、それに対し、２の営業費用が１２億８,９７７

万９,３４３円であり、差引きしました営業収支は７億１,８８８万４,７１２円の営業損失となっ

ております。 

 また、３の営業外収益は９億５,５９２万９,５５１円で、それに対し、４の営業外費用が１億６,

５３３万４,５７１円であり、差引きしました営業外収支は７億９,０５９万４,９８０円の営業外

利益となっております。 

 営業損失と営業外利益の合計７,１７１万２６８円が経常利益となり、経常利益から６の特別損

失２８０万円を差し引いた当年度純利益は６,８９１万２６８円となっております。 

 次に、８、９ページの令和４年度亀山市下水道事業剰余金計算書をご覧ください。 

 右側の資本合計欄でございますが、前年度末残高に一般会計出資金の受入２億７,２３９万７,０

００円及び当年度純利益６,８９１万２６８円を加え、当年度末残高は１８億１１３万８,９１８円

となっております。 

 次に、１０ページの令和４年度亀山市下水道事業剰余金処分計算書をご覧ください。 

 右側の未処分利益剰余金９,３１５万３,２９１円のうち、資本金に２,４２４万３,０２３円を組

み入れ、減債積立金に６,８９１万２６８円を積み立てるものでございます。 

 次に、１２、１３ページの令和４年度亀山市下水道事業貸借対照表をご覧ください。 

 資産の部、１の固定資産は有形固定資産と無形固定資産、投資その他の資産を合わせて２５５億

１６０万９,２２４円、２の流動資産は現金預金、未収金などを合わせて１３億１,２８３万５,１

１０円であり、資産合計は２６８億１,４４４万４,３３４円となっております。 

 負債の部、３の固定負債は企業債と引当金を合わせて１０３億６,７２３万４３１円、４の流動

負債は企業債、未払金などを合わせて１０億２,９７８万１,８７８円、５の繰延収益は長期前受金

１３６億１,６２９万３,１０７円で、負債合計は２５０億１,３３０万５,４１６円となっておりま

す。 



－２７－ 

 資本の部、６の資本金は１５億６,９８５万６,６８９円、７の剰余金は資本剰余金と利益剰余金

を合わせて２億３,１２８万２,２２９円で、資本合計は１８億１１３万８,９１８円であり、負債

資本合計は２６８億１,４４４万４,３３４円となっており、資産合計と一致しております。 

 次に、１５ページのキャッシュ・フロー計算書をご覧ください。 

 下から３段目のとおり、資金が２億２,５３５万４,７８６円増加し、期末残高は１１億９,０６

９万７,９４６円でございます。 

 以上が議案第５０号令和４年度亀山市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての補

足説明でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森 美和子君） 

 上下水道部長の補足説明は終わりました。 

 次に、地域医療部長に令和４年度亀山市病院事業会計決算についての補足説明を求めます。 

 豊田地域医療部長。 

○地域医療部長（豊田達也君登壇） 

 それでは、議案第５１号令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定について、補足説明を申し上

げます。 

 令和４年度亀山市病院事業会計決算書の１ページ、２ページをご覧ください。 

 まず収益的収入及び支出でございますが、収入合計は医業収益と医業外収益、訪問看護ステーシ

ョン事業収益を合わせた病院事業収益で１７億９,３０８万７,３８７円でございます。 

 これに対しまして、支出合計は医業費用と医業外費用、訪問看護ステーション事業費用、特別損

失を合わせた病院事業費用で１６億５,１９４万４,０６２円でございます。 

 次に、３ページ、４ページをご覧ください。 

 資本的収入及び支出のうち、出資金、企業債、寄附金を合わせた収入合計は９,３６２万３,１４

２円でございます。 

 これに対し、建設改良費、企業債償還金、投資、基金費を合わせた支出合計は１億２,６２０万

９,２１３円でございまして、差引き３,２５８万６,０７１円の不足につきましては、過年度分損

益勘定留保資金で補填いたしました。 

 次に、５ページ、６ページの令和４年度亀山市病院事業損益計算書をご覧ください。 

 ここからは、法定書式によりまして消費税抜きで記載しております。 

 １の医業収益は１２億９,９９９万５,７４８円で、これに対し、２の医業費用が１５億３,６８

８万７,６９５円であり、差引きしました医業収支は２億３,６８９万１,９４７円の医業損失とな

っております。 

 ３の医業外収益は４億６,５３４万６,１３７円で、これに対し、４の医業外費用が７,３０６万

６,２０７円であり、差引きしました医業外収支は３億９,２２７万９,９３０円の利益となってお

ります。 

 ５の訪問看護ステーション事業収益は１,７３０万１,５６８円で、これに対し、６の訪問看護ス

テーション事業費用が２,９９２万９,１１６円であり、差引きしました訪問看護ステーション事業

収支は１,２６２万７,５４８円の損失となっております。 

 これらの医業損失と医業外収益、訪問看護ステーション事業損失を差し引きました１億４,２７



－２８－ 

６万４３５円が経常利益となり、そこから特別損失１９７万４,５３４円を差引きいたしますと、

令和４年度の純利益が１億４,０７８万５,９０１円となりますことから、当年度未処理欠損金は１

１億４,３０９万７,０７３円となっております。 

 次に、７ページ、８ページの令和４年度亀山市病院事業剰余金計算書をご覧ください。 

 表の資本金欄、自己資本金は政府債償還金元金等の２分の１を補填いただく他会計出資金１,７

７２万３,１４２円を加えまして、３７億６１０万１,２１９円となっております。 

 剰余金につきましては、資本剰余金は前年度と同額の１,７７７万８,１７０円、利益剰余金は当

年度純利益１億４,０７８万５,９０１円を加えまして、マイナス１１億４,３０９万７,０７３円と

なり、資本合計は２５億８,０７８万２,３１６円となっております。 

 下段の令和４年度亀山市病院事業欠損金処理計算書につきましては、当年度の処分額がございま

せんので、当年度末残高と処分後残高に変更はございません。 

 次に、９ページ、１０ページの令和４年度亀山市病院事業貸借対照表をご覧ください。 

 資産の部でございますが、１の固定資産は有形固定資産と無形固定資産、投資を合わせて２２億

２,３９２万２,７３７円、２の流動資産が現金預金、未収金、貯蔵品で合計１０億５,６１３万６,

６７２円となっておりまして、資産合計は３２億８,００５万９,４０９円となっております。 

 次に、負債の部でございますが、３の固定負債は、企業債とリース債務及び引当金で合計３億５,

５４９万７,９６２円、４の流動負債が企業債とリース債務及び未払金、引当金等で合計３億３,０

１４万３０１円、５の繰延収益につきましては１,３６３万８,８３０円を計上しております。 

 以上、負債合計は６億９,９２７万７,０９３円となっております。 

 資本の部につきましては、６の資本金が自己資本金３７億６１０万１,２１９円、７の剰余金は

資本剰余金１,７７７万８,１７０円と欠損金１１億４,３０９万７,０７３円で、資本の合計は２５

億８,０７８万２,３１６円となっております。 

 負債資本の合計は３２億８,００５万９,４０９円となり、資産の合計額と合致しております。 

 次に、２０ページのキャッシュ・フロー計算書をご覧ください。 

 下から３段目のとおり、資金が１億３,１４３万５,９０１円増加し、期末残高は６億２,２２８

万６,６５９円でございます。 

 以上が議案第５１号令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定についての補足説明でございます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森 美和子君） 

 地域医療部長の補足説明は終わりました。 

 以上で上程各案に対する提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 続いてお諮りします。 
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 明日２６日から９月４日までの１０日間は、議案精査のため休会したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 明日２６日から９月４日までの１０日間は、休会することに決定しました。 

 次の会議は９月５日午前１０時から開き、上程各案に対する質疑を行います。 

 本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。 

（午後 １時２８分 散会） 



－３０－ 
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●議事日程（第２号） 

 令和５年９月５日（火）午前１０時 開議 

第  １ 諸報告 

第  ２ 上程各案に対する質疑 

     議案第４０号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

     議案第４１号 亀山市火災予防条例の一部改正について 

     議案第４２号 令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について 

     議案第４３号 令和５年度亀山市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

     議案第４４号 令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について 

     議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     議案第４６号 令和４年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

     議案第４７号 令和４年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議案第４８号 令和４年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

     議案第４９号 令和４年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて 

     議案第５０号 令和４年度亀山市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

     議案第５１号 令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

     議案第５２号 市道路線の認定について 

     報告第１０号 決算に関する附属書類の提出について 

     報告第１１号 健全化判断比率の報告について 

     報告第１２号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１３号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１４号 亀山市下水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１５号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１６号 専決処分の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     古 田 𠮷 昭 君       ２番     櫻 木 善 仁 君 

   ３番     深 水 隆 司 君       ４番     草 川 卓 也 君 

   ５番     中 島 雅 代 君       ６番     森   英 之 君 

   ７番     今 岡 翔 平 君       ８番     髙 島   真 君 

   ９番     新   秀 隆 君      １０番     豊 田 恵 理 君 

  １１番     福 沢 美由紀 君      １２番     森   美和子 君 
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  １３番     鈴 木 達 夫 君      １４番     岡 本 公 秀 君 

  １５番     伊 藤 彦太郎 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  山 本 伸 治 君 

理      事  亀 渕 輝 男 君    政 策 部 長  笠 井 武 洋 君 

総 務 財 政 部 長  原 田 和 伸 君    市 民 文 化 部 長  辻 村 俊 孝 君 

健 康 福 祉 部 長  小 林 恵 太 君    産 業 環 境 部 長  富 田 真左哉 君 

建 設 部 長  松 田   昇 君    上 下 水 道 部 長  田 中 直 樹 君 

市民文化部次長兼 
          松 村   大 君    健康福祉部次長  小 坂 みゆき 君 
関 支 所 長 

総務財政部参事  杉 本 良 則 君    市民文化部参事  桜 井 伸 仁 君 

会 計 管 理 者  米 津 ひろみ 君    消 防 長  平 松 敏 幸 君 

消 防 部 長  豊 田 達 也 君    消 防 署 長  倉 田 利 彦 君 

地域医療統括官  上 田 寿 男 君    地 域 医 療 部 長  豊 田 達 也 君 

教 育 長  中 原   博 君    教 育 部 長  亀 山   隆 君 

監 査 委 員  国 分   純 君    監査委員事務局長  高 嶋 美 季 君 

選挙管理委員会 
          豊 田 昌 子 君 
事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

議 会 事 務 局 長  渡 邉 靖 文      書 記  西 口 幸 伸 

書 記  山 北 康 仁 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（森 美和子君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 なお、木田危機管理監は、都合により本日は欠席する旨の通知に接しておりますのでご了承願い

ます。 

 本日の議事につきましては、会議システムに保存してあります議事日程第２号により取り進めま

す。 

 これより日程第１、諸報告をします。 
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 監査委員から例月出納検査結果報告書２件が提出され、会議システムに保存してありますので、

ご覧おきください。 

 次に、日程第２、上程各案に対する質疑を行います。 

 初めに申し上げておきます。 

 質疑は、議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求めるものです。

したがって、自己の意見を述べることなく、また議題の範囲を超えたり、一般質問にならないよう

ご注意いただくとともに、発言は簡潔にお願いいたします。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １４番 岡本公秀議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 おはようございます。 

 ９月議会の代表質疑の先陣を務めさせていただきます新和会の岡本公秀でございます。 

 まず初めに、議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議案質疑さ

せていただきます。 

 まず、改進の年と位置づけた令和４年度の決算に対する市長の総括についてお伺いいたします。 

 年度初めに、市長は、この改進の年ということでどういうイメージかということで、まずコロナ

のダメージを克服し、ニューノーマルに向かって政策を進め、将来への布石を行う、また駅前再生

と緑の健都への挑戦を行うといった改進の年への抱負でございましたが、その成果はどうであった

かお伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 １４番 岡本公秀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 令和４年度決算の市長としての総括はいかがかというお尋ねでございました。申し上げたいと思

います。 

 令和４年度は、令和７年度を目標年次とする亀山市総合計画後期基本計画、その４年の計画期間

の初年度でございました。したがって、行政経営の重点方針におきまして、新たに進める改進の年

と位置づけ、基本計画に掲げた１１８の施策の方向、３３０の施策の推進を図るべく、組織・機構

改革による体制強化を行い、スタートダッシュを図った年でございました。その一方で、緊迫する

国際情勢によるネルギー価格などの物価の高騰、長引くコロナ禍への諸対策など、例年にも増して

社会経済情勢への速やかな適応が求められた年でもございました。 

 施策的には、令和３年度に引き続き、新型コロナ感染症対策として１４事業、総額８億９,００

０万円の総合対策パッケージとして、低所得世帯並びに子育て世帯に対する特別給付金の支給、ワ

クチン接種体制の充実、地方創生臨時交付金を活用した市独自の６０％のプレミアム付商品券事業、

エネルギー・食料品価格高騰への市民、事業者への支援策などを展開いたしました。 

 また、かねてからの課題でもございました保育所、幼稚園等におけるＩＣＴ化の推進、小・中学

校への統合型校務支援システムの導入などのＤＸの推進に取り組むとともに、戦略プロジェクトの
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最終年度となりました新図書館を核とする亀山駅周辺整備事業が完成に至ったところであります。

さらに、和田保育園の増設、公園の長寿命化、森林経営管理事業など、他の分野におきましても計

画的な施策の進捗が図られたものと考えております。 

 次に、財政的には、実質収支が約７億円の黒字決算となるとともに、経常収支比率は行財政改革

大綱の目標とする８５％を若干上回る８５.２％、公債費負担比率は警戒ラインの１５％を下回る

１２.２％となりました。また、基金への積立て、取崩し等を反映いたしました財政のやりくりを

表す実質単年度収支では、積立額と基金の取崩し額の差が前年度に比べ拡大したものの、各財政指

標は目標値等と比較をいたしましても、おおむね財政の健全化を図ることができたと考えておりま

す。 

 しかしながら、令和４年度末の本市基金の総額は、将来の備えといたしました特定目的基金を含

め８２億５,０００万円でありますが、財政調整基金につきましては、前年度から２億４,０００万

円減の２１億４,０００万円となりました。行革大綱に掲げました目標値２０億円は維持できては

いるものの、生活保護費や障がい者福祉などの社会福祉費、児童福祉費を含む扶助費の伸び、また

最低賃金の上昇に伴う人件費は年々増加の傾向を鑑みれば、中長期的視点の行財政運営が一層求め

られていると認識をいたしております。 

 また、昨年１２月定例会での一般会計補正予算を可決いただきましたように、エネルギー価格等

の高騰による市庁舎、ごみ処理施設、斎場、学校など、公共施設の燃料費、光熱水費は大きく増加

をし、その結果、昨年度は約１億８,０００万円の増額補正を行いました。今後もこの状況は継続

するものと見込んでおりますが、総合計画後期基本計画に位置づけました施策は着実な推進を図ら

ねばなりません。そのため、特にこれら扶助費、人件費、公債費、さらに毎年の維持管理を含む経

常的経費が増大をし、財政の硬直化による施策への影響を避けることに努めたところであります。

したがいまして、総じて令和４年度は諸課題はありますものの、おおむね施策の推進と財政の健全

化の両立を図ることができたものと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 市長のおっしゃるように、いろんな戦争が起きたり、もう思いがけんことが起きてくるんで、と

んでもない国際的な余波が日本に来るわけですから、亀山市もそれと無縁ではいないということで

ございますが、１年間いろんなことをやっていくのは大変だと思ったのですけど、まだこれから続

きがありますんで、よろしくかじ取りをやっていただきたい。 

 次に、２つ目の質問といたしまして、第３次亀山市行財政改革大綱の前期実施計画は終了をいた

します。そこで一つ、まず１５の重点方針の達成状況についてお伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井政策部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 おはようございます。 

 第３次亀山市行財政改革大綱は、市民サービスの向上と次代を見据えたスマート自治体への転換

を目指し、行政システムの改革など、４つの目標に１５の重点方針を掲げ、その具現化に向けた実
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施計画の展開をいたしております。そうした中で、令和２年度から令和４年度までの前期実施計画

における主な重点方針の成果を申し上げますと、まず目標１．行政システムの改革では、重点方針、

ＩＣＴを活用した市民サービスの提供といたしまして、課税業務等へのＡＩ・ＲＰＡ等の導入や保

育士等の労働環境の改善につながるＩＣＴシステムの導入により業務の効率化を進めたほか、新図

書館へのデジタル機器等の導入により蔵書管理の効率化とサービス向上を図りました。 

 また、目標２．財政運営の強化では、重点方針、歳入確保の推進といたしまして、普通財産の貸

付けや売却、スマホ収納等による納税環境の整備を進めたほか、本市の立地特性を生かして亀山・

関テクノヒルズへの企業誘致を積極的に進め、新分譲地１０区画が完売し、税収確保につなげまし

た。 

 続いて、目標３．既成概念からの脱却では、重点方針、事務事業のスクラップ・アンド・ビルド

といたしまして、福祉医療費助成事業の見直しを行うとともに、重点方針、新たな自治体間連携の

検討におきましては、鈴鹿市とのはしご自動車の共同運用のほか、津市、鈴鹿市、亀山市の３市の

消防本部での消防指令業務の共同運用に向け、消防通信指令事務協議会を設置し検討を進めました。 

 さらに、目標４．市民総活躍によるまちづくりでは、重点方針、地域まちづくり協議会の運営支

援といたしまして、地域まちづくり協議会と市の情報交流の仕組みとして情報共有システムを導入

し、的確かつ迅速な情報共有を可能といたしました。 

 これらの取組も含めまして、前期実施計画では、重点方針の具現化を図る具体的取組が８２項目

ございましたが、各担当課におけます３年間の総括評価は、十分な成果が得られたとするものが３

６項目、まずまず成果が得られたとするものが３２項目でございましたので、これらが取組全体の

８割を超えることから一定の成果が得られたものと考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 ８２項目のうち、Ａ評価３６、Ｂ評価３２とおっしゃいますと６８ですね。ということは、残り

はあまり芳しくなかった、そういうこともあったと思うんですけれども、そういうふうなあまり芳

しくなかった取組項目はまだこれから先、力を入れてやっていただいたらよいかと思います。 

 それから２つ目に、前期実施計画は終了いたしましたが、後期実施計画というのが控えておるわ

けですが、後期実施計画へつないだのはどういう項目であるかお伺いしたい。その中にはもちろん

前期からの引継ぎもあるし、新しく出てきたのもあると思うんですけど、それも含めてご説明をお

願いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 第３次行財政改革大綱後期実施計画は、前期実施計画の総括等を踏まえ、目標達成に向け一層取

組を推進していく必要があるものと考えております。そうした中で、前期実施計画の８２項目の具

体的取組のうち、取組の統合等の整理も含めまして、５３項目を後期実施計画に継続いたしており

ます。継続した主な具体的取組を申し上げますと、目標１．行政システムの改革では、ＡＩ・ＲＰ

Ａ等の導入促進や人事評価制度の再構築、公文書のライフサイクルに合わせた適正な管理などの取
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組を、また目標２．財政運営の強化では、普通財産の有効活用、売却や市税現年度の収納率の向上

などの取組を、また目標３．既成概念からの脱却では、総合防災情報システムの構築や消防指令業

務の共同運用などの取組を、また目標４．市民総活躍によるまちづくりでは、地域の担い手育成支

援や協働によるまちづくりの推進などの取組を前期実施計画から継続して取り組むものといたして

おります。 

 これらの具体的取組に加えまして、後期実施計画は、新たに行政手続のオンライン申請等の推進

や電子入札の導入、企業版ふるさと納税の活用、事務事業点検制度の実施など、２５項目の取組を

新規追加いたしまして、合計７８項目の具体的取組を推進することによりまして、行財政改革を一

層進めてまいることといたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 後期実施計画へ５３項目を引き継ぎ、それから新規として２５項目を上げていただいて、これを

また後期実施計画で実現を図っていただくわけでございます。非常にいろいろな分野において、亀

山市も行政改革とか財政の改革もやっていかなあかんわけですので、また後期実施計画に力を入れ

て実現を図っていただきたいと考えております。 

 次に、３番として、令和４年度の組織・機構改革の成果についてお伺いいたします。 

 令和４年度の組織・機構改革というのは、主に大きくなった部を分割するということが主立った

わけだったんですが、この組織・機構改革の成果について、まず目指した成果を上げることができ

たのかということに関してお伺いいたします。まず最初に、政策立案能力の向上について、そうい

うふうな実現性が図られたのかお伺いいたしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 令和４年度の組織・機構改革につきましては、それまでの課題でございました事務の効率化、市

を取り巻く環境変化への対応、それと意思決定の迅速化を解消するため、組織改編や室及びグルー

プの新設、部の分割というのもありましたが、行ったものでございます。その中で、議員ご質問の

職員の政策立案能力の向上に関しましては、令和４年３月定例会でもご答弁申し上げましたが、平

成３０年度に実施した機構改革により、グループリーダーを配置することで管理職になる前に組織

内で一定の役割を担い、研修の実施と併せて育成を図るとしたところでございます。 

 さらに、令和４年度の機構改革では、新たな行政課題に対応する組織を設置したことで、交通施

策とか、そういったところでございますが、事業推進のための政策立案とか事業推進の機会を通じ

まして、職員の資質向上につながったものと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 この政策立案能力というのは、どちらかというと若い職員から上へ上がってくる、そういったア

イデアというものが案外斬新なものがあるんじゃなかろうかと思っています。それで、こういうふ
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うなグループリーダー、そのレベルの職員がもっと発想を磨いてキャリアを磨いていただくと、ま

たいいんじゃないかと私は考えております。 

 次に、２つ目として、特定の行政目的の進捗について５つ伺います。これは順番に１つずつ伺い

ますので、１つずつ答弁をお願いいたしたいと思います。 

 まずアとして、リニアと地域公共交通について、行政目的がかなり実現したのかお伺いいたしま

す。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 令和４年度の組織・機構改革によりまして、それまで政策課で所管していた高速交通、リニアの

推進でございますが、と産業振興課で所管をしていた地域公共交通を一元的に交通政策として現在

の政策推進課交通政策グループにおいて所管することとなりました。これによりまして、交通政策

分野における地域課題の解決に向け、専従的な体制の下で機動性を発揮させながら取組を進めるこ

とができるようになったと考えております。 

 令和４年度におきまして、リニア駅を生かしたまちづくりの可能性調査の取りまとめを実施いた

しましたほか、ＪＲ在来線の利用促進や活性化に向けた三重県、沿線自治体、鉄道事業者から成る

新たな組織への参画、さらにはコロナ禍で利用が伸び悩むコミュニティバスや一層の制度周知が必

要な乗合タクシーの利用促進に向けた出前講座等の展開など、高速交通から身近な移動手段まで、

今後の総合交通ネットワークを見据えながら、職員の専門性が高められる効果的な業務遂行が図ら

れたものと考えております。 

 加えて、県等の交通政策関連部署との連携もより円滑に行える環境となりましたことから、引き

続き、交通政策分野における喫緊の課題に対しまして、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 交通政策といっても、リニアというと本当にもう国策的なビッグビジネスですね。地域公共交通

というと、地元でちょこちょことバスが、タクシーが走るようなイメージなんですけど、だからと

いって地域公共交通をおろそかにしていいわけじゃないですよね。リニアはリニアで国家レベルの

話ですから、それに関与するということも大切なことですが、やはり地元の足元というのもしっか

りやっていただきたいと思いますよ。 

 次に、２つ目として、デジタルトランスフォーメーションと行革推進、これに関しての進捗をお

願いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 令和４年度の組織・機構改革におきまして、政策部にデジタル技術の利活用や行政情報システム

の管理等に加え、行政改革の推進を所管するＤＸ・行革推進室が新たに設置をされました。行政Ｄ
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Ｘの推進につきましては、昨今のデジタル技術の加速度的な進展やポストコロナ時代におけるニュ

ーノーマルへの対応等を背景に、その必要性が一層高まっている中で、令和４年度はまだまだ課題

対応の途上ではございますが、専任の室の設置によりまして、機動性を高めながら新たに亀山市行

政ＤＸ推進計画を策定するなど、一定の成果があったものと考えているところでございます。 

 また、行政改革の推進につきましても、当該分野にデジタル技術の活用の視点を取り入れること

によりまして、第３次行財政改革大綱の目的である市民サービスの向上と次代を見据えたスマート

自治体への転換を目指す上での要所となりますＩＣＴを活用した市民サービスの提供につきまして、

後期実施計画の策定過程におきまして、関連する取組の拡充につなげることができたと考えており

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 デジタルトランスフォーメーション、ＤＸと聞くと、分かったような分からんような面があるん

ですけれども、こういうのもこれからどんどん行政に取り入れてやっていく必要があると思います

ので、進捗をお願いいたしたいと思います。 

 次に、多文化共生ということに関してどういう状況であるのか、ご説明をいただきたい。 

○議長（森 美和子君） 

 松村市民文化部次長。 

○市民文化部次長兼関支所長（松村 大君登壇） 

 多文化共生につきましては、令和４年度の組織・機構改革によりまして、まちづくり協働課から

人権を所管する文化課へと移管いたしました。これに伴いまして、令和４年度の実績といたしまし

ては、１２言語に対応したタブレット端末や４者間電話を活用した外国人生活相談窓口を従来の市

役所本庁１階に加え、関支所にも増設し、相談体制のさらなる充実を図ったところでありまして、

対前年度比５６件増の年間５４７件の相談に対応したところでございます。また、相談に加えまし

て、市ホームページの外国語サイトによる発信や多言語版広報紙「Kameyama News」の月１回の発

行、またかめポケメールの配信等により、外国人住民にとって必要な生活情報の提供を行い、暮ら

しにおける不安の解消に努めたところでございます。 

 さらに、令和４年度は、外国人住民の日本語理解を深めるため、市民活動団体はじめのいっぽと

の協働により、コロナ禍で十分に開催がかなわなかった日本語教室を年間２３回開催し、３００人

もの外国人住民に参加いただいたところでございます。また、コロナ禍で２年間休止しておりまし

た日本語ボランティア養成講座を再開し、外国人の日本語習得をサポートする人材育成にも取り組

んだところでございます。 

 一方、外国人の雇用における課題など、地域で生活する外国人の様々な問題解決に向けて、市民

活動団体や近隣市のＮＰＯとの情報共有に努めつつ、関係機関への相談につなげたほか、国際交流

団体との対話の機会を設けて、外国人支援団体育成や教育面、防災面など、今後の課題の共有にも

取り組んだところでございます。今後も多文化共生社会の実現に向け、各種施策の充実を図ってま

いりたいと考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 



－３９－ 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 外国人のいろいろなお世話をする団体というのはいろんな団体があって、やっぱりそういうとこ

ろが個別にやるんじゃなくて、そういうところをある程度ネットワークで結んでやっていただくと

いうのが私は効果があるんじゃなかろうかと思うんですが、そういうふうなネットワークで結ぶと

いう仕事を行政のほうでやっていただくと、またそれなりの効果があるんじゃなかろうかと思いま

す。 

 次に、健康都市の推進についての進捗状況をお伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 小林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 令和４年度の組織・機構の改革におきまして、健康福祉部におきましては、健康都市政策の一層

の推進を図るため、主にそれまでありました長寿健康課を再編し、スポーツを含めた健康政策課を

新たに設置したところでございます。このことによりまして、健康都市政策推進に関することなど

の担当部署が明確化されるとともに、健康都市政策に従事する職員が専従化されたことにより、こ

れまで以上に健康都市政策の各施策を推進しやすい体制になったものと考えてございます。具体的

には、令和４年度におきまして、先進事例の視察や新たに健康政策の研究を行うなど、令和５年度

からの新規事業の実施に向けた諸準備を円滑に進めることができたところでございます。 

 こうした令和４年度における取組によりまして、今月１日からスタートをしましたアプリを活用

した新たな健康マイレージアプリｄｅウェルネス推進事業や１０月に創設をいたしますかめやま健

康都市大学といった新しい取組の実現につなげることができたものと考えてございます。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 令和４年の１年間の努力の成果が今年の１０月７日の行事といいますか、発足といいますか、そ

れに結びついたであろうと私は理解しております。 

 次に、最後に河川整備についてお伺いしたい。 

 亀山市には、鈴鹿川、安楽川という大きな河川が２本流れておるし、それに付随する中小の河川

もあるわけですけど、この河川整備というのがなかなか一筋縄ではいかん話だと思うんですけど、

河川整備の進捗状況についてお伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 松田建設部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 市内の河川につきましては、令和４年度の機構改革以前は、道路を管理いたします土木課の施設

保全グループが道路と河川の維持管理を行っておりましたが、令和４年度の機構改革により、河川、

水路、調整池などを総合的に管理する部署として土木課に河川流域グループが新設され、職員が３

名配置されております。業務の概要といたしましては、河川、水路、調整池などの既存排水施設の

機能を維持するための清掃や修繕、また台風や豪雨時のパトロールでの状況把握など、河川、水路、
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調整池などに特化した業務を行っております。また、市内を流れる大きな河川のうち、国が管理す

る鈴鹿川や県が管理する椋川については、被害軽減に向けて流下能力を維持していくための土砂し

ゅんせつや護岸整備など、同盟会を通じて国や県に要望を行っております。 

 機構改革以前と比べますと、道路と河川の担当部署が分かれたことにより、河川の維持管理、改

修などの予算確保や地域住民からの要望に対し、早期に現場確認や対応が可能となりました。これ

により、日常の住民とのコミュニケーションがより図られるようになったと感じているところであ

ります。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 １つの部署が道路と河川と両方を持っていると、どちらが身近かというと大体道路のほうがいろ

んな話も多いし、市民生活にとっては非常に道路は身近でありますが、河川というのは、何か大き

な雨でも降ってあふれるとか、そういうことのない限りはそれほど一般市民の注意を引かない面も

あって、どうしても道路と河川両方を持っておると、河川が後回しになるという傾向があったわけ

ですが、これからはそういうことのないように、やはり鈴鹿川も土砂をしゅんせつして流れをよく

するとか、そういったこともやっていただいておるようですので、これからも河川というのをおろ

そかにしないでやっていただきたいと思います。このことはこれで終わります。 

 次に、４番として、幼稚園と保育園の需給バランスが変動していると。これは、そもそもお金の

問題も絡むわけですが、幼稚園、保育園の費用を国が無料にしたというのがそもそもの発端で、以

前はお金のことをいいますと、幼稚園は早く終わるけれども安いんだと、保育園は長くまで見てく

れるけれども保育料は結構高いというのがあったわけですが、これが一律に無料となってくるとち

ょっと話が変わってきまして、お母さんも保育園に行ってもらったほうが仕事がしやすいとか、そ

ういうこともあって、保育園の需要のほうがどうしても増えてしまうんですね。そうなってくると、

過去の体制では何かアンバランスが起きてくるわけですけれども、そういうことにまた令和４年度

１年間かかってきちっと対応できたかということをお伺いいたします。人、物、金といいますか、

そういうふうな配分ですね。重要なところへたくさん持っていかなあかんし、そういったことをき

ちっとやっていただいたかお伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 保育所等における保育士や給食調理員など保育等に必要となる人員につきましては、入所児童数

に応じまして、国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び幼稚園設置基準等に基づいた適

正な人員を配置しております。現在の市内公立幼稚園と保育所等の園児数の状況でございますが、

令和元年１０月から実施されました幼児教育・保育の無償化がきっかけとなりまして保育のニーズ

がさらに増加し、公立幼稚園では利用者数の減少が加速しているところでございます。ただし、公

立幼稚園のクラス数に変化はございませんので、国等の基準に応じた人員を配置しており、利用者

数が減少したことによる配置人員の変化はございませんでした。 

 しかしながら、クラスの利用者数が過小規模となった場合には、幼児期に必要な集団での関わり
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が十分確保できないことも考えられますことから、今後の園児の募集方法やクラス編成等に工夫が

必要であるというふうに認識しております。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 今、健康福祉部次長のほうから園児等の関係でご説明がございましたが、議員お尋ねの予算の配

分とか、そういった正規職員の人員の配置とかに関しまして、私のほうからご答弁を申し上げます。 

 幼稚園や保育所への正規職員のまず人員配置につきましては、これまでから健康福祉部から次年

度の状況を見据えたヒアリング、これは子供たちの入園状況等でございますが、必要に応じまして

職員の採用計画に反映しつつ、基準に応じて適正に配置をいたしております。 

 また、予算につきましては、各幼稚園及び保育所の保育等の状況に応じた担当部署からの要求に

基づきまして、会計年度任用職員配置に伴う経費のほか、全体予算要求を踏まえて配分をいたして

おります。令和４年度につきましても、同様の過程を経た上で人員や予算等を配分いたしておると

ころでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 人員、予算の配分は担当からの要望に応じてやっているということですけれども、今の幼稚園、

保育園の在り方というものは、ちょっと将来手を入れやなあかんということもあるかもしれません

ね。行政改革というのは、これでもう終わりなんだということはなくて、やはり何年もというか、

ずっともう永久に行財政改革は続けやなあかんようなことなんですよね。これで終わりです、もう

みんなやりました、一丁上がりということはないから。そういうことも考えて、行財政改革を続け

ていただきたいと思います。 

 議案第４５号はこれにて質疑を終了いたします。 

 次に、議案第５０号の亀山市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、この議案に

ついて質疑を行います。 

 まず、農業集落排水事業が昔は特別会計だったんですが、令和４年から地方公営企業会計へ移行

したんですよね。農業集落排水事業が地方公営企業法の適用を受けるようになったわけですけど、

特別会計から、これに関してスムーズな移行ができたのか、まずそれをお伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 田中上下水道部長。 

○上下水道部長（田中直樹君登壇） 

 農業集落排水事業の企業会計への移行につきましては、本市では先行して、公共下水道事業が平

成２７年度に特別会計から企業会計へ移行しております。この業務経験を生かした上で、的確かつ

円滑に移行することができたと考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 
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 平成２７年に公共下水道が、当時はこれも特別会計だったんですが、これが企業会計に移行して、

そのときの経験に基づいて、特に問題はなかったということですね。 

 まず最初に、次に伺うのは、農業集落排水事業の企業債、借入金ですね、それとか未払い金、そ

ういったものがあるわけですが、それが公営企業会計と一緒になることによって、そちらへ移行し

た結果、前からの財務にどのぐらいの影響があったかということをお伺いいたします。これは、こ

ういうふうな企業債や未払い金といった類のお金が移行した結果、流動負債というのが増えている

と思うんですよね。それに関して、特に何かまずいことがあるか、そういったことがなかったのか、

お伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 田中部長。 

○上下水道部長（田中直樹君登壇） 

 農業集落排水事業と公共下水道事業を統合し、本市の下水道事業が１つの会計として事業運営を

いたしたところでございます。令和４年度は、令和３年度の公共下水道のみの事業費と比べ、収益

的支出は約５億４,０００万円、資本的支出は約２億５,０００万円の増となったところであり、事

業規模が増大したところでございます。そのような中、農業集落排水事業の企業債や未払い金の影

響についてでございますが、財政比率のうち流動資産と流動負債を比較することによって、短期的

な債務に対する支払能力を示す流動比率は、当年度は１２７.４９％で、前年度に比べ２４.１１ポ

イント低下いたしました。これは、流動資産の現金預金が増加しているものの、流動負債の農業集

落排水事業分の企業債や未払い金が増加したことの影響であると考えております。今後、理想とさ

れております２００％以上に近づけられるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 また、その他の自己資本構成比率及び固定資産対長期資本比率は、望ましいとされる５０％以上

及び１００％以下を維持しており、経営指標については、経営の健全性を示す公共下水道事業の経

常収支比率が１０５.８５％、農業集落排水事業の経常収支比率が１０３.１５％であり、ともに望

ましいとされる１００％を上回っております。このことから、現在下水道事業として経営の健全性

は保たれているものと考えているところであり、今後も農業集落排水事業も含め、施設の長寿命化

対策や適切な維持管理に取り組み、健全な事業運営に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 農業集落排水の企業債とか未払い金が移行して、その結果流動負債が増えても、流動資産が結構

それ以上にあるから支払いに困るということはないわけですね。 

 それで、農業集落排水事業が公共下水道へ移行して、ただ一緒になっただけでは意味ないから、

経営が一層合理的にできるかということをお伺いしたいんですね。例えば汚水処理の原価というの

があるわけですけれども、農業集落排水は規模が小さいのが幾つかあるからこの原価が高いんです

よね、４８５円と出ています、農業集落排水はね。公共下水道の汚水処理原価が２３０円となって

倍ぐらい違うわけですけれども、規模が違うと言えばそのとおりなんですが、こういうふうな農業

集落排水なんかの汚水処理原価の高いのを少しでも下げるとかいうようなことは可能かどうかお伺

いいたしたい。 
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○議長（森 美和子君） 

 田中部長。 

○上下水道部長（田中直樹君登壇） 

 汚水処理原価につきましては、議員ご指摘いただきましたとおり、１立方メートル当たりの処理

原価といたしまして、公共下水道事業が２３０.８円、農業集落排水事業は４８５.５円であり、農

業集落排水事業のほうが高くなっているところでございます。これは、先ほど議員もおっしゃって

いただきましたけれども、農業集落排水事業地区では、市内１４地区の処理場で個別に処理するの

に対し、公共下水道事業では四日市市楠町にあります流域下水道南部浄化センターで、亀山市、鈴

鹿市、四日市市の一部の汚水を一括で処理していることから、公共下水道事業のほうが効率的、経

済的に処理を行っているためであります。 

 農業集落排水事業の汚水処理原価の縮小についてでございますが、農業集落排水事業の経済性を

考慮し、施設の維持管理等の軽減を図るため、令和元年度に策定いたしました最適整備構想におき

ましては、３地区を農業集落排水事業から公共下水道事業へ移行するほか、処理場の統合を行うこ

とで段階的に農業集落排水事業全体の経費の縮減を図ってまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 農業集落排水事業債の償還基金というのがあるわけですね、借りたお金の償還基金。これが８,

１３１万円あったわけですが、これはどのように処分されたのかお伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 田中部長。 

○上下水道部長（田中直樹君登壇） 

 農業集落排水事業債償還基金につきましては、令和３年度末残高が８,１３０万５,１９４円であ

りました。令和４年度から農業集落排水事業が企業会計化したことに伴い、下水道事業会計に繰り

入れましたことから、基金運用調書から削除いたしたところでございます。今後下水道事業会計で

取崩しや積立てを行い、引き続き運用を行っていくものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 昔は、亀山市に下水というのがなかったんですけど、だけど下水というのは、生活排水による環

境汚染というものが非常に深刻な問題なんですけれども、これを防ぎ、市民生活を支える非常に重

要な社会的インフラ、都市基盤であるから、健全な事業運営をこれから続けるように取り組んでい

ただきたいと思います。 

 議案第５０号はこれにて終わります。 

 次に、議案第５１号亀山市病院事業会計決算の認定についてに関して議案質疑を行わせていただ

きます。 

 令和４年度は、コロナの第７波というのが来て、その対応に当たって、非常に医療センターには
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感染防止に貢献をしていただいたことであります。そこで、令和４年度の会計を見ますと、令和４

年度には収支の改善がかなり図られておるんですけど、その大きな要因は何かお伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 上田地域医療統括官。 

○地域医療統括官（上田寿男君登壇） 

 議員がおっしゃられました収支の改善の大きな要因でございますけれども、令和４年度亀山市病

院事業会計の決算につきましては、収益的収入及び支出におきまして、総事業収益は１７億８,２

６４万３,４５３円、総事業費用、特別損失を含めまして１６億４,１８５万７,５５２円となり、

平成１６年度以来、１８年ぶりに当該年度純利益１億４,０７８万５,９０１円を計上し、収支の改

善を図ることができたものでございます。その内訳で申しますと、医業収支につきましては２億３,

６８９万１,９４７円の損失を、医業外収支につきましては３億９,２２７万９,９３０円の利益を

計上したところであります。また、訪問看護ステーション事業につきましては、事業損失が１,２

６２万７,５４８円となる計算となったところであります。 

 まず、医業収支につきましては、令和３年度末に内科常勤医師１名、整形外科常勤医師１名が退

職し、整形外科に至っては常勤医師が不在となり、手術及び入院受入れの中止、また外来診療にお

いても縮小を余儀なくされたことから、医業収益が大幅に減少いたしました。一方、そのような厳

しい状況の中におきましても、医療センターは地域医療を担う公立病院として、前年度に引き続き

亀山地域外来・検査センターの運営や新型コロナウイルスワクチン接種の実施に加え、議員おっし

ゃられたように、８月の第７波による陽性患者の増加に伴い、県からの強い要請もあり、重点医療

機関として感染者の受入れのための確保病床を拡充するなど、積極的に感染拡大防止対策に取り組

んでまいりました。その結果、医業収益は減少したものの、医業外収益につきましては、県からの

補助金約３億３,０００万円を確保するなど、大きく増加したことなどにより当該年度純利益を計

上したところでございます。 

 また、今回黒字化した大きな要因である県からの補助金につきましては、会計上のルールから医

業外収益として取り扱われておりますが、これにつきましては、医療センターの医師をはじめ、看

護職員、医療技術職員、事務職員が一丸となり、新型コロナウイルス感染症対策に積極に取り組ん

だ結果であることから、地域医療の中核を担う公立病院の役割の視点から見ても、医業収益に値す

るものと私は考えているところでございます。本当にこの令和４年度は、職員が一丸となり努力し

てくれた結果、１８年ぶりに黒字決算を出すことができたものと考えておるところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 収支決算書を読んで、医業外収益とか書いてあると、ただ天から金が降ってきたような感じはせ

んこともないんですよね、補助金をいただいた。だけど、これは、あくまで税務上というか会計上

にそういう扱いであって、これがどういうわけでこのお金をいただいたかというと、コロナ対応に

一生懸命努力をしていただいた結果、こういうふうなことになったわけで、医業外とはいいながら

も、実質医業収入みたいなもんなんですよね。私らはそういうふうに受け取っていきます。 

 それで、今年は、珍しく１億４,０００万円の純利益が上がったわけですけど、未処理欠損金と
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いうのがあるんですよね、ずっと昔からの。それが合計１１億４,３００万円となっておるんです

が、これはあくまで未処理欠損金で別に処理がされていないんですけど、これをどういうふうに対

応するのか、これから、ちょっとお伺いしたい。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田地域医療部長。 

○地域医療部長（豊田達也君登壇） 

 まず、純利益と未処理欠損金の少し関係性に触れながら説明させていただきたいと思います。 

 純利益につきましては、当該年度、単年度の収支によるものでございまして、令和４年度決算に

おきましては、先ほど地域医療統括官のほうから答弁がありましたように、収益が費用を上回りま

したことから純利益を計上することができました。その一方で、令和３年度までの純損失の累積で

ある前年度繰越欠損金、いわゆる累積赤字になるわけですが、これが１２億８,３８８万２,９７４

円ありましたことから、これから当年度純利益を差し引いた結果、先ほど議員が申されました当年

度未処理欠損金が１１億４,３０９万７,０７３円となったものでございます。これにつきましては、

地方公営企業法におきまして、当年度の事業において利益が発生いたしましても、前年度繰越欠損

金がある場合には、その利益で繰越欠損金を埋めなければならないとされているものでございます。 

 なお、この欠損金の意味合いといいましょうか実質的な整理といたしましては、開院からの損失

額の累計額でこれまでの経営状況を表しているものでございまして、未払い金などの負債額を表し

たものではございません。また、この欠損金の計上は資金繰りなどの状況を表すものではないため、

医療センターの運営に直接影響を及ぼしていくというものではないものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 未処理欠損金が１１億４,０００万ちょっとあるんですが、医療センターの経営に、例えばこれ

があるから薬品代が払えやんとか、そんなことはないということは了解しましたので、前を向いて

事業を進めていただきたいと思います。 

 最後に、訪問看護ステーション事業におきまして、１,２６０万円の損失が出ておるわけですけ

れども、この主な原因とか、これを少しでも圧縮する方法とか、そういうことに関してお伺いいた

します。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田部長。 

○地域医療部長（豊田達也君登壇） 

 訪問看護ステーション事業につきましては、平成３０年度から実施しておりまして、特にこの間、

令和２年度以降は１,０００万以上の損失が続いておるというような状況がございます。この要因

につきましては、訪問看護は院内での療養とは異なりまして、利用者のご自宅へ出向いて看護をい

たしますことから処置が制限され、それに伴う診療単価が頭打ちとなることや看護師１人が１日に

訪問できる件数にもおのずと限界がありますことから、収入を増やしていくというのはなかなか容

易でないところがございます。 

 また一方で、費用の面におきましても、その大部分を占めますのは給与費でございまして、現在
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は所長を含め看護師３名体制でございますが、業務の性質やサービスの質を確保する上では、ある

程度の経験とスキルのある職員を配置する必要がありますことから、どうしても給与費が高くなる

傾向にございます。こうしたことから費用の削減も難しいこともあり、このようなことが赤字の原

因であるというふうに認識しております。 

 それから、こういったことを踏まえた改善の方向性といいましょうか、私どもが考えますのは、

先ほど申しましたようなことから、現時点で直ちに利益を上げていくということは非常に困難であ

ろうと思っております。ある程度の損失計上はやむを得ないものと考えているところではございま

す。しかしながら、訪問看護ステーション事業は、亀山市の地域の地域包括ケアシステムの充実に

つながる重要な事業でありますことから、訪問看護を行える看護師の養成でありますとか人員体制

の見直しなどにより収支の改善に努めて、地域医療の中核を担う公立病院としての責務を果たして

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 岡本議員。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 私も医療センターにかかっておるんですけど、よく医療センターに行くと、ほかの患者さんから

よう言われるんですよね、医療センターをやめやんといてくれんかと。別に僕がやめるとかやめや

んとか、そんなことができるわけないんやけれども、よう言われるんですわ。非常に私たち医療セ

ンターのおかげで助かっておるから、簡単にやめてもらったら困るよということをよう言われるん

ですよね。そういうことですので、亀山医療センターは市民にとって非常に大切な病院であり、今

後も持続するように努力をしていただきたいと思います。 

 以上で私の代表質疑を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 １４番 岡本公秀議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５８分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時０７分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１３番 鈴木達夫議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 結の鈴木達夫です。代表質疑をさせていただきます。 

 議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてを質疑させていただきます。 

 ２番目の代表質疑ということで、決算の認定に関して何らかの総括的な質疑を用意しなければい

けないと思いまして、３つほど用意をさせていただきました。決算の数値、あるいは比率等につき

ましては、この後、歳入についての質疑で少しやらせていただいて、残りは予算決算委員会、また

は他の議員の皆さんの質疑の中で検証をしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 まず令和４年度という年を振り返ってみたいと思います。何といっても長引くコロナの影響を非



－４７－ 

常に強く受けた、ひょっとしたら最後の年かなというようにも思います。コロナに感染された方へ

の対応、あるいはワクチン接種の対応、あるいはその体制とか、あるいは経済、生活への支援、感

染予防、拡大への対策とか、とにかく振り回された１年という実感がございます。それから、あわ

せて、そんな中で、２０２２年の２月２４日ですか、ウクライナ戦争が勃発をしました。そんなこ

とを受けて、エネルギー、あるいは物価等の高騰を受け始めた、そんな年、コロナに追い打ちをか

けたように社会経済がますます不確実な状況に入ったというような年であったかと思います。市政

にあっては、１０月には図書館を含む駅前整備の核となる第２ブロックの完成を見、翌年１月には

新図書館が開館と。亀山の新たな風景が生まれた年であったように思います。 

 そこで、令和４年度を改進の年と位置づけ、その予算をしなやか改進予算と命名したと。令和４

年度の決算時を迎え、しなやか改進予算の視点から決算の総括をいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 １３番 鈴木達夫議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 杉本総務財政部参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 令和４年度当初予算につきましては、コロナ禍の早期回復など、環境変化に適応し、乗り越えて

いく強靱さを求めて、より一層しなやかな挑戦を進めるため、しなやか改進予算といたしたところ

でございます。令和４年度の決算といたしましては、歳出におきましては、保育所、幼稚園等にお

けるＩＣＴ化の推進や小学校への統合型支援システムの導入など、ＤＸの推進に取り組むとともに、

保育所増築事業や事業の最終年度となりました亀山駅周辺整備事業や新図書館整備事業を実施いた

したところでございます。また、令和３年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策総合対策

パッケージを取りまとめ、ワクチン接種体制の充実を図るとともに、地方創生臨時交付金を活用し

て、プレミアム付商品券事業の展開ですとか、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け

た市民、事業者への支援を実施いたしましたところでございます。 

 この令和４年度の予算におきまして、しなやかに迅速な予算執行に努めたものといたしましては、

令和３年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策総合対策パッケージを市民生活の支援、地

域経済の支援、感染症対策の支援を主な３本柱に取りまとめまして、住民税非課税世帯への臨時特

別給付金の支給に係る経費につきましては、補正予算を専決処分して迅速に対応しましたところで

ございます。 

 このほか、地方創生臨時交付金を活用し、プレミアム付商品券事業やエネルギー価格の高騰等に

おける影響を受けた市民、事業者への支援など、ほかの事業につきましても補正予算で迅速に対応

し、定例会における先議をお願いしたり、臨時会での提案をすることで迅速に対応し、速やかな支

援の実施に努めたところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 環境変化に対して対応する、それもなおかつ迅速に対応できたと。特にしなやかに対応できたの

はコロナパッケージ中心ですね、あるいはそれも入っていますけれども、プレミアム商品券、令和



－４８－ 

４年はバージョン２ですか、エネルギー対応ということで、そういうことを聞かせていただきまし

た。質疑ですので、自分の意見は言ったらあかんのですけれども、確かに議会としても総合パッケ

ージに対して、今も報告がありましたけど、先議があり、専決があり、あるいは臨時会での議決が

あり、議会としてもしなやかというかどうか知りませんが、ばたばた対応させてもらったと。一定

の毅然とした対応をさせていただいたという思いがしております。願わくは、そういうしなやか改

進予算を執行した中でどんな成果が上がったかという視点を総括に入れていただきたいなという思

いを予算決算委員会の中で質疑をさせていただきます。この項はこれで終わります。 

 次に、非常にこれも概念的な質疑になりますが、第２次亀山市総合計画後期基本計画の策定が３

か月遅延した影響についてという題目で質疑をします。 

 言うまでもなく令和４年度に入り、総合計画の後期基本計画が、コロナウイルスの世界的な拡大、

あるいはＳＤＧｓの進展とか、非常に取り巻く環境が変わった中で、後期基本計画の策定を６月ま

で延ばし、言わば予算的には２段階の予算編成、あるいは執行となったと。前段では、前期から継

続して実施する主要事業に係る投資的な経費や標準事業の事業経費を軸に予算編成をし、後段では、

新たに取り入れた主要事業等の中で予算編成を組んだということでございます。私自身どんな変化

があるかなということも調べて考えたんですけど、あまり見つからなかったんです。 

 しかし、これは、議員としてここをしっかり押さえて、質問としてやるべきだし、押さえておか

なければいけない、あるいは記録に残さないといけないという思いで質疑をします。表題どおり、

第２次亀山市総合計画後期基本計画の策定が３か月遅延した影響について答弁をよろしくお願いし

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井政策部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 新型コロナウイルス感染症の世界的大流行など、平成２９年の第２次総合計画策定時には想定で

きなかった急激な外部環境の変化による総合計画への影響について対応するため、議員ご指摘のと

おりでございますが、後期基本計画の策定は当初計画から３か月延伸せざるを得なくなりました。

これによる影響について検証いたしますと、必然的に後期基本計画実施計画の策定時期も延伸せざ

るを得ないこととなりましたが、実施計画の大半を占める前期基本計画期間から継続的に実施しよ

うとする主要事業が７５事業ございましたが、これらにつきましては、令和４年度当初予算で予算

編成をすることができましたので、令和４年４月の組織・機構改革の実施に合わせて、おおむね取

組に着手していくことができていたものと考えております。一方で、後期基本計画と整合を図る必

要がある第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略など、一部の分野別計画の策定時期には影響が生

じたものと考えております。 

 そうした中で、令和４年６月の後期基本計画策定後は、３か月の遅れを取り戻すべく、令和４年

度の行政経営の重点方針でもございます改進の年としての後期基本計画のスタートダッシュに鋭意

努めてまいりましたので、総じて後期基本計画の策定の遅れに伴います事業等の大幅な遅れは生じ

なかったものと考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 
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○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 総じて影響はなかった、その中でまち・ひと・しごと創生総合戦略については遅れたと。これは

当たり前のことで、創生総合戦略の計画の体系というのがもう全て基本計画から、総合計画から回

っているという実態を見れば当然のことかなということで、ここでも様々な意見がございますが、

確認だけさせていただきました。総じてあまり影響はなかったということを記録させていただきま

す。 

 それでは、歳入について入ります。３番目ですね。 

 市税収入が令和３年と比較して約１億５,０００万増加した要因についてという質疑でございま

す。 

 自主財源の根幹をなす市税、４税ありますね。これを１０年ぐらいの単位で見ますと、例えば個

人市民税は平成２７年より２５億、２６億と非常に安定をして、令和４年の決算ですとこれが２７

億となったと。それから法人市民税については、平成２５年から２７年には９億ぐらいあったもの

が、ここ二、三年は６億をもう切ってきたと。令和４年はこれがちょっと増えて、６億６,０００

万に戻ってきてくれたと。それから、３番目の固定資産税は、平成２５年には６６億７,０００万

もあったものが、その後ずっと６０億を切って、もう令和に入ったら５５億円程度にとどまってい

るんです。４税のうちの最後の都市計画税は、ここ１０年、７億５,０００万、ほぼ一律というこ

とでございます。 

 そこで、表題のとおり質問をします。市税収入が令和３年度と比較して、約１億５,０００万増

加した要因について答弁を求めます。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 令和４年度の市税の収入状況につきましては、収入済額は１０１億４,３８５万円で、令和３年

度収入済額より１.５％、１億５,０４９万円の増収となったところでございます。増収の主な要因

といたしましては、個人市民税で１.６％、４,３０４万円、法人市民税で１０.７％、６,３４６万

円、固定資産税で０.１％、３７２万円、軽自動車税の種別割で３.３％、５５８万円、環境性能割

で６４.３％、４７１万円、それと市たばこ税で５.４％、１,８３１万円、それぞれ増収となって

おります。 

 これら増収となった税目別の特徴でございますが、まず個人市民税につきましては、定年退職後

も再雇用などで働き続ける方の増加により納税義務者数が増加、前年比２０５人でございますが、

となりまして、またコロナ禍からの回復によりまして１人当たりの平均給与収入金額が増加、前年

比プラス５万８,０００円でございますが、したことからこれが増収につながったものと考えてお

ります。 

 また、法人市民税につきましては、個人市民税同様、コロナ禍からの回復により、電気・機械・

器具等製造販売業で約６,９００万円、加工油製造販売業で約２,３００万円、機械製造業で約１,

９００万円、それぞれ前年度と比較して増収となったものでございます。 

 次に、固定資産税につきましては、家屋につきまして、令和４年度課税分における新増築家屋の

棟数の減少にもかかわらず、令和３年度課税のみ実施となった新型コロナウイルス感染症等に係る
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中小事業者等の事業用家屋に対する固定資産税の課税標準の特例措置、これが約６,５００万円分

がございましたが、それが終了したことから９,２７７万円の増収となりました。償却資産におき

ましては、新規設備投資はあるものの、それより資産の除却や減価が大きかったことなどによりま

して、３,７９５万円の減収となっております。しかしながら、先ほど申し上げました家屋の増収

分が大きかったことから、固定資産税全体といたしましては増収となったものでございます。 

 また、軽自動車税の種別割及び環境性能割につきましては、４輪乗用の自家用におきまして、燃

費でありますとか、安全性能の向上から、普通車から乗換え需要が継続しておりまして、市たばこ

税につきましては、加熱式たばこの課税方式の見直しに伴う販売本数の増加により増収となったも

のでございます。以上が市税の増収の主な要因でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 前段ちょっと観念的な質問をした中で、今の答弁、非常に生活感のある答弁という感じをさせて

いただいたが、確認を。個人市民税、再雇用により納税義務者が増したんだ、それからコロナの回

復によって平均給与が上がってきた、法人市民税も業種業態まで示していただいて、回復基調で業

績も上がってきたと。それと、固定資産税は、家屋の３年度分新築、４年度の対象ですね。家屋の

件数は減ったが、３年度は特別措置があったけれども、なくなったからその分だけ上がったんだと

いうことです。それから償却資産については、新規の設備投資があるものの、それよりも資産の除

却とか、あるいは減額とか、これが大きかったから減ったんだということです。 

 固定資産のうちの家屋について、もう一度確認をさせてください。私、特に北東部を中心に最近

新築家屋が非常に目立つというか、今もその勢いはあるようにも感じるんです。ここ１０年、資料

なんかを見ますと、年に２８０棟から３００棟くらいそういう新築が見られていると思うんですけ

ど、令和４年度の課税分では新築が減ったが、勢いは止まるのかな。言ってみれば、つまり令和４

年度の新築の着工数が分かったら教えていただきたいと思います。通告はしてあると思う。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 市内の新増築家屋につきましては、ご紹介いただきましたように、毎年年間約３００棟で推移を

してまいりました。しかし、令和３年中の新増築は、これは令和４年度課税分でございますが、コ

ロナ禍の影響による部材調達難や工期の遅れから、前年比で７７棟減の２３０棟に減少しましたが、

令和４年中の新増築、これは本年度、令和５年度課税分でございますが、その遅延分が完成という

ことであったことによりまして、３５９棟に増加したものでございます。ですので、３年中の新増

築の減少分については、令和４年にその分が増えたといった状況でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 令和３年は令和４年の課税対象が２３０件にとどまったが、これは部材調達とか、あるいは工期

の遅れで、その遅延分をカバーした中で、令和４年は３５９あったという。これから部材の高騰、
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人件費の高騰、エネルギーの高騰、どういうふうに影響が出てくるか大変心配ですが、家屋につい

ては、今後一定の期待は持てるのかなという思いをさせていただきました。 

 次に、産業振興奨励制度の効果という質疑を用意しました。 

 先ほどの固定資産税の収入のところでも触れたように、固定資産税の収入が伸びていない。まさ

しく中核をなす、特に企業の設備投資等の償却資産の除却や減額というものもあるもののあまり伸

びていない。一方、産業振興奨励金は、平成２８年から令和１年頃まで４,５００万からずっと毎

年５,０００万ぐらい支払いをしています。それから、令和３年が三千八百何十万かな、それから

令和４年も４,０００万の支払いがあります。 

 一方、令和４年の行財政改革大綱の評価、先ほど岡本議員の答弁にもありましたが、企業立地の

推進においては、新分譲地１０区画の全てが完売し、立地企業からの新たな税収の確保や地域経済

の活性化に寄与したという報告があるんです。それで、償却資産に係る税収は２２億がずっと続い

たんですけれども、令和４年には、これを調べると２１億を切っているんですね。だから、市の大

きな産業振興奨励制度が税収とどのように連結をしているのかと、あるいはこれからしていくのか

という視点で質問をしたいんですけれども、ずばり令和４年度の決算の報告では、新分譲地１０区

画が完売したというが、税収にどう反映したのか、あるいはこれからしていくのかということを答

弁願います。 

○議長（森 美和子君） 

 富田産業環境部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 民間産業団地亀山・関テクノヒルズのうち、平成３０年３月に完成いたしました新分譲地１０区

画につきましては、竣工後僅か４年での早期完売となり、現在操業、または着工を開始している事

業者数は、エア・ウォーター関連会社２社を含め７社となっております。これら７社の誘致が税収

にどう反映しているかということでございますが、まず令和２年度に創業いたしました冨士発條株

式会社、山川運輸株式会社の２社につきましては、既に税収に反映されております。また、昨年度

に亀山液酸株式会社、本年度に西日本エア・ウォーター物流株式会社、株式会社エクセディの合わ

せて３社が操業を開始しております。 

 さらに、令和６年度には、株式会社キンレイ、株式会社よしみねの２社が創業を予定しておりま

すので、これらの事業者につきましても、順次今後の税収に反映されるものと見込んでおります。

また、企業誘致に伴いまして、市内雇用や本市への移住などの効果もございますので、固定資産税

の増収とともに、個人市民税や法人市民税の増収にもつながっているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 １０区画のうち、既に２社は税収に反映している。それから３社が操業を開始し、来年２社も創

業するんですね。あとの３区画はまだ今のところ未定ということですね。だからおいおい税収につ

ながる。あわせて、最後のほうに、雇用や移住にもつながるから、固定資産税とか個人の市民税、

法人市民税にも期待できると。私はこういう企業立地が進んで、非常に楽しみの中で、各税目の中

で、いつ、幾らというとあれですけど、どんなボリュームで、相手先もありますが、反映していく
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のかというのを楽しみにさせていただきたいと思います。ここは終わります。 

 次に、令和４年度主要事業評価シートについてのうち、都市づくり戦略推進事業について質疑を

しますが、少々お待ちください。 

 令和４年度の施政及び予算編成方針の中では、３つのエリアプランについて策定を具体的に進め

るという書き込みの中で、改めてこのシートを眺めた中で、実態としてはあまり進んでいないとい

うような状況なのかなという感じがします。そこで、まず令和４年度のエリアプラン、いわゆる都

市づくり戦略推進事業についての実績を教えていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田建設部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 都市づくり戦略推進事業のうち、都市マスタープランに位置づけておりますエリアプランの検討、

策定につきましては、都市マスタープランにおける都市づくり戦略方針に示した亀山駅周辺地域、

関宿周辺地域、井田川住宅団地地域の３つの地域で令和５年度まで計画の策定や検討、組織づくり、

地域の意見把握等を目指して進めているところであります。このうち、関宿周辺地域及び井田川住

宅団地地域の２地域につきましては、令和３年度より地域住民との組織づくりに向けた協議や住民

意見の把握を行っており、令和４年度につきましても、この２地域において地域住民の方との協議

を進めているところであります。 

 各地域における個別の取組といたしましては、関宿周辺地域につきましては、本事業において都

市計画道路木崎新所線の見直しについての都市計画決定を行うとともに、本地区の実現目標である

まちづくり観光の推進に向けた地域住民との協議を進める資料作成等を行ったところであります。 

 次に、井田川住宅団地地域につきましては、本地区の実現目標である多世代循環コミュニティの

形成を進めるため、住民アンケート調査結果の検証や今後の進め方について地域自治会役員の方々

との協議を行うとともに、住宅団地の再生の取組を行っている民間事業者への聞き取り調査を実施

したところであります。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 このシートを眺めますと、令和４年度、エリアプランの検討ということで井田川と関と書いてあ

るんですね。それで、今前段に紹介をしました令和４年度施政及び予算編成方針によれば、エリア

プランの策定を行い、都市マスタープランにおける戦略方針を具体的に推進していきます。これは

もうエリアプランが令和４年度には関と井田川がもうできるというような書き込みなのかなという

思い。それから、令和５年に入って、亀山中央、図書館を中心としたこの亀山駅ができたという中

で、どうスピーディーに反映していくのかと非常に楽しみにしていたんですけれども、なかなか見

えてこない。 

 そんな中で、私ももう一度都市マスタープランを眺めてみたんです。そうしますと、都市マスタ

ープランとここの書き込みには若干のそごではありませんが、少し見いだしました。そこで、都市

マスタープランにおいて３地区のエリアプランの策定を進めるための実施方針をいま一度示してい

ただきたいと思います。 
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○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 都市マスタープランにおける３地域のエリアプランに基づくまちづくりの実施方針につきまして

は、実現目標に加え、まちづくりのプロセスとして、令和５年度までの前期と令和６年度から令和

９年度までの後期に分け示しております。亀山駅周辺地域につきましては、実現目標を回遊性の高

い複合都市機能集積地の形成としており、前期には市街地再開発事業の実施や検討組織づくり、エ

リアプランに基づくまちづくりガイドの策定などを実施することとしており、後期では、まちづく

りガイドラインに基づく施策の実施を進めることとしております。 

 次に、関宿周辺地域につきましては、実現目標を来訪者満足度と居住者満足度を高めるまちづく

り観光の推進としており、前期には都市計画道路見直しに伴う代替道路の検討や空き家利活用制度

の検討組織づくり、亀山版ＤＭＯの組織化を行うこととしており、後期では空き家利活用制度の具

現化や生活道路整備の検討、推進を行うこととしております。 

 最後に、井田川住宅団地地域につきましては、実現目標を新たな市街地としての再生により多世

代循環コミュニティの形成としており、前期において再生を実現しない場合の住宅地の将来像の予

測や地域意見の把握を行うこととしており、後期では取組体制の構築や再生計画の作成を行うこと

としているところであります。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 令和５年までを前期、それから６年から９年までを後期と位置づけをし、令和５年までにガイド

ラインの基となるエリアプランの策定はすると。いわゆる後期、６年からはガイドラインに基づい

ての取組体制やら再生計画、施策の実施をしていくという答弁かと思いますが、いずれにしろあく

までも５年度までにこの３つの地区のエリアプランは策定するんですね。ガイドラインの基となる

エリアプラン、亀山中央も含めて、これをやるんですね、今の段階で。それでしたら、もう本当に

策定の期間が迫っている、エリアプラン策定を進めている中で、課題とか今後の展開についてどう

考えているかお示しをいただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 関宿周辺地域につきましては、これまで地域まちづくり協議会を中心に協議を行ってまいりまし

たが、当地域には関係団体等も多く、また亀山版ＤＭＯ等の新たな団体も組織化されたところであ

り、地域が一体となった取組を進めるためには、改めて組織体制を整理する必要があると考えてお

ります。今後は、地域住民やそれら各種団体等を連携した新たな組織づくりや組織間の連携につい

て協議を実施することで、効果的な実施計画や取組を進めるための組織体制を検討していく予定と

しているところであります。 

 次に、井田川住宅団地地域につきましては、一部の住宅地において民間の不動産事業者による住

宅の建て替えや医療施設の設置等が進められている状況であります。このような状況から、地域課
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題としている空き家、空き地の増加についての状況が予測よりも短期的に好転している状況であり

ます。 

 なお、検討において中心となっている地域自治会の役員改選等もあり、地域の方との合意形成に

は時間を要している状況であります。 

 一方、団地再生につきましては、長期的な視点での課題でありますが、将来にとって対策を行う

ことは地域において必要なことであると考えております。今後も地域の方々との課題の共有、合意

形成を十分に図っていきたいと考えていることから、検討組織づくりについて再検討するとともに、

合意形成の方法についても地域の実情に合ったものを模索し、実施計画の策定に向けて取り組んで

いきたいと考えております。 

 最後に、亀山駅周辺地域におきましては、本市の中心市街地であり、様々な土地利用が可能であ

ることから、これらの土地利用の動向を注視しつつ、適切な土地利用の方向性を整理していく必要

があると考えております。今後は、地域や商業者の皆様のご意見を伺いながら、早期にまちづくり

ガイドラインの策定が図られるよう取組を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 本当に課題の多い中で、本当にエリアプランはできるのかな。関宿に至っては、まち協のほかに

多くの関係団体がある、いわゆる組織検討体制の構築、再検討が必要だと。井田川地区によっては、

当初立地適正化計画、あるいは都市マスの中にうたってあった商店が真ん中にないよと、あるいは

医者がないよというものが実際にはもう民間によってもう環境が変わってきたという中で、それか

ら、亀山中央によっても様々な方、商業者と相談、そんな中で果たしてできるのかなという、これ

はもう一般質問になっちゃうからあれなんですけれども、令和４年度の決算の中で、事業展開がど

うなったのかなと見る中では、この事業をより着実に、あるいは慎重にかかるべきではないかとい

う意見もあるということだけ伝えさせていただきます。 

 それでは最後の質疑に入ります。 

 第２期亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する実績報告書についてという項を設けたん

ですけれども、まず２つばかり確認をさせてください。 

 国がいう地域再生計画と亀山市でいう亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略、これはイコール

と捉えていいんですかということが１つ目。それから、この総合戦略は、人口減少に関しての施策

の推進に係る計画である、特化したものであるというような捉え方でいいのか質疑したいと思いま

す。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井政策部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 地方創生の取組につきましては、地方創生全体の方向性を定めるまち・ひと・しごと創生法と個

別地域における地方公共団体の自主的、自律的な取組に対する具体的な支援措置を提供する地域再

生法の２つの法律を両輪としてその推進を図っていく仕組みとなっております。そのため、まち・

ひと・しごと創生法に基づき策定をいたします地方版のまち・ひと・しごと創生総合戦略では、地
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域の実情を踏まえた地方創生の施策を定め、その戦略に基づく施策を具体的に展開するに当たって、

国の支援措置メニューに掲げられた支援措置を受けようとする際に、必要に応じて作成をし、国の

認定を受けるものが地域再生計画でございますので、両者は、施策の方向等で整合が図られた関連

性のある計画でございます。 

 また、第２期まち・ひと・しごと総合戦略につきましては、人口減少に歯止めをかけ、東京圏へ

の過度な人口集中を是正し、活力ある日本社会を維持していくためのまち・ひと・しごと創生の施

策を総合的かつ計画的に実施することを目的といたしますまち・ひと・しごと創生法に基づいて策

定する地方版の総合戦略でございますので、人口減少対策を踏まえた地方創生の関連施策を位置づ

けた計画でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 さっぱり分からないですけれども、別の法律であるということですね。亀山市まち・ひと・しご

と創生総合戦略で位置づけたものが、例えば国の補助制度等に見合うかどうかというものは、地域

再生計画との整合の中で見つけ出していくというぐらいなのかなという、ちょっと分かりにくい。

総務委員会で聞いたら、ほぼイコールと考えてもいいというような答弁もいただいたことがありま

す。それから、難しい話ですけれども、この総合戦略の趣旨といいますか、これは人口減対策に係

る施策の推進に係る計画とほぼ捉えてもいいのかなというふうに思います。 

 そこで、今回評価検証については、１番目に主な取組の実績、それから数値目標の施策の重要業

績評価指標（ＫＰＩ）の達成状況をチェックする。それから、これらに基づき、反省点や課題及び

今後の方向性を整理すると。最後に、また産学官金労で構成する亀山市地方創生会議を設置し、総

合的、専門的な見地から課題の改善を図るとなっていますが、頂いた資料の中には、課題の改善に

関しての創生会議の意見が反映されていない、シートの中に書き込みがない。これはこれでよろし

いんでしょうか、ちょっと確認させてください。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井政策部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価検証につきましては、先月２２日に産業界、教育機関、

金融機関、メディアなど、いわゆる産学官金労言の有識者や住民代表の参画によります亀山市地方

創生会議を開催いたしまして、令和４年度の取組に対して様々な分野からの見識等に基づいたご意

見をいただいたところでございます。この地方創生会議のご意見につきましては、庁内における総

合戦略の推進等のための亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進本部での評価検証結果と

合わせまして、評価検証報告書として取りまとめたところでございまして、近くホームページにお

いて公表することといたしております。 

 なお、議会へ提出をいたしております第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する実績等報

告書につきましては、統一様式の下で令和４年度の分野別計画の実績をお示ししたものでございま

す。 

○議長（森 美和子君） 



－５６－ 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 今回、私質疑させていただいたのは、基本目標に係る事業の検証ではなくて、令和４年度の亀山

市の人口動態について確認をしたく質問をさせていただきます。何といっても人口というのは、地

方自治体のもう基礎体力の本当の基、極めて重要な視点と思い、質疑をさせていただきます。 

 今、亀山市の人口はどうだということになりますと、全国的に東京を中心に、そういう都市部を

除いた地方都市にあっては、少子高齢化が進んで人口減、もう過疎化の波は止められないんだと。

そんな中にあっても、亀山市は自然減を転入超過という社会増で一定の補いをしていると。他市町

と比較すれば、著しい人口減は見られない。それが我々の受け取っている亀山市の人口に関する見

解であると思います。そういう認識でいいのかということで順次質疑をします。まず令和４年度の

総人口、総世帯数を教えてください。また、その数字は、前年、あるいはここ７年、どのように変

化しているか、推移しているかを教えていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 令和５年４月１日におけます本市の総人口は４万９,２９２人、世帯数は２万２,２２３世帯でご

ざいます。各年４月１日現在の総人口の推移を見てみますと、本市の総人口は、平成２８年以降お

おむね横ばいで推移をいたしておりますが、近年は減少幅の拡大が見られるところでございます。

しかしながら、国、あるいは県、本市のピーク時の人口、国・県は平成２０年、本市は平成２２年

でございますが、そのピーク時の人口から令和４年にかけての人口増減率を比較いたしますと、国

がマイナス２.４％、県がマイナス６.８％、本市がマイナス２.１％となっており、国・県と比較

をいたしますと、本市の人口減少は緩やかに進行しているところでございます。 

 また、人口構成は、老年人口比率が増加をし、年少人口比率が減少傾向にある中で、生産年齢人

口比率は令和２年度以降ほぼ横ばいで推移をしており、経済に活力を与える世代の確保が図られて

いるものと考えているところでございます。 

 一方で、世帯数でございますが、一貫して増加傾向にございまして、人口減少と併せて平均世帯

人員が減少いたしております。これは、単独世帯の増加、あるいは多世代から成る世帯の減少によ

るものと分析をいたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 次に、出生による自然増減について、同じような形で答弁をお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 本市の人口の自然増減についてということでございますが、令和４年度は死亡数が６０７人、出

生数が２６９人で、死亡数が出生数を３３８人上回る自然減となっております。これまでの自然増

減の推移を見ましてもこの傾向は続いておりますが、中でも出生数につきましては、近年３５０人
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前後でほぼ横ばいで推移をいたしておりましたが、令和４年度は２６９人に減少し、死亡数の増加

と相まって、令和３年度より自然減が大きくなっております。この出生数の減少は、新型コロナウ

イルス感染症の流行でありますとか、物価高騰等による社会経済情勢の先行き不安などが要因と考

察をいたしておりまして、引き続き注視をしていく必要があると考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 自然減が令和３年、ましてや令和４年に一気に３３８と。潮目が変わってきているのかなという。 

 社会増について確認をしたいと思います。令和４年の社会増についての数字、あるいは傾向につ

いて説明を求めます。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 社会増減についてでございますが、令和４年度は転入が２,５４９人、転出が２,３９８人で、転

入が転出を１５１人上回る社会増となっております。また、こうした社会増の状態は、増加幅にや

やばらつきがございますが、平成２８年度から７年連続で継続をいたしております。加えて、近年

では、２５歳から３９歳までの世代とゼロ歳から９歳までの子供の転入超過が見られ、子育て世代

の転入が進んでいることがうかがわれるところでございます。こうした人口動向は、総合的な人口

減対策を展開する中で、一定の施策推進の成果が現れてきているものと検証いたしているところで

ございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 令和４年も転入超過という報告でございますが、できれば、令和４年度、日本人に限っての転

入・転出の数をお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 転入・転出の日本人の人口の数ということでございますが、令和４年度につきましては、転入が

１,４９９人、転出が１,５４７人でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 別に日本人と外国人を差別するつもりは全くございません。しかし、今人口増減の内訳を見ると、

社会増減については平成２８年から７年連続で転入増と推移をして、施策推進の成果が現れている

と思われる。これは大きな潮目が変わった年だと思うんです。これは、日本人のいわゆる差引き４

８人の方がもう転出超過なんです、転出。それを外国人の１５１人プラスで補ってプラス４８人だ

という。こういうことは事細かくしっかり報告を。あれですのであれなんですけれども、もう一つ、
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人口動態の資料の中で、転入者数と、先ほど言いました着工住宅のあれを見たんです。それで、年

間、令和３年が３１２件、それから令和４年が２３７件、それから令和５年がまた盛り返している。

この平均２９０の数字というのは、同じような都市、５万人都市の中でどういうレベルというと失

礼ですけど、ランクか、多いのか少ないのか、どういう認識をしているのかお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 先般開催をいたしました亀山市地方創生会議の資料の中で、平成２７年度以降の着工住宅数をお

示しいたしております。それに基づきますと、平成２７年度以降、令和４年度までの８年間の着工

数は、増減はございますのものの、平均いたしますと年間２８５件の着工住宅数でございます。着

工住宅数は都市規模によっても異なってまいりますので、それをもって他自治体と単純比較はでき

ませんが、最近の着工住宅の伸び率から見てみますと、例えば東洋経済新報社から発刊されており

ます都市データパックの住みよさランキングでは、２０２０年度から２０２１年度にかけての本市

の新築住宅着工戸数増減率が県内で１位、全国でも１０３位という高い結果が出ておりますので、

住宅の着工戸数増減率についてはそのような結果でございますので、非常に高いというような認識

を持っているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 非常に高い新築の着工率、これあたりは非常に亀山の大きな武器になり得ると思うんですね。や

はりまち・ひと・しごと、人口を寄せるんだと、特に就労人口を寄せるんだという意味合いの中で

は、新規に就労される方、あるいはそういう方へのファミリー向けの住宅施策あたりも、この計画

の主眼になるような位置づけをするべきではないかという意見もありますよということで、今回の

質疑を終わります。 

○議長（森 美和子君） 

 １３番 鈴木達夫議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午後 ０時０５分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１１番 福沢美由紀議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢美由紀でございます。 

 ただいまより、会派を代表いたしまして代表質疑をさせていただきます。 

 私ども日本共産党議員団は、この令和４年度の一般会計について反対をいたしたところです。な

ぜかというと、やっぱりこの本当に暮らしが大変な中で、物価も高騰して賃金も下がったり年金も
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下がったりする中で、コロナ禍が襲っている中で、まだ消費税の傷も癒えない中で暮らしが大変な

ので、そういうところにしっかりと振り向けた予算をするべきだという意味で反対をしたところで

ございます。 

 特にこの令和４年度は様々な条例改正がありまして、医療費、高齢者の窓口支払いなどいろいろ

本当に皆さんの暮らしに大変な改正がありましたので、そこを重点的にどうだったのかという視点

で質疑をしていきたいと思います。 

 まず１点目ですけれども、福祉医療費助成事業における決算額に対する評価でございます。 

 まずは福祉医療費と一口に言ってもたくさん種類がありますので、この福祉医療費の決算がどう

だったのかというそれぞれについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 １１番 福沢美由紀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 辻村市民文化部長。 

○市民文化部長（辻村俊孝君登壇） 

 令和４年度の福祉医療費助成事業のうち、まず心身障がい者医療費助成の決算額につきましては

１億５,８８０万６,９０６円で、令和３年度の決算額と比較いたしまして１,３６６万５,５０３円

の減となりました。次に、一人親家庭医療費助成の決算額は２,８６７万９,２８９円で、令和３年

度の決算額と比較し１１１万４,６９４円の増となっております。また、子ども医療費助成の決算

額につきましては１億７,９２６万６,２５５円で、令和３年度の決算額と比較いたしまして９７１

万２,７６９円の増となり、３事業合わせまして福祉医療費事業費に係る決算額は３億６,６７５万

２,４５０円で、令和３年度の決算額と比較いたしまして２８０万８,０４０円の減となったところ

でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 その福祉医療費によって増えたものや減ったものがあったということをお聞きしましたが、この

４年度の改正によってどういう影響があったのかということについて、内容についても含めて伺い

たいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 辻村部長。 

○市民文化部長（辻村俊孝君登壇） 

 今回、昨年令和４年の９月に施行いたしました条例等の改正による入院時食事療養費の廃止や心

身障がい者医療費助成における所得制限の導入による影響ということでございますが、通常、福祉

医療費の助成は診察月の２か月から３か月後の助成となります。また、後期高齢者医療保険の被保

険者の方につきましては、５か月から６か月後の助成となります。このことから、制度改正による

令和４年度の影響は数か月の実績での判断となりますことから、決算額に与える影響については今

のところ十分な検証には至っていない状況でございます。 

 なお、食事療養費につきましては、心身障がい者医療における食事療養費は１２０名、４２３万

７,７７０円となり、前年度より２１７万５,６４０円の減、また一人親医療の食事療養費は１名、



－６０－ 

１,８９０円で、前年度より７万２,２６６円の減、子ども医療費では該当者がなく、合わせまして

２２４万７,９０６円の減となったところでございます。 

 なお、令和２年度から４年度の医療費につきましては、コロナ禍による受診控えや公費負担など

の影響もありましたことから、５類感染症に移行されました令和５年度からの医療費につきまして、

制度改正に伴う影響について今後検証に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 １年分の決算を評価するといいながら、この件については半年分だなと思っていましたけど、ま

たさらに２か月後ということで、半年後も見られないような状況であるということは理解しました。

そんな中でも食事代とか、減になっているということは、やはりその条例改正の影響はなかったと

は言えないんだなということも感じさせていただいたところです。やはりこの医療費、安心して医

療にかかれるというところはしっかりと保障していくのが政治の仕事だと思っていますので、今ま

でも、心身障がい者の精神障がいの助成を拡充してくれとか、所得制限の撤廃であるとか、子ども

医療費を１８歳まで拡充してとか、独り親については所得制限、県下ではとっても緩やかな制限で

はあるんですけれども、やはり独り親の貧困というのは非常に注目されておるところですので、そ

ういうところしっかりと光を当てる予算組みというのは必要なんだなということを今回の決算で私

は感じさせていただきました。 

 次の質疑に移ります。 

 看護師や保健師、保育士、給食調理員、心理相談員、これらの人員不足と報酬単価の関係性につ

いてと上げました。 

 常日頃、なかなか募集がないんですというような悲鳴にも似た、人が足らない、人が必要なとこ

ろに人が足らないというお声を聞くわけですが、４年度についてはどうだったのかということも含

めて、これらの職種の単価、見直しがあったんかも含めて伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 まず、看護師、保健師、保育士、給食調理員、心理相談員の単価でございますが、今は昇給制度

も実施しておりますが、初年度で申し上げますと、令和４年度で看護師は１,２５０円、保健師も

１,２５０円、保育士は担任とかそういったもので違いますが保育士が１,０００円、療育担当が１,

１００円、フリー保育士が１,２５０円、クラス担任が１,３５０円、それと給食調理員は、これも

調理師免許を持っている方となしで違うんですが、９４０円と１,２００円、調理師免許を有する

ということを条件に任用している場合は１,２００円、それと心理相談員が１,１００円となってお

ります。 

 それで、昨年度の状況につきましては、年度当初に辞められる方がございますと、なかなかやは

り特に資格職では難しいというふうな状況もございますので、途中で欠けたりする場合もございま

すが、その充足には担当部署のほうでは努めている状況ではございます。 

○議長（森 美和子君） 
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 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 日頃からこの、私は単価については低過ぎるんじゃないか、資格を持っている方なのに低過ぎる

んじゃないかと、だから人が集まらないんじゃないかということを申し上げていますけれども、ち

ょっと鈴鹿市さん等にも聞いてみましたら、看護師だけは亀山市が１,２５０円で鈴鹿市は１,２０

０円だったんですね。それ以外の例えば保育士、鈴鹿市さんは１,２００円ですし、補助でも１,０

４０円。補助ということは資格がないということですよね。給食調理員さんも亀山市が９４０円の

ところ鈴鹿市さんは９８５円ということで、軒並みうちは低いんかな、今までも司書さんとかいろ

んなところが低くて、よそに逃げていくんやわというようなことを聞いていた中で、やはり人が集

まらないということとこの単価の関係についてどう考えられているのかということを改めて伺いた

いと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 会計年度任用職員の報酬につきましては、令和２年度から導入いたしました現在の会計年度任用

職員制度におきまして、先ほども申し上げましたが、昇給制度とかそれまでなかった期末手当を支

給できるといった制度の導入で、大きな処遇改善を行ったところでございます。 

 しかしながら、近年は物価上昇が続いておりまして、最低賃金においても毎年大幅な引上げが行

われている状況でございます。本市といたしましても、最低賃金の上昇につきましては適正に対応

してまいりました。昨年度でいいますと、９０５円の単価のところを９４０円、最低賃金に引上げ

を行っておりまして、その都度適正には改正を図っておりますので、現在の状況は、全体的にとい

うのはなかなかしておりませんが、適正に最低賃金の上昇には対応してきたという状況はございま

す。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 報酬単価だけではなく、処遇などをよくしてきたことによって対応してきたんだというご答弁だ

ったと思います。この心理相談員の１,１００円というのは本当に私も衝撃だったんですけれども、

たしかその４年度募集しておられたように思いますけれども、こういう人に当たる職業はばらばら

と２人や３人で背負うものではなくて、１人でじっくりと子供さんであるとか、女性相談員もそう

ですけど、じっくりと関わらんならん中でしっかりとここに居着いてくださる人をするためには私

はこの単価というものも必要だと思いますし、あと、この亀山市の単価の設定が、例えば保育士さ

んだと療育、副担任、フリー、発達フォロー、担任といろんな分け方があったり、看護師でもワク

チンする人、事務する人、そうではない人で全部違うんですね。 

 で、資格の在り方とかも含めて、最低賃金だけじゃなくて資格の在り方も含めて、こういう単価

をしっかりと検討していくことが必要だと今回思うんですけれども、そこについていかがですか。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 
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○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 会計年度任用職員の様々な職種がございますが、先ほどおっしゃいました当然看護師とか、心理

相談員も資格を持っている方を任用しております。そういった中で、この会計年度任用職員の制度

の導入をいたしました際、令和２年度でございますが、１９ある区分を大きく一般業務、福祉業務、

教育業務、その他の４つの大きな区分で整理をしております。その中におきましては、当然のこと

ながら職務遂行上必要となる、先ほど申し上げましたような資格、それと経験や専門性の有無、職

務における責任の度合い、民間とのバランスを勘案し、総合的に判断をして整理を行っております。

そういった中で、ですので資格職につきましても総合的に判断して適正に単価を設定していると考

えております。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 これ以上行くと一般質問になってしまいますので、次の質疑に移らせていただきますけれども、

適正であると私は思っていません。 

 新型コロナウイルス感染症に係る事業についてお聞きします。 

 資料を出していただきましたところ、一般会計をもって亀山独自でなさっている仕事というのが

どれなのかというのが分かりませんでした。そこについて伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本総務財政部参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 新型コロナウイルス感染症に対する事業費別の資料を出させていただいております。その中で、

市の独自の事業といたしましては、障がい者福祉サービス施設への電気料金の補助ですとか、高齢

者福祉サービス施設の電気料金の補助、それから民間保育所への電気料金の補助、それから私立の

幼稚園への電気料金の補助、それからＰＣＲ検査キットの購入の経費、それから肥料価格高騰に対

します支援の事業、それからプレミアム付商品券の発行事業、それからエネルギー価格高騰対策に

よって中小企業者の方への電気料金等の支援の補助がございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 今おっしゃっていただいたのは、全部国からの支援を受けてそれと共にやった事業ということで

はなく、市単独で一般会計から事業したという意味ですか。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 ただいまご紹介させていただきました事業につきましては、市の単独の一般財源の投入はござい

ませんけれども、地方創生臨時交付金を活用して市独自の施策として実施をさせていただいたもの

や、県の制度に合わせて市が独自に地方創生臨時交付金を活用して支援をさせていただいた事業と

いうふうなことでございます。 
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○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 国からの基金など活用していろんな、決めるのは市独自なのでそれが市独自の事業だと言われた

んだと思いますが、亀山の財政力から見て、本当に亀山市ならではの、亀山市一般財源を使って亀

山市ならではの亀山市だけの事業が必要とは、この４年度の決算の中ではそういう議論もなく、し

なかったということでいいですか。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 この新型コロナウイルス感染症対策は、ご案内のように令和３年度、この総合対策パッケージを

９弾まで展開いたしました。令和４年度につきましては３弾、３回に分けまして全１４事業、約８

億９,０００万円の事業を展開いたしました。 

 そのうち、先ほどご答弁させていただいた９事業につきましては、亀山市独自の事業でございま

す。 

 これはご案内のように、この市独自事業につきましては、この事業費は国の臨時交付金の限度額

を目いっぱい使って、亀山市の状況、優先すべき必要な事業を構築して、そしてその工夫をしなが

ら速やかに対応したということでございまして、ご案内のように、この事業費が臨時交付金の限度

額に満たない場合は交付金を返還することとなりますので、この交付金の全額を有効活用して事業

展開をさせていただいたものでございます。 

 その中で幾つか、例えば市独自の事業として地方創生臨時交付金を活用して６０％、過去最大の

プレミアム商品券の事業、それから高齢者福祉サービス、障がい福祉サービス施設、民間保育所、

放課後児童クラブ等々への電気料金の高騰に対するバックアップ、それからＰＣＲ等々のこの体制

も含めまして、私どもとしては亀山市の工夫をしっかり加えて、そして速やかに手当てすべき領域

へ事業を効果的に打てたというふうに考えておるところであります。 

 おっしゃるように、市の一般財源を伴う事業ではございませんが、このコロナ禍におきまして影

響を受けた市民、それから事業者に対して、市独自の考え方を組み込んだ事業として立案をし、効

果的、速やかに対応させていただいたものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 市独自という言い方がちょっと曖昧だったので分かりづらかったんですけれども、臨時交付金を

目いっぱい活用した中で、どんな施策がいいのかを工夫をして十分にしたんだという市長のご答弁

でした。本当に十分だったのかというところの皆さんでの反省というか、いろんな議論がこれから

またあるんかと思いますけれども、一応確認をさせていただいたところで、一般会計だけで一般財

源を投じての市独自のものはなかったというところは確認させていただきました。 

 次の基金についてお伺いしたいと思います。 

 亀山市の基金の額が最近はだんだんと使えるようになってきたので少しずつ減ってはきています
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が、今、亀山市の今の財政規模として、この基金全体の額であるとかバランスであるとかそういう

ところについての評価を伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 令和４年度におけます基金の残高におきましては、財政調整基金の残高は２１億３,８９５万４,

０００円、減債基金の残高は６億６,６０３万５,０００円、その他特定目的基金の残高は約４５億

１,６１４万円となり、合計で約８２億４,４７２万円の残高となっております。 

 これら残高におけます他の地方公共団体と比較をいたしますと、他の地方公共団体の４年度の決

算の基金残高がいまだ公表されておりませんことから、令和３年度で比較いたしましたところ、各

基金の残高を標準財政規模で除しました値で比較させていただきますと、亀山市は県内で１４市中

６位の規模であるというふうに認識しております。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 １４市中６位の基金の高さ、多さということなんですね。 

 １つお聞きしたいんですけれども、庁舎の基金については積み方が何かこう、当初で少し積んで

また年度末にもう一回積むというやり方をしているんですけど、その意味について改めて伺いたい

と思います。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 庁舎建設基金につきましては、現在基金活用指針において積立ての目標額を１５億円としており

ます。庁舎の整備につきましては、建設単価の高騰等によりさらなる財源の確保が必要になると考

えております。建設地決定後に事業費を改めて精査をいたしまして、目標額等を見直す必要がある

と考えております。庁舎建設基金につきましては、毎年、当初予算に基金の運用益の部分を積立て

を計上させていただき、３月補正でそれらの運用益と合わせて５,０００万円を積み立てておりま

す。この基金創設時に当時と比べて事業費の高騰が見込まれますので、庁舎建設の整備の財源とし

て庁舎建設の基金を積み立てることは、必要性は高いというふうに認識しております。積立ての目

標額の見直しと併せて、予算計上の時期についても今後見直してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 そういう２段階で積み立てるというやり方をしているのが庁舎の建設の基金、特徴的なのかなと

思いましたので、そういう積立てをする意味は何ですかということをお聞きしたんですけど、もう

一回伺ってもいいですか。 

○議長（森 美和子君） 
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 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 庁舎建設基金を創設した当初の予定ではございますけれども、最初に運用の収益を当初予算で計

上し、財政状況を見ながら３月補正で５,０００万円を積み立てるという当初の予定を計画して、

基金活用指針においてそのような運用をさせていただいております。ただ、庁舎建設基金につきま

しては庁舎整備の基本計画を策定いたしましたので、その事業費を改めて精査をしまして、当初予

算で計上していくのか、金額をどういうふうにするのかということも含めまして再度精査をして見

直しをしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 当初に少し運用益を積んで、最後に財政状況を見ながら余裕があるな、これだけ積んでもいいな

ということで積まれているという考え方をお聞きしたところです。そういう考え方があるんであれ

ば、ほかにも、この基金が必要でないとは絶対に言いませんけれども、そういう考え方でできるこ

とというのはほかにもあるのかなと今感じさせていただいたところです。 

 次に、扶助費についてお聞きしたいですけれども、大体こういう決算の議論になりますと、扶助

費が年々上がってきている。これが大変だという議論になります。亀山市は、しかしながらこの４

年度の経常収支比率分析資料を拝見いたしましても、類似団体と比べますと扶助費に占める割合は

非常に低いですね。亀山市は、この経常収支比率という視点で扶助費に占める割合は低い市なんで

すね。ずっとそうですよね。 

 これに対するこの市の評価を聞きたいなと思うんですけれども、この経常収支比率分析資料では、

人件費についてはどう、物件費についてはどう、扶助費についてはどうとか、それぞれの項目につ

いてきちんと評価をしている市町もあるんですけれども、亀山市は全体で一言書いてあるだけなん

ですね。それが、今回の数字を上げてもらうのと、人件費と物件費が多いのは広域処理を複数のと

ころでやっておるけど、うちでは消防の事務や廃棄物の処理を単独で行っているから類似団体に比

べて大きいんだということだけが、これもコピペのように毎年書かれているんですね。 

 改めまして、この扶助費というところが、なぜ亀山市は経常収支比率が低いのかということにつ

いて、どのように見ておられるのかを伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 令和４年度におけます扶助費につきましては、４１億６,５４８万円という決算となっておりま

す。その主な事業におきましては、児童手当給付費や障がい児の自立支援事業などがございます。

経常収支比率８５.２％に占めますその扶助費の割合は５.６％となっております。 

 他の地方公共団体と比較いたしましては、令和４年度がまだ公表されておりませんので令和３年

度で比較をいたしますと、経常収支比率に占める扶助費の割合でございますが、平均が７.７％で

ございます。これよりも２.３ポイント下回って５.４％というふうに令和３年度ではなっておりま

す。その要因につきましては、人件費、物件費につきまして多くの市が広域で処理をしておる消防
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事務、廃棄物処理を本市は単独で行っていることから、施設管理等に係る経費が類似団体に比べて

大きくなっております結果として、扶助費の割合が低くなっているものというふうに認識しており

ます。 

 しかしながら、本市の経常収支比率に占めます扶助費の割合は類似団体に比べまして低いものの、

扶助費の額が著しく少ないというものではないというふうに認識をさせていただいておるものでご

ざいます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 まちの大きい小さいがある中で、額なんかでは比べられないからこうやって類似団体との比較の

表があって順位もあったりするんだと思うんですね。よそが高いから低いんだと、要するに何もか

も高くなったら財政状況が硬直しますんで自由な事業ができなくなるということですので、何もか

もようけ使いなさいという意味で聞いているんじゃないんですよ。あの、なぜ亀山市は、よそが高

いからというんじゃなくて、この扶助費の内容がどうなんかと。要するに人件費や物件費が高いか

ら押されて低くなっているだけなのか、それとも本当はこういう事業をしたいんだけどできないと

いうことなのか、内容がね。よく言われるのが生活保護がどうこう、高いところがあるけど、うち

はそう高くない。 

 そういう中で一体、亀山市がこういう状況で済んでいるというのはどういうことなのかというの

は丁寧に分析をするべきだと私は思うんですよ。で、１項目、１項目について内容をちゃんと分解

して見ていただくということが必要なんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 先ほど、率は他市、類似団体に比べて低いという数字がありますけれども、類似団体と比較しま

して１人当たりの扶助費で計算をさせていただきますと他の類似団体に比べて金額が著しく低いと

いうものではないというふうな認識をさせていただいております。詳細な分析については、今後検

討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 私もこういう決算のことは、数字のことは難しいので、いろんな資料を勉強したり研修に行った

りしますけれども、この経常収支比率をどう見るかということで、いろんなほかの市町が一つ一つ

に対して全部その自治体の評価を丁寧にしておられるところがあるんですね。そういうもので、本

も書かれているような自治体がありますので、これは漠っと一言で書くんではなく、ぜひとも検討

していただいて、内容がよく分かるような資料をつくっていただきたいと思いますし、１人当たり

が決して低くないという報告はいただきましたんで、受け止めたいとは思います。内容について、

ぜひとも精査していただきたいと思います。 

 次ですけれども、議案第４６号の令和４年度亀山国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
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ですね。 

 今回のこの国保の会計の総括について、まずは伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 桜井市民文化部参事。 

○市民文化部参事（桜井伸仁君登壇） 

 令和４年度国民健康保険事業特別会計の決算の総括ということでございますけれども、歳入総額

が４６億１,６５０万円、歳出総額が４５億２,８５９万円で、歳入歳出差引額が９,７９１万円の

黒字決算となりました。 

 歳入の特徴といたしましては、保険税収入が８億１,４６３万円と、令和３年度と比較して３,３

５６万円、４.４％の減となった一方、保険給付費の主な財源であります保険給付費等交付金の普

通交付金を含む県支出金が令和３年度と比較して３,４３０万円、１％増の３３億８,４２１万円と

なり、歳入全体に占める割合は７３.２％となっているところでございます。 

 歳出の特徴といたしましては、保険給付費が３２億８,４８８万円と、令和３年度と比較して５,

１５８万円、１.６％の増で、歳出全体の７２.５％を占めております。また、平成３０年度の県単

位化により、県に納付いたします国民健康保険事業納付金は７,３８９万円、６.８％減の１０億１,

４３０万円でありました。 

 後期高齢者医療制度への移行による被保険者の減少により税収入が減少した一方で、被保険者の

高齢化と医療の高度化等により保険給付費が増加した中、黒字決算となり、また平成３０年度の県

単位化以降、国と県が行ってきた制度改正を原因とした負担増に対する公費補填である激変緩和措

置が本年度、令和５年度で終了することを見据えて、国民健康保険事業運営基金に５,３１０万円

積み立てることができましたことから、令和４年度の国民健康保険事業特別会計は健全な財政運営

が図られたところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 改めまして、この９,７９１万４,２４２円という黒字決算の要因について、端的に伺いたいと思

います。 

○議長（森 美和子君） 

 桜井参事。 

○市民文化部参事（桜井伸仁君登壇） 

 黒字決算の要因でございますけれども、令和４年度国民健康保険事業納付金におきまして、平成

３０年度の制度改正を原因とした負担増に対する国と県が行う公費補填に加えて、県の財政安定化

基金の活用により、令和３年度と比較して４,９８３万円増の１億５,３４０万円の激変緩和措置が

行われたことが大きな要因であると考えております。 

 そのほか、保険給付費のうち被保険者の医療費に対する支出である療養給付費などは、全額保険

給付費等交付金の普通交付金として県支出金により賄われますが、支出見込みに対して財源不足に

ならないよう交付されていることも黒字決算の要因となっております。 

○議長（森 美和子君） 



－６８－ 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 激変緩和措置、この令和５年度で終わるということですけれども、それが４年度もたくさんいた

だいたということが大きな要因ではないかということでした。 

 ただ、単年度会計の考え方から考えると、これだけどんどん積み上がってくる中で、残しておい

て何かに使おうというのではなくて、そのときそのとき国に返していくわけですから、保険税の引

下げというところに、考えというものがないのか伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 桜井参事。 

○市民文化部参事（桜井伸仁君登壇） 

 平成３０年度の県単位化後、令和元年度に一般会計からの法定外繰入れの解消などのために国民

健康保険税の税率改正を行ったことによりまして財政状況が改善され、令和３年度は９,９６８万

円、令和４年度は９,７９１万円の黒字決算となり、超過交付となりました保険給付費等交付金の

普通交付金の返還が一部ありますけれども、これまで安定的な財政運営が行われているところでご

ざいます。 

 しかしながら、先ほども答弁させていただいておりますが、平成３０年度の県単位化による被保

険者の保険税負担が急激に増加するのを回避するための激変緩和措置が本年度、令和５年度までと

されており、激変緩和措置終了後の令和６年度以降も急激な保険税負担とならないよう基金の積立

てを進めるとともに安定的な財政運営を継続するためにも、基金を取り崩しての税率の引下げは考

えていないところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 伺いました。 

 短期証の発行についてということで２番目に上げましたが、この令和４年度は収納の一元化が行

われた年で、今までだったらこの担当のところで収納もして、滞納をしている方や短期証でしか駄

目な方についての相談に応じてそれぞれの短期証を出していただいていたと思うんですね。 

 ４年度からは一元化になったということで、この短期症の発行がどうなったのかということにつ

いてお伺いしたいと思います。影響があったのか。 

○議長（森 美和子君） 

 桜井参事。 

○市民文化部参事（桜井伸仁君登壇） 

 令和４年度の短期証の交付状況でございますが、国民健康保険に加入している世帯の７.９％に

当たります４３９世帯に対して短期証を交付いたしております。その内訳といたしましては、１か

月証の交付世帯が短期証交付世帯の３０.８％に当たる１３５世帯、３か月証が３８.７％に当たる

１７０世帯、６か月証が３０.５％に当たる１３４世帯となっているところでございます。 

 短期証の交付状況といたしましては、大きくは変わっていないというところでございます。 

○議長（森 美和子君） 
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 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 収納が一元化されたとしても、あまり大きく変わっていないということを伺いました。 

 あともう一つ、一番最初の年度初めに全員に、滞納している方にも、１か月証を発行していると

思うんですけれども、その方たちの受診行動とか、あとその後つながっていくのかどうかというの

も、今まではそこの担当のところで丁寧に対応してもらっていたのかなと思っていたので、これが

一元化による影響がなかったのかということについてお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 桜井参事。 

○市民文化部参事（桜井伸仁君登壇） 

 令和４年度におきまして、文書により催告したにもかかわらず来庁とか電話連絡などによる納付

相談がなく、１か月証の保険証を交付した世帯は５２世帯でございました。そのうち約９割に当た

ります４８世帯につきましては、後日、社会保険等に加入し国民健康保険の資格を喪失しているこ

とが判明したため、資格喪失の手続を行ったところでございます。あと残りの４世帯につきまして

も、引き続き接触の機会を持つことができるよう、税務課収納対策グループと連携して対応してま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 総括などでお聞きしたように、被保険者数が減っているにもかかわらず保険給付費が増えている

という状況で皆さんのお体が心配なわけですけれども、そういうところで特定健診を皆さん受けて

くださいね、人間ドックを受けてくださいねというところで、皆さんに健康になっていただいて保

険給付費もそうかからないでいいようにということをやっていただいていると思うんですけれども、

この特定健診の受診率というのがやっぱり決算に影響があると伺っているんですが、この４年度の

状況はどうだったのかお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 桜井参事。 

○市民文化部参事（桜井伸仁君登壇） 

 令和４年度の特定健康診査の実施状況でございますが、対象者は被保険者のうち４０歳以上７５

歳未満の方で６,００４名、受診者は２,４０１名で受診率は４０％でございました。受診率といた

しましては、令和２年度が３４.８％、令和３年度が３７.３％と推移しており、令和４年度につき

ましては、２.７ポイント前年度より上昇している状況でございます。 

 受診率が上昇した理由といたしましては、特定健診受診者対策といたしまして、令和４年度から

特定健康診査の自己負担金を無料化するとともに、診療報酬明細書、いわゆるレセプトを用いた現

状分析を行って、ナッジ理論を活用した６パターンの受診勧奨通知を実施したことなどが成果であ

るというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 



－７０－ 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 この特定健診の受診率が国からの交付金とかに影響するということですので、これはしっかりと

上げていくということが大事なことになってくると思うんですけど、そうやって受診のそういうお

勧めのチラシも工夫したり、あとは受診するお金も今は無料になっていますので、そういうことも

あるかと思いますが、あとはカウントの仕方として、もう人間ドックをしたから特定健診を受けな

いという方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方をきちっと拾い上げてパーセンテージを

上げていくということも必要だと思うんですけれども、それは、この決算に影響してくるというこ

とも含めて、そこら辺の工夫はどうですか。 

○議長（森 美和子君） 

 桜井参事。 

○市民文化部参事（桜井伸仁君登壇） 

 特定健康診査の受診率の影響でございますけれども、特定健診につきましては、国の保険者努力

支援制度の評価指標となっているところでございます。令和４年度における保険者努力支援制度に

よる交付金につきましては１,４４４万円でございましたが、令和２年度の特定健康診査の受診率

が反映され決定されたものとなっております。令和４年度の受診率については、２年後の令和６年

度の交付金に反映されますことから、引き続き特定健康診査未受診者対策に取り組んで、受診率の

向上を図ってまいりたいと思っております。 

 先ほどの人間ドックを受けられた方についてということでございますけれども、例えば国民健康

保険加入者の方が職場等で人間ドックを受診されたときには、受診結果を提供していただきました

らクオカードを贈呈するといったインセンティブ事業も実施しておりますので、そういったところ

で受診率の向上に努めているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 ありがとうございました。 

 議案第４７号に移りたいと思います。亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定で

ございます。 

 まずは、この後期高齢者事業の決算の特徴についてお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 辻村市民文化部長。 

○市民文化部長（辻村俊孝君登壇） 

 答弁の前に少し、冒頭で先ほど福沢議員の福祉医療費助成事業に係る３事業全てを合算した場合

の前年度比較の額といたしまして、私２８０万８,０４０円の減と申し上げましたが、実際は２８

３万８,０４０円の減ということでございましたので、訂正しおわびを申し上げたいと思います。

申し訳ございませんでした。 

 それでは、令和４年度の亀山市後期高齢者医療事業特別会計の決算についてご説明申し上げます。 

 令和４年度の歳入総額１１億９４９万５,５６５円に対しまして、歳出総額１１億７４６万５,２

２０円となり、歳入歳出差引額２０３万３４５円の黒字決算となりました。歳入の特徴といたしま
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しては、保険料収入が５億３４６万５,１１７円となり、令和３年度と比較して２,２８８万７,５

４７円の増となり、また一般会計からの繰入金は５億７,２６５万６,１７８円、令和３年度と比較

して１８６万２,８６１円の増となったところでございます。また収納状況につきましては、現年

度分の特徴、普徴の合計調定額５億４２９万８,３８５円に対しまして収入済額は５億１７７万３,

４６４円で、収納率は９９.４％でございました。 

 次に、歳出の特徴でございますけれども、後期高齢者医療広域連合納付金が１０億６,１９６万

９,３０１円となっており、令和３年度と比較すると２,６５６万４,３８７円の増となっておりま

す。 

 歳入歳出とも増額となっている要因といたしましては、団塊の世代が７５歳に到達し、後期高齢

者の被保険者数が急激に増加していることが上げられます。ちなみに、令和５年３月３１日現在の

被保険者数は、前年度が６,７８８人に対しまして４.６％増の７,０９９人となっており、今後も

増加傾向が続くものと考えられます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 一般会計のところでも少しお伺いしたんですけれども、こちらについても令和４年１０月から医

療費の窓口の負担割合が一部１割から２割に増えた方が一定いらっしゃいますので、その影響がま

だ広域連合の決算というのはまだ伺っていないのでまだかと思いますけれども、今はどういう状況

なのか、分かる範囲でお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 辻村部長。 

○市民文化部長（辻村俊孝君登壇） 

 令和４年１０月からの後期高齢者医療における窓口負担での一部負担割合に、新たに２割負担が

導入されました。令和４年１０月末時点での亀山市における被保険者数の状況でございますが、新

たに２割負担となった方は１,４８８名で、全体の２１.４％に当たります。また引き続き１割負担

の方は５,０８７名で、全体の７３.１％でございました。なお、影響のなかった現役並み所得者の

３割負担の方につきましては、３８２名で全体の５.５％でございました。 

 窓口負担割合が増えたことによる後期高齢者医療事業特別会計に与える影響につきましては、広

域連合へ納付する市町負担金のうち、療養給付費負担金に影響を及ぼすところでございます。しか

しながら、療養給付費負担金につきましては、前々年度の医療給付実績に応じて各市町に案分され

ておるため、現状ではどれくらい影響があるかについては把握できないところでございます。 

 今後、広域連合におきまして令和４年度の療養給付費の実績などが示されてきますもので、それ

らの結果に注視してまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 スタートの４年度だったので一応聞いておこうと思って伺ったんですけれども、また５年度に続

けて注視していきたいと思います。ありがとうございました。 
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○議長（森 美和子君） 

 １１番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時５７分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時０８分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、９番 新 秀隆議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 それでは、９番、公明党、新でございます。今回は通告書により代表質疑を始めさせていただき

ます。 

 今回は大きく議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてより、まず

大きく１つとして、令和４年度の決算の評価についてでございますが、朝からも同僚議員の皆様の

質問の中でも、改進の年と位置づけられた令和４年度の決算の評価についてお伺いしていきたいと

思います。 

 この令和４年度というのは、第２次亀山市総合計画後期基本計画がスタートして、そして今年の

５月にはコロナも５類移行にはなりましたが、まだまだこの４年度というのはコロナ禍で非常に厳

しい中ではございました。 

 ４年度としては令和元年から続いたコロナの中、感染対策を一層、するためにも様々な支援策を

講じてみえたのは朝からのお話にもあります。その中でも、総合パッケージにおきまして様々市民

生活の支援、そして地域経済の支援、感染対策の充実を上げられておられます。 

 そしてまた子育て世帯への生活支援特別給付金や住民税非課税世帯への臨時特別給付金の支援、

そして亀山プレミアム付商品券事業の展開、そしてやはり大事なこのワクチンの接種体制の充実な

どに取り組まれて、これらは大きく地方創生臨時交付金を活用されてのこととお伺いさせていただ

いてきました。 

 こういう中で事業として、この４年度では、継続事業でもありました亀山駅前周辺整備事業及び

新図書館の整備事業を終えられました。こういう中におきまして、当初より昨年の２月１７日の議

会の中でも令和４年度に取り組む主な事業という中におきまして、政策分野、それぞれ快適さを支

える生活基盤の向上から行政経営までの６分野におきましてご案内いただいた３２項目ございます。 

 こちらの事業においての私は、評価をどのように考えてみえるかお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 ９番 新 秀隆議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 杉本総務財政部参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 令和４年度におきましては、行政経営の重点方針において改進の年と位置づけ、第２次総合計画

後期基本計画の初年度として組織・機構改革による推進体制の強化を図るとともに、事業の選択と

集中により、限られた財源の有効かつ適切な活用に努め、新型コロナウイルス感染症への的確な対
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応とポストコロナ社会における持続可能な行財政運営に取り組んできたところでございます。 

 このような中、令和３年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策総合対策パッケージを取り

まとめ、市民生活の支援、地域経済の支援、感染症対策の充実を３本柱として、住民税非課税世帯

への臨時特別給付金、それから子育て世帯への生活支援特別給付金の支給やワクチン接種体制の充

実を図るとともに、地方創生臨時交付金を活用しプレミアム付商品券事業バージョン２の展開、エ

ネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民、事業所への支援を行ったところでござい

ます。また、保育所、幼稚園等におけるＩＣＴ化の推進や、小・中学校への統合型校務支援システ

ムの導入など、第３次亀山市行財政改革大綱の目的でもある市民サービスの向上と次代を見据えた

スマート自治体への転換を目指したＤＸの推進に取り組むとともに、事業の最終年度となりました

亀山駅周辺整備事業や新図書館整備事業につきましては、昨年１０月に事業が完成し、本年１月に

は新図書館のオープンに至ったところでございます。 

 令和４年度の決算における財政指標につきましては、実質収支は約７億円の黒字、経常収支比率

は目標とする８５％を若干上回る８５.２％、公債費負担比率は警戒ラインの１５％を下回る１２.

２％となり、財政調整基金の取崩し等を反映した実質単年度収支においては、赤字額が前年度より

も増加したものであります。 

 なお、歳入におきましては、前年度から約３億９,０００万円減の２４７億８,０００万円となっ

ており、その主な要因といたしましては、市税が約１億５,０００万円の増収となったほか地方消

費税交付金や地方交付税などが増額となったものの、地方特例交付金や国庫支出金などが減収とな

ったものでございます。 

 これらのことから、令和４年度決算につきましては、各種指標につきましては前年度に比べて若

干後退はしておるものの、目標値等と比較しおおむね事業の推進、それからおおむね財政の健全化

を図ることができたものというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 参事のおっしゃられることには順次、順調に事業を進められてきたということではございます。 

 そして、財政分析のことについても少し触れていただきましたが、今回の４年度の決算において

はいろいろ重点方針も８６項目とか、そして後期実施計画も７８項目、たくさんの方針に沿って事

業が進められてきたと。大体はＡ、Ｂ評価で進められてこられたということでまずまずではないか

というふうにおっしゃいます。 

 しかし、数字的な結果といたしまして先ほど少しお話しいただきましたが、令和４年における一

般会計の決算の収支でございますが、歳入が２４７億７,６４３万ですね。そして歳出が２３９億

９,１０６万円で、歳入の形式的な収支といたしましては７億８,５３７万円の黒字ということでは

ございますが、翌年度へ繰り越すべき財源が９,１１１万円を差し引いた実質的な収支は６億９,４

２６万円の黒字であったということではございますが、単年度収支の前年度の１億９,８０９万円

の黒字から考えると４億７４万円の赤字となっておるということで、財政調整基金の取崩し等を反

映させることによって、実質単年度収支についても、やはり赤字額が前年度２億５,９１８万円か

ら１１億８,８８７万円に増加しているということは、これはやはり事実でございます。 
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 先ほど来から申しておりました経常収支比率でございますが、やはり財政構造の弾力性を判断す

る材料としてよく用いられてきますが、一般的には７０％から８０％の分布が望ましいという中で

はございますが、そういう中におきまして、どうしてもやっぱり８０を超える場合は財政の構造は

弾力性を失いつつあるとも言われております。 

 亀山市におきましては、行財政改革大綱における目標値は８５％以下ということで、この言葉を

取ってみれば亀山市のこの４年度の８５.２％というのはいかがなものかと。その点につきまして、

あと財政力指数ですね。こちらのほうもやはり４年度になっておりますが、これは従来から見てお

りますと、平成でいうと２１年度の１.３９をピークにどんどん降下していきまして、この１を下

回ってしまったのが平成２３年でございますね。言わずと知れた、この１を下回っていると不交付

団体から交付団体になってくるというものでございますが、こちらの財政力指数の流れとしまして

は、４年度というのはどうしてもまだ３年度よりもちょっと下になっております。ましてや、２年

度よりも下になっておる。令和元年よりもどんどん降下になってきております。 

 こういう財政力指数の推移を見て、財政の状況についてお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 財政指標の中で経常収支比率が８５％を、若干目標値に対して後退しておるということでござい

ますけれども、経常収支比率は８５.２％となっておりまして、その後退した要因につきましては、

経常一般財源において前年度に比べて市税が１億５,０００万円の増、それから普通交付税が２億

７,０００万円増となったものの、臨時財政対策債が約８億７,０００万円の減となったことが主な

要因でございます。 

 経常収支比率につきましては、今後も行財政改革大綱に掲げる８５％以下を目標として、行財政

改革大綱に掲げた取組を着実に進め、効率的な執行を徹底することで経常的経費の削減を図ること

が重要であるというふうに認識をしております。 

 それから、財政力指数が年々減となっておるという要因でございますけれども、財政力指数につ

きましては、標準的な状態において見込まれる税収入から一定の方法によって算出される基準財政

収入額に対する合理的な水準で行政事務を遂行するために必要な経費である基準財政需要額の割合

で算出されまして、単年度の財政力指数が１を超えると普通交付税の不交付団体となるものでござ

います。令和４年度の財政力指数につきましては、単年度で０.８１６でございまして、３か年平

均で申しますと０.８４３でございます。前年度は単年度が０.８３９、それから３か年平均ですと

０.８７１となっておりますので、若干数値が減少しておるものでございます。 

 財政力指数が減少となった要因につきましては、市民税所得割の増などにより基準財政収入額は

増額となりましたものの、国による臨時財政対策債の抑制が図られたことによりまして臨時財政対

策債の発行可能額が減少となっておりますことから、基準財政需要額から臨時財政対策債へ振替を

されました後の基準財政需要額が基準財政収入額の増額以上に増額となったことから、財政力指数

のほうが若干低くなったということでございます。 

 こういった状況を踏まえまして、引き続き行財政改革大綱の取組事項を進めるとともに、健全な

財政運営に今後も努めていかなければならないというふうに考えております。 
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○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 確かに健全な財政運営に頑張ってもらうというのは大事なことでございますが、あと、性質別の

経費の内訳ということで、先ほど来から扶助費とか人件費、いろいろ出ておりましたが、当初に比

べると、当初予算の表からするとちょっと増えてはおるんですけど、今回の報告によると令和３年

に比べると若干減少傾向にあると。また公債費積立金、これらも若干少なめになってきております

が、こちらの要因についてはどのようなことをお考えになってみえるかお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 性質別の歳出につきましては、消費的経費の合計でございますけれども、消費的経費と申します

のは人件費、物件費、維持補修費、扶助費等でございますが、消費的経費の決算額につきましては

１６３億７２７万１,０００円で、前年度に比べて１.９％の減となったものでございます。 

 主な要因といたしましては、人件費において、退職手当の減に伴います人件費の減ですとか、物

件費につきましては、プレミアム付商品券における委託料等や図書館整備事業に伴います備品購入

などによって物件費のほうは増となっております。扶助費につきましては、前年度にやった子育て

世帯臨時特別給付金事業や住民税非課税世帯等の臨時交付金の給付事業などによる減が消費的経費

の主な減となってております。 

 投資的経費につきましては、決算額につきましては３７億２,１１７万１,０００円でございまし

て、前年度に比べて２７.８％の増となっております。主な要因といたしましては、補助事業につ

きましては、亀山駅周辺整備事業の増が主なものとなっております。単独事業につきましては、保

育所の増築事業や市道小野白木線整備事業の事業費の増によりまして、投資的経費が増となってお

るものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 先ほどの私の質問には、消費的経費のつく中でも大きくついておるのは、やっぱり扶助費が減っ

ておるのと人件費で退職金の件を申されておりました。こういうことによって、この１.９、約３

億２,０００万円ほどの減というふうに、前年度比で１.９ということを理解させていただきました。

確かに、どうしても今までに比べると結構扶助費とかその辺が増えてくるんですけど、今回の４年

度のところは若干の減ということで理解できました。 

 それでは、次の自主財源と依存財源のことについてでございますが、午前中に鈴木議員のほうか

らも税収についてということで質疑もございましたが、財源のところではやはり、昨年、一昨年で

すね、令和３年度の決算を見てみますと合併後初めて１００億を切ってしまった、９９億３,００

０万という形でなって、この４年度につきましては１００億を超えて前年と比べると１.５の伸び

であると、１億５,０００万ほどの増収が市税ではございましたというところから自主財源が若干

昨年に比べると増えておる。こういうところをもう一度、自主財源と依存財源の傾向についても、
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最近はどうしても依存財源のほうが自主財源より、依存財源は半数より超えてきております。 

 こういう中におきまして、市としてこの傾向をどのように捉えてみえるのか、またこれをどのよ

うにつないでいくかをお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 自主財源と依存財源でございますが、歳入のうち市税や分担金、負担金、使用料及び手数料など

地方公共団体が自主的に収入できる財源を自主財源、それから地方交付税や地方譲与税、国庫支出

金、県支出金、市債などのように、国・県の意思決定に基づき収入される財源が依存財源でござい

ます。 

 令和４年度決算につきましては、前年度に比べて財政調整基金繰入金が増となったことや都市計

画事業債や臨時財政対策債が減となったことなどから、自主財源は前年度と比較して２.７ポイン

ト増の５１.３％となり、依存財源は逆に２.７ポイント減の４８.７％となっております。この前

年度の自主財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策事業の財源となる

国庫支出金が過大であったことにより、割合が小さくなったものでございます。 

 令和４年度は自主財源の割合が増となっていることは、一定の評価ができるものと認識いたして

おるものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 実際のところは５１.３％が自主財源で４８.７％が依存財源と、金額で、私たちは意外と、聞く

とああ、そうなのかということで、５１.３％は１２７億８５４万と。で、依存財源のほうが１２

０億６,７８９万円ということで、この差がこの５１％と４８％の差というふうに理解します。状

況としては、コロナ禍の下ではございましたが、大分税収のほうは３年度に比べると４年度はやっ

ぱり上がってきたかなというところでございます。その辺は理解できました。 

 それでは、次の滞納と解消対策及び年度の推移ということでございますが、滞納別の種別に移り

ます。 

 今回の滞納の金額といたしましては、どうしても市税の中には個人、法人、これらがあります。

そういう中におきましても、４年度は２,５１７件。件数の金額で１億２,４９３万２０４円という

ような金額にも税の、そしてまた固定資産税のほうもやっぱり１,７１８件、この辺が滞納という

形になってきておりますが、これを表にしますと若干、前年度に比べると少しは減ってきておるん

ですけど、この辺の傾向についてどのように捉えてみえるか、お伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 滞納といいますか実際市税に入ってこない収入未済額の傾向としましては、令和４年度の市税収

入の未済額は２億９,８３６万円となり年々減少傾向にあったものが、令和２年度は新型コロナウ

イルス感染症等に係る徴収猶予の特例、この１年間の納期延長が認められたことから４億９,０９
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３万円と一時的には増加をいたしました。 

 しかしながら、６年前の平成２９年度には４億６,８００万であった収入未済額については年々

減少しているところでございます。還付未済のほうを含めました滞納額の推移も当然、平成２９年

度は４億６,８２３万円でございましたが、年々減りまして、令和４年度は３億１５０万といった

状況でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 市税等の滞納により、最後のこの不納欠損金の年度推移ということでございますが、今回は６６

０件で欠損金額としては１,３９８万ということでございます。 

 ここら辺につきまして、昨年に比べるとかなり欠損金額も減少しておるわけなんですけど、やは

り、令和２年にしますと今回の金額、４年度の金額に比べるとまだ少ないと非常に波のある状況で

不納欠損の推移が表されておりますが、こちらについて、今回の６６０件につきましての状況をど

のように見られておられるかお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 令和４年度の市税の不納欠損処理についての状況でございますが、６６０件１,３９８万円とな

っており、前年度と比較いたしまして５１６件１,５６９万円の減となっております。 

 税目別では、固定資産税の不納欠損額が６３４万円と最も多くなっております。また、不納欠損

の事由の主なものにつきましては、破産や競売等の終結による財産なし、生活困窮、所在及び財産

不明であり、令和元年度に滞納処分の執行停止を行い、なおかつ資力の回復など好転する要素がな

い状況が変わらず３年継続することにより、納税義務が消滅するものでございます。ほかには、時

効期間の５年を経過したもの、相続人不存在などにより即時欠損となったものがございます。 

 内訳といたしましては、破産等により財産がない場合として１２４件４５８万円、生活保護など

生活逼迫の場合として１２７件２７５万円、所在及び財産が不明な場合として１０２件２４０万円、

消滅時効として３０７件４２４万円がございまして、今回令和４年度の不納欠損につきましては、

令和元年度に執行停止し３年経過後も状況に変化がなく、資力回復が見込めないものが大半を占め

ております。令和３年度との比較でございますが、令和４年度は例年と比べますと１件当たりの金

額が大きい固定資産税の不納欠損はほぼ同額でしたが、個人市民税は金額も件数も大幅に減少いた

しているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 部長のほうより欠損処理の詳細も、４事由によってと説明いただきましたが、やはりこの消滅時

効というのが３０７件ということで断トツに多いんですけど、金額的にもう４００万超えておりま

すが、これはここまで来るまでにはいろいろ、日にちは重なって増えてきたと思うんですけど、そ

れまでの努力といいますか市、また県とか、依頼した事項とか、そういうふうに努力項目をお伺い
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したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 不納欠損につきましては、近年、高額滞納案件の減少に伴い不納欠損の高額案件も減少している

一方で、少額案件は横ばいとなっております。理由につきましては、相続放棄等により相続人不存

在により即時欠損となるケースや転居を繰り返す、住民票を移動しないで転居をする、外国人が母

国に帰国するなどし、行方不明となるケースが増加をいたしております。 

 また、固定資産税につきましては、相続登記がなされていない土地建物において、納税管理人が

死亡し新たな納税管理人の申出がない場合、相続人調査に時間を要し時効となるケースや相続放棄

等による相続人不存在となり即時欠損となるケースが増加しております。 

 近年、所有者不明土地の増加が社会問題化もしておりますが、税収面においてもマイナスの影響

を及ぼしているといった状況がございます。そういった状況の中で、収納担当といたしましては、

もうあらゆる手だてを調査、努力をしておりまして、それでもなおかつ不明とかになった場合には、

消滅時効として不納欠損、これはやむを得ず処理をしているという状況でございますので、調査等

についてはきちっと鋭意努力をいたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 部長に説明いただいたんですが私がちょっと聞きたかったのは、三重県の地方税の管理回収機構、

こちらのほうにはこの４年度としてはどのようなアクションというか、また結果になられたのかお

伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 不納欠損となる前、滞納処分の関係で、議員おっしゃいます三重地方税管理回収機構へ、その滞

納分について移管をしております。高額なものとかまた困難案件などについてでございますが、令

和４年度で申し上げますと、高額案件等を扱う１課で５,４９６万円、２課で３,７４１万円、合わ

せて９,２３７万円を令和４年度は徴収をいたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 かなり高額の回収ということで実績も出てきておるというのも理解できました。 

 それでは、続いて次でございますが、債券運用の成果でございますが、毎年、市としてもいろん

な運用というふうな形で努力されていると思うんですが、この４年度につきましての債券運用の成

果についてはいかがなものだったでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 
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○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 債券運用につきましては、経済環境の変化により金利が変動した場合は、元本割れが生じない範

囲で満期前に売却を行うことができることとして、亀山市公金管理・運用指針により運用を行って

いるところでございます。現在は、主要自治体が発行する地方債等と政府関係機関債を合わせて３

０億円分を保有しております。 

 令和４年度での運用の成果でございますが、現在保有しております債券は令和元年度に取得した

ものでございますが、令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響やウクライナ情勢等によ

り日銀の長期金利が上昇していることなどから、保有債券の時価単価が下落しており、債券の売却

は行わず、利息収入を受け取っているところでございます。なお、令和４年度の債券による利息収

入の実績といたしましては、約８５９万円でございました。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 確かに、コロナ禍、また戦争が起こって厳しい物価高騰の中におきましても、こうやって８５９

万円という金額を生み出していただいたというのは、これは立派なもんじゃないかなと思います。 

 最後に、コロナ対策に関わる決算ということでございますが、先ほど来からいろいろコロナにつ

いてのパッケージも説明はいただいておりますが、決算的には、コロナの対策はどのような形でこ

の４年度終結とお考えかお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、感染拡大の防止と社会経済活動の両立を目指し

て、３本柱から成る新型コロナウイルス感染症対策総合対策パッケージを令和３年度に実施した第

１弾から９弾までに引き続き、令和４年度は第１０弾から１２弾までを取りまとめまして、令和４

年度は総額８億９,１７７万８,０００円に及ぶ事業を展開しましたところでございます。 

 具体的には、国制度に基づく事業として、住民税非課税世帯等臨時特別給付金の給付の実施、ワ

クチン接種体制の充実、低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金の支給でございます。 

 また、市の独自事業といたしまして、地方創生臨時交付金を活用しプレミアム付商品券事業バー

ジョン２の展開や、中小企業者や高齢者福祉サービス施設、障がい者福祉サービス施設、それから

民間保育所等、放課後児童クラブ、私立幼稚園への電気料金の補助など全力で支援に努めたところ

でございます。限られた財源の中で迅速に対応させていただき、支援につながったものというふう

に考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 確かに市長のほうからもご説明ありましたが、また、この４年度では第１０弾から１２弾で８億

９,０００万。この金額も、この地方創生臨時交付金は使い切らないかんのやということで、しっ

かりとその点は運用していただきたいと思いまして、これもこの５年度にも続いておりまして、そ
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の辺もしっかりと継続して見守っていきたいなと思っております。 

 では、最後の２番でございますが、長期財政見通しとの整合性ということで、今回ではどうして

も、当初の分では長期財政見通しの令和４年度の修正版で行きますと２０億ということでございま

して、これをキープしていこうということでございますが、今回は財政調整基金の残高のほうに移

行できるのが２１億３,８９５万４,０００円ということでございますが、こちらもなかなか金額も

昔のように４０億とかそういうところには行けませんが、今、４年度につきましての長期財政見通

しとの整合性をどのようにお考えか、最後にお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 長期財政見通しと令和４年度決算の比較ということでございますけれども、令和４年５月に改定

をいたしました長期財政見通しにつきましては、あくまでも予算ベースでの見込みを立てたもので

ございまして、決算額と比較いたしますと前年度からの繰越事業や不用額などを加除した額といっ

たことで、歳入歳出において基本的に差が生じるものであることはご理解をいただきたいと思いま

す。 

 そのような中で、長期財政見通しと令和４年度決算を比較いたしますと、歳入では一般財源とな

る市税収入、地方交付税等が約１,５００万円の増となったものの、臨時財政対策債を除いた市債

発行が約５億４,６００万円の増などにより、歳入総額から財政調整基金繰入金を除いた額といた

しましては、長期財政見通し２１９億円と比べ約２６億３,８００万円増の約２４５億３,８００万

円となっております。一方、歳出でございますが、扶助費等の増により義務的経費が約６億６,３

００万円の増、投資的経費が約１３億６,６００万円の増となったことにより、長期財政見通しで

は２２８億６,６００万円でございましたことから、それと比べまして約１１億２,５００万円の増

の２３９億９,１００万円となっております。 

 財政調整基金の残高につきましては、長期財政見通しにおいて約２０億１,１００万円と試算し

ておりましたが、決算では約２億３,８００万円の取崩しにとどめたことなどから、１億２,８００

万円上振れをした約２１億３,９００万円となっております。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 ありがとうございました。 

 まだまだ厳しい財政の続いていくところではございますが、健全な運営ということを願って私の

代表質疑を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 ９番 新 秀隆議員の質疑は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質疑は終了しました。 

 続いてお諮りします。 

 質疑はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、明日にお願いしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 明日６日は午前１０時から会議を開き、引き続き上程各案に対する質疑を行います。 

 本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。 

（午後 ２時５３分 散会） 
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●議事日程（第３号） 

 令和５年９月６日（水）午前１０時 開議 

第  １ 上程各案に対する質疑 

     議案第４０号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

     議案第４１号 亀山市火災予防条例の一部改正について 

     議案第４２号 令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について 

     議案第４３号 令和５年度亀山市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

     議案第４４号 令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について 

     議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     議案第４６号 令和４年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

     議案第４７号 令和４年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議案第４８号 令和４年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

     議案第４９号 令和４年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて 

     議案第５０号 令和４年度亀山市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

     議案第５１号 令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

     議案第５２号 市道路線の認定について 

     報告第１０号 決算に関する附属書類の提出について 

     報告第１１号 健全化判断比率の報告について 

     報告第１２号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１３号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１４号 亀山市下水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１５号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１６号 専決処分の報告について 

第  ２ 請願第 ２号 義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書 

第  ３ 請願第 ３号 教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行および教職員定数

改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書 

第  ４ 請願第 ４号 防災対策の充実を求める請願書 

第  ５ 請願第 ５号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める

請願書 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     古 田 𠮷 昭 君       ２番     櫻 木 善 仁 君 
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   ３番     深 水 隆 司 君       ４番     草 川 卓 也 君 

   ５番     中 島 雅 代 君       ６番     森   英 之 君 

   ７番     今 岡 翔 平 君       ８番     髙 島   真 君 

   ９番     新   秀 隆 君      １０番     豊 田 恵 理 君 

  １１番     福 沢 美由紀 君      １２番     森   美和子 君 

  １３番     鈴 木 達 夫 君      １４番     岡 本 公 秀 君 

  １５番     伊 藤 彦太郎 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  山 本 伸 治 君 

理      事  亀 渕 輝 男 君    政 策 部 長  笠 井 武 洋 君 

総 務 財 政 部 長  原 田 和 伸 君    市 民 文 化 部 長  辻 村 俊 孝 君 

健 康 福 祉 部 長  小 林 恵 太 君    産 業 環 境 部 長  富 田 真左哉 君 

建 設 部 長  松 田   昇 君    上 下 水 道 部 長  田 中 直 樹 君 

                       市民文化部次長兼 
危 機 管 理 監  木 田 博 人 君              松 村   大 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  小 坂 みゆき 君    総務財政部参事  杉 本 良 則 君 

市民文化部参事  桜 井 伸 仁 君    会 計 管 理 者  米 津 ひろみ 君 

消 防 長  平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 達 也 君 

消 防 署 長  倉 田 利 彦 君    地域医療統括官  上 田 寿 男 君 

地 域 医 療 部 長  豊 田 達 也 君    教 育 長  中 原   博 君 

教 育 部 長  亀 山   隆 君    監 査 委 員  国 分   純 君 

                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  高 嶋 美 季 君              豊 田 昌 子 君 
                       事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

議 会 事 務 局 長  渡 邉 靖 文      書 記  新 山 さおり 

書 記  西 口 幸 伸      書 記  山 北 康 仁 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（森 美和子君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 
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 本日の議事につきましては、会議システムに保存してあります議事日程第３号により取り進めま

す。 

 これより日程第１、上程各案に対する質疑を行います。 

 初めに申し上げておきます。 

 質疑は、議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求めるものです。

したがって、自己の意見を述べることなく、また議題の範囲を超えたり、一般質問にならないよう

ご注意いただくとともに、発言は簡潔にお願いいたします。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 おはようございます。 

 この頃、質問が朝一ばっかりが割に多いもんで、まだちょっと頭がはっきりしていませんもんで、

とちったら、また十分理解していただいて、そして明快な回答をいただきたいと思います。 

 今、庁内で朝のＳＡＮ運動というのをやっておるらしいですが、爽やかに、明るく、にこやかに

と。なかなか職員、挨拶がまだ不十分なところがありますので、そこら辺、市長、徹底してほしい

と思います。 

 それでは、質疑に入らせてもらいたいと思います。 

 今回通告させていただいたのは、議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてでございます。 

 通告内容では、令和４年度決算について、単年度収支は前年度の１億９,８０９万円の黒字から

４億７４万の赤字となり、財政調整基金の取崩し等を反映した実質単年度収支についても、赤字額

が前年度の２億５,９１８万円から１１億８,８８７万円に増加しているが、令和４年度決算をどの

ように市長として評価しているのか。 

 昨日、岡本議員に令和４年度はばら色の亀山市政であったというようなご答弁がございましたけ

れども、やはり単年度赤字が１１億８,０００万、これは大きな問題だと思っています。そこにつ

いて、市長としてどのように、それも踏まえて市長の評価についてお聞きしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 令和４年度決算に対する市長としての考え方はいかがかということですが、昨日の質問の中で、

私はばら色の決算であったということは申し上げておりませんので、そこは誤解のないようにお願

いしたいと思います。 

 令和４年度は、ご案内のように令和７年度を目標年次といたします亀山市総合計画後期基本計画、

その４年の計画期間の初年度でございました。したがって、行政経営の重点方針において改進の年

と位置づけまして、基本計画に掲げました１１８の施策の方向、３３０の施策の推進を図るべく、
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年度当初に組織機構改革を行いまして、スタートダッシュを図った年でございました。その一方で、

ご案内の緊迫する国際情勢によりますエネルギー価格などの物価の高騰、長引くコロナ禍への諸対

策など、例年にも増して社会経済情勢への速やかな対応が求められた１年でございました。 

 どんな評価をしておるのかということでしたが、昨日も少し申し上げたんですが、政策的には令

和３年度に引き続きまして、新型コロナ感染症対策として１４事業、総額８億９,０００万円の総

合対策パッケージとして、低所得世帯並びに子育て世帯に対する特別給付金の支給、ワクチン接種

体制の充実、それから独自のプレミアム商品券事業、エネルギー・食料品価格高騰への市民事業者

への支援策などを展開いたしました。かねてからの課題でもございました保育所・幼稚園等におけ

るＩＣＴ化、小・中学校への校務支援システムの導入などのＤＸの推進、それからご案内の最終年

度となりました新図書館を含みます亀山駅周辺整備事業は完成に至ったところでございます。 

 そしてその中で、事業を推進するその一方で、財政的な視点でございますが、実質収支が約７億

円の黒字決算となりました。あわせて、経常収支比率は目標値の８５をちょっと上回りました８５.

２％でございました。それから、公債費負担比率は警戒ライン１５％を下回る１２.２％でござい

ました。 

 そして、今、議員少し触れられました、これは基金への積立て、取崩し等を反映いたしました財

政のやりくりを表す実質単年度収支におきましては、積立額と基金の取崩し額の差が昨年度に比べ

て、ご指摘のように拡大をいたしました。これは、事業を推進するために限られた財源をいかに有

効にやりくりするかということでございましたし、ご案内のようにかなり緊急の経常経費の増大も

ございましたので、そういうことも含めて足らざる部分を基金から投入をしたということでありま

す。 

 したがいまして、今ご指摘の実質単年度収支のお話がございましたが、これら各財政指標につき

ましては、総体的に、総じて目標値等と比較をいたしましても、おおむね財政の健全化を図ること

ができたものと考えておりますし、事業の推進と表裏一体の財政のそれぞれの指標は、政策推進、

行政運営の結果としての指標でございますので、どれか１つということではなくてトータルとして

それを判断し、次年度以降へ生かしていくということが肝要であろうと思っております。 

 いずれにいたしましても、様々課題はございましたけれども、令和４年度はおおむね施策の推進

と財政の健全化の両立が図ることができたものというふうに考えておるところであります。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 岡本君と同じ答弁じゃなかったんですけれども、私がお聞きしたいのは、経常収支では黒字やけ

れどもということです。だけども、前年度は１億９,８０９万円の黒字から４億７４万円の赤字と

なり、そして単年度収支についても赤字額が前年度の２億５,９１８万円から１１億８,８８７万円

に増加していると。その要因についてどうですかということを聞かせてもろうておるんです。 

 確かに財政の健全化をするために様々な課題があるけれどもと言われましたけれども、私として

は、ほかの方は知りまへんで、様々な課題というのはどんな課題があったのか、なぜ２億の赤字が

１１億まで膨れ上がったのかということについての市長の認識をお尋ねしたいんです。それについ

てお答えください。お願いします。 
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○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 先ほど申し上げました実質単年度収支の令和３年度分から大幅に令和４年度が１１億に膨れ上が

ったということですが、先ほど前段で申し上げました、これはいかに事業を推進していくために財

源をどのようにやりくりするかを表す指標の一つでございます。 

 したがいまして、事業の量と入ってくる様々な手当てする財源との足らざる部分を、やはり基金

等々を投入もしながら対応させていただいたということでございますので、前年度の２億５,９１

８万と比較いたしまして１１億８,８００万というのは、そのやりくりの結果として、これが大き

く拡大したというふうに理解をいたしており、当然この減となった要因につきましては、先ほどの

単年度収支が減となったことに加えまして、財政調整基金の取崩しが増加したということでござい

ますので、結果として赤字というか、拡大したというふうに理解をいたしております。 

 その前段の単年度収支につきましては、その要因につきましては、国庫補助金の減額などにより

ます歳入額の減少に加えまして、エネルギー価格高騰等の影響によりまして、これはご案内の、昨

日申し上げましたが、１２月議会で庁舎、それから環境センターのコークス、学校等々の光熱水費

の増額、１億８,０００万の増額補正を議会でお認めもいただいたわけでございますが、これら歳

出額の増加によりまして、前年度と比較して実質収支が減額となったことから、単年度収支自体が

赤字になったものというのがその主な要因というふうに認識をいたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 基本的に、政府からの交付金がありましたわね。これは別に一般会計から出すのじゃないんです

か。コロナ対策で電気が上がったとか言いますけれども、すると１１億の赤字というのはどのよう

な部分ですかな、そうすると。内容。その１１億の分析結果を聞きたいんですよ、認定するのにね。

何で２億が１１億になったんやという分析は、ただ単にこれはあくまでも数字のあやで、財調どう

のこうのじゃなしに、確かに財調の取崩しが何億でしたかな。だけど、これは半分ぐらいは戻して

いますよ。というのは、２３億あったやつが２１億になっておると。財調がね。だけど、それはほ

とんどこれ戻していますよ、半分ぐらいは。 

 だから、その１１億の要因は、なぜ２億の、前年度に比べて２億の赤字だったのに今回１１億に

膨れ上がったかということについては、庁舎とか、エネルギーの高騰とか、それからいろいろもろ

もろとありますけれども、もろもろだけではないですよ。違いますかな。それをお聞きしたいんで

すよ、それをお答えください。お願いしますわ。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 よくご存じのはずやと思いますけれど、いわゆる事業量との関係があろうかと思います。事業量

との関係。そして、収入との関係があろうかと思いますので、結果として、実質単年度収支のお話

としては確かに２億が１１億と拡大したわけでございますが、いわゆる後期基本計画初年度という
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ことでかなり事業をスタートさせた。あわせて、先ほど申し上げましたような経常経費の増大、そ

れから国庫補助金の減額などの要素によりまして、したがいまして、いわゆる不足する部分をやっ

ぱり基金を取り崩してやりくりをしたというあかしであろうというふうに思っておりますので、そ

こは事業をやらなければ、事業を本当に抑えれば、こういうことにはならないだろうというふうに

思っておりますので、あるいは収入との関係、事業量との関係、そして様々なやりくりをしていく

過程での一つの指標としてご理解をいただく必要があろうかというふうに思います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 私、頭悪いもんで、今の市長の答弁では私はよう理解できやんのさ。事業がようけあったもんで

１１億になったというふうに理解してもよろしいんですかな、そうすると。事業が。 

 そういうふうに理解してもよろしいですかな。それなら、その事業名を上げてください。それを

お願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本総務財政部参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 令和４年度に実施いたしております総合計画をスタートさせて、主要な事業を展開しております

けれども、継続的に実施してまいりました亀山駅周辺整備事業ですとか、図書館整備事業の推進、

それから保育所・幼稚園等におけるＩＣＴの推進、校務支援システムの導入など、それから和田保

育園の増設工事など、主要事業と後期基本計画に位置づけました事業を推進するということで、こ

の事業費がこのような結果になったということでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 和田保育園の増築、ＩＣＴ化もろもろ寄しても、大体ざっと計算ですよ、大体３億ぐらいだと思

うんですよ、違いますか。駅前広場と図書館事業をのけた部分で。違いますか。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 ちょっと今手元に資料がございませんので、確認をさせていただきたいと思いますが、先ほどの

実質単年度収支の赤字の増大には、基金の財調の取崩しの金額も影響しておりますので、これが約

３億３,０００万、この１１億９,０００万のうち３億３,０００万は、そういった財調の取崩し額

も影響しておるというふうには考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 決算の認定をこの９月定例会に上程して、細かいことを聞くと資料が手元にないと。それで認定

の議案としての、議会としての職務が果たせないんですよ。資料がちょっと手元にないからでは困
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るんですよ。 

 というのは、今、財調３億どれだけと。１１億から３億引いたら７億弱のそこら辺はどうなって

おるのかなと、こうなるんですよ。そんなものは、やっぱり議会に出す議案として、そこら辺の資

料作りは当然市長も頭の中へ入れておかなあかんですよ。あなたが船頭ですからね。私らも精いっ

ぱい勉強する、一生懸命努力していますけれども、そこら辺の議案を上程する、その最高責任者は

市長ですよ。なぜこの分析をしなかったのか、２億から１１億になった分析を。それは後ろの者に、

部長らに任さな答弁できんのですか。そうでしょう。それがあなたの仕事だと思う。 

 だから、なかなかその赤字幅というのは、２億から１１億って５倍ですよ。いろんなことを言っ

て、３億３,０００万は財調からって言いますけれども、そこら辺もう一遍聞かせてくださいよ。

残りはどうなるのやと、なぜこの要因が出てきたのか。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 政策的・財政的な決算の内容、分析は、当然私ども組織的に対応させていただいて、その上でこ

のように公の議論をお願いしておるところでございます。 

 そして主な要因につきましては、先ほども申し上げましたけれど、国庫補助金の減額などにより

ます歳入の減少、これに加えましてエネルギー価格高騰等の影響によりまして、昨年１２月議会で

も１億８,０００万の増額補正を議決していただいたわけじゃないですか。これは本当に想定して

いなかった部分の約２億が乗ってきておるという、これへの対応等々もあるわけでございますので、

こういう光熱水費の増額による歳出額の増加などによりまして、前年度と比較いたしまして実質収

支が減額となったことから、単年度収支が赤字になりましたと。その上でやりくりを考えていくと

きに、財調から７億９,０００万の取崩しを行い、そして貯金との差引きを、後々のことを考えて

基金を積んでおりますので、その差額が拡大をしたということでございますので、そこはそのよう

に分析をさせていただいておるところであります。当然、事業を展開していく部分と財政のそうい

う指標との関係というのは大事でございますが、全体としての財政指標全体として把握をして、分

析をして、この決算を次に生かしていくということが、行政にとりましては極めて重要というふう

に思っておるところであります。 

 議員のお考え方としては、それはそれとしてしっかり受け止めさせていただきますけれど、その

ような要因と背景があるということを認識させていただいております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 確かに、だからやっぱり認定議案ですから、細かいところまで明確に１１億の、前年度は２億だ

ったと。今年度は１１億やと。それは、私が思うには、駅前再開発事業の過大投資だったと私は思

っています。その結果、この１１億が出てきたと。エネルギー高騰どうのこうので１億８,０００

万と。財調が７億９,０００万と。そうやけど、決算においては３億５,０００万ぐらいの財調への

繰入れをやっておるんですよ。２３億を、最終で財調は２１億になっていますよ。２億、３億戻し

ていますから。こればっかりやっておってもあきませんけど、何はともあれ冒頭に申し上げたよう
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に、爽やかなご答弁ができるように、今後また予算決算委員会もありますから、そのときには資料

がないとか、そんなご答弁が返ってこんように、しっかりやっぱり精査してもろうて、そしてこの

認定業務に、議案提出に臨んでいただきたいと思います。 

 こればっかりやっておってもあきませんから、次に移りたいんですけれども、財政力指数につい

て、０.８２と前年度より０.０２下がりました。正直、平成２５年からずうっと見てきておると、

かなり財政力指数が低下してきておるんですけれども、この財政力指数の低下する主な要因は、確

かに固定資産税、法人税は増額していますよ。自主財源が５１.３％ですかな。依存財源が４８.

７％ぐらいですよ。そういう中で、なぜこの財政力指数が下がっていくのか。それに対する危機感

は、市長は持ってみえませんかな。 

 市長が就任されたときは、亀山市は不交付団体であった。１を超えておって。今、三重県下で四

日市市と川越町だけですよ、財政力指数が１を超えておるのは。ほかは皆、減っているんですけれ

ども、本市もシャープ導入のときは１を超えて不交付団体だったんですよ。そのときの市長さんの

田中亮太さんは、私は１を超えておるというふうなことでやったんですけれども、櫻井市長になっ

てからこの財政力指数が徐々に減っていっておると、低くなってきておると。これはどういうふう

に市長としてお考えになっているのか、ちょっとお聞かせ願いたい。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 財政力指数は、ご案内のように、標準的な状態において見込まれる税収入から一定の方法によっ

て算定をされます基準財政収入額に対する、合理的な水準で行政事務を遂行するために必要な経費

であります基準財政需要額の割合で算出をされるものでございます。その上で過去３年間の平均値

が示されるものでございまして、ご指摘のように、私が就任させていただく前の約１.３６、最高

１.３６の財政力指数が、これはやっぱり液晶産業誘致に伴います急激な税収の増を受けて、そう

いう時代があったのはまさに１５年前でございます。 

 お話のように、平成２３年度を節目に６年間続きました不交付団体、１を超えておったわけです

が、１を割って、平成２３年度が節目でしたから、約１２年前を一つの節目に今それが下がってき

ておるということでございます。 

 現在の０.８１６という本市の数字でございますが、これが前年度が０.８３９、それから３か年

平均で０.８７１でございましたので、それと比べて、現在令和４年度の財政力指数はそのような

数字となっております。 

 令和４年度におきまして、この財政力指数が減少となった要因でありますけれど、市民税所得割

の増などにより基準財政収入額は増額となったんですが、国による臨時財政対策債の抑制によりま

して、振り替え後の基準財政需要額が基準財政収入額の増額以上に増額となった、これによるもの

でございます。 

 特にご案内の令和元年度以降につきましては、新型コロナウイルスの影響によりまして基準財政

収入額の減額が続いていたことから、財政力指数は下落傾向が続いておるということであり、中長

期で見てもそのような流れがありますが、現在本市におきましてはどちらも厳しいと思っておりま

すが、県内におきましては四日市さんは１を超えていますけれど、１４市ではそれに続いて鈴鹿市、
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次に亀山市がというような感じではなかろうかというふうに思っておりまして、そういう意味では、

この数字自体の少し中長期の動き、それからこの間の現状の動き、しっかり認識をしながら全体の

行政経営を展開していくことが大事であろうと思いますし、税収の増をしっかり政策的に展開して

いくということも、今後の大きなアプローチの一つというふうに当然考えておるところであります。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 ちなみに、これは令和３年度の資料、私が間違っておったら申し訳ないですけれども、松阪市の

財政力指数が０.５７１です。四日市が１.２０８です。鳥羽市が０.４３です。いなべ市が０.８３

ですよ。そういうような形になっておるんですけれども、私が関町の議会議員のときに菰野町の議

長が、おい櫻井、私のところ財政力指数２やにと。毎年金余ってしゃあないんやというので、どこ

の基金に積もうかといって、こうなっておるんですけれども、やはり財政力指数というのは、その

市の体力を示す数字だと思っています。それに対する危機感を持ってもろうて、国のどうのこうの

と言わんと、やっぱりもう少しきちっとやっていただきたいと思います。そこら辺で、どうも市長

の答弁は危機感がどうも私には伝わってこんもんで、そこら辺はきちっとやっていただきたい。 

 次に移りたいと思います。 

 財政調整基金の推移ですけれども、基金は２０億を下回らんようにということで、堅持するとい

うことでこだわってみえるように思うんですよ。だけど、今申し上げたように、各市町も基金を、

積立金を持ってみえます。ちなみに今言うた松阪市が１１３億、それで鳥羽市が８億６,０００万、

いなべ市は５８億ですよ。そして伊賀市が５９億ですよ。そういうような形で、亀山市が今２１億

３,８９５万円ですかな。だから、やっぱり財調というのは緊急時における基本的な金額ですけれ

ども、この２１億をどのように評価されておるのか。そこをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 基金につきましては、本市の場合、基金活用指針に基づいて、その積立て、運用など、基金の必

要性、在り方を整理しておりまして、令和４年度末におきまして基金全体で約８３億８,４００万

円となってございます。その中で、財調につきましては、今ご指摘の２１億ということでございま

す。 

 どのように考えておるかということなんですが、財政調整基金につきましては、基金自体は当然

将来に備えていく、将来の中長期的な事業の展開に備えるという視点が当然ありますし、財政調整

基金につきましては、それぞれその年度における調整する、手当てをするという意味で活用する基

金でございますけれど、今の２１億の評価ということですが、確かに大体一般に言われる財政調整

基金の適正額というのは、いわゆる財政規模、標準財政規模の約１０％ということになりますので、

私どもの標準財政規模の１３０億を考えますと、１３億が一般的に言われる一つの指標に合わすと

そういうことであろうかと思います。 

 しかし、それから比べると確かに２１億というのは多いんですけれど、先ほど申し上げました全

体として約８３億の基金を将来の行政運営、政策展開、将来世代への負担、いろんなことを考えた
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ときに、しっかりこれを有効に蓄え、備え、そして活用するという視点が大事であろうかと思って

おりますので、その年の状況によりますけれど、できる限り、この基金をしっかり積めるような行

政経営ができるように、しっかり考えていく必要があろうかというふうに思っております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 だから、本市は特定基金というのがあるんですよ。全体で８０億弱あるんですけど、７９億何ぼ

やと思うんですけれども、ああ、８３億か。そしてそこら辺と、先ほども申し上げましたように、

いなべ市は歳入総額が大体２５７億ですよ。それに対して５８億の基金を持っておると、財調。亀

山市は、リニア基金とか、庁舎基金とか、特定財源ですな。それを合わすと大体３０億以上あるん

ですよ。私はもうリニア基金は要らんと思っておるんですけどな。それを何とかほかのところへ回

すべきやと思います。 

 そこで、４番目の市債についてちょっとお伺いしたいんですけれども、市債の残高推移について

ですな、一つの表を持っておるんですけれども、平成２５年は残高が１７６億２,９００万、それ

でずうっと来まして、令和４年度が１５９億１,９００万と、こんな形になっておるんですよ。こ

の推移、確かに借金を返済しておるというようなことを市長はよく言われるんですけれども、市長

の仕事は借金を減らすのが仕事じゃないんですよ。市民の細かい要望を聞いて、市債を起こしてま

でも、やっぱり一つのものを、市民の生活の糧にするというようなものにしていかなあかんのです

よ。 

 そこで、ここに公債費負担比率が１２.２％となっているが、一般的に超えないことが望ましい

とされる１５％になるまでの市債発行可能額についてということを質問させてもろうてあります。 

 これは、基本的に１５％じゃなしに、１８％になっておるんですよ、今。１８％を超えた場合に

は総務大臣の許可が要るんですよ、市債を発行するのに。今現在１８％として市債発行可能額は幾

らぐらいになりますかな。それをお答えください。１５％の場合と１８％の場合、簡単に計算した

らできると思うんです。幾らになりますかな。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 公債費負担比率につきましては、公債費に充当された一般財源が、一般財源総額に対してどの程

度の割合になっておるかというふうなものを示す指標でありますので、公債費における財政負担の

度合いを示す判断の指標となっておるものでございます。 

 議員ご質問の公債費負担比率が、１８％というふうに議員おっしゃってみえましたが、１５％で

試算をしておりますので、１５％でのお話をさせていただきたいというふうに考えております。 

 令和４年度決算では、公債費に充当された一般財源が１９億６,１２５万２,０００円に対しまし

て、一般財源総額が１６１億４,０３９万８,０００円でございますことから、公債費負担比率が１

２.２％となっております。この令和４年度決算の数値を用いまして、仮に令和３年度に実際に借

入れを幾ら借り入れたら、令和４年度の公債費負担比率が１５％になるのかというふうなことを試

算いたしますと、起債の条件にもいろいろよりますが、年利２％据置きなしで、借入れの翌年度か
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ら１０年間償還するという条件で一応試算をしましたところ、令和３年度に４２億円を借りると令

和４年度の公債費負担比率が１５％になるという試算をさせていただきました。 

 仮に令和３年度に４２億円借入れを行った場合でございますけれども、令和４年度以降の臨時財

政対策債ですとか、総合計画後期基本計画に位置づけた事業の執行に必要な起債を、借入れを行っ

ていますので、令和４年度では１５％になりますが、令和４年度にも借入れを行っておりますので、

その額を加算しますと、当然令和５年度の公債費負担比率は１５％を超えてまいります。 

 令和５年度以降の起債の借入れの可能額につきましては、様々な条件が複雑に関連して計算が非

常に困難でございますことから、具体的な数字の算出は現在のところしておりません。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 これはまた他市の例を見ましたら、松阪市が公債費負担比率が１１.５％でした。ちょっと四日

市が分からんかったんですけど、鳥羽市が１５.２％でした。いなべ市が１５.２、伊賀市が１７.

０、亀山市が１２.２です。今聞かせてもろうた１５％として、４２億円はまだまだ市債として亀

山市として借りることができると。借金ですね、できると。 

 だけど、減債基金で６億６,０００万積んでありますよね。毎年これを返しますから、当然元は

減っていくんですから、ほかのを今借りているやつは。そうすると、仮に実質公債費比率の中で、

この比率が１８％を超えた場合、地方債発行において総務大臣の許可が必要となると。１８％とい

うと、今１５％の試算で４２億と出ました。１８％とすると、まだ９０億以上の市債が発行できる

と思うんですよ。そうですやろう。１２.２％から１５％として基づいて試算したら、４２億円の

まだ市債の発行ができるという答えが出ましたやんか。そうすると、それが１８％、総務大臣の許

可が要る、１７.８％だったら、まだ４０億以上の、８０億以上の市債発行が可能やということに

なりますけれども、市長は返済するのに今一生懸命になってござるけれども、まだまだ、鳥羽市で

も年間総額は一般会計予算が１３７億ですよ。それで１５.２％をもう超えておるんですよ、公債

費負担比率が。だから、亀山市は２４７億ですな。その中で、いなべ市がまだ公債費負担比率１５.

２ですけれども、だけど１８まではいけると。１８を超えると、もっと金を貸してほしいというた

場合には総務大臣の許可が要るということですけれども、今のご答弁だと、まだ４２億円の、１

５％とした場合の４２億円の市債発行が可能だということについて市長の見解を聞きたいと思いま

す。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 まず、起債を発行すれば、例えば１０年とか１５年スパンで返済をしていくわけであります。ご

案内のように、おっしゃられたように、市債の返済を公債費と申し上げておりますが、令和４年度

の決算では公債費が一般財源で１９億６,０００万でございます。 

 これは、例えば先ほど前段のお話がありました平成２３年度交付税が不交付団体から変わる、あ

の局面が一番厳しかったのは、税収が４０億ぐらい二、三年の間に落ちる。しかし、支払いとして、

いわゆる公債費が、それ以前は多分２０億から２１億ぐらいが亀山市の標準であったと思いますが、
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２７億まで上がる。それは斎場の建設でありますとか、いろんな事業の展開によりまして、ですか

ら、それが全体としての経常経費を上げていく。この中で政策を展開していくということが厳しか

った。 

 したがいまして、起債を抑え、そして将来の行政運営あるいは政策展開に影響が出ないように考

えていくというのが基本でございまして、私どもは臨時財政対策債とか、今後、総合計画におけま

す基本計画に位置づけた事業の執行に必要となる市債の発行もやっぱり控える。そして、将来の

様々な事業の展開に備える。そして、それは将来世代への負担をやっぱり削減させていく責任が行

政経営にはあろうかと思いますので、そういう視点で運用というか、行財政運営を行ってきたとこ

ろであります。 

 したがいまして、今、議員ご指摘の１８％あるいは１５％を超えても回っていくんじゃないか、

あるいは、その借金、起債は必要であれば、起債は事業によっては必要だというふうに私どもも当

然考えておりますが、例えば交付税措置のないような起債、もろにそのものという起債ではなくて、

本当に有利な起債を上手に賢く活用していくという視点が大事であろうと思っておりますし、本当

に将来世代の後年度負担について大きな影響が出ることのないように慎重に活用を図ってきたとい

う基本姿勢は、今後におきましても、この警戒ラインである１５％を一つの目標値としながら、慎

重に運用していく必要があろうかと思います。 

 したがいまして、１５％を超えて、今４２億、あるいは８０億というお話がございましたけれど、

それを前提にした借入れを行うという考え方は、本市としては考えていないということであります。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そんなことはおかしいやないかな、市長。あなたが市長に就任したときに、庁舎建設を凍結しま

すと。２５億ですよ。斎場建設、関中学校、和賀白川線、野村布気線、それからにぎわいづくりで、

もろもろの合併特例債が１０３億やったかな。その中から１０億と３億を残した９３億ぐらいを事

業で、そして斎場、関中、和賀白川線、野村布気線、それから庁舎建設ですよ。その庁舎建設を２

５億のときに、あなたが市長になったときに、将来の世代にこの庁舎建設の２５億は負債を抱える

からって。だけど、この合併特例債は７割が交付税算入なんですよ。償還しておってもされる額で

すよ。だから、９０億として単純に７割で６３億は交付税措置されるんですよ。この有利な財源を

使って、だけど、庁舎建設の２５億を何に使うたといったら、北東分署や何や駅前に１６億、もろ

もろに使ってゼロにしたんやないか、あなた。それさえ残っておれば、ほかの事業はもっとできた

はずや。 

 だから、有利な財源というようなことを言うけれども、その有利な財源であった合併特例債を使

って、それなりの地域のことをやってきたわけですわな。だけど、まだまだその市民要望に応える

ためには、借金をしてでも十分耐えられる行政運営をしていくのが市長の仕事やと思う。すると、

今聞かせもろうた。１５％まで行くと４２億までは借りられる余裕があると。だからそれは、４２

億は有利な財源ではないという認識なのかな、市長は。 

 簡潔に言うて。もうちょっとしゃべりたいでな。短く言うてや。 

○議長（森 美和子君） 
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 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 起債を全て否定しておるわけではなくて、後年度負担、それは現在の政策の優先度、そういうこ

とをしっかり考えて行っていくということは当然であります。 

 それから、合併特例債のような、さらにほかにもあろうかと思いますが、有利な起債を考慮して

起債を起こしていくという考え方につきましては、当然必要なものにはしっかり手当てしていくと

いうことは当然でございますが、今議員おっしゃるように、現時点で１８％、４２億を前提に借り

られるから借りよというような議論は少し乱暴ではないかと思いますので、そういうことを総合的

にしっかり慎重に判断をするということが大事だというふうに思っております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

 時間ありませんので、簡潔に。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 要するに、市民の必要な事業についてはやっぱり借金はせなあかんと私は思う。その借金ができ

る可能額が４２億円という、１５％としてですよ。だけど、１８％までは可能やとしたら大体９０

億の市債発行が可能だと。それで市民要望の最優先する部分をちゃんと応えられるようにやってい

くのが今回の質問でございますので、しっかり予算委員会でもさせていただきますので、これで終

わります。 

○議長（森 美和子君） 

 ちょっとお待ちください。 

 原田部長、先ほどの質問に対する答弁を求めますので。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 遅れまして申し訳ございませんでした。 

 お尋ねの事業費等でございますが、保育所等ＩＣＴ化推進事業が１,７０９万１,０００円、校務

支援システム事業が６１４万９,０００円、和田保育園増築事業が８,３２３万１,０００円、それ

と駅前整備に関しましては、現年と繰越しがございますが、合わせまして１８億１,３９３万９,０

００円でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５６分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時０５分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１７番 小坂直親議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 新生みらいの小坂でございます。 
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 通告に従い、質問を若干させていただきたいと思いますが、令和４年度亀山市一般会計の歳入歳

出決算については、先ほども大分議論もあったし、昨日から多くの方が質問されておりますので、

重複するところがあろうかと思いますけど、私なりに質問させていただきますので、ご答弁のほど

よろしくお願いしたいと思います。 

 先ほど来、決算の収支につきましては、本年度７億円から繰越金９,０００万入れて６億と。当

然、前年度から１１億繰り越してきて６億残したら、４億赤字になるのは、これは当たり前の話で

す。しかし、実質単年度収支については１２億で、今、話もあったんですけど、単純に赤字である

ことは事実ですので、基準財政需要額も２億減らしていると。 

 なのに、市長は、より的確な対応で持続可能な行政運営を図って、決算としてはおおむね財政の

健全化を確保できたと、こう総括しておるんですが、借金して、借金も増やし、それから赤字にな

って、通算しても１２億、実質単年度収支も。実質収支も４億と、財政調整基金も減らしておると。

これが健全で、去年より悪いんですよ、数字的には。それを健全であったという表現はおかしいと

思います。 

 今まで説明聞いて、いろんなあれやこれや事業をやったと、それは評価しますよ。政策を優先し

て結果として赤字になってくる。それならばそのように、財政的には非常に結果としては赤字だっ

たけど、施策を優先したと。だから赤字になったけれど、市民に対しては政策を優先したから決算

の数字としては赤字になったんだと、やむを得ない赤字だと、こういう表現にするべきだと思いま

す。健全化が図られたと、財政。その表現を変える意思はあるかないか、まずそれを聞きたいと思

います。 

○議長（森 美和子君） 

 １７番 小坂直親議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 いわゆる決算における財政指標自体は、おっしゃるように、我々申し上げてきたように、事業を

展開し、行政運営をした結果としての指標でございますので、それは当然重視をする。その一つの

指標だけではなくて、トータルとして判断するということであります。 

 決算の総括として提出をさせていただいております資料につきまして、長期のスパンで、そして

その当該年度について政策の推進と財政の健全性の両立をおおむね果たすことができたと、このよ

うな表現を従前から使わせていただいております。当然のように、昨年度と比べて、その指標が若

干下がった部分というのはご指摘のとおりでございますので、それはしっかり真摯に受け止めて今

後に生かしていきたいというふうに思いますが、この表現は政策の推進と財政の健全性、この両立

をおおむね果たすことができたと、こういう表現を、記載を従前からさせていただいておるもので

ございます。当該年度の変化、課題につきましてはしっかり認識をさせていただいて次へ生かして

いくと。これは基本的な姿勢でございますので、表現をこの時点で変えよということについては、

そのように考えておりません。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 
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 その政策やったら、政策を優先したということで、そうやけど、今議論しておるのは令和４年度

の決算数値を基に決算として数字を見て、中身の政策はあると思うんですけど、数字としては赤字

なんですよ。単年度も赤字、去年の数字で、また今年も赤字。赤字だったら政策ができないですよ、

通常では。赤字である以上、健全とは言えんですよ、やっぱり。去年の繰越しが１１億ですよ。今

年は６億繰越しで４億円、確実に４億円は赤字ですやんか。それを健全な財政とは言い切れんです

よ。 

 赤字の決算を出しておるけれど、やはり政策優先であったから、結果的に残ったが、今年度に関

しては、あなたは今、暦年度と言うておるけど、本年度に関しては赤字ですよ。それに対する何の

文面もない。全て健全と。昨日の答弁も現況報告も、全てが健全で財政運営できたと書いておるけ

ど、事実、数字の上では赤ですよ。それに対する反省の色がないということです。 

 さっきも政策ばっかりを並べて、いえ、政策もよろしいですよ。だから赤字になってもええとい

うふうにしか取れんのですよ。赤字は赤字で認めるべきですよ、やっぱり。その辺の考え方を聞き

たいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 これも議員ご案内のように、一番基本になるのはその年の実質収支であろうというふうに思いま

す。したがいまして、この実質収支につきましては令和４年度も６億９,０００万、昨年度は１１

億という数字でございましたし、この十数年にわたって実質収支が赤になったということはござい

ませんので、それは行政運営として、一つの指標としてそれを踏まえておかなくてはならないと思

います。 

 その上で単年度収支の４億１,０００万の減、昨年度に比べて４億１,０００万の減、それから実

質単年度収支の、先ほど櫻井議員がご指摘ありました１１億９,０００万に拡大した、この意味に

ついては、その要因は申し上げたとおりでございますので、それもしっかり踏まえて全体の財政指

標を捉えて、事業と財政を両方しっかり見て回していくということが大事であろうというふうに思

っており、あくまで基本となります単年度の実質収支は６億９,０００万の黒字であると、ここが

基本になろうかというふうに思います。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 見解の相違ですけど、それは間違いですね。 

 私が言うのは、１１億という繰越金があったから４億なんですよ。来年度だったら６億しかない

んですよ。１１億繰越金があって、その繰越しのうち５億５,０００万は基金に積み立てて、今年

は７億のうち３億５,０００万は積立てをやっておるけど、１１億という繰越金があったから、こ

れがなかったらもっと赤字ですよ。赤字になるわけです。１０億の赤字になるんですよ。実質４億

の赤字になる。当然です。１１億繰り越してきて６億残した、それは健全だとは言い切れんでしょ

う。実質単年度では４億赤字ですよ。その辺の認識が違うんですよ、やっぱり。赤字には違いない

ですよ、これが。４億は。だから、これについては健全な決算とは言えないと私は思うので、その
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辺についての認識を改めていただき、また予算決算のときもあろうかと思いますので、その程度に

しておきます。 

 次に、自主財源と依存財源の件ですけど、昨日も新議員が言われたんですけど、自主財源は５１.

３％、依存財源は４８.７、初めてこれ、ここ３年５０％以下なんですよ。平成２５年から令和元

年までは６０％から６２％ですよ、自主財源が。それが令和２年から５０％以下に落ちておる。こ

の要因について、まずお聞かせ願いたい。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本総務財政部参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 自主財源と依存財源でございますが、収入のうち市税や分担金、負担金、使用料及び手数料など

地方公共団体が独自に収入できる財源を自主財源、それから地方交付税や地方譲与税、国県支出金、

市債のように国や県の意思決定に基づくものが依存財源でございます。 

 令和４年度につきましては、前年度に比べて財政調整基金繰入金が増となったことや、都市計画

事業債や臨時財政対策債が減となったことなどから、自主財源は増、依存財源が減となったところ

でございます。 

 自主財源の割合につきましては、令和２年度及び令和３年度においては５０％は下回っておりま

すけれども、令和４年度においては５１.３％となったところでございます。その要因につきまし

ては、市税収入の増に伴い自主財源が増となったことや、新型コロナウイルス感染症対策や物価高

騰対策の事業の財源となる国庫支出金が減になったことに伴い、依存財源が減となったものでござ

います。依存財源が減となり、自主財源の割合が大きくなったことでございます。このことから、

今後の自主財源の割合につきましても、コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策の影響が一定程

度落ち着いた後には、コロナ禍前の水準に戻るものと考えておるものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 理由になっておらんじゃないですか。令和元年までは６２％あったんですよ。それが令和２年か

ら一気に４４までに落ちたんですよ。だから、これはほかの事業があって実際に落ちたというか、

税収がそのように落ちたのか、依存財源が大きくなったのか。確かに駅前開発があって、国庫もあ

ったし、起債もあっただろうと思うんですけど、そこらが要因と違うんですかね。 

 だから、令和元年までは六十何％あった依存財源が一気に四十何％に、今年ようやく５１.３％

になった。じゃあ、この３年間は一体何のためにあって、今後自主財源をどのようにして増やして

いくか。これは税収以外にないんですよ。あとは繰入金か、公有財産売却か、あと繰越金、これら

が自主財源の主な要因だと思うんですけど、税収が上がる以外に方法はないと思うんですね。依存

財源が５割以上で自治体運営ができるんですか、市長。やっぱりこれは自治体運営をしようと思え

ば、やっぱり依存財源はできるだけ少なく、自主財源をいかにして６０から７０に上げることが、

経常収支比率も併せて、これを上げる方法を考えるべきだと思いますが、市長の考えをお願いしま

す。 

○議長（森 美和子君） 
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 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 １５年前後のあの頃の七十数％という率の高さ、やっぱり税収、これは企業立地の大きなインパ

クトというのは、我々は経験をしてきたわけでございます。 

 おっしゃるように、この税収を上げるための取組を現在重層的に展開しておりまして、ここのと

ころをしっかり本市として展開する。産業誘致、産業立地のためのあらゆる手だてを打っていくこ

と、それから定住する人口の増に向けて、やっぱり子育て支援、それから定住を促進させるような

施策、ここのところが大事であろうと思っております。 

 いずれにいたしましても、ご指摘のように税収を上げる、そして自主財源の比率を上げることに

よって政策の柔軟度は高まる、それはもうそのとおりでございますので、しっかりその施策の展開

をやっていくということは基本的な認識をいたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 やはり七十何％というときは、税収はその当時１４０億ぐらいあったんですよ。それが去年よう

やく１００億超して、前年度、２年度は１００億切っておるんですよ。去年初めて１００億超えた

という、決算で上手に１００億超えて、その前は９０億団体なんです。だから、大幅に税収は、１

４０億あったときとは依然として違うわけですよ。 

 しかし、企業は入っておるけど従業員が少ない、誘致した企業の。従業員も亀山市に住んでいな

いと。だから、税収となかなか結びつかんということがあろうかと思うので、やっぱり定住する、

企業を誘致するんだったら、やっぱりその従業員は亀山市に定住してくれという施策を打ってこん

と税収に結びつかなくて、人口は増えていかない。企業は全部入ったでよくなったとはいうものの、

結局固定資産と償却資産はあっても、法人税一部と、あとそこに住む従業員が定着していないと税

収にはつながってこん。だから、定住できる施策を打つべきだと。それが税収にもつないで、自主

財源に結びついていくと思う。そういう政策のほうへ行っていただきたいということを申し上げて

おきます。 

 それから経常収支比率について、これも同じことで重複するんですけど、８５.２。８５％が目

標と、それは勝手な亀山市の最もあれなんですけど、これは少ないにこしたことはないんですけど、

これは普通交付税が約２億増加になったものの、なかなか国の財政が不足するというようなことか

ら臨時財政対策債をかなり左右する、それがこの経常収支比率に大きく響いておると思うんですけ

ど、臨時財政対策債についても、これも借金なんですよ。交付税の見返りの分で。だから、その借

金を増やすばっかりが能じゃないと思うし、今は地方債の中に一番多く占めておるのは臨時財政対

策債なんですよ。これは、国は後で見るとは言うものの、見てもらえるか分からんですけど、臨時

財政対策債と地方交付税というのは背と腹にあって、今回もまた減額しますけど、これは別に何も

全部借り入れる必要もないんですよ。必要に応じて、範囲内でいいんですけど。 

 そうやで、その辺で経常収支比率はやはり８５.２でよかった、ちょっと出ておるので、けど、

まだよかったという認識だけど、やはり８５を切るという目標を定めて経常収支比率を下げるとい

うのは、今の自主財源も併せて実際どうするかということと、税収を上げると、それから繰越金を
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どうするかという、財政運営上でいかにして自主財源を上げることは、この経常収支比率に結びつ

いてくると思うので、その辺について改めて目標を、行財政改革大綱で決めたとはいえ、やはり８

０ぐらいに持っていくべきであると思うので、その辺の何か手腕があれば。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 これも確かにかつて７０％前後の本当にそういう時期があった、我々は経験をしたわけでありま

す。したがいまして、今本当にどの自治体も非常に厳しいと思いますし、国の地方財政計画自体の

考え方、交付税の考え方等々についてもたくさん言いたいことはありますが、しかし現実の中で私

どもはしっかりこれを考えていくという中で、この経常収支比率が上がれば上がるほど財政が硬直

化いたしますから、事業が全く展開できない、そういうことに陥るわけでございます。 

 そういう意味から、８５％以下を当然我々は目指しておりますので、経常収支の大きなウエート

であります、これは昨日も申し上げましたが、いわゆる扶助費、人件費、それから公債費、これを

ベースにしっかりコントロールしていくという考え方が必要であろうと思いますし、それから昨年

のエネルギー高騰によります電気料金、コークスの値段が１億８,０００万、令和４年度はそうで

した。今年は当初予算でプラス４億を光熱水費のために計上させていただいて、令和５年度はスタ

ートをさせていただいたわけでございますので、こういういわゆる経常収支比率をしっかり抑え、

コントロールしていく。しかし、電気料金等々の大きな急激な対応については、しっかりあれかこ

れか、そのやり方も含めてしっかり他の事業との影響を考えて政策を見極めていく必要が本当にあ

ろうかと思いますので、そういうことをやりながら何とか経常収支比率は硬直化しない８５％以下

を、本当に当然私どもとしても効率的な執行を徹底できるような取組をしていくというのは、今後

も目標として運営をしていきたいというふうに考えておるところであります。 

 行革もその一つでございますので、ぜひ議会の皆様方、市民の皆様方のご理解もいただきながら、

こういう取組が少しでも効果が発揮できるように全力で臨んでまいりたいというふうに思います。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 ぜひとも今市長の言われたことが来年度予算に反映できるように、経常収支比率がこの辺の目標

に向かっているとか、それから経費はこのようにして反映しておると。何のための決算かというと、

これは来年度予算に反映するための決算なんですよ。この場で終わっては、この決算審議は何にも

ならんですよ。来年度予算にどう反映するかと。だから、経常収支比率はどうするんやと、自主財

源をどうするんやという来年度予算にそれを生かすことがこの決算なんですよ。だから、それを生

かしたような来年度予算をつくっていただくというのは本来の決算審議ですので、その辺を十分踏

まえて来年度予算を作成していただきたいということを申し上げておきます。 

 それから、次に不納欠損ですけど、市税について１,３９７万、去年より１,５００万ばかり減っ

ておりますけど、約６６０件、去年より５１６件減っておるんですけど、ほとんどは固定資産税が

半分なんですね。その固定資産税は、消滅時効と合わせてほとんどなんですけれど、固定資産税の

中に、不納欠損するまでに法的手段、差押えとか、弁護士を入れて調査するとか、そういう不納欠
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損に至るまでの、収入未済額が起こった段階から始まってくるわけですけど、それが長期にわたっ

ておるから時効消滅もあるんですけど、それまでに法的措置をどのように取られたのか、取った内

容について成果があったのか、その辺についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 令和４年度の市税の不納欠損に関しましては、先ほど議員ご案内のように６６０件、１,３９８

万円となっておりまして、前年度と比較して５１６件、１,５６９万円の減となっております。税

目別では、固定資産税の不納欠損額が６３４万円と最も多くなっております。 

 そういった状況の中で、不納欠損はもともと徴収金が徴収できなくなったということで、調定の

金額を、税額を消滅させることでございますが、当然固定資産税につきましては、不納欠損に至る

までに滞納処分等の中で差押えとか、そういったことも当然やっておるわけでございますが、ただ

どうしても相続登記がなされていない土地・建物において、納税管理人が死亡し、新たな納税管理

人の申出がない場合や、相続人調査に時間を要して時効となるケースもございます。また、近年で

は相続放棄等もございまして、相続人が不存在となり即時欠損となるケースも増加しております。

近年、所有者不明土地が社会問題ということで、相続登記なんかも改正がなされておりますが、こ

れにつきましては税収面においてもマイナスの影響を及ぼしておるものでございますが、いずれに

いたしましても不納欠損に至るまでにあらゆる努力はいたしてはおります。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 その辺は難しいと思うんですよ。今回も市税は６６０件あるんですけれど、公営住宅でも１１万、

国保でも２４３件、１,４００万。それから後期高齢者医療と。固定資産は年々増えておるとはい

え、なぜこの令和４年度で３年度から大幅に減った大きな要因は何だったんですか。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 不納欠損が前年度に対しまして減少している理由でございますが、令和４年度の不納欠損は３年

前の令和元年度に執行停止、執行停止は３年ですので３年前なんですが、その３年経過後も状況に

変化がなく、資力回復が見込めないものが大半を占めております。 

 令和３年度との比較でございますが、令和４年度は例年と比べますと、１件当たりの金額が大き

い固定資産税の不納欠損はほぼ同額でしたが、個人市民税は金額も件数も大幅に減少いたしており

ます。その内訳でございますが、個人市民税は２１５件、１,３０４万円の減少、それと軽自動車

税も３６７件、１９７万円の減少、固定資産税は３４件増加し５５万円の減少、都市計画税は３４

件増加し６万円の減少となっております。当然、税の賦課徴収につきましては、公平・公正である

ことが当然でございますが、不納欠損はやむを得ず滞納分の徴収金が徴収できなくなったというこ

とで、その調定を消滅させるものでございますが、対象案件は個々の様々な状況がございますこと

から、多額の案件、少額の案件、年度によって不納欠損の件数、金額とも変動があるものでござい
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ますので、年度によって若干件数も金額も増減があるものと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 いずれにしても、減っていくことは結果としてはいい方向なんですけど、不納欠損にするまでの

収入未済額のできるだけの法的手続で、できるだけ現実に取れるようにしていただきたいというふ

うに思います。 

 その次の収入未済額ですけど、これも市税では２億９,８３５万、去年より若干減っておると。

これも県の徴収の機構が飛躍しておるせいだろうと思うんですけど、ほかに分担金、負担金で３１

４万、使用料とか手数料は６１２万、国庫で７,８４７万、県の補助が２００万と寄附金で３２１

万、諸収入で１,５４５万とあるんですけど、これらの未収金について、ほとんどこれは収納でき

ておるのか。今の段階で拾ってみると、このぐらいで、税収以外にも分担金、使用料、国庫、県、

寄附金で諸収入があるとかなりの額になると思う。これが収納未済額として計上されておるんです

けど、徴収見込みがあるのかないのか、それをお聞かせ願います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 収入未済額につきましては、税以外にも、おっしゃるように分担金とか使用料とかございますが、

税につきましては、おっしゃいましたように３年度と比較いたしますと２,０７２万円というふう

なことでございまして、徴収に、未納者に対して納付の催告とか預貯金の差押え、不動産、生命保

険の差押え等をしておりますが、国保税につきましては、令和４年度、昨年度から税務課の収納対

策グループにおきまして債権を一元ということで対応をしておりますので、一定の効果はございま

す。ただ、ほかの案件につきましては、現時点では負担金とか、なかなか困難なものであるという

ふうには認識をいたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 収入未済額でも、決算を見ると市税は２億９,０００万ですけど、それ以外にも分担金、負担金

と、それから使用料、これは一般会計ですよ。使用料、手数料、国庫、県補助金、寄附金、諸収入、

これらが約８,０００万から未収金になっておるんですよ。これについても、年度内に取れておる

のか、翌年度にこれは収集できておるのか、国庫なんか繰越明許分が上がっておるのかも分からん

ですけど、これを取れておるの取れておらんのかを確認しているのであって、一遍それだけですの

で、また予算決算委員会でもいいので、それ以外の収入未済額についての報告をお願いしたいと思

います。 

 時間がないので、次、財政調整基金については、今、櫻井議員がおっしゃられたので、やはりこ

れは合併当時は４０億ぐらいあったんですよ。合併した当時４０億ぐらい。それは減る一方で、２

０億を目標にしておるとはいうものの、やはり大きな事業を抱えておるということから、後年度に

長期財政見通しと併せてなんですけど、やはり市長は生活保護とか、新庁舎だとか、社会保障制度、
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それが年々増加の傾向にあるけれど、今後は新庁舎の建設、公共施設の改築・更新、リニア中央新

幹線の停車駅と将来に大きな投資を控えておると。それに向かってどのようにこの財政調整基金を、

庁舎とリニアは抱えておるというものの、解決するものじゃないと思うんですね。だから、将来の

見通しと財政見通しは、考え方が違うんですよ、今年は赤字でも、いや、健全財政が取れておると

言っておるけど、このままでは庁舎も建つどころか、何も公共施設すら建て替え・更新もできない

でしょう。財源がないんですから。８０億あったとしても、今言われたように、リニアとあれした

ところが、庁舎が１５億ですよ、そんなもの建つわけないじゃありませんか。そんな金を、今８０

億あると言うたけど、８０億全部用意してもようやくですけど、やはり目的基金をもう少し明確に、

繰越明許であれば繰越しで、去年は５億５,０００万、今年は３億５,０００万、財調へ積み立てて

おっても、結果的には財調も７億円取り崩して５億５,０００万の積立てで、最終的には２億の赤

字だと。そんなことでは、財政の健全化が進んでおるとは言えへんのですよ、やっぱり。減る一方

ですよ。 

 だから、長期財政見通しについて、この大きなプロジェクトに向かってどのように財政基盤を築

こうとされておるのか、お伺いしたい。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 こういう情勢の中でどのように財政基盤を築こうとしておられるのかということですが、くしく

も議員、先ほどの質問でも、例えば１４６億の市税があった平成２０年度、それが２３年度の不交

付団体に変わる、そのときの市税は１００億少々ということでございました。約３年の間に４０億

の市税が減少する、非常に急激な変化でございましたので、様々な手当てをしながら、そして今日

に至っておるところでございます。 

 確かに財政調整基金は当時４０億ありましたけれど、しのぎつつ、先ほどのやりくりをしながら

今日に至っておるのも事実でございますが、おっしゃるように今後の本市の様々な事業、それから

まちとしての発展を考えますときに、幾つかの大事業が控えております。これにしっかり手当てを

していく。今を生きる市民の皆さんの、当然様々な市民ニーズに対応するということと併せて、将

来のそういうものに対して備えていくと。この両面が大事でございますので、基金をしっかり手当

てしていく、これは議員ご指摘のように、今の２０億の財調では厳しいというのはそのように思っ

ておりますが、積み立てられるものがあれば特定目的も含めて手当てしていくというのが大事だと

思っております。 

 将来の投資というか、事業の展開に耐えられるような財政の基盤をつくっていけと、こういうご

趣旨であろうというふうに思っておりますので、当然長期財政見通しを公表させていただいており

ますし、第２次総合計画の期間であります令和７年度までの総合計画の期間、この対象の中でしっ

かり長期の財政の見通し、事業の取捨選択、こういうものを踏まえて令和４年５月に改定を行わせ

ていただきました。したがいまして、しっかり財政調整基金残高もそうですし、将来の事業の展開

もそうですし、現状の市民ニーズと突発で入ってきますエネルギー高騰対策であるとか、あるいは、

おかげさまでここ数年、大きな災害で市の単独の災害復旧の費用は抑えられてきましたけれど、こ

れが一旦入れば、被害の状況にもよりますが、３億、４億という単独費が出ていくわけであります
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ので、こういうものをしっかり想定しながら行財政運営の持続性、健全性、事業の取捨選択をしっ

かりやっていくことが大事であろうかと思います。 

 その意味で、今進めております行財政改革への徹底をしながら、財政運営の強化、歳入確保の推

進と併せて、活用の見込みのない普通財産の貸付けや売却による財源の確保、それから市税の収納

率の向上、市債権の適正管理を行うとともに、企業誘致の推進、産業集積の向上、定住人口の促進、

こういう取組を強化してまいらなくてはならないというふうに現時点で考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 市長の思いは分かるんですけど、しかし赤字決算しておったのでは、今後の財政がよくなるため

には、やはり市民の要望の施策を展開することは当然なんですけれども、行政自らがもう少し節約

できるところは節約して、切れるところは切って、これをやってこそ市民に伝わることになってく

る。そうでなければ、言われたことを全部しようと思ったら金が足らんに決まっておるし、赤字決

算でも、将来に基金を倍増するということは無理ですよ。だから、それについては、行政自らがや

っぱり身を切る。何らかの手段を併せて、やっぱり市民の要望に応える施策を展開するという中で、

やっぱり財政はためていくべきであろうかと思うんです。それについて、もう少し我々にも市民に

も分かるように、やっぱり今後の財政運営についてはもっとお示しいただければということを要望

しておきます。 

 それでは、次に議案第４２号令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について、もう時間

がありませんので、１点に絞って。 

 債務負担行為の補正ですけど、放課後児童クラブ指定管理料４億９，８００万、文化会館指定管

理料が４億５,８７０万、今どき債務負担行為を５年間するということは、それがそんなに先が、

見通しが見えるんかということです。今の物価高騰から人件費が足らんとかいろいろあって、今ど

き５年先って、これこそ先の財政を硬直化するんですよ。縛っておるわけですよ。来年以降の予算

を拘束しておるんですが、そうやで今何があるか分からんで、やっぱりこれは３年ぐらいが見通し

はまだ立つか分かりませんけど、債務負担行為の５年ということについて、私は長いと思うんです。 

 特に放課後児童に４億９,８００万のうち、５年間で国県支出金が３億７８万、こんなことは今

５年間のですね、約束ができるのか。そして、今の学童保育の児童数が５年先まで読めておるのか

読めていないのか、文化会館の利用する価値があるのかないのか、そんなもの何をもってこの単価

を出しておるのか。もう少しシビアな、今、時代も変わる、ガソリンがどうなるか分からん、人件

費がどうなるか分からんというときに、５年先を見据えて債務負担、私、債務負担そのものはあま

り賛成じゃないんです。先の予算を硬直化するためにも。もう少し先の分かる、つくるならば、債

務負担行為の期間を限定すべきだと思いますが、それについてお考えをお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 公設の放課後児童クラブでございますが、指定管理の指定期間が令和６年３月３１日に満了いた

します。そこで、令和５年７月２７日に亀山市放課後児童クラブに係る指定管理者選定委員会を開
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催いたしまして、その中で募集方法については非公募、指定期間については前回同様５年間と決定

していただきましたことから、５年間の指定管理に必要な指定管理料について、本議会にて補正予

算を計上させていただいたところでございます。 

 この５年間という指定管理の期間につきましては、この選定委員会の中でも、指定管理者の職員

確保など安定した経営、それから児童の成長を見守る期間の確保などについて十分ご議論いただい

た上で、この５年間が適切な期間であると決定していただいたところでございます。 

 また、金額の積算でございますが、放課後児童クラブの運営に係る費用につきましては、国の子

ども・子育て支援交付金などの基準を基に算出しているところでございますので、今回の指定管理

料の積算につきましても、基準額を基に、その増加率、それから登録児童数の増減などを勘案しま

して算出しております。この交付金につきましては、現時点では継続するものと見込んでおりまし

て、５年間、従来どおりに確保できるものと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 松村市民文化部次長。 

○市民文化部次長兼関支所長（松村 大君登壇） 

 債務負担行為補正のうち文化会館指定管理料につきましては、亀山市文化会館及び亀山市中央コ

ミュニティセンターの指定管理期間を５年間としておりますのは、過去３回がいずれも５年間で特

に不都合がなかったこと、また指定管理者が施設の中期的な管理運営を安定的に行うとともに、計

画的な事業を展開していただくためのものでございます。 

 仮に３年間とした場合ですと、指定管理期間の１年目に生じた運営課題など、その後の企画立案

に反映できる期間は実質１年余りとなりますことから、運営における改善を十分に行うことができ

ず、市民サービスの向上や文化・芸術活動の活性化につなげにくいという側面もございます。 

 なお、去る５月に実施いたしました亀山市文化会館及び亀山市中央コミュニティセンター指定管

理者選定委員会の審議において、指定管理期間を５年間とすることで決定いたしているところでも

ございます。また、三重県内の文化施設におきましては、亀山市のほか１１施設で指定管理制度を

導入しており、そのうちの９施設が指定管理期間を５年間とし、残り２施設が３年間としている状

況でもございます。以上のような理由から、５年間とすることが適切であるというふうに認識もし

ております。 

 また、議員申されますように、現在の社会情勢が大きく変動する中、５年間もの先の状況が見通

せるのかといったご質問ですが、文化会館におきます５年間の指定管理料を算出した概要を簡単に

申し上げますと、今回の指定管理料は前回の実績を精査し、今回指定管理期間を５年間とした総額

で４億５,８７０万円を指定管理料として算出しておりまして、前回と比べまして９６０万円の増

額となっております。 

 指定管理料を算出するに当たっては、それまでの実績も細かく確認し、細部にわたる各項目にお

いて減額するところは減額し、一方、物価高騰などにより増額すべきところは増額するなど、厳密

に精査をし、総額で若干の増となったところでございます。 

 増額の主な要因といたしましては、現在課題となっております文化・芸術活動の支援のための人

員配置に伴い、増員とする会計年度任用職員の給与相当分の増などによるものでございます。また、

高騰が続いております燃料費及び光熱水費につきましては、高騰前といいますか、高騰が始まった
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頃の令和３年度の実績を基にして若干の高騰分も見込み、また来年度、令和６年度に実施する文化

会館の屋内照明のＬＥＤ化の影響も見込んで算出しておりまして、適正に算出したものでございま

すので、何とぞご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 原課の担当としては、十分努力されておるんだと思います。 

 市長、この５年は、３年のところもあるんですけど、市長の考え方として、５年は私は長いと思

うんです。３年のところもあるんですから、やっぱり３年を見越すぐらいでしか見込みは立たない

と思うんですね。それは、それぞれの担当課は、それらしい今までの恒例に基づいて会議を開いて、

そのようにやっておるけど、私は５年先よりは３年先ぐらいに変えるべきだと思うんですが、その

辺の認識は、市長はどのように考えてみえるか。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 市長の認識も今の答弁のとおりでございまして、当然事業の数年の間に、中期的な間にはいろん

な変化もあろうかと思いますが、しかし今度は指定管理として運営をされる組織体、事業体におか

れても、しっかり中長期の中で安定した工夫を入れていっていただく、あるいは課題解消していた

だくという意味では、確かにこういうスピードの速い時代に５年はいかがかということではあろう

かと思いますが、しっかり中長期の視点でその事業を工夫しながらやっていっていただくという意

味では、過去３回も同様でございましたが、今回におきましてもそのような対応をさせていただき

たい。これは市としての考え方、私自身もそのように考えておるところであります。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 それは見解の相違ですけど、私はあまり、社会情勢の変化、経済変化によって行政は変えていく

べきだと思う。文化会館も、体制そのものは変わっておらんですよ。ずうっと歴代副市長さんが全

部あそこへ行って、体制も何も変わっておらんのですよ。副市長さんがずうっと歴代行っておるん

ですから、体制も変わらない。館長も十何年一緒ですよ。文化会館は体制変わっておらへんですよ。

館長は十何年も合併以前から替わらずで、管理者は副市長がずうっと行っておる。それではなかな

か変わりようがないですよ。やっぱりどこかで方向は変えて、５年を３年にするとかという方向性

を変えることによって、新陳代謝も出てくると思う。今の体制だとほとんど一緒ですやんか。そう

いうことも含めて考えてもらえればというふうに思います。あまり更新するような機会がないので、

申し上げておきます。 

 もう時間がありませんので、地方債の補正について若干ですけど、地方債の補正は、今回臨時財

政対策債は１億２,０００万、これは地方交付税が１億３,０００万入ったから、これがリンクして

おるから、地方交付税の中での借金する部分と交付される部分との出し入れがあったんだろうと思

うんですけど、これはもう少し、この臨時財政対策債はどのように積算したのか、これは国から来
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るんだと思うんですけど、地方交付税は基準財政需要額が増えるか基準財政収入額が減らん限り、

こんな１億２,０００万も増えてこんわけですよ。これは臨時財政対策債とリンクしておるので。 

 それと、また年が明けて２月には特交が来るわけですね。大体今特交を４億見込んでいるんです

よ。これは非常に難しい。今年は災害が非常に多い。だから、特交は今までどおり来るか来んかと

いうと、これによって臨時財政対策債と交付税が変わってくると思うんです。特交は、年が明けた

ら、今は４億を見込んでおるんですけど、これが確約できるのか、その辺の意向、臨時財政対策債

と地方交付税と、年明けの特交、見込んでおる４億円は確保できるかできんか、その辺の財政運営

についてお聞かせください。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本総務財政部参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 地方債の補正につきましては、臨時財政対策債の限度額２億８,０００万円から１億２,４６９万

３,０００円を減額いたしまして、１億５,５５３万７,０００円に補正提案をさせていただいてお

るところでございます。これは普通交付税の交付額と合わせて、臨時財政対策債の発行額が国から

示されたものでございます。発行可能額が減となりました要因につきましては、国の国税収入など

の増によりまして国の地方交付税の財源が増となったことから、国が臨時財政対策債の発行抑制を

図ったことによるものでございます。 

 あわせて、財源不足額を普通交付税と、それから振り替えられた臨時財政対策債で国から交付税

としていただくものと、臨時財政対策債を発行するもので賄うわけでございますけれども、今回の

補正で合わせて普通交付税の補正提案をしておりまして、こちらは１億３,４４２万３,０００円の

増額補正をさせていただいております。 

 今回の補正によりまして、普通交付税と臨時財政対策債の合計額が補正前よりも増額になってお

りますが、これは基準財政需要額におきます高齢者福祉保健費ですとか、在宅介護サービス受給者

数が試算よりも増となったことによりまして、普通交付税プラス臨時財政対策債の額が増となった

ものでございます。 

 また、特別交付税につきましては、普通交付税で措置されない特別緊急な財政事情に対する財源

不足額等に見合う額として算定されるものでございまして、令和５年度当初予算におきましても、

まだ令和４年度当初予算と同額の４億円と見込んでおるものでございます。これにつきましては、

まだちょっと未確定な部分もありますが、前年と同額の４億円というふうに見込んでおるものでご

ざいます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 結局臨時財政対策債と地方交付税の、これはあくまでも基準財政需要額と収入額ですみ分けがさ

れておるんです。結果的に去年よりは増えておるわけで、そうやけど増えた要因は何でやといった

ら、人口が増えたのか、税収が増えたら交付税は下がるはずです。だから、去年は税収は上がって

おるわけで、基準財政収入額は上がっておるんですから、それ以上に需要額が上がっておらなけれ

ば、こういう結果にならんと思うんです。 
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 だから、その辺の調整をまたもう少し分かりやすく知らせてほしいのと、あと時間がないんです

けど、あと繰越金についても４９４万６，０００円あるんですけれど、結局今回６億９,０００万

のうち３億５,０００万ぐらい、まだ今内部留保としてあるわけですね。それと、それから今の特

交の４億で、７億円ぐらい内部留保として予算があると思う。それは翌年度へ繰り越す財源にも見

込んでおるのか、事業をするのか、積立てするのかという現時点でのあと半年の間に歳計剰余金は

７億ぐらいになると思うんですよ、既に。そこら辺の使途について、お考えがあるのかないのか、

それだけをお聞きします。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 令和４年度におきます歳入歳出の差引き７億８,５３７万４,０００円から、翌年度に繰り越すべ

き財源の９,１１１万２,０００円を控除しました実質収支の６億９,４２６万２,０００円のうち、

財政調整基金に繰り入れました３億５,０００万を除いた３億４,４２６万２,０００円が令和５年

度の財源として使える額となります。このうち、９月補正までに１億７,７５５万１,０００円を計

上しており、計上されていない額は１億６,６７１万１,０００円になります。これらの予算に未計

上の部分につきましては、例年１２月補正で全額を補正予算の財源として計上しておりまして、本

年度もその予定をさせていただいておるものでございます。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 １７番 小坂直親議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午後 ０時００分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１５番 伊藤彦太郎議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは通告に従いまして、議案質疑をさせていただきます。 

 今回、議案第４２号令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）、そして、議案第４４号令和

５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）、議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出

決算の認定、この３つの議案について質疑をさせていただきます。 

 まず、議案第４２号の令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）についてですけれども、通

告で第１０款教育費、第２項小学校費及び第３項中学校費、第１目学校管理費、施設管理費の増額

補正についてというふうに通告させていただいております。これにつきましては、提案理由の説明

の中で副市長から、緊急を要する修繕が増加したとありました。この緊急を要する修繕というのは

一体どういう修繕であったのか、まずこの点を確認したいと思います。 
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○議長（森 美和子君） 

 １５番 伊藤彦太郎議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 緊急的な対応を要する修繕ということでございますが、まず学校の運営及び児童・生徒の学校生

活に大きな影響を与える案件、例えば電気設備でありますとか空調設備、そしてプールの設備の故

障など、漏水、さらには大規模な雨漏り等を緊急的な対応の修繕という形で認識をしているところ

でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 どういうものなのか説明いただきました。 

 今回、具体的にどういうものであったのか、具体的にどういうものに対する修繕が増えたのか、

その点を確認させていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 今般の修繕料の増額補正の８００万円につきましては、今年度当初から空調設備の故障、雨漏り、

漏水等、想定以上の対応を要する案件が発生し、それを既決予算の中で対応したことから、今回の

補正、そして今後の緊急対応の分、それから年度内に予定しておりました消防設備や高架水槽等の

関係の修繕料が不足するということから、その不足分を計上させていただいたものでございます。 

 また、中学校の修繕料の増額補正７００万円につきましては、今年度当初から揚水ポンプの故障

等による緊急対応に加え、高圧ケーブルの更新といった今年度の保守点検業務により緊急的に実施

すべき案件が発生したということから、その不足分を計上させていただいたものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 いずれも必要な補正やと、修繕費やと思っております。 

 ただ一方で、結構学校費に関しては、それこそ緊急を要するというふうに思われておるのが割と

ほったらかされておる部分が多いというふうに前から言われております。そんな中で、当然これは

やってもらわなあかんのですけれども、ほかにこういうふうな対応すべきものはなかったのか、今

回この補正で十分なのか、もちろん新たに出てきたものには対応してもらわなあかんのですけれど

も、当面これでいけるのかどうか、その点を確認させていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 今回補正をお願いしております修繕料の増額につきましては、今後想定される緊急対応というも

のの見込みなどとも併せて補正をお願いしているものでございます。 
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 ただ、それ以外の案件につきましては、お認めをいただきました予算の中で、学校とも密に連携

を図りながら可能な限りの対応を図ってまいりたいと考えているものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 何回も言いますように必要な補正はしていただくべきだと思っておるんですけれども、あまりに

も補正をようけ見積もり過ぎていると見込みが甘いみたいなことを後から言われたりもしたりとか

いうのもありますもんで、必要な場合は適切というか、遠慮なくという言い方はおかしいですけれ

ども、しっかり補正をしていただきたいということを申し上げて次に行かせていただきます。 

 続きまして、議案第４４号の令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）についてです。 

 債務負担行為補正の高圧蒸気滅菌器更新事業についてということで通告させていただいておりま

す。これは、その名前のとおり機器を滅菌するための機械やと思うんですけれども、これにつきま

して、これも当然必要な補正ということではあると思うんですけれど、このタイミングですね、な

ぜこのタイミングで出てきたのか、ある程度この機器の更新の必要性が最初から見込まれていたの

か、急に更新しなければならないような状況になってきたのか、どういう状況なのか、まず聞かせ

ていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田地域医療部長。 

○地域医療部長（豊田達也君登壇） 

 今回の債務負担行為補正の高圧蒸気滅菌器の更新でございますが、先ほど議員ご紹介いただいた

とおり、この機器といいますのが手術などに使います器具を高圧蒸気で滅菌するためのものでござ

いまして、現行もございます。現行の機器につきましては開院の平成２年当時から使用しておりま

して、約３３年ほど経過しておりますことから、なるべく早期の更新が必要であるということは認

識しておったところでございます。 

 しかしながら、本年度、この令和５年度につきましては、病院総合情報システムの更新によりま

して高額な費用がかかることから、次年度、令和６年度以降で更新していこうということを予定し

ておりました。そのような中で、令和４年度末の性能検査の結果から、令和６年度早々には機器の

更新をする必要があると考え、約６か月が見込まれる納期を踏まえた購入手続を進めていくために、

今回、債務負担行為の補正をお願いするものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 開院当初から使っていた機器ということで、非常に大事に使ってもろうておったんやなというの

は分かりますし、本当に使えるまで使うというような、その姿勢は非常に大事なことだなあと私は

思いますし、私もそういうふうな姿勢は好きなんですけれども、ただ、やっぱり病院ということで

命に関わる部分というのがありまして、実際は当然駄目になった場合でも滅菌処理ですから煮沸す

れば何とかなるとかいうのもあるかもしれませんけど、やはり実際患者さんの身になってみれば、

それで大丈夫なのかなというのは非常に不安に感じたりする部分もあったりして、やはり非常に大
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事に使ってもらうというのは大事なんですけれども、やはりその更新のタイミングというのは、や

はりある程度見切りというか、それはしなければならない部分があると思います。そういう意味で、

やはりこれは当初にでもやっぱり計上してもらってもよかったんじゃないのかなとは思うんですけ

どね。 

 やはりそういう意味で、今後というかこれに限らず、ほかの機器にしても、非常に大事に使って

いただくというのは大事なんですけれども、やはりこのタイミングという、少々早いかもしれんけ

れども、ただやはり安全にというふうな部分で考えたときに、大事にしてもらいつつも、やはりそ

のタイミングというのは、あくまでもやはり言い方は悪いですけど、お金をもらってという部分な

ので、やはりこういうものはそれなりに時代に応じたものとか性能に応じたものとかをどんどん更

新していく必要というのがあるんで、やはりその点の認識だけは持っていただきたいと思います。

ということを申し上げて、次の項目に行かせていただきます。 

 議案第４５号の令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定ということで、亀山駅周辺整備事

業の総括についてというふうなことでお聞かせ願いたいと思います。 

 今回、精算も出てきたということで、今回のこの決算をもって多分この周辺整備事業の第２ブロ

ックのことは終了ということやと思うんですけど、まずこの周辺整備事業の総括ですね、市として

どういうふうに取りまとめてみえるのか、その点を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀渕理事。 

○理事（亀渕輝男君登壇） 

 亀山駅周辺の再生につきましては、平成１８年度の亀山駅周辺まちづくり研究会を設立以降、地

域が一体となり、様々な検討やにぎわいに向けた取組が行われてきたものであります。 

 また、平成２６年度、市において策定いたしました亀山駅周辺市街地総合再生基本計画では、地

区整備の基本的な考え方として、安心して住み続けられる住環境の確保や、にぎわいにつながる商

業機能と交流機能の整備、さらには交通機能の拡充とターミナル機能の再生などを整理し、これら

を実現するための事業として、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業、街路整備事業、駐輪場

整備事業などの計画を示したところでございます。 

 このような中、計画を具現化するため、平成２８年度より亀山駅周辺整備事業を主要事業に位置

づけ、２ブロック地区における市街地再開発事業や４ブロック地区における優良建築物等整備事業

への支援に加え、市においても１・３・４ブロック地区における市道の拡幅や亀山駅東及び西駐輪

場の整備などの取組を進めてきたところであります。 

 特に、２ブロック地区における市街地再開発事業では、権利者により設立された市街地再開発組

合において、亀山駅周辺地区の核であり、にぎわいの中心となる施設として、公益施設、商業施設、

住宅で構成される施設建築物に加え、亀山駅周辺の利便性の向上に向けた駅前広場や都市計画道路

の整備が行われ、昨年１０月に工事が完成したものであります。 

 本事業で整備された施設建築物には５６戸の住宅が設置され、そのうち５０戸に新たな居住者が

入居されたことで、亀山駅周辺地区における居住人口の増加に寄与したところであります。 

 また、公益施設として設置されました新図書館は、本年の１月開館以降、若年層やファミリー層

を中心に多くの方々にご利用していただき、開館１６０日目には入館者が１５万人を超えるなど、
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亀山駅周辺地区におけるにぎわいづくりの創出に大きく寄与しているところであります。 

 一方、施設建築物に配置されました商業施設につきましては、所有者は既に決定しておりますが、

現時点でテナントの入居がなされていない状況であります。しかし、新図書館の入館者や駅利用者

を中心に多くの方が亀山駅周辺に来訪されていることから、権利者、地域、市が一体となった本事

業の実施は、市の玄関口である亀山駅周辺の再生につながったものであると考えております。 

 なお、さらなるにぎわいの創出や持続可能なまちづくりのためには、にぎわいにつながるテナン

トの入居のみならず、今回の事業効果を周辺地域に波及させることが必要であると考えております。

市街地再開発事業の完了後、３ブロック地区においてクレープ店の新規オープンや、既存店舗で飲

食の拡充などの民間ベースでの効果が一部出てきている状況でありますことから、これらの市場動

向に注視しつつ、今後も亀山駅周辺再生に向けた支援、取組を継続して行ってまいりたいと考えて

おります。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 いろいろと総括を言っていただいたと思います。 

 これにつきましては、いろいろと整備ができたと、実際そうやと思いますし、居住人口の増加、

図書館の利用者によって結構訪れる方が増えたということではあります。それにつきまして、要は

再三言われていたのが、にぎわいづくりということでした。そのにぎわいづくりとして、そのにぎ

わいが創出できたのかなというのが一つ、一番私としてはポイントなんだろうなと思いまして、私

のこれは私見ではありますけれども、にぎわいとは言うんですけれども、むしろあの駅前の印象と

しては、結構閑静な落ち着いたまちになってしまっているんじゃないのかなという、ええか悪いと

は別にしましてね。 

 結構にぎわいというのは、どっちかといったら雑然としたような雰囲気、それがあるので、当然

先ほど課題も言われました、テナントがまだ入っていないと。あとは何だ、そのあと第１ブロック、

第３ブロックとか、その周辺ですね、さらに周辺。その辺によっても変わってくるのかなという部

分で、ただ私は今の駅前自体は、あれはあれで閑静なんて言いましたけれども、あれでいい部分は

あるのかなというふうな思いを持っておるんですね。ただ、そのにぎわいという部分で、市として

あれで満足ができるような状態なのか。課題はありますよ、課題はあるけれども、ただ、現時点で

あれば合格点が出せる状況なのか、その点の認識、それを検証としてどう考えてみえたのか、その

点を確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀渕理事。 

○理事（亀渕輝男君登壇） 

 亀山駅周辺市街地総合再生基本計画では、１から４ブロック地区を一体的に捉え、まちづくりを

進める考え方としていますことから、今後も土地利用方針に基づいた取組を進めることが必要であ

るというふうに考えております。 

 ２ブロック地区における市街地再開発事業の完成は亀山駅周辺地区における大きな転換点である

と考えておりますので、これらの整備効果が１・３・４ブロックにつながるよう、亀山駅周辺まち
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づくり協議会と連携した取組をより一層進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 すみません、今後のあれはいいんです。要は、これでまずはいいと思ってみえるんか。当然次に

つなげていく部分ですね。そういうことを聞きたかったんですけれども、どっちにしても課題とし

ては周辺への展開ということやとは思います。当然テナントの入居とかもあり、それはもうそうや

ってやっていただくしかないとは思うんですけれども、ただ方向性としては間違っていないと思い

ます、それ自体はね。 

 ただ同時に、ちょっと懸念というか前々からの案件としてあったのが、ちょっと２番に移るんで

すけれども、第８款の土木費の第４項都市計画費、第１目都市計画総務費、一般事業についてとい

うことで通告させていただいておるんですけれども、要は昨年９月末に９月議会で出てきた銅像の

寄附による急遽行われた補正ですね。台座の補正ですけれども、この銅像を造るに当たっては、当

然いろんな考え方があると思います。賛否もあると思います。ただ、この当時の話としては、やは

りこの駅前づくりとどういうふうに整合を図られていくんかというのは、これが一番ポイントやと

私は思っておったんですけど、その点が組合ともちゃんと話ができていないみたいな話でしたもん

で、ちょっとその辺の検証を改めて今ちょっとさせていただきたいんですけれども。 

 まず、この台座作成ですね、これは当時８００万ですよね、補正が。それで実際はどれぐらいの

費用がかかったのか、そして、同時に指名競争入札とかいうことでしたけれども、実際そのように

指名競争入札が行われたのか、その点についてまず確認させていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀渕理事。 

○理事（亀渕輝男君登壇） 

 まず台座の設置の整備費でございますが、銅像の台座の整備に係る費用につきましては、銅像台

座の製作・設置が６８０万４,６００円、銅像台座、基礎に係る工事費が１０９万２,３００円でご

ざいまして、合計７８９万６,９００円というふうになっております。 

 また、２問目でございます銅像の発注形態でございますけれども、これにつきましては、銅像の

台座の整備については銅像台座を設置するものと台座を設置するための基礎を施工する工事に分け

て発注しております。 

 この発注方法につきましては、銅像台座の製作・設置につきましては石材店に、台座の基礎工事

は土木業者に発注を行っておりまして、双方とも指名競争入札により実施し、落札者と契約を行っ

たものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 その辺の細かい話については、また予算決算委員会でできるんやったらやらせてもらおうとは思

うんですけれども、それとは別に、もう一つこのポイントとして、やはり駅前との整合性という意

味で、やはり中村晋也さん自体がその銅像を造られるに当たって、やはり駅前をいろいろ考えられ
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て造られたであろうと、それは思うんですけれども、中村晋也さん自身がこの台座も含めて、この

台座自身に納得されているのかどうかというのは、その辺をちょっと聞かせていただいたんですけ

れども、そのときの答弁としては、台座、どこの銅像でも台座があって、それと同様のものを計画

しているんやということで、肝腎の中村先生が、その駅前にこの台座に乗せる、それがそぐうんか

どうかという、その辺がどうなっているんか、それはまだ未確認のような状況やったんですね。 

 要は、この台座、中村晋也さんとして納得されたものなのか、駅前に設置するものとして、銅像

も含めて、銅像との一体感という意味で、これは中村さんが納得されたものになっているのかどう

か、その点は確認されているんでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀渕理事。 

○理事（亀渕輝男君登壇） 

 銅像台座の整備に当たりましては、台座の形状や規模について、銅像寄贈者である銅像建立実行

委員会を通じて銅像制作者でございます中村晋也様と協議を行い、決定をしたものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 中村さんと協議をした、それで納得されているということで、当然、それは確認させていただき

ました。 

 その上で、ちょっと当時の予算決算委員会でまだ確認できなかったことが１個あったんですけれ

ども、この管理ですね、管理、当時副市長から答弁いただいたと思うんですけれども、これは行政

財産なのか普通財産なのか、どうすんのやという話で、恐らく行政財産になっていくであろうとい

うふうなことを副市長は言われていたんですけれども、これは最終的に行政財産なのか普通財産な

のか、どうなったんでしょうか、その点を確認させていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀渕理事。 

○理事（亀渕輝男君登壇） 

 銅像の台座の管理等でございますが、銅像の台座につきましては道路構造物ではないことから、

道路法に基づく占用物件として許可を受け、設置しているものでございます。管理は、建設部都市

整備課において実施しているところでございます。 

 なお、ご寄附いただきました銅像本体につきましては、寄附された銅像を受納いたしました市民

文化部文化課におきまして、銅像台座同様に道路法に基づく占用許可を受けるとともに、文化課に

おいて管理を行っているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 そういうふうな管理が別になると、管理する上で今後、劣化したときとかちょっと故障したとき

とか、そういうときのこととかもあるもんで、その点はちょっと確認させていただいておったんで

すけれども、やはりそういったことで、やっぱり今後どういうふうに維持していくんかというのも
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大事な部分があるんで、その点はしっかりと考えていっていただきたいと思います。 

 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 １５番 伊藤彦太郎議員の質疑は終わりました。 

 次に、３番 深水隆司議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 新和会の深水でございます。 

 通告に従い、議案質疑をさせていただきます。 

 私のほうからは、議案第４０号亀山市営住宅条例の一部改正について、議案第４１号亀山市火災

予防条例の一部改正について、議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、令和４年度主要事業評価シートについてのこの４点について、お伺いしていきたいと思います。 

 まず初めに、議案第４０号亀山市営住宅条例の一部改正についてでございます。 

 この条例の一部改正は、亀山市公営住宅等長寿命化計画におきまして、耐用年数が経過し、老朽

化が著しいことから用途廃止すると判定を行った市営住宅について、入居者の退去を完了したこと

から住宅の用途を廃止するとの説明がございました。 

 そこで、まず初めに、用途廃止する住宅の現状についてお伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 ３番 深水隆司議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 松田建設部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 用途廃止を行う市営住宅の現状についてですが、亀田（尾崎）住宅につきましては昭和３８年に

建設され、建設時から５９年が経過いたしました。現在の住宅戸数は１棟４戸であります。また、

和田住宅につきましては昭和３９年から４１年に建設され、建設時から５６年が経過いたしました。

現在の住宅戸数は１６棟６２戸であります。なお、両住宅とも耐用年数の３０年を大きく経過して

おります。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 今ご説明いただきました住宅については、以前から入居者の方は退去されており、ずうっと前か

ら空き家になっていたかなと思っております。そういうことから、もっと早い時期に用途廃止をす

るべきではなかったのか。また、そうすることで跡地利用についてももっと早い段階から検討でき

るのではなかったのかと思います。 

 なぜ今、この時期に用途廃止することとなったのか、その理由についてお尋ねします。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 亀山市公営住宅等長寿命化計画において、建物としての耐用年数及び劣化状態などにより用途廃

止等の判定をしております。当計画により用途廃止の判定後、亀田住宅は令和２年４月より各戸訪
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問を行い、また、和田住宅につきましては平成３０年５月から住み替えに伴う説明会を順次行って

きた結果、全ての入居者が令和５年５月に退去が完了したことにより、今９月議会に用途廃止に伴

う条例改正を提案させていただくこととなりました。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 なるほど、全て退去に至っていなかったと、ここ最近の退去ということで確認をさせていただき

ました。 

 それで、先ほどの説明におきましては、和田住宅には建物がまだ６２戸建っているとのことでご

ざいますが、この空き家となった建物を今後どうするのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 亀田（尾崎）住宅、和田住宅ともに、用途廃止後につきましては順次計画的に解体を予定してお

ります。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 それでは、用途廃止後の管理についてでございますが、一般的に目的のある行政財産を用途廃止

したら普通財産になろうかと思いますが、今後、この敷地・建物については、どの部署が管理され

ていくんでしょうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 解体の時期からも含めて説明をさせていただきたいと思いますが、今年度の予算により亀田（尾

崎）住宅、和田住宅ともに４戸の解体を予定しております。亀田（尾崎）住宅につきましては本年

度で全ての解体が終了しますが、和田住宅につきましては全部で１６棟５２戸あるため、亀山市公

営住宅等の長寿命化計画により順次計画的に解体を行っていきたいと考えます。 

 また、解体期間の維持管理につきましては市で管理していくことになりますが、防犯灯について

は、和田住宅の一部の自治会が解散したことにより一時的に市で管理しているところでございます。

住宅の解体に伴い死角がなくなった際には、防犯灯につきましても順次撤去を進めていきたいと考

えておりますが、自治会などと協議を行って時期等は決定していきたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 要は用途廃止をしました、それで、私はこの後の管理がどうなっていくのかというのをちょっと

心配しておるわけです。ですから、今回その用途廃止をして誰も住んでいない状態が続いておりま
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す。そうやで、普通、用途廃止をしたら、普通財産は財務課のほうになるのか、それとも、まだま

だ行政財産として建設部のほうが管理していくのか、そこら辺をちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 まず亀田住宅については４戸ありますけれども、これは全て解体をしますので、その後は普通財

産へ変更することになって財務課のほうで管理になりますし、和田住宅については６２戸ありまし

て、先ほど順次解体をしていくということを言わせていただきましたけれども、解体するまでは建

設部の管理で、その後は同じように普通財産ということになれば財務課のほうでということになる

かと思います。まだそこは解体が終わっていませんので、それまでは建設部ということになろうか

と思います。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 特に和田住宅は６２戸の建物が建っておりますので、計画的に順次解体をされるというふうなこ

とのご答弁でしたけれども、具体的にいつ頃解体するかは今現在計画はあるのかということと、そ

れからあと、解体するまでの間の特に防犯対策についてはどのように考えているか、お尋ねしたい

と思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 和田住宅は、先ほど答弁させていただきましたが１６棟５２戸あるということで、かなり数も多

いということですので、これは亀山市公営住宅等長寿命化計画により順次解体を進めていきたいと

いうふうに考えております。 

 また、防犯灯につきましてですけれども、これも先ほどちょっと答弁を先にさせていただいてし

まいましたが、和田住宅の一部の自治会が解散したことにより、現在一時的に市で管理していると

ころでございます。住宅の解体に伴い資格がなくなった際には、防犯灯につきましても順次撤去を

進めていきたいと考えておりますが、地元自治会などと協議を行い、時期を決定してまいりたいと

考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 ありがとうございます。 

 やはり空き家になると、もう誰か知らないんですけれども、不法侵入とか、いろんなそういう悪

さをするという可能性がなきにしもあらずですので、そこら辺の管理はしっかりとしていただきた

いと思います。 

 それと、あと自治会が管理している防犯灯、あるいは、またごみの集積所もちょうど真ん中に立

っているかと思うんですが、そこら辺のいわゆる今後の取扱いについても周辺の自治会との協議を
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よろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、この項の最後ですが、用途廃止の判定を行った住宅で、先ほどご答弁いただいた以外の

市営住宅の取壊しの計画はどのようになっているか、お伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 今計画している以外の廃止ということですが、今後用途廃止する住宅につきましては、平成２５

年５月の亀山市公営住宅等長寿命化計画におきまして、耐用年数を経過し、老朽化が著しいことか

ら用途廃止と判定した城山住宅、住山住宅Ａ及びＢを考えております。 

 あと１点、先ほど私、和田住宅のほうで解体を、１６棟６２を誤って、もしかして５２と言った

かもしれません。申し訳ありません、６２が正解です。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員、議案質疑の範囲を少し超えておりますので、ご注意願います。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 すみません、失礼しました。 

 やっぱり心配するのは今の空き家の状態が長く続くということが心配ですので、そういった空き

家のまま長期間放置していくと住宅内の不法侵入とか火災等の心配がございますので、しっかり管

理をお願いしたいと思います。 

 次に、議案第４１号、火災予防条例の一部改正についてお尋ねしていきたいと思います。 

 今回の火災予防条例の一部改正の背景と趣旨についてお伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田消防部長。 

○消防部長（豊田達也君登壇） 

 今回の条例改正は、国の基準が見直され、それで条例の一部改正になったものでございまして、

その理由といたしましては、これまでの蓄電池設備は主に業務用の非常用電源などとして設置され

てきましたが、近年は脱炭素社会の主力電源として期待されている太陽光や風力で発電された電気

を蓄える設備として需要が高まっております。 

 このような状況下において、リチウムイオン蓄電池やニッケル水素蓄電池など蓄電池設備の種類

の多様化や大容量化が進んでおりますが、現行の消防法令は鉛蓄電池を想定した規定となっており、

近年の蓄電池設備をめぐる環境の変化に十分対応できていない状況であったことから、蓄電池設備

の基準の改正を行うものでございます。 

 また、併せまして、近年、飲食店等において需要が高まっている固体燃料である木炭を用いた厨

房設備である炭火焼き器の離隔距離についても規定の見直しを行うものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 今回の一部改正については、蓄電池設備の関係ということで理解させていただきました。 

 それで、今回の改正によりまして、具体的に市民の方々や事業所にどのような影響があるのか、
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お尋ねしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田部長。 

○消防部長（豊田達也君登壇） 

 蓄電池設備等の基準改正による市民等への影響につきましては、日本産業規格等に適合するもの

は、蓄電池設備の対象範囲や離隔距離を緩和したり、２０キロワット時以下の蓄電池設備を届出対

象から除いたりするなど、大部分が規制緩和を行う内容となっております。 

 また、固体燃料を用いた厨房設備である炭火焼き器の離隔距離を新たに定めることにつきまして

も、これまでの離隔距離を短縮するものでありますことから、いずれの設備も市民や事業所に対し

て利点となるものと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 今回の改正で蓄電設備の基準の単位が、これまでアンペアアワー・セルとしていたものを、今回

の改正でキロワット時に変更されております。この理由についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田部長。 

○消防部長（豊田達也君登壇） 

 単位がアンペアアワー・セルからキロワット時に変更となった理由といたしましては、現行法令

の蓄電池設備の基準単位であるアンペアアワー・セルは鉛蓄電池を想定したものであるため、それ

より高電圧の蓄電池の安全性については十分加味されておりませんでした。 

 近年、リチウムイオン蓄電池の普及が進んだことによりまして、高電圧のリスクも反映すべく、

国際規格の審議等において電気エネルギーシステムの安全性の指針として用いられるキロワット時

に基準単位を変更するものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 ありがとうございました。 

 最後に、屋外に設ける蓄電設備につきましては、原則として建築物から３メートル以上の距離を

保つ位置に設ける必要とありますが、当該位置の基準の対象とならないものに消防庁長官が定める

基準に定めるものを追加するとあります。その消防庁長官が定める基準の内容について、お尋ねし

たいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田部長。 

○消防部長（豊田達也君登壇） 

 屋外に設ける蓄電池設備の離隔距離の対象とならない消防庁長官が定める基準といたしましては、

日本産業規格のリチウムイオン蓄電池の規格、ニッケル水素蓄電池の規格、またはこれらと同等以

上の出火防止措置が講じられたもので、かつ外部延焼防止措置の規格、またはこれと同等以上の延



－１２０－ 

焼防止措置が講じられたものということになります。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 ありがとうございます。 

 いずれにしましても、この制度改正によって影響のある市民の方々、事業者の方々に対して十分

な周知をよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます。 

 それで、通告には歳入の増額要因についてということで通告させていただいておるんですが、こ

れまでの各議員の質疑の中で明らかにされてきましたので、私のほうからは今回、特に市税収入の

うち個人市民税は４,３０４万円、法人市民税は６,３４６万円増加しております。市民税の歳入確

保においては、今日の小坂議員の質疑の中のご答弁で、企業誘致とか移住・定住促進などが大切で

あるというふうな歳入の取組についての内容が大切だというご答弁でしたけれども、令和４年度に

おける具体的な歳入確保の取組についてお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 全体的な歳入の確保につきましては、先ほどおっしゃいました企業誘致と、これは固定資産税と

か市民税の増収につながりますので継続しておりますが、それとは別に、やはり税収をしっかり確

保するということが極めて大事かなというふうに考えます。 

 そのためには、収納率の向上と滞納額の削減ということ、この２点が重要であるかなというふう

に考えますが、まずこの滞納の解消対策としましては、未納者に対して納付催告を行うとともに、

分納誓約を行った場合は、その後、不履行時には即座に催告するよう納付管理に努めております。

その結果、令和４年度は１,４７９件の納付催告等を行い、５,３８７万円の納付がございました。 

 そのような中で、不履行が続くなどの案件につきましては、早期に財産調査を行い、預貯金、不

動産または生命保険の差押えなど滞納処分を２７５件実施いたし、これらの処分により４,０７４

万円を徴収いたしました。また、高額または困難案件につきましては三重地方税管理回収機構へ移

管し、９,２３７万円を徴収いたしております。 

 それと、早期に財産調査を行い、差押えなどの滞納処分を実施するため、金融機関への預貯金調

査について、以前は郵送で実施しておりましたが、令和４年度からＬＧＷＡＮ回線を利用して電子

化することで調査・回答期間の短縮が可能となり、業務の効率化につながっております。 

 なお徴収率、これは徴収の指標となります現年分の収納率ですが、令和３年度は９９.２３％で

令和４年度の現年分の収納率は９９.３１、前年比０.０８ポイントの上昇となり、県下では１４市

中３番目となっております。収納の努力をした結果かなと思っております。 

 それと、一方で納税環境を整えることも重要かなと思いますが、多様な納税環境の提供に向けま

して、令和２年度からはスマートフォンアプリ収納も開始し、その後、アプリ数も増やし、どこで

も手軽に納税できる利便性から、そのアプリ収納での収納額は年々増加をしております。 

 加えまして、令和３年度にはクレジット収納のネットバンキングへの拡大と更新により、納税に
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係る利便性を高め、納税環境を整えております。 

 また、継続しまして個人住民税の収納率向上と納税者負担の軽減のため、継続して市民税を給与

天引きいたします特別徴収、その加入促進にも努めているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 今回、令和４年度においては市税の収入が増加したということでございますが、今後この傾向が

続くと考えているのかどうか、どのような認識でおられるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 令和４年度は、市税全体で１億５,０４９万、１.５％令和３年度と比較しますと増えております

が、景気の動向は先行きが不透明で、本市において税収の推移に大きく影響を与える個人市民税、

法人市民税及び固定資産の約４割を占めます償却資産につきましては特に景気の影響を大きく受け

ることから、景気次第によっては税収が大きく変動する場合もあると見込んでおりますが、コロナ

禍からの回復の兆しや亀山・関テクノヒルズ等への新たな企業の進出等、税収面におきましては明

るい兆しも見通しがございますことから、微増で推移していくのではないかと考えておるところで

ございます。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 歳入の確保に向けては様々な取組が必要かと思いますが、今後も引き続きご尽力いただきますよ

うお願いしたいと思います。 

 続きまして、最後に、令和４年度主要事業評価シートのうちで、地域の学び推進事業についてお

尋ねしたいと思います。 

 この事業の成果指標におきましては、生涯学習講座受講者数として、令和４年度の計画値１万人、

実績値２,２６３人となっています。計画値に対して実績値が４分の１以下になっておりますが、

この要因についてお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 地域の学び推進事業につきましては、かめやま人キャンパスと公民館事業を基軸に様々な学びを

提供し、地域の課題解決に取り組む人材育成を行うとともに、学びによる生きがいの創出を図り、

市内の学びに関する情報の一元的な発信を進めているところでございます。 

 ご指摘の計画値に対して実績値が約４分の１になっている要因につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受け、感染者数の増加により受講者が減少したこと、また講座の実施回数自体

の減少や受講者数を制限するなどの対応を図ったことが要因となっておるところでございます。 

○議長（森 美和子君） 
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 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 それで、この主要事業評価シートの事業の実施により得られた成果として、各養成講座修了者７

名をかめやま人として認定するなど、学びを通した生きがいづくりと地域課題の解決に取り組む人

材の育成・確保につなげることができたとしてＡ評価となっております。 

 先ほど言いました成果指標には、生涯学習講座受講者数として、令和４年度計画値１万人、実績

値２,２６３人と成果指標としてはなっておりますが、この評価の内容と指標と少しちょっと乖離

が見られるんですが、ご見解をお願いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 主要事業の評価シートにおける評価につきましては、実績値などによる評価だけではなく、かめ

やま人認定者に対してのフォローアップも行っており、効果的に事業進捗を図ったことなど、総合

的な判断により評価をＡ評価とさせていただいたものでございます。 

 今回、主要事業の評価シートにおける指標につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に

より計画値には及ばない実績値となったものではございます。この指標と評価が合致していないと

いうこの点につきましては、亀山市の行政評価外部評価委員会等におきましても、受講者数が指標

の目標値には達していなかったけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものと考える

ためＡ評価も妥当であるという評価をいただいているところでございます。 

 ただ、外部評価委員会等では、講座内容の工夫を行うなど目標値の達成に向けて努力されたいと

いうご意見もいただいておりますことから、今後におきましても、より一層講座の充実を図ってい

きますとともに、ＩＣＴ等を活用した誰もが参加できる学びの環境の整備を図っていく必要がある

と考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 今回の評価の内容だけでは、これで果たしてＡ評価と言えるのかというふうなところがなかなか

読み取りにくいというふうなところでございますので、またそこら辺は工夫していただいて、その

評価の内容と評価点ですね、それが合致するように読み取ることができるような表記の仕方をお願

いしたいと思います。 

 最後に、かめやま人の今回出てきております各養成講座修了者７名のかめやま人ですが、このか

めやま人の役割はどのようなものか、お伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 かめやま人につきましては、３年間を１期として１年目を入門編、２年目を基礎編、３年目を応

用編とした、かめやま人キャンパス養成講座を履修した受講者をかめやま人として認定させていた

だいているものであります。 
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 令和元年度からスタートいたしました第１期かめやま人キャンパスでは、令和３年度にまちの起

業人の１０名、令和４年度に森と水の守り人、まちの暮らし人、まちの歴史人の７名、合計１７名

の方々をかめやま人として認定しております。 

 かめやま人の役割といたしましては、学びの担い手として社会教育委員などの行政委員に委嘱さ

せていただいておりますほか、かめやま人キャンパスや公民館事業などの講師として活躍していた

だいておりますとともに、地域課題の解決に中間支援的に取り組む人材の育成につなげていけるよ

う、今後におきましてもかめやま人認定者のフォローアップを継続してまいりたいと考えているも

のでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 一般に、地域づくりは人づくりとよく言われます。様々な場面での人材育成が今後ますます必要

になってくると思いますので、今後ともよろしくお願いします。 

 以上、質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 ３番 深水隆司議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時５８分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時０７分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、４番 草川卓也議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 会派結の草川でございます。 

 通告に従いまして議案質疑をいたします。よろしくお願いいたします。 

 まず、市営住宅条例の一部改正についてでございます。先ほども深水議員のほうから質疑がござ

いました。一部重なるところもあるかもしれませんけれども、伺っていきたいと思います。 

 まず、改正内容について簡単に概要を確認した上で質疑を進めていきたいと思いますので、今回

のこの改正内容についてお願いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 ４番 草川卓也議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 松田建設部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 今回の改正内容につきましては、亀山市公営住宅等長寿命化計画において、耐用年数を経過し、

老朽化が著しいことから用途廃止とする判定を行った昭和３８年度建設の亀田（尾崎）住宅４戸と

昭和３９年度から昭和４１年度建設の和田住宅６２戸について、入居者の退去または住み替えが完

了したことから、用途を廃止するため所要の改正を行うものでございます。 
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○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 これも先ほどの確認ですけれども、老朽化が著しい亀田住宅、和田住宅に関して用途廃止を行っ

ていくということであります。 

 それで、今後についてなんですけれども、まず用途廃止によって周辺の地域にどういった影響を

与えるのかというところを洗っていきたいんですけれども、まず、この建物の解体なんですけれど

も、先ほどもちょっと話がありましたけれども、どのように行われていくのかということと、アス

ベストなど、そういった周辺の環境への配慮というのはどのように行われていくのかというところ

を確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 建物解体ですけれども、解体につきましては、今年度の亀田（尾崎）住宅の１棟４戸と和田住宅

の１棟４戸を解体する予定でございます。 

 また、亀田（尾崎）住宅につきましては全ての解体が完了いたしますが、和田住宅につきまして

は全部で１６棟６２戸あることから、亀山市営住宅等長寿命化計画により順次計画的に解体を行っ

ていきたいと考えております。 

 なお、解体時に懸念されますアスベストの対策についてですけれども、当市営住宅につきまして

も一部混入されていることが確認されておりますが、それらは全て非飛散性のもので、重機を使わ

ずに人力による取壊しを行うことでアスベストの飛散防止を図れるものと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 非飛散性ということで、人力で解体をしていくことも含めて周辺の配慮をしっかりとやっていく

ということが答弁いただきました。周辺住民の方にとっても気になるところでもあると思いますし、

こういった解体工事の情報というのは適宜周辺の住民の方々へもしっかり周知していくことが円滑

に進めていくことには大切なことやと思いますので、そういったところはぜひご留意いただければ

と思います。 

 また、先ほど深水議員とのやり取りの中で防犯灯の話もありました。和田住宅の話に関してお話

がありました。現状、市のほうで管理しておりますけれども、今後解体が進んでいくに当たって自

治会とも相談しながら対応を決めていくということだったと思いますけれども、亀田住宅にも防犯

灯はあったと思うんですけど、そこの今後、管理なども含めて、そこに関してはどのようなお考え

であるか確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 亀田住宅についても和田住宅と同じように、地域の方に意見を聞きながら、必要であれば残すと
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いうことになるかと思いますし、要らないということでは撤去をしていく方向で考えていきたいな

というふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 亀田住宅と和田住宅、ちょっとその市営住宅の敷地がある場所の特性は少し異なるかと思います

ので、亀田住宅なんかはすぐ近くに一般の住宅もあると思います。そういった中で、その防犯灯が、

その周辺の防犯にも一部、現状必要とされる可能性もあるんじゃないかなと思いますので、周辺住

民の方々としっかりと協議した上で影響を最小限にしていただければと思います。 

 引き続きまして、用途廃止に伴って減少した市営住宅の戸数、これをどのように補っていくのか、

つまり用途廃止する市営住宅に住んでいた住民の方々の住宅の確保はもう既に済んでいるかと思い

ますけれども、今回の用途廃止が市の市営住宅の供給目標に与える影響、これについて確認したい

と思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 亀田（尾崎）住宅及び和田住宅につきましては、平成２５年度作成の亀山市公営住宅等長寿命化

計画により用途廃止と判定していることから、当住宅のお住まいの方に対し市営住宅への住み替え

をご案内し、令和５年５月までに全ての入居者の方の住み替えが完了しております。 

 現在、市営住宅の管理戸数は当住宅も合わせて４４５戸でございますが、亀山市住生活基本計画

では令和１０年の計画戸数を２６８戸としていることから、亀田（尾崎）住宅及び和田住宅の両住

宅戸数分は計画戸数に含まれておりません。 

 さらに、現在入居募集を停止していることから、用途廃止による影響はないものと考えておりま

す。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 全ての入居者の方の住み替えは完了しているということと、今後の計画戸数は令和１０年度段階

で２６８戸であるということ、現状は４４５であるのに対して令和１０年度で２６８という計画で

あるということで、それは今回の用途廃止分は含まれないということだったと思いますけれども、

戸数だけ見るとかなり大きな減少にも思えるんですけれども、今回の用途廃止分を直接補わなくて

もその戸数で問題ないというその根拠というのはどのような根拠なのかというところも、ちょっと

一応確認させていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 ２６８戸とした根拠ですけれども、市が現在直接管理する主要構造が鉄筋コンクリート造りの市

営住宅で、耐用年数が十分にあるという住宅戸数が１１４戸でございます。 
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 また、亀山市住生活基本計画の作成時である令和元年度の借上型市営住宅の入居可能戸数が７４

戸ございました。 

 さらに、令和元年から令和１０年までの１０年間ですけれども、近年の市営住宅の空きに伴う入

居応募数を考慮して３０戸と用途廃止対象となっている市営住宅居住者の住み替え用として確保す

るのは５０戸と、合わせて８０戸あることから、全て１１４戸、７４戸、８０戸、これらを足すと

２６８戸となります。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員に申し上げます。議案質疑の範囲を少し超えておりますので、ご注意願います。 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 そこの是非に関しては、今後の議論、別の場でしていきたいと思っております。 

 では、引き続きまして、用途廃止後の市営住宅跡地の土地利用に関してでありますけれども、ど

のように検討されているのかを確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員に申し上げます。その件は、この条例とは違うと思いますので、範囲を超えております

ので、そこはまた今後聞いていただきたいと思います。 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 はい、分かりました。それに関しても、またの機会に確認させていただきたいと思います。 

 今後も住居確保に配慮を要する方々に安定した住居確保、これをお願いするとともに、ちょっと

今回は議論できなかったですけれども、跡地利用に関して周辺住民の方々の住環境にも影響を与え

ることですので、丁寧に、かつ有効活用をぜひ進めていただきたいなと思っております。 

 それでは引き続きまして、一般会計補正予算（第３号）、小・中学校の施設管理費増額補正の内

容について確認していきたいと思います。 

 まず、これに関しても先ほど質疑ありましたけれども、内容に関しては分かりましたので、今回

この緊急修繕が必要な箇所がこれだけ増加している、その具体的な理由、どういった原因があるの

かというところを確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 先ほどもご答弁申し上げましたように、緊急的な対応を要する修繕、これは想定以上に多く発生

し、既決予算で対応させていただいたことから、今後必要な不足分の修繕料を計上させていただい

たところでございます。 

 この緊急対応を行った案件につきましては、設備機器の故障や埋設管からの漏水等、日常的な保

守や更新が困難な箇所から多く発生しております。このようなことから、経年的な劣化というもの

が大きな要因であろうと判断をしているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 
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○４番（草川卓也君登壇） 

 施設の老朽化とか、そういったところが主に原因としてあるということを確認させていただきま

した。 

 先ほどの伊藤議員の質疑にもあったかと思いますけど、空調機の修繕というものが今回もあった

かと思います。今回の補正予算含めて、その空調機の修繕というのが比較的多いというのは、これ

は一つ問題と思っておりまして、直近３年間、今年も含めた空調機の修繕がどれだけあったのかと

いうところを確認させていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 空調施設の修繕につきましては、軽微なものを除きまして、令和３年度には関小学校や昼生小学

校、亀山中学校など５件、令和４年度には井田川小学校、亀山西小学校、亀山中学校など１７件、

本年度では、現時点で亀山西小学校、神辺小学校、井田川小学校など６件の修繕を行っているとこ

ろでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 今回も緊急修繕ということですけれども、これだけ毎年たくさん修繕箇所が出てきている状況で

すので、緊急修繕だけじゃなくて今回の補正予算も含めてですけど、抜本的にこういったエアコン

の修繕が毎年出てこなくてもいいように抜本的な改修という、そういった予算の確保の仕方という

ものが必要じゃないかというふうにも考えられますけれども、そのような考えで予算計上するとい

うことは考えなかったのか確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 今回、増額補正を提案させていただきましたが、このような対応を含め緊急的な対応については、

おおむね遅延せずに実施できている状況と判断はしております。予見できないものではございます

けれども、現段階におきましては一定必要な予算は確保できていると考えているところでございま

す。 

 しかしながら、本来施設管理におきましては、定期的な設備や部材等の更新といった予防保全を

実施することが望ましいと考えているものでございます。このことから、今年度策定予定の学校施

設等長寿命化計画により現在の学校施設の老朽化状態と、それからそれぞれの設備等の更新時期を

把握しつつ適切な措置を行うべく、適正な予算の確保に努めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 もう一点ですね、今回のこの緊急修繕が必要となったことによって、その修繕が必要な施設によ
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って、児童・生徒の学習環境であったりとか、安全面というところに影響が出なかったかどうかと

いうところを確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 先ほどご答弁させていただきましたとおり、緊急的な対応につきましては、おおむね遅延せずに

実施できていると判断しているところでございます。今年度におきましても緊急対応につきまして

は、基本的に既決の予算の中でそれぞれの状況を勘案しつつ執行をしているところでございます。 

 ただ、一時的な影響がないということまでは言い切れませんので、その影響を極力少なく短時間

とするために、それぞれの案件について迅速に対応し、早期の完了を目指しているところでござい

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 すぐには対応していただいていると思いますけれども、先ほど答弁ありましたみたいに、一時的

な影響というのはやっぱりどうしても避けられない部分というのはあると思いますので、特にエア

コンですね、この空調設備、これだけ暑い夏がありますと、やっぱり子供たちの教室での学習環境、

こういったところにも影響を与えると思いますので、迅速な緊急対応ももちろんですけれども、状

況に応じて抜本的な改修、こういったことも含めて今後の対応をぜひお願いをしていきたいと思い

ます。 

 引き続きまして、体育施設の施設管理費、東野公園体育館の雨漏り修繕の工事請負費について伺

います。 

 まず、これはなぜ増額補正が必要になったのかというところですけれども、雨漏り箇所や修繕面

積が増えたという説明もありましたけれども、これは台風など災害の影響によるものなのか、どう

いった経緯で増額補正が必要になったのか確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 小林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 ご質問の施設管理費の増額補正でございますが、これは台風被害による対応ではございませんで

して、当初予算において計上しておりました東野公園体育館の雨漏りを解消するための工事費等、

工事請負費などについて増額を行うものでございます。 

 東野公園体育館におきましては、３年ほど前から台風や短時間に多量の雨が降った場合に、アリ

ーナ西側の壁際と多目的トイレ前の廊下におきまして雨漏りが発生をし始めておりましたが、発生

頻度が徐々に増加をし、年間１０回程度の雨漏りが発生している状況でございます。そうしたこと

から、雨漏りの解消を図るため当初予算に工事請負費を計上し、実施に向けた準備を進めてまいり

ましたところ、当初の想定しておりました外壁の防水塗装改修に加え、防水割れが起きていると推

測をされる屋根の部分改修についても同時に施工する必要が生じましたことから、増額の補正予算

を計上させていただいたところでございます。 
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○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 ということは、今回のこの修繕によって、東野公園の雨漏りについては抜本的な改修というのが

期待できるということ、これは応急措置といえども、これで雨漏り問題に関しては解決できるとい

うような、そういった判断でよろしかったでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 この改修につきましては、より万全を期すべく壁の防水塗装に加えて屋根の部分改修も併せて行

うことといたしますので、現時点においては最善の対処を行うものと考えているところでございま

す。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 現時点での最善の対処ということで、単純に運動施設といいましても東野公園は指定避難所にも

なっておりますし、引き続き十分な施設管理に努めていただきたいと思います。 

 それでは最後の項目ですけれども、病院事業会計補正予算（第１号）に移りたいと思います。 

 資本的支出の固定資産購入費、機械備品費の増額補正についてでありますけど、まずこれの増額

補正の概要について確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田地域医療部長。 

○地域医療部長（豊田達也君登壇） 

 補正の内容につきましては、機器の購入費用といたしまして全身用のエックス線骨密度測定装置

１,０７８万円、膝用のリハビリ機器１８２万円及び超音波診断装置（エコー）でございますが、

６６０万円の計１,９２０万円を計上しております。この中で、エックス線骨密度測定装置につき

ましては、現在ございます前腕用（腕用）のものに加えて、新たに全身用のエックス線骨密度測定

装置を購入するものでございます。 

 また、膝用リハビリ機器及び超音波診断装置（エコー）につきましては、現行機器の老朽化や故

障に伴い更新をするものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 エックス線骨密度測定装置であったり、エコー、リハビリ機器、こういったものを購入というこ

とでしたけれども、その中でエックス線骨密度測定装置に関してなんですけれども、この医療機器

購入の目的、今後どのように活用されていくのかというところを確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田部長。 
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○地域医療部長（豊田達也君登壇） 

 目的や活用方法ということでございますので、今回購入を予定しております機器の説明を踏まえ

てご答弁申し上げたいと思います。 

 現行の前腕用（腕用）につきましては令和２年９月に購入したものでございまして、２種類の異

なるエックス線を照射して腕の骨密度を測定するものでございます。 

 対しまして、今回購入を予定しております全身用のエックス線骨密度測定装置につきましては、

現行機器と同じく２種類の異なるエックス線を照射して骨密度を測定いたしますが、測定する部位

は、腰椎骨と大腿骨になります。 

 現在、骨粗鬆症の診断において治療ガイドラインでは、腰椎と大腿骨の両者を測定することが推

奨されております。さらに、新たに購入する機器は現行機器に対しまして、より正確で精度の高い

検査結果が得られるものであります。 

 当該機器の活用につきましては、主に整形外科において初診の患者の骨密度の把握でありますと

か、治療介入後の患者の経過観察を主な目的として、ほぼ毎日使用する予定でございます。 

 また、経営面におきましても検査の診療報酬につきまして、現行機器に対しましては約３.２倍

の検査点数となりますことからも医業収益の増収も見込めるというふうに考えてございます。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 そういった最新の医療技術を導入することによって、医療センターの機能強化であったり治療の

質を上げるものなのかなというふうに理解をいたしました。 

 ちょっと時間が余っていますので、もう一問だけさせてもらおうと思うんですけど、治療の質を

向上するということですけど、予防という視点では活用されていかないのかなと。例えば骨粗鬆症

の予防とかフレイル予防、こういったものに活用していくことができるというような機器ではない

かなというふうに思うんです。そういった亀山市の健康都市政策にも合致する、そういったものに

も使えるようなものと、そのような活用のされ方に関しては検討されていないのかを確認したいと

思います。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田部長。 

○地域医療部長（豊田達也君登壇） 

 現在、本市が健康都市政策を進めておりますことや医療センターには高齢の患者さんも多いこと

から、推奨された検査方法によりまして、より精度の高い検査を実施することが望ましいと。この

精度の高い検査を行うことで、診療や、あるいは診療の中でフレイル対策など医療サービスの質や

信頼性をさらに高め、より機能強化を図っていくという意味合いは当然ございます。 

 また、今後の話ということでございますが、これにつきましては、現在、例えば予防的な話で申

しますと、健診事業とかあると思いますが、それへの活用は当然に可能であると、考えていく、検

討していく余地もあるところだというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 
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○４番（草川卓也君登壇） 

 せっかくこれだけの最新の医療技術を導入されるので、ぜひ有効活用、市民の方々の、地域住民

の方々の信頼を、期待に応えるだけの活用をして、医療センターのさらなる活用につながるように、

そのように期待を申し上げて議案質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 ４番 草川卓也議員の質疑は終わりました。 

 次に、２番 櫻木善仁議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 新和会の櫻木でございます。 

 通告に従いまして質疑をさせていただきます。 

 本日は、議案第４４号令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について及び議案第４

５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、この２点を質疑させていただきます。 

 まず初めに、議案第４４号令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について、先ほど

草川議員に引き続きの質疑となりますが、よろしくお願いします。 

 まず、先ほども概要についてはご説明いただきましたので割愛させていただきます。 

 まず今回、この補正予算を、なぜこのタイミングで行われたということをお伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 ２番 櫻木善仁議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 豊田地域医療部長。 

○地域医療部長（豊田達也君登壇） 

 今回の全身用エックス線骨密度測定装置の購入についてでございますが、この９月の補正のタイ

ミングはなぜかということでございますが、本年４月から滋賀医科大学との連携による常勤の整形

外科医師２名の配置により診療体制を強化し、約半年が経過する中、医師からのアドバイスもござ

いまして、より精度の高い測定装置を活用することによって、さらなる医療サービスの早期の充実

を図りたいと考えるところでございます。 

 また、病院の経営状況としましても令和２年度から改善傾向にあり、令和４年度決算においても

当年度純利益を計上するなど収支改善が図られていることからも、このタイミングの整備をお願い

するものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 この４月から滋賀医科大の整形外科医の配置ということで、それは承知しておるんですが、この

中で、先ほど３種類の機器を購入するということで、エコー、リハビリ、エックス線ということで、

エコーとリハビリは更新ということで新規にこのエックス線というところなんですが、この滋賀医

科大との配置については５年契約ということでなっていると思うんですけど、１２月の定例会のと

きの答弁で、大学医局の医師であって成り立つものでございますと。その人員の事情などによりま

して期間中であっても配置が困難になる場合も考えられますので、大学とは連携をしっかり取って

いくというようなことでこの体制を維持するということで、少し不安要素があるのですが、この時
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期にこの重要な機械を入れて、計画的にその辺を実施されていくのかということを確認させてくだ

さい。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田部長。 

○地域医療部長（豊田達也君登壇） 

 ４月から、先ほども申しましたが、２名の整形外科の常勤医が配置されて約半年が経過してくる

中で、手術、それから入院にも幅広く対応してきておるところでございます。 

 そうした中で、今までの腕用の骨密度の測定装置よりも、国のガイドラインが推奨しておる、よ

り精度の高い装置を用いてやっていくということは、非常に診療サービス、医療サービスの向上に

もつながるものでございますし、また、その５か年の協定に基づくこの整形外科の診療体制の継続

ということにつきましては、やはり人員配置のことでございますので、確たる約束といいましょう

か、そこまでは申し上げることは、やはりいろんな事情があろうかと思いますのでありますが、基

本的には大学とはそういう体制の合意は取っておりますので、大学の医局、医師の診療のある意味

研究、診療の部分、研究の部分においても、こういう精度の高い機器を使っていくということは、

双方にとって、大学側それから患者さんにとっても非常に有用な意味のあることだと思いますので、

この体制を維持していけるように連携は引き続きしっかりと取ってまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 理解させていただきました。 

 先ほど１２月の定例会の話をさせていただきましたけど、その場でも健康福祉部からも、先ほど

草川議員もおっしゃったように、フレイルやロコモとの関係、運動機器の関係だとか予防につなげ

て、ぜひその機械を有効に使っていただいて、より市民の健康維持にご尽力いただきたいと思いま

す。この件は以上になります。 

 続きまして、議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について質疑を行いま

す。 

 確認させていただくのは、第８款土木費の第４項の都市計画費、公園管理費でございます。 

 まず、３月の定例会で私、一般質問で市内の公園について、現状と今後の対応について質問させ

ていただきましたが、今回は、その公園関連の事業実施の成果について少し確認させていただきま

す。 

 それでは、この公園施設の長寿命化事業及び西野公園の改修事業についてお聞きしたいと思いま

す。この２つの事業の具体的な内容について、ご説明をお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 松田建設部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 令和４年度の具体な事業内容ですけれども、西野公園改修事業につきましては、令和３年度に開

催を予定していました三重とこわか国体に向け平成２９年度より西野公園の改修を計画的に実施し
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た事業であり、令和３年度の予算の一部を令和４年度に繰越しを行ったものであります。 

 一方、公園施設長寿命化事業は、令和３年度までの西野公園改修事業を引き継ぎ、平成３０年度

に策定した亀山市公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化遊具の修繕及び更新を行うものとして令

和４年度より事業名を改め実施しているものであります。 

 そのような中、令和４年度において実施した当該事業につきましては、西野公園の日本庭園内に

ある藤棚の支柱等が腐食していたことから新たな藤棚に更新するとともに、ちびっこ広場内に設置

されていた複合遊具について、支柱等が腐食していたことから新たな複合遊具に更新を行ったもの

であります。 

 なお、執行額としましては、令和３年度からの繰越明許費と令和４年度予算を合わせて８４０万

４,０００円であります。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 今回のは藤棚と遊具の更新ということで、この大きな２つだというふうに受け止めました。 

 それでは、先ほど８４０万４,０００円の内訳なんですけど、藤棚、それぞれの遊具ということ

で、それぞれのちょっと金額を教えてください。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 今回行った藤棚についてですが、まずこれが３５６万４,０００円で、次の遊具の整備ですけれ

ども４８４万円となります。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 改めて確認します。 

 ８４０万４,０００円が、藤棚が幾らで複合遊具更新が幾ら、２つに分かれて幾らということを

改めてちょっと確認させていただきます。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 藤棚が３５６万４,０００円、あと遊具設備の更新が４８４万円、以上でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 ちょっと話は変えて、この令和４年度の主要事業評価シートにおいて、ちょっと確認をさせてい

ただきますと、複合遊具更新において亀山市初となるインクルーシブ要素を取り入れた遊具更新を

行うことで、誰もが楽しく使える公園整備を行うことができたと評価されています。 

 ちょっと資料１をお願いします。 
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 これ、ご覧のように、私の基本姿勢で三現主義に基づいて、西野公園の現場・現物・現実をちょ

っと確認してまいりました。印象はカラフルで、ジャンケンボードがあったり、あと複数の遊具が

一つの施設に凝縮されて、幅広い年代が利用できるようにちょっと感じました。 

 そこで、この事業の実施により得られた成果として、既存の複合遊具がインクルーシブ対応遊具

に変更され、障がいの有無に関わらず共に楽しむ環境が提供されたことが報告されています。 

 このインクルーシブ対応遊具は具体的にどのような特徴が備わっているのか、また障がいの有無

に関わらず、一緒に遊ぶための環境はどのように整備されたか、詳細を説明してください。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 公園におけるインクルーシブの考え方につきましては、公園において仲間外れにしないや、みん

な一緒という意味で使われることが多くなっております。 

 また、遊具におけるインクルーシブの考え方につきましては、これまでも取組を進めてきたユニ

バーサルデザインの考え方である安全で介助しやすく誰もがアクセスできるといったものに加え、

違いを飛び越えられる楽しさといった考え方を取り入れたものとして考えられております。 

 この考えに対応した遊具では、全ての子供たちが同じように遊べる、または同じような楽しさを

味わえることや感覚を使って楽しめるなど、一緒に遊ぶことで楽しさを共有できるなどの考え方に

基づき、遊具の選定や配置が行われているところであります。 

 西野公園に設置されていた遊具は、２基の滑り台やうんてい、平均台等を合わせた複合遊具を設

置していましたが、令和４年度に設置いたしました複合遊具では遊具の一部にインクルーシブ要素

を取り入れた遊具を設置しており、車椅子利用者が滑り台を利用していただけるように、遊具に車

椅子から乗り降りしやすいよう低いデッキを設けているとともに、車椅子の方や小さい子供たちが

滑り台において後ろに並ぶ利用者を気にせずにゆっくりと利用できるように、滑り台を２連で設置

する工夫を行っています。 

 さらに、幼児や視覚や聴覚が弱い子供たちが利用できるよう、太鼓遊びができるパーカッション

やパネル遊びができるすごろくパネルなどを設置することで、様々な方が同じ空間で一緒に遊べる

遊具となっております。 

 引き続きインクルーシブ要素を取り入れた遊具の導入を進めていきたいと考えていることから、

今年度更新を行います亀山公園「わんぱく広場」内の複合遊具においても同様に、インクルーシブ

遊具の設置を進めていくと予定しているところであります。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 非常に分かりやすい説明、ありがとうございます。 

 公園整備に展開し、誰もが伸び伸びと利用でき、多様性への理解を深めて地域や社会とつながり

を広げていける公園を期待したいと思います。 

 また、西野公園を訪れる際には、ぜひ立ち寄って体験をしてみてください。 

 それでは、次に入りたいと思います。 



－１３５－ 

 次に、令和４年度決算における不用額についてお伺いしたいと思います。 

 代表質疑で財政の全体をマクロで質問をたくさんされておりましたので、私、ちょっとミクロの

視点で質問させていただきたいと思います。 

 まず、不用額とは一般的に要らないものという連想しがちなんですけど、ちょっと一般の方々に

も分かりやすい説明と、それに加えて、この４年度の決算における一般会計の予算の減額に対して

不用額の金額をお示しください。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本総務財政部参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 不用額といいますのは、予算現額から支出済額と翌年度への繰越額を差引きしました残額のこと

を不用額というふうに申します。予算編成の過程におきまして、その必要額を厳格に精査し、予算

計上をいたしているところではございますけれども、支出が見込みより減となった場合や入札差金

等などにより、予算現額と決算額に差が生じて発生するものでございます。 

 一般会計の不用額につきましては、予算現額が２５１億５,６１０万２,００３円に対しまして支

出済額が２３９億９,１０５万９,８７９円、それから翌年度の繰越明許費、繰越額でございますけ

れども、１億９,１１７万２,５００円を差し引きました予算現額から差し引きました不用額が９億

７,３８６万９,６２４円が不用額というふうになるものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 意外に私もサラリーマンをしているときには、やはり予算が余ってしまうと、なかなか要らない

ものと思われがちなので、今の答弁の中でありましたように、収入・支出で繰越残高を差し引いた

ものということで分かりやすく説明していただきました。 

 今回、先ほど不用額ということで９億７,３８７万に対して、これはなぜ発生したか、具体的な

理由をちょっと添えて説明をお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 不用額の発生した理由でございます。 

 まず不用額につきましては、前年度と比べまして９,３２６万８,０００円減となりましたことか

ら９億７,３８７万円となっております。その主な要因としましては、民生費で４億２,９６９万９,

０００円、それから衛生費におきまして１億１,１０６万２,０００円、それから教育費におきまし

て１億２,８３７万円の不用額がございます。 

 要因につきましては、民生費につきましては、介護保険事業の広域連合運営費で不用額が７,６

０２万８,０００円や、施設型給付・地域型保育事業で不用額５,６７２万１,０００円が想定以上

に執行されなかったということが原因に上げられます。 

 それから衛生費につきましては、病院事業への繰出金が減となっておりますことや溶融施設管理

費で不用額が出ておること、それから特定健康診査事業などの執行残による不用額でございます。 
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 教育費におきましては、一般職員の人件費で退職手当が、勤務延長に伴い退職手当が執行されな

かったことなどによりまして不用額が発生しておるということでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 もう少し具体的な理由を添えていただけるとありがたかったんですが、先ほどはちょっと結果っ

ぽい答弁になっていましたが、発生した理由というのは私が察するには、この事業自体の実績減だ

とか事業の未実施、人件費の実績減ですね、あと契約金の差金だとか執行努力等が大きくあるんじ

ゃないかなあと思いますが、そういう理由別な仕分というのは行っているんでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 不用額の理由につきましては、一般会計及び特別会計の決算資料の中で、不用額に関する説明の

中で各事業の不用額の理由が書いてございます。 

 理由別に集計をしておるとかということは現在のところしておりませんので、不用額の理由につ

きましては、不用額に関する説明書でご参照いただけたらと思っております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 詳細は個々の情報が入っておりますので、なかなか発生理由別に仕分するのは非常に難しいかな

と思いますので、ここから先、また私のほうが述べると一般質問にもなってしまいますのでここで

やめまして、不用額についてどのように処理されていくかということで、市民の皆さんに分かりや

すいように説明をしてください。 

○議長（森 美和子君） 

 杉本参事。 

○総務財政部参事（杉本良則君登壇） 

 発生した不用額につきましては、翌年度の予算の財源として活用するものとしておることでござ

います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 次年度に有効に使えるように、よろしくお願いしたいと思います。 

 今回、この不用額の調査をしてまいりましたが、ちょっと資料２をお願いします。 

 今回この資料は、それぞれを分析するために、款項目それぞれ事業別に順番にブレークダウンを

しながら、どういうところに問題があるかなと思って調べてみました。今回、この令和２年から４

年の推移の中で、不用率が高くて不用額の変動が小さい、いわゆる金額が変動していないものの事

業を抽出いたしました。これは衛生費、保健衛生費の保健衛生総務費の中の特定健康診査事業が抽

出されました。これは分析の結果、若干の改善傾向が見られるものの、驚くことに不用額は割合の
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２４％に達しております。４,０００万のうちの約１,０００万円を超える不用額がある事業でござ

います。それが特定されました。 

 具体的には、毎年の特定健康診断の受診者数が予想を下回っていることというふうにこれは見ら

れるんですけど、コメントとして書いてありますが、この辺りに関して詳細なちょっと説明を健康

福祉部のほうからよろしくお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 小林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 ご案内いただきました特定健康診査事業につきましては、国民健康保険の被保険者に対する特定

健康診査を実施するもので、毎年度当初予算におきましては国民健康保険の目標としている受診率

６０％を目指すことから、４,０００人の受診をいただく額として予算計上を行ってございます。 

 しかしながら、実績としましては例年３５％から４０％で推移をしていることを踏まえ、例年３

月補正の段階で一定の減額補正を行っているところでございます。しかしながら、最終的な減額に

より医療機関への支払いができなくなるようなことは避けなければならないため、一定程度の余裕

を持った減額補正としており、執行率が低くなりやすい傾向にあるものと考えているところでござ

います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 この令和２年から４年、３年とも不用額に関する先ほどの説明書の中の主な理由には、特定健康

診査数が見込みより少なかったためと同じようなコメントが書いてありました。なかなか今回は国

民健康保険対象者ということで、なかなか難しいと思いますけど、予算の作成段階で予想困難性は

あると思いますけど、予算の見積りは可能な限り精緻に行われて適切に執行されていく必要がある

んじゃないかなというふうに思います。 

 今回は一例を挙げての確認をしましたが、不用な支出が発生した状況だとか、その理由を的確に

把握して、それを分析して問題点や関連すべき点を明らかにして、それらの情報を将来の予算編成

や適正な予算執行に生かすことをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（森 美和子君） 

 ２番 櫻木善仁議員の質疑は終わりました。 

 以上で、日程第１に掲げた上程各案に対する質疑を終結します。 

 続いて、ただいま議題となっております議案第４０号から議案第５２号までについての１３件に

ついては、会議システムに保存してあります付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管する常任委員

会にその審査を付託します。 

 なお、報告第１０号から報告第１６号までの７件については、関係法令の規定に基づく報告であ

りますのでご了承願います。 

 

       付 託 議 案 一 覧 表 
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   総務委員会 

 

議案第４１号 亀山市火災予防条例の一部改正について 

 

   産業建設委員会 

 

議案第４０号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

議案第５２号 市道路線の認定について 

 

   予算決算委員会 

 

議案第４２号 令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について 

議案第４３号 令和５年度亀山市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第４４号 令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について 

議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４６号 令和４年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４７号 令和４年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４８号 令和４年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第４９号 令和４年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第５０号 令和４年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第５１号 令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

 

○議長（森 美和子君） 

 次に、日程第２、請願第２号から日程第５、請願第５号までの４件を一括議題とします。 

 請願第２号義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書、請願第３号教職員の欠員や不補充を

速やかに解消する施策の実行および教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願

書、請願第４号防災対策の充実を求める請願書、請願第５号子どもの貧困対策の推進と就学・修学

支援に関わる制度の拡充を求める請願書の審査については、会議システムに保存してあります請願

文書表のとおり、所管の教育民生委員会にその審査を付託します。 

 

請願文書表 

受  理  番  号 請  ２ 

受 理 年 月 日 令和５年８月２５日 

件       名 義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書 

請願者の住所・氏名 亀山市みどり町５２ 
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 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 南牟礼真理 他２名 

要       旨 
義務教育費国庫負担制度が充実され、国の責務として必要な財源が確

保されるよう採択いただき、国の関係機関に意見書を提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 森 英之、岡本公秀、古田𠮷昭、伊藤彦太郎、福沢美由紀 

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

受  理  番  号 請  ３ 

受 理 年 月 日 令和５年８月２５日 

件       名 
教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行および教職員定

数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書 

請願者の住所・氏名 

亀山市みどり町５２ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 南牟礼真理 他２名 

要       旨 

子どもたちの「豊かな学び」の保障に向け、教職員の欠員や不補充を

速やかに解消する施策の実行及び教職員定数改善計画の策定・実施と

教育予算の拡充を行うよう採択いただき、国の関係機関に意見書を提

出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 森 英之、岡本公秀、古田𠮷昭、伊藤彦太郎、福沢美由紀 

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

受  理  番  号 請  ４ 

受 理 年 月 日 令和５年８月２５日 

件       名 防災対策の充実を求める請願書 

請願者の住所・氏名 

亀山市みどり町５２ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 南牟礼真理 他２名 
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要       旨 

子どもたちの安全・安心を確保するため、巨大地震等の災害を想定し

た防災対策の充実を図るよう採択いただき、国の関係機関に意見書を

提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 森 英之、岡本公秀、古田𠮷昭、伊藤彦太郎、福沢美由紀 

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

受  理  番  号 請  ５ 

受 理 年 月 日 令和５年８月２５日 

件       名 
子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求め

る請願書 

請願者の住所・氏名 

亀山市みどり町５２ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 南牟礼真理 他２名 

要       旨 
子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度が拡充するよ

う採択いただき、国の関係機関に意見書を提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 森 英之、岡本公秀、古田𠮷昭、伊藤彦太郎、福沢美由紀 

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

○議長（森 美和子君） 

 次にお諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 明日７日は午前１０時から会議を開き、市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。 

（午後 ３時０６分 散会） 

 

 

 



令 和 ５ 年 ９ 月 ７ 日 

亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 ４ 号 ）
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●議事日程（第４号） 

 令和５年９月７日（木）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     古 田 𠮷 昭 君       ２番     櫻 木 善 仁 君 

   ３番     深 水 隆 司 君       ４番     草 川 卓 也 君 

   ５番     中 島 雅 代 君       ６番     森   英 之 君 

   ７番     今 岡 翔 平 君       ８番     髙 島   真 君 

   ９番     新   秀 隆 君      １０番     豊 田 恵 理 君 

  １１番     福 沢 美由紀 君      １２番     森   美和子 君 

  １３番     鈴 木 達 夫 君      １４番     岡 本 公 秀 君 

  １５番     伊 藤 彦太郎 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  山 本 伸 治 君 

理      事  亀 渕 輝 男 君    政 策 部 長  笠 井 武 洋 君 

総 務 財 政 部 長  原 田 和 伸 君    市 民 文 化 部 長  辻 村 俊 孝 君 

健 康 福 祉 部 長  小 林 恵 太 君    産 業 環 境 部 長  富 田 真左哉 君 

建 設 部 長  松 田   昇 君    上 下 水 道 部 長  田 中 直 樹 君 

                       市民文化部次長兼 
危 機 管 理 監  木 田 博 人 君              松 村   大 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  小 坂 みゆき 君    総務財政部参事  杉 本 良 則 君 

市民文化部参事  桜 井 伸 仁 君    会 計 管 理 者  米 津 ひろみ 君 

消 防 長  平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 達 也 君 

消 防 署 長  倉 田 利 彦 君    地域医療統括官  上 田 寿 男 君 

地 域 医 療 部 長  豊 田 達 也 君    教 育 長  中 原   博 君 

教 育 部 長  亀 山   隆 君    監 査 委 員  国 分   純 君 

                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  高 嶋 美 季 君              豊 田 昌 子 君 
                       事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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●事務局職員 

議 会 事 務 局 長  渡 邉 靖 文      書 記  新 山 さおり 

書 記  西 口 幸 伸      書 記  山 北 康 仁 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（森 美和子君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、会議システムに保存してあります議事日程第４号により取り進めま

す。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ９番 新 秀隆議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 おはようございます。 

 ９番、公明党、新でございます。 

 一般質問、１番で発言させていただきます。 

 まず今回は、中学校全員喫食制給食実施事業について、そして次に安心・安全のまちづくりにつ

いて、最後に地域公共交通について、大きく３つ質問していきたいと思います。 

 それでは、まず第１問目でございますが、通常で参りますと委員会の所管事務調査に関わること

はあまりしないんでございますが、今回は特別に給食センターに関することでございますが、質問

をさせていただくことにありがとうございます。 

 まず、大きく１つ目に、外部調理委託についてということで出てまいりますが、まず冒頭で申し

上げますが、亀山市独自の給食センター設立宣言をしていただきまして、そして突然に８月１８日

の民間調理委託による食缶型での給食提供方式と発表があり、驚いていた次第でございます。 

 しかるに、私も教育民生委員会の一人として、所管事務調査の今回のタイトルとして、１年かけ

て中学校生徒に、安心・安全で公平に健康につながる調理が提供できるよう、また将来的には小学

校児童分の調理が可能な施設と。そして、調理員の方にも有意義な働き方改革をもって、大きな視

野で取り組んでまいりました。また、四日市市や、そして志摩市の給食センターも視察に行ってま

いりまして、よりよい給食センター設立をということで、様々な方と日を改めて幾日も意見交換を

関係者の方としてまいりました。 

 課題・問題点として、私ももう既に提出していた矢先のことでございまして、非常に困惑してお

る次第でございました。こういう中におきまして、市長への提言というのを自分なりにはつくって

おった次第なんですけど、ちょっと状況が変わってまいりました。こういうことを踏まえて、今回

の質問に入りたいと思います。 

 まず、この外部調理委託というのは、俗に食缶方式といいますが、ちょっと一般の方では聞き慣

れない文言かも分かりませんが、教育委員会としてどのような運営を想定しておられるのか、それ
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を伺ってから（１）から（３）の質問にも入っていきたいと思いますので、まずその点についてご

説明いただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 ９番 新 秀隆議員の質問に対する答弁を求めます。 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 おはようございます。 

 まず、外部調理委託による食缶方式というものの概略でございます。 

 まず、この外部調理委託によります食缶搬入方式につきましては、給食の調理というものは民間

の調理施設で行い、その献立ごとに保温性の高い食缶に入れて学校へ配送し、小学校と同じように

教室で各個人の食器に配膳をするというものでございます。献立につきましては、学校の栄養教諭

が共通の献立を作成し、市の栄養管理士や、そして教職員などを交えた献立の検討会の協議を経て

市内の小・中学校原則同じものを提供するという、そういったものを考えているというものでござ

います。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 それでは、今の亀山部長のほうからご説明いただきました食缶方式、その言葉どおり大きな缶に

調理品を入れて、そして学校へ配送するというふうなことでございますが、今回まず１つ目の質問

でございますが、栄養教諭と調理員の配置について、位置づけといいますか、それについてですが、

８月１８日開催の全員協議会の中でいただきました資料の中の中学校給食の再検討の結果について

の中の４番目にございました当面の実施方針、その中で（４）と表されて、搬入校に日常的な衛生

管理や残食確認、アレルギー対応食管理や配膳指導、そして食育促進のために、ここで栄養教諭や

給食調理員などが職員配置を目指しますと。このようにありますが、民間委託になった場合、この

食缶、民間調理委託をした場合の食缶型で搬入される、こういう中におきまして、給食の提供方式

の中で栄養教諭や給食の調理員の方々の、外部に委託しておって、こういう方たちはどのような業

務をこなされていくのか。その点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 提供いたします給食につきましては、先ほど申し上げましたように市が作成いたしました献立に

基づいて委託事業者が調理を行っていただくというものでございます。給食の配送を受ける中学校

２校に、栄養教諭、あるいは給食調理員などの職員配置を考えているものでございます。 

 これは調理や配送の業務を外部委託した場合であっても、衛生管理、それからアレルギー対応食

の管理、さらには配膳の指導、そして残食の把握やそれに伴いました献立の調整など、学校や教育

委員会の責任の下で行わなければならない部分がございますので、そこの業務を担っていただくと

いうことを想定したものでございます。 

○議長（森 美和子君） 
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 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 今、栄養教諭や給食調理員の方のお仕事の内容は伺いました。 

 ２つ目でありますが、これらの方のアレルギー対応や配膳指導はどのような形で進めていかれる

のか。その指導とか運営について、その方法をお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 先ほど申し上げましたように、学校に配置されます栄養教諭、あるいは給食調理員などの専門職

員につきましては、日々の学校で配食されました給食についての衛生管理、そしてまたアレルギー

対応食の管理、そして残食の管理といったような、そういった業務を想定しているものでございま

す。 

 一方で、委託業務のほうでの調理につきましては、その仕様書の中で調理でありますとか配送の

手順、そして管理基準などを定め、それをその形で受託事業者に指示をするとともに、定期的な検

査を行い、適切な管理監督を行っていくと。このような形で全体の運営を図っていきたいと考えて

いるところでございます。 

 また、配膳指導につきましても、各教室への配膳を円滑に行えますように、先ほど申し上げまし

た栄養教諭、あるいは給食調理員等がその役割を担うとともに、また学校のほうには乗用エレベー

ターの設置を想定しております。これらのエレベーターを活用して、円滑な配膳が行えるように考

えているものでございます。 

 また、このエレベーターの設置によりまして、学校施設におけるバリアフリー化ということも実

現できるんではないかなというふうに考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 先ほどの衛生管理、そして配膳のところはよろしいんですけど、やはりアレルギー対応の調理、

またそれらを運営する委託業者の指導、これらがマニュアル等によって指導され、定期的な話合い

といいますか、指導を対面でやられると思うんですけど、このような形はサイクル的にはどんなも

んなんでしょう。年に１回とか、月に１回とか、そういうふうな形がきちっとなされていくものな

のか、その点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 現段階におきまして、どのような形態、例えば回数でありますとか、そういうところまで詳細を

詰めているところではございませんが、先ほど申し上げましたように業務委託契約の仕様書という

ものの中で、そこらをしっかり定めていくことになろうかと思っております。これらの仕様の作成

については、慎重を期して取り組んでいくものと考えているものでございます。 

○議長（森 美和子君） 
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 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 詳細については時期尚早といいますか、現時点では慎重にというのはよく理解できます。 

 そして、先ほど亀山部長がおっしゃられました中学校でのエレベーター設置についてですが、高

額な金額になったということで、当初の見積りの中でも表現されておりましたが、このエレベータ

ーについては、当初は食材だけ運搬のためのエレベーターということでございましたが、またそれ

について人も一緒に乗れるということでございますが、バリアフリー化も含めてということでござ

いますが、このエレベーターは給食の食材のときのみのエレベーターなんでしょうか。ほかの用途

についてもいろいろあると思うんですけど、その点についてどのようなお考えを持ってエレベータ

ー設置をなされるのか、お伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 エレベーターにつきましては、先ほどはバリアフリー化ということも少し申し上げましたけれど

も、当初はいわゆる配食するものだけを上げる昇降機を想定しておりました。ただやはり、円滑な

配膳のためには人が乗れるというものがよりいいだろうということで、乗用エレベーターの設置を

考えているものでございます。 

 また、この乗用エレベーターにつきましては、給食の配膳時につきましては、その給食運搬に主

に使うものでございますが、それ以外の時間帯等につきましては、学校運営等に活用ができるもの

と考えているものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 今お伺いしました。確かにやっぱり障がいを持たれた生徒の子たちも見えると思います。また、

保護者の方も、私らもそうなんですけど、ちょっと膝がよろしくないというところで、階段がちょ

っときついというときにはエレベーターが本当にありがたいもんでございますが、そういう面にも

使用されるというふうなことを申されたこととして理解いたします。 

 それでは、ここの３番目でございますが、委託料金の考え方でございますが、これから詳細な契

約も入ってくると。その中で、やはり企業というのはどうしても利益を追求されていくことが多い

と思います。通常のこれが企業の方針であろうと思います。そういう中におきまして、物価高騰が

近年非常に続いており、今年の補正でも給食費の補正もありました。今後どのような形で物価のほ

うが変動されるか分かりませんが、通常の調理の品質、また中学校の食べ盛りの子たちの量の確保、

これを維持するためにはどういうようなことを想定されているか、お伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 まず、外部調理委託によります委託料につきましては、学校給食の実施に必要な経費のうち、人

件費でありますとか光熱水費、さらに施設に係る費用等、基本的に市が負担すべきものが該当する
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と考えているものでございます。 

 一方、ご懸念の食材料費につきましては、この委託料とは別に、基本的には保護者からの負担金

をいただいておりますので、それを充てることとなると考えているものでございます。したがいま

して、保護者から賄材料費として今いただいておりますので、それらを食材費に充てるということ

で、給食の質・量については担保できるというふうに考えるものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 食材の質・量に関しては担保できるというふうなお言葉をいただき、安心しておる次第でござい

ます。 

 それでは、ここの欄の大きな２番として、中学校全員喫食制給食の今後についてということでご

ざいますが、この８月１８日に頂いた資料の最後のほうの７番目にございます将来的な給食調理施

設の整備に当たっては、関学校給食センターや大規模小学校の給食調理施設の改修・更新などの機

会において、その時点での状況や中長期的な展望を勘案して、学校給食全体の提供方式も含めて、

必要な規模や立地などを改めて検討するとうたってございます。これは給食センターは、いずれは

建てるというふうに理解しておりますが、この点について総合的に考えると、この７番目にうたっ

てあるもののことについて、今後の給食制度についてお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 教育委員会といたしましては、将来的な給食調理施設というものについての必要性、これについ

ては、そういった当初からの考え方、これは変わっていないところでございます。 

 今議員おっしゃいましたように、今後の給食調理施設の整備につきましては、やはり中長期な視

点に立ち、関の学校給食センターの建て替えでありますとか、それから小学校の給食調理施設の改

修等、そしてさらには学校施設そのものの大きな改修、あるいは更新、こういったものと併せて、

全体としてどのような形がいいのかということを改めて検討していく必要があるものと考えている

ものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 中長期といってもかなり先のような気がしますが、その点につきましてもしっかりと、先ほど亀

山部長がおっしゃったように確かなコンセプトを持って、時代の中で今後につなげていっていただ

きたいと思います。 

 以上でここは終了いたしまして、次の安心・安全のまちづくりについてでございますが、まず第

１番目のＡＥＤの運用の配慮についてということでございますが、今現在の亀山市の施設に設置さ

れているＡＥＤの状況についてお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 
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○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 現在の市の公共施設におけますＡＥＤの設置状況につきましては、本庁舎をはじめ総合保健福祉

センター、医療センター、各小・中学校、保育所、幼稚園、コミュニティセンターなど、７７の施

設に各１台を設置いたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 施設について、７７ということでほぼほぼ設置されているものと理解いたします。 

 こういう中におきまして、ＡＥＤを使用する際でございますが、傷病者に対してＡＥＤの使用時

の際、胸部を開いて、そしてＡＥＤのパッドをセッティングするという、そのようなわけでござい

ますが、こういう中におきまして、女性にしてみれば非常につらいような背景が想定されるわけで

ございます。そこで、今いろんな市の中で、多いのはやっぱり三角巾というような、このようなも

ので胸を覆うことによって女性に対する配慮というものが、今いろんな市でも進められております。

この布を準備する配慮はやはり必要ではないかと考えられますが、これらの布とかいうものは、止

血や手足の固定をするためにとか、また体の汗等を拭いて、よりよいＡＥＤの密着性を高めるとい

うことにもしっかりと貢献できるものだと想定されます。 

 以上のような利点を踏まえて、この三角巾等とか、そのようなものをＡＥＤとともに配備すると

いう、他市にもたくさん出ている中で、亀山市としてはどのようにお考えなのかお伺いしたいと思

います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 先ほどご紹介いただきました三角巾の関係でございますが、ＡＥＤを使用する際のプライバシー

の配慮や、女性への機器使用をためらうケースがあることなどから、近年では傷病者の胸部を覆う

ことができる三角巾をＡＥＤに備え付けるケースが増えつつあることは認識をいたしております。 

 そうした中、本市におきましては、本庁舎を含む一部の施設では、胸部を覆うことができるタオ

ルや毛布などをＡＥＤの収納ボックスに備え付けているものの、全体的な統一した対応はいたして

おりません。各施設に設置したＡＥＤに三角巾等を備え付けておくことにより、けがをした際に受

傷部の止血や固定など様々な用途にも活用できますことから、その重要性や汎用性を鑑み、活用に

ついて積極的に検討してまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 ありがとうございました。 

 今原田部長がおっしゃったように、やはりこの三角巾、布、タオルというものは、非常に重要な

ものであるということも理解いただいているようで、そしてまた積極的なお考えを進めていってい

ただきたいものと思います。 

 それでは、次に熱中症対策の現状についてということでございますが、非常に昨今から暑うござ
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います。近年を取ってみても、記録的な猛暑が続く中で、十分注意したいのがやはり熱中症でござ

います。 

 今年も７月末から１週間で、全国で１万人強の方が熱中症により救急搬送されたと。国の対策強

化に向けて、気候変動適応法の改正も出てきております。その内容といたしまして、取組の強化と

いうことで法改正、熱中症対策の強化へ、さきの通常国会での改正気候変動適応法が成立いたしま

した。来春に施行予定ではございますが、現行の熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法的

に位置づける。そして一段階上に、より深刻な事態を示す熱中症特別警戒情報を新設するというよ

うな形で、国もこのような形で熱中症に対する対応を非常に高く見ていると思いますが。 

 そこにつきまして、まず亀山市として今回の公共施設の熱中症対策ということでございますが、

まずは亀山市として熱中症対策をどのようにされているのか。これは来年度、確かに昨日の雨から

少しは涼しくなっておるんですけど、まだまだ暑い時期が続いております。せんだっても畑仕事を

されていたご高齢の方がお亡くなりになるというような、まだまだ暑い時期も続いておりますが、

そういう中におきまして、亀山市としてどのような熱中症の対策を繰り広げていただいておるのか

を、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 小林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 市におけます熱中症対策につきましては、市民への注意喚起や意識啓発のほうが中心となってお

るところでございます。具体的な取組といたしましては、環境省による暑さ指数や熱中症警戒アラ

ートの発出に併せまして、安心めーるやＬＩＮＥのかめやま健康なびを通じた注意喚起を行ってい

るところでございます。 

 また、市民への意識啓発といたしまして、毎年度６月１日号の広報におきまして、消防と連携を

した熱中症予防やその対応に関する啓発記事を掲載してございます。さらに、市ホームページにお

きましても、年間を通じて熱中症に関するページを掲載しており、昨年度、健康に関する包括連携

協定を締結いたしました大塚製薬のご協力の下、人気アニメとのタイアップによる啓発動画の配信

を行うなど、市民の皆さんに注目いただけるよう工夫をしているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 私もやっぱりいろんな情報が、携帯に入ってきたり、またテレビの画面で流れたりとか、そんな

ようなことでありますが、その裏では、小林部長のおっしゃったようにいろいろなご苦労をされて、

段階を踏んで、そしてこの熱中症アラートを発令したりとかされているというのも理解させていた

だきました。 

 さて、そういう中におきまして、この１番目に書いてございます公共施設での熱中症対策という

形で、どのようなことを市の施設ではなさっておるのか、この点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 
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 公共施設における熱中症対策といたしましては、主要な公共施設の開庁時間帯については、空調

が常時稼働してございまして、市民の方にも自由に涼んでいただくことができる状況となってござ

います。本庁舎の１階ロビーやあいあいのふれあいリビング、それから２階の和室などでも、暑い

時期に多くの市民の方にもご利用いただいているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 確かに、今小林部長おっしゃっていただいたように、施設によりまして、本庁でもやっぱり６時

ぐらいになると自動ドアが開かなくなりますけど、６時ぐらいになると大分涼しくはなってきます

が、まだまだ熱帯夜というような言葉もよく聞くように夜も暑うございます。先ほどおっしゃって

いただいたように、あいあいでも、関支所、そして当然この本庁でも中へ入ると涼しくて、そして

冷たい給茶機があって、冷たいお水とかお茶を飲めるというような、こんなような設備は完備して

おられるということは理解しております。 

 さて、その次でございますが、このクーリングシェルターでございますが、このシェルターとい

うものでございますが、ここでちょっと他市の状況をお伝えしたいと思いますが、埼玉県の熊谷市

というところがあるんですけど、皆さんもよくニュースで聞くのは、日本でも有数の暑い市でござ

います。こういうところで市の展開といたしまして、とある酒店がありまして、このように冷房が

ずうっと店内に効かせていただいております。こういうところへまちを歩いている方が急に来ると、

暑さで気分が悪くなったときにも中へ急に入っていただいて休憩できるスペースを用意したりとか、

そういうことを聞いてやはりその地域、こちらの地域の方、町なかに涼める場所があってうれしい

と。確かに、暑い中てくてく歩いておると非常に体調にも心配なところも出てきます。こういう中

で、熊谷市におきましては指定しているクーリングシェルター設置施設や民間施設も合わせて１０

か所、この６月から９月に誰でも暑さを避けられる避難所として開放をされている。ちょっと写真

で見たんですけど、大きなポスターを玄関に貼って、そういうところにあったら、ちょっと体調が

悪いなと思ったときにすっと入れる、気楽に入れるというところでございますが、こういうことに

ついて、亀山市として、このクーリングシェルターの設置のお考えをどのように見ておられるか、

それをお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 議員から少しご案内いただいたところでございますが、主に都市部を中心に公共施設や民間施設

におけるクーリングシェルターの設置がなされておるということがあることは認識をしておるとこ

ろでございます。 

 先ほども答弁させていただきましたが、公共施設での熱中症対策につきましても、今のところ開

庁時間に限られますが、市民の皆さんに暑さを避けていただける場所としてもご活用いただいてお

り、クーリングシェルターとしての位置づけはしていないものの、クーラー、それから水分補給、

休憩スペースなど、クーリングシェルターに準じた利用をいただいているところでございます。 

 それから、ご質問にありました民間施設での実施につきましては、クーリングシェルターとなっ
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た場合、その施設を不特定多数の方に開放いただくこととなりますために、まず民間施設所有者の

方の理解が必要不可欠であるというふうにも考えられるところでございます。しかしながら、年々

厳しさを増す暑さが続いております中、さらなる熱中症対策につきましては、市としても大きな課

題であると考えておりますことから、まずは公共施設のクーリングシェルターとしての活用を基本

に、実施に向けた検討を行ってまいりたいというふうに存じます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 ありがとうございました。 

 確かに庁舎内でしたら長の一言で決まってくるわけですが、やっぱり市民の皆さん、外部になり

ますと非常に調整の問題、お客でもない人が店の中をうろうろとするというのは、元気ではないか

ら入るので、うろうろはしないと思うんですけど、そういう中におきまして、前向きな形で進めて

いただきたいと思います。 

 私もちょっと非常にここは暑くて、人の２倍ぐらい暑さを感じるもんで、カッターシャツの下が

汗が出てきて大変なんですけど、議場もやっぱりそういうふうなことも配慮いただきたいなと思い

ます。それは余計なことでございますが。 

 それでは、最後のところでございます。 

 地域の公共交通についてでございますが、今の乗合タクシー制度「のりかめさん」について質問

していきたいと思います。 

 今回は提言的な形にはなりますが、先日もいろいろ資料を頂きましたが、改めて今回現状の利用

状況、「のりかめさん」の利用状況をお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井政策部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 亀山乗合タクシー「のりかめさん」の利用状況につきましては、年間の延べ利用者数を申し上げ

ますと、令和元年度が２,１２０人、令和２年度が３,７４１人、令和３年度が４,６８８人、令和

４年度が４,５１４人となっております。 

 平成３０年１０月の制度導入以後、利用者ニーズや利用形態に対応するための制度見直しを行っ

てまいりましたこと、またコロナ禍におきましては、他人との接触を回避するため、家族や友人に

限定した乗り合わせに予約調整し、安心してご利用いただけたことなどから、制度開始から令和３

年度までは利用者は増加傾向にございました。令和４年度は、やや減少いたしておりますが、これ

は新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響も落ち着き、市内コミュニティバスの利用者数

が緩やかに回復傾向にある中で、利用目的や利用時間帯に合わせて市内公共交通を組み合わせてご

利用いただいているため、そのような結果になったものと分析をいたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 笠井部長から令和元年から４年までの利用者の状況をお伺いいたしましたが、確かに元年、２年、
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３年と大きく元年に比べると倍以上の方が、２,１００人が４,６００人という形で非常に好評な形

で運用されておると思います。私は、亀山の「のりかめさん」について何回も質問させていただい

てきたのは、やはり自宅の前まで来てほしいと、そういう形で福祉の面でもということも以前小林

部長からも、本当に医療機関の証明もきちっと取れるような方には配慮もされておるというふうに

聞きました。 

 今回はちょっと他市で、非常に亀山市民の方もいろいろ私に、こういうのはどうなんや、ああい

うのはどうなんやというご指導をいただいておるわけですけど、その中におきまして、つくば市と

いうのがあるんですけど、当然亀山市と比べると規模は大きなところで、人口に対しても、今年の

８月をベースに考えると５万人弱の亀山市に比べると、つくば市は２５万５,０００という大きな

市でございます。世帯数だって２万２,０００の亀山市に対して、つくばですと１２万世帯と。面

積も見てみますと、面積は亀山市は１９１平方キロメートル、つくば市におかれましては２８３平

方キロメートル。 

 これは比較すると、ちょっと財政の問題もありまして厳しいところはあるんですけど、そういう

中におきまして非常によろしいなと思いますのは制度として、自宅利用登録の方法ということで、

そういうふうな案内が出て、１,０００円をお支払いすると自宅までタクシーが来てくれるという、

そのようなシステムでございます。ほかにも高齢者割引とか、障害者割引とか、あとは子供の小人

割引というふうな、こういうのもいろいろあるわけでございますんですけど、確かに財政規模を比

較するとちょっとできませんが、こういうのを聞くと亀山でいう、Ａ・Ｂ・Ｃのエリアでいうと１

つのエリアだけでは３００円ぐらいという金額でやっておられるという、このようなつくば市のガ

イドが出ておるわけでございますが、そういう中におきまして、亀山市としてこういう他市の制度

をどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 議員ご紹介いただきましたつくば市でございますが、お触れもいただきましたが、人口２５万人、

１,０００億円を超える財政規模ということで、本市とは都市規模や都市形態が異なるものと私も

考えております。 

 こうした中で、つくば市の乗合タクシー「つくタク」でございますが、これは利用対象年齢に制

限がなく、事前登録し、一度１,０００円を負担すれば自宅前から乗車をすることができ、さらに

は観光利用やビジネス利用など、市内在住の有無に関わらず利用ができる公共交通であり、タクシ

ー車両を借り上げて運行して、年間約１億６,０００万円程度の運行委託料であると伺っておりま

す。 

 一方で、本市の乗合タクシー「のりかめさん」につきましては、公共交通不便地域や運転免許返

納者への対策を補完する公共交通として、市内にお住まいの７５歳以上の方や、運転免許証を自主

返納した人などを利用対象者に、タクシー事業者の空き車両を活用したデマンド型移送交通の運行

を行っております。また、利便性や利用料金の設定につきましても、地域公共交通体系の持続的な

維持を図るため、ドア・ツー・ドアで自由な時間と場所から利用可能な一般タクシーと定時・定路

線運行のバスの中間に相当するサービス水準として制度設計をいたしております。 
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 このように、地域公共交通は都市規模や都市形態はもとより、地域の属性や地域実情、真の市民

ニーズを十分踏まえた中で、住民、行政、交通事業者等、関係者の合意形成を得ながら、持続可能

なサービス形態やサービス水準を確立していくことが最も重要であると考えております。 

 こうした基本的な考え方を持ちつつ、議員ご紹介のつくば市も含め、今後も他自治体における事

例研究も継続しながら、活用可能な手段があれば検討してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 

 他市のことも見ながら勉強していただいて、活用できることがあればしていただくというような

ご意見をいただきましたが、やはり今回の提言させていただいたつくば市の「つくタク」でござい

ますが、先ほど部長がおっしゃったように、財政規模は確かに違いますが、この１,０００円を出

すことによってドア・ツー・ドアが可能というのは非常にメリットが大きいんではないかと思いま

す。毎月とか毎年というわけではなく、この１,０００円を１回払うことで登録した方はというふ

うな、利用度が多い方には非常にメリットが大きいなあというところがございます。 

 こういうことをして、今笠井部長のほうからいろいろ研究もしていきたいということでございま

すが、最後に、制度の今後ということで、この制度、今の「のりかめさん」の制度ですが、近日中

には新たな方向性が転換するとかそういうことはないと思うんですけど、将来的にこの制度という

ものをどういうふうな形で確立させていきたいものかということを最後にお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 乗合タクシーをどのように制度運用、今後していくのかというご質問かと存じますが、これまで

も制度見直しや制度周知を図りながら、制度の普及・利用促進を図ってまいりましたが、出前講座

や地域との意見交換、あるいは電話や窓口でのお問合せなどを通じまして、まだまだ制度内容や具

体的な利用方法をご存じでない、潜在的な利用対象者の方がお見えになるものと考えております。 

 昨年度実施をいたしましたＯＤ調査の結果からも、出前講座や地域との意見交換を実施した地域

においては、リピート利用者が増加傾向にあるということも分かってまいりました。 

 こうした調査結果も踏まえながら、利用の少ない地域への出前講座や意見交換を実施するととも

に、様々な媒体を活用した制度周知や市民意向の把握に努め、引き続き利用促進を図ってまいりた

いと考えております。 

 あわせて、亀山市地域公共交通計画に基づき、乗合タクシーのみならず他の公共交通機関も含め

た持続可能な地域公共交通ネットワークの維持・改善に向けて、庁内検討組織での検討であります

とか、亀山市地域公共交通会議での協議を通じまして、課題解決に向けた取組を深めてまいりたい

と考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 新議員。 

○９番（新 秀隆君登壇） 
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 ありがとうございました。 

 そういう中におきまして、私ちょっと一言欲しかったのは、やはり少し落ち着いてはまいりまし

たが、コロナの予防接種とか、そしてまた選挙の投票に行くときの利用とか、こういうのは特別に

考えていただきたいというのは申し添えて、以上をもちまして私の一般質問を終えさせていただき

ます。どうもありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 ９番 新 秀隆議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時４７分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時５７分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１５番 伊藤彦太郎議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 今日は給食についてということと、庁舎建設についてという大きな２つを上げさせていただいて

おります。 

 それでは、まず順番に従いまして給食についてということに入らせていただきます。 

 まず１番目としまして、保育園の給食における米飯持参についてというふうなことで通告させて

いただいておりますけれども、これは６月の草川議員の一般質問の中で、草川議員への答弁につい

て、ちょっと私も疑問に思った部分があったので今回あえて出させていただきました。 

 私も、平成１７年なんですけれども、このとき合併直後、関のアスレで、それまで米は園の給食

のほうで出ていたのが、合併後に米飯持参に変えるみたいな話が出てきたもので、どういうことな

のかということで質問させていただいたんですけれども、それにつきましては、あくまでも変えて

いいのかどうかということを保護者に意向を聞いただけやということやったもんで、結局今までど

おり主食を園で提供していただいたほうがええという、給食のほうがいいということやったもので

そのままになってしまっておるわけですけれども、その際にちょっと当時、そもそも何で米飯だけ

持参するのという話を市に聞かせていただいたんですけれども、そのときに、当時橋爪部長という

方でしたけれども、部長いわく、あくまでも乳幼児というのは体調が不安定であることも多いし、

残すことも多いので無駄も生じやすいし、読めないし、そもそもやはりご飯を今日はどれぐらい食

べたんだろうというのを保護者の方が見ることで体調も管理できるんじゃないのかということで、

米飯を持参しているんですというふうに言われまして、そういうふうな理由を言われていました。 

 私自身もそういうふうな話を聞きまして、それはそれで結構なことやけれども、そもそも保育園

に行かす親御さんというのは、忙しくて米の提供すら大変な親御さんが多いんじゃないのかという

ことで、それはちょっと言わせてはいただいたんですけれども、やはりそういうふうな旧亀山市と

してはそういう姿勢で米飯持参をしていたんだという話を聞いて、なるほどなとは思いました。 

 ただ、草川議員への答弁の中で言われたのが施設の問題やと、そのスペースがないと。それを聞
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いたときに、その是非は別にしましても、親御さんが子供さんの体調を管理するため、その理由は

一体どこに行ったんやと思ったんですね。そもそもそういうふうなことは違っておったのかどうか、

まず、このことですね。親御さんが子供さんの体調を管理するための米飯持参、この話はどうなっ

ているのか。この点をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 １５番 伊藤彦太郎議員の質問に対する答弁を求めます。 

 小坂健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 本市におきましては、現在市内公立保育所の３歳以上児につきましては、金曜日以外毎日各家庭

より昼食用の米飯を持参しております。合併直後の平成１７年３月定例会にて当時の保健福祉課長

からの答弁で、旧亀山市の保育所等で米飯を持参していただいている考え方といたしまして、次の

３点を上げておりました。 

 １点目は、議員のご記憶のとおり家庭からの米飯持参を親が子に注ぐ愛情の一つとして、また子

が親に感謝する心を育てる一つとして捉えているということ。それから２点目は、当時の国の改革

により、国庫負担金による交付金の中に３歳以上児の主食代が含まれなくなったということへの対

応が引き続き必要であるということ。それから３点目は、当時の全国の公立保育所における３歳以

上児の主食の持参状況が７割近くあったというようなことでございました。 

 この３点目の３歳以上児の主食の持参状況につきましては、約１０年後の平成２８年の全国保育

協議会の調査報告によりますと、家庭により主食を持参している施設が４割と減少し、反対に主食

代を保護者から徴収し、園で提供している施設が４割と増加しております。これは保健衛生上園で

主食を提供する方が望ましいとの考えや、園で温かいご飯を提供するほうが子供たちの食欲が増す

との考え方などにより、園で提供する施設が増えたものと思われます。 

 一方、本市でございますが、各園における現状の設備及び給食調理員等の配置状況では、米飯を

調理・提供することが困難であり、この状況は平成１７年当時に比べますと、保育所を利用する園

児数が増加し、アレルギー等への個別対応も増えておりますことから、ますます困難さを増してお

ります。しかしながら、保健衛生上の観点や子供たちへのより魅力的な食の提供といったような観

点から、全国、県内におきまして、園で米飯を持参しているところが増えてきている状況でござい

ますから、本市におきましても、今後園での業者からの米飯の購入など、その提供が可能となるよ

うな方策を検討する必要であるというふうには考えております。 

 先ほどの親子の愛情というようなことにつきましては、確かにこの米飯を持参することによって

育まれる一つの成果ではあろうかと考えておりますが、ただ、このこと１つでしかこの方策がない

かと言われますとそうではないと考えておりますので、別の方策、いろいろな、例えば今ファミリ

ー読書リレーなどの取組も行っており、親子で絵本を読むことで親子のつながりを感じさせるとい

うような、そういうような取組もしておりますので、そういったところで十分可能ではないかとい

うふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 



－１５５－ 

 答弁がちょっとかみ合っていないかなという部分があったんですけれども、私は単に、保育園の

給食、米飯持参という中に子供さんへ愛情と言われましたけど、愛情をどうしていくのかじゃない

んですよ。給食の中に米飯持参ということに対して、子供さんと親御さんの絆みたいなそういう部

分というのは、もう今はないのかと、そこだけ聞いているんです。そういう意味合いはないという

ことなんですか。それをまず聞きたい。この今の給食で。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 前回議会での答弁につきましては、給食での提供が困難な要因をというようなご質問でございま

したので、今困難になっている最も大きな要因を答えさせていただきました。決して親と子の愛情

の絆を軽視しているというわけではございません。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 実はそういうことでもなくてということを言いたいんですけれども、ただ先ほど平成１７年のと

きの答弁を紹介していただきました。確かに、私は子供さんの体調管理ということ以外の部分も説

明を受けたとは思います。一番市として大きいそういうふうな姿勢という、その一番の理由になっ

ているのはそういう部分なのかなというふうに、私はそのとき感じたんですね。 

 管理云々じゃなくて、やはり子供さん、主食ぐらいは、お米ぐらいはおうちで用意してきてあげ

てやれよというぐらいの、そういうふうな市の姿勢というのが私は感じられたんですね。その橋爪

部長の姿勢からも。それは非常に、その点は非常に私はなるほどと思ったわけですよ。ただ、要は

それが一番実は大きなインセンティブになっているんかなというふうに感じたんで。ただ、施設が

困難というだけだったら、それだったら、小坂次長、先ほどもちらっと言われましたけれども、や

はり時代もいろいろ変わってきて、米飯持参じゃなくて、米飯はやっぱり給食として提供するとい

う動きになってくるんやったら、それを目指すべきなんじゃないですかということを思ったんです

けれどもね。 

 一応そういうふうなことも検討されるということでしたもので、そうなんですけれども、ただ先

ほどの話、いろいろ経緯がありました。そもそも児童福祉法云々というような話もありましたけれ

ども、そもそも戦後の食料確保が困難なときに、主食に関しては家庭で持ってきてくれというよう

なことで始まって、ただその中で徐々に給食を充実させるとなっていくと、保育園において。 

 一方で、やはり保育の予算抑制とかの話もあって、保護者も負担せなあかんぞというような、そ

ういうような考えもあって、その綱引きの中で主食に関しては国の基準の中で国の補助金が出なか

った。で、副食は出たらしいんですね。その話やったもので、その中で亀山市が主食は持参すると

いう選択肢をしたと。ただ、その選択した一番の理由は、私は子供さんの管理、お米ぐらいは親が

提供しなさいよというような、そういうことかなと私は思っていましたので、それが時代によって

変わってきたんやったら、それに対してどうされるんですかという話だと思うんです。 

 これに関しては、ちょっと市長のお考えを聞きたいと思います。就学前において。私はどっちが

いいとは言わないですよ。どっちなんでしょうかという、それを聞きたいです。 
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○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員がどっちがいいかは言わない、どっちがいいんでしょうかという、こういう議論が多分戦後、

幼児の保育所での主食の持参をどうするか、こういう葛藤が今日まで続いてきたと、このように思

っております。 

 おっしゃられたように児童福祉法というか法が、３歳以上の主食は国費で支援しないという仕組

みとの関係というのは大きかったというふうに思いますので、親子の絆とか様々な状況、そういう

議論も当然積み上げて今日に至ったということだと思います。 

 しかし、これも触れられましたけど、この時代の環境変化の中でどのようにこれを考えていくの

かということについては、やはりしっかり実態も、それから今後についても様々な角度から検討し

て考えていくということは大事であろうと思っておりますので、先ほど小坂次長のほうからも申し

上げたと思いますけれど、そこらも含めて今後その方策を把握し、検討していくということについ

ては、それをする必要があるというふうに考えておるところであります。 

 これは多分全国的にも様々な議論でありますが、今回の例えば国の異次元の少子化対策の中で、

例えばこの法改正とか、これで国として主食も対応しますという制度がはまれば、全然問題ないわ

けであろうかと思いますし、全国一律でそういうことが行われるような環境が整うことを本当に望

みますけれど、しかし、自治体としてどのように考えていくかということについては、先ほど申し

上げたことも含めてしっかり検討していく、そういう立場で亀山市はおりますので、そこはご理解

いただきたいと存じます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 やるのか、やらないのかというか、どういう方向なのかというのは最終的に微妙な感じではあり

ましたけれども、ただ、それを実現していくに当たって、今一番大きな話として、初日に岡本議員

も言われましたけれども、保育の無償化によって、実は副食の補助金も国からはなくなったと言わ

れていますけれども、実際その保育料の無償化によって、やはり大きく保育に関する施策というの

は変わってきたはずなんですね。その大きな変化の中で、当然保護者負担の在り方というのもだん

だん変わってきてはおるでしょうし、実際やはりそういうふうなニーズが旧亀山市で生まれてきて

いるということ。私は実はその声を聞いていないもので、草川議員からの又聞きになってしもうて

おるわけなんですけれども、こういう時代の変化が起こっている。それを踏まえた草川議員の提言

やったんやろうなと思って、横から入ってきたような感じで申し訳ないんですけれども、ただ、や

はり私もアスレのときにそういった議論をさせてもらった立場として、ちょっとそれは言わせては

いただきましたけれども。 

 ただ、そんな中で、やはり施設の問題やというふうに言われるんやったら、施設を改修すればい

いわけですよ。先ほど国の制度と言われましたけれども、理由として上げられるのがスペースがな

いから、人員配置がないからということやったもんで、それだったら、本当に必要やったら改修し

なさいよということですよ。前々から保育園が老朽化しているという話もほかの議員さんも言われ
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ていますけれども、そういったことなんだよということやと私は思いますのでね。だから施設改修

も含めてとか、そういうことじゃなくて、米飯持参やったら米飯持参をどうするんかという、ここ

をどう実現するかというのを具体的に進めていくべきやと思いますので、その点をちょっとよろし

くお願いしたいと思います。 

 それでは、続きまして亀山中学校及び中部中学校の全員喫食制給食の導入についてということ、

ここに行かせていただきます。 

 これに関しましては、いろいろと食缶方式に方針を変えるということになって説明を受けたんで

すけれども、まず、そもそもこの建設費の高騰とか、建設費がということでしたんで、逆に言えば

建設費が高騰していなかったら当初の予定どおり建っていたのかどうか。 

 さらに、この建設費が幾らぐらいまでやったら建設するのか。今から急に物価が下がって、建設

費が前と同じぐらいになったら建てられるのかどうか。その辺について聞かせていただきたいと思

います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 まず事業費が増大しているという、これは大きな問題であるという認識は持っております。特に

これにつきましては、事業費の縮減、そしてまた適切な事業用地の確定が早期にできれば、実施計

画どおり進めることができるというふうに認識をしております。当然その実施計画というものに基

づくものでございますので、事業費としては約８億８,０００万円というものになってくるという

認識でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 事業費の問題は非常に大きいんだなというふうに感じさせられました。 

 その上で、食缶方式にすべきかどうかというのはさておき、実はその食缶方式になった場合とい

うことについてまず聞かせていただきたいんですけれども、そもそも根底の議論の一つとしてある

のが、デリバリーに対する不満があったと。小学校給食や関中の給食よりも、やはり見劣りすると

いう話があった。デリバリーについては、私も１回食べさせてもうたことがあるんですけれども、

非常に、派手な料理ではないですけどよく作ってあるとは思いました。ただ、見栄えがあんまりよ

くないみたいな部分で、やはりあんまり好評とは言えないという部分があったので。 

 ただ、その中で外部委託の食缶方式、これで関中や小学校と同値段で同レベルのものが実現でき

るのかどうか。先ほど同じものを作りますみたいなことは言われましたけれども、同じものという

だけやったら、現在小学校とか関中で提供されておるもののグレードを下げりゃあできるわけです

よ。言い方は悪いですけど。今の関中・小学校の給食、これと同レベルのものが実現できるのかど

うか、食缶方式で。その点を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 
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 今想定しております考え方といたしましては、まず献立につきましては、現在小学校、それから

関学校給食センターで提供しておりますものと同じく、学校の栄養教諭が共通献立を作成し、それ

を市の管理栄養士や教職員などを交えました献立検討会議の協議を経た、そういった献立を作って

いただくという考え方をしております。ですので、基本としては、今自校でやっております小学校、

そして関学校給食センターで行っております給食と同じ質のものを目指すという考え方でおるとこ

ろでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 現在のものと同じものを目指すということを確認させていただきました。 

 その上で、説明では行政の費用負担のこともいろいろ出ていました。デリバリーのときに比べて

行政の費用負担、これは一体どうなっていくのか。今はそれこそ食材の高騰で給食が提供できなく

なっているところもあるとかいう話もニュースとかで聞いたりします。こんな中で食缶方式にして、

やはりセンター方式なり自校方式に比べると、そういう影響は受けやすい部分があるとは思うんで

すけれども、この点、行政としてもフォローしていくのかどうか。食缶方式の場合ですよ。それぐ

らいのつもりがあるのか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 現在、食缶方式によります年間運営の経費というものといたしましては、設備投資とかは別とい

たしまして、年間として約１億６,３００万円ほどがかかってくるだろうという想定をしていると

ころでございます。 

 これらは先ほど新議員のところでも少し述べさせていただきましたけれども、様々な調理であり

ますとかに係る人件費、さらに光熱水費、そして設備投資に係るそういった費用、こういったもの

も含めたものとして算出をさせていただいておるというものでございますので、その運営、これは

委託料ということになってくると思いますが、その辺りにつきましては十分そういった給食をしっ

かり担保できるというものを想定した形で運営ができるというふうに考えているものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは次に、この外部委託の話がありましたけれども、ある程度ちょっと確認させていただい

たんですけれども、今回全協とかでも説明していただいた中で、早期実現のために外部委託方式を

取るということで、やはり給食センターはいずれ建設するということを匂わせているわけですよね。

先ほど新議員の一般質問の中でも、中長期的にいろいろ考えなければならないのでということでは

あるんですけれども、教育委員会からの資料によれば、予定していたときではないけれども、その

後まだ建設する考えはあるんだというようなことは匂わされていたんですけれども、結局この給食

センター、食缶方式が導入されたとして、ただ、それでもセンターを実現するのかどうか。この辺

どうなんでしょうか。 
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 実際、その計画をそれこそ資材が安くなってきたときに造ってもええわけですよ。そういうふう

なことも踏まえて、この建設の計画、これは続けていくのかどうされるのか。センターそのものを、

建設を検討し続けるのかどうか。その点、聞かせていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 先ほど新議員のところでもご答弁申し上げましたように、この中学校の全員喫食制給食の実施事

業につきましては、関の学校給食センターでありますとか、それから学校の給食設備の改修、さら

には学校施設そのものの大規模改修、こういったものも含めた中長期的な視点に立ち、そのときの

状況に応じて具体的な手法を検討していくということになると考えております。 

 ですから、新たにセンターという新築のものだけにとどまらず、合築でありますとか、そういっ

た学校施設との統合といったようなことも視野に入れて検討は行っていくというものでございます

ので、それまでの間は外部調理委託方式による外部調理の食缶搬入方式によって全員喫食制給食の

実現を図ってまいりたいと考えているものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 給食センターのための検討は行わないと。教育関係施設の施設全般のどうしていくかという検討

の中で、検討を続けていくということなんですよね。 

 では、その検討をすることというのは、具体的にどういう名称なんですか、それは。何を検討す

る、教育施設の検討会みたいなものをつくるんですか。教育委員会としてどうするんですか、その

辺、具体的に。何かプランはあるんですか、それに対して。その点、具体的な話を聞かせていただ

きたい。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 現段階におきまして、具体的に何か検討会を持つとか、そういった考えではございません。今策

定を進めております学校施設の長寿命化計画というものも併せまして、そういったところで必要な

改修等の時期、そういったものを図って検討を図るという考え方になるかと思っております。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 そうすると、もうはっきり言って給食センターは断念するということですよね、話としては。と

いうことでよろしいんか。それを確認させていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 先ほど申し上げましたように、学校の給食施設の改修や更新を含めた、そういった機会を捉えて
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中長期的な視点で将来的な給食調理施設を整備するという考え方でございますので、そのときの社

会的な状況、こういったものに合わせて、どのような形で整備していくかということをまた検討す

るというものでございますので、センター方式である、それからまた違う方式でやるという、そう

いったものではないという認識でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ちょっとその辺の話はもう水かけ論にしかならんので、この程度にさせてもらいますけれども、

ただこのセンターの建設というか、これ自体は第２次総合計画後期基本計画の実施計画にも上げら

れているわけですよ。 

 その中でもう一つ、当然それは実施計画の変更ということはされるんでしょうけれども、もう一

つ、それまでの、令和８年度までかな、デリバリー、これに関しては債務負担行為でそこまでのこ

とが組まれているわけですよね。まず、この給食センターじゃなくて外部委託にするんやったらも

っと早く実現できるんじゃないのかという話があったはずで、議会としてもセンターを建設するか

ら８年度ぐらいになるわなということで、この債務負担行為を認めたはずなんですけれども、これ

については、やはりデリバリーを当初予定していた令和８年度まで要るのかどうかという、そこが

やっぱり話が違ってきているわけですよ。これは本来やったら、やはり債務負担行為の減額補正ぐ

らいせなあかんのと違うんかなと私は思うんですけどね。 

 もう一つ、どっちにしても、センターを造るにしても、外部委託にしても、先ほど新議員も言わ

れたように、学校側の受入れで施設の整備、これが要ることにはなるんですよね。それはもう早急

にやられるのかどうか、いつからされるのか。ちょっとその点、確認させていただきたいと思いま

す。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 中学校の全員喫食制給食の実施事業におきましての開始時期でございますけれども、当初令和９

年度を見込んでいたところを、今年度実施方針案におきましては令和８年度の２学期からの開始と

半年ほど前倒しを見込んでいるところではございます。 

 ただ、それまでの期間につきましては、まずその外部調理委託に係る、先ほども少し申し述べま

したが、仕様、こういったものの検討、さらに委託業者の選定というものには非常に慎重を期すも

のと考えております。また、その受託事業者が給食提供を実施するための設備投資等の準備期間、

さらに先ほど申し上げました２中学校の受入れ設備に関する設置工事、そして給食提供の試行、こ

ういったものを予定しているところでございますので、それぞれ相当の期間を要するものと判断を

しておるというところでございます。 

 先ほど申し上げましたように、令和８年度中の実施を目指しておりますけれども、なお早期実現

に向けて努力はしてまいりたいと考えているところでございます。 

 それから、そういった考え方のものでございますので、デリバリー給食というものにつきまして

は、その実施時期までは行わせていただくというものでございますので、これについては引き続き
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実施をさせていただく、その全員喫食制給食の実施まではデリバリー給食は継続させていただくと

いう考えでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 いろいろと聞かせていただきましたけれども、この問題については私も決して納得できたわけで

はないし、今からも多くの議員さんがされると思いますので、この程度にとどめまして次の問題に

行かせていただきたいと思います。 

 庁舎建設についてということで通告させていただいております。前々からこれについては、特に

私は分散・集中、この辺の話が非常に重要なポイントかなとは思っておったんですけれども、集約

を基本とするというふうなことが方針として出されてはおりますけれども、その中でいろいろとち

ょっとお聞かせ願いたいんですけれども、まず、その集約する対象であるあいあいとか環境センタ

ー、この辺りの話なんですけれども、そもそも、あいあい、総合保健福祉センター、これは何のた

めに造ったのか。なぜそこに職員を配置しているのか。環境センターもしかりですね。単なる廃棄

物の処理施設ではなくて、そこに職員を配置したのはなぜなのか。その点について聞かせていただ

きたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 総合保健福祉センターあいあい、それと総合環境センターの関係でございますが、まず総合保健

福祉センターにつきましては、センター等の整備に当たりまして、まずもって現在の本庁舎は昭和

３３年に建設後、現在の南棟でございますが、増築を繰り返してきた狭隘な施設のため、本庁舎の

施設内に新たな拠点施設を設けることが困難な状況でございました。そうした中、総合保健福祉セ

ンターあいあいにつきましては、総合的な保健福祉施策を推進するに当たっての保健・福祉・医療

の拠点施設として、平成１３年４月に開所をいたしております。 

 センター建設当時は、超高齢化社会の到来を目前にし、高齢者等のニーズが多様化・複合化する

中、保健福祉の分野だけではなく、医療とも有機的に連携した保健・福祉・医療サービスの充実と、

これらを一元的に提供できる体制の構築、関連機関との連携やネットワーク化、拠点整備が必要と

なっておりました。そうした中、市では、保健・福祉・医療の連携拠点、サービス提供や活動を支

える拠点、市民の交流拠点を施設の理念として現在の総合保健福祉センターを現在の地に建設し、

市民が利用しやすく、また市民のくつろぎとふれあいの場となるような施設づくりを進めてきたと

ころでございます。 

 また、総合環境センターにつきましては、平成１２年４月に稼働したごみ溶融施設に、それまで

の廃棄物処理部門に加えまして環境保全部門を配置し、本市の環境施策を総合的に推進する拠点施

設として位置づけております。 

 そういったことから、それぞれの場所では当然事務が必要となっておりますので、そのために職

員を配置はいたしているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 
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 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 あいあいに関してですけれども、保健・福祉・医療の拠点となって、実際そこで交流云々もあっ

て、有機的にという言葉もありましたけれども、やはりあそこに置いておいて、あそこを中心にそ

ういった保健・福祉・医療というのが充実していく。市としてはそれが一番の目的やったんやなと

思うんですけれども、もう今の時代はそれは必要ないということなんですかね、集約するというこ

とは。 

 あともう一つ、環境センター、そこで当然事務も発生するからということなんですけれども、事

務する人だけを置いておいて、ほかの職員は庁舎におってもらってもいいんじゃないですかという

ことなんですが、その点はどうなんでしょうか。それをわざわざ向こうに持っていった理由は何な

のか。あそこもそれこそ廃棄物とか環境のことを考える拠点にするという話じゃなかったのか。そ

の点をちょっと聞かせていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 総合保健福祉センターにつきましては、総合的な相談対応ができるサテライトオフィスの機能を

維持するとともに、ＩＣＴ技術の活用等により引き続き健康福祉の拠点として、市民サービスの低

下を招くことがないように努めてまいりたいと考えております。 

 また、総合環境センターにつきましても、管理部門につきましては新庁舎に集約することを基本

といたしますが、新庁舎の設計段階までには次期ごみ処理施設の整備方針を踏まえた上で、最終的

な結論を出すことといたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 そうすると、集約を基本とするとか言われながら、あいあいはほとんど今のままということです

か。で、総合環境センターも管理部門というか、何人か新庁舎に行くだけということですか。関支

所をどうするかという話もありますけれどね。関支所はじゃあどうするのかという話もあるんです

けれども、そうしたら集約を基本としていないんじゃないですか、これ。 

 その点も含めて、あいあい、今のままなんですかということ、その辺をちょっと聞かせていただ

きたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 お尋ねの今のままということではございませんでして、整備基本計画の中でも今後決定をする新

庁舎の建設予定地の立地条件を踏まえた上で、行政ＤＸの進展等により市民サービスの低下を招か

ないと判断した場合は、一部行政機能を分散することもありますというふうなことでしております。 

 そういったことから、総合保健福祉センターあいあいの全てを残すとか、そういったことではご

ざいませんでして、相談対応ができるようにサテライトオフィスの機能は維持したいと。これは当
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然相談場所が減ると困るといった市民サービスの低下がございますので、そういったようなことが

ないようにということで考えております。 

 それと、総合環境センターにつきましては、先ほど申し上げましたように次期のごみ処理施設の

整備方針も関連いたしますので、現時点では結論は出しておりませんし、いずれにいたしましても

今後そういった市民サービスの低下を招かないという判断の中では分散もあり得るということです

ので、集約を基本としておりますが、今のまま残すとか、そういったことについては今後の検討に

なるかと存じます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 要は、まだ何だかんだ言って決まっていないということが実情のような気がしてならないんです

けれども、ちょっとその上で市長にお聞きしたいんですけど、はっきり言って給食センターも先ほ

どの話で、とにかく建設費が増大した、これが一番の原因なんやみたいなことでしたけれども、そ

ういう意味でほんまにほかの議員さんも結構言われていますけれども、新庁舎の場合は４０億ぐら

い膨れておるわけですね、当初の話から。最初四、五十億と言っていたのが、もう１００億近くに

なっておる。はっきり言って、こんな給食センターすら建てられやんような自治体が建てられるん

ですかという話なんですよ。 

 私、もともと庁舎に関しては、人口の重心地である北東部とか、あと川を隔てた南側、この辺り

に支所を設置して、本庁舎は最低限の整備にとどめて分散型で行くほうがこれからの時代はいいん

じゃないかという考えの持ち主ではあったんですけれども、実際この状況で財源が確保できるかど

うか分からん。ほか、先ほど保育園の整備の話もありました。教育施設の統合とか話もありました。

この話の中で、やはりもう市長、一番最初に出てこられたときに庁舎建設の凍結、優先すべき諸課

題がある。私、これに関しては非常に評価しておるんですわ。やはり実際、庁舎建設をやめたこと

によってできた施策もあると思うんでね。 

 だから今こそ、やはりこの庁舎建設ということ、これの見直しが必要なんじゃないのかと私は思

うんですけどね。本当にこれはできるんですかという話です。 

 どうでしょうか、市長、もう庁舎建設そのものを見直す、この考えはないのかどうか。この点、

聞かせていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 前段の部分、少しお答えもさせていただくんですが、先ほど総合環境センター、あいあい、本庁

舎との分散の関係の在り方、これらも様々な角度から検討した中で、現在分散しておる行政機能を

市民の利便性向上とか業務の効率性、将来的なコスト等勘案する中で、新庁舎への集約を基本とし

ていきたい。これは先頃お示しした新庁舎整備基本計画にお示しをさせていただいたことでありま

す。 

 そのコスト面につきましても、少し庁舎機能を分散する場合は、集約に比べて確かに整備費はそ

の瞬間抑制できますけれど、しかし、中長期的には複数の庁舎の更新費用とか維持費が必要となる
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わけであります。既に、あいあい、それから環境センターも四半世紀近い時間の経過がたっており

ますので、将来的にはもう少し長いスパンで、５０年、１００年、本当にまちの大計を考える中で

公共施設の配置を考えていく必要があろうかと思います。 

 そして、これはご指摘のようにＤＸ等によりまして更新時の規模縮小も、当然本庁舎もそうです

し、既に環境センターも更新が視野に入ってきておるわけでございますので、こういう中で財政負

担を抑えていく、このことが大事な視点であろうというふうに思っておるところであります。 

 そして、そういうことを考える中で、今議員おっしゃっていただいた新庁舎の整備事業の凍結と

か中止をまさに今考えるべきではないかということのお話でございますけれど、まちづくりは百年

の大計であり、そして今こういう局面の中で、まさしく新庁舎整備基本計画、この７月に市民の皆

様、議会の皆様にお示しをさせていただいたところでありますが、これは議員の皆様方の議決をい

ただいて、この第２次総合計画にお示しをさせていただく中での基本的な方針の下に現在その作業

を進めさせていただいておるものでございますので、現時点でこの新庁舎の整備計画の凍結、もし

くは廃止という考え方は持ち合わせていないところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 伊藤議員。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 かなり大きな話が出てきたとは思うんですけれども、話はちょっとずれるんですけど、この４月

に県議会議員さんの選挙があって、私は津のほうにちょっと応援に行ったんですけれども、そのと

きにちょっとちらっと出た話、かなり、眉唾どころの話じゃないんですけれども、そこで応援演説

をされていた方が、県の話ですから県の大きな課題として県庁の建設の話が出ていたと。その建設

の話の中で、一見知事が亀山出身やから、亀山の今度リニアが来るから、リニアの来る下庄辺りに

県庁を持っていくつもりやと、一見知事が、これは何としても阻止せなあかんということを言われ

たことがあるんですね。私ら亀山市民としてはびっくりというか、なんですけれども、ただ確かに

何が起こっても分からんというのが県レベルでも話としてあるわけです。さすがにそれはないやろ

うと私は思いますけれども。 

 今ほんまに自治体自体が限界集落とか、実際もう、あと２０年ぐらいたったら消滅する自治体が

出てくるみたいな話も出てきているわけです。２０年前、先ほど合併といいましたけれども、約２

０年前は合併議論が行われていたときですよ。やはり２０年、３０年、あっという間なんですね。

そういうふうなことを考えたときに、当然市長が言われるように長期的なことは必要ですし、その

ときになったら、今ある庁舎がほんまにどうなのか分からないという世界になってくると思います。

やはりその辺はしっかり見極めていただかないといけない。そういう意味ではやはり、まず今必要

なのは何かという、そこはやっぱりしていただかなければならないということを申し上げて終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 １５番 伊藤彦太郎議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時４４分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（午後 １時００分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１番 古田𠮷昭議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 皆様、お疲れさまです。 

 会派新生みらいの古田です。よろしくお願いします。 

 それでは、通告に従い一般質問をさせてもらいます。 

 まず初めに、道路排水施設についてですが、大雨が降ると道路側溝の流れが悪くなり、水路が小

さいところなんかはじわじわと側溝からあふれ出し、水たまりができ、冠水が起きるところがあり

ます。雨がやめば、じわじわとまた流れていくんですが、雨が降り続けた場合、住宅などに流れて

いき、浸水が起こるおそれもあると思います。 

 各地で線状降水帯が発生し、記録的豪雨の報道もよく見ますが、大雨が降った場合、どんな冠水

対策を行うのかを聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 １番 古田𠮷昭議員の質問に対する答弁を求めます。 

 松田建設部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 大雨時の冠水対策でございますが、近年問題となっておりますゲリラ豪雨と呼ばれる一時的に集

中して大雨が降った際には想定した道路側溝の排水能力を超える場合があり、冠水対策は困難であ

りますが、一時の大雨であれば時間経過とともに徐々に水位も下がり、冠水状態が解消されます。 

 台風接近時など大雨が事前に予測される場合については、冠水のおそれがある箇所を事前にパト

ロールし、側溝や集水ます内の堆積物の除去を行っております。また、道路の路面水が民地に流入

してしまうという場合には、土のうを設置して民地への路面水の流入を防ぐなどの対策を行ってお

ります。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 ありがとうございます。 

 パトロールや土のうでの簡単な対応は僕も行ったことがあります。行ったときに実際に見て思っ

たことは、冠水する場所の側溝や水路は割かし昔のもので、水路幅や深さ、大きさが小さいところ

が多いです。最近、地域住宅造成もいろんなところでやっています。その場合、現在の基準で排水

路の設計を行うと思うのですが、その造成地の排水路が古い排水路の上流に当たる場合、新しい大

きな水路の水量を小さな水路でくむこととなってしまいます。サイズが違うだけで、それで流れが

止まるということはないと思いますが、最近の雨量ではその場の水量も増えますし、さらに道路工

事や住宅工事が進んでいくとなると、水の流れも変わって昔の排水路に一気に流れることも考えら

れます。 

 造成を行う場合の設計基準や小さい水路の断面不足に対する対策を聞かせてください。 
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○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 開発による道路側溝の断面不足というところですが、開発地からの雨水排水を接道する市道の側

溝へ排水する場合には、開発業者が側溝への流入量を計算して道路側溝の断面検討をした上で適切

な側溝を設置するよう指導しております。 

 排水先の既設の側溝につきましても、断面が不足する場合には側溝改良を開発業者に指導してい

るところですが、側溝の断面検討はあくまで一次放流先までとなっており、上流よりも下流の側溝

断面が小さくなるという事案も発生しています。このような事案につきましては、開発工事の完成

後も下流域への影響が生じていないか注視して観察を行っているところであります。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 そういう断面不足のところの対策を行っていただくということで、広く造ってもらいたいんです

けれども、ふだんは排水路がごみや落ち葉などで詰まってしまうことがあります。蓋がなければ常

に掃除はできると思いますが、蓋がついていると専用の工具がないと難しいと思われます。蓋が取

れると、それなりのさおというか長いもんで、僕のスペシャルな工具で何とかなるときもあります

が、一度蓋を開けてみたら一斗缶がすっぽり詰まっていたこともありました。最近は騒音問題で、

側溝の蓋を外して、すっぽりと上を打ってしまって水路を閉じてしまう工法もあります。 

 様々な状況で排水路に詰まりが発生するときがありますが、そんなとき市民はどういった対応を

取ればいいかを聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 道路側溝や集水ます内の落ち葉などの堆積物が原因で冠水している場合は、早急に除去をいたし

ます。また、事前に発見した堆積物につきましては、蓋を設置していない側溝は市の作業員で清掃

を行うほか、住民の皆様に道路ふれあい月間や市内一斉清掃の作業時に清掃を行っていただいてい

る場合もございます。 

 しかしながら、議員言われるように、コンクリート製の蓋が設置してある側溝は、蓋を開けての

清掃が、住民の皆様はもちろんのこと市の作業員でも困難であることから、年間を通じて清掃委託

契約を行っている業者に依頼して、排水管清掃車による側溝内の高圧水洗浄を行い、側溝清掃車に

より洗浄水とともに堆積物を強力吸引して清掃しているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 暗渠になってしまうと詰まってしまうと何ともならんとき、困ってしまうと思うんですが、市の

ほうにお願いすれば業者がチェックやバキュームで掃除してくれるということが分かれば、市民の

皆様も諦めずに済みますし、安心できると思います。 
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 詰まりを解消できたり掃除すれば水の流れもスムーズにはなるんですが、その場は、掃除した場

所は冠水しにくくなりますが、道路排水も川と同じで下流・上流があります。下流側の水路が小さ

いと、今後、雨の量が増えたり工事や造成で状況が変わったりすると、昔のままの小さい排水路に

限界が来ると思います。 

 この先、どういった対策、整備をしていくのかを聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 市の道路パトロールにより降雨時の道路側溝の排水状況の確認はしているものの、市道全ての側

溝の排水状況について常に把握することは困難であることから、自治会による側溝修繕要望によっ

て排水不良を起こしている箇所を把握しているのが現在の状況です。 

 排水不良箇所のうち部分的な修繕で済むものについては、年間を通じて修繕工事契約を行ってい

る業者に依頼して修繕を行っております。延長の長い側溝の改修が必要な箇所などについては、予

算化して計画的に側溝工事を進めておりますが、自治会からの要望に対し、工事が追いついていな

い箇所もございます。 

 今後の道路側溝の整備につきましては、被害状況や現場条件などにより優先順位を決定し、決め

てまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 そうですね。部分的に改善をしていっても、この先、解決できん状況も起きると思います。例え

ば新しく造成したところを１次排水としたら、次つなげるところは２次排水、３次排水、そして川

に流れていくという流れなんですね。部分的ではなく、全体的に排水というものを考えないと大量

の雨水に耐えられないと思いますが、未来、この先ずっと先にかかっていくときに、全体的な対策、

全体的なことをどう考えているかを聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 先ほども開発のときには１次排水までということで説明をさせていただきましたが、その先、今、

議員言われるように、開発とか宅地の状況によってはどんどん増えていくということも想定されま

す。そういったところをその都度確認した時点で、先ほどもありましたように、長い延長で側溝修

繕とか、そういったところが必要という判断をすれば、予算化して適切に対応していきたいという

ふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 ありがとうございます。 

 繰り返し広い範囲でということをお聞きしましたが、多分、全体的に僕は水の流れという意味で
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は、道路側溝、道路排水というのは、この先限界が来て無理があると思います。下流側で、古くて

も大きな排水路というのはもちろん下流に行けば広くなっていくというのは基本ですが、本当に流

れるところによっては小さいところもありますので、市全体、広い区域全体で対策を考えていただ

くようお願いして、次の質問に移ります。 

 次に、運動施設の整備についてについて質問させていただきます。 

 近年、コロナの影響で、とこわか国体中止をはじめ、いろんなスポーツの大会が中止になってい

ましたが、最近はコロナの影響から脱し、競技大会も各地で開催されています。そうなると、技術

を上げるために個人練習やグループでの練習もしたくなると思います。しかしながら、競技によっ

ては市内に練習するところがないという話を聞きます。 

 今回、僕が話を聞いたのはサッカー、それと陸上競技で、サッカーをやっている子に、西野公園

の運動広場、個人ならただだよと言ったんですけれども、グラウンドが荒れていると、練習の幅が

限られていると答えられましたし、陸上競技の子はトラックがないのでタイム計測ができないと、

こういうふうに言われました。 

 こういったちょっとした個人練習を市内でできない、この状況をどう考えているのかを聞かせて

ください。 

○議長（森 美和子君） 

 小林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 陸上競技用のトラック、またサッカーコート等につきましては、市内には正規のそういった備え

た施設がないことから、サッカーや陸上競技におきましては、議員に少しお触れいただきましたが、

西野公園の運動広場や関Ｂ＆Ｇ海洋センター、多目的グラウンドなどをご利用いただくことが多い

ものと認識しておるところでございます。 

 具体的に今ご指摘の長距離走等でのタイム計測につきましては、トラックがないために正確な距

離の把握が難しいところでもございまして、市内のスポーツ施設における課題の一つであるという

ふうに認識しているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 ありがとうございます。 

 荒れているとかありましたけれども、練習ができる場所の整備については後で触れるとして、先

に市内運動施設全体の現在の利用状況、人数、種目、個人練習などで、そういった体育館など、グ

ラウンドなど施設を利用しているのかを含めて状況を聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 各運動施設の利用状況につきましては、コロナ禍の影響から利用が少ない状況が近年続いており

ましたが、昨年度はおおむねコロナ前の水準に戻りつつありまして、年間で約１７万８,０００人

のご利用をいただいたところでございます。 
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 施設別の利用状況を見ますと、まず西野公園につきましては、全体で約６万７,０００人のご利

用で、うち個人利用は約３０％に当たります２万人ほどで、専用利用は約４万７,０００人となっ

てございます。 

 次に、東野公園体育館につきましては、全体で約５万３,０００人のご利用で、うち個人利用は

３５％に当たる１万９,０００人ほどで、専用利用は約３万４,０００人となってございます。 

 最後に、関Ｂ＆Ｇ海洋センターにつきましては、全体で約５万３,０００人のご利用で、うち個

人利用は４７％に当たります２万５,０００人ほどで、専用利用は約２万８,０００人となっており

ます。 

 また、主に体育館での利用種目につきましてはバドミントン、バスケットボールが多く、バレー

ボール、ハンドボールなどでご利用いただいておりますほか、テニポンやソフトバレー、カローリ

ングなどのニュースポーツも含め、幅広くご利用いただいているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 運動施設利用者がコロナ前の水準に戻ってきている、１７万人も入っておるとは思いませんでし

たけれども、今後も健康増進、技術向上のために多くの方に気軽に利用してもらいたいと思います。 

 僕が言うと、おまえが先に行ってこいと言われそうですが、その辺は置いておいて、次に今後の

施設整備についてですが、先ほど個人練習のできる場所がないとの話をしましたが、サッカーであ

ればちょっと小さい場所でフットサルでも練習になりますし、もちろん陸上のトラックも出しまし

た。バスケットのスリー・オン・スリーコートなど、バスケは体育館でもできるんですが、今後新

たにそういった施設を整備する予定はないのかを聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 議員ご質問の陸上トラックでありますとかフットサルの競技場、それからバスケットのスリー・

オン・スリーコートなど、施設整備の計画や予定というのは今のところないところでございます。

しかしながら、一人でも気軽にスポーツのできる環境といたしましては、各施設で団体による専用

予約が入らない個人使用デーというのを設けておりまして、毎月５日程度の設定で、時間帯や曜日

で種目は少し限定はされますけれども、卓球、バドミントン、バスケットボール、ソフトバレーな

どを実施していただくことが可能となってございます。 

 個人の方の利用につきましては、こうした機会を活用いただきますと、個人練習などにも取り組

んでいただきやすいのではないかというふうに考えてございます。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 ありがとうございます。個人練習のために、施設を市が個人のために開いているということは僕

も知らなかったもんですから、また周知したいと思います。 

 つい先日、ライオンズで親子体操教室がありまして、オリンピックメダリストの池谷幸雄さんが、
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才能は早く見つけるほうが大事、早く見つけなさい、才能があっても練習を継続しないと大きな目

標には届きません、そういった言葉を言っていました。練習する場所の充実が有望な地元アスリー

ト発掘につながっていくと思いますので、運動施設の充実、整備、その辺をお願いして次の質問に

移ります。 

 次は食中毒対策についてですが、まだまだ暑さが続く中、食中毒のニュースが増えています。流

しそうめんで１００人近くの方が食中毒になったり、弁当での食中毒で亡くなった方もおられたそ

うです。カンピロバクターやサルモネラという細菌のことはあんまり分かりませんが、発熱による

後遺症もあるみたいで、これはかなり怖いなと。 

 そこでまずは、現在の県内・市内での食中毒発生状況について聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 小林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 食中毒につきましては、その原因となる細菌やウイルスなどが食べ物に付着をし体内に侵入する

ことによって発生するもので、湿度や気温が高い夏場において細菌が増えやすいことから、細菌性

の食中毒の発生件数が増加する傾向にございます。 

 本年度の三重県の発表を見ますと、市内での食中毒事件の発生はございませんけれども、県内で

は３件の飲食店における食中毒が発生をしてございます。 

 市の食中毒に関する対策といたしましては、市ホームページでの意識啓発を行いますとともに、

特に細菌性の食中毒が多くなり始める６月には、市広報を通じて食中毒の予防について周知を図っ

てございます。 

 また、三重県による食中毒警報の発令がされた際には、鈴鹿保健所衛生指導課を通じて健康福祉

部健康政策課へ通知が届き、関係各課、これは子ども未来課でありますとか地域福祉課、医療セン

ター等でございますが、そちらへ情報周知を図るとともに、市民への安心めーる、市ホームページ

などで情報発信を行っておるところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 ありがとうございます。 

 県内では３件、市内では発生なしということで、予防活動や衛生管理の効果が出ていると思いま

す。 

 先日、県から食中毒警報が発令されましたが、その警報が発令された場合、警報が発令されてか

ら市内の給食ですね、提供する保育所と小学校ではどのように対応しているのか。警報が発令され

てから迅速に対応できているのかを聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 まず、私のほうからは、保育所等での対応についてご説明いたします。 

 食中毒警報が発令した場合には、鈴鹿保健所等から発令日時や該当基準などが記載された発令通
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知が健康政策課にファクスで届きます。それを速やかに子ども未来課から公立・私立の各園にファ

クスで送信し、職員への注意喚起を行っております。それを受け各園では、食品等の取扱いの注意

事項の再確認や、日頃から実施している手洗いや消毒をいつもより小まめに行うなど、より徹底し

た衛生管理を行うように努めております。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 学校給食の現場におきましては、食中毒警報が発令されました場合につきましては、先ほどの健

康福祉部などから情報提供を受けまして、その都度、各学校現場へ周知を行っておるというところ

でございます。 

 日頃から学校現場につきましては、学校給食衛生管理基準に基づき衛生管理マニュアルを定め、

徹底した衛生管理を行っております。給食調理員は大腸菌などの保菌検査を定期的に行い、調理前

の洗浄や消毒は相互にチェックするようにしているというところでございます。 

 また、食材の加熱温度についても確認と記録を行い、給食の安全を確保するように努めていると

ころでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 ありがとうございます。 

 しっかりと管理、対応、警報が出たときは、ファクスが届いたときは迅速に対応してもらってい

るとのことで安心しました。 

 天気予報では、この先まだまだもうちょっと暑い日が続きますし、この先、地球温暖化が進み、

年々暑くなっていくと思います。食中毒のリスクも高くなっていくと思いますが、その対応、今後

の取組について聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 本年度も残暑が長引くことが予想されるなど年々地球温暖化が進んでございまして、食中毒の発

生リスクの高まりも非常に懸念されるところでございます。そうした状況を踏まえますと、市民の

皆さんに食中毒を起こさないための正しい知識を身につけていただくことがより重要となってまい

りますことから、市としましては鈴鹿保健所等との各関係機関との連携を密にしつつ、ホームペー

ジや広報、それから健康なび等を通じた周知啓発に一層努めてまいりたいと存じます。 

 また、新たに創設をいたします、かめやま健康都市大学での学びの機会、こういったものの活用

を含めて積極的な意識啓発も検討してまいりたいと存じます。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 食中毒をいろいろネットで見ていたんですけれども、暑い時期には発生率が高くなるのは当然で



－１７２－ 

すけれども、涼しくなってからでも細菌系ではなくウイルス系ですか、ノロウイルスとか、そうい

ったものも発生して、そのウイルス系の食中毒はさらにワクチンを打っていないともっと怖い、も

っと病状が悪化するといったのを見ました。今後も市内、そして市内飲食店もそうですし、市内の

施設もそうですし、予防活動、衛生管理をしっかりと継続していただき食中毒抑制に努めていただ

くことをお願いして、次の質問に移ります。 

 次に、防犯対策についてですが、新聞やテレビで特殊詐欺被害のことのニュースを見ます。全国

的には、コロナの影響もあったのか、８年ぶりに増加して被害額は３６１億ということで、いろん

なことがあって僕もよく分からんようになってきたんですけれども、まずは特殊詐欺というのはど

ういったものを指すのかを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 木田危機管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 特殊詐欺とは、犯人が電話やはがき等で親族や公共機関の職員などを名のって被害者を信じ込ま

せ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってＡＴＭ

を操作させ犯人の口座に送金させる犯罪のことで、オレオレ詐欺や架空料金請求詐欺、還付金詐欺

などが上げられます。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 ありがとうございます。 

 還付金詐欺、オレオレ詐欺、ほかにもいろいろ聞くんですが、最近よくニュースでやっている闇

バイトというのを聞きますが、これも特殊詐欺に含まれるんでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 闇バイトとは、ＳＮＳやインターネットの掲示板などで、短時間で高収入が得られるなど甘い言

葉で募集し、応募してしまうと犯罪組織の手先として利用され犯罪者となってしまうもので、その

犯罪が特殊詐欺の場合で、受け子とか出し子などで逮捕された場合では詐欺罪、あるいは窃盗罪に

問われる場合がございます。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 そういうことなんですね。闇バイトは、要するに関連すると特殊詐欺の中に入ってくると理解し

てよろしいのかなと思います。 

 新聞にも出ていましたが、市内のコンビニでプリペイドカードを大量に買おうとしているお客さ

んを店員がおかしいと感じ、支払ってしまう前に未然に防いだという記事を見て、すごいなあと感

心させられたこともありました。 

 実際、市内・県内、近隣の地域で、どれほどの特殊詐欺被害が発生しているのかを聞かせてくだ
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さい。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 特殊詐欺の県内や市内の発生状況についてご説明させていただきます。 

 特殊詐欺では、今年５月に伊賀警察署管内で、亀山市の６０歳男性が有料サイトの未払い料金請

求で３,０００万円の架空料金請求詐欺が発生したと記憶しております。 

 三重県内の特殊詐欺の発生状況でございますが、本年１月から７月時点で発生件数は１５５件、

被害金額総額約２億９,１４０万円で、前年同時期で９０件の増、そして金額面では１億２,３４０

万円の増でございます。 

 また、亀山警察署管内の特殊詐欺の発生状況は、７月末時点で発生件数１０件、被害金額約４３

６万円、昨年同時期に比べて８件の増で、金額にしてはマイナス９４万円になっております。 

 なお、昨年、令和４年一年の発生状況では、三重県内では１４２件、３億７,６３０万円、亀山

警察署管内で、架空料金請求詐欺２件、還付金詐欺１件の合計３件で５４０万円でございました。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 やっぱりこの辺りでも被害が出ているということで、今後、被害が出ている特殊詐欺、いろんな

形がありますけれども、現在どんな対策をしているのか、取組について現状を聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 現在の取組でございますが、市としましては亀山警察署と連携した取組で、かめやま・安心めー

るやケーブルテレビを利用したタイムリーな情報発信による注意喚起を行っているほか、広報「か

めやま」への掲載、市公式フェイスブックへの掲載、庁内広報用テレビやＪＲ亀山駅前に設置され

たデジタルサイネージを活用した広報啓発を行って、不審に思った際には、すぐに亀山警察署に相

談していただくよう周知しております。 

 また、亀山警察署及び亀山地区防犯協会では毎月１５日を特殊詐欺撲滅の日として、金融機関な

どにおける広報啓発や、あと各地区老人会において防犯教室の開催なども行っております。 

 また、鈴鹿亀山消費生活センターとも連携し、消費者トラブルの中で架空請求の注意喚起を行っ

ておりまして、ホットラインを設置して相談業務に取り組んでいるところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 市役所玄関のモニターにも出ていますね。今後、８年ぶりに増えたということなんですけれども、

こういった被害、いろんな特殊詐欺を防ぐために、新しい対策、取組などがあれば、お聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（森 美和子君） 



－１７４－ 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 今後の取組でございますが、先ほどもご説明させていただきましたとおり、防犯対策は亀山警察

署や亀山地区防犯協会、鈴鹿亀山消費生活センターなどの関係団体が一丸となって情報共有を図り、

犯罪発生の抑止力が発揮できるよう取り組んでまいります。 

 今後も新たな特殊詐欺が発生すると思われますが、関係団体と連携して安心めーるやケーブルテ

レビなど様々な手法で迅速に住民に注意喚起を行い、不審な点があればすぐに亀山警察署へ連絡・

相談いただくよう周知しまして、犯罪のないまちに向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 古田議員。 

○１番（古田𠮷昭君登壇） 

 ありがとうございます。 

 こういった特殊詐欺で金銭を奪われるのは本当に悲しいことだと思います。啓発活動など続けて、

この先、この地域に被害を出させないよう対策を立て、共に努力していくことをお願いします。 

 ちょっと早いですが私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 １番 古田𠮷昭議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時３８分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時４８分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２番 櫻木善仁議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 新和会の櫻木でございます。 

 通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 まず初めに、中学校全員喫食制給食実施事業について質問させていただきます。 

 新議員、伊藤議員と、引き続いての質問となりますが、私、この概算事業費の算出根拠等につい

て質問を中心にさせていただきたいと思います。 

 まず、教育民生委員の所管事務調査において、中学校給食センターの建設を前提に市民のアンケ

ートの実施、栄養教諭さんや給食調理員さんと意見交換、さらに教育委員会事務局、教育部長とと

もに７月１０、１８日、四日市、志摩への給食センター視察を行い、調査・研究の内容をまとめる

に取りかかる中での出来事でした。８月１８日全員協議会で、当面給食センターは整備せず、給食

センター方式から外部調理委託による食缶搬入方式への方針が示されました。 

 そこで、先ほどの伊藤議員からの質問と重複するんですけど、その真因をお答えください。 

○議長（森 美和子君） 

 ２番 櫻木善仁議員の質問に対する答弁を求めます。 
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 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 本事業におきます実施手法の変更の主な理由につきましては、センター整備規模の精査による面

積等の増加や建設事業費の精査、そして高騰に伴う事業費の増加に加え、適切な事業用地の選定が

困難であり、早期実現に支障を来すおそれがあるということが主な原因でございます。加えて、事

業費増加に伴います様々な教育課題に関する将来的な財源確保の影響についても懸念をしていると

ころでございます。 

 このようなことから、本事業の様々な課題を踏まえて、早期実現を図る手法として内容変更を考

えたものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 先ほど私が強調した真因、真因とはそれぞれの原因があると思うんですけど、その中の一つです

ね。最大の理由は何でしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 事業費の大幅な増加というものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 分かりました。 

 ８月２５日の教育民生委員会の事業費の試算結果を説明いただいた中でも、新たな方針というこ

とで答弁されて、その中でも事業費の増大ということをお伺いしております。 

 それでは、ちょっと資料１をお願いします。 

 この資料は教育委員会のほうで試算された内容になります。一番左の列が当初計画された内容で、

令和４年の資料でございます。その２列目が２月に発表されました中間報告です。そして、先日、

８月１８日に報告いただきました、さらに増大したというような内容の３つでございます。 

 大きく違うのは、真ん中の令和４年の中間と８月１８日の一番右の数値の違いは、この学校工事

費、ここのエレベーターの条件変更のみでございます。それぞれの比率の倍率をしたところが、こ

の４列目になります。 

 この資料は、国土交通省による公共工事設計労務単価と物価指数、日本建設業連合会の価格高騰

データ、さらに建設物価調査会総合研究所発行の建設物価指数及び総務省発行の消費者物価指数な

どを用いて試算しました。基点は２０１５年を１とした指数でございます。 

 なお、造成費につきましては、国税庁発行の造成費の金額表三重県版を使っております。 

 改めてちょっと表を出してください。 

 この中で最大で大きく違うところは一番上の造成費になってきます。右側のこの櫻木試算と書い

てあるところが、先ほど紹介しました数々のデータを、造成費、建設費、外構費、それぞれの項目
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のデータとして、ここにあるデータから、公表されている内容から全て算出をさせていただきまし

た。ですから、倍率が１.１６だとか１.３３というのは、その数値を用いて算出しました。 

 その結果、教育委員会のほうで試算した内容からすると、ここは、当初の予算と中間は、平米数

が「１,２００」から「１,５００」に変わっている試算も含まれております。そこからすると、最

終のエレベーターを含めた内容になると２.６２倍になっております。私のほうで試算すると、１.

２８倍というふうな形で試算をさせていただきました。 

 その中で先ほどの一番上の造成費ですね。造成費についてちょっと確認をしたいと思います。 

 今回、この造成費が従来から、この「１,２００平米」から「１,５００平米」の延べ床面積に変

更になったプラス物価高騰を入れて２３.７６倍、これの根拠を聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 造成費につきましては、建設する場所によってかなり変わってくるということが想定されるもの

でございます。実施計画では、一般財団法人建設物価調査会が発行しております建設物価を参照し

て、単価を１平米当たり１,５６８円としたものでございます。実施設計以降における以降の項目

についても同様に算定を行っているものでございます。 

 一方、具体の場所が確定されてない条件の中でございましたので、平成２５年に検討を行った後

でございますけれども、その後は平成２５年に実施されました市内公共施設の類似工事の工事単価

２万２,８８０円、これは１平米当たりでございますが、これを参照し、その単価に敷地面積の４,

０００平方メートルを乗じております。加えて、国土交通省の公共工事設計労務単価や建設物価調

査会の建築着工統計による単価の推移から今後の物価上昇率を算定し、その率を乗じております。

これはどの項目でも同様となりますが、造成費では経年的な物価上昇率を加味し１.６３を乗じて

おり、結果として１億４,９０３万１,０００円としたものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 先ほど答弁いただきましたけど、最初１,５６８円、平米単価ということなんですけど、この１

億４,９００を４,０００で割ると、これにならないですよね。４,０００平米を平米単価に直すと、

１平米当たり３万７,２５８円になるはずです。先ほど答弁いただきました１,５６８円、私が調べ

た三重県の価格とほぼ同等で平らなところで７００円、それぞれ造成が必要なところで１,６００

円ということで、確かにそれには入っていますけど、先ほど答弁いただいた４,０００平米を割る

と、３万７,２５８円との乖離はどのように説明いただけるでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 現在のこの１億４,９０３万１,０００円というものでございますけれども、これは先ほども申し

上げましたけれども、明確なこの場所だという指定がない中でございますので、先ほど申し上げま

した市内の公共施設における類似工事、これにつきましては例えば土地の造成と併せて擁壁であり
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ますとか、そういったものなどもある程度想定をしておりますので、そういった形での積み上げが

あるというふうにご理解賜りたく存じます。 

（発言する者あり） 

○議長（森 美和子君） 

 静粛に願います。 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 その答弁に対して、私も少し調べさせていただきました。擁壁工事も含めて土留めと土盛りをし

ながらやっていくと、土盛りで７,０００円、土留めをすると７万４,０００円という、今の最新で

ございます。最新のデータで、このデータになってございます。そこからすると、４,０００平米

全部、擁壁を底辺から建てて、それぐらいの額になりますが、そのような試算をされたんでしょう

か。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 全て擁壁分ということだけではなく、先ほど申し上げましたように、平成２５年度に実施いたし

ました市内公共施設における類似工事の工事単価２万２,８８０円というものをまず一番の参照と

しております。これに加えて、先ほどの上昇分というものを乗じた結果としての１億４,９０３万

というものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 先ほどお見せした資料の中でも、実は設計費、管理費等は確かに１.３２倍で、現在の値の倍率、

指標とほぼ同じで、私、調べたところが設計費が１.３倍でございました。市のほうで試算したの

が１.３２倍、ほぼ同等でございました。管理費のところも１.２８、私が調べたところは１.３０

ということでほぼ同等でございました。ただし、この測量のところ、同じカテゴリーの中で、私、

調査の中では１.３０でした。市側は５.８ということで、ここはまた乖離が出てございます。 

 ここに関してもちょっとお伺いしたいんですけど、その測量・調査費、今の指標の中でこのよう

な状況になっていますが、その試算根拠をお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 測量・調査費につきましては、建設用地によってもこれは異なってくるものではございますけれ

ども、実施計画では単価、１平方メートル当たり３００円というもので試算をしております。検討

後につきましては、先ほどの国土交通省の新営予算単価を参照し、１平方メートル当たり１,４０

０円としております。この単価に敷地面積の４,０００平方メートルを乗じ、さらに物価上昇分の

１.１３を掛けたもので、結果としての６３２万８,０００円というものでございます。 

○議長（森 美和子君） 
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 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 私の試算の中では、倍率のお話をさせていただきましたけど、その裏にあるのは、それではじゃ

あそれだけ世の中の物価が上がって売上高がどんどん増えているかということを調べさせていただ

きました。これは東京商工リサーチ及び国土交通省の総合政策局からのデータを参照させていただ

きました。これは上場ゼネコン５３社のデータでございます。 

 公共事業の売上高が、令和５年の３月期ということで、対前年比７.９％の増、決して２.何倍に

はなっておりません。それから、同じように受注高ですね。じゃあ受注はどんだけあったのかとい

うことを調べました。６.２％の増です、前年度。いわゆる先ほどでいくと、パーセントにすると

先ほど教育委員会のほうで試算されました２６２％、ここまで到底到達するようなデータではござ

いませんでした。 

 その辺り、指標の中と比較しながら、いかに算出したかということをちょっとお伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 今、当初の試算額、それから現在での試算額に乖離があるという、そしてまた現状との様々な乖

離があるということのご指摘でございますけれども、これにつきましては様々な増加の要因という

ものもお示しをさせていただいたところでございます。 

 なお、ただこれは当初の試算に甘さがあったということは否めないかなというふうに考えている

ところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 それではちょっと視点を変えまして、今回試算を行った候補地ということで、市の所有地で工事

を、最善を尽くされたと思うんですけど、その中で、最善を尽くした中で、ちょっと資料がござい

ます。 

 これは今岡議員が情報開示請求をされた資料でございます。その中で、これは９月１６日の教育

委員会の議事録でございますが、その中に入っておりますのが、（仮称）給食センター建設候補地

比較検討表ということだから、６か所を市の中の検討をしていろいろ試算をされたかと思います。 

 比較表の中で、それぞれの評価の中で今回選択されたものというのが、前回の委員会の中では中

部中学校ということでお聞きしているのですが、それで間違いないですか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 まず、検討に当たっての候補地につきましては、市有地の中で教育委員会の中だけで検討を行っ

たもので、市全体での協議を行ったというものではございません。 

 また、中部中学校におきましては教育委員会が所管する用地でありますとともに、本年２月にお

示しいたしました全員喫食制給食実施事業の検討結果におきまして、これは中間報告というもので
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ございますが、これにおいても検討を明言しているものではございます。そういったものでござい

ますが、用地としてどこに決め得るというものではございませんので、具体、中部中学校というよ

うな形で試算をしたというものではございません。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 それでは、今までやってきたそれぞれの試算の根拠となる想定の場所というのは、どこを想定さ

れてこれを算出されたんでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 先ほども申し上げましたけれども、この造成につきましては建設する場所によってかなり変わる

ということは想定しておりますので、その具体の場所について決定できない中で、その検討につき

ましては平成２５年に実施された類似工事という形で公共施設の整備工事というものを参照して算

出したものでございます。 

（発言する者あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご静粛に願います。 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 そうすると、改めて確認しますけど、今出ている数値は架空の数値なんでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 先ほども申し上げておりますように、具体、この場所でという、そういった中での試算ではござ

いません。例えば、先ほど申し上げましたように、類似工事の工事単価をベースにして、それに面

積を掛けたという形で試算したものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 よく似た工事があったんじゃないかなと思いますけど、その場所はどこなんでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 平成２５年度に実施いたしました類似工事といたしましては、関南部のコミュニティセンターの

造成、これを一応ベースとしております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 
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○２番（櫻木善仁君登壇） 

 ちょっとそこ、平行線になってしまいますので、少し切り口を変えまして、先ほど選定された話

をさせていただきましたけど、この６か所の中、その中で選定をされたのか選択されたのか。選定

というと、いろいろ条件に合ったところを、一番いいところを選ぶと思うんですけど、今回、今ま

で話の中で中部中学校というところは、この評価の中では決して、ランクづけでいくと一番下にな

ろうかと思うんですけど、どうしてこんな一番下の評価を取ったのか、ちょっと教えてください。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 中部中学校につきましては、要件がということでということではなく、教育委員会が所管をする

用地であるという、いわゆる学校の用地であるということでございます。その中で一応検討を明言

してきたというものでございますのでお示しをしておりますが、その場所を具体、用地として選定

をしているというものではございません。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 一番最初の表に戻るんですが、一番最初の表で私が試算した約１.３２倍という話をさせていた

だきましたけど、先ほどの物価高の話もしましたけど、あと直近で同じような規模で建設を予定さ

れているところを調べてまいりました。 

 今年の、もうすぐ９月に開所される徳島県の美馬市と千葉県の長生村というところの２つを調べ

てまいりました。ここは２,０００食、敷地面積３,９００、床面積１,７００、これは方式がＤＢ

Ｏ方式なんですけど１３億７００万、千葉県のほうが、ちょっと食数が少ないんですけど１,００

０食、敷地面積５,０００、床面積、延べ床が１,２５３、１２億９,６００万、ここは従来方式で

村営ということであります。ですから、その辺のデータを踏まえて、私のほうで先ほどお話しした

値になります。 

 そうすると、そこから逆算すると、８億７,０００万をそのまま掛けていただくと１１億になろ

うかと思います。その額で、先ほど教育部長、その前の答弁されていましたけど、８億７,０００

万の値になる、じゃあ１１億だったらどうなんだろうというところも疑問に思います。 

 そこで方針として、この学校給食センターを、できるできないじゃなくて、やるかやらないかと

いうことを教育長、お答えください。 

○議長（森 美和子君） 

 中原教育長。 

○教育長（中原 博君登壇） 

 これまでもご答弁させていただいたように、教育委員の皆さんと真剣に検討もしてまいりました。

何度も部長が申し上げているように、給食センターについては造る方向です。でも、今の状況では

ちょっと無理があるので、中学校の全員喫食制を早期実現するために、このような手法を選択させ

ていただいたというのが教育委員の皆さんと私どもの考えの総意です。以上です。 

○議長（森 美和子君） 
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 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 この後も給食センターのことについては他の議員も質問されていくと思いますので、私はこの辺

でこの質問を終わらせていただきます。 

 ただ、この給食センターありきで私たちも活動しておりましたので、私は方針と思っております

ので、方針をいかに戻すかというところもちょっと検討をお願いしたいと思います。 

 次に、子どもの様々な課題の早期発見と支援についてというところに入らせていただきます。 

 児童虐待、いじめ、貧困問題など、子供たちは様々な課題の中で生活を送っています。一昨日、

鈴鹿市議会の中でも一般質問で児童虐待の現状が質問されておりました。亀山市の令和２年から３

年あたりの、そういう件数というのは、もし分かりましたら教えてください。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 大変申し訳ございません。今、児童虐待の具体の数ということについては手持ちがございません

ので、後ほどまた改めてご答弁申し上げたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 分かりました。 

 ちなみに三重県では、この３年間で２,３１５、２,１４７、２,４０８ということになっていま

した。鈴鹿市のほうは、２９９、３０１、３１５というような人数比になっておりました。これは、

あくまでも私は結果の確認がしたかっただけで質問させていただきました。 

 私は、問題が起きてからでは遅い、結果ではなく早期発見と早期対応が必須だと思っております。

現在、学校において結果の対応に追われているのではないでしょうか。現状をちょっとお聞かせく

ださい。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 市内の小・中学校におきましては、生活アンケートや教育相談、日常の観察、担任と個人ノート

のやり取りを行い、児童・生徒の悩み事や課題を早期に把握できるように努めているところでござ

います。 

 具体といたしましては、いじめアンケート、こういったものを定期的に実施し、いじめの早期発

見に努めております。 

 また、長期休業明けには各学校より児童・生徒の出席状況についての調査を行い、不登校傾向に

ある児童・生徒の把握と組織的な対応を学校に依頼しているところでございます。 

 また、毎月長期欠席でありますとか欠席ぎみの児童・生徒の把握と、その早期対応のために、市

内小・中学校に、これらの調査の依頼も実施しているところでございます。 

 あわせて、児童・生徒が悩み事を１人１台端末から相談することができるよう、新たに心のポス
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トデジタル版を市教育委員会で作製し、２学期より運用を始めているというところでございます。 

 さらに、市内全小・中学校においてＱ－Ｕ楽しい学校生活を送るためのアンケートを実施してお

ります。このアンケートは全国でも多数活用され、県教育委員会も推奨するツールの一つでござい

ます。アンケートでは、児童・生徒の学校生活における満足度と意欲、さらに学級集団の状態を客

観的に数値に基づいて把握することができます。こういったことも踏まえて、各学校はこの診断結

果を活用し、児童・生徒の課題に応じた働きかけ、確認を行っているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 答弁が遅くなり、申し訳ございません。昨年度、令和４年度の子ども総合相談におきまして児童

虐待の相談は、延べ１３３件となっております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 令和４年が１３３件ということ、承知しました。 

 先ほど部長のほうから答弁ありましたけど、早期発見のために組織的な対応ということで、その

組織的な対応についてお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 先ほど申し上げましたように、様々なツールを活用いたしまして子供たちの状況、学校生活にお

ける子供たちの意欲、満足度、そういったもの、そして学級の状況というものを客観的に数値を用

いて判断しておるというところでございます。これらの判断結果というものを学校で生かして、そ

の課題に応じた働きかけを行うと、こういう形で取り組むものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 先ほど私質問させていただいたのは、組織的な対応ということで、どういう組織でどういうふう

にやっているかという答弁がいただきたかったんですけど、それは置いておいて、先ほどその前に

担任と生徒とやり取りをやるというところで、そういうところでは担任任せになって、非常に学校

の先生というのは大変じゃないかなというふうに思います。担任任せになったり、担任が抱え込ん

でしまって、言うに言えるような状態じゃなくて、こういう結果になってしまうと。先ほどの相談

のところに来るというようなところがあると思います。 

 当然先生、私もそうですけど、人間というのは十人十色いますので、先生の対応力も非常にばら

つきがあるのは当たり前だというふうに思います。そういう中で学校としては、先ほどの組織的と

いうのはどういうふうなサポートがされて、どういうふうになっているかということをちょっとお

伺いしたいなというふうに思います。 

○議長（森 美和子君） 
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 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 今おっしゃっていただきましたように、学校現場では児童・生徒と教職員が接する時間が長く、

児童・生徒の日々の変化に気づきやすい環境にあるというところでございます。ご指摘のように教

職員の児童・生徒の観察のみでは、教職員の経験年数や考え方に見方が左右されてしまうというこ

とであろうかということもあり得ると思っております。このためには、支援に当たって観察だけで

はなく、定期的なアンケートやスクリーニングテスト、またエビデンスのある分析に基づいた対応

方針を上げて進めていくことになるということでございます。このためには定期的な職員に向けた

研修会でありますとか、それから先ほどの申し上げましたＱ－Ｕ楽しい学校生活を送るためのアン

ケート、こういったものを既に導入しておりますけれども、これをさらにきめ細かく複数の視点か

ら課題を把握するという、このためのアセスメントツールの導入についても調査・研究を進めてい

るところでございます。 

 大切なことは、児童・生徒の悩み、不安に寄り添うとともに、日々の職員の子供たちとの接し方、

挨拶、声がけ、励まし、称賛など、あらゆる場面で子供たち一人一人が大切にされているという思

いを持つという、このようなことができるように子供たち、児童・生徒の自己肯定感や自己有用感

を高める取組も進めて、このような形で対応してまいりたいと考えているものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 ぜひ子供のために、そういうことを進めていただきたいなと思います。 

 そこで、令和２年３月に文部科学省のほうから通知されていました学校向けのスクリーニングの

導入について、ちょっと資料２をお願いします。 

 この資料は、令和２年のときに文部科学省のほうから通知されていると思いますが、これの特徴

は、情報を数値化して科学的手法によって潜在的に支援が必要な子供や家庭を早期に発見し、適切

な支援につなげる。教員やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなどの情報共有が

容易であるということ。地域支援、居場所だとかなどの子ども食堂、亀山は子ども食堂は少ないで

すけど、の活用の正しい理解となって、地域連携が子供の改善に最も効果的であるということを、

これらがスクリーニングの中から分かっていくというようなツールでございます。 

 今日はちょっと提案になりますけど、ぜひこういう形を市も取り入れながら、やはり一人の先生

に負担がかかるんじゃなくて、みんなの目で包括的に、皆さんが客観的な評価をしながら気づく。

なってからでは遅いので、そういうところをぜひ検討していただければなあというふうな、最後、

私の提案で締めさせていただきます。 

 それでは、次の議題に入ります。 

 生物多様性地域戦略についてお伺いしていきます。 

 これは、鈴鹿川等源流の自然環境と歴史的資源を守り継ぐ条例で定められた市の責務と講ずる措

置の主な内容として、生物多様性の確保に関する必要な措置、産学民官が連携・協力した施策の推

進、さらに施策の推進に必要な財源上の措置が定められています。 

 また、第２次亀山市環境基本計画に生物多様性地域戦略として、野登山に分布する天然林が維持
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されていますと記載されています。 

 そこで、天然林の生態系の現状について、この野登山のブナ原生林について、市が現状把握して

いる内容についてお聞かせください。 

○議長（森 美和子君） 

 富田産業環境部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 本市におけます森林の生態系のうち、野登山の山頂付近にはブナの天然林が生育し、これを取り

囲むようにミズナラやアカマツ、アカガシなどを主体とした天然林が分布しており、周辺の高標高

地は鈴鹿国定公園に指定され、天然林が維持されております。ここには生態系の上位種であるイヌ

ワシやクマタカなどの猛禽類のほか、ニホンカモシカやブナ科の樹木を食餌とする小型のチョウ、

キリシマミドリシジミなど、天然林や、そこに流れる水域に依存した動物の生息環境となっており

ます。また、ブナの天然林は三重県天然記念物に指定されております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 状況は分かりました。 

 その中で、この鈴鹿山系の野登山に生息するブナ林は４.７ヘクタールと非常に小規模ですけど、

天然林としては非常に希少な存在でございます。生物多様性地域戦略として、野登山に分布する天

然林が維持されていますと記載されていますが、本当に維持されているか、また課題はないのか、

お聞かせください。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 野登山のブナ林におきましては、先ほど申しましたように維持されておるということでございま

すけれども、課題はございまして、特に鹿の食害被害がございます。ブナ林の地表面は、本来であ

ればササなどの植物が下層を覆いますが、鹿の口が届く２メートル程度の高さまで植物が食べられ、

樹木以外の植物が見られなくなっております。このため、種から発芽したブナの新芽も鹿に食べら

れ、新しいブナの木が生育しない状況となっております。 

 また、その他の樹木も鹿が若木の樹皮を剥ぎ取って食べることで枯れてしまい、古い樹木のみが

生育する状況となっております。さらには、植生されなくなった表土は雨で流出しやすく、土砂流

出のおそれも懸念されます。 

 こうした鹿の食害につきましては、ブナ林が三重県天然記念物に指定されておりますことから、

まちなみ文化財グループに情報が寄せられ、同グループから生物多様性獣害対策室へ情報提供され

ます。本年４月には情報提供に基づき、まちなみ文化財グループ職員や日本自然保護協会自然環境

指導員などと共に現場へ出向き、鹿の食害による森林の下層植生の衰退状況を確認したところでご

ざいます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 
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○２番（櫻木善仁君登壇） 

 私も先々月の７月２２日に、鈴鹿川等源流の森林づくり協議会の地域講座に参加してまいりまし

た。三重大学の鳥丸准教授より、野登山に生育する天然林の調査結果をお聞きしました。確かに貴

重なブナ林ですけど、ここ数十年にわたり鹿の食害で更新されていないという事実をお聞きしまし

た。実際は大きな木はあるけど、次の世代の中ぐらい、小さな木が育っていない、世代断絶になっ

ていると。その理由は、ブナの種が落ち、芽は生えているんですけど鹿が食べてしまうことによる

そうです。 

 調査結果としては、２０メートル掛ける５０メートルの範囲に種が落ち、８４０本の芽が出てい

るんですけど、翌年、２１本ということで２.５％ぐらいしか生存していないということでした。

それが次の年にまた食べられるということで、先ほど答弁にもありましたように、鹿の届く範囲は

非常に下層植物の消失が見られているような状態でございます。 

 それらを受けまして、このブナ林を維持するための対策や今後の取組について考えをお聞かせく

ださい。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 これまで鹿の食害は、亀山市鳥獣被害防止計画に基づき、被害が多発する中山間地域を中心に捕

獲や侵入防止柵の設置といった対策を進めており、野登山のブナ林周辺ではこのような対策は講じ

ておりません。 

 ブナ林は、鈴鹿国定公園鳥獣保護区や野登山特別保護地区の区域となっており、狩猟行為は禁じ

られておりますが、鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害の防止を目的として

市及び県の許可を得ることで、区域内であっても鳥獣の捕獲や侵入防止柵の設置は可能でございま

す。しかしながら、計画的に鹿の食害対策を進めるためには、まずは生息頭数や農林業被害の状況

把握が重要であり、三重県農林水産部獣害対策課が野登山周辺で鹿の生息密度や下層植生の経年劣

化を調査されております。また、林野庁では国有林で実施している鹿の食害対策について自治体等

への技術的な支援の充実強化を図っておられます。 

 今後、国や県、場合によっては隣接する鈴鹿市などとの連携も視野に入れて対策を研究してまい

りたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 それでは、私からの提案なんですけど、やはり木は動くことができないので、今までは生物多様

性ということで植物だけだったんですけど、そこに鹿が侵入してきたということがございますので、

この木は動くことができません。種から自生する芽が出た後、鹿が届かなくなるまで人間がサポー

トする植物の伴走型支援なんていうのも検討してはいかがでしょうか。 

 それでは、最後の質問に入ります。市内宿泊施設の環境整備についてお伺いします。 

 新議員からも熱中症の話がございましたが、９月に入っても猛暑日が続きます。そのような環境

の中で、市内の宿泊施設は夏をトップシーズンとして運営されていると思いますが、熱中症が懸念
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される現状において空調設備等がないことをどのように考えているか、２施設あると思うんですけ

ど、鈴鹿峠自然の家及び石水渓キャンプ場についてお伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 国の登録有形文化財でございます鈴鹿峠自然の家につきましては、自然環境の中で宿泊も可能な

青少年の健全育成のための体験活動施設として、子ども会などの団体を中心にご利用いただいてい

るところでございます。 

 また、従来から鈴鹿峠自然の家は、比較的市内でも冷涼的な気候で過ごしやすい地域にある施設

でございましたため、空調施設等がない施設となっておったところでございます。そのことを事前

に了解していただいた上でご利用いただいているものでございます。 

 なお、宿泊利用時には管理人が常駐をしております。この鈴鹿峠の自然の家の別棟であります管

理人棟には空調設備がございますことから、夏季期間中の暑さが激しく熱中症の初期的な症状があ

ると見受けられたときなどの緊急的な場合には、一時的な対応を行うことも可能なものとしている

ところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 富田産業環境部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 産業環境部所管の石水渓キャンプ場施設につきましては、平成１８年度から指定管理者制度を導

入しており、民間の経験や経営ノウハウを活用した管理運営を行っております。 

 年々、夏場の暑さが厳しくなっておりますが、屋内研修施設やバンガロー、キャンプ場のうち、

空調設備がございますのは屋内研修施設の食堂やリーダー室など一部の部屋となっております。 

 なお、熱中症等の緊急時につきましては、指定管理者が定めております緊急時対応マニュアルに

沿って対応することとしております。また、屋内研修施設には空調設備がある部屋もございますの

で、一時的な対応を行うことも可能となっております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 私は３月の定例会の一般質問で石水渓キャンプ場に絞って質問させていただきましたので、その

流れから、ここから石水渓キャンプ場に絞って質問させていただきます。 

 キャンプもグランピングブームで野外宿泊も、快適さ、豪華さを求める時代になってきました。

一方、先ほど２つの施設から自然豊かな環境ということで、そちらのほうの宿泊も非常に根強い人

気がございます。 

 そのような中で石水渓キャンプ場施設が利用者にとって満足ができているのか、施設の現状につ

いて説明してください。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 
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 石水渓キャンプ場施設につきましては、バンガロー施設が平成３年に、屋内研修施設が平成８年

に建設されており、施設の現状といたしましては、建設から３０年前後経過しておりますことから

老朽化も進んでおります。特にバンガロー前のトイレにつきましては老朽化が激しく、指定管理者

や利用者から改修の要望もいただいている状況でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 それぞれの利用者からの要望もございますが、石水渓キャンプ場施設の課題についてお伺いしま

す。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 石水渓キャンプ場施設の課題につきましては、先ほど申しましたバンガロー前トイレをはじめ老

朽化が進んでおりますことから、利用者の皆様にはご不便をおかけしております。 

 また、テント利用者の増加に対応できない広さの課題や、冬季キャンプが増加する中、条例上、

原則冬季の施設利用ができないなど、キャンプブームに伴って新たな課題も出てきております。 

 さらには、建設当時と比較して、猛暑日、熱帯夜の日数が増加しているため、利用者の皆様によ

り快適に、より安全に過ごしていただくため、近年の異常気象による環境変化への対応なども課題

の一つと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 分かりました。 

 非常に暑いということで、気象庁から９月１日に発表されたこの夏の平均気温も平年を１.７６

度上回り、１２５年で最も高くなったと発表もされております。 

 ちょっと資料３をお願いします。 

 この資料は、２年間にわたって７月、８月のそれぞれの石水渓キャンプ場の屋内施設の外気温を

測定したデータでございます。朝７時と４時半ということで測定したデータになります。これを見

ると、２５度以上が毎日続くような状況になっております。 

 今年の夏、８月５日、メディアには取り上げられてないんですけど、暑さに耐えられず、夜、体

調を崩して深夜に保護者が迎えに来るというような事件も起きております。それらの先ほどいろん

な課題もございますが、それとこの石水渓キャンプ場のエアコン、トイレ等などいろいろな問題が

あると思いますけど、それの利便性向上に向けてどのように考えているか、お伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 石水渓キャンプ場につきましては、近くに亀山７座である仙ヶ岳や野登山、ミツマタが群生する

天空の森があるなど、魅力ある重要な観光資源でございます。このことから、施設の老朽化やキャ
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ンプブームに伴う新たなニーズの発生、夏場の快適な利用など、様々な課題に対応していく必要が

あると考えております。 

 特に施設の修繕につきましては、これまで指定管理者とも協議しながら優先順位を検討した上で

改善を行ってきたところでございます。これら改修には多額の費用を要するため、今後におきまし

ても引き続き老朽度や利用頻度などを総合的に判断し、キャンプ場全体のことを考えた上で計画的

に改善を行い、利用者の利便性向上に努めてまいります。 

 なお、最も要望の多いバンガロー前トイレにつきましては、優先的に改修を行ってまいりたいと

考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 失礼いたします。先ほど児童虐待の件数、延べ１３３件と申しましたが、重複しているものもご

ざいますので、正式には５４件ということで訂正をお願いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻木議員、簡潔に。 

○２番（櫻木善仁君登壇） 

 いろいろとありがとうございます。快適に利用できる宿泊施設として、冒頭の鈴鹿峠自然の家も

含めて、利用者が快適に過ごせるように環境の整備を進めていただきますようお願いして、質問を

終わらせていただきます。 

○議長（森 美和子君） 

 ２番 櫻木善仁議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時４３分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時５３分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、４番 草川卓也議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 会派結の草川でございます。 

 通告から少し順番を変更しまして、危険木対策についてを一番最後に持っていきながら一般質問

をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、昨日に引き続きちょっと喉の調子が悪いので非常にお聞き苦しいかもしれませんけど、ご

容赦いただければと思います。 

 それでは、始めたいと思います。 

 まず、コストコ誘致と新たな産業団地開発についてでございます。 

 コストコ誘致の進捗と今後について伺っていきたいんですけれども、まず進捗についてです。 

 三重県、亀山市とコストコで立地協定を締結されたのが２０２２年の２月でした。同時に滋賀県
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の東近江市でのコストコ進出、これが明らかになったのも同じ時期、２０２２年の２月だったと思

います。亀山市と東近江市、同時期に出店方針が公表されたわけでありますけれども、東近江は来

年８月にもう既に正式オープンが発表されております。亀山市ではその一方でほとんど前向きな情

報が入ってきておりません。コストコから見まして、亀山は明らかに優先度を下げられているので

はないでしょうか。亀山市の誘致活動の在り方に問題はないのか、コストコ誘致の進捗について伺

いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 ４番 草川卓也議員の質問に対する答弁を求めます。 

 富田産業環境部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 （仮称）コストコ亀山倉庫店の誘致につきましては、令和４年２月２８日に立地協定を締結し、

２年後から４年後、令和６年から令和８年のオープンに向けて、コストコ、県、市の３者がお互い

に協力して進めていくとしたところでございます。 

 これまで三重県やコストコ、ディベロッパーなどの関係者と月１回から２回、定期的に会議を開

催し、オープンに向けて話を進めてまいりました。しかしながら、昨年１１月頃、国際紛争や新型

コロナウイルス感染症などの社会経済情勢の変化による物価高騰の影響から、当初の計画から大幅

に経費が増額することが分かってまいりました。このことから、コストコ側としましては建設時期

を見極めることとし、現在も社内調整を行っていると伺っております。 

 また、これまで定期的に情報交換を行ってまいりましたが、社内調整に時間を要していることか

ら、本年６月末にはコストコとディベロッパーの両社の担当部長等にもご来庁いただき、直接状況

を聞き取ったところでございます。 

 今後につきましても、早期オープンに向け、協議を深めてまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 あまり時間がないのであれなんですけど、今の答弁だと分かりにくかったのが、東近江がなぜ同

じ時期で発表されたのに来年８月で、亀山市の場合は時期を見極めるという、この差が生まれてし

まった要因はどのように分析しているか、確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 亀山市の場合は、建設予定地につきましては森林の今状況でございますので、そういったところ

を造成してということでございますので、そういったところでのやはり価格の増加というところの

影響を大きく受けておるものと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 東近江のほうは以前から更地だったというふうなことは認識はしておりますけれども、それにし
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てもそういった物価高騰、ここまでというのは想定できなかったかもしれませんけれども、ほかの

開発と比較しても、亀山市に関しては、そういった困難が想定される大規模な開発を伴うものであ

るということは当初から分かっていたんじゃないかなと思います。 

 コストコというのは、亀山を今後も持続可能なまちにしていくためには私は重要な存在だと思っ

ていますし、仮に撤退などされてしまっては、亀山市にとって大きな汚点になると思っていますの

で、失敗は絶対に許されない誘致活動だと思っております。 

 それで、コストコ誘致の今後についてなんですけれども、これに関しては、私、２回目の発言な

んですけれども、コストコ誘致に私は奨励金制度を創設すべきだというふうに思っております。以

前は、私、令和４年の３月の定例会に上程された産業振興条例の改正案の質疑のときに、コストコ

誘致を念頭に、産業振興奨励制度の対象に商業施設を加えないのかと質疑したことがあります。そ

れに対する当時の部長の答弁の趣旨としては、亀山市、立地条件がいいので、奨励金がなくても商

業施設は出店してくるという趣旨でありました。これは認識がやはり甘かったんじゃないかなと思

います。 

 コストコ誘致がこういった今の現状、考えを改めていくべきではないでしょうか。コストコ誘致

のための新たな奨励金を設けて、確実にコストコを亀山市に誘致すべきと考えますが、市長の見解

を伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 昨年２月の立地協定以降、今日まで、様々な取組を県とともに進めてまいりました。現状につき

ましては、今、部長が答弁をいたしたところでありますし、このコストコの進出に伴いまして、お

っしゃるように経済効果、あるいは雇用、税収、さらにはまちの魅力向上という視点での本市への

波及効果は計り知れないものがあるというふうに認識をいたしております。 

 なお、東近江との関係も触れられましたが、土地の状況も違う、それからかなり強力な財政支援

をなされたというふうにも伺っておりますが、そこはそういう背景があったというのは承知をいた

しております。 

 現在、コストコにつきましては、国際情勢など幾つかの不安定要素を鑑み、建設時期等を見極め

ている状況にございます。こういうような中で昨年の末に日本支社、ケン・テリオ社長が本市へ、

市役所へお尋ねをいただきまして面談させていただく機会がございました。その折に、亀山市でオ

ープンを目指すという強い意志を改めて表明いただいたところでありまして、この気持ちをしっか

り私どもも支持をさせていただきたいと考えております。その上で三重県と連携をいたしまして、

一日も早い着工に向け、できる限りの支援を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 その一方で、本市の税収確保でありますとか、その手法というのは、今回の、昨日、おとついの

決算審議でもありましたが、議員各位から様々なご意見、ご提言をいただいておりますけど、同様

にこれまで以上に産業構造をしっかり、さらに厚みを持たせて強くしていくと。そのためには、持

続可能な税財源を確保していくということは大変重要であるというふうに認識いたしております。 

 そういう意味で、この個別の案件ではございませんが、本市の全体としての産業奨励制度のおっ

しゃる改正につきましては検討の余地があるのであろうというふうに考えているところでございま
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して、今後の産業政策をどうしていくのか、あるいは税収確保にどのように臨んでいくのか、そう

いうことの全体を考えていく必要があろうというふうに考えています。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 相手がある話ですので、スピード感を持ってぜひ決断をお願いしたいと思います。 

 引き続きまして、新たな産業団地の開発について伺ってまいります。 

 先ほど市長からもありましたけれども、これまでの決算の質疑からも市税収入、自主財源を増や

すべきだという議論がなされてまいりました。これは当然ながら、市税収入を増やすために、これ

から亀山市は新庁舎、リニア、公共施設の更新など大きな事業を控えておりますので、絶対必要で

あるということは今さら言うまでもないかと思います。 

 ただ、この産業団地の開発に関しては、これまで検討を進められてきているようですけれども、

進展している、そういった実感、今までも質問、答弁、繰り返しされておりますけれども、なかな

かそういう実感として持てません。新しい産業団地の確保に向けた活動の進捗に関して確認したい

と思います。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 新たな産業団地の開発についてでございますが、亀山・関テクノヒルズの残る区画もあと僅かと

なっておりますことから、この地域に隣接いたします亀山インターチェンジ周辺での新たな産業団

地の確保や水の安定供給のためのインフラ整備の検討を開始するなど、新たな局面を迎えていると

ころでございます。 

 この地域での産業団地の開発につきましては、これまで数社の民間事業者と意見交換を行ってま

いりましたが、現在は亀山・関テクノヒルズの開発事業者である住友商事株式会社と産業団地の開

発の実現に向けて協議を行っているところでございます。 

 開発に向けましては、事業手法や資金調達、用地買収、道路や水のインフラ整備など多くの課題

がございますので、今後も慎重に検討しつつも、できるだけスピーディーに新産業団地の開発が実

現できますよう努めてまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 これもできるだけ古い議事録をあさってみたんですけど、私は令和元年の９月の議会でこういっ

た質問をして、検討を進めていきたいという話もありました。あれから４年たっております。亀山

市、ただでさえ産業振興奨励制度で固定資産税による税収アップに時差が生まれてくると思います

ので、できるだけ早く実現に向けて動いていただきたいと思います。 

 もう一点伺いたいんですけれども、テクノヒルズ周辺だけではなくて、県道亀山関線、また市道

野村布気線、この道路沿いに関しても私は計画的な土地利用によって産業集積が期待できるエリア

ではないかというふうに考えております。アクセス性の高さはもちろんですけれども、現産業団地
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やコストコ建設予定地との一体的な発展が見込めますので、工場など事業所はもちろんですけど、

さらなる商業施設の誘致も含めて産業誘致をしていくための土地利用を検討すべきではないかとい

うこと、これは都市政策に関することですので、理事の考えを伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀渕理事。 

○理事（亀渕輝男君登壇） 

 市道野村布気線及び県道亀山関線につきましては、関地域と亀山地域をつなぐ、また東西をつな

ぐ幹線道路として都市マスタープランでは都市内幹線道路に位置づけております。亀山パーキング

エリアスマートインターチェンジを介して、広域交通網である東名阪高速道路にアクセスできる路

線でございます。 

 また、都市マスタープランの土地利用区分における野村布気線等の沿道につきましては、幹線道

路沿道ゾーンの都市内幹線軸沿道区域としておりまして、景観や環境に与える影響を勘案し、適切

な土地利用誘導を図る考えを示しているところであります。 

 このような中、沿道に未利用地が多い東名阪高速道路と国道１号バイパスの間の区域につきまし

ては、当該区域の東側に位置する市道野村布気線の南側において用途地域として準工業地域や工業

専用地域の指定をしております。また、県道亀山関線の沿道につきましては、一部において工業専

用地域の指定を行っていますことから、これらの用途地域に基づく土地利用を期待しているところ

であります。 

 一方、用途地域の指定がない沿道区域につきましては、新たな大規模土地利用の動向は見られな

い状況ではありますが、一定の規模での土地利用が可能な箇所もあることから、土地利用の状況を

注視しつつ、必要に応じて都市マスタープランに示した方針に基づき、用途地域の指定や適切な土

地利用規制などを検討していく必要があるというふうに考えております。 

 なお、工場や商業施設の誘導につきましては、現在指定をしております用途地域内や立地適正化

計画に示しております都市機能誘導区域内への誘導を第一と考えることが持続可能な都市形成にと

っては重要であると考えてはおりますが、亀山パーキングエリアスマートインターチェンジにつな

がる幹線道路としてのポテンシャルの高い地域でございますので、将来的には沿道サービス、産業

立地などの土地利用が図られることが期待できる地域であるというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 ぜひインターチェンジ周辺、そして道路交通網というのは亀山市にとっては大きなポテンシャル

だと思いますので、その周辺をひとつ魅力ある空間に、市民の皆様、そして外から来る方々が交流

できるような、またにぎわいが生まれるような地域にしていただければと思います。 

 それでは、次に移ります。 

 次、中学校制服に関してに移りたいと思います。 

 市内の中学校制服の現状についてでありますけれども、主に販売価格に関して伺っていきたいと

思います。 

 亀山市内の中学校の制服の価格は、ブレザーとスラックス、夏・冬合わせますと、亀中で５万５
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００円、中部中で４万９００円、関中で４万７,０００円と計算することができます。どれも約４

万円から５万円で非常に高価であります。中部中の約４万円は比較的頑張っているほうですけど、

亀中の５万超えというのは県内でもトップクラスの高級制服であります。 

 そもそも市内で学校によって制服に約１万円もの値段差があるのも問題だと思います。例えばほ

かの市のほうで比較しますと、鈴鹿市ですと、購入する場所によって若干変動はありますけれども、

おおむねブレザーとスラックス、夏・冬で４万２,０００円、伊賀では４万３,４５０円、こういっ

た形で５万円超えというのは非常に高いと私自身も考えております。 

 ただでさえ高価な制服ですけれども、成長期の中学生、体のサイズが変わりやすいので、制服の

裾直しや買換えとなると家計の負担はさらに大きくなります。義務教育にかかる経済負担はできる

限り少なくすべきと考えます。 

 その中で１つ事例を挙げますと、三重県の鳥羽市では市内の中学校制服の価格の平均、大体３万

５,０００円から４万５,０００円だったみたいですけれども、子育て世帯の負担軽減のために、市

内統一の標準服、２万５,０００円で作って運用しております。 

 亀山市の中学校制服、これも鳥羽市のような安価な標準服、亀山市でも導入して、保護者のそう

いった経済負担というものを軽減していくことができないかということを確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 現在、亀山中学校、中部中学校では２年前から、そして関中学校では昨年度の新入学生から新し

い制服に変わっているところであります。 

 この新しい制服を選定するに当たっては、在校生はもちろん、保護者や学校運営協議会の方、そ

れから入学してくる校区の児童等の意見も反映をした上で、学校が導入したというものでございま

す。この値段につきましては、議員ご指摘のとおり、やっぱり差があるということでございますけ

れども、材質や機能性などを勘案した上で現在の制服になっているというものでございます。 

 この購入の方法につきましては、学校のほうと業者さんのほうとで調整していっているというも

のでございますので、それぞれの状況で、またこういった価格等については各学校のほうでも十分

に検討していただくというものになろうかというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 こういうのは各学校に検討会というものがあると思うんですよね、先ほどお話しいただいたみた

いに。それで学校長が最終的には決めることができるということだと思います。ただ、鳥羽市では、

先ほど申し上げた子育て世帯の負担軽減、こういった明確なビジョンと、あと教育長のリーダーシ

ップがきっかけで、検討会などで議論されて現在の安価な制服にまとまったと聞き及んでおります。 

 負担軽減というビジョンを示して制服の検討を促すという、こういった同様のリーダーシップを

中原教育長に期待してはいけないのでしょうか。教育長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 中原教育長。 
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○教育長（中原 博君登壇） 

 制服の４万３,０００円ぐらいから５万をちょっと超えるという値段自体を考えると、高額とい

う感じはいたします。ただ、制服につきましては学校のほうで、先ほど部長が言いましたように、

決めているということですので、学校の判断というか意見を尊重したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 今後こういった議論をしっかりと保護者の方々も含めて、他市の事例、こういったものもしっか

りと研究した上で検討が行われていくような、そういった検討会にしていくように教育委員会のほ

うからも一定のそういった働きかけ、リーダーシップというものは私は必要ではないかというふう

に考えております。 

 次の項目へ行きたいと思います。 

 それを受けて、標準服と私服の選択制の導入方針についてということで上げさせていただいてお

りますけれども、これは日経新聞の２０２２年２月５日の記事にありましたけれども、みんな同じ

を押しつけられたくないという一部児童の切実な声から多様性を重視して生徒の個性を重視してい

くために、各地で制服着用の在り方を見直す動きが始まっているというふうな記事が掲載されてお

りました。 

 ほかにも読売新聞では、制服は洗濯することができない、洗濯というのは洗うことができないん

ですね。温度調整が難しいという理由に加えて、先ほどから問題提起している値段が高いといった、

こういった特有の課題がありますので、私服という選択肢を増やすということは課題解決につなが

るというふうに掲載されておりました。 

 こうした議論を受けて、亀山市の中学校制服における、こういった標準服と私服の選択制導入と

いうことの是非についての見解を伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 制服を定める理由というものにつきましてはいろいろあろうかというふうに考えておりますが、

制服を着るということで一体感や仲間意識を高めるという考え方がございます。また、着る服に悩

まなくてもよい、公私のけじめを明確にするといった、こういった側面があるということから、中

学校では制服を着ると、これも一つの文化だと思いますが、そういったものが続いているんだろう

というふうに認識をしているところでございます。 

 また、この中で、先ほども申し上げましたけれども、制服というものや校則に定められている服

装という、これを通学服というふうに申し上げますが、この選定や見直しについては学校長の判断

となるものでございます。現時点では各校見直しの予定はないと聞いておりますけれども、通学服

の着用につきましては各学校の校則の中に位置づけられております。こういった変更でありますと

か新たな導入については、校則の変更を伴って行うものでございますので、学校や地域の状況、社

会の変化等を踏まえ、学校の教育目標に照らして絶えず見直しを行うものというふうなことが求め

られております。 
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 また、教育的な意義に照らし、不要にマイナスの影響を受ける児童・生徒がいないかなど、そう

いった検証をすることも大切であろうかと考えております。学校長はそういった観点も踏まえ、児

童・生徒が自主的に話し合ったり、保護者と学校関係者からの意見を聴取するなどして校則を見直

していく、これが望ましいと考えているところでございます。 

 教育委員会といたしましては、この校則等の見直し等が学校において適切に行われるよう助言を

行うとともに、学校、児童・生徒、保護者の総意に基づいた判断、決定について尊重してまいりた

いと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 総じて、やはり学校のほうで決めるということがメインの、そういう答弁だったかなあと思いま

すけれども、じゃあ１つだけ確認したいと思います。 

 先ほどマイナスの影響を受ける生徒に対する配慮というような、そういった市の答弁もあったか

と思いますけれども、じゃあ現状、亀山市内の中学校制服は、いわゆる標準服という認識でよいの

かどうか。つまり、生徒側からの申出があれば、標準服以外の着用も認めるものなのか、それとも

絶対に全員一律これを着なければいけないという制服という認識なのか、教育委員会としての認識

はどちらなのかということを確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 先ほど申し上げましたけれども、制服、そして校則に定められている服装、これはある程度上着

の下に着る服のものについて、一定こういうものであればいいよという、こういったものになろう

かと思いますが、これは通学服というふうに先ほど申し上げましたけれども、この着用については

各学校の校則の中に位置づけられておりますので、基本といたしましては、この各学校の校則の中

に基づいて、みんなが一律に着用するものという認識でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 校則にそこまで細かく指定されているのか、私は現時点で校則を全て読めてないんですけれども、

実際そういった申出があった場合にそれすらも、じゃあ学校の判断で全て決めることができるとい

うことでよろしかったでしょうか、教育長。 

○議長（森 美和子君） 

 中原教育長。 

○教育長（中原 博君登壇） 

 細かなそういう臨時的な制服が着られない状況とか、様々な要因があると思いますので、そのこ

とは担任を通じて学校と相談して、その間の制服の着用をしなかったりということは起こり得ると

思いますし、それが長期間にわたる場合もあるかなと思いますので、学校のほうとの協議となると

思います。 
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○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 制服以外の着用、可能だということを確認させてもらいました。 

 これはちょっと、もう一つ質問しても多分同じ答弁なんで、現状の問題提起だけしたいんですけ

れども、夏服の話なんですけれども、今、ジャージ登校が可能になっているんですね。これはある

意味、選択制なんですけれども、既に。ジャージ登校可能になっていることによって、夏服を着る

機会、夏ズボン、夏スカートですね、これを着る機会というのが非常に少ない、テスト期間と始業

式、終業式ぐらいやというふうに聞いております。でも、夏服というのは亀中で１万４,０００円

しますし、中部中、１万１,５００円、関中で１万２,０００円かかるんですよね。こんだけしか着

ないのに、こういう金額、買わなきゃいけないのという声も上がっております。 

 だから、夏服の部分だけでも別のものに代替する。例えば鳥羽市だったらユニクロを準制服とい

うふうに位置づけて、ユニクロの３,０００円ぐらいのスラックスをはくことができるようになっ

ておりますし、こういった対応が私は今後必要ではないかなというふうに思っております。これは

聞いても多分同じ答弁が返ってくるので、そういった声があるということを問題提起して、次に行

きたいと思います。 

 中学校制服のリユース事業の必要性についてであります。 

 子育て世代の経済負担の軽減を目的とする制服や学用品などのリユース（再使用）事業の実施を

提案したいと思います。 

 全国的にも、制服、学用品だけじゃなくて、衣服とか、おもちゃなんかでもリユース事業を行っ

ている自治体が出てきております。例えば千葉県の柏市などでは、リユース制服のマッチング事業

「柏市制服バンク」といった事業をやっていまして、全ての中学校の制服が対象で、オンラインで

出品して、受渡しは提携するクリーニング店経由で行うことができるというシステムがあったりし

ます。 

 もっと単純なシステムをやっているところもあって、家庭で不用になった使えるものを市役所な

どで回収して、子育て世代や外国人なんかを対象に必要な人が無償で自由に持ち帰ることができる

仕組みづくりなんかをやっています。 

 こういったリユース事業、子育て世代の負担を一部軽減できますし、環境にも配慮したＳＤＧｓ

にも合致した事業になると思いますけれども、亀山市として実施していく方針はないでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 教育委員会といたしましては、市内一斉に中学校制服等のリユース事業を導入するということに

つきましては、現時点において検討はしていないところでございます。 

 なお、各中学校においては、卒業して必要がなくなった制服を学校に提供してもらうよう保護者

に募り、転入生や経済的な理由で制服を購入できない生徒に貸与する取組は行っているところでご

ざいます。 

 また、卒業後に兄弟・姉妹間で再使用したり他人に譲ったりしやすくなるように、男女共通で着
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用可能な制服を採用している学校もございます。 

 制服をはじめとする学用品のリユースをすることは、保護者の経済負担軽減につながるとともに、

教育現場におけるＳＤＧｓの取組の広がりにもつながります。教育委員会といたしましては、リユ

ースの視点を取り入れた取組については、学校の取組を尊重してまいりたいと考えておるところで

ございます。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 ちょっと時間がないので、再質問したいところですけれども、また教育民生委員会のほうで伺っ

ていきたいと思います。 

 それでは続きまして、給食について伺っていきたいと思います。 

 まず、保育園や幼稚園における給食提供体制についてであります。 

 ここで私、問題提起したいのは、亀山市の給食の問題というのは、こういった学校給食のテーマ

は今までも議論されてきておりますけれども、保育園や幼稚園に関しても解決しなければならない

問題があるということを問題提起したいと思っています。 

 保育園に関しては６月の議会でも問題提起しましたし、今日も伊藤議員からも話がありました。

市内の公立保育園の給食設備は、米飯を提供することができない不十分な状態にあります。これに

対して答弁としては、検討していくというような話がありました。保育園に関しては、これの実現

に向けての展望を伺いたいと思います。 

 そして、幼稚園に関しては、そもそも今、市内では公立幼稚園、給食の提供がありません。お弁

当持参であります。これは当たり前だと思われてきておりましたけれども、近年は幼稚園給食を実

施する自治体も増えております。ある民間調査ですけれども、約６割の幼稚園が何らかの形で給食

を実施しているという調査結果を出しています。自治体によって差が大きいみたいです。 

 これについては、複数の幼稚園の保護者の方からも声を聞きました。大体ぜひ給食が欲しいとい

う声ばかりでしたけれども、保護者にとってはお弁当を作る負担軽減、これはずっと言われてきて

おります。最近は幼稚園でも共働き世帯は増えておりますので、朝のお弁当作りは手間も時間もか

かって負担が大きいです。栄養面、食育面、これはずっと言われていることだと思いますけれども、

幼稚園特有の話としては、小学校に上がる前から子供が給食に慣れることができるということも指

摘されております。 

 ご存じか分かりませんけれども、幼稚園から小学校に進学する際につまずいてしまう子供の大き

な要因の一つに、小学校の給食に慣れることができないというのがあります。これまでは幼稚園で

ずっとお弁当に慣れてきた分、小学校に入って急に給食を食べるということにつまずくお子さんが

少なくないということです。幼稚園から週に数回でも給食を食べる経験をするほうが、小学校の給

食はなじみやすいというメリットが指摘されています。 

 ここに新たに問題提起したいんですけれども、幼稚園の給食提供、これは重要な課題だと思って

います。私が調査する限りは大きな潜在的ニーズがあります。 

 以上の理由から、幼稚園でも食育など教育的意義や保護者の負担軽減のため、また給食を導入す

べきと考えます。保育園、幼稚園、給食に関して目指す方向性を確認したいと思います。 
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○議長（森 美和子君） 

 小坂健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 まず、保育所における米飯の提供につきましては、午前中にも答弁をさせていただきましたとお

り、今後、提供が可能となるような方策を検討する必要があると考えております。 

 具体的な検討策といたしましては、現在、関認定こども園アスレ及び同施設から給食を搬入して

いる加太保育園につきましては、保護者から主食代を徴収し、園において主食を提供しております。

ほかの市内公立保育所につきましては、提供食数が少ない等の理由で米飯を購入できる業者が現在

のところ見つかっておりません。まずは米飯が購入できる業者を引き続き探してまいりたいと考え

ております。 

 一方、幼稚園における給食の提供に対する考えでございますが、まず保育所及び認定こども園に

おきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準により調理室を設けることとされており、

また保育所における食事提供のガイドラインが定められ、それに沿った給食を提供しております。

それに対し幼稚園の給食につきましては、法律やガイドラインは定められていないことや現段階で

各園に給食設備が備わっていないことから、本市の公立幼稚園におきましては園児が家庭から弁当

を持参しているというような状況でございます。 

 また、その弁当を食べる際には、友達と一緒に食べる楽しさを味わいながら食事のマナーを守っ

ていけるようにするなど、保育所等と同様に食に関する指導等も行っておりますことから、幼稚園

で新たに給食を提供することは今のところは考えておりません。 

 なお、今後、就学前教育、保育施設の再編による施設の集約化において認定こども園化を図る際

には、給食の提供も行ってまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 保育園に関しては米飯を提供できるような業者を探していくということ、また幼稚園のほうでは

現時点ではなかなか設備の問題などもあり考えていないということでありました。 

 これに関して、それを踏まえて次の給食センターについてというところに行きたいと思います。 

 今日も午前中からずっと議論されてまいりましたけれども、中学校の給食センターに関しては、

建設費の高騰や財政的な問題で当面の給食センター整備を行わずに、外部調理委託食缶搬入方式を

実施していくという説明がされてきております。 

 これは私の考えでありますけれども、私は借金である市債を発行してでも、給食センターなど給

食調理施設を建設すべきと考えております。ただし、それは将来世代に大きな負担をお願いするこ

とになるので、将来を見据えて亀山市におけるあらゆる給食の課題を解消できる施設である必要が

あると考えております。 

 充実した設備や地産地消、食育の充実などは当然のこととして、今まであまり議論されてこなか

ったポイント、学校だけじゃなく、保育園、幼稚園に関しても給食提供を可能にすること。また、

センターに関してはＰＦＩや民間活力の導入を可能な食数規模にすること。それによって給食調理

員の不足問題も解消し、総合的な財政負担、これを最大限平準化するということ、こういった条件
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を満たした上であれば、市債を発行してでも給食センターなど給食調理施設の建設を目指すべきと

考えるが、市の見解を伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 まず、市の学校給食の在り方につきましては、これまで小学校の自校方式を堅持してきた、そう

いった積み上げがございます。その上での中学校全員喫食制給食の実施に向けての検討を行ってき

たものでございます。その方向転換につきましては、慎重な議論が必要であるものというふうに考

えているところでございます。 

 その上で、今回お示しをいたしております小学校における自校方式の堅持、そして将来的には中

学校におけるセンター方式が望ましいという学校給食の考え方を前提として、それまでの間は外部

調理委託による食缶方式を導入するというものをお示ししたところでございます。 

 その中でＰＦＩの方式など大規模なセンターでということでございますけれども、これは資金調

達を含めた施設整備を民間事業者に委託する手法であり、大規模な給食調理施設の建設においてコ

スト削減の効果があることは十分に把握はしております。一方で、民間力の活力は、一定のスケー

ルメリットがないと参入が難しいといった側面もあるものでございます。 

 そういったところで給食調理施設の整備は中長期的な視点に立ち、既存の給食施設や学校施設の

改修・更新などの機会を捉えて、その段階での社会情勢なども勘案しながら検討を行うというもの

でございますので、その際には、財源の確保も含めて、亀山市全体の給食の在り方を検討すること

は視野にあるということもあろうかと存じます。 

 また、将来的な給食調理施設の整備は、新築のみならず学校施設の合築や改修など様々な手法が

あろうかと思われますので、その検討に当たっては民間力を活用していくということは視野に入れ

ていく必要があろうかと考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 こういったことを段階的に、そういった考えていくという、そのときの社会情勢や各施設の更新

状況なんかも含めて検討していくというのが再検討結果でも既に示されてはおりました。ただ、取

りあえず食缶方式、結局この給食調理施設の整備というのがいつなのか、どういったスケジュール

で、具体的にどういった体制で検討されていくのかというのが明確ではない。結局整備されないん

じゃないかという、そういった市民の方々の懸念があるのは私は事実だと思っております。 

 亀山市の給食に関する問題というのは、中学校の全員喫食制だけではなくて、給食調理員の不足

や設備の老朽化、また食育、地産地消、今回問題提起した保育園、幼稚園の給食提供、こういった

いろんな問題を解決するためのビジョン、スケジュール、これが全く現状では見えないのが私は問

題だと思っています。 

 こういったものを明確にしていくことができないのかということ、検討体制、どういったスケジ

ュールで進めていくのか、この辺りを明確に市民に説明を丁寧にしていくべきだと思いますけれど

も、教育長の考え方、伺いたいと思います。 
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○議長（森 美和子君） 

 中原教育長。 

○教育長（中原 博君登壇） 

 議員が申されましたように、給食という問題は大変子供たちにとって身近な問題であり、保護者

からも関心や、今の働き方の在り方を考えると重要な問題と考えています。 

 ですので、そういった大きな視点での検討というのが今後必要だなというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 今後の検討もそうですけれども、今回示された方針も、議会もそうやと思いますけれども、市民

の方も全くどういうものかというのが理解できないという声、しっかり説明を丁寧にしてほしい、

説明会を開いてほしい、しっかりと対話をしてほしい、寄り添ってほしい、そういった声もたくさ

ん聞かれます。そういった声にもしっかりと応えてもらいたいということをお願いしたいと思いま

す。 

 そして、外部調理委託食缶搬入方式に関しては、是非は置いておいてちょっと聞きたいと思いま

すけれども、これは誤解を恐れずに言わせてもらえれば、議事録もありますので誤解を恐れずに言

えば、今回、教育委員会から示されたこの方式とほぼ同じ内容、私、令和３年の６月議会で当時の

教育長に対して提言しておりました。会派からも実際意見を出しております。これは後期基本計画

の実施計画策定前の話であります。同時進行で給食センター建設を進めながらも、この手法ならス

ピードを重視して、一、二年先に全員喫食制、実現できるというような提言をしました。当時の答

弁は、慎重な審議が必要、民間導入は難しいというものでした。 

 もし令和３年当時、教育委員会が決断してくれていたら、令和６年から実施できたかもしません。

令和８年開始というのは、私から言わせてもらえば早期ですらないんです。だから、少なくともさ

らなる前倒し、令和７年の開始というものを想定したものが提案できてこなかったのかという、そ

こを確認したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 まず、当初、令和３年度段階での考え方ということにつきましては、先ほども櫻木議員のところ

でのご答弁を申し上げましたけれども、令和３年度段階では整備事業費は６億２,３００万円、年

間運営費が５,５００万円程度の想定でございました。こういったことを考えますと、長期的なデ

リバリー給食というものは非常にコスト的に見てもいろいろ課題があるという、そういった認識も

ある中での考え方でございます。 

 この中で、現在、食缶方式による外部調理委託方式につきましては、先ほどからも申し上げてお

りますけれども、その実施に向けた仕様の決定、業者選定は丁寧に行っていく必要があると考えて

おります。さらには、その事業者によります施設の状況や配送車両の手配、調理体制の整備、運用

のテストなども含めて業者選定から２年程度の準備期間は必要であると考えておりますので、令和

８年度中の実施が妥当であるというふうに考えておりますが、極力早期実現ができるよう努めてま
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いりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 今いろんなニュースも出ていますので、業者の選定はそれは慎重になってもらわなければいけな

いとは思いますけれども、それでも少なくとも中学校の施設整備に関しては、設計業務というのは

今年度から始めることはできないんですかね。来年度中の工事完了を目指して進めていくことがで

きるように思えます。業務委託に関しても、令和７年度開始で準備できる業者を選定すればいいと

思います。こういったところもぜひ含めて、もう一度議会に対しても、しっかりと市民に対しても

丁寧な説明をお願いしたいと思います。 

 時間がないので、次に行きたいと思います。 

 子ども政策の司令塔となる部署の必要性について伺いたいと思います。 

 子ども未来部というものの、これは提言なんですけれども、必要性について。 

 給食の今のテーマに関してもそうですけれども、学校給食のみ、のみは言い過ぎかもしれないで

すけど、学校給食メインで議論されてきましたけれども、子供を真ん中に据えた政策を考えていく

んだったら、保育園、幼稚園も含めたテーマとして考えてくるべきだったと思っております。 

 こういった子供に関する縦割り行政をなくしていくべきだと思います。国でも、こども家庭庁、

発足いたしました。これに合わせて亀山市にも福祉と教育、これの縦割りをなくして、子供を真ん

中に据えて子ども政策の司令塔となれる部が必要だと考えますけれども、市の見解を伺いたいと思

います。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 本市では平成１７年に、切れ目のない子ども支援の中核となる子ども総合支援室を立ち上げて以

降、平成２２年は子ども施策を総合的に推進する子ども総合センターを創設するなど、子ども・子

育て政策推進体制を先進的に構築してきた歴史がございます。 

 さらに、平成３０年度からは、教育委員会が所管しておりました幼稚園の管理運営に関する事務

を、補助執行ではございますが、保育所を所管する市長部局の健康福祉部に移管するなど、幼稚園

や保育所の所管部署の一元化も図っております。 

 折しも先ほどご紹介がありましたが、国におきましては子供を取り巻く行政分野のうち、従来は

内閣府や厚生労働省が担っていた事務を一元化し「こどもまんなか社会」を目指し、子供視点に立

った政策を推進するための司令塔となる、こども家庭庁が本年４月１日に発足いたしております。 

 また、令和６年４月の改正児童福祉法等の施行によりまして、全ての妊産婦、子育て世帯、子供

への相談支援を一体的に担う「こども家庭センター」、これは国で言っております名称ですが、こ

ども家庭センターを設置する努力義務というのがございます。 

 本市といたしましては、切れ目のない子ども・子育て支援体制をさらに強化するため、現在、令

和６年度に向け新たな組織編成の検討を進めているところでございます。ただ、小・中学校を含め

た子ども政策全体を含めた組織といたしましては、独立した行政委員会である教育委員会が担うこ
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ととされている事務と市長部局が行う事務がそれぞれございますことから全てを統合というのは困

難だと思いますが、現時点におきましては来年度の組織改編に向けて検討は行っているところでご

ざいます。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 国の家庭庁も文科省と厚生労働省、ここを完全に横串を刺すような組織になっていないというこ

とが問題視されております。 

 亀山市においては、当然ながら教育委員会でなければいけない部分は多々あると思いますけれど

も、私は市長のリーダーシップをより発揮できるような体制、子ども政策に関して、そういった体

制づくりが私は必要だと思っておりますので、ぜひそれを念頭に組織編成をお願いしたいと思いま

す。 

 最後、駆け足に、危険木だけ１点だけ伺いたいと思います。 

 公道沿いの危険木に関しては、民地だったら基本的には私有地の持ち主の方の責任だと思います。

ただ、公道を管理している行政としては、危険性を知っていたら、それは対処しなければいけない

というものだと思います。官地においては基本的には行政の責任で、危険を知らなかった場合は仕

方ない部分もありますけど、知っていたら絶対に対応しなきゃいけないと思います。 

 であれば、公道沿いや危険木に関してはしっかりと調査をしていく必要があると思います。全部

は無理だとしても、自治会などから要望があったら、そこに関してはしっかりと調査をすべきだと

思いますけれども、そこの考え方を伺いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田建設部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 危険木の調査ということですが、道路附属物として管理しております街路樹等につきましては造

園を専門とする業者に管理を委託しており、枯れ木等の危険木等については、伐採、植え替えなど

を対応しております。 

 その他の民有地の樹木や道路のり面等に自生している植物については、道路パトロールや通報な

どにより危険木と判断した場合は、民有地であれば土地所有者に伐採を依頼するなどの対応をして

おり、官有地であれば市の作業員や単価契約業者が伐採するなどの対応をしております。 

○議長（森 美和子君） 

 草川議員、簡潔に。 

○４番（草川卓也君登壇） 

 これに関しては今後また深めていきたいと思っております。ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 ４番 草川卓也議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了しました。 

 次にお諮りします。 

 質問はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、明日にお願いしたいと思い
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ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 明日８日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。 

（午後 ３時４３分 散会） 
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●事務局職員 

事 務 局 長  渡 邉 靖 文      書 記  新 山 さおり 

書 記  山 北 康 仁 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（森 美和子君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、会議システムに保存してあります議事日程第５号により取り進めま

す。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 おはようございます。 

 通告に従い質問します。 

 まず、子ども医療費助成制度の拡充についてです。 

 この制度は、櫻井市長が初当選した２００９年に、それまで子ども医療費無料の対象が就学前と

なっていたのを、一気に中学校卒業まで拡大し、県下でもぬきんでた施策でした。また、所得制限

を設けないという点は、県下でもほとんどない優れた施策です。 

 子供が病院などにかかった場合、医療費は窓口で支払いますが、後日支払った医療費が市の負担

で返還されるという償還払い、これが長く行われてきました。しかし、子供の急な発熱などで急い

で病院に駆けつけたため支払いに困ったという保護者の声を受けて、病院の窓口で支払いをせずに

この時点で医療費を無料とする窓口無料、現物給付とも言うんですけれども、この制度が導入され

るようになり、対象年齢を引き上げる自治体が年々増えてきているのが現状であります。 

 そこでまず、亀山市の現在の子ども医療費助成制度の状況についてお聞きしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 １６番 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。 

 辻村市民文化部長。 

○市民文化部長（辻村俊孝君登壇） 

 おはようございます。 

 子ども医療費助成は、子育て世帯を支える制度として定着しておりますが、子育てしやすい社会

の実現に向けて、将来を担う子供たちが必要な医療サービスを公平に受けることが望まれておりま

す。 

 そのような中、本市における子ども医療費助成のまず対象年齢につきましては、先ほども少しお

触れいただきましたが、県制度の小学校卒業までに市単独で上乗せし、制度開始当初より所得制限

を設けず、中学生までの１５歳年度末までとしております。 



－２０７－ 

 また、窓口負担額の無料化につきましては、未就学児までを対象といたしているところでござい

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 答弁いただきましたように、この助成費の対象は中学校卒業までという、市長就任当時と変わっ

ておりません。それから所得制限もなしということで維持をされている。窓口無料については、未

就学児、０歳から６歳までということで、これはほぼほぼ県の制度と同じということであります。 

 そこで、表を出していただけますか。 

 この表は、三重県医師会のホームページに掲載された４月１日現在の県内２９市町の子ども医療

費助成制度一覧表、そこから取りまして、さらに私のほうで各市へ問い合わせるなどして作成した

ものであります。この表の作成には、市の市民文化部にも協力をしていただきました。 

 まず、この表を見ていただきますと、黄色くしてあるのは、亀山市と同じグループに属するとい

う意味で黄色くしてあります。見てもらうと分かるんですが、まず最初の対象者の範囲ですけれど

も、１５歳年度末、つまり中学校卒業までというのが９市ありますね。それから１８歳年度末、高

校卒業までというのは５市です。もう既に亀山市を追い抜いてしまったところが５市あるというこ

とですね。 

 それから次に、所得制限ですけれども、当初は本当に亀山と鳥羽ぐらいで所得制限なしというの

は少なかったんですけれども、今はもうなしが７市、ありが７市、半々になってきています。大き

く広がってきています。 

 それから最後、窓口無料、窓口で支払わずに済むというやつですね。これは亀山市と同じ０から

６歳児、未就学、これは県の制度とほぼ同じということですけれども、これが８市あります。それ

から、１５歳年度末、中学校卒業までが５市、それから１８歳年度末、高校卒業までが１市となっ

ております。 

 最後のところに備考欄があるんですけれども、ここに、ここ一、二年で対象年齢が引き上げられ

るというのが分かると思います。昨日もこの質問の準備をしておったら、四日市市の議員から連絡

が入りまして、四日市市が子ども医療費無料化の対象年齢を窓口無料も含めて１８歳年度末に引き

上げる検討をしているということを委員会で表明をされたそうであります。だから、この表の四日

市市というところが０から１５から０から１８にされる方向で今動いていると、こういうことです

ね。こうして見ると、亀山市、本当にこの分野では遅れた市になっているということが分かると思

います。 

 そこで、こういう実態を市としてどのように認識してみえるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 辻村部長。 

○市民文化部長（辻村俊孝君登壇） 

 議員から県内１３市の助成状況について今ご紹介をいただいたところでございます。 

 人口減少対策として、若い世代が安心して子育てできる環境を整備するため、子育て世帯への経

済的な負担軽減に向けた取組は重要であると認識しております。その取組の一つでもございます子
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ども医療費助成制度につきましては、県内各自治体において地域性や近隣市町の状況など様々な観

点から、それぞれの自治体に応じた独自の助成制度が行われておるというところでございます。 

 また一方で、地域間格差が生じてきておるということで、将来を担う子供たちに必要な医療サー

ビスが住んでいる地域により異なり公平に受けることができないことが、県内に限らず全国的な課

題となっていることも認識しているところでございます。 

 そのような中、本市におきましては、平成２１年度より県下に先駆け中学生卒業まで所得制限を

設けず助成を行い、県内市町を引っ張る中で、県においてもその水準を高め今日に至っております

が、ここ数年、子育て世帯への負担軽減や受診環境の面において対象年齢や窓口無料化の拡充、所

得制限の撤廃が行われており、特に本年度、また来年度にかけて県内におきましても、制度の拡充

は進められている自治体が増加していることを十分認識もしているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 十分認識しているという答弁でした。 

 県下でこの子ども医療費助成の対象拡大が進んでいる背景ということで、一つ大きなのは、自治

体が独自に無償化をすると国が補助金を減額するという不当なペナルティーがありました。それを

今年の４月に、厚生労働省が高校生までの部分を廃止する方針を打ち出したということですね。こ

れが追い風になっているということですね。 

 このペナルティーというのは、例えば自治体が子ども医療費の窓口負担を独自に無償化する、減

額する、こういうことをやると、国民健康保険の国庫負担額を減額するという、こういう仕組みな

んですね。だから、自治体にとっては非常にマイナス、財政的にマイナスになる。 

 これはなぜかというと、国は医療費の無料化が進むと必要以上に病院などにかかる人が増えて医

療費が増えるからと、こう言うんですけれども、果たして子育てで忙しい世帯が必要もないのに病

院に行くかという問題なんですよ。だから、これ全く説得力がない話なんですよ。 

 だから、結局国もこういう根拠のない言い分をもう通せなくなって、この４月にはペナルティー

を廃止するというような方向を決めているわけです。このペナルティーの廃止というのは、この年

齢の引上げにつながる大きな要素であろうと思います。 

 そこで、このことは話をさせてもらって、市長に最後、こういう県下各市の状況を見て、やはり

もう亀山市が非常に先進であったのが、もう本当に一番遅れているような実態があるということで、

やっぱりこれから年齢の引上げ、窓口無料の年齢も含めて、必要があると思うんですが、市長の見

解をお聞きしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 １４年前に今ご紹介いただいたように子ども医療費の助成ということでは、亀山市は独自の判断

をさせていただいて、三重県全体を引っ張ってきたという自負をいたしております。これに限らず、

子供施策の支援策というのは総合的に対応すべきということで、ここも力を入れてきたものであり
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ます。 

 しかし、現状につきましては、今ご指摘のような、部長答弁のような状況でございます。しっか

り去年のこの９月議会でしたか、森議長さんのご質問、あるいは草川議員さんもあったかというふ

うに思いますが、そのときにも申し上げたんですが、今ご紹介いただきました様々な状況をしっか

り見極めた中で対応させていただきたいというふうに考えておるところであります。くしくも、国

の政府においての国民健康保険税の窓口無料化のペナルティーということにつきましては、今ご紹

介いただいたとおりであります。全国市長会、知事会も頑張っていただいてようやくここまで来た

のかなというふうに思っております。同じ県民に生まれても、隣のまちと違う状態はいかがか、都

道府県によって違う状態はいかがか、これは本当にいかがかなという思いで進めてまいりましたが、

本市におきまして、今までの現状、それから状況をしっかり考えさせていただいて、全県下での窓

口無料化等々の取組、さらに対象年齢の拡大も将来的にいろいろ考える必要があろうかと思ってお

りますが、これらに対してしっかりと対応させていただきたいというふうに考えておりまして、こ

れは議員各位におかれましても、今日までの議論もあったかと思いますけれど、引き続いてのご理

解、ご協力をよろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 市長はしっかりと対応していきたいというふうに言われました。 

 その答弁の中でも言われましたけど、この問題に関しては、本当にいろんな議員がこの場で取り

上げて年齢の引上げを求めてきた問題であるということも頭に置いていただいて判断をしていただ

きたいと思います。 

 第２次総合計画後期基本計画の安心して子供を産み育てられる環境づくりの推進というところに

は、子育て世帯への支援について、県制度の医療費助成に加え、市独自の取組として子供の医療費

に対する助成の対象者の拡大や未就学児の窓口無料化等により、制度の充実を図っていますとあり

ますけれども、今紹介したような県下の実態を見ると、非常に充実した市とは言い切れない問題が

あります。 

 そこで市長、もうしっかりと対応していくというふうな曖昧な話ではなくして、もう来年度には

対象年齢の引上げに踏み切るということを決断すべきだと思いますが、再度答弁をお願いしたい。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 遅れた自治体というふうにご紹介いただきましたが、そういう意味では、この導入のスタートの

問題意識としても、当時の平成２０年が全国や県の合計特殊出生率が１.４に近い状態でした。何

らかのやっぱり子供施策をやっぱり重視していく必要があったというような背景で、この制度もも

ちろんでありますし、他の子育て支援とか、そういう環境を総合的に高めてきたものであります。 

 したがいまして、先ほど申し上げました、この子ども医療費の拡充につきましては、当然様々な

検討を加えて、そして状況を判断させていただいて、私どもとしてもしかるべき対応をさせていた

だきたいというふうに考えておるものでございます。 
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○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 しかるべき対応というのが今日の限界だったのかなあと思います。多分来年度は、もう来年度も

しやらなかったら、本当にもっと広がりますからね、この格差がね。だから、これはぜひ決断をし

ていただきたいということを申し上げて、次に移ります。 

 次、給食センター建設に関する第２次総合計画後期基本計画と実施計画という問題についてさせ

ていただきます。 

 まず質問に入る前に、この給食センター建設というのは、今回１５人の議員が一般質問するんで

すけれども、そのうち９人が取り上げた、非常に今議会の焦点というような問題であります。昨日

も櫻木議員が独自の試算を示して質問をされました。聞いていて本当に教育委員会の答弁にはあき

れたわけですよ。 

 櫻木議員の質問で、給食センターが建設ができなくなった最大の理由は、２３億の事業費だとい

うんですね。ところが、この２３億というのが本当に根拠のない、言わば架空の数字、こういうこ

とがはっきりしたわけですよ。このような本当に根拠のないような事業費を含む再検討結果という

文書は、私はもう直ちに撤回すべきだというふうに思います。そのことを述べて質問に入ります。 

 昨年度に策定された第２次総合計画後期基本計画では、中学校給食について、現在の亀山中学校、

中部中学校のデリバリー給食を継続しながら、中学校における全員喫食制の給食実現に向けて取り

組みますと明記し、その具体化した実施計画では、亀山中学校及び中部中学校における全員喫食制

給食の実施に向け、給食センターを整備するとともに、中学校２校の給食受入れ環境の整備を行う

と書いてあるんですね。そして、その実施計画には、令和４年度は建設地、運営方法の検討、決定、

５年度は敷地の整理、インフラ調整など、それから６年度には基本設計、地質調査、７年度にはセ

ンター敷地造成、こういうふうに、もう４年間のセンターの実施に向けての事業がぎっしりと書か

れているわけですよ。こういうことで、後期基本計画を受けた実施計画で給食センターを建てるこ

との具体的な計画が全部出ているわけですよ。 

 市長は、この９月議会の現況報告で言われたのは、後期基本計画実施計画の積極的な推進を図っ

てまいりましたと、こういうふうに言われたんですよ。つまり、亀山市は今自らでつくって、当然

議会の議決も経た後期基本計画の実現をいかにやるか、その具体化である実施計画をどう推進して

いくのか、ここに全力を挙げるべき今時期なわけですよ。 

 そんなときに、８月１８日でした。教育委員会からとんでもない再検討結果が出されました。こ

れは、後期基本計画に位置づけがないんですよ、全くね。実施計画にも全く書かれていない。外部

調理委託方式、民間事業者、全く後期基本計画の実施計画にない。これをやろうというような方針

を出した。 

 皆さん、こんなことが許されたら、一体後期基本計画や実施計画、議決までしているんですよ、

後期基本計画は。全く意味がなくなるやないですか。こんなことが勝手にできるんですか。私は憤

りを覚えます。 

 やっぱり議会として、給食センターを建設することを前提とした後期基本計画であることがはっ

きりしたので、それを賛否の態度に、判断にしたわけですよ、皆さんね、１８人全員が。ところが、
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それをやらないというわけですよ。それで、そんなことが勝手に一部局でできるのかということで

すよ。 

 まず最初に、確認の意味でお尋ねしたいと思います。 

 総合計画後期基本計画と実施計画は、どんな関係になっているのか、これをお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井政策部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 おはようございます。 

 本市の総合計画は、亀山市総合計画条例に基づき、基本構想、基本計画、実施計画の３層構造に

より計画策定をいたしております。 

 また、亀山市総合計画条例第２条では、基本構想は、市の将来像及びこれを達成するための政策

の大綱を記したもの。基本計画は、基本構想に基づいて地域の総合的かつ一体的な整備に必要な方

策及び手段を記したもの。実施計画は、基本計画の具体的な実施に関して策定する計画とそれぞれ

定義づけております。 

 これらを踏まえまして、議員ご質問の後期基本計画とその実施計画との関係性についてでござい

ますが、後期基本計画は、前期基本計画に引き続き３２の基本施策と１１８の施策の方向の下に、

基本構想の具現化を図るために推進する３３０の施策を位置づけたものであり、一方で実施計画は、

後期基本計画に位置づけた施策を具体化するために実施しようとする主要事業を位置づけたもので

ございます。そのため、両者は施策と、その施策を具体化するための実施手段である事務事業とい

う上下の関係にあると認識をいたしております。 

 加えて、基本計画は、亀山市議会基本条例第１３条の規定により、その策定等が議決事件である

ことに対し、実施計画の策定等は議決事件ではなく、市長の執行権の範疇にあるものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 私は、あえて確認したんです。 

 総合計画条例ではっきりと書いてあるんですよ。実施計画、基本計画の具体的な実施に関して策

定する計画をいう、こういうことがはっきりと書いてある。つまりは、後期基本計画に給食センタ

ーを建設するという位置づけがあるから、実施計画で年度別に具体的な事業を書いているんですよ、

これ。もし、この位置づけがなかったら、給食センターを建設するという位置づけがなかったら、

実施計画にこういう給食センターの建設を年度別にどういう事業をするかって書かなくていいわけ

ですよ、これ。ということは、後期基本計画のこの全員喫食制の給食実現に取り組みますという一

文は、給食センターを建設することが前提になっていることは、もう明らかじゃないですか。そう

いうものをほごにして、今回再検討結果なるものを出してきたと。とんでもない話ですよ、これ。 

 もう一つ言います。 

 この後期基本計画を議会でも最終案に対して審議をし、意見を出しました。ある会派から給食セ

ンター建設にこだわる必要はない、いわゆるデリバリー給食で全員喫食、民間業者によるデリバリ
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ー給食で実現すればいいという、こういう意見を上げたんですよ。それに対して、市は何と答えた

か。給食センター建設が妥当である、こう答えた。こう答えたから当然、後期基本計画には給食セ

ンター建設が前提だと、これはもう１８人全員の議員がそう理解しているわけですよ。給食センタ

ーでやるのがいいかどうかは別にしてね。少なくとも市の考え方は、給食センターが前提でこれを

やると言っているということは、全員の理解なんですよね。 

 そこで、これも確認ですが、この今私が言ったこの最終案に対する議会の意見、これが間違って

いないかどうか確認だけしておきます。間違っていないなら、間違っていない、それだけで結構で

す。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 教育委員会といたしましては……。 

（「最終案に対して間違っておるのか、間違っていないのか」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 質問聞いていないの。 

 この議会が出した最終案に対する意見、私が説明したけれども、それは間違っておるのか、間違

っていないのか、私の思い違いなのかどうか、その確認だけしたいと言っている。それは答えられ

るでしょう。答えてくださいよ。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 その当時頂戴しておりますものにつきましては、私どもといたしましてはデリバリー給食という

形は取らないという考え方をお示ししたものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 要は、給食センター建設が妥当であると回答したんですよ、市が。これは文章ではっきり残って

いますよ。そうなってくると、こういう基本計画が議会議決をして、その前提に給食センター建設

があって、それに基づいて実施計画をつくった。今はその実施計画必達のために全力を挙げる、こ

ういうことなんですよ。だから、この８月に全員協議会で、こういうことを無視して外部調理委託

方式でやるなんてことは、絶対あってはならないことですよ、これ。 

 中原教育長に聞きます。 

 こういう先ほども言いました、後期基本計画にはっきりと給食センターとうたってある、位置づ

けられている。それに基づいて実施計画がある。それなのに教育委員会の一存で、給食センターは

先送り、外部調理委託方式を導入する、こんなことができるのか、やっていいのか、聞きたいと思

います。 
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○議長（森 美和子君） 

 中原教育長。 

○教育長（中原 博君登壇） 

 このような考えに至った経緯というか、やってはいけないという方向であるならば、こういう考

えには至っておりませんので、その後期基本計画や実施計画の内容についても考えながらといいま

すか、頭に置きながら考えた結果、教育委員会としてこの方向で全員喫食制の早期実現を図ってい

きたいというふうに考えました。 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 全く答弁になっていないですよ。 

 要するに、私が言っているのは、後期基本計画で給食センター建設を位置づけして、それに基づ

いて実施計画で具体的に事業を４年度分ちゃんと書き込んだわけですよ。そういうものが現在まだ

生きているんですよ。そういうものが生きておりながら、そこから全く外れた外部調理委託方式を

方針として出して議会に議論をさせるということは、ありなんですか、これ。ないでしょう、そん

なこと。こんなことをやり出したら、もう後期基本計画なんて議決した意味は全くなくなりますよ。

各部署がそうやってやったらどうですか。後期基本計画にはこう書いてあるけれども、それと違う

ことをうちは今検討していますということをやってもいいんですか、これ。 

 市長、どうなんやこれ。こんなことありですか、これ。とんでもない話ですよ、これ。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 まず、総合計画の基本構想、基本計画は議決をいただく。 

 そして、そのプロセスも極めて重要であろうというふうに思いますので、この総合計画に私ども

が１１８の施策、それから施策……。 

（「長い、答弁が」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 要するに、後期基本計画で位置づけをして給食センターを前提に実施計画をつくった。ところが、

その実施計画の給食センターの建設ではなしに、それを棚上げして外部調理委託を推進しますみた

いなことを勝手に決めていいのかということです。市として、後期基本計画があり実施計画まで決

めた。それを棚に上げて、それとは全く違うやり方を市が推進していいのか。いいのか、悪いのか、

いいならいいと言ってくださいよ。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 総合計画の基本計画で、目指す方向に向けてそれを具現化させるのが実施計画でありますので、
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今回は教育委員会の中でその具現化に向けて様々な検討を重ねた結果、その在り方を方針を今回示

されたものというふうに思っております。それは尊重すべきであろうと思います。 

 ただ、ご案内のように基本計画は、ここで全員喫食制の給食を実施いたしますと、こういう方向

について明記をさせていただいており、その具現、具体策について教育委員会で検討を重ねてきた

結果、今回の一つの方針の策定に至ったということで、これは基本計画が方向性を示し、そしてそ

れを実現させるための過程で様々な諸条件やいろんな問題に、当然それをクリアしながら実施して

いく、実現していくということになろうかと思いますので、例えば過去にはこども園での、新たな

こども園の設置につきましても、基本計画では一つの明記をさせていただきましたが、様々な諸条

件の中で実施計画でも明記をしておりました。その検討の過程で、なかなか実現が難しいというこ

とで、これを見直した、こういうケースは当然あるものでございますので、そこはそのように理解

をいたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 本当にこれがいいということになったら、我々議会としては、もうこれから基本計画の議案が出

たときには、もう事細かく書いてもらう、求めますよ。だから、今回もいろんなやり取りをして給

食センター建設が前提ということだから、全員喫食制を実現しますという文言で賛否を取っておる

わけですよ。もしそういうこと言われるなら、もう基本計画に給食センター建設を書けということ

を言わんならんですよ、これ。それから、実施計画、これも議会の議決にすると、こんなことをせ

んならんですよ、これ。もともといろんなやり取りをしながら両方の信頼関係の下に、こういう議

論がやられているわけですよ。ところが、そんなことをひっくり返してくるなら、もう全て一字一

句全部議決しなきゃならん。信用ならんということですよ。そんな信頼関係でいいんですか、市と

議会が。これは本当に私は見過ごせない大問題だというふうに思います。 

 もう時間がありませんので、また改めてやりたいと思いますけれども、これぐらいにしておきま

す。 

 最後に、水道水に含まれる有機フッ素化合物、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡについてであります。 

 この有機フッ素化合物、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡといっても、初めて聞く方も多いと。世の中に存

在する有機フッ素化合物というのは数千種類ある。その総称としてＰＦＡＳというふうな呼ばれ方

がしていると。 

 このＰＦＡＳは何かというと、人工的な化学物質でその結合力が強いため壊れにくい。化学構造

上、炭素とフッ素が非常に強い力で結びついているため、自然界では分解されず、海や土壌に堆積

することで循環系に長期間残存し続けるという特徴がある。 

 今回取り上げたＰＦＯＳ及びＰＦＯＡは、有機フッ素化合物の代表的な物質で、水道水の水質管

理での水質管理目標値が設定されております。このＰＦＡＳについては、このＰＦＡＳを含む泡消

火剤を使う在日米軍基地周辺の井戸や地下水から国の暫定目標値を大幅に上回る数値が検出された

ことで大きな問題になっております。このＰＦＡＳはどういう問題があるか。発がん性や低体重児

の出産、免疫力の低下など人体に悪影響を与えるとされております。このＰＦＡＳが高濃度で水道

の浄水場や井戸から検出された地域では、飲料水の汚染で命や健康が脅かされるという危険も出て
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おるということであります。 

 そして、最近この近くでいうと、陸上自衛隊岐阜基地がある岐阜県各務原市、ここでは市内の地

下水から有機フッ素化合物が国の暫定値である１リットル当たり５０ナノグラム、これの１５倍の

濃度で検出された。こうした事態を受けて各務原市は、市内の小・中学校など浄水器を設置する、

それから県立高校も浄水器を設置するという、こういう対策を取っております。これは全国各地で

起こっていますね。東京の多摩地域もそうです。 

 まず、この有機フッ素化合物、このＰＦＯＳ、ＰＦＯＡはどんな物質なのか、お聞きしたいと思

います。 

○議長（森 美和子君） 

 田中上下水道部長。 

○上下水道部長（田中直樹君登壇） 

 先ほど服部議員からご紹介もありましたけれども、ＰＦＯＳとＰＦＯＡがどんな物質かというこ

とでございますが、言われましたとおり、有機フッ素化合物ＰＦＡＳの一つであるものでございま

す。 

 化学的に極めて安定性が強く、水溶性かつ不揮発性の物質であるため、環境中に放出された場合

には水系に移行しやすく、また難分解性のため、長期的に環境に残留すると考えられているところ

でございます。 

 具体的にはＰＦＯＳは、半導体、反射防止剤、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤等に主に使用され、

ＰＦＯＡは、フッ素ポリマー加工助剤、海綿活性剤等に主に使用され、撥水性と撥油性を併せ持つ

特異な化学的性質として様々な表面処理の用途に使用されていた物質であります。近年、発がん性

などが指摘され、世界的な環境問題として注目されているところであり、現在は製造、輸入等は原

則禁止されているところではありますが、日本国内においても河川や地下水等の水環境で基準値を

超過する事例が確認されている状況でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 私も、これ調べて本当に驚いたんですが、本当に私たちの身の回りに非常に多くあるということ

なんですね。非常にこのＰＦＡＳというのは、水や油をはじく、熱に強いという性質があるんで、

工業用には半導体製造、それから金属加工、メッキなどに使われる。それから生活用品でいうと、

焦げつかないフライパン、つまりテフロン加工と言われるやつやね、こういうものや油が染みない

ハンバーグの包装紙、化粧品、傘、レインコート、靴、カーペットなど幅広く使われているようで

あります。ただ、これは先ほども答弁にありましたように、もうこの危険性が指摘されて以降は、

製造はストップしているということなんですけれども、ただこれまでに環境の中に排出されたもの

が、既にもう井戸や地下水に入り込んでいるということなんですね。それが水道水として中に検出

されてくるということなんです。 

 これは北海道大学の岸玲子という教授の研究調査なんですけど、基地や工場など特定の汚染源が

ない地域で日常生活から取り込んでいる日本の平均的な汚染でも胎児、子供の発達障害や免疫ホル

モン異常が生じることが明らかになってきたというようなことも言っています。だから、特定の基
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地がある工場があるということでなかっても、やっぱり危険性はあるんだという。だから最近です

けれども、新聞報道がありました。環境省が、このＰＦＡＳの有害性の調査・研究に本格的に乗り

出す方針を固めた。水道の水質管理の暫定目標値、今５０ナノグラムということなんですけれども、

これを見直すのかどうか、もっと厳しくするのかどうか、こういうことも検討を始めているという

ことが言われています。 

 亀山市はどうなのか。この水質検査の結果、報告いただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 田中部長。 

○上下水道部長（田中直樹君登壇） 

 市内の水道水の検査の状況でございますが、まず水質基準の体系についてですが、水道水の安全

性を確保するために、水道法では水質基準が規定されており、水道水が水質基準に適合しているか

を判断するため、水質検査が義務づけられているところでございます。また、法令には定められて

おりませんが、水質管理上留意すべき項目として水質管理目標設定項目があり、水質基準項目に準

じて検査することが要請されております。さらに、今後必要な情報、治験の収集に努めていくべき

項目として要検討項目が位置づけられているところであり、このように水質検査は３段階の体系に

分けられており、国が示す項目において検査を実施しているところでございます。 

 ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡにつきましては、令和２年３月３０日に、厚生労働省より水質基準に関する

省令の一部改正についての通知があり、水道水の原水から一定程度検出される状況が継続している

ことから、水道管理に注意を払っていくことが適当であるとして、要検討項目から水質管理目標設

定項目へと位置づけが変更になりました。暫定目標値としまして、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ合算値で１

リットル当たりの上限５０ナノグラムが設定されたものでございます。 

 この本市におきましては、令和２年度から水質検査を実施しているところであり、その水質検査

の結果につきましては、１から１０ナノグラムパーリットルとなっており、設定された暫定目標値

内であることを確認したところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 亀山市は３か所なんですよね、この検査をしたのが。水源地のうちの関とそれから阿野田にある

前の水道局の庁舎のところですね、それからいわゆる安楽川の、田村のところ。この３か所で検査

をした。その結果が１から１０ナノグラムで、国の暫定値の５０ナノグラムよりも下回っていると、

こういうことなんですよね。 

 ところが、これは自然界にない人工物で、これがどこからどういう形でこの水道水に入ってきた

のか。つまり亀山でも検出されているわけですよね。だから、どこかからそれが排出をされて、そ

れが水道水に入ってきているということなんですよ。だから、それをたどらないことには、発生源

をたどらないとやっぱり対処できないという問題があります。 

 もう一つは、アメリカの環境保護庁という、アメリカが特にこれを厳しく規制を始めているんで

すけれども、ここの基準は、日本は５０ナノグラムですけれども、アメリカは４ナノグラムなんで

すよ。１リットル当たり４ナノグラム。つまりこの４ナノグラムというアメリカの基準でいくと、
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１から１０という答弁ありましたけれども、少なくとも１か所はこのアメリカの環境保護庁の４ナ

ノグラムを超えているんですよ。もしこのアメリカ保護庁のこれが妥当な基準だとしたら、亀山市

のこの３つのうち１か所は基準を超えたとなるんですね。 

 そこで、私が聞きたいのは、果たして発生源も分からない、経路も分からない中で、３か所だけ

検査をして１から１０でしたで済む話なのか。やっぱりもっと広げて全ての水源地、河川、そうい

うところで検査する必要があるのかどうか、このことを聞きたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 田中部長。 

○上下水道部長（田中直樹君登壇） 

 議員ご指摘いただきましたように、令和３年度におきましては、市内の３か所での水質検査を行

っております。今回、環境省が本格的な調査を行うということを鑑みますと、私どもとしても、こ

の３か所では不十分ではないかということは思っております。 

 今後、市内１１の水源地がございますので、周辺施設も考慮の上、検査箇所については検討して

まいりたいと考えております。 

 あと、アメリカのほうが今年度中にＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ、それぞれ４ナノグラムという基準を設

ける方向で検討しているということでございますが、私どもとしましては、まずは国内の基準が変

更されるかどうかというのも注視しながら、市内の水質検査の数値も同時に注視していくというこ

とで考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 やっぱり一番の問題は、どこからどういうふうにこれが入ってきておるのか分からんという問題

ですね。だから、やっぱりこれを突き止めなきゃならないんですよね。そのためには、やっぱり検

査をしなきゃならない。例えば、非常に多い、高い濃度の数値が出たようなところでまず一つ疑う

べきところがありますよね。だから、そういう要するに検査をとにかく広くやる必要がある。どこ

でどういう数値が出るのかということをまずつかむ必要がありますね。 

 それからもう一つは、こういうものを過去に使ったことがある事業所というのは、ある程度絞れ

るわけですよ。だから、そういう事業所があるようなところ、周辺のところでの検査をするとか、

いろんな方法があると思う。とにかく早くその実態をつかまないことには、後から検査して出てき

ました、非常に高い数値でしたでは困るわけですよ。だから、そういう意味でいくと、やっぱり広

く、先ほどその３か所では不十分だというふうに答弁されましたけど、本当にやっぱり早期に全て

の水源地、それから河川もやっぱりやるべきだし、それからやっぱりそういう事業所によっては、

こういう製品を過去に使っておったような事業所を絞って、そういう周辺はどうなのかというよう

なことをやる、こういうことをぜひやるべきだと思うんですけど、その点についてお聞きしたいと

思います。 

○議長（森 美和子君） 

 田中部長。 

○上下水道部長（田中直樹君登壇） 



－２１８－ 

 水道といたしましては、私どもが管轄しておりますのが、水源地から取水した水道、原水から上

水、ある程度浄化した上水の部分なんですけれども、今回も検査させていただいているのは、その

上水の部分で検査をさせていただいております。現在のところその基準以下ということでございま

すので、その数値が特段に上がってきたとか、国の基準も変わってきたということを常に注視しな

がら、国の対応に後れを取らないように対応については研究してまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 この問題を重視するのは、体内に蓄積されていくという問題なんですよね。やっぱり少しずつで

あっても、それを取り込んでいくと体内に蓄積されてくる。それがどこかで一定の量を超えると病

変するみたいなことになるんで、やっぱりこの辺は全体を見て、本当に発生源をつかむぐらいの、

やっぱり自治体の努力をしていただきたいというふうに思います。 

 今日は、３つ質問させていただきました。 

 私、どうしても言っておきたいのは、やっぱり後期基本計画と実施計画なんですよ。議会が議決

をしたわけですよ、後期基本計画は。それの前提にいろいろな議論もしたわけですよ。そのときに、

いわゆる給食センターはつくるという前提で、これは全員喫食制なんだなということを議会全員が

確認をした上で、あの後期基本計画の賛否の表明をしたわけですよ。それを今になって給食センタ

ーをつくりませんと言い出したら、一体何だったんだということになるんですよ、議会の議決がね。

そういう問題として、私はこれは本当に重く受け止めてもらわないと困るし、それから、今の時点

でも遅くないんで、教育委員会は、この後期基本計画に位置づけがない外部調理委託、こういうも

のを再検討方針などと言って出してくる、このことを撤回してほしい。直ちに撤回してくれと。そ

して、後期基本計画にちゃんと位置づけのある給食センター、実施計画にも書いてある給食センタ

ーを建設するために努力をしていただく、それが今やるべきことだと、このことを申し上げて終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 １６番 服部孝規議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時４７分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時５７分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 勇政の櫻井でございます。 

 一般質問をさせてもらいますけれども、３つ出させてもらったんだけれども、もう昨日からちょ

っと頭に来ておって、中学校給食からやりますさかいに、よろしくお願いします。 

 そもそも学校給食関係については、県下でも四日市市しかり志摩市しかり、隣の鈴鹿市しかり、
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首長の判断で、市長の判断で全て行われておるということです。そこには、昨日の一般質問もそう

ですけど、もうええ加減な答弁ばっかりもろうてもうあれですけれども、教育委員会の答弁ばかり

聞いておっても仕方ないですから、市長のその学校給食に関する思い、どんな思いを持っておるの

か。後期基本計画に出した、実施計画も出した、服部議員も指摘した。そうしたら、認定こども園

はできているということで言い訳をすると。もう言い訳は要らんのですよ、私らは。 

 学校給食、全員喫食制を亀山市は施行すると明記してある中で、こんな状況になっておると。そ

れに対して学校給食について市長はどう思われておるのか、簡潔に頼みます。 

○議長（森 美和子君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 学校給食については、就任当初から、特に中学校給食の導入というのは過去十数年の間に様々な

取組をしながら今日に至ってきました。あわせて小学校の今の本市の在り方、これもすばらしいも

のであり、継続をしていくべきものというふうに考えております。 

 私自身の考え方も併せまして、過去にも申し上げてまいりましたように、全員喫食制の学校給食、

中学校給食を早期に実施する、これは民意の思い、それを受けて今回、昨年の総合計画、第２次総

合計画にそれを明記させていただいてきておるところでございます。私自身の思い、そして亀山市

としての思いは、全員喫食制中学校給食を早期に実施すると、そのような思いでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そうでしょう。早期に実現するというのは、その実施計画に書いてある令和９年度実施というの

は早期ですよ。それまでに、建設期間に２か年を要すると。そのような中で、中部中学校、亀山中

学校のデリバリーからセンターを建てて、そして２,２００食、当初は１,２００平米、今は１,５

００平米という試算をして、一つのものが出てきたと。早期に完成や、そんなら早期というのは、

市長がこれで４期目ですけれども、早期というのはいつ頃ですの。この９年度に食缶方式によって

やるのは早期になるのか。それを認めておるのか、市長として。市長として。教育委員会の非公開

の協議会で協議された４月、５月、６月、７月、８月、食缶方式で出したのは７月らしいです。議

事録を出してもぺら紙１枚出てきた。それを市長は認めておるのか、そこを確認したい。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 食缶方式は認めておりますし、今回の様々な議論を重ねてきた結果として、教育委員会としての

見解というのは尊重されるべきものというふうに思っております。 

 今言われたその従来の計画、実施計画における令和９年度の完成ということは、この第２次総合

計画期間を超えた話でございますが、そのような９年度のセンター建設に向けて様々なその実現性

とか方式とか検討を教育委員会で重ねてきてもらったというふうに思っております。 

 しかし、それをさらに早い段階で実現する、そしてこれは昨日、おとついですか、昨日でしたか、
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教育委員会のほうも答弁をされたと思いますが、本事業における実施内容の変更の主な理由につき

ましては、センター整備規模の精査によります面積等の増加や建設事業費の高騰等に伴う事業費の

増加、約２３億と試算をされておりましたけれど、そういうことも含めて早期実現に支障が生じる

と、令和９年度についても非常に難しいと、こういう判断の中で、教育委員会としての検討を加え

た結果、食缶方式で、なおかつ前倒しでそれを早期に実現しようという考え方であろうかと思いま

すので、それについては尊重させていただけるものというふうに思っております。 

 ただ、これも答弁ありましたけど、令和８年度半ば、半年前倒しをと、当初計画よりもという話、

さらにもう少し前に実現ができないのか、そういう議論はさらに今後の議論であろうと思いますが、

最善を尽くすべき課題というふうに認識をいたしております。 

 いずれにしましても、全員喫食制の中学校給食を早期に実現する、その方策をしっかり前に進め

ていくということ尽きようかというふうに思っております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 財政的な試算によって無理と判断したと、教育委員会が。 

 ちょっと写真出してください、それなら。 

 昨日、櫻木議員が造成関係について試算をしていただきました。すばらしい試算やと思うんです

よ。そこで、何を例に持ってきてくれたか、その関南部地区コミュニティセンター、これ写真のと

ころです。これに基づいてやったということですけれども、なぜここなんですか。そして、当初よ

りも２３倍になったと、試算したら。そうやけど、この試算が財政的に市長として無理なのかな。

市長として。その判断をされたのかな、市長。財政的に無理やからほかの方法を考えよと、考えた

でそれでよろしいやないかということを市長として判断されたんかな。今も８月の中頃と言うけれ

ども、もっと前倒しにやるつもりだと。そうすると、教育委員会がそんな食缶方式をやるためには、

プロポーザルか何かぐちぐち言っておったけど、そうするとこの予算、２２億９,８３７万５,００

０円、これが財政的に負担になるのかな、市長。負担やと思っているのかな。無理ということかな。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 決算のご審議でも議員、様々なご質問をいただきました。借金してでも４３億までこれは可能で

あるから、ゴーサインを出せと。非常にそれは将来のいろんな様々な、これはセンターに限らずで

ありますが、そういうことを考えればしっかりと将来負担、あと様々な施策を推進していく必要が

ありますから、そういう中で責任ある判断をしていくということは、もう当然であろうかと思いま

す。 

 そもそも、これも教育委員会の答弁もあったかと思いますが、当初は８億数千万で建設ができて、

その毎年の運営費が約７,０００万であったかというふうに思っておりますが、それを前提にした

計画を一定示されておられました。それが実際、具体的な手法、方式の検討とか、もう一回建設の

中身の積算を多分教育委員会で積み上げていただいた結果、２３億という、そして運営費が１億７,

０００万という数字に至ったというふうに理解をいたしております。 
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 いずれにいたしましても、総合計画で私どもは３３０の事業を展開いたしております。３３０の

事業をやっぱりしっかり具現化してやっていく、そしてそれは当然財源の手当て、財源が重要でご

ざいますので、その担保をした上で事業化していく、そういう視点で事業の選定、在り方、これは

給食センターに限らず本市の様々な事業に言えることであるので、そこは議員ご理解のとおりとい

うふうに思っておりますが、そのように承知をいたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 まずお尋ねしていきますけれども、学校給食法という法律があるんです。昭和２９年法律第１６

０号、学校給食法。学校給食の目的が第２条に書いてありますし、そして食文化のことが書いてあ

るわけですよ。そして、そもそも学校給食を取り入れたのは、歴史的に見ると明治２２年に山形県

鶴岡町が学校給食をやったと。というのは、そのときの町長さんが、昼弁当を食べられない子もお

るので、もう町で食べさせてやろうというのが始まりらしいです。そして、戦中はその学校給食と

いうのはなくなったんですけれども、中止されたんですけれども、戦後、私も脱脂粉乳というんで

すか、こんなアルミ缶で飲んだ牛乳、飲ませてもらいましたわ。そして、法整備がされたのが、そ

の昭和２９年の学校給食法です。これ市長、熟知してござるかな、学校給食法。どこまでご理解さ

れておるのか。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 学校給食法のその理念や考え方は理解をさせていただいております。詳細の一言一句や内容まで

把握をいたしておりませんけれど、時代時代の背景もあろうかというふうに思っておりますし、時

代とともに社会の在り方も変わってきておりますから、そういう中で給食の方式も今日に至ってお

るということであろうと思います。 

 私も市議会議員を３２年前にさせていただいた、あんな時期においても、本市は今もそれは継承

しておりますが、自校の小学校の給食、この方式については極めて非常に顔の見える給食として意

義があったと思います。しかし当時、これは議会の皆さんの一部にもあったんですが、それよりも

むしろ、コストがかかる自校よりもセンター方式を導入すべきではないかと、そういう議論がもう

三十数年前からあったのも承知をいたしております。 

 しかし、法律だけではない部分、そしてそれぞれの社会の情勢も踏まえて、私どもはこの亀山市

の給食の在り方については、これも今までからも申し上げてまいりましたが、やっぱり小学校の自

校方式をこれからも堅持していくことができればすばらしいと思いますし、併せて中学校の給食に

おきましては、平成２１年に中部、亀中に選択制の外部委託方式を導入させていただきましたが、

これは一定の合理性もあったというふうに考えておるところであります。 

 いずれにいたしましても、本市といたしましては、そういう給食法の背景、時代の要請、あるい

は民意の様々な変化、そしてそういうことを総合的に判断をして事業を考えていくというのは大事

なことであろうと思いますし、その具現化のために教育委員会の中で様々な角度からの検討を今重

ねてきてくれているというふうに考えるものであります。 
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○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そうすると市長は、考えはなしに、教育委員会、教育長及び教育部長、それから教育委員、４名

見えるんですけれども、丸投げと、もう任せておきますわと、あんたらの好きなようにしてくださ

いと、私はちょっと横におるでというお考えですか。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 市の立場としては総合計画で明記をさせていただきましたけれど、中学校の全員喫食制の給食、

これを実施すると、そういう方向で取り組んでいくというのがその考え方でございまして、それに

基づいて実現性のある、そして早期実現が可能な手法でその具現化を図っていくというのは、教育

委員会の中でしっかり積み上げていただく必要があろうかと思いますが、市としては、これを早期

に実現するという考え方は、従来からもそうですし、現在も変わっておりません。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 その早期実現というのは、令和４年に出された後期基本計画の中に明記されておるわけですやん

か。それで、令和９年にはセンターを建てて、完全喫食を全ての小・中学校の給食制度を確立する

という方針なんでしょう。早期というのは令和９年なんですよ。それで、外部委託どうのこうので

食缶方式って、じゃあ、食缶方式のよさというのは、市長、どこがええの。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 まず、総合計画に記載をさせていただいておりますのは、現在の亀山中学校、中部中学校のデリ

バリー給食を継続しながら、中学校における全員喫食制の給食実施に向けて取り組みますと、この

ことを明記させていただいておるところであります。 

 食缶方式につきましては、例えば今の小学校も食缶で給食が提供されるということでありまして、

外部委託の弁当ではない方式というふうに考えておりますし、多くのところで食缶の取扱いがなさ

れておるのは承知をいたしております。かえって弁当のほうが少ないのではないかというふうに承

知をいたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 何を言っておるか分からん、わしは。 

 だから、もう一遍、財源に戻りますよ。質疑で亀山市の公債費負担比率が１２.２％、それを１

５％になった場合は、幾らまた借金ができんのやと聞いたときに、財務当局から４２億円という数

字が出ました。だけど、本来なら１８％まではいいんですよ、１８％までなら。１８％を超えた場
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合には、総務大臣の許可を得て地方債の借入れの許可を得やなあかんのですよ。１７.９％という

のは、９０億以上あるんです。そして、この財源内訳の中で、一つ資料をもらっておるんですけれ

ども、市単経費一般財源１６億４,１３９万２,０００円、これですが、市債で学校教育施設等整備

事業債、充当率７５％、交付税のバックなしということですけれども、これが１２億３,１００万

ですよ。十分できますやんか、２３億でも。この起債を事業に活用すれば。 

 財務当局、どうやな。可能やろう、それ。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 まず、市のその市債の関係の方針といたしましては、交付税措置の対象となる場合を基本的な起

債の対象としておりますので、それ以外につきましては、いろいろな財政的な圧迫も考えられます

ことから、慎重に判断すべきものとは考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 慎重に考えてできるのか、できないのか。 

○議長（森 美和子君） 

 原田部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 できるのか、できないのかということでございますが、先ほど申し上げましたように、原則とし

ましては補助事業の裏の交付税の対象となる事業でございますので、個々の案件についてできる、

できやんというふうな判断はちょっとこの場では差し控えさせていただきたいとは存じますが、い

ずれにいたしましても、後年度に財政的な圧迫、いろんな事業もございますので、慎重にというふ

うには考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そうすると、センターを建てるのには、その財源でその１２億の借金をするのは嫌やで、その１

億６,０００万の委託料で食缶方式でやると。そうすると１億６,０００万って、１０年間で１６億

ですよ、単純計算で。それやったら、ずっと年間の返済を、ちょっと間違っておったら申し訳ない

ですけど、平成３０年度には２２億６,０００万、２９年には２２億６,０００万、２８年には２１

億８,０００万でずっと返しておるんですけれども、今年度は１９億６,０００万と、こうやって返

済していっておるんだけれども、合併特例債というのがあったんですよ。あれは駅前に１６億の合

併特例債を放り込んだんですよ、駅前に。有利な財源やということで。もしあれをきちっと精査し

ておれば、この合併特例債のたとえ半分でもさ、１０億でもここに投入したら、ここの今、教育債

でも２億のあれが出るんやという。そんな試算を、やっぱり借金するのを怖がったらあかんと私は

思う。あなたは就任してから確かに１７０億から１５０億に下がっていった、市債が。だけど、そ

れは合併特例債で斎場建設とかいろんな事業をやりましたわな。それはもう返済が始まっています
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よ。だけど、それは地方交付税の交付措置で７５％バックしておるんですよ。 

 だけど、これも学校給食法に、この法律は、学校給食は児童及び生徒の心身の健全な発達に資す

るものであり、かつ児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を

果たすものであることを鑑み、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関して必

要な事項を定め、もって学校給食の普及、充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とす

ると、これが学校給食法の目的なんですよ。目標には７つ書いてあります。そして、それが将来亀

山市を担ってくれる子供たちのためのあれを、金がようけかかるから、借金するのが嫌やからでき

ないという判断、そして、取りあえず食缶方式にしておいて、ほかの施設が悪くなったら建てまし

ょうという判断をあんた、ようするなあ。 

 それで、あなたも２８歳でこのバッジをつけておったと思う。市議会議員、県会議員、市長とし

て、この世界に私と同じぐらいおる立場の人として、そういうようなことをなぜできやんのやな、

子供たちのために。あなたが何人子供がお見えになるか知らんし、わしは子供が４人おって、孫が

６人おるわ。何で子供たちのためにこの１２億の借金ができないのや。１２億かけても公債費負担

比率は１４％に下がるよ、まだ行かへんやん、これ。なぜそれができないのや、君は。できやん理

由を教えてくれ。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 本市においては、例えば、この令和５年度におきましても、子供関連の予算というのは７７本、

約３６億の事業をハード、ソフトを合わせて回しておるところであります。したがいまして、私ど

もは、今回給食の在り方というのは決してそういうことではなくて、今議員がおっしゃられるよう

なことではなくて、できるだけ亀山市の子供たちにその環境をつくっていくということを早く実現

しようということであります。また、給食以外の様々な教育の課題というのは、これも教育委員会

では本当に多く抱えておりますので、その中でどのように全体、これだけやってこっちはもうええ

という話には当然なりませんから、全体の中でそこを考えていくということは大事であるのは申し

上げるまでもありません。 

 それから、一昨日も議員おっしゃられました公債費負担比率の問題、そして、いわゆる有利な起

債でないものの借金については、後々、後年度への将来世代への負担、これが増加することは避け

なくてはなりませんし、後々の返済によって、本年度の公債費は年間約１９億数千万でありますが、

これは本当に平成２２、３年頃は、以前は年間２０から２１億でありました。２７億までこれが返

済が毎年かかってしまう、公債費がかかってしまう状況から、様々な取組をしながら、現在この１

９億のところまで下ろしてきたわけであります。したがいまして、借金をするものによっては、本

当に将来の様々なこと、政策の優先度も考えて、時期的なことも考えて政策判断をするのは当然で

あろうかというふうに思っておりますが、今回の教育委員会の示しておりますその考え方というの

は、様々な影響を考えて、より実現性の高い方策として検討を重ねてきたものというふうに理解を

いたしておるところであります。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 
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○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 それならちょっとお尋ねしたいけれども、各都道府県教育委員会委員長、教育長、各指定都道府

県、各都道府県県知事等々に、令和３年２月１２日、文部科学省１６８４号、文部科学省初等中等

教育局長から通達が来ておるんですよ。その通達の内容を当然市長は目を通しているはずや。ある

でしょう、各市区町村に来ておるんやから。何が書いてあります、この通達、知りませんかな。見

たことあるの。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員に申し上げますが、資料が出てくるまでほかの質問に移ることはできませんか。 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 それなら、ちょっと１つ、気がついたことだけ。中学校の昇降機、昨日の櫻木さんの資料やけれ

ども、亀中、中部中に昇降機つくるわな、人が乗れる。関小学校の昇降機、あれは食缶入れておん

のや。エレベーターありませんで。何でこれ入れやん。同等にするんやったら。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 まず亀山中学校、それから中部中学校の昇降機につきましては、今先ほど申し上げたように、こ

ういったことも整備を考えているところではございます。ただ、関小学校につきましては、現在昇

降機がないということは十分把握はしておりますけれども、今般の場合は、給食の全員喫食制給食

の実施に係る学校施設の改修に伴う、これと併せて実施をするという考え方で行うものでございま

すので、また関小学校については、改めて検討するものというふうに認識しております。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 初めて見るような態度で見ておったから、それなら読みますよ。 

 通達の中のあれに、学校給食の地域の市区町村教育委員会及び所管の学校に対してうんちくと書

かれてあるんですけれども、１つ、献立に使用する食品の献立の狙いを明確にして献立計画を示す

こと。２つ、各教科等に食に関する指導を徹底的に関連させる献立を作成すること。３つ、ここが

大事なところ。学校給食に地場産物を使用し、食に関する指導の生きた食材として使用することは、

児童・生徒に地域の自然、文化、産業等に関する理解や生産者の努力、食に関する感謝の念を育む

上で重要であるとともに、地産地消の有効な手段であり、食料の輸送に伴う環境負荷の低減等にも

資するものであることから、その積極的な使用に努め、農林漁業体験等も含め、地場産物に係る食

に関する指導に資することを配慮するようにと、こういうふうに書いてあるんですよ。それから、

まだ６番目に、アレルギー対策、それで献立作成に当たっては、常に食品の仕込み合わせ、調理方

法の改善を図るとともに、児童・生徒の嗜好の隔たりをなくすよう配慮すること。食事は調理後に

できるだけ短時間に適温で提供すること、調理に当たっては、衛生、安全に十分配慮すること等々

が、これが通達なんですよ。これが通達ですよ。 

 ということは、あなたが言う食缶方式では、これは無理なんですよ。と思いますけれども、どう
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ですかな、市長。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 今回、私どもが考えさせていただいておりますその外部調理委託による食缶搬入方式でございま

すけれども、今議員がご懸念いただきましたようなアレルギー対応でありますとか、それからその

献立、こういったものにつきましても、昨日ご答弁申し上げておりますように、栄養教諭が立案を

し、それをまた給食の献立検討会で審議をしたもの、そういったものを用いた、そういった形で対

応するものでございます。 

 また、それらに当たっては、県内産など地場産、いわゆるそういったものも配慮をするというこ

とを一つの条件として考えていきたいというふうに思っておるところでございますので、今このお

示しいただきました文部科学省の通達についても、十分配慮したものというふうに認識をしており

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そんな通達が来たことも知らん者が配慮したって、どこが配慮しておるんや。 

 ちなみに横須賀市の給食調理業務の運営状況について、直営と委託でメリット・デメリットとい

うのが出ておるんですよ。 

 そこで、委託の場合はデメリット、もうええこと言わへんぞ。責任の所在が複雑化、事故等があ

った場合、市は委託会社に契約違反や衛生管理上の問題などの上で責任を追及することになり、責

任の所在が複雑になると。２つ目、教育委員会、学校との連携が難しくなる。こういうふうに書い

てある。というのは、栄養教諭、学校栄養職員は、調理員に直接指示することができないため、臨

機応変に対応することが難しいと、これが横須賀市の出しておるメリット・デメリットですよ。こ

ういうふうに書いてあるんです。 

 だから横須賀がこういうことで直営にしたと思う。だから、そのような中で、いろいろ聞いて、

見たことないことみたいなことを言わんといてくれ、頼むわ。令和３年３月に来ておる、これ計画

が来る前にこれ来ておるんですよ、通達が。令和３年２月１２日に文部科学省から。中等教育局長

からの通達ですよ、頼みますわ。 

 そして、調理方法についてもいろいろ調べました。単独調理方式、自校方式、それから共同調理

方式、給食センター方式、それから外部委託方式、デリバリー方式。ここもデリバリー方式で、長

所は既存の民間企業の施設を利用するために設備投資が、人件費が抑制できる。これは１億６,０

００万でできると。弁当で提供する方法の場合は、短時間で始めることができると。弁当で提供す

る方法の場合は、食数の流動化に柔軟に対応できると。これはメリット、長所です。短所、各校ま

での配達経費が必要となる。それから、食缶で提供する方式の場合、弁当で提供する場合に比べ、

配膳に時間がかかる。食缶で提供する方式の場合、配送時間が長くなると献立によっては味が損な

う等々が書いてあるんですよ。だから、食缶方式というのはあかんのですわ。 

 だから、再度聞きます。 
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 ここまで聞いた中で、３３０事業、いろいろして三十何億も教育費に投入しておるもんで、これ

以上は金を使えんと。だから、１億６,０００万で委託をするということで決めたんやな、市長。

もう一遍、確認。あなたが決めたんやな。食缶方式にすることをあなたが決めたんやな、了とした

んやな。そこを聞きたい。あなたの判断で決めたんやな。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 教育委員会の検討、そしてその教育委員会の中の手続、さらにこれは市全体としての庁議等々で

のこの決定にこれは至っておりませんので、一つの考え方として様々な課題を解消して、実現のた

めの方策として、教育委員会が現時点で方針を示しておるということであります。 

 ただ、今の様々な諸課題を解決する経過の中で、やはり財源の問題とか他の施策との優先順位と

か、そういう検討をした中での教育委員会のこの判断というのは尊重できるものでございますし、

今食缶と、小学校の自校方式ですが、あれも食缶方式、食缶でありますので、その食缶が駄目だと

いうような議論というのはいかがかというふうに思いますので、そこらについては、幾つか申され

ましたけれど、様々な課題やいろんなメリット・デメリットも当然様々な議論があるのは承知をい

たしておるところでありますけれど、全員喫食制の給食を中学校で早期に実現する、そのことは本

市としても前に進めていくという立場でございます。 

 それから、今おっしゃっていただいた文科省からの通達、局長からの通達は確かに出されておる

んですが、これは各都道府県教育委員会の教育長並びに各都道府県知事、そして附属学校を置く各

国公立大学法人の学長に対して出されておるものでございまして、存じ上げておりませんでしたけ

れども、それは申し上げておきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 だけど、長いこと議員もやり、市長も１３年か１４年もやっておって、国の制度も分からん、あ

るいは教育委員会、自分の判断で物事を進めていくという、駅前再開発事業には、当初６４億やっ

たのが８１億ですやんかな。違いますか。当初、よう忘れないですよ。そこに座っておる亀渕君が

１３億を超えたら図書館事業は見直すという、あれは２６億になっておるんですよ。自分の駅前の

にぎわいのためには６４億が８１億になっても、にぎわった、にぎわった、５６戸入ったどうのこ

うのとそろえて、亀山の子供たちのための食生活は後回しでええということやないですか、櫻井義

之亀山市長は。そういうふうに判断させてもらうで。櫻井義之亀山市長は、他の市町の市長、例え

ば志摩市に行かせていただきました。志摩市の市長さんは、学校給食の給食費の無料化ですよ、無

償化ということをマニフェストで公約として上げられて、中学校から５・６年、３・４年やって、

そして１・２年が残っておると。それについては、１・２年については、この間の緊急パッケージ

で国から得た交付金でやったと。そして無償化をやっておるんですよ。だけど、櫻井義之亀山市長

は、いろんなことをやっておるで、子供にもようけ金を使っておるんやで、だけどこの金には借金

してまではしたくないということやな。取りあえず食缶方式で年間１億６,０００万で、その施設

整備に３億何千万使って食缶方式で当面の間やっていくと。それで、よそが悪くなったら、そこで
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造っていくという方針やと、老朽化したら。 

 旧関町は、そうなると思ってちゃんと給食センターを建ててあるの、センターを。あなたは子供

の食生活をきちっと見守る役目、亀山の長なんやと私は思う。 

 何はともあれ、また教育民生委員会でもう一度議論をさせてもらいたいことがありますので、そ

こで十分させてもらいますので、終わります。 

 えらい通告をあと２つ残しましたけれども、後日やらせていただきますので、よろしくお願いし

ます。ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時４５分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１７番 小坂直親議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 新生みらいの小坂でございます。 

 通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

 昨日も草川議員からコストコについての質問がございました。若干もう少し掘り下げて聞かせて

いただきたいと思うんですけど、そうする前に、このコストコについて同僚の服部議員が情報公開

を市へ求めたところ、これが全部真っ黒なんですよ。真っ黒で、これでは情報公開にならんですよ、

何にもないんですから。会議の項目が書いて、日が載っておるだけで、ほとんど真っ黒です。これ

では情報公開にならん。それほど隠さなあかんもんなんか、コストコに関して。会議の日にちと出

席人数も名前が消してあるんです。執行部からは亀渕さんと富田君、これは必ず出ておるんですけ

ど、コストコの名前と、それから長工の名前は誰も入っておらん。中身が全部消してあります。こ

れでは情報公開を出しても意味がないです。なぜこれほどまでに議員に対して、市民に対して情報

公開できない会議の中身だったのか、これが分からないと進捗状況が我々は調べようがないんです。

この件について、このような情報公開について一体どのように考えてみえるか、まずお聞かせ願い

たい。 

○議長（森 美和子君） 

 １７番 小坂直親議員の質問に対する答弁を求めます。 

 富田産業環境部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 情報公開で非公開とさせていただいておりますけれども、こういった企業の事業の進出について

の協議内容ということでございますので、やはりまだまだ公表できないような協議をしている中で

は、そういったオープンにできないような中身も含めて協議をしております。また、未確定なとこ

ろもございますので、今回そういった中身については非公開とさせていただいたところでございま
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す。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 中身を公開できへんものもあるって、全て真っ黒ですよ。ほとんど９割、ほとんど真っ黒ですよ。

それほど全部重要なものなのか。市民にあからさまにできない、我々に説明できへんのかというこ

とですよ。でなければそんなら私、聞きます。今日までの進捗状況を今から聞きますけど、その進

捗状況は、この中からの結果として進捗状況が出てくるんですよ。それを見ようと思ったら見られ

るんやったら、じゃあ進捗状況を一遍説明してください、今日までの２月からの協定書以降の進捗

状況、どのように進捗していったのか聞かせてもらいたい。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 進捗状況ということでございますけれども、立地協定締結後につきましても三重県、コストコ、

ディベロッパーなどの関係者と月１回から２回、定期的に会議を開催いたしまして、オープンに向

けた話を進めてきたところでございます。その中身につきましては、具体的なものでございますの

で、オープンに向けてそういう関係機関を含め協議を進めてきたというところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 協議を進めた結果、協定書どおり事業は進んでおらんわけですよ。だからいまだに遅延している

要因について昨日も説明を受けたんですけど、協議しようと毎月しておって、もう既にこれで半年

以上事業が遅れておる。前回のときには用地買収が非常に難航しておるから難しいという話を聞き

ました。この用地買収はもう１００％解決しました。弁護士から私、聞きました、全て用地は解決

したということは。それならば、それに合うような前向きな事業の進め方があるわけやないですか、

用地を買収できたなら。 

 その前にも、市は小野線の拡幅、あれは本来ならば施設については民間企業が自分らの努力で取

付け道路をつけるのが本来ですけど、市長の答弁では、多大な投資に協力するためには積極的に、

５,０００万ですよ、そうやけど。５,０００万の先行投資をしておるんですよ。それに対して具体

的な成果が、費用対効果が全然出ていないです、まだ。計画どおり進んでいないから。そこらを含

めての進捗状況が何にも我々は伝わってこない。だから、市民もコストコが来るのか来んのかとい

う非常に不安に思ってみえる。だから聞いてくれということで聞いておっても、昨日聞いても分か

らん。 

 それから、昨日の答弁でも、令和４年２月２８日に立地協定を締結して２年後から４年後、令和

６年から令和８年のオープンに向けてというんですけど、協定書には本年度の着工予定は２０２３

年春、操業開始は２０２４年の春と書いてあるんですけど、これで協定を結んでおるんです。これ

が既にもう協定違反じゃありませんか、協定を変更しておるわけですから。これすらできていない、

この協定に基づいておらん。それすら我々に説明もない。だから市民もコストコが来るのか来んの
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か分からん。先行投資しても誰が決定したのか、５,０００万もの。これからもこれに合うような

市の負担があるのかないのか。何かあるような話を、昨日も草川君の質問にも産業奨励金と併せて

奨励金を出すことを考えるということを言っていますけど、これとそれとは別ですよ。そこらを含

めても非常に不透明、曖昧。だからはっきりしていない。そこらを含めてご答弁願います。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 まず立地協定後、協議を三重県、ディベロッパーと共に進めてきたということで、そこにつきま

しては、オープンに向けての詳細なものについて問題点がないかとか、そういったいろんな課題に

ついての協議を進めて、少しでも早く進めるようにということで協議を進めてまいりました。しか

しながら、昨日も申しましたけれども、物価高騰によって建築費のみならず土地の造成にも影響が

大きく及んだことから、当時の計画していた額をはるかに上回る工事費がかかるという説明を昨年

１１月にコストコ側から受けて、今現在に至っておるという状況でございます。 

 また、右折レーンについてでございますけれども、誰が決定したのかということなんですけれど

も、こちらにつきましては、市道小野白木線の右折専用レーンにつきましては、店舗開店に伴う交

通量の増加が見込まれますことから、三重県や警察と協議を行うとともに交通対策を検討してまい

りました。当該地周辺につきましては、亀山市都市マスタープランにも産業拠点と位置づけられて

おります、名阪亀山・関工業団地や亀山・関テクノヒルズに隣接するエリアでございます。このよ

うに、今回の誘致場所が工業団地に隣接しているエリアでございますので、市民生活はもとより企

業の活動にも影響が及ばないよう市として円滑な交通を確保する必要があり、渋滞回避のため右折

専用レーンの設置が有効であると判断したところでございます。 

 通常、大規模店舗立地に伴う道路改良を行う場合につきましては、一般的に原因者負担となりま

す。しかしながら今回のコストコにつきましては、県内に１店舗しか設置しない広域的な商業施設

で商圏が広く、県内外から多数の方にお越しいただくことから市内経済の活性化や大きな雇用が期

待でき、誘致した際の経済メリットが極めて大きく、公共の利益につながる施設でもございます。

このことから、単なる一事業者の施設への乗り入れではなく、工業団地内の交通対策として市民生

活や企業活動への影響を最小限にとどめるため、市が組織として設置する判断をいたしたところで

ございます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 そう判断して先行５,０００万もしたけど、いまだ段階で費用対効果が全然出ておらん。いつこ

れは、物価が高騰しておるから延ばしておると。ほんなら下がるまで待っておるんですか。その時

期はどうするんですか。１０年先なのか５年先なのか、その見込みはどう立てておるんですか。物

価が高いからやめますといってやめられるものなのか、止められるものなのか。物価が下がったら

やるのかというその時期を待つということか、亀山は。そうやけど、それでどのぐらい上がったか

分からんけど、今土地は、山林やけどかなり高騰したらしいですけれど、土地が買収できておるん

ならば土工だけでもやればいいんですよ。取付け道路まで造ったんなら。土工だけやるんやったら
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やっぱり冬場ですよ。来年延びたら延びた分、梅雨どきには造成工事はやるべきやないんですよ、

やっぱり時期を見ても。だから用地買収が全部できたんなら、造成工事だけでも早くするという審

議をしたことがあるのかないのか。造成工事だけはできるだけ乾季にやるべきなんですよ。そこら

も含めて協議しておるのかしておらんのか。 

 前は用地費が取得できなんだ、排水路は決まっておらんでという。そうやけど用地買収が全てで

きたんなら、伐採して造成するならやはり乾季にやるべきですよ。そういうことを市としても、せ

っかく５,０００万を投資したなら、できるだけ早くするなら造成工事だけでも早くするとかとい

う、コストコに掛け合うとか、そういうことを審議するのが協議会ですやろうが。そこまで審議し

ておるのかおらんのか、それも分からん。そこらを含めてもう少し市として、それで相手がコスト

コの場合と、それから長工と、それで長工から出ておる開発許可とかいろいろなのが出て、長工と

コストコと同時に３者で、県も入っている場合と入ってない場合と、ほとんど長工と、それからコ

ストコと市です。長工だけのときもある。誰がこれは一体主体性を持って、長工なのかコストコな

のか県なのか、誰がこれは主体性を持って物事を決めていくんですか。今協議会をつくっていまし

たけど、推進協議会をつくっておるけど、この中で決めていくのか、それをもって長工が決めるの

かコストコが決めるのか、誰がこの決定権を持っておるんですか、この開発に関して。そこから併

せてお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 決定権ということにつきましては、最終的にはコストコになってまいると思います。協議会の中

では、開発申請がスムーズにいくようにということで、詳細な中身を含めまして協議をしておりま

して、どういった課題があるか、それを解決するにはどうしたらいいかというような中身を協議を

進めてきております。その場合、時にはディベロッパーと市、あるいはコストコも入ってというこ

とで、そのときには当然県も同席してという形で協議のほうは進めておるところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 何が問題かって、それはほとんどもう開発届、許可も出ておる。それから環境の審議会もかかっ

て了解も得ておる。全て法的な都市計画法の４条の部分も、３８条の部分もクリアしておるんです

よ、もう全てほとんど。それ以外に何が問題があるんですかね。あとはコストコの判断だけという

ことでよろしいんかな、もう。全て大体法的に審議をなされておるし、審議会もほとんど了解して

おるんですよ。全ては了解しておるんやけど、あとはコストコだけの話なんですよ。だから、コス

トコにやっぱりいつ、物価が下がるまで待つのか待たんのか、来年度にするのかせんのか、今の言

う２年後にするのかせんのか。先行投資しても効果が上がらんわけですよ。それは確かに３００人

から５００人の従業員ですし、それは亀山市として大きな事業ですよ、大切な事業やとは思う。し

かし、それだけで市長は産業奨励金に合わせるような奨励金を出すという話は、市民からも聞いて

おるんです。奨励金を出すんやないかとか、ほかのところでは、それは会員権を市が持ったらとい

う、茨城県がそうですよ。コストコの年会費を、会員権を市民に安価に渡しておる。それで購買意
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欲を発するということは茨城県でもやっておるんです。 

 そこらを含めて市がコストコの優位になる、協力する方法はいろいろあると思うけど、今はもう

５,０００万したけれど、これらを含めてまだ奨励金に見合うようなことをやるのかやらんのかを

含めてお聞きしたいのと。こればっかりにかかっておるわけにいかんので、いずれにしても事業が

遅れておる。これを原因究明を早くして、一日でも早く工事にかかる、土木だけでもかかるという

方法を取って、いち早く物が見えてくる方法を取っていただきたいということを思いますけど、コ

ストコ誘致推進の本部長である副市長に今の見解と今後の対応についてお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 山本副市長。 

○副市長（山本伸治君登壇） 

 まさに現在、事業主体はコストコでございます。コストコが様々な状況を勘案して事業着手の時

期を模索しておる段階でございまして、まさにこれは判断のボールはコストコにあるというふうに

思っております。 

 しかしながら、市といたしましては引き続き三重県と連携をして、早期の着工を促す努力を全庁

一丸となって取り組んでまいりたいと思いますし、これからの支援についてもしっかりと議論をし

て進めてまいりたいと思いますので、引き続き議員各位にはご支援とご協力をお願いを申し上げま

す。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 いずれにしても、いろんなうわさが出て亀山市からよそへ行くんやないかという話もあるんで、

それについては非常に亀山にとっては大きなマイナスになるんで、できるだけのことを協力できる

ことはしていただいて、市民に分かりやすい、できるだけ早く操業できるようにご尽力をしていた

だきたいというふうに思います。それでは、ほかにもあるんですけど、それにつきましては以上と

します。 

 次に、風水害、災害に対する件なんですけれど、さきの７号の台風について、今までにないレベ

ル４の警報、レベル３が出たと。それも地域指定で出たんですけど、これについて市民への、地域

への対応、周知含めて停電になっておったというのと、それから同報無線も十分働いていなかった

ということもあると思うんですけど、市民や地域に対する台風のこういうレベル４、レベル３に対

する警報含めてどのように地域の対応をされてみえるか、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 木田危機管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 市民の方への内容について、周知につきまして、今回は高齢者等避難、避難指示について発令さ

せていただきましたが、高齢者避難については１５日火曜日の午前７時１０分に加太市場、加太向

井、関町坂下、関町沓掛、関町市瀬、関町金場、関町越川地区に対して警戒レベル３、高齢者等避

難を発令し、広報車やケーブルテレビの文字情報、かめやま・安心めーる、市ホームページなどに

おいて、高齢者の方、体の不自由な方、小さなお子様がいらっしゃる方など、避難に時間のかかる
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方とその支援を行う方に対して、指定避難所である加太小学校体育館と関Ｂ＆Ｇ海洋センターへの

避難を呼びかけ、避難場所への避難が困難な場合については、山の斜面から離れた屋内の高いとこ

ろへ避難を呼びかけた次第でございます。 

 避難指示についても、同じく午前７時１０分に加太中在家、加太北在家、加太板屋、加太神武、

加太梶ヶ坂地区におきまして警戒レベル４、避難指示を発令し、同じく広報車やケーブルテレビ、

文字情報、かめやま・安心めーる、市ホームページなどで直ちに避難場所である加太小学校体育館

へ避難を呼びかけ、また避難場所の避難が危険な場合は、山の斜面等から離れた屋内の高い場所へ

避難いただくよう呼びかけたものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 今は避難のその地域への周知なんですけど、これもこの間の本部が出したかめやま・安心めーる

が２件出ておるんですけど、年寄りはメールって持っておらんですよ、それは。メールにしても、

それから市ホームページ、それ以上にこんなメールでしたらそれでええというものでは済まされん

と思う。独り家庭とか年寄りとか、足の不自由な方にもどうやって伝わるって、だからテレビを見

たら、何やら私らのところはレベル４になっておるんやけど何ですやろうと私のほうに連絡がある

んですよ、何かありましたんかなと。だから、今言われたことは地元のそういう人には十分伝わっ

ていない。 

 メールは我々ですらそれは入ってくるけど、そんな年寄りの高齢者がメールを一々見て判断する

ということはできへんと思うんです。もう少し周知と徹底の方法を考えなければ、そんな独り暮ら

しとか、高齢者にはメールとか今の周知方法では災害の状況、避難の状況は分からんと思うんです。

もう少し考えるべきやと思うんですが、その辺についてのお考えはありますか。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 その他の避難の情報伝達なんですけれども、本来でしたら、関地区におきましては防災行政無線

がございまして、それをもって皆様のほうへ関地区、加太地区、坂下地区のほうへ伝達できる予定

やったんですけれども、折しも停電が起こっておりまして、そのような情報伝達ができなかったも

のでございまして、今後もこれについては改善していきますので、そういった形で対応していきた

いと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 同報無線は関地区だけですね。関のことを必ずしも言うているわけやない、亀山は南部、北部も

あるわけですので、そのほうはどうやって周知するかというんです。今回も加太については同報無

線、それも停電で、そこへ２５号線がストップ、それから名阪国道がストップしたんです。完全に

孤立してもうておるんですよ。救急車も消防車も行く手段がないんですよ。だからそのときに病気

があってどうするんかって、テレビだけ見ておったら指定されておるというだけでは住民に不安だ
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けがあって対応の仕方がないんですよ。だから電話が私にあって、一体何がありましたんやろうな

という電話があるわけです。だから、その辺についてもこれからは、名阪はめったに止まらんけど、

２５号はしょっちゅう止まります。だから、そういう場合においての対応の仕方、高齢者、それか

ら体の不自由な方、そこらについての対応を十分考えてもらわないかんというふうに思うわけであ

ります。 

 それと避難指示、警戒レベルが３と４、５とあるんですけど、今回は３と４でしたかな、出てお

るんですけれど、これは誰が決めて、その地域を誰が決めるんですか。今回は坂下と、坂下は高齢

者避難、加太は全部レベル４で地域指定なんですけど、亀山全体で加太だけがレベル４なのか、何

を根拠に４と決めたのか。誰がそれは決めたのか、災害対策本部が決めたのか、それから３につい

ても坂下地区を入れて金場、越川地区、ほかにも野登にもいろんなところがあると思うんですけど、

これを決めるのは地域を指定する、集落を指定する、これは何を根拠に持って誰がもってこれを、

決めてもその周知の仕方が今のように曖昧。この決めるのは誰が決めて何を根拠に決めるんですか、

これは。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 まず高齢者等避難、避難指示などの情報発令の基準についてですけれども、避難情報につきまし

ては、津気象台からの気象情報や三重県から提供される土砂災害危険度情報を勘案しまして、避難

情報の判断・伝達マニュアルに基づいて災害対策本部に諮った上で発令をしていくことになります。 

 今回の加太地区や坂下地区などの避難情報の発令についてですが、警戒レベル３の大雨情報が発

令されました。これは、三重県土砂災害情報提供システムの１キロ四方のメッシュ情報で、実況ま

たは予想で大雨警報の土壌雨量指数基準に到達し、今後も引き続き続くものと判断されるというこ

とと、そのことから避難情報、高齢者等避難を発出したものでございます。 

 土壌雨量指数とは、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけとどまっているかを計算して数値

化したもので、土砂災害発生の危険度の高まりを表しているものでございますが、その数値が大雨

警報の基準値を超えたためでございます。 

 次に、加太地区の避難指示については、レベル４の土砂災害警戒情報が発令されたことに伴い発

令したことになりますが、これもメッシュ情報で、土砂で予測で土砂災害警戒情報の基準を超えた

と、災害が差し迫った状況であるということですので直ちに発令したものでございます。これにつ

いては、災害対策本部のほうでそれを決めて、その地域についても、三重県土砂災害情報提供シス

テムのメッシュ内に収まる地区を指定して、今後も引き続き災害が生じるであろう地域を選定して

発表させていただいた次第でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 そうすると、もう亀山市独自の判断ではない。現場を見たことがあるんですか、これは。私は毎

日加太へ行っておるで分かるんです。中在家にそんな場所はないですよ。神武と梶ヶ坂がごく一部、

だけど市場にあるんですよ、市場は危険なところが、向井の方とあるんですよ。そうやで現実本部
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が発するんやけど、現場を見たことがあるんですか。加太の向井、市場、梶ヶ坂、神武、北在家、

南在家。南在家は危ないですよ。しかし、中在家でこんな危険なところってないですよ。北在家も。

その辺を、だから住民は不安がるんです、何があるのか分からんと。 

 だから、それは発するのは結構なんやけれど、現実を見て、このレベル４に当たる、避難指示に

当たるんか当たらんのかという判断は、やっぱりそれなりに相当の現場を知った上でしていただか

ないと、県からとか気象庁から言われたから数字の上で出すというだけでは住民は不安がるだけで

すよ。結果的にはそんだけの指示、レベル４をしても避難する人は一人もいなかった。誰がそれ出

して、職員は行ったけど、誰も一人も避難する人はいなかったそうです。誰も行かないですよ、あ

のような状態では。そこらをかえって住民に不安を与えるだけであって、結果として効力を発して

しない。ということで、もう少しその地域指定、今回は加太と坂下だけであったのか、その辺を含

めてもう少し考えていただきたいなあというふうに、指示していただきたいと思います。 

 それから今の言う避難手段、高齢者の避難手段を消防に頼むとか、福祉では無理なら消防にする

とか、市職員が確認するとかということを、やっぱりそれぐらいせなよそへ出ることもできへんし。

それと、ここの災害の集団避難については、それは学校で指定はしておりますけれど、加太小学校

では坂道があって階段があるんです。中は広いんですけど、全部で１００人か、１００人やったら

加太支所があるんですよ。林業センター、あそこには広間には１００人か２００人入る、座敷もあ

る、冷暖房も効いておる、それから調理施設も持っておる。やっぱりこんなところの加太へ体育館

へ行けというよりも、もっと便利なところ、Ｂ＆Ｇへ行けというけど、それより文化センターへ行

ったほうが冷暖房も効いておるし、２００人も３００人も入る大きなホールもある。状況に応じて

やっぱり避難する場所を、これは大災害で集落全部が流れたというんやったら体育館も必要ですけ

ど、今までの様子でいっても一時避難、せいぜい１泊ぐらいの避難であれば、やはり高齢者のため

には冷暖房が効いた畳のある、娯楽施設もあるというところへ、それで加太小学校へ行っておった

ら寒いだけですよ。風邪を引くだけですよ。だから、それらをもう少し避難施設についても考える

べきだと思うんですけど、今後そのような考えがあるかないか。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 今回の台風７号では、避難所につきましては、指定避難所の２施設を指定させていただいた次第

でございますが、今回の台風ですと、避難の期間が長くとも１日程度と考える場合には、地域防災

計画でその他の避難所に位置づけられるコミュニティセンターなどの活用も有効であるとは考えて

おります。 

 実際に今回の台風７号の到来前には、余裕を持って避難いただけるよう自主避難所としての利用

を各コミュニティセンターと調整していた経過もございます。コミュニティセンターには、おっし

ゃられるように施設管理者が常駐しておられ、また冷暖房施設があるなど環境が整っており、一時

的な避難に適していることから、これまでも地域による自主避難所として、対応いただいてきたと

ころでございます。今後もまちづくり協議会や自主防災会などの関係者と連携を密にして、まず指

定避難所を核としながら、共助の観点から地域の自主的な避難所としてコミュニティセンターを活

用していただきたいと考えておる次第でございます。 
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○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 地域の判断やなしに、行政としてでもどのような災害があるのかないのかというのをある程度見

極めて、その判断によって避難は一時避難なのか長期にわたるかという判断の下に、避難場所を行

政が指導していくべきです。地域の判断に委ねておったんではなかなかまとまりがつかんですよ。

やっぱり行政がどうするという判断を示すことによって、市民は動きやすいし安心を感じるんで、

やっぱり行政が判断すべきだというふうに思います。 

 それでは、次の地域公共交通についてお伺いします。 

 昨日も乗合タクシーについては新議員からありましたんですが、コミュニティバスと乗合タクシ

ーの状況について、乗合タクシーについては人数だけは聞いたんですけど、コミュニティバスにつ

いてその乗降状況、私は加太は毎日行っておるんで、加太の関地区の地域福祉バスについては見て

おるんですけど、ほとんど乗っておらん。どっちかというとドライブインと板屋インターに止まっ

ておる時間のほうが長い、停泊しておるほうが。そんな状態なんで、もう少しこのコミュニティバ

スの乗降状況を併せて一遍お聞きしたい。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井政策部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 市内バス路線につきましては、幹線的バスあるいは営業路線、廃止代替バス、いろいろございま

すが、議員ご指摘をいただきましたコミュニティバスが７路線ございますので、そのコミュニティ

バスの利用状況を申し上げたいと思いますが、さわやか号などの７路線のその総数でございますけ

れども、コロナ禍前の平成３０年度が９万２９６人、その後令和元年度が８万７,４４３人、令和

２年度が７万５０５人、令和３年度が６万３,９３１人、令和４年度が６万９,３４７人となってお

りまして、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、令和２年度、３年度と減少いたしてお

りましたが、令和４年度に入りまして感染症の影響も落ち着き、全体として緩やかに回復傾向とな

ったところでございます。 

 特にルートごとに見てみますと、東部ルートにつきましては、地域での利用促進の取組もござい

まして、コロナ禍前の水準まで回復をいたしております。しかしながら、コミュニティバス路線全

体といたしましては、依然としてその利用者はコロナ禍前の８割弱にとどまっている状況でござい

ます。 

 また、令和４年度の各路線別の１日１便当たりの乗車人員は、さわやか号が最も多く約５.５人

でございますが、コミュニティバス全体といたしましては約３.４人となっているところでござい

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 今も言われたように、その乗降単位ですると３人から５人なんですね。それはもうマイクロバス

ですよ。加太でもそうなんですよ、ほとんど通学に使っている。加太も中在家の方が、加太小学校
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まで普通なら歩かなあかんのやけど、これもバスに乗っておるというスクールバスに兼用して使っ

ておるんですけど、だからこのバスはあまりこんな大きなものは要らんのやないかと。せいぜいマ

イクロバスで十分やないですか。３人か５人やったら、そんな大きい２０人も乗るようなバスは必

要ないんですやんか。やっぱりその状況に合わせて、経費もかかるし、ガソリン代もかかるし、人

件費も免許を持っておる程度が違うんで賃金も違ってくると思うんですね。その辺の考えはないの

か。今まであるからそのバスを使うんだというだけでは、かなりの経費ロス、費用対効果が出てこ

んと思うんですね。せいぜい３人か５人で、加太のやったらまるっきり乗っておらんのを私、よく

見かけるんですけど、ごく本当に一部、それで利用する人は限られておる。 

 経費についても、今までは約１億円前後やったんですね、年間コミュニティバスとタクシーで。

今既にもう１億５,０００万ですよ、５割も。確かに人件費も上がればガソリン代も上がって経費

も上がっておるけど、今ざっと計算して大体１億５,０００万からのやっぱり投資しておるわけで

すので、もう少しこの実態に合わせて車を小型化するとか、そういうことを考えて、その乗り合い

人数、利用率によって運行計画を変えるとかしてというつもりはあるのかないのか。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 ただいま議員から加太福祉バスのご紹介をいただきました。現在、例えば加太福祉バスで申しま

すと２９名定員のバス車両で運行をしておりますけれども、地区内で小学生を含む学生の方のご利

用が多いものですから、小型車両に仮に変えたとしますと朝夕の時間帯は乗車できない状況となり

ますので、小型化が困難な状況でございます。 

 また、車両の小型化につきましては、定員を超えない重量の範囲でございますと、小回りが利く

小型での運行は機動性が高くなるということは考えられますけれども、運行時間帯別の需要予測や

経路など、利用の実態、利用ニーズに即した十分な検討が必要になるというふうに考えております

ので、現在も実施中でございますが各路線の乗降調査を行って、利用実態の把握に努めまして、そ

ういった可能性につきましても今後検討を重ねてまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 そうやで実態に応じて、今の学校の通学に使っておる、兼用しておるからなんですよ。福祉バス

では本来はあんな加太の間のあの辺は、通学費も出ておるんですよ、中学校は通学費もちゃんと出

ておるんで、バスに乗っておるというのは、それは便宜上乗っておるんですけど、本来の姿じゃな

いわけです。本来は歩くべきなんです、あんだけの距離は。自転車もあるし１人で歩けるところを

利用しておるんですけど、そこらを含めてやっぱり費用対効果、１億５,０００万をできるだけよ

り効率的、効果的に設計する方法も考えていただきたいということを申し上げておきます。 

 それでは、その次、関西本線の件ですけど、関西本線については、さきのＪＲ西日本から亀山－

加茂間が非常に少ないから廃止路線の対象になっておるということが発表されて、それで三重県と

亀山市、伊賀市、ＪＲ西日本で関西本線活性化利用促進三重県会議というものを立ち上げられたわ

けですけど、一体今どのような活用をしておるのかといったら、この間こんなパンフレットが出た



－２３８－ 

程度で、皆さん考えようというだけで出ておるんですけど、これの効果があったのかどうか知りま

せんけど、通勤客の、利用者の裾野を広げようと、推進してまたエリアからの人を呼び込もうとい

う取組をしていきたいというふうに、環境整備をしていくことによって利用客を増進したいという

ことなんですけど、一体この三重県会議の今の活動内容と今後の取組方についてお聞かせ願いたい

と。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 輸送量が低迷するＪＲ関西本線亀山－加茂間についての取組につきましては、議員からご紹介も

いただきましたが、昨年５月に、三重県から京都府までの１県１府３市１町１村による関西本線亀

山－加茂間自治体会議が開催され、また６月には三重県の呼びかけによりまして、県内沿線自治体

の伊賀市と本市、鉄道事業者であるＪＲ西日本の４者で構成する関西本線活性化利用促進三重県会

議が設置をされ、これまでに発足後８回にわたって会議を重ねてまいっております。中でもこの三

重県会議では、データ分析をはじめ行政と鉄道事業者が連携した取組の方向性を整理し、地域住民

との現状の周知や危機感を共有する取組、通勤等利用者の裾野を広げる取組、他のエリアから人を

呼び込む取組、利便性向上等の取組の検討実施の４つの取組につきまして、着手可能なものから順

次実施をしているところでございます。これまでも関西本線の現状周知と危機感を共有するための

パンフレットの作成、配布をはじめといたしまして、本年３月にはＪＲ大阪駅を活用し、東の本州

を中心とした物産展や関西本線の魅力発信による関西本線の利用促進ＰＲ活動に取り組んだところ

でございます。 

 また、現在、通勤等利用者の裾野を広げる取組といたしまして、沿線企業の協力を得ながら交通

系ＩＣカードＩＣＯＣＡを活用し、関西本線の利用実態の把握や課題整理に向けた実証実験を実施

いたしております。さらに県において、関西本線の利用促進に向けた潜在需要調査が実施をされて

まいりますので、その調査結果を情報共有し、さらなる取組につなげてまいることといたしており

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 三重県会議を発足して乗降客が実際に増えたんか増えてないのか、そこらをどのように検証して

みえるのかということなんですけど、その辺をやっぱり検証して、会をつくっただけではあかんと

思うんですけど。 

 それと別ですけど、関西線複線電化を前も５０年前から進めておって、電化を上げてきておるん

やけど、複線電化は亀山までで終わるのか、あるいは関西線複線電化、これは一体どうなっておる

のか。それはどんなような陳情をしてみえるのか、どういう活動をしてみえるのか、この廃線と大

きく裏腹になるわけです。廃止するかというのと関西線複線電化を推進しておる亀山市の考え方に

ついて、どのようにこれを取り組む予定をしておるのか。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 
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○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 関西線の複線電化につきましては、リニア中央新幹線・ＪＲ複線電化推進亀山市民会議におきま

して、在来線につきましても関西本線及び紀勢線の電化や複線化、列車の増便や乗車時間及び乗り

継ぎ時間の短縮などの利用改善を基本目標に定めて、中央要望を継続的に実施をいたしております。 

 本年２月には会長である市長と副会長である亀山市議会議長、亀山商工会議所会頭、当日は代理

で副会頭でございましたが、３者によりまして国土交通省の鉄道局長と直接面会をし、要望活動を

実施いたしたところでもございます。まだこのほかにも広域的な組織といたしまして、関西本線整

備・利用促進連盟、三重県鉄道網整備促進期成同盟会等々の取組を通じまして要望活動を展開して

いるところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 活動はしてみえるけど一向に成果は出てこん、何ら前へ進展は一つもしていない。亀山から加茂

間は一切成果が出ていないというのが現実ですので、やはりもう少し、これは今度の廃止になる路

線とかなり裏腹になると思うんで、これは併せて解決していかなあかんと思うんですけれども、今

般国交省は地域公共交通活性化再生法の改正をされたわけです。これについては、既存の鉄道の存

続の廃止議論をするために再構築協議会というのを立ち上げておるわけです。これが施行されまし

て、１０月１日から施行されるんですけど、これは特に１キロ当たり、本来なら４,０００人と言

われておるんですけど、当面は１,０００人未満の区間を重点的に輸送密度のあれを議論すると。

国交省が言うておる中に、私どもはこの関西線が当てはまるんですね。だからその辺について、こ

れは地方公共団体とＪＲ、国交省が協働してやるこれは法改正がなされて、こういうような活性化

法ができたと。これが１０月１日から施行されるということで、市としてもこれに対する対応が必

要かと思うんですけど、この法律に対する市の取組、考え方について、１０月から施行されるこの

法律に対しての市の考え方、取組についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 人口減少等による長期的な利用者の落ち込みに加え、コロナ禍の影響により地域交通を取り巻く

状況が年々悪化していることに加え、一部のローカル鉄道では大量輸送機関としての、その特性が

十分に発揮できていない状況にあることを背景に、地域の関係者の連携、協働を通じ、利便性、持

続可能性、生産性の高い地域の公共交通へのリ・デザインを進めるため、本年４月に地域公共交通

活性化再生法が改正をされまして、議員からご紹介もいただきました来る１０月１日から施行をさ

れることとなります。 

 この法改正によりまして、ローカル鉄道の再構築に関する仕組みが新たに創設をされまして、地

方公共団体または鉄道事業者は地域旅客輸送サービスの持続的な提供が困難な区間について、国に

再構築協議会の組織の要請を行うことができるということになります。 

 また、この国、地方公共団体、鉄道事業者等から成る再構築協議会は、協議後３年を目安に合意

の上、鉄道の維持、高度化かバス等の他の交通網へ転換かいずれかによる再構築方針を作成し、再
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構築に向けた取組を進めていくものであると認識をいたしております。 

 こうした法改正はございますが、ＪＲ関西本線亀山－加茂間につきましては、既に三重県、伊賀

市、亀山市、ＪＲ西日本で構成する関西本線活性化利用促進三重県会議を通じて、広域連携の下、

利用促進や活性化に向けた取組を進めているところでございますので、引き続きその連携を強めな

がら利用促進による路線維持を図っていくことといたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 時間が来たんで、ちょっとまた委員会のほうで質問します。分かりました。 

○議長（森 美和子君） 

 １７番 小坂直親議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時５０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時５８分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、３番 深水隆司議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 新和会の深水でございます。 

 今回も市民の皆様から様々なお声をお聞きする中で、通告させていただきました鈴鹿亀山道路及

び国道３０６号川崎庄内バイパスについて、移住促進について、行政手続の簡素化についての３点

について一般質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 まず初めに、鈴鹿亀山道路及び国道３０６号川崎庄内バイパスについてでございますが、このこ

とにつきましては、道路整備に伴いまして、農への影響や新たな道路設置に伴うまちづくりの視点

から質問をさせていただきたいと思います。 

 地域高規格道路鈴鹿亀山道路につきましては、令和４年４月１日に新規事業化され、鈴鹿市野辺

町の鈴鹿四日市道路 ―― これはまだできていないと思いますが ―― を起点としまして亀山市辺

法寺町の亀山ジャンクションに至る延長１０.５キロメートルのバイパスで、東名阪自動車道や新

名神高速道路に接続する自動車専用道路です。また、国道３０６号川崎庄内バイパスは、国道３０

６号の安楽川から東名阪国道の交差部までの延長３.４キロメートルの道路と聞いております。 

 まず初めに、それぞれの道路整備の現在の進捗状況についてお伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 ３番 深水隆司議員の質問に対する答弁を求めます。 

 松田建設部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 まず初めに、鈴鹿亀山道路につきましては、令和４年度の事業化後、令和４年８月１７日に亀山

市自治会連合会川崎地区及び能褒野地区のまちづくり協議会の代表者等へ、県主催により今後の事
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業の進め方などについての説明会が開催されました。さらにその後も、川崎地区自治会連合会、野

登地区自治会連合会の方々へも数回の説明会が県主催により開催されました。この説明会以後、地

質調査、現地測量、道路設計などを進めていただいております。今後はこれらの測量、設計に加え、

工事による地下水への影響を把握するための水文調査、環境調査を進めていくと伺っております。 

 また、取得する用地に関しましては、現在土地所有者の確認が完了し、今後は土地所有者に対し

まして立会いの依頼をさせていただき、９月末あるいは１０月初旬から境界の画定を進めていきた

いと伺っております。 

 次に、国道３０６号川崎庄内バイパスでございますが、令和４年１月６日、令和４年３月１６日

に県主催で開催されました川崎地区自治会連合会及び農業関係者への説明会にて、様々なご意見を

いただきました。現在は説明会でいただいたご意見を踏まえ、道路設計の見直しを検討し、今後は

検討した結果を川崎地区自治会連合会や農業関係者の方々にご説明をさせていただく予定と県より

伺っております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 現在の進捗についてお聞きしました。また、その中でいろんな説明会をされているというところ

のご答弁でしたが、また後ほど質問させていただきたいと思います。 

 それで、この鈴鹿亀山道路、国道３０６号川崎庄内バイパスにおいての今後期待する効果と課題

についてはどのように認識しているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 今後期待する効果と課題でございますが、鈴鹿亀山道路の整備効果といたしましては、川崎地区

にインターチェンジが設置されることにより高速道路へのアクセスが便利になるとともに、亀山市

内から鈴鹿市内の医療機関への所要時間が短縮されることや、災害時の支援ルートが確保されるこ

とで救急医療の質や防災機能の向上が期待されます。また、国道３０６号川崎庄内バイパスと接続

されることにより、市内の幹線道路網とつながることで交通の利便性が高まることが期待できます。 

 次に、国道３０６号川崎庄内バイパスの整備効果といたしましては、現在の国道３０６号は、生

活交通と通過交通が混在した１日当たり約１万７,８００台の交通量があり、そのうちの約１割が

大型車の通行となる道路であります。また、幅員が狭い箇所や歩道が未整備の箇所が見受けられる

ことからも、バイパスを整備することにより生活交通と通過交通を分離することができ、安全性、

走行性に関する課題が解消され、地域住民の安全を確保することにつながります。 

 課題につきましては、２つの道路に共通して考えていかなければならないことですが、計画道路

と交差する市道、農道、赤道が分断されることとなることから、従前の利便性を考慮して設計を進

める必要があります。このことからも、利用される方々への理解を十分に得ながら進めていく必要

があると三重県より伺っております。 

 また、建設中の課題といたしましては、大規模工事となり大型の工事車両が増加することが想定

されることからも、市民をはじめ一般道路利用者の安全を確保する手段を考えていく必要があると



－２４２－ 

三重県より伺っております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 ありがとうございます。 

 効果としましては、鈴鹿亀山道路においては、鈴鹿中央病院や鈴鹿回生病院等への所要時間が短

縮されるということで救急医療の質の向上が期待できることとか、また国道３０６号の川崎庄内バ

イパスにおきましては、先ほどご答弁もありましたように大型車両の通行台数が多いと。狭隘なと

ころもありますし歩道も整備されていないと。大変な危険な場所が今後解消されていくというふう

なご答弁でありました。 

 そうしたことから、やっぱり川崎地域においては、この道路整備についてはかねてからの念願の

事業でありますし、川崎地区には大きな期待を抱いている住民の方もたくさんおられると思います。 

 一方で、課題について述べられました。課題については道路網に関しての課題、あるいは工事の

課題が述べられましたけれども、私の課題を１つ上げさせていただきますと、道路によって土地が

買収され、その残りの土地、残地ですね、それの区画の変更が上げられると思います。 

 三重県の説明資料では、優良農地が広がるため農業従事者の安全性、バイパスとの交差軽減によ

る安全性に配慮としております。また、生活道路としての機能や道路使用上での利便性が上げられ

ておると思いますが、これはそもそもその道路によって生活環境が変わるということなんですが、

道路工事によって、リスクとして優良農地が道路により分断されまして三角地になったり、面積が

小さくなるということが懸念されます。それに伴う農作業の効率が悪くなるとの心配の声が今現在

上がっているところでございます。 

 このことについて、どのように認識されているかお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 富田産業環境部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 鈴鹿亀山道路及び国道３０６号川崎庄内バイパスが整備されることが予定されている地域につき

ましては、議員が申されましたとおり、既に土地改良事業により農地生産基盤が整備された生産性

の高い優良農地であると認識しておりますが、その一方で、営農組合等からは農業者の高齢化や担

い手不足により、今後の農業経営に対する困難さについても伺っているところであります。 

 また、鈴鹿亀山道路及び国道３０６号川崎庄内バイパスが整備されることにより交通の利便性は

高まりますものの、その一方でバイパス整備事業の残地につきましては、小区画や不整形地となる

ことも見込まれ、そういった土地については、効率的な農業を行うことが今より困難になることも

認識しております。今後、地元の方からのご要望がございましたら、事業主体である三重県に適宜

適切に伝えてまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 この地区には営農組合がありまして、先ほどのご答弁もありましたように、農業の担い手確保に
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苦慮しているというふうな現状がございます。ただでさえ農業経営に苦慮している中で、さらに農

地の区画の変更によって耕作が今よりもっと困難になると、そうしたことが考えられます。 

 先ほどのご答弁では、何か三重県のほうに任せるみたいな感じがしますが、やはり道路そのもの

については大変喜ばしいことです、できることは。ただその一方で、そういうリスクもあるという

があります。行政としても、そういうリスクを少しでも軽減するということは大切ではないかなあ

と思います。 

 それで、何かそうした営農に対しての支援策というものはないでしょうか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 道路整備事業により生じました小区画や不整形地となった農地につきまして、それらを解消する

ような市独自の支援策は現時点ではございません。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 何か弱者を切り捨てるようなご答弁ではございましたけれども、何かそういった、実際に困って

みえる方も見えるということで、今後地域の農業従事者の方々と話合いを持って、何かそういうう

まく営農が続けられるというふうなことのお願いをしたいと思いますが、そうした営農の継続性が

困難であるということであれば、また違う方策もあるのかなと思ったりもします。 

 それでちょっと質問ですが、残地が残りますよね、道路買収の残地。もう今は多分残地を買収は

していないと思うんですが、そういう僅かな残地が残った場合、併せてその残地も買収できるよう

な働きかけはできるのでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 道路事業におきまして、土地については必要な道路幅について買収ということになりますので、

少し残ったからここも買ってくれということには非常に厳しいかなあというふうに考えます。ただ、

例えばそこがくぼ地でして、もしそこが平らにすればほかと合わせて有効活用ができるとか、そう

いうことであれば、例えば残土をそこへ利用させてもらうとか、そういうご協力はできるのかなと

いうふうに考えます。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 ありがとうございます。 

 県の資料によりますと、亀山市は中部圏、近畿圏をつなぐ交通の拠点であり、隣接する鈴鹿市、

津市などから交通アクセスもよく、バイパス区間は産業拠点や居住地として整備する方針である。

鈴鹿亀山道路のインターチェンジ設置予定もあり、バイパス整備によりさらなる工場、商業の発展
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が期待される地域であるとのことでございます。 

 この新たに設置されるバイパスの周辺の土地利用について、今後どのように考えているのかお伺

いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 現在事業が進められている鈴鹿亀山道路の計画では、川崎町地内にインターチェンジが設置され

ることとなっているとともに、国道３０６号の安楽橋からインターチェンジを経由して鈴鹿市まで

の区間において、国道３０６号川崎庄内バイパスの整備が計画されていることから、同路線の供用

後は多くの人や物流がインターチェンジを利用することとなります。また、多くの方が利用いただ

くことで、インターチェンジ周辺における都市的土地利用の需要は高くなるとともに、当地域のポ

テンシャルは高いものと考えております。 

 このようなことから、現在は鈴鹿亀山道路などの道路整備に向けた取組を県において鋭意進めて

いる状況でありますが、供用開始に向けては、インターチェンジ周辺等の土地利用について検討を

行い、市として土地利用の方針を明確にしていく必要があると考えております。特に、インターチ

ェンジ周辺の土地利用につきましては、産業系や商業系など様々な利用が考えられることから、市

のみならず広域的な観点からの土地利用の将来動向や地域住民等の考え方などを含めた検討を行い、

適切な時期に都市マスタープランにおいて方針を示していくこととなると考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 特に、国道３０６号川崎庄内バイパスにつきましては、ただ既存道路の安全性、走行性の解消に

とどまらず、道路を活用したまちづくりについても考えていく必要があると思うんですね。そうい

う地域の土地のポテンシャルはありますので、まちづくりの視点からいいますと、先ほど営農のご

答弁もありましたように、今後その営農の継続が大変難しいというふうなことが考えられる中にお

きまして、今後農地以外の用途にも使えるような見直しが必要であると思いますが、その点につい

てはどうでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 先ほども触れさせていただいたと思いますが、特にインターチェンジ周辺の土地利用につきまし

ては、産業系、商業系など様々な利用が考えられることから、広域的な観点から土地利用の将来動

向や地域住民等の考え方も含めて検討していきたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 例えば道の駅だとか、あるいは飲食店、そういう商業施設の設置などの方向性についても、やは

り地域の皆さん方と一緒にどういうまちづくりをしていったらいいのかというふうなことの検討を
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始めていただければと思います。 

 それで次に、先ほど冒頭に部長からの答弁もありました地元の住民の皆さん方の説明についてな

んですが、実は地域の人に聞くと、先ほどご答弁もありましたように、令和２年７月２日午後７時

から川崎地区コミュニティセンター会議室で三重県鈴鹿建設事務所幹線道路課によりまして、各地

区の自治会長さんを対象に説明会を行ったというふうなことで、ご答弁では能褒野地区の方々も行

ったというふうなところなんですが、国道３０６号のバイパス周辺の地権者の方はあまり何か説明

を受けていない。ですから、先ほど言いましたように自分のところの農地はどうなるのやと、残地

はどうなんやという本当に今は心配の渦の中にいます。 

 実は、これからまだこの事業を進めていく過程でありますけれども、やはり常日頃心配の中で生

活しておりますので、何とか詳しい説明等を持っていただきたいと思いますが、どのような認識か

お伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 住民への説明会ということですが、進捗状況でも少し述べさせていただきましたが、鈴鹿亀山道

路につきましては、令和４年８月１７日をはじめとして、まちづくり協議会や自治会連合会の代表

者等や農業関係者の方々を対象に、事業の進め方や概要について県主催により７回の説明会が開催

されました。 

 次に、国道３０６号川崎庄内バイパスにつきましても、令和２年７月２日をはじめとして、まち

づくり協議会や自治会連合会の代表者等や農業関係者の方々を対象に、事業の進め方や概要につい

て、県主催により３回の説明会が開催されました。 

 今後は各自治会、農耕者、地権者の方々を対象に事業内容の説明をするとともに、工事着手時に

も関係地域の方々に説明を行うなど事業の進捗に合わせた説明会を開催し、丁寧な説明をしていき

たいと県より伺っております。市としましても、国道３０６号川崎庄内バイパスについては、設計

の見直しが完了次第、説明会を行っていただくよう要請してまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 それと併せて質問は重なると思いますが、新たな道路設置によるポテンシャルを生かした地域の

まちづくりを地域住民の皆さんと一緒に進めていく、それが大事かなと思います。当然物理的には

道路が整備されると、もうそれは安心・安全なそういう生活基盤ができますのでよろしいですけれ

ども、やっぱりこういう新たな道路の設置によってころっとまちの外容が変わっていく中で、自分

たちのまちをどういうまちにしていったらいいのかというのを地域住民の皆さんと一緒に考えてい

っていただければと思うんですが、ご所見をお願いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 
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 鈴鹿亀山道路は、高速道路に直結する自動車専用道路であるとともに、国道３０６号川崎庄内バ

イパスと交差する位置に設置される予定のインターチェンジは、高速道路に最も近いインターチェ

ンジになることから様々な土地利用が考えられるところであります。 

 現在は当該地の用地となっていることから、都市的土地利用の検討に当たっては、農政局との協

議が必要となるとともに、近隣を含めた地域住民や将来の交通動向等を勘案し、様々な検討を行う

ことが必要であると考えております。 

 いずれにしましても、インターチェンジ周辺は市において都市形成上重要な拠点となるものであ

ることから、新たな土地利用の方針の整理に当たっては、総合計画における都市空間形成方針や都

市マスタープランの策定において具体的な検討を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 ありがとうございます。 

 今回の道路整備におきましては、特に国道３０６号バイパスにおきましては、道路の危険性が解

消される地域の念願の事業でもあります。喜ばしいことでもあります。一方リスクも伴います。そ

のようなリスクを少しでも解消するのも行政の役割であるかと思います。また、地域のポテンシャ

ルを生かし、にぎわいや交流のあるまちづくりを地域の皆さんと一緒につくり上げていただきます

ようよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、移住促進についてお伺いしたいと思います。 

 移住につきましては、現在行っている市の施策を弾力的に運用することで、さらに推進できるの

ではないかという観点から質問をさせていただきます。 

 市の移住促進策の現状についてですが、都市基盤や生活サービス機能等が整っている既成市街地

へ都市機能及び居住の誘導等を行い、効率的、効果的な投資を行うことで企業立地の促進と都市の

活性化を一体的に推進し、本市の都市力を向上させるため立地適正化計画が策定されております。 

 この立地適正化計画とは、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住機能や

都市機能の誘導によりコンパクトシティーに向けた取組を推進するもので、その中に居住誘導区域

が位置づけられており、そこに移住される方々に対しての支援策が行われているところでございま

す。 

 そこで、まず居住誘導区域はどこを設定しているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田建設部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 立地適正化計画に位置づけられた居住誘導区域とは、人口減少の中にあっても一定のエリアにお

いて人口密度を維持することにより、日常生活サービス機能や公共交通が維持的に確保されるよう

居住を誘導すべき区域であり、都市再生特別措置法において定められております。 

 このため居住誘導区域は、都市全体における人口や土地利用、交通や財政の現状及び将来の見通

しを勘案しつつ、居住誘導区域外にわたる良好な土地環境を確保し、地域における公共投資や公共

公益施設の維持運営などの都市経営が効率的に行われるよう定めるべきであるとされております。 
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 本市では、用途地域外への市街地の拡散や用途地域内の既成市街地や歴史的市街地における人口

の減少、自動車に依存した都市構造の促進などにより都市力が低下することが懸念されることから、

これらの課題を解消し、都市マスタープランに示した将来都市構造を実現することが維持可能な都

市形成にとって必要不可欠であるため、都市マスタープランにおける中心的市街地及び副次的市街

地である亀山駅、関駅、井田川駅を中心とした亀山中央、関、井田川の３つの居住誘導区域を選定

しております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 井田川駅、関駅、亀山駅、この３地区ですね。そこのその居住誘導区域への移住者への実績をお

願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 居住誘導区域内に新たに住宅を取得し、居住誘導区域外から転入または転居された方に対して補

助金を交付する住宅支援事業における令和４年度の実績につきましては、１７件４７人となってお

ります。そのうち子育て世帯が１０件、３２人のファミリー世帯の誘導に貢献することができまし

た。また、１７件中市外からの転入が９件で２４人と、定住人口の増加にも寄与することができま

した。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 令和４年度は１７件が移住されたということですが、亀山市総合計画後期基本計画実施計画にお

きましては、目標値は２５件とされております。その差についてどのように評価されているのかお

伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 計画値の２５件に対してですが、それに至らなかった理由としましては、居住誘導区域内での新

たな開発に伴う宅地分譲地などが少なかったことによる新築住宅の減少や、コロナの影響による中

古住宅等の物件の流通が少なかったことなど様々な要因があると考えております。また、不動産事

業者の本事業における補助金等のメリットに対する認知が十分ではなかったこともあり、今後は宅

地建物取引業協会など各種関係団体に対して、事業の概要等について幅広くＰＲを強化する必要が

あると考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 続きまして、やはり高いと言うたらおかしいですけど、２５件という目標値が令和４年度から令
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和７年度までそういった設定をされておりますので、これは毎年２５件という設定をされておりま

すので、今回１７件ということでありますので、その設定の目標値に向かってさらに様々な施策を

遂行する中で、達成するようご努力をお願いしたいと思います。 

 それで次に、居住誘導区域外の移住者の実績をお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井政策部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 移住者に関する明確な定義づけはございませんので、三重県への報告数値として市の移住関連施

策の実績等から把握している件数で申し上げますと、令和４年度の市内への移住実績が２２件５９

人でございましたので、居住誘導区域外への移住実績は、先ほど建設部長からご答弁がございまし

た居住誘導区域への移住実績９件２４人を差し引いた１３件３５人でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 １３件３５人というご答弁でございました。 

 いろいろな施策を通じて亀山市に人を呼び込む、亀山市に住んでもらいたいということが大切な

事業であると思いますが、今回私は、その居住誘導区域を亀山駅、井田川駅、関駅の地区を中心に

設定されているというふうなことなんですが、例えば居住誘導区域になっていない下庄駅がある昼

生地区におきましては、ここ数年、他市からの移住者が数人お見えになります。しかし、下庄駅周

辺は都市計画区域内でありながら、居住誘導区域には設定されておりません。したがって、様々な

支援策を受けられることができません。亀山市全体で移住促進を進めていくのであれば、もう少し

その都市計画の中で、柔軟に居住誘導区域の枠を広めて下庄駅周辺についても拡充すればどうかと

考えますが、市の見解をよろしくお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 平成２８年度に策定しました立地適正化計画では、既存都市機能集積地の強化や既成市街地の再

生、鉄道駅の有効活用などの観点から、集客施設集積地や医療福祉施設の周辺、また歴史的市街地

である亀山宿、関宿、さらには鉄道駅周辺の既成市街地を居住誘導すべき区域として抽出し、亀山

中央、関、井田川の３つの居住誘導区域を設定しているところであります。 

 一方、国が示しております立地適正化計画の手引では、居住誘導区域につきましては、公共交通

路線等を介した拠点地区へのアクセス性や区域内の人口密度水準を確保することによる生活サービ

ス施設の持続性などの観点から区域を検討することとしており、居住誘導区域は用途地域全体を指

定するのではなく、生活利便性が確保されている区域や生活サービス機能の維持的確保が可能な面

積範囲内の区域を指定することが望ましいとされております。 

 このような考え方に基づくと、昼生地区につきましては、重要な公共交通である鉄道駅が設置さ

れている一方で、周辺地域も含め医療、福祉、商業等の日常サービス機能が確保されている状況で

はないことから、現時点では居住誘導区域に位置づけることは困難であると考えております。 
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 なお、今後新たな土地利用等により、市街地の形成や持続的な生活サービス機能の確保が図られ

る地域であると判断される場合につきましては、その時点において立地適正化計画の見直しを行い、

居住誘導区域を検討することとなると考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 移住促進をするために政策的に居住誘導区域を設置して、そこへ人を呼び込もうということやと

思うんですが、先ほどのご答弁ですと、既にそういう生活の利便性があり、医療や商業施設が整っ

ているところを居住誘導区域として設定し人を呼び込むと。私はちょっと逆ではないかと。人を呼

び込むために、多くの人が集まることによって、そこでそういう市場の力が働いて、そこへ飲食店

ができたりとか医療施設ができたりとか、人が多く住めばですね。ですから、卵が先か鶏が先かと

いうことではないですけれども、まずは人を呼び込む施策を中心に考えていただくと。それでいろ

んなその施策があるわけなんですが、居住誘導区域については、どうも生活基盤が整っている便利

な地域へ呼び込もう、呼び込もうというふうなことの考え方よりも、もう少し角度を変えて違う視

点で考えていただければなと思います。またよろしくお願いしたいと思います。 

 それで、亀山市全体の移住促進として様々な施策が展開していますが、その一つに移住・交流促

進アドバイザーの方がお見えになります。アドバイザーの方は、亀山市全体の移住促進のための役

割を担っていると思うんですが、その方のアドバイザーの人数と出身地、そしてその役割について

お伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 首都圏等の都市部にお住まいの移住希望者の方が本市を移住先として選んでもらえるよう、令和

２年度から首都圏等において移住促進活動を行っていただく移住・交流促進アドバイザーの登録を

行っております。 

 移住・交流促進アドバイザーは、首都圏等に在住または在勤で本市にゆかりのある、もしくは本

市に興味や関心があり、本市への移住に貢献する意思がある方を対象といたしておりまして、本年

６月から登録者を２名増員し、３名体制で活動を展開していただいております。 

 当該アドバイザーの主な役割といたしましては、ＳＮＳ等の媒体を活用した移住に関する情報発

信や広報活動、都市部や市内で開催される移住関連イベントにおける相談対応やイベント企画運営

補助、またこれらのイベントにおける亀山の魅力のＰＲ等でございます。 

 なお、３名のアドバイザーのうち２名の方が首都圏に、１名の方が中京圏 ―― これは名古屋市

でございますが ―― にお住まいで、デザインが得意であることを生かしたＳＮＳの投稿や、市内

の空き家を購入され、リノベーションしていく様子を発信していただいたり、都市部から本市への

移住を希望される方と地域との橋渡し役を担っていただくなど、それぞれの個性や経歴、スキルを

生かした活動を行っていただいているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 
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○３番（深水隆司君登壇） 

 市外から積極的に移住促進を展開されているということでございます。 

 実は、既に加太地区におきましては、加太に市外から移住された方を中心に、移住に興味のある

方と空き家の所有者とのマッチング事業を行っているとお聞きしております。実際に市外から移住

し生活されている方の生の声を発信してもらうことが移住を考えている人に対しては重要であると

思います。それが移住促進にもつながるのではないかというふうなことから、移住者の方に移住・

交流促進アドバイザーもしくはサポーター的な役割を担ってもらうことについて、ご所見をお伺い

したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 定住人口や関係人口の創出には、本市の魅力を発信していくことはもとより、都市部からの地方

移住者がサポートを受けられる環境づくりも重要であると考えております。 

 現在、移住相談窓口に配置しております定住支援員を中心に、既に本市に移住された方や地方移

住に協力していただける方々のさらなる掘り起こしを行っているところでございますが、今後は移

住・交流促進アドバイザーの方にも参画をいただきながら、議員ご提言のような人材活用も含めま

して、そうした方々のネットワークの活用、サポート体制の構築につきましても検討をしてまいり

たいと考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 よろしくお願いします。 

 様々な方々が各地域でご活躍いただいておりますので、その人たちのお力もお願いしながら移住

促進に努めていただければと思います。 

 次に、行政手続の簡素化についてでございます。 

 市民の方が行政手続に、市役所に何回も足を運ばなくてはならないので、そういうことを少しで

も解消できないか、またそのことで行政事務の効率化につながらないかという視点で質問をさせて

いただきます。 

 令和４年４月に策定されました亀山市行政ＤＸ推進計画におきましては、人々の生活をよりよい

方向に変化させるために利用者中心の行政サービスに変革します。また、窓口利用者の利便性の向

上や満足度の向上、行政事務の効率化を実現するため、書かない窓口の導入などデジタル技術を活

用した窓口業務改革に取り組みますと明記をされているところでございます。 

 この亀山市行政ＤＸ推進計画の内容とその目指す方向についてお伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井政策部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 本市は、デジタル技術の加速度的な進展やポストコロナ時代におけるニューノーマル、人口減少

社会の到来に伴う諸課題など、社会情勢の劇的な変化に対応するため、デジタル技術を積極的に活
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用し、本市の行政サービスを利用者中心の行政サービスへ変革することを目的として、昨年６月に

デジタル社会形成基本法及び官民データ活用推進基本法に基づき、令和４年度から令和８年度まで

を計画期間とする亀山市行政ＤＸ推進計画を策定いたしました。 

 この計画は、本市の行政サービスを物理的制約から解放し、いつでもどこでも誰でもアクセスで

き、すぐ使えて、簡単で便利で安全・安心な利用者中心の行政サービスへの変革を基本理念として

掲げ、その具現化を図るために、行政サービスのＤＸ、行政経営のＤＸ、市民・地域のＤＸの３つ

の基本方針を定めております。 

 また、この基本方針ごとに重点的に取り組む施策といたしまして、行政手続のオンライン化の推

進、ＡＩ・ＲＰＡの活用の拡充、オープンデータの推進をはじめといたします２４項目の重点方針

を位置づけております。また、これらの重点施策の推進を図るため、別途実施計画を策定し、基本

方針ごとに合計９２項目の具体的な取組を盛り込み、計画の実効性を高めていくことといたしてお

ります。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 全体的な話は理解できました。 

 そこでちょっと具体的な内容になりますが、行政と特に密接な関係にあります自治会長さんの業

務であります。 

 自治会長さんは、地域の自治振興のために日々ご尽力をいただいているもので、定年になっても

働いている方がおられる中で、地域にはその自治会長さんの成り手がいないということで、働きな

がら自治会長をしているというふうな方が多くおります。そうした自治会長さんから行政手続事務

の簡素化についての要望等はお聞きしていないでしょうか、いるでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 辻村市民文化部長。 

○市民文化部長（辻村俊孝君登壇） 

 自治会の窓口ということで、私のほうからご答弁させていただきます。 

 自治会長様からは様々なお声を頂戴いたしておりますが、その中で申請手続に関しましては、特

に補助金の申請等の手続に何回も市役所に足を運ぶ必要があり負担が大きいとか、また仕事をして

いるため平日に休んで手続をしなければならないので配慮をしてほしいといったお声をお聞きして

いるところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 そうですね、先ほどご答弁ありましたように、自治会長さんの業務の一つに補助金等の支援の申

請業務がございます。平日は仕事をしておりますので、市の申請業務は平日しか窓口が開いていな

いため、休みを取って市役所のほうへ出向かなければならない、そういったお声もあるということ

ですね。 

 例えば、補助金申請等の紙ベースでの手続は、直接市役所の窓口に行って、例えば防犯灯の申請
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は３回、それから市内一斉清掃では２回、それから道路月間では２回、そのほかにもいろんな要望

とかいろんな連絡事項とか、市の窓口に行く機会は多いと思います。そうした中で、亀山市行政Ｄ

Ｘ推進計画の観点から、簡素化に向けての方向性をどのように認識を持っているかお伺いしたいと

思います。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 自治会長さんが行っていただく市への申請手続につきましては、自治会長交代の際に必要な手続

をはじめといたしまして、防犯灯の新設、ＬＥＤ化に関する手続でありますとか、草刈り・清掃に

関する手続、枯れ草の廃棄に関する手続、各種補助金等の交付申請手続など多くの手続がございま

す。こうした申請手続は、現在のところ紙の書類を作成いただいてご提出いただくという必要があ

りますほか、中には複雑で様々な添付書類が必要な手続やご本人が複数回市役所へ出向いていただ

く必要がある手続など、大変お手数をおかけしているものと存じておりますし、お仕事をされてみ

える方にはこれらの手続のためにお仕事を休んでいただく場合もあるなど、ご不便もおかけしてい

ると認識をいたしております。 

 こうしたことから自治会長さんの申請手続につきまして、市役所までご足労いただかなくてもイ

ンターネットを通じてオンラインで申請ができないか、その可能性について、各種申請手続の所管

部署と十分協議をしながら先行自治体の事例等の情報収集に努めつつ、具体的手法等の研究を進め

てまいりたいと考えております。 

 一方で、申請手続のオンライン化を進めるに当たりましては、手続の内容等により紙の原本の提

出の必要性や添付書類の性質、対面でのやり取りの必要性など課題整理が必要な手続がございます。

自治会長さんが行う申請手続の中には、図面や位置図、写真等の添付が必要な申請手続があるほか、

それぞれの地域の実情を聞き取らせていただいた上で、きめ細やかな対応が必要なものもございま

す。 

 こうした申請手続につきましても、事務等の見直しも必要になってまいりますので、制度所管部

署において、申請手続のオンライン化に伴う制度運用の問題点等について十分な検証が必要になる

ものと考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 簡潔に、深水議員。 

○３番（深水隆司君登壇） 

 最後に、自治会長さんの成り手がいない中で、地域のためにご奮闘いただいている自治会長さん

の負担を少しでも軽減してほしいと思います。そのことが自治会長さんの成り手不足の解消にもつ

ながると思いますし、同時に行政側に関しても事務負担の軽減が図られ、職員の働き方改革推進に

有効と考えますのでよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 ３番 深水隆司議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時４９分 休憩） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時５９分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１３番 鈴木達夫議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 結の鈴木達夫でございます。今日最後の一般質問をさせていただきます。 

 私の質問の件名は、空き家対策についてと災害時の対応について。 

 議長にお断りをしまして、災害時の対応については順番を変えさせていただきます。よろしくお

願いします。 

 まず、空き家対策についてでございますが、亀山市の空き家数については、直近の調査で令和２

年の水道休止及び未使用データを基に、１,１５０件であると令和４年に報告を受けております。

空き家率は、市内の一般住宅の戸数約１万５,８００件の７.３％であるという報告を受けています。

亀山市全体の空き家率、この７.３％ですね、これよりも低い地域は川崎地区、井田川地区、神辺

地区の２.４から５.８、高い地域は坂下地区の２３.３、関地区の１１.９という報告を受けました。 

 まず、空家等対策事業について質問をさせていただきます。 

 主要事業評価シートの中では、この事業の必要性について、空き家の増加は地域住民の生活環境

への悪影響を及ぼす、そして市街地の空洞化、過疎化、あるいは地域の魅力や活力の低下につなが

っていくと、そういう懸念を生むというものでございます。そのために空き家の利活用や適正管理

を促すと、そういう事業であろうと思います。 

 それでは、まず令和４年、この事業の実績と成果についてご答弁お願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 １３番 鈴木達夫議員の質問に対する答弁を求めます。 

 松田建設部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 空き家対策につきましては、適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護

するとともにその生活環境の保全を図り、併せて空き家等の活用を促進するため、空家等対策の推

進に関する特別措置法が平成２７年５月に全面施行されました。この法の施行を受け、平成２８年

年９月に亀山市空家等対策の推進に関する条例を制定し、平成２９年３月に亀山市空家等対策計画

第１期を、令和４年３月に亀山市空家等対策計画第２期を策定し、空き家等に関する施策を総合的

かつ計画的に推進しているところでございます。 

 令和４年度の空家対策事業における事業実績と成果でございますが、まず亀山市空家等対策協議

会で認定しておりました１件の特定空家等につきましては、所有者に改善を求めるなどの行政指導

を行ったことにより売却につながり、新しい所有者が改修することとなったことから、現在、市内

全ての特定空家等が解消しております。 

 しかしながら、現在も亀山市空家等対策協議会で認定した９件の管理不全状態の空き家等が存在

しており、これらの空き家につきましては、定期的に所有者等に対し訪問や改善を求める文書を送
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付するなど、早期の対策を講じていただけるよう努めているところでございます。また、木造住宅

耐震補強事業における補助制度により、耐震性がないと判断された空き家３７件に除却補助金を交

付することで除却が行われ、空き家の減少及び耐震率の向上につながりました。 

 次に、空き家の利活用としましては、令和元年度から全ての固定資産税・都市計画税納税通知書

に空き家情報バンク制度や空き家等に対する市の補助事業等を記載したチラシを同封し、利活用を

促しております。空き家情報バンク制度では、令和４年度６件の新規登録及び制約があり、令和４

年度末で登録件数は延べ６７件、成約件数は延べ３８件となりました。 

 次に、市外からの移住を促進するための空き家リフォーム支援事業につきましては、２件の補助

金を交付いたしました。 

 また、空き家の適正管理につきましては、市職員のパトロールや市民からの相談などにより、瓦

が落ちている、敷地内の草木が繁茂しているなど管理が不十分な空き家を把握した場合は、所有者

または管理者を調査の上、所有者または管理者への訪問や文書により適正な管理をお願いしており

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 詳しいご答弁ありがとうございました。 

 特定空家が１件あったものが解消できたと。ゼロになったと。しかしながら管理不全状態がまだ

９件残っている。空き家情報バンクですね、これも登録が６件。それではないけれども成約も６件

あったと。リフォーム事業も２件あったとか、除却補助金も３７件ですか、行ったと。成果として

はまずまずの成果を得たというふうに感じさせていただきました。 

 それで、次の質問の項目に、行政評価外部評価委員からの指摘についてという項を設けましたが、

実は本年度、行政評価システムの改定がございまして、それに基づいて初めての決算審査が今行わ

れていると思います。この改定の一つに、外部評価委員会の役割について整理したとなっています

が、政策部長、どのような見直しをしたか端的に分かりやすくお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 笠井政策部長。 

○政策部長（笠井武洋君登壇） 

 後期基本計画の効果的な推進につなげていくため、昨年度行政評価システムの改定を行い、それ

までの課題も踏まえながら、施策評価、事務事業評価ともに評価シートの見直しなど一部改善を図

っております。一方、平成１９年度の行政評価システムの導入後１５年が経過する中で、この間、

検証を行いながら行政評価システムの見直しを図り、一定の制度定着と評価者の評価熟度の向上も

図られてまいりました。 

 そこで、今回の行政評価システムの改定の一環といたしまして、外部評価につきましても行政評

価外部評価委員会のご意見もお聞きしながら、それまでの関連施策への寄与度等を踏まえた評価の

視点の適切性の外部評価から内部評価結果の評価内容の妥当性へと進化をさせた中で、そうした観

点からの外部評価を実施いただいたところでございます。 

○議長（森 美和子君） 
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 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 さっぱり分からないんで、ちょっとまた勉強し直します。文字では終えますが、内容的に分から

ないということですね。 

 そんな中、実はこの外部評価委員会からこの事業に対して大変厳しい意見が寄せられました。私、

どっちかというとびっくりしましたね。読ませていただきます。 

 問題の深刻性と比較して市の取組が狭いため、現在実行している事業に限って評価しても適正な

改善策が生まれない、さらに取組の余地がないのか検討してくださいというものです。つまり、特

定空家への対応とか空き家バンク情報の遂行、リフォーム事業、そうした事業ばかり追っていても

本来の空家対策事業の目的が達成しないというような表現なんです。言ってみれば、そういう視点

で見れば、ほかの事業もたくさん指摘をいただけるんじゃないかというような思いはしました。つ

まり、もっと広域な事業展開をしなさい、例えば空き家にしない方法とか、こういうものをしなさ

いという指摘かなあというように読ませていただきました。 

 担当部局として、この行政評価外部評価委員からの指摘についてどのように受け止めているか質

問したいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 行政評価外部評価委員会からのご指摘につきましては、第２次亀山市総合計画後期基本計画の主

要事業であります空家等対策事業において、令和４年度の事業計画を特定空家等への対応及び空き

家活用としておりますことから、特定空家等及び管理不全状態の空き家等への適切な措置を講じる

こと、また空き家情報バンク制度を通じた所有者と購入希望者のマッチングや空き家リフォームを

される方への補助金の交付など、事業を行ったことから、目標をほぼ達成できたと認識をしており

ます。 

 しかしながら、行政評価外部評価委員からの総括意見では、主要事業評価シートの中での事業は

ほぼ達成したものの、空き家を広く据えた意見として、空き家にしない方策を新たな事業として付

け加える見直し提言がされ、担当部局としては今後の課題として受け止め、よりよく充実した空き

家対策となるよう検討してまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 次の質問に移りますが、事業の今後の展開についてということで、ただし、今回いただきました

事業シートの中での方向性については、現状どおり事業を継続するというような表現になっていま

す。外部評価委員会の指摘を受けて、庁内検討の中でどのような事業を展開するつもりかと、先ほ

どと同じようなんですけれども、その前に、私はこの質問の前に聞き取りのときに、私自身の考え

方みたいなものを二、三提案させていただきました。ちょっとお時間いただきます。 

 まず、この空家対策事業というのは、やはり地域の特性に合った空家対策事業の推進が必要じゃ

ないんですかというような提案をしました。いろんな今行われている関の関宿辺り、あるいはいろ
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んな南部の問題、そんな中で何といっても市の中央部、この亀山地区の空き家数が極めて多いのが

私は課題だと思うんです。これは、空き家の全体１,１５０件のうちの約４０％の４６２件が亀山

地区なんですね。やはり新図書館ができて、それから駅、公共の学校、たくさんの公共施設の利便

性、有利性を生かした、やはりこの地区自体の空き家対策みたいなものが必要じゃないかというこ

とを１点。それから、逆に川崎地区とか井田川地区、非常に新規の住宅需要が活性化してきている

地区では、やはり民間事業者のプランとか、今の民間の建設業者だけでなく金融商品、アイテムが

たくさんできているんですね。だからそういうものを、それにプラス亀山市という信用性、公の力

を絡める。それから伝達方針も、例えば情報バンク亀山市というよりも、非常に個人的なＳＮＳ等

を使ったプライベートツールみたいなものを上手に使っていく。そういう中では、時にはまとまっ

た再生が図れるのではないかというようなことを申し上げました。 

 ２つ目は、これは代表質疑にもちょっと絡めたんですけれども、この空家対策事業、今からの法

改正でかなり変わってくるように思うんです。その意味では、この空家対策事業をまち・ひと・し

ごと創生総合戦略にしっかりと位置づけた中で亀山の人の流れを、あるいはつながりをつくってい

く、移住交流の促進、あるいは若者の定住の促進、このような施策の中にしっかりと位置づけて、

事業費も含めて展開すべきだというようなことを提案させていただきました。 

 そんな意味で、私の提案の感想も含めて、これからの展開についてどう考えているか答弁をいた

だきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 松田部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 議員のご案内のとおり、亀山地区につきましては、旧来からの城下町として栄え、亀山市の中心

市街地として発展してきた地域でありますが、現在では居住人口の低下により空洞化が進んでおり、

空き家数が多くなっております。また、この地域の既成市街地においては住宅が密集しております

ことから、地震や火災といった防災面での課題があることや、まちの更新が進まず居住人口が減少

しているといった課題がある中で、居住環境の向上により定住促進が必要であると考えています。

これらの状況を踏まえた上で、新しくなった図書館や駅、学校など公共施設利用の有利性を生かし

てまいりたいと考えております。 

 一方、川崎地区、井田川地区といった新規住宅需要が活性化している区域内の空き家対策につき

ましては、住宅需要が大きく、民間事業者により一部を除く中古住宅の流通が活発化している状況

でありますので、現状を注視してまいりたいと考えております。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略への位置づけにつきましては、移住交流の促進及び若者の定住

促進を確認するところによりますと、その具体的な施策としまして、市外からの移住とその後の定

住を図るため、空き家活用に対する支援事業を行うことや住宅取得への支援事業を通じて子育て世

帯の定住を促進することを目的としまして、空き家リフォーム支援事業や住宅取得支援事業におけ

るメリットを積極的に情報発信し、空き家対策としても取り組んでまいりたいと考えております。 

 なお、地区別の課題もあると考えられますことから、議員ご提案のとおり、それぞれの地区の特

性を生かした空き家対策について、先進的な取組を行っている他の市町村の事例を参考に今後検討

してまいりたいと考えております。 
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 今後の事業展開でございますが、行政評価外部委員会からのご指摘の見直し項目として、空き家

にしない方策についても幅広く事業展開を検討とのことでありますが、まず空き家にしない対策と

して考えられることは、現在国が検討しております固定資産税の優遇措置の廃止・縮小、不動産の

流通の強化による売買、賃貸の促進などが考えられます。 

 １番目の国の動向につきましては、空き家対策の切り札としての国が固定資産税の優遇措置を廃

止または縮小を行うことにより、老朽化した空き家の解体が進み、解消されることになることも考

えております。 

 ２番目の不動産の流通の促進による対策につきましては、市が行う第一歩として、住宅の売買や

賃貸などの相談において、窓口での充実した丁寧な対応がより大切であると考えております。 

 その次に、従来からの施策による対応の充実が考えられます。空き家情報バンクによる売買、賃

貸物件増加による強化、空き家リフォーム支援事業による購入者の負担の軽減、住宅取得支援事業

による中古住宅の流通の促進、耐震事業による補強や除却の推進など、既存の施設を強化、拡大す

ることにより、空き家にしない対策として検討してまいりたいと考えております。 

 しかしながら、空き家対策は空き家の所有者の意識改革や助成等により売買、賃貸行為への理解

が重要であると考えます。また、市の対策だけでは十分な対応ができないと考えられますので、

国・県との連携、法整備の必要性等様々な課題の解決が必要であると考える次第であります。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 丁寧なご答弁ありがとうございます。 

 今お触れいただきました国が今準備しているという空き家に対する固定資産税のよく言われる、

その空き家にしておけば更地よりも６分の１ぐらいに優遇されるとかね、これが変わってくるであ

ろうと。併せて関連する民法が変わってくるであろうと。私は、これは大きな空き家対策が変わっ

てくると思うんですね。今まではどちらかというと生活環境への悪化の防止とか、地域の魅力とか

活力の低下と、いわゆるそういう対応型とかあるいは対策型の視点から、これはもう今からまちを

つくっていく大きな、毎回言わせていただいています新規就労者、あるいは若者定住、人口増、特

にその人口増も生産人口増とかに結びつける、非常に、至っては歳入確保の一つとして大きな資源

になっていくというような感想を持ちまして、この項の質問を終わらせていただきます。 

 次に、避難行動要支援者の避難支援についてという項に入らせていただきます。 

 平成２３年の東日本大震災において、被災地全体の死亡者のうち、６５歳以上の高齢者の死亡は

全体の６割であったと聞いています。それから障がい者の死亡率は、被災住民全体の死亡率の約２

倍もあったということですね。それから令和元年の台風１９号では６５％、令和２年の７月豪雨で

は７９％が６５歳以上の高齢者ということで、貴重な命を奪われたということでございます。 

 そこで国は、高齢者の避難の在り方を取りまとめ、さらには令和３年に避難行動要支援者の避難

行動支援に関する取組指針、これらの改定を含む災害対策法の改正を行ったと承知しておりますが、

まずは１９６１年、昭和３６年の災害対策基本法から大きく法改正があった２０１３年、平成２５

年と、その後令和３年のこの災害対策基本法の改正の特徴的な事項を整理して、端的にお願いしま

す。 
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○議長（森 美和子君） 

 木田危機管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 避難行動要支援者に関係する法改正についてご説明させていただきます。 

 災害対策基本法の平成２５年及び令和３年の改正について、２５年ですが、東日本大震災の教訓

を踏まえ法改正が行われましたが、同法第４９の１０が追加されまして、住民などの円滑かつ安全

な避難の確保のため、市町村は自ら避難することが困難な高齢者や障がい者などの避難行動要支援

者名簿の作成を義務づけし、本人から同意を得て、消防、民生委員などの関係者にあらかじめ情報

提供をするものとするほか、名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できることとされました。 

 また、令和３年には、令和元年台風１９号などの頻発する自然災害に対応して、災害時における

円滑な迅速な避難の確保のため、同法第４９条の１４が追加され、自ら避難することが困難な高齢

者や障がい者などの避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、本人の同意を基に、

市町村に個別避難計画の作成が努力義務化されたということが追加されたということでございます。

以上でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 整理したいんですが、次の質問に行きます。 

 名簿について整理したく、幾つかの質問を一括で質問します。 

 災害対策基本法あるいは亀山市避難行動要支援者名簿の作成に関する要綱に基づきまして、３つ、

４つ、端的にお答えください。 

 避難行動要支援者の定義、名簿作成のための障がい者等該当者の範囲、そして市長は誰に対し名

簿情報を提供しなければいけないのか、名簿の更新についてどういう規定があるか、端的にお願い

します。 

○議長（森 美和子君） 

 小林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 ４点のご質問をいただきました。順を追ってお答えさせていただきます。 

 まず１点目、避難行動要支援者でございますが、こちらは法に規定されております高齢者、障が

い者、乳幼児、妊産婦、児童、傷病者、外国人など特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、ま

た災害が発生するおそれがある場合に避難することが困難な者で、特に支援を要する者と定義され

てございます。 

 続けて２点目でございます。名簿作成に当たっての障がい者等の該当者の範囲でございますが、

まず亀山市避難行動要支援者名簿の作成等に関する要綱に基づきまして、１つは介護保険制度の要

介護認定３から５の認定を受けた方、次に心臓機能障がい、腎臓機能障がい、免疫機能障がいのみ

で交付を受けた人を除く身体障害者手帳１・２級をお持ちの方、続けて知的障がい者で療育手帳Ａ

をお持ちの方、次、精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方、最後にこれら４つの要件には該当

はしませんが、自ら名簿への登録を希望する方で、市長が特に支援が必要と認めた人としていると
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ころでございます。 

 続いて３点目でございます。市長は誰に対し名簿情報を提供しなければならないかというところ

でございますが、指定避難所の代表者、それから自主防災組織の長または自治会長、続けて民生委

員、児童委員、それから福祉委員、そして地域まちづくり協議会の会長、亀山市社会福祉協議会、

亀山警察署、以上の避難支援等実施に携わる関係者の方に対して提供するものと規定をしてござい

ます。 

 ４点目、名簿の更新につきましては、この同じ要綱におきまして、避難行動要支援者の実態を的

確に把握をし確実な避難支援体制を整備するため、おおむね１年ごとに名簿を更新し、正確かつ最

新の内容に保つよう努めるものとし、更新前の名簿は回収の上、適正に処分するものと規定をして

いるところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 答弁ありがとうございます。 

 二、三感想と確認を述べさせていただきます。 

 該当者の範囲の中で要介護３以上になっている。実は、６年前に８９歳で亡くなった私の父親な

んですけれども、同じ地区に住んでいて、日常的には非常に元気に暮らしているんですが、時々心

臓の具合が悪いということで何回か救急車にお世話になったり、それから８５歳頃からどうも歩き

方が悪くなって、すり足みたいな状態になって。地域の自主防災会の防災訓練では、近所の方が救

護班をつくって、いつも車椅子を用意していただいて避難所まで避難支援をしていただいたと、そ

ういう経緯がございます。 

 それで、自分の父親が要介護幾つかなあと調べたら、要介護に至ってなかったんです。要支援の

範疇だったんですね。最後のほうはしっかりチェックすれば要介護になろうかと。そういう意味で

は本当に実際に被害があったとき、要介護１・２の方も十分支援の対象になるんじゃないのかなあ

という思いもしました。 

 それから２つ目、これは支援者に対して義務づけですね。２５年から災害対策基本法に対して、

特に地域関係でいいますと指定避難所の代表者、自主防災会または自治会長、民生児童委員、福祉

委員、まち協の会長、これには本人の同意を得た中では、この支援者はもう提供しなければいけな

いということ、それから更新についてはおおむね１年ごとに更新しなさいという、そういう規定を

されている中で、ではこういう中で過去亀山市は名簿作成をし、避難支援者に対して名簿情報を提

供した経緯があるのか、また現在はどうなっているか質問します。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 避難行動要支援者名簿の作成及び提供につきましては、平成２９年度、それから令和元年度に行

っているところでございます。また、今年度も現在提供途中であり、先ほど申し上げました避難支

援等実施に携わる関係者のうち、民生委員、児童委員の皆様には既に提供済みでございます。なお、

今後準備が整い次第、ほかの関係者の方にも提供していく予定でございます。 
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○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 平成２９年と令和元年度と、それから今年もやっていると。今は民生児童委員の皆さんにお配り

する、順次様々な支援者に対してやっていくということを確認させていただきます。 

 ちょっと別の視点から確認させてください。 

 担当部局として要綱に基づき要支援者の名簿を作成したと。その後、記載の当事者に対して公表

の承諾、同意ですね、これはどのように行ったか答弁をお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 避難行動要支援者名簿の作成及び提供につきましては、平成２９年度、令和元年度に全該当者に

郵送により同意確認を行い、同意が得られた方の名簿情報を避難支援等実施に携わる全支援関係者

に行ってございます。また、今年度についても同様に行う予定でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 対象者に返信用封筒を含めて郵送を行ったということですけれども、何割くらいの方がご返信を

いただいたのか、あるいはその名簿への記載に対して同意がされなかった方はどの程度か、参考の

ためにお聞かせください。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 昨年度、令和４年度に実施をした郵送での該当者への同意確認につきましては、該当者８７６人

のうち返信があった人が該当者全体の約８７.２％、７６４人でございました。同意者のほうは該

当者全体の約７２.７％、６３７人でございましたので、返信があった人のうち同意されなかった

と判断できる人は全体の１４.５％、１２７人でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 ８７.２％が返信をいただいた、私は結構多い率で返信をいただいたという感想です。 

 いろいろこの質問に関して法律とか眺めてきたんですけれども、様々に思うところはございます

が、担当部局として避難行動要支援者の名簿の作成、情報の公開に関して今どのような課題を抱え

ているかということで、少し整理をしていただきたいと思います。いろんなことがあると思うんで

すけれども、課題をどう認識しているか、答弁よろしくお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 
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 まず法の規定では、有事においては本人の同意を得ることなく名簿情報を支援関係者へ提供でき

ると規定されているものの、平常時におきましては本人の同意があった人のみの情報提供に限られ

ているということ、次に、それに関連して、一部の地域の自治会や自主防災組織が独自に把握をす

る要支援者と市が提供する名簿のほうに差異が生じていること。これにつきましては、指導医の方

が当然存在するということと、住民票のない住民の方がお見えになるケースもございますし、市の

要綱には該当しませんが、それに準じた方がいる場合などが考えられるところでございます。 

 また、名簿作成に関しては、刻々と変わる死亡、出生、転入、転出、障がいや介護度の程度など

を踏まえた該当者の抽出から、毎回全該当者への同意確認の作業、実施に係る広報や自治会や民生

委員さん等への説明、名簿回収、処分など非常に業務量が多いために、担当部署で限られた人員の

中での作業では、なかなか完全な名簿を提供することに苦慮しているということが課題や問題点で

あると認識をしているところでございます。 

 そのため今後におきましては、地域や民生委員、児童委員さんなどの支援者の方からも名簿提供

の同意を促していただくことなどのご協力も求めながら、要綱の改善を含め作業工程の見直しや工

夫を行いつつ、国の取組指針にある災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、誰一人見

逃さないという重要な目標を達成するよう、避難行動要支援者名簿の作成及び提供に努めてまいり

たいと考えているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 同意されていない方もいる、要介護２の方はこの基準に入っていない、自治会が調べていただい

たのと差異が出てくる場合もあると。そういう意味では誰一人見逃さないと、そういう法の目的と

は少し差が出ているなあという。 

 それからもう一つは、やっぱり役所の中のマンパワーだと思うんですね。本当に業務量が多いと。

もう刻々と病状が変わる。程度が変わったり、これを本当に抽出して、それで同意、それから支援

者への配付、説明、あるいは名簿の回収とか、もう担当課だけでは対応できないと、きついという

こと。対策としては民生委員等支援者からの名簿提供の同意への促しとか、要綱の改善というんで

すかね、それから職員の作業工程の見直しと。 

 それで私、この災害に対し、誰一人見逃さないという大きな目的遂行のために、今回令和３年５

月に改定された内閣府の避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針というのを読ませても

らったんですが、結構厚くて細かくて見づらかったんですけれども、ここに大きく２つ取り上げた

いんです。こういう書き込みがあるんです。 

 避難行動要支援者名簿に記載すべき者が記載されていないことを防ぐため、福祉専門職や医療職

のほか潜在化、孤立化している者を発見、把握し得る町内会や自治体等の地縁組織、民生児童委員

など、地域の鍵となる人や団体との連携が必要であるということが１つ。それからその後ですが、

その手法として、避難行動要支援者に該当しない者であっても、地域の高齢者や障がい者等を対象

とした見守りのための名簿等を別途作成、活用し、安否確認などを行うことが考えられるというこ

となんですね。 

 それで、これをもって次の項に結びつけたいんです。これは題目は非常に曖昧な題目になってし
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まったんですけれども、庁内体制についてというこっちにつなげたいんですけれども、実は最近私、

ある地域のまちづくり協議会の役員の方からこんな相談を受けたんです。 

 敬老行事の案内、あるいは花プレゼントをやってみえるらしいんですけれども、これを通じて地

域の高齢者の安否確認や災害時のお助け状況、これは多分避難行動要支援者の確認と思いますが、

これを行いたいんだと。しかしながら、地域自治体の役員がころころ替わるため、もう一度リセッ

トしたい。ですから市内、地域内の８０歳以上の名簿を行政のほうから頂けませんかという、こん

な内容の質問というか、相談なんです。 

 私も、昔からの地域であればご近所さんのおじいちゃんおばあちゃんとかの元気度、あるいは日

常も十分も把握できるんですが、特に新興住宅のちょっと大きめの自治会ですと、なかなかこれは

把握できないのが実態だなあとは思っているんですけれども、一応こういう立場ですので、でもや

っぱり個人情報の観点からその公表は無理、そうですね、みたいな答えをしました。多分そういう

答えなんですけど、まち協を所管する部長に同じような質問をしたらどう答えるか、すみませんけ

ど、通告はしてあります。 

○議長（森 美和子君） 

 辻村市民文化部長。 

○市民文化部長（辻村俊孝君登壇） 

 議員からお尋ねいただきました。８０歳以上の名簿の提供をということを私どもまちづくり協議

会を所管する窓口等で確認された場合なんですが、基本的に市から本人以外の第三者への名簿、い

わゆる個人データの提供になるわけでございますが、個人データの提供につきましては、やはり個

人情報保護法におきまして、法令に基づく場合や、原則として本人の同意がある場合などを除き提

供することはできないということになっております。このことから様々な地域や自治会では、日常、

また平時ですね、この場合の地域活動におきましては、地域で作成した名簿を活用されているとい

うことで伺っているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 予想どおりの答弁でありました。個人情報保護法の中からは第三者に、原則してというのがちょ

っと分かりにくいんですけど、無理だと。願わくば地域の方が自分の足でこの名簿を作ってくださ

いというような答弁かなあと思うんです。 

 じゃあ別の角度から、今度また健康福祉部長にお願いしたいんですけれども、民生児童委員の方

には高齢者名簿を配付されていると思うんですね。これはどんな目的で、どんな要件の中で配付さ

れているのかお願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 民生委員、児童委員への高齢者の名簿提供につきましては、民生委員、児童委員が民生委員法に

おいて厚生労働大臣から委嘱をされ、守秘義務が課された特別職の地方公務員であること、また法

令に基づき、住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくことなどの職務を遂行し、市や福祉



－２６３－ 

事務所、その他の関係行政機関の業務に協力する必要があると規定されていることから、本人の同

意を得ることなく個人データを提供することができるとされています。また、厚生労働省から市町

村が民生委員に対して個人情報を提供する際、情報提供を迷ったりちゅうちょすることがないよう

通知をされているところでもございます。 

 このようなことから、市では、支援が必要な高齢者が福祉サービスを適切に利用していただける

よう、また民生委員、児童委員が地域の高齢者の見守りを着実に行っていただけるよう６５歳以上

の高齢者の名簿を提供し、毎年９月中旬から１０月末までの約１か月半の間、高齢者の生活実態の

調査を一斉に実施をしていただいているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 生活実態の調査結果についても当然公表はできないということだと思います。 

 市内２２あるまちづくり協議会ですね、その中の地域まちづくり計画の中で、ほとんどのまち協

の方が安心・安全なまちづくりとして、地域防災を大きな取組の重要ポイントとしているのも確か

でございます。その中で、まちづくり協議会の構成員である民生児童委員が持っておられる地域の

高齢者名簿に関し、これをまちづくり協議会の会長と情報共有がどうにかできないか。それは大変

だと思うんですよ。様々な例えば個人情報の取扱い、今約束事とか地域の理解とか、これを積み上

げていきながら、そんなルールづくりの研究は進められないのかという質問を部長、お願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 辻村部長。 

○市民文化部長（辻村俊孝君登壇） 

 私ども、地域まちづくり協議会から様々な相談も受ける担当窓口といたしまして答弁させていた

だきますが、やはりまちづくり協議会様が様々な事業展開を行う中におきましては、それぞれどの

ような方が住んでおって、どのような方を対象にした事業を行うのがいいのかという面において、

そういった今８０歳以上であったりとか、高齢者の名簿、そういうのがあれば助かるというのは、

十分必要であるというのは認識しておるところでございます。 

 そういったことからも、私どもといたしましても地域の実情も十分把握いたしまして、それとや

はりこのような事情というのは、他の自治体におきましても同じような課題を抱えておるというこ

とも考えられますので、高齢者の名簿の共有、またルールづくりなど、地域が活動していく上にお

いて、少しでも地域での見守りや支え合いの促進につながる手法につきまして、名簿を管理する福

祉部門との協議や、また関係部署と共に個人情報の保護、また他市の取組状況なども踏まえまして、

調査・研究はやっぱり一応行ってまいりたいなあというふうには考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 鈴木議員。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 先ほども読ませていただきました。潜在化、孤立している者を発見、把握でき得る町内会や自治

会という地縁組織、地域の鍵となる人や団体との連携が必要である。あるいは避難が該当者でなく

ても日々の見守りのための名簿作成、これはそれによる安否確認、非常に大切なことということで
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ございます。 

 今の答弁、他の市町の実例、どこも同じような悩みを持っているはずだと、どうにか工夫して知

恵を出し合おうということなんですね。やはり亀山市という市、それから我々のまち協を中心とし

た地域、それから地域の中にあっても民生児童委員とまち協、自治会との連携、たくさんの地域の

これは皆さんの善意なんですよ。善意を集結する、やっぱりそれを市がサポートする、これは市の

非常に重要な役割ではないかという思いがしました。 

 災害時の停電について聞きたかったんですけれども、１３秒では無理ですので、また上手に停電

情報もしっかり流していくと、全然今市民の方は停電情報がないんです。 

 以上です。もう終わります。ありがとうございます。 

○議長（森 美和子君） 

 １３番 鈴木達夫議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了いたしました。 

 次に、お諮りします。 

 質問はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、週明けの１１日にお願いし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 休会明けの１１日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。 

（午後 ３時４８分 散会） 
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●議事日程（第６号） 

 令和５年９月１１日（月）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     古 田 𠮷 昭 君       ２番     櫻 木 善 仁 君 

   ３番     深 水 隆 司 君       ４番     草 川 卓 也 君 

   ５番     中 島 雅 代 君       ６番     森   英 之 君 

   ７番     今 岡 翔 平 君       ８番     髙 島   真 君 

   ９番     新   秀 隆 君      １０番     豊 田 恵 理 君 

  １１番     福 沢 美由紀 君      １２番     森   美和子 君 

  １３番     鈴 木 達 夫 君      １４番     岡 本 公 秀 君 

  １５番     伊 藤 彦太郎 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  山 本 伸 治 君 

理      事  亀 渕 輝 男 君    政 策 部 長  笠 井 武 洋 君 

総 務 財 政 部 長  原 田 和 伸 君    市 民 文 化 部 長  辻 村 俊 孝 君 

健 康 福 祉 部 長  小 林 恵 太 君    産 業 環 境 部 長  富 田 真左哉 君 

建 設 部 長  松 田   昇 君    上 下 水 道 部 長  田 中 直 樹 君 

                       市民文化部次長兼 
危 機 管 理 監  木 田 博 人 君              松 村   大 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  小 坂 みゆき 君    総務財政部参事  杉 本 良 則 君 

市民文化部参事  桜 井 伸 仁 君    会 計 管 理 者  米 津 ひろみ 君 

消 防 長  平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 達 也 君 

消 防 署 長  倉 田 利 彦 君    地域医療統括官  上 田 寿 男 君 

地 域 医 療 部 長  豊 田 達 也 君    教 育 長  中 原   博 君 

教 育 部 長  亀 山   隆 君    監 査 委 員  国 分   純 君 

                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  高 嶋 美 季 君              豊 田 昌 子 君 
                       事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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●事務局職員 

議 会 事 務 局 長  渡 邉 靖 文      書 記  西 口 幸 伸 

書 記  稲 冨 正 充       

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（森 美和子君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、会議システムに保存してあります議事日程第６号により取り進めま

す。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １１番 福沢美由紀議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢美由紀でございます。 

 一般質問、通告に従い、させていただきます。 

 １点目の質問は、中学校全員喫食制給食実施事業についてでございます。 

 本題に移ります前に、今までの中学校給食への取組など、全体を整理してから本題に移りたいと

思います。 

 資料１を出してください。 

 これは文科省の最新の調査、令和３年度の学校給食実施状況調査から出したものです。いろんな

カテゴリーがあるんですが、全国の公立中学校の完全給食の実施率を見ました。そうすると、９６.

１％となっております。しかしながら、平成３０年度からは、この完全給食の中にデリバリーを実

施している学校も含まれるようになりました。喫食率に関わらず、主食と副食と牛乳がそろってい

ること、誰でも注文できる環境が整っているということで、三重県が完全給食と認められたという

ことなんですが、これでは私は給食の実態が分からないと思いましたので、自校方式やセンター方

式でみんなで食べる当たり前の給食をしている学校の割合を調べました。そうしましたら、８５.

５％でした。ほとんどが当たり前の給食をしているということですね、全国。 

 資料２を出してください。 

 三重県内の自治体を調べました。自校方式やセンター方式で、みんなで食べる給食を、当たり前

の給食を実施している自治体は、見ていただいたら分かるように左のたくさんの部分ですね。桑名

市と名張市と亀山市以外の全ての自治体、２６市町が給食を実施しているわけです。右側に書きま

した未実施自治体のうち、名張市はセンター方式の給食に向けて動き出しております。ですから、

残るのは亀山市と桑名市だけです。 

 資料３を出してください。 

 亀山市は３つの中学校がありますが、関中学校は１９７１年から中学校給食を実施しており、亀

山中学校と中部中学校は現在予約制の前払いのデリバリーのお弁当です。３０％ほどの生徒が利用
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しています。 

 現在のセンター給食とデリバリーにかかる費用の比較をしました。年額に換算いたしますと、給

食費についてはセンターが５万２,８００円、デリバリーは６万１２５円と、センターのほうが低

価格です。公費支出につきましては、センターが４万３,４７５円なのに対し、デリバリーは１０

万９,３３５円と、公費支出は２.５倍以上デリバリーが高くついております。 

 資料４を出してください。 

 今、学校給食の無償化の動き、全国の自治体で急速に広がっております。三重県内でも、ご覧の

ように２９市町のうち１３市町が既に実施しています。中学校に限って言えば、亀山市については

学校間の格差がありますので、給食をみんなが食べていない中、自治体として給食無償化に踏み出

せないということは分かります。 

 全体の給食ということに入る前に、亀山市の子供たちの給食について教育委員会は、幼稚園につ

いては当面給食はしないということを決めておられ、小学校については自校方式の給食を基本する

ということを決めておられ、中学校においては完全給食の実施が望ましい。さらに踏み込んで、給

食センター方式の給食調理施設を建設することが望ましいとの方針を出されています。 

 将来的に関の給食センターが老朽化したら、関中学校については新たに造られる給食センターで

賄い、関小学校、加太小学校は自校方式とする。それまでの関給食センターにおける給食は堅持さ

れる。ここまでが教育委員会が正式に示す見解だと私は認識しております。今、今回新たないろん

な案を出されてきたわけですが、あくまでも正式に教育委員会定例会で議決されたものはここまで

だということです。 

 資料５の１枚目を出してください。 

 今までの中学校給食の検討経過です。前回質問したときよりも時間がたっていますので２枚にわ

たります。 

 一番初めは、中学校給食の検討のために平成１７年８月、亀山市学校給食検討委員会が設置され

たところからです。現在までに優に１８年もの月日がたっています。いまだ実現しておりません。

先ほど１９７１年に関給食センターと言いましたんで、そのとき給食を食べていたお子さんが私よ

り年上ですんで、もうお孫さんも給食を食べている可能性があるという、そういう時間の流れです

ね。 

 スピード感を持って進めるべきときが、中学校給食、少なくとも大きく２度ありました。１度目

は、もう一度１枚目の資料を出していただきたいんですけれども、５枚目の１の資料です。このオ

レンジに色をつけたところです。平成２７年１２月の学校給食検討委員会の第二次意見書を受けて、

平成２８年３月、亀山中学校・中部中学校において完全給食の実施が望ましいとの方針をまとめら

れました。翌年の３月、第２次亀山市総合計画前期基本計画に、中学校給食の完全実施に向けた多

面的な検討を行うと位置づけられたことです。 

 この結果が出たので、私たち市民団体としても、やると言っているのにやれという運動はできな

いということで一定、休むではなく、食の大切さを実感できるようなワークショップ、おだしを取

ったり、ご飯を炊いたり、お野菜をふりかけにしてみたりとか、そんなことを小さなお子さんの親

子さんとでやったり、そういうことをしながら食の大切さを皆さんで共有してまいりました。 

 次の資料をお願いします。経過の２枚目です。 
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 しかし、この後は何度私も一般質問で、どういう検討結果だったのかと聞いても何も進まなかっ

たんですね。検討中、検討中というご答弁でした。しかも、教育委員会は中学校給食をしてほしい

との要望は、ＰＴＡなどの要望で今までなかったと言われたんですね。ここで市民活動団体が、大

きく１万筆に届くかの署名を広め、集めるに至ったんでした。議会も請願採択でしっかり審議し、

応援しました。 

 その結果、もう一度すみません、経過の２枚目を出してください。 

 この水色に色をつけたところですね。令和３年３月、とうとう教育委員会が給食センター方式の

給食調理施設を建設することが望ましいという方向性を定めました。すぐに議会も、その早期実現

を求めて決議を上げました。 

 令和４年の５月には、第２次亀山市総合計画後期基本計画実施計画に中学校全員喫食制給食の実

施事業が位置づけられ、給食センターの整備が明記されました。 

 しかし、教育委員会は２度目のチャンスも生かせませんでした。令和５年の２月の中間報告では、

物価高騰でセンター建設の予算が大きく跳ね上がったと。センターの場所も決まっていない。中部

中学校の敷地内も含めて再度検討したいということでした。報告を半年延長してほしいということ

になりました。 

 そこで、半年後に聞いたのが先月８月１８日の再検討結果です。この結果の内容は、平たく言う

と今回は給食センターを建てない。外部委託で、食事は生徒全員が食べられるように運ぶ。しかし、

センターの必要性は相変わらず認識しており、方向性を変えたわけではない。いつ建てるのかは分

からないけれど。平たく言うとこういう内容ですね。これが教育なのかと驚くような報告でした。 

 内容にも問題がありますが、１つ目の質問に入りたいと思います。 

 そもそも今回の再検討に係る協議について、なぜ傍聴もできず、議事録も作らない非公開の場で

行ったのか。教育委員さんから非公開で協議することについて、疑問や反対の声はなかったのか。

この決定に責任を負っている方の答弁を求めます。 

○議長（森 美和子君） 

 １１番 福沢美由紀議員の質問に対する答弁を求めます。 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 この令和５年２月以降、これまで行いました再検討を重ねてきたところでございますけれども、

これまでの教育委員会での議論を定例会ではなく協議会で行ってまいりましたのは、この事業実施

に向けて昨年度に行ってまいりました方向性の議論が再検討を要するという結論に至った状況を受

けて、改めて手法検討を行う中で、作業途上での不確定要素が多いということから、議論の戻りや

変更が起こり得るということが要因でございます。このような状況下で、委員間の闊達な意見交換

を行いやすい会議の場とするために協議会形式としたもので、これまでの学校給食の在り方検討や

図書館整備など重要事項の意思決定において、協議会で議論を重ねる形で行ってきたものでござい

ます。 

 今回、教育委員会の議決の前に教育委員会における方向性をお示ししましたのは、全員喫食制給

食が多くの市民の方からの関心が高い事項と考えていることによるものでございます。協議会で合

意した方向性について、議会をはじめ市民の皆様に速やかにお示しし、最終案を整理するのが丁寧
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な進め方と考え、教育委員会としての方向性をお示ししたものでございます。 

 なお、これまでと同じく最終的な意思決定の段階では、公開の会議の場で諮っていただくものと

考えているものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 かなり重要な事項だと思うんですが、これを事務方の教育部長がお決めになれるんですね。決定

されたんですね、教育部長が。そこだけ、ちょっと１点お伺いしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 この会議の進め方につきましては、当然事務局からこのような形で進めてはどうかという提案を

させていただき、教育長、そして教育委員のご了解の下で進めさせていただくものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 私は、この決定に責任を負っている方の答弁を求めますと申し上げました。そうしますと、教育

長でしょう。そうですよね。 

 本当にこれは大事なところだと思うんですよ。子供たちに民主主義を教える、教育を担う教育委

員会が、市民の税金を使って建てられるであろう給食センターの協議を秘密裏に行って恥じない。

これは許されるものではありません。独裁政治は情報を隠すことから始まるんです。協議の多くは

決まったことを確認する場ではなく、決めるために様々な検討や検証を行うものであり、例えば総

合計画も何も決まっていない段階の検討から公開されています。決まっていないから公開できない

とよくおっしゃいますし、そういうのは全然理由に当たらないと思います。先ほどおっしゃった自

由闊達な意見交換をするため、隠していただかないと自由闊達にものが言えない、そんな教育委員

さんではないと思います。 

 今回のこのような在り方について、異議を唱えてもしかるべきだと思いますが、それについての

答弁はありませんでしたので、異議はなかったんだろうなと判断します。 

 次の質問です。 

 議会に示されるはずのセンター建設について、検討の経過は中部中学校の敷地も含めて市の土地

のどこがふさわしいのか。どのように検討がなされ、どのように決めたのかが分からなければなり

ませんでした。しかし、市の土地、市有地については、私たちに頂いた資料では全てを丸めた表現

で、いずれの候補地においても用途区域、搬入路確保、給水施設新設、造成等の対応が必要、これ

だけだったんですね。 

 中部中学校敷地内、新たにこれも検討したいと言っていました。これについても、施設の配置や

搬入動線に教育的配慮が必要。学校関係者や周辺住民への周知・協議の上、合意形成が必要とある

だけだったんですね。 

 それぞれの候補地がどこなのか、その対応の必要性も示さず、中部中学校にあっては委員会で学
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校関係者や周辺住民の反対でもあったのか。どんな経過だったのかを聞いても、いや、実はまだ聞

いていないとの答弁でした。その上で書き連ねてあるのは、川崎小学校で中部中学校の給食を作る

とか、関小学校の敷地内に新たな給食センターを建てて、関中・関小・加太小学校の給食を賄って、

現在の関給食センターでは亀山中学校の分を作るだとか、できもしない対案をたくさん並べて、さ

も検討したかのように見せて、最後にデリバリーについて弁当箱と食缶とどの入れ物で運ぶのがい

いかということに光を当てて、それで最終的に今回の案を導き出したとしか、私たちは経過を聞い

ていませんので、そうとしか考えられません。 

 改めまして、一体どこの場所を候補地に上げ、どのように協議したのかをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 中部中学校の敷地を含みます複数の整備の候補地につきましては、先ほどおっしゃっていただき

ましたように都市計画法上の用途区域、給水能力の不足、学校や地元関係者との調整、そういった

調整が見込まれるなど、どの用地も一定の課題があり、用地の決定には至らなかったものでござい

ます。 

 現段階におきましては、どの候補地も適地ではないと判断しておりますので、具体の検討を行っ

た場所については差し控えたいと思っております。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 資料６を出してください。 

 これは今岡議員が情報公開請求で取得していただいた教育委員会のセンター候補地の検討資料よ

り作ったものです。ちゃんと検討しているんですね。候補地のアからオが上げられていますが、こ

れは地図も黒塗りでどこなのか分かりません。カについては、中部中学校敷地内と。これは黒塗り

ではありませんでした。 

 それぞれの課題について、二重丸、丸、三角、バツが打ってありましたので、それぞれ３点、２

点、１点、ゼロ点と数値化してみました。そうすると、エというところの候補地が２５点と一番高

く、建設に一番ふさわしいという結果となりました。そして中部中学校敷地内は１５点と一番点数

が低く、ふさわしくないとの結果です。 

 独自の点数化ですが、報告で、そもそもこういう資料を基に経過説明するのがあなた方の仕事で

はなかったのか。一番点数が高いところが出たんですから、これについて実現に向けてさらなる検

討がなされたはずです。どうであったのか、説明を求めます。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 この整備地の検討に当たりましては、複数の市有地を候補地として整理を進めてきたところでご

ざいます。議員お示しの、この丸、三角といったようなものにつきましては、整理の参考として現
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在の状況を示したもので、その多い少ないが判断基準となっているものではございません。 

 例えばでございますけれども、用地として総体的にはよい条件の面があるけれども、インフラ整

備のための経費、こういったものも別途必要になるといったような理由から早期実現や事業費の増

加などの課題もあるといった、全体的な視点での判断を行ったものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 何のための資料か分かりませんけれども、ここがどこだったのか。多分これだけの結果が出たら、

検討を進められたと思うんですね。ここ、どこですか。これについて、市側にここでどうでしょう

かということをお聞きになって検討を進められたんじゃないですか。何か都合が悪いことがあった

んですか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 先ほどもご答弁申し上げたところではございますけれども、候補地につきましては教育委員会の

中で検討を行ってきているものでございます。その中で、これは適地ではないという判断をしてお

るものでございますので、現段階ではどこかという具体は申し上げられませんけれども、当然そう

いった判断を受けてのことでございますし、当然所管しております関係部署とは連携を図り、情報

共有もしながらの検討でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 所管のところと連携しているのであれば、市長はご存じなんですね、ここが。何かあかんとおっ

しゃったんですか。ご存じなの。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 今までからも申し上げてまいりましたけど、市の立場としては、亀山の中学校給食において総合

計画に位置づけました全員喫食制の中学校給食を早期に実現すると。そういう中で、教育委員会の

中で様々な角度から検討・議論を重ねてきていただいたものというふうに思っております。その上

で、今回教育委員会の方針というのは、様々な角度での諸課題がある中での考え方を整理しながら

判断をされたものとして、私どもとしては妥当な判断であろうというふうに考えておるところでご

ざいます。 

 全体としての議論の詳細まで全てを承知しておるわけではございませんけれど、今日に至ります

様々なプロセスの過程で、その諸課題の解決に向けて最善の議論を重ねていただいていっての実現

をするための一つの方向を、教育委員会として今回示していただいたものというふうに理解をいた

しておるものでございます。 
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○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 ここの場所を知っている、いいか悪いかという話はされませんでした。 

 私はここがどこか知りませんけれども、エというところがどうして駄目だったのかはきちんと説

明をする必要があると思いますので、さらに説明をしていただくことを求めたいと思います。 

 そして、この３番目の質問なんですけど、私は学校給食、教育としての給食が一体どういうもの

なのかをお分かりにならずに検討されているのかなと思って、先日も櫻井議員がいろんな法律も引

いて、食育の重要性も言われたところです。今岡議員がたくさん情報公開請求をしていただいた今

までの資料を拝見しまして、とても丁寧に食育についても検討していることを知りました。民間委

託の危うさについても、短期的な業務委託では施設整備費用の転嫁によったり、単価が高くなった

りするんじゃないかとか、県内において安価に受注できる新たな業者を見つけることが難しいとか、

長期的な業務委託をすると将来的に受注業者の事情、経営方針の変更や経営不振などで給食調理の

継続が困難になるリスクが想定される。そんなこともきちっと検討されているんですよ。 

 今回ホーユーの事件がありました。全国展開されている大きな事業者で、私たちがよく聞くのは

民間のノウハウが生かされるとか、いろいろよそでもやっていて実績があるということをとても信

頼して民間委託をするという姿をいつも見ていますが、こういうことが信頼に値しないということ

が今回起こったんです。 

 コストについても、トータルコストではデリバリーよりもセンター方式のほうが安価であるとず

うっと言い続けてきています。資料を拝見するとね。なぜ急にある点から、給食センターを建設す

る場合の採算については大きな効果を認めないと判断されるという資料を出されるようになったの

か。急に物の値が上がったわけではありません。一体これについてはどのように説明されるんでし

ょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 この点につきましては繰り返しのご答弁になる部分もあろうかと思いますけれども、まず考え方

といたしましては、教育委員会といたしましては、まず給食の小学校の自校方式の堅持、それから

中学校の将来的な視点ではございますけれども、給食調理施設の必要性というものは、ここの部分

は変わっていないというところでございます。 

 しかしながら、先ほどからのこれまでの答弁でも繰り返し申し上げておりますけれども、全体的

な事業費の増大という視点、それからまた安定的な給食の持続のために、やはり将来的な財源の確

保、それからもう一つは、そのほか給食以外の教育課題への財源というような視点も含めまして、

今の給食センターを現時点で整備していくということが非常に困難であるという判断の中から、別

の方式として外部委託方式というものも検討を行ったものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 
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 ある一点で何が起こったのか、誰が何を言ったのか分かりませんが、食育の大切さも丁寧に検討

されていて、センターを建てるときの機能としては、施設見学や料理教室や試食会などが行えるス

ペースをつくろう、会議室をつくろう、地産地消の推進や啓発を図ることができる展示スペースを

含めた情報発信ができるような機能をちゃんと保とうというような、こういう検討までしていなが

ら、かめやまっ子給食を続けることによって地元の農業者との関係を続けていかなくちゃいけない

ということも言いながら、私はなぜこういう結果になっているのかが分かりません。 

 子供たちはもう気づいていますよ。親たちも気づいていますよ。中長期的というまやかしの言葉

で何回も放置されてきたんですから。その経験がありますから。望ましいと言っただけで建設する

とははっきり言っていませんよ、確かに。センターについて、いつか分からんけど、建てないとは

言っていませんよ。２０年後か、３０年後か分かりませんけど。約束を破ったわけではないでしょ

う。 

 私たちがみんなで食べる給食と言ったのは、自校方式だけを求める方だけじゃなくて、センター

でもいいから早くしてほしいという方も一緒になって運動したかったら、みんなで食べる給食と言

ったんです。まさか運ぶだけの給食を給食というとは思いませんでしたよ。みんなで食べると書い

てあるんやから、運んで食べるのも作って食べるのも同じだろうとか。 

 そもそも論ですが、給食をするのは、皆さんから署名をもらったとか民意があるとかそんなこと

ではなく、そもそも自治体の仕事です。教育委員会の仕事です。努力義務だから罰則があるわけで

はありません。罰則がないから、やらなくていいんですか。人間として信頼に値しない言い訳じゃ

ないでしょうか。子供に投資するということは、子供だけではなくて社会全体がその恩恵にあずか

ります。今こそ今までやれなかった責任を果たすときではないでしょうか。 

 じゃがまる会も、この署名を集めた皆さんも、こんなつもりで署名を集めたわけではないという

思いでしたので、お聞きしに行きました。教育委員会に。そこで、私たちが家を建てるときに借金

して少しずつ返しながら、長くその新しい家に住みたい、使いながら、そういう考えはないんです

かと聞いた方がおられました。借金は返さなくちゃいけないから、そういうお答えでした。有利な

借金はなかなかないと。今までいろんなことをやってきた中で、有利な借金だけを選び取ってやっ

てきたんですか。川崎小学校なんかそうではなかったでしょう。必要ならば、きちんと借金してで

もするのが仕事じゃないんですか、あなた方の。 

 今、生産や消費や雇用を公共調達によってしっかりと自治体の中で守っていこうという動きが大

きくなってきています。農水省もオーガニックの農業を進めており、給食にも注目しておられます。

だから全国で進んできているんですね。なぜ亀山市だけができないのか。 

 先ほど資料に上げさせていただきましたけど、三重県中の自治体、資料２で上げさせていただき

ましたが、できたら出してください。 

 桑名、名張、亀山市以外の全ての自治体が、給食施設に責任を持って義務教育の給食をやってい

るんですよ。亀山市よりも財政力の低い自治体、いっぱいありますよ。なぜ亀山市だけがいまだに

できないと言うのか。これは、やりたいという教育委員会の意思も大事ですし、やりましょうとい

う市長の決断も必要だと思います。私たちは何度もそのやりたいという意思をきちんと市長に示し

てくださいと申し上げましたが、まだ言うておらんというような言い方でした。教育委員会が、こ

の給食、ちゃんとセンターを造りたいんやと言ったら市長はお応えになるべきではないでしょうか。 
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 今こそ、せめてセンターでいいものを作って、子供たちに温かい給食を食べさせてあげるときで

はないでしょうか。その１点について、市長にお聞きしたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 １４年前の中学校給食がなかった時代に、亀中・中部中の給食がなかった時代に選択制のデリバ

リー方式という形でスタートいたしました。そして様々な状況の背景の中で今日を迎えております

し、今くしくも議員がおっしゃった亀山が中学校給食において、これは多くの民意であろうという

ふうに思いますし、議員の多くの皆さんもそう感じていただいておると思いますが、今までなかな

か実現しなかった小学校のようなみんなで食べる全員喫食制の給食を実現すると、この１点に向か

って亀山市としては、昨年策定の総合計画の後期基本計画に、この実現に向けた取組を進めると初

めて明記をさせていただきました。 

 その様々な具体的な作業を教育委員会の中でしてきていただいた中で、当時想定をされておった

令和９年度でありますが、その実現に向けても様々なコストの面とか諸課題の解決、他の教育課題

との関係、こういう中で少しその在り方、方向、具体策を検討しなくてはならないという判断に至

ったものというふうに理解をいたしております。 

 したがいまして、本市の思いとしては、多くの民意であります、なぜ他のまちでできてこなかっ

た全員喫食制の給食の実現、みんなが同じものを食べる、その給食の実現に中学校給食において実

現をさせようと、前倒しをしてでもこれを実現させようという思いの中で、市としては、私自身も

そのような思いで取組を進めてきておりますし、その具体策のために、教育委員会、様々な議論を

重ねてきていただいておると思います。 

 小学校の自校方式も、金曜日でしたか申し上げましたが、様々な議論がありながら、小学校給食、

本市は自校方式を堅持して、将来もこれをしっかり維持していっていただきたいというふうに願う

ものでございますし、中学校給食においては、全員喫食制の中学校給食を早期に実現をするという

思いで、私どもも公の考え方として認識をさせていただいております。そして今日に至っておると

思いますので、教育委員会の様々な検討の議論は尊重させていただきたいと思います。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 義務教育の根幹である給食もできないような市が、庁舎を建てたりリニアに挑戦したりする資格

はないと私は思います。また、教育民生委員会での議論にさせていただきたいと思います。時間が

少なくなりました。申し訳ございません。 

 ２点目の質問です。保育士の労働環境についてでございます。 

 時間が少なくなりましたので、今私がこの問題を上げましたのは、もう保育士の皆さんがとって

も大変だと。休みも取れない、障がいのあるお子さんたちがいる中で、介助、加配の保育士さんと

やっているんだけど、本当に大変だという切実な声からです。 

 法どおりにきちんと配置はされているとは思いますが、そこを埋めるためにフリーという職員さ

んがおられて、そしてその全体がうまく回っているかを見るために主任という先生がいらっしゃい
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ます。ここ最近、主任の先生が担任を持つということが出てきて、全体をきちんと見られているの

かどうか、私はここについて疑問に思っています。そこについての、まず状況をお伺いしたいと思

います。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 主任保育士でございますが、各園の運営において園長を補佐するとともに、現場の保育士などの

リーダーとしての役割を担う保育士で、各園に１名ずつ配置しております。本年度につきましては、

公立保育所・認定こども園に配置している主任保育士及び主任保育教諭９名のうち、６名が担任を

務めている状況でございます。 

 なお、主任保育士等をフリーにするか担任にするかにつきましては、毎年度それぞれの園の状況

に合わせ、円滑な運営がなされるように各園にて決めております。園長の補佐、それから園全体の

保育について統括するというためには、主任をフリーに配置するということも望ましいとは思いま

すが、それぞれの園の職員体制、園児や保護者への対応等の面で様々な考慮すべき理由があること

から、やむを得ず主任が担任を務めている園も多くなっているものと認識しております。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 一言で言って人手不足なんですよね。全国でも、子供たちにもう一人の保育士をという運動が展

開されています。加配保育士をきちんと、保育士という資格を持った人をつけてほしいという問題

をずうっと取り上げてまいりました。しかし、これをちょっと言っていますと時間が大分なくなり

ますので、今は３歳未満については保育士をつけます。３歳以上については介助員をつけますとい

うのが基本なんですね。ここに科学的な、教育的な、保育的な根拠はないと考えますが、いかがで

すか。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 議員のご指摘のとおり、３歳未満児については心身等の発達への課題の支援として加配職員を配

置する場合、保育士を配置し、３歳以上児には介助員を配置しておりますが、ただし、集団生活の

適応等に関し専門的な対応が必要な場合には、保育士を加配するというふうにしております。 

 その辺りの判断基準でございますが、まず例えば言葉等のことで問題がある、就学までに保育士

の専門的な言葉かけ、それから働きかけ、そういったものがあれば、もっと出るであろうとか、人

間関係のほかの子との関わりについても専門的な関わりが必要である。そういったような具体的に

どのように支援することで力を伸ばしたり、適応力を高めたりできるかというような議論をした上

で、保育士が必要なのか、それから介助員を配置することにするかということにつきましては、総

合的に判断しております。 

 ただ、それにつきましては、保育士を加配するか、配置するか、それか介助員を配置するにして

も、具体的にじゃあどのように子供たちに働きかけ、支援するということで今後力を伸ばしたり適
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応力を高めたりできるかということにつきましてはしっかりと園に伝え、助言し、その後の様子も

子ども支援グループの担当が巡回等で見守りながら支援をしていくというような体制をしていると

ころでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 単に人間を増やすということではなく、関わり方についてのいろんな学びややり方について指導

したりすることで子供たちを見ていこうということだと思いますが、今本当に皆さんの悲鳴は、も

うぎりぎりやと、その加配がつくということは、親御さんもそれを納得しておられる方だけですん

で、加配がつくことに納得しておられない大変なお子さんもいらっしゃるし、言い方がいいのかど

うか分かりませんが、グレーと言われる子もいらっしゃいますし、そんな子が増えているという中

で、もう悲鳴なんですね、先生方。そんなときに、こういうふうに関わったらどうやというような

状況は、もう過ぎているんじゃないかなと私は感じました。 

 例えば、目の前で溺れている人がいるときに、こうやって泳ぐんやにと教えるんではなくて、ま

ず助けるのが大事と違いますか。１人、２人と人を増やす。専門的な方をしっかりつけて、その子

を見ながらクラス全体が見られるような環境を作る。そういうことが今求められていると思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 先ほども申しましたように、それぞれのお子さんにとってどんな支援が必要なのか。それから、

クラス全体への支援につきましても、今ＣＬＭと個別の指導計画、それからＣＬＭによる保育力向

上研修というものを実施しておりまして、それぞれの保育園で保育士の皆さんがどのように子ども

の見方、それから支援の仕方というものをしていけばいいのかというような支援も、今していると

ころでございます。 

 一どきにたくさんの人を増やせばいいというような、そういう問題でもないですので、今後も総

合的な判断で増やせるところは増やしていく、支援していくところは支援していくというような形

でやっていきたいと思います。 

 また、保育以外の業務を担う職員というのも、現在朝と夕方の施設管理を担う施設管理員を任用

しており、またさらに認定こども園アスレにおきましては、逓送業務、施設管理等を担う職員も１

名任用しているところでございます。なかなか保育の資格を持つ職員を増やすということが難しい

場合には、そういったような保育以外の業務を担う職員も拡充できるように努めていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 保育以外の仕事も、私も３番目で言おうと思ったんですけど、業務を担う職員を各園に配置して

くださいということを申し上げたいですね。プールをしてあげても、それを乾かしたり洗ったりす
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る人が要ります。子供たちを見ながらは無理です。そういうことを、たまにどこかで採用しておる

だけではなくて、全園にするべきだと思います。 

 きちんと休みが取れているかどうか、ここだけ確認して終わりたいと思うんですが、有給休暇と

かその他の休暇、ちゃんと取れていますか。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 令和４年の保育所・幼稚園職場におけます保育職の正規職員の年次有給休暇の取得状況を私のほ

うからご答弁申し上げますが、全体平均で１０.４日、時間で取れますので１０.４日ということで

平均となっております。この日数につきましては、毎年追加的に付与されます有給休暇日数、２０

日でございますが、に対する割合で換算いたしますと５２％の取得率となっております。 

○議長（森 美和子君） 

 小坂次長。 

○健康福祉部次長（小坂みゆき君登壇） 

 私からは会計年度任用職員の休暇の取得状況をご説明いたします。 

 年次有給休暇の取得率は、令和４年度で約８４％でございました。また、特別休暇のうち夏期休

暇の取得率は１００％でございました。 

○議長（森 美和子君） 

 福沢議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 中途半端になってしまいましたので、委員会でまたお聞きしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○議長（森 美和子君） 

 １１番 福沢美由紀議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時５８分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、５番 中島雅代議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 中島雅代でございます。 

 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 まずは中学校全員喫食制給食実施事業についてでございます。 

 皆様ご存じのように、亀山中学校と中部中学校には全国的に見ても珍しく、長い間生徒全員で同

じものを食べる給食のない状態が続いておりました。しかしながら、多くの市民の声から議会も動

き、教育委員会も令和３年３月に学校給食センターを設置し、全員喫食制の給食を進めるという方
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向性を出しました。実に長い検討の末でございました。市民は、令和９年には全部の中学校で小学

校とほとんど同じような給食が食べられる。これは多くの保護者の方から、やっとだね、助かるわ

という声をお伺いいたしました。 

 しかし、令和５年３月までに出されるはずの給食センターの運営方法であったり、建設場所が決

まらずに、さらに半年間検討が延長をされました。そして半年たって、この８月１８日の議会全員

協議会で出されたものが、給食センターの運営方法や建設場所ではなく、給食センター建設の話で

もなく、外部委託による食缶方式というものでございました。 

 この給食センターについて延長して検討した結果、当初前提として検討をしていたもの以外のも

のが、なぜ結論として現れたのかということは、誰もが疑問に思うところだと思います。突然の変

更できちんとした説明がなければ、市民に対して不信感を与えることになりかねません。詳細につ

いて率直にお伺いをしていきたいと思います。 

 まずは検討経過についてでございます。 

 ですけれども、今まで多くの議員の方から質問がありましたので、最初に前提について確認をし

たいのですけれども、今現在、市において給食センターを建設するという方針は、外部の委託によ

る食缶方式に正式に変更されたのかどうか確認をいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 ５番 中島雅代議員の質問に対する答弁を求めます。 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 教育委員会の給食に係る考え方といたしましては、これまでも申し上げておりますが、小学校の

自校方式の堅持、中学校の全員喫食制給食の早期実現であり、その手法として給食センターが望ま

しいとするもので、給食調理施設が必要であるという考え方は変えておりません。しかしながら、

その中で早期実現の手法として、外部調理委託による食缶搬入方式というものを考えたというもの

でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 すみません。聞き方がよくなかったのか、ちょっと聞きたいことと答弁が違ったので、もう一回

だけ聞かせていただきます。 

 市において、この給食センターを建設するという方針が、正式に食缶方式に変わっているのか。

変わったのかどうか、お伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 現時点では、教育委員会として最終的な全員喫食制給食の基本的な計画という形のものを策定が

終わっているわけではございません。現段階におきましては、この全員喫食制給食については、先

ほど申し上げました給食調理施設整備までの間、外部委託による食缶搬入方式で行いたいという考

え方を、一定まとまりましたので、それを現時点でお示しし、その後、最終的な計画としてまとめ
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るという、そういった段階でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 すごくよく分からない答弁だったんですけど、正式決定ではない、教育委員会が今案を出してい

るだけで、今現在はまだ後期基本計画の実施計画どおり給食センターを建てる。ただ、将来的には、

今後は、それを一旦棚上げして、取りあえず全員喫食を進めるために新たに出してきた案を採用し

たいということでよろしいですか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 市の実施計画につきましては、現時点ではまだ変更はしていないという状況でございます。先ほ

ど申し上げましたように、教育委員会としての最終決定、いわゆる基本的な考え方、計画としての

まとまりが終わりました後に速やかに変更をお願いするというものだというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 分かりました。今はまだ正式決定ではないけれども、これから正式決定になるかもしれないとい

うことですね。 

 それでは、なぜこの新たな案を出すことになったのかということを、検討経過についてお伺いを

していきたいんですけれども、まずそもそも、なぜこの当初案、給食センターを建設するというこ

とを変更するに至ったのか、この半年間の検討、これの経緯をお聞かせください。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 中学校の全員喫食制給食の実施事業につきましては、令和３年３月に策定いたしました学校給食

の今後の方向性における小学校の自校方式と中学校のセンター方式が望ましいという考え方を軸に、

議論を重ねてきたところでございます。しかしながら、建設物価の高騰に加え、法規制、それから

インフラ整備、施設面積の増加や立地条件により当初の想定を大幅に上回る事業費の増大、そして

また用地の確定の困難さといったようなところから、単独の給食調理施設を整備する方式のほかに、

既存の給食調理施設を利用した、いわゆる親子方式や外部調理委託方式の手法についても検討して

まいったところでございます。 

 しかしながら、これであればという、なかなか明確な方式が決め切れない中で、現実的に実施可

能な手法を模索し、小学校の自校方式の堅持を含めた持続安定的な給食の実施や、中長期的な学校

施設の改修、その他の教育課題に対しての財源確保、このような視点も見据えて、全員喫食制給食

の早期実現を図ることが適切であると判断して、現在の考え方に至っているものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 
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○５番（中島雅代君登壇） 

 それでは、今の答弁と今までのほかの議員さんからの議論をつなぎ合わせてみたいと思うんです

けれども、つなぎ合わせてみますと、非公開の教育委員会協議会の場で検討をされて、事業費が大

幅な増加になるので、今は給食センターの建設は難しいという結論になったということだと思うん

ですけれども、先週の櫻木議員の質問の際に、事業費の大幅な増加が変更の真因、つまり本当の要

因であると答弁されております。 

 この建設費については、櫻木議員が独自の試算データと比べて質問された際に、亀山部長、当初

の試算に甘さがあったとおっしゃっております。しかし、その前に質問された伊藤議員の答弁の中

で、建設費が幾らだったら給食センターを建てるのかという趣旨の質問の際には、当初の試算であ

る８億８,０００万円だったら建てるとおっしゃっております。 

 ということは、当初の試算８億８,０００万円でないと給食センターは建てないと言うけれども、

そもそものその試算には甘さがあったということになります。 

 これは結局、物価がこれから下がったりとか、何か建設技術の革新みたいなものがあって、コス

トがすごく安くできるようにならないと、できない。つまり、現状では学校給食センターは建たな

いということになるんじゃないかと思うんですけれども。 

 概算事業費の積算根拠につきましても、先ほど福沢議員の質問の中で、候補地について、どの候

補地も建設をするにふさわしくないという答弁もございましたが、櫻木議員の答弁の中では、候補

地について教育委員会のみで検討をしていて、市全体で候補地を試算していないとおっしゃってお

ります。何で事業費とか建設地について、教育委員会だけで考えるんでしょうか。市長部局と一緒

に考えないのは何でかなというふうに、素朴に思うんですけれども、今回この新しい案を出してく

る前に、当初案、給食センターを建設するという案に対して、市長、それから財務だとか管財だと

か、そういった関係部署との協議はしたのかどうか、お伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 この実施計画の策定という中で、給食センターの整備、いわゆる給食調理施設の整備というもの

についての位置づけを行っているところでございます。ここの段階での試算の甘さというものがあ

ったということは、正直否めないだろうというふうに考えているところではございます。 

 しかしながら、これらの経費につきましては、その当時におきます既存の類似施設でありますと

か、そういったところの単価などを参照して導き出しておるというものでございます。より高い精

査ができれば、もう少し精度の高い見積り、試算額になったのではないかということは想定してお

りますけれども、そういった中で、この全体の計画を立てていくという段階におきまして、この８

億８,０００万円というものを算出し、それらについては当然この実施計画として全体的な調整も

含めた上での計画としてまとめたものでございますので、その段階での調整というものについては

行っているという認識でございます。 

 また、用地につきましては、先ほど申し上げましたように情報共有という形で所管しております

課などとは調整は行っておりますが、やはりその最終的な判断というものについては、教育委員会

のほうで行っているものでございます。 



－２８１－ 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 実施計画を立てられる際には全体で調整をされたということは分かったんですけれども、今回の

この新しい案、食缶方式を出してくる前に、当初案に対して全体で協議をしなかったのか。なぜ当

初案が駄目で、また新たな案を出してくることになったのかということをお伺いしたいんですけれ

ども、よろしいですか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 これもこれまでにもご答弁申し上げておりますけれども、当初想定しておりました８億８,００

０万円という事業費、そしてまた年間の運営経費の約７,４００万円というもので、これに収まっ

ていくというものであれば、特に再検討というだけではなく、基本的に計画が進められたというふ

うに考えているところでございます。 

 しかしながら、先ほど申し上げましたように、この約８億８,０００万円につきましては市全体

での合意形成もできているというところでございますが、これから大きく事業費等が膨れ上がって

いるという状況の中では、それをそのまま進めるということに対しては教育委員会としても問題が

あるという認識でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 検討したけれども、再試算をした、現状ですと２３億だと難しいということだったので再検討を

したということでよろしいですかね。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 令和５年の２月に再検討をさせていただくということにした主因はそのように事業費の増大とい

うところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 それでは、どういうふうに検討したのかということはお伺いいたしました。 

 それでは、次に検討結果についてお伺いをしていきたいと思います。 

 まずは、そもそもこの食缶方式とはどんな方式なのか、どんなものを想定しているのかお伺いし

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 
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 外部調理委託によります食缶方式につきましては、給食の調理は民間の調理施設で行いますが、

献立ごとに保温性の高い食缶に入れて学校に配送し、小学校と同じように教室で各個人の食器に配

膳をするものでございます。 

 献立につきましては、学校の栄養教諭が共通献立を作成し、市の管理栄養士や教職員などを交え

た献立検討会の協議を得た市内小・中学校と原則共通のものと考えております。また、アレルギー

対応につきましては、別途調理の上、別々の容器に入れて搬入することを想定しております。 

 調理と配送は委託業者が行いますけれども、衛生管理、アレルギー対応、配膳指導、残食の把握

や食育の指導を行う栄養教諭や給食調理員、これを亀山、中部中学校へ配置を行ってまいります。

これは調理・配送については民間の力を生かしつつも、公の役割は担保することを意図するという

ものでございます。 

 また、この調理委託に係る委託料につきましては、学校給食の実施に必要な経費のうち、人件費

や光熱水費、施設に係る費用等の基本的に市が負担するものが該当すると考えております。 

 一方、食材費につきましては、基本的に保護者の負担金を充てることといたしております。その

ため、事業者が材料費を削減ということは想定していないというものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 調理と配送は外部に、民間に委託をして、献立はほかの学校と共通、それから配膳指導とかアレ

ルギー対応、残食把握、食育は市のほうで職員さんを配置していただけるということだと思うんで

すけれども、この献立は同じというところがちょっと気になるんですけれども、伊藤議員の質問の

際に、今の小学校の自校式や関の給食センターの給食と同じものができるのかといった趣旨の質問

に、献立は同じもの、同じ質のものを目指すと答弁をされております。 

 ただ、献立が同じなら同じ料理ができるわけがないと料理をしたことがある人なら当然分かると

思うんです。同じカレーであっても、私が作るものと調理員さんが作るものでは当然全然違います。

特に小学校の給食では、カレーだとかシチューはルーから手作りをされているそうです。手間のか

かるコロッケなんかは、児童全員分一つ一つ手作りだとも聞いております。家庭ではなかなかそん

な手の込んだことはできませんし、業者さんがどれだけできるのかというのもちょっと分かりませ

んけれども、今現在そういう献立を作ってくださっている方、それから実際にそれを調理してくだ

さっている方が、毎日おいしい給食になるように創意工夫してくださっているということはご存じ

でしょうか。献立が同じなら同じものができるという認識でいていただいては、いけないと思って

おります。 

 それから、今までの質問の中で給食センターを作る方針に変わりはないけれども、事業費の高騰

でやむを得ず食缶方式を取るということだと理解をしているんですけれども、この食缶方式があく

まで一時的な措置なのかどうかというところを確認します。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 将来的な小学校の給食調理施設、さらには関学校給食センター、そして学校施設そのものの大規
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模改修や、そして更新、この時期において学校給食全体の中長期的な展望を勘案して、給食調理施

設は整備を検討するものと考えております。それまでの間は、外部調理委託による食缶方式により

全員喫食制給食を行っていくものと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 今ある給食施設の大規模改修、それから更新に合わせて、また検討をするということだと思うん

ですけれども、そうすると一体いつまでこの食缶方式が続くのかと。いつまでやるのか。例えばで

すけれども、給食センターを建てる、もしくはもっと状況が変わっていて、そもそも一番望ましい

としている自校方式でやるという目標に対して、ゴールを示してからスタートをすべきだと思うん

ですけれども、そうでなければいつまでたっても、例えば大規模改修も長寿命化、どんどんどんど

ん伸ばしていって、いつまでも検討してというふうに一向に進まないんですけれども、そこで今後

の方針についてお伺いをしていきます。 

 今回、事業費がかかり過ぎるというのが要因であるのならば、例えばですけれども、家庭で言え

ば大きな買物、例えばおうちだったり、車だったりを買いたいとなったら、やっぱり貯金をしたり

だとかローンを検討したりとかすると思うんですね。では、この考え方というのは、市ではどうな

んでしょうか。 

 まずは貯金について。市では、貯金というと基金になろうかと思うんですけれども、センター方

式だとか自校方式のための基金を作る。お金をためておくということは可能なのかどうか。また、

可能であるならば、予定があるのかどうかお伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 将来の給食調理施設整備に向けての財源確保につきましては、非常に重要な課題であるという考

えを持っております。また、基金につきましては、その手法の一つという認識は持っておりますが、

その基金につきましても財源確保が必要となるものであり、喫緊の教育課題、中長期的な展望を勘

案して慎重に検討する必要があるものと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 基金を作るとなると、やっぱり市長の判断も当然必要になってこようかと思うんですけれども、

その辺りは市長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 施策の実現のためには、やっぱり財源が伴うことが必要であります。したがいまして、中長期的

な様々な事業の実現のためには、その財源をしっかり担保していくことが重要だと思います。した

がいまして、この給食センターのみならず、学校教育施設全般の、これも従来から議論になってお
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りますが、様々な大規模改修とか、あるいは更新、これは幼稚園や保育園も含めてですが、これら

全ての教育施設、保育施設、これらに関する将来の更新とか改築等につきましては、しっかりこれ

を担保していく必要があろうかと思います。 

 したがいまして、そのセンターの建設に向けた基金だけではなくて、あるいは学校教育施設全般

に関する将来への備えという形で基金の設置ということは、特定目的の基金として設置も考え方と

してはあろうかというふうに現時点では考えております。そういう所感を持たせていただいており

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 教育施設全体に向けた基金を作るというのも選択肢の中にはあるというぐらいの答弁だったかな

あと思うんですけれども、これはぜひ必要だと思います。 

 それから、次にローンについてお伺いしたいんですけれども、いわゆる借金にはなるんですけれ

ども、そうすると、これは今市の考え方だと市債の活用ということになろうかと思いますけれども、

この辺りはどうお考えでしょうか、お伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 市債につきましては、市の方針といたしまして交付税措置の対象となる場合は起債による借入れ

を行いますけれども、交付税措置がない場合につきましては全て将来の負担になるということから、

市単独の事業債はできるだけ起債をしないこととしております。このため、基本的には積極的な起

債による財源確保につきましては、現在のところ想定をしていないところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 市債は交付税措置のあるものが原則、ないものは将来の負担になるので考えていないという答弁

でしたけれども、それで、櫻井議員の質問の際にもそういった答弁がございました。 

 私、以前に学校給食センターを建てるのにお金がかかるというお話は市民の方にさせていただい

たんですけれども、市民さんから、今もこれからも私たちは税金を払っていると。これからも払っ

ていくと。ただ、同じ払うのであれば、私たちが望むもの、私たちが必要とするもの、子供のため

に払いたい。そうやっておっしゃっておりました。とても印象に残っております。 

 確かに、私たち、今も過去のいろんな負担を背負っています。これからも様々な負担を背負って

いきます。同じ負担を背負うのであるのだったら、私はちゃんと納得をして背負いたいと思ってい

ます。市民は、市がどんな選択をしたとしても負担を背負うことにはなります。なので、市は市民

に負担を背負ってもらうのであれば、きちんとした説明が必要なんだと思います。 

 そこで、市長にお伺いをしたいと思うんですけれども、多くの市民、長いこと亀中、それから中

部中の全員で食べる給食、すごく心待ちにしてきました。給食センターができるということで、温

かくて小学校と同じ給食が食べられると思っていたところに、今回の外部委託の食缶方式という初
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めて聞くものが出てきて驚いているというところが現状なんですけれども、まだ自前で給食センタ

ーだとか自校式で造るという気持ちがあるのであれば、市と教育委員会と協力をして、事業費とか

建設地について検討をして、そしてお金のめどを立てて、市民に対してきちんと説明をして、期限

を決めて対応すべきだと思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 教育に関わる様々な課題と、その課題解消のための取組、あるいは本市としての必要な様々な施

策と予算、これは教育のみならず全体としてしっかり市民の皆さんのニーズ、それから今だけでは

なくて将来の後年度での次世代への負担とか様々な観点からの検討が、やはり行政の政策判断と財

政運営上、これは避けては通れないことであろうと思います。 

 今回、例えば亀山市は、これは給食センターに限らずでありますが、総合計画は皆さんの議決も

いただいて、そして１１８の施策の方向をお示しし、３３０の施策をしっかり限られた４年間の中

で、総合計画の計画期間である４年間の中でその３３０の施策の具現化に向けて実現をしていくと。

その過程におきましては、やっぱり公の場でしっかり市民の皆様にその考え方、あるいは財政の裏

づけ、あるいは将来への様々な課題もしっかり、こういう議論を通じながら見えるところで説明を

させていただくと。このやり取りを通じて、市民の皆さんの様々なご理解やご協力をいただけるも

のというふうに思います。 

 そういう意味では、これは民主主義の非常に大事なベースであろうと思っておりますので、そう

いう視点から、今申されました今回の教育委員会が様々な実現に向けた具体的な検討を重ねた結果、

一つの方向性を現時点で示された。これは一定の尊重すべきものというふうに思っており、先ほど

お話がありましたあの時点での８億８,０００万の見積り自体が、あるいは年間の七千数百万とい

う運営経費自体の裏づけの甘さがあったというお話がありましたけれど、それを踏まえてしっかり

検討した結果、今回の方向性を示されたというふうに考えております。 

 したがいまして、今後その教育における給食の重要性、あるいは少し中長期で考えるどうあるべ

きかについても、しっかり対応させていただく必要があろうかと思いますけれど、今回のこの時点

での教育委員会の様々な方向性については、尊重すべきものというふうに現時点で考えるものであ

ります。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 今の市民のニーズだとか、課題とか、たくさんあろうかと思います。ただ、今回の給食センター

は実施計画にまでも盛り込んだ内容で、市民はすごい期待していたんですね。 

 なので、市長にはやっぱり、教育委員会の考え方を尊重するといつもおっしゃいますけれども、

市の部局と教育委員会と協力をして、市民のちゃんと納得のいくような結論を出していただきたい

と思います。市民の声を酌んだリーダーシップを期待したいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、次に参りたいと思います。 

 災害時における市の役割と機能についてでございます。 
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 毎年９月１日は防災の日でございます。先日のニュースで、なぜ９月１日が防災の日であるのか

知らない人が増えているというのをやっていました。９月１日は、１９２３年、ちょうど１００年

前に関東大震災が起こったことが由来となっております。その後も、阪神・淡路大震災は２７年前、

東日本大震災は１２年前、熊本地震も７年前と随分時間はたっておりますけれども、毎年のように

大型台風も大きな被害をもたらしておりますので、防災について考えることが日常的になっている

かなあというふうには感じています。 

 先日、８月１５日には台風７号の影響で、この辺りでも長く停電をした地域もありました。まず、

この停電で市に問合せがあったかどうか、お伺いします。もしあったのならば、どこの部署に何件、

それから内容はどんなものだったのか、お伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 木田危機管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 台風７号のまずは停電状況でございますけれども、１５日の朝６時２７分から９時３３分まで、

関地区では最大１,８００戸、１２時８分から１９時１４分まではみどり町、田村町などで断続的

に１,０３０戸の停電がございました。 

 市民からの台風７号の際の停電に関する問合せにつきましては、中部電力へ直接電話がつながり

にくいという状況でございましたため、件数は把握できておらない状況なんですけれども、市の問

合せはたくさんいただきました。その中で対応させていただきましたのは、危機管理対策部の本部

班のほうで対応に当たった次第でございます。 

 問合せの内容につきましては、いつ復旧するか、どこが停電しているか、中電さんの広報車が回

ってきたみたいなんだけれども、内容が聞き取れなかったというものでございました。こういった

問合せには、中部電力のホームページから得た情報や、中部電力の担当者から直接入手した情報を

代わってお伝えしたという状況でございました。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 危機管理対策本部にたくさん問合せがあったということなんですけれども、ただ内容としては、

そもそも中部電力に電話がつながらなかったということは、もともとは中部電力に対する問合せで

あって、本来危機管理対策本部のほうが対応するものではないものだったり、市へ対応を求めてい

るというものではないのかなあというふうに思ったんですけれども、そういうものがたくさん問合

せがあるというのは、業務を圧迫したんじゃないかなあというふうに思います。 

 ただ、そもそもこういう電話がかかってくるというのは、市民が欲しい情報が手に入らなかった

から混乱を生じたんではないかなあというふうに推測するんですけれども、なかなか情報を自分か

ら手に入れられない方もいらっしゃいますので、災害対策本部の業務に支障を来さないように中部

電力と協議をして、その電話で問合せのあった、例えば中部電力のホームページの内容であったり

とか情報というのを、市の安心めーるだとか子育てＬＩＮＥとか、そういったもので市から情報を

流していってはどうかなあというふうに思うんですけれども、ご見解はいかがでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 
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 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 停電情報につきましては、まず中部電力のホームページやスマートフォンアプリがございますの

で、そういった情報から確認していただくことが前提とは考えておるんですけれども、今回以上の

大規模の停電も想定されることですし、中部電力さんのホームページへのリンクなんかを市ホーム

ページから入っていけるような情報発信とか、あとそれを補完する形で市のＳＮＳなどを活用して、

個人のほうにリアルタイムの情報を送受信されるプッシュ型の情報を行って、幅広く情報発信でき

るよう、所管部署とちょっと調整を図ってまいりたいと考えておる次第でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 災害のとき、特にいつ終わるか分からない停電なんかは本当に不安なので、そういうときにどこ

を見たらいいのかを知っているというだけでも安心できますし、先ほど言われたプッシュ型、市の

ほうから自動的に送られてくるとなると、より安心だと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは、職員の配置についてに移っていきたいと思います。 

 こちらは８月１５日の台風の後になりますけれども、８月１７日に市の職員さんの風水害時の図

上訓練というのがありまして、そちらを見学させていただきました。実際の風水害時に各部署がど

うやって動いていくのか、時間だとか災害の情報が刻一刻と変わっていく様子を各部署リアルに対

応していただいておりましたけれども、当然図上訓練なので机上の訓練ではありましたけれども、

本来この訓練というのは市民の安全を守るためにやっているのが訓練なのかと思うんですけれども、

なかなか訓練中に避難対象である市民の動きが見えてこないなあというのが印象でありました。 

 実際には、先ほどの停電のときのように市民からたくさん問合せも来るかと思います。なので、

まず現状、災害が起こったときにどれぐらいの避難者数が出るのか推測をしているのかをお伺いし

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 地域防災計画のほうでは、南海トラフ地震の発生時には指定避難所のある地区ごとに避難所及び

その他の避難所を含めた地域居住者の１０％を避難者数と想定しておるところなんですけれども、

風水害については台風の規模の予測が非常に難しいということですので、計画上、避難者数の想定

はない状況でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 風水害時の避難者数は想定をしていないということだったんですけれども、確かに実際の避難者

数の予測というのは難しいかと思うんですけれども、現状、避難所の開設の職員さんはお二人です

し、ほかにも広報だとか物資の搬送とか、膨大な仕事があるということは訓練を見ていてとてもよ
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く分かりました。ただ、やっぱり職員の数が限られていますので、風水害時においても地域の地形

だとか環境、それから高齢者の数というのを事前に把握して、勘案をして避難者数の想定をしてお

く必要はあろうかと思います。 

 また、災害時、人手があったほうがいいんですけれども、非常勤職員さんについて訓練では当然

出てこなかったんですけれども、実際には、非常勤職員さん、会計年度任用職員さんですけれども、

何か役割があるのかお伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 ご指摘のとおり会計年度任用職員の関係でございますけれども、現在のところ職員のほうで対応

をしておりまして、例えば避難所の開設や資材搬入の関係でも、避難所開設には市民対策部が二、

三名で開設に当たって、物資の搬送やそういったことは、市民対策部のほうは物資の搬入は行って

おらず、食料や毛布やベッドなんかは総務対策部が行っておると。また、避難所開設についても不

足分があれば、市民対策部のほか総務対策部財務班、あるいは教育対策部教育班からの支援体制も

準備されているところでございます。 

 このことから、地域防災計画の配備体制の中には、会計年度任用職員というものは含まれておら

ない状況でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 今は人手が足りないところは正規の職員さんの間で応援をし合うということかと思うんですけれ

ども、実際、災害が起こったときに人手が必要になってくると思いますので、特に近年は希望者を

募って選挙の事務なんかは会計年度任用職員さん、今までは正規の職員さんだけだったみたいです

けど、会計年度任用職員さんが事務の応援をしているようなので、少しでも災害時に市の内情を分

かっている方にお手伝いをしていただければ安心な面もあろうかと思います。 

 なので、人員確保のためにも、会計年度任用職員さんから希望者を募ってあらかじめ登録なりし

ておいて、お手伝いをいただくという方法は取れないんでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 例えば今回の台風７号の災害対策本部は、警戒体制、２次配備での運用で対応ができました。必

要に応じて３次配備や非常体制の全職員配備を行うことが可能であり、状況に応じて災害対策本部

を増員する余裕がございました。 

 会計年度任用職員の活用でございますが、災害対応と申しますと、各部署間や関係機関との連絡

や意思調整を行うなど、非常に複雑で臨機応変な対応が必要でございます。それである程度経験の

積み重ねが必要になってくるのが現状でございます。一方で、会計年度任用職員につきましては年

度契約でございますことから、今後は中長期的な視野に立って災害時の会計年度任用職員の活用に

ついて、関係部署と研究を行っていきたいと考えており、現状では会計年度任用職員の活用は考え
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ておらないというところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 現状の会計年度任用職員さん、すごく業務に精通されている方もいらっしゃいますので、今後検

討する価値はあろうかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それから、大規模災害時になりますけれども、職員さんだけでなくて一般のボランティアの方の

手を借りることもあろうかと思いますけれども、こちらも市民ボランティアをあらかじめ登録制に

しておいて、毎年やっている訓練などに参加してもらってはどうかなというふうに思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 長期にわたる大規模な災害対応には、ボランティアの存在というのは不可欠と認識しております。

実際にボランティアの受入れ、人材確保が必要になった場合につきましては、亀山市社会福祉協議

会を中心に民間ボランティアの団体の協力をいただくことになりますが、今回の事前の登録制とい

うことにつきましては、ご意見につきましては、関係する健康福祉部とともに研究してまいりたい

と考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 こちらも災害時にすぐに対応できるわけではありませんので、検討をよろしくお願いしたいと思

います。 

 少し時間がなくなってきましたので、４番の民間企業との連携についてに移らせていただきたい

と思います。 

 亀山市は、災害が起こったときなどに市内の企業等と支援協力関係を結ぶ、いわゆる災害協定を

結んでおりますけれども、協定の締結の際に一時的に新聞報道がされるだけで、今どれだけの協定

が結ばれているのかというのが、今よく分かっていません。なので、どんな分野でどんな企業と協

定を結ばれているのか教えてください。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 民間との災害時応援協定の実績でございますが、令和５年３月末時点で様々な分野におきまして

４８件の協定を締結しております。市民に身近なものでは、例えばスーパーサンシさんとかコメリ

さんとか、そういったスーパーなどの食料品や生活必需品の供給が４件ございます。飲料水の提供

の協定についても１件ございます。避難所での畳の供給なども１件ございます。あと市内４か所に

ゴルフ場がございますけれども、こちらも避難所開設が可能ということで協定をいただいて、１件

ございます。そのほか各種団体、医療関係、電気、電力、ガス、葬祭業務、動物救護などの事業者
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組合などで３０件、復旧機材のレンタル、救援物資の受援場所、廃棄物処理など各種企業と７件、

医療品の供給や避難所用資機材の供給に３件、福祉避難所の開設に関する協定書１件でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 中島議員。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 全体で４８件ということで、いろんな企業さんがいろんな分野で協力をしていただけるというこ

となんですけれども、こんな企業がこんな協力をしてくれるということをもっと周知したら市民も

安心できますし、さらなる支援、協力関係を結べる企業さんというのも増えてくるんじゃないかな

あというふうに思うんですけれども、市民への周知だとか企業さんへの周知、そういうものも必要

だと思いますけれども、ご意見お伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 現在、市のホームページにおきましては、協定締結時のお知らせについては新着情報で掲載して

いる状況でございます。その他、地域防災計画の資料の中でも公開しておるんですけれども、それ

は計画上の一部の掲載ですので、一度再検討したいと思うんですけれども、協定先の意識高揚や市

民の安心感につなげるため、協定内容についてカテゴリー別に分かりやすい専用のページを設けて

公表させていただきたいと思います。 

○５番（中島雅代君登壇） 

 ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 ５番 中島雅代議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時５０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１０番 豊田恵理議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 それでは、通告に従い質問をいたします。 

 先週より、財源確保について多くの意見や提言が出されております。一番手っ取り早く大きな収

入確保につなげるのは企業誘致だと思いますが、コロナ禍を経て、先行きの見えない不安を経験し

た今、私たちが景気の影響を受けやすい大企業だけに依存するのではなく、このまちの持つ豊かな

資源や市民力、商店や中小企業の底力にもしっかり目を向けていくべきではないかと思い、そうい

う視点で大きく２項目、まちの魅力発信力とイコールでもある観光とふるさと納税について質問を

いたします。 

 まず、第２次亀山市観光振興ビジョンについてですが、亀山市は昨年、この第２次亀山市観光振
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興ビジョンを作成いたしました。新型コロナや社会変化の影響を受け、観光の在り方は随分とさま

変わりしております。この計画は、ポストコロナの視点で今後の観光の在り方、観光に対する新た

なニーズへの対応について掲載されており、今までのような団体観光客の誘致ではなく、今後は個

人観光へのシフト、また観光客の求めるものの変化やそれに対応する手法が必要であると記されて

おります。 

 例えば本市の場合でしたら、かぶとの森テラスなどの自然観光が顕著に増加傾向であったり、個

人旅行が主流となりつつあり、人混みを避けて近隣の地方部へゆっくりと魅力を発見する、質を求

める観光へと変化していることを示し、今後は的を絞って新しい観光のスタイルに対応した施策展

開が必要であると、その方向性を定めております。 

 そういう視点に立ちつつ進めてきた中で、令和４年度の観光振興ビジョンの進捗についてどうな

っているのかお答えください。 

○議長（森 美和子君） 

 １０番 豊田恵理議員の質問に対する答弁を求めます。 

 富田産業環境部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 第２次亀山市観光振興ビジョンにつきましては、「まちを磨き、持続可能なまちづくり観光を進

めます！」を基本方針に、観光資源のクオリティーアップ、情報発信のクオリティーアップ、ポス

トコロナを見据えたクオリティーアップの３つの基本戦略と１１の施策により推進いたしておりま

す。 

 昨年度は、観光資源及び情報発信のクオリティーアップとして「アートが生まれる街、亀山」を

コンセプトにしまして、インフルエンサーを活用し、雑誌への掲載、特設ウェブサイトの新設、観

光ＰＲポスターの作成など、観光プロモーション事業をスタートさせたところでございます。 

 また、亀山ブランド推進事業におきまして、新たに８社１７品目を認定し、百貨店や近隣自治体

との連携によるＰＲ販売を行いました。 

 さらに、ポストコロナを見据えたクオリティーアップとしまして、亀山７座の整備とそれを活用

した自然観光や、鈴鹿川等源流の森林づくり協議会と連携した自然体験の実施、駅前を新スポット

とした観光ＰＲなどに取り組んでまいりました。観光振興ビジョンの進捗につきましては、観光入

込み客数及び亀山市観光協会ホームページ訪問者数など、目標に向けて順調に伸びてございますこ

とから、全体としておおむね順調に進んでいると考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 現在の進捗についてお答えをいただきました。 

 令和４年度は、先ほどもお話がありましたように「アートが生まれる街、亀山」をコンセプトに、

インフルエンサーの活用、雑誌やウェブへの掲載、そしてまた亀山ブランドを立ち上げ、亀山市の

魅力のＰＲ、またポストコロナを見据えた自然観光、これにも大きく力を入れたということです。

市役所や図書館入り口をはじめ、その他至るところに観光プロモーションのポスターなどが見られ

ますし、亀山７座については私も何度か参加をさせていただき魅力を実感しましたが、人気は上々
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だと思っております。 

 では、一方で課題について、こちらはどう捉えているのでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 観光振興における課題といたしましては、交通の要衝として栄え、交通の利便性が高いがゆえに

通過地点として立ち寄る場所となっていること。飲食店や宿泊施設など観光客の受入れ体制が整っ

ていないことなど、訪れた観光客の滞在時間が短くなってしまうことが上げられます。また、関宿

のような歴史文化資源や亀山７座のような豊かな自然資源など、市内には魅力的な観光資源がたく

さんございますが、個々の発信となっていることから、それぞれの観光地を周遊する仕組みづくり

が必要と考えております。 

 さらに、前計画から推進しておりますまちづくり観光につきまして、それに関わる市民団体の担

い手の育成、市民の観光資源に対する誇りやおもてなしの意識の醸成、行政及び関係団体等による

積極的なプロモーション活動など、それぞれの取組の強化も課題の一つと捉えております。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 様々な課題を上げていただきましたが、中でも大きな課題というのが滞在時間が短いことである

と思います。私も市外の方にいろいろ亀山から自分が来たと言うと、亀山サービスエリアは寄った

ことがあるよとか、トイレ休憩に行ったよとか、そういった本当についで観光になってしまってい

る。それがとても寂しいなあというのが現状だと思います。 

 だからこそ、じっくり見てもらう、今おっしゃったたくさんの魅力がある。そこを見てもらうた

めには、滞在時間を増やす仕組みづくりが必要であると思います。個々の魅力発信だけでなく、市

内観光地を周遊するためのストーリーをつくることが重要であると観光振興ビジョンにもあります

が、そのストーリーとは何を指すのか、何をいうのか、答弁お願いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 本市を訪れた方が、市内の観光地を周遊し、滞在時間を増やしていただくためには、課題にも上

げました飲食店や宿泊施設など観光客の受入れ体制の整備なども必要でございますが、まずは個々

の観光資源に人を引きつけるようなストーリー性を持たせた積極的なプロモーションを行うととも

に、観光協会やＤＭＯ、観光関連事業者、地域などと連携して、新たな体験プログラムや観光ツア

ーなど、ニーズに合った観光コンテンツを増やしていくことが重要であると考えております。 

 このことから、本市では昨年度から「アートが生まれる街、亀山」をコンセプトとして、４つの

キーワード「道・灯り・学び・歩む」を切り口に、それぞれの観光資源を関連づけて観光プロモー

ションを展開しているところでございます。具体的には、昨年度は道をテーマとして、古代から現

代まで人が行き交い栄えた道をたどりながら、東海道関宿やＪＲ亀山駅周辺など、道によって育ま

れてきた本市の観光資源を特設ウェブサイトや全国雑誌、ＰＲポスターなどによって紹介いたしま
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した。 

 また、今年度につきましては「灯り」をテーマとして、灯おどりやカメヤマローソクなど、本市

の伝統的な資源にスポットを当てて、これまでの歴史を紹介しながらその魅力を発信しているとこ

ろでございます。今後は、こうしたテーマで旅行者を引きつけるようなストーリーをそういったテ

ーマにつけまして、市内観光地を周遊するようなツーリズムを観光振興につなげてまいりたいと存

じます。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 ストーリーといっても抽象的で大変難しいテーマではありますけれども、ただ市の広報でも紹介

をしていただいており、４つのキーワード、先ほどの道・灯り・学び・歩む、これを切り口に昔か

ら現代までを結ぶ。 

 確かにこれらのキーワード、亀山市を位置づける、意味づける、持たせるものであるとは思いま

すが、観光客側の視点に立ったときに、抽象的過ぎて亀山市が目指す周遊、何かを一緒にストーリ

ーを考えながら周遊という点と点を結んでいく、こういうことに対してはちょっと難しいんじゃな

いかというふうに懸念をしております。 

 観光振興ビジョンの中でも、民間事業者の考察にはこう書かれておりました。 

 亀山市は豊富な大自然、歴史的な文化財はあるが、残念ながら点、つまり個々の地域資源となっ

てしまっており、それらを周遊したくなるストーリーが見えない現状である。観光資源は、個々に

見せるだけではそれ以上魅力は深まらない。そこに人を引きつける何らかのストーリーメイクが必

要である。 

 そこで、次の質問に移りたいと思います。 

 この資源、つまり自然や文化財を保護だけでなく活用まで持っていくべきと提言を今までもして

おりますが、これができないと先ほど言った点をつないで面をつくり、そこからストーリーメイク

ができないと思うんです。つまり周遊が生まれないということなんです。 

 亀山市、日本遺産の登録に何度か挑戦していますが、選ばれなかった理由というのも、まさにこ

こが弱かったからではないか。やはり周遊してもらうための滞在時間を増やすための仕組みづくり、

これが重要と思いますが、具体的な取組はありますか。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 本市を訪れていただいた観光客が市内での滞在時間を増やすためには、まち歩き、食事や買物を

するだけでなく、体験や宿泊をすることが重要と考えております。現在の取組といたしましては、

桶作り体験や着物体験、木工ワークショップなどに加え、亀山市観光協会による東海道のおひなさ

ま亀山宿・関宿や、県下７市のお城を巡るスタンプラリーなど、様々な体験やイベントを実施して

おります。 

 今後におきましても、観光客の市内滞在時間を増やすため、引き続き亀山市観光協会及び観光Ｄ

ＭＯ、観光関連事業者、地域などと連携しながら、体験型の観光コンテンツを開発するとともに、
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宿泊施設の誘致にも努めてまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 先ほど答弁にありました亀山７座トレイルやまた各種体験、そしてイベント、これらは確かに滞

在時間を増やす取組としてすぐれたものであり、またこれからも開発していくということで、ぜひ

今後も続けていただきたいと思います。 

 一方で、亀山市のもう一つの大きな課題があります。お金を落とす仕組みです。先ほど紹介した

民間事業者の考察には続きがありますが、紹介させていただきますと、地域資源は磨くだけでは地

域経済への貢献は大きくない。大事なのは、それを目的に訪れた人が、まちを歩き、飲食をし、買

物をし、体験し、あるいは宿泊をすると市内での滞在時間が増し、お金が落ちる仕組み、受入れ体

制づくりが重要であると考えると、このようにございます。 

 この夏、私はいろんなところに視察に行ったんですけれども、その中でも特に観光については、

愛媛県の大洲市がとても参考になりました。大洲市は、大洲城をはじめとする歴史的建造物群を持

つ人口４万人のまちです。しかしながら、西日本豪雨で壊滅的な被害を受け、現在は一丸となって

まちの再生に取り組んでいます。その中でも、民間との協働で分散型ホテルという周遊の仕組みは

大変興味深いものでした。分散型ホテルとは、歴史的建造物群の複数の空き家を改修し、まち全体

を１つのホテルと見立てることで、宿泊、食事、土産屋など、施設がまちに点在しているため、必

然的にまちを移動する仕組みになっており、まさに歴史的建造物を点で再生し、まちを面で活用す

る取組を行っております。 

 大洲市で話を伺ったところ、食事やお土産は買ってもらっても数百円から数千円、これでは持続

的な観光事業はやっていけない。やはり宿泊までしてもらって滞在時間を増やし、お金を落として

もらわなきゃということで、この仕組みをつくり上げたそうです。 

 そこで質問ですが、亀山市では、観光で実際どのぐらいお金を落としてもらえると試算している

のでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 観光庁が実施しております令和２年の旅行・観光消費動向調査によりますと、日本人国内旅行の

１人１回当たりの旅行単価は日帰り旅行で１万６,５８９円、宿泊旅行で４万８,３６５円となって

おります。このことから、体験や宿泊により長く滞在していただくことで消費額が増えていきます

ので、観光関連事業者はもとより、地域や産業の活性化にもつながるものと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 ちょっとタブレットの操作がおかしくなっちゃって金額が聞けなかったんですけれども、すみま

せん。でも、観光の中で周遊だけ、そして宿泊だけ、そこの部分で考えたときにかなりの差がある

ということは分かりました。やはりお金を落としてもらう仕組みまでつなげるには宿泊まで考える
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必要性があるのではないかと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 先ほどの観光庁の調査でも数字をご紹介させていただきましたが、日帰り旅行に比べて宿泊旅行

につきましては約３倍の単価となっております。このことから、消費額が増える宿泊を伴った体験

プログラムや観光ツアーなど、観光客が長く滞在するような仕組みを観光関連団体や事業者ととも

につくっていく必要があると考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 観光振興ビジョンには、令和４年度に取り組んだ誘客の取組などについては具体的に書かれてお

りますが、宿泊についてはあまり記述がございません。ここを今からでもしっかり考えていく必要

があると、私は切実に思っております。 

 そんな中、先ほど事例に上げた大洲市は、分散型ホテルとしてまちに存在する空き家を資源とし

て、宿泊施設として活用する仕組みをつくり上げております。この仕組みのよいところは、周遊を

生み出すことだけではなく、既に存在する歴史的建造物という資源を活用することにございます。

今までも、一般質問の中で文化財の活用について質問をしましたが、実際に取組をしている自治体

も現在増えつつございます。例えば関宿の落合家、お祭りのときは一般公開されておりますが、平

時は地元での利用がある場合など以外は、ほぼ閉まっているようです。このような既に手入れをし

た古民家を宿泊施設として活用はできませんでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 議員ご提案の旧落合家など文化財を活用した宿泊でございますが、観光分野は文化財の保護・活

用、文化芸術の振興、農林業・商工業の振興など、ほかの分野とも関わりが深いことから、文化財

に限らずそれぞれの部署とも連携を図りながら観光施策に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 先ほどのご答弁どおり、まさに各部署との連携、これが大事になってくると思います。ぜひ検討

していただきたいと思います。 

 ちなみに大洲市、これは分散型ホテルだけではなく、観光客誘致のためにキャッスルステイとい

う取組もしてございます。その名のとおり大洲城に泊まれるというもので、年間限定３０日ではあ

りますが、１泊１００万円で、コロナが落ち着いてきて予約が徐々に入り出してきているそうです。 

 この動きは今世界で広がっているアドベンチャーツーリズムの一例だと思うのですが、アドベン

チャーツーリズムとは、アクティビティー、自然、文化体験、この３つの要素のうち２つ以上で構

成されている旅行のことを言います。このアドベンチャーツーリズムを利用する旅行者の特徴は、
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教育水準の高い富裕層の割合が多く、地域独自の自然や地域のありのままの文化を地域の人たちと

ともに体験し、旅行者自身の自己変革や成長の実現を目的とする旅行形態を求めていると、先週Ｎ

ＨＫニュースでも紹介されておりました。 

 なぜこれを言いますかといいますと、持続可能で環境になるべく負荷をかけず、地域住民の理解

を育むことを主眼に置いた観光の在り方ですが、まさに先ほどおっしゃっていました亀山市の目指

すまちづくり観光、これと同じ方向性を感じております。 

 現在、オーバーツーリズムの問題も同時に課題となっておりますが、少人数の文化のサスティナ

ビリティー、これに貢献する旅行者に来てもらう、ターゲットを絞るという視点も今後はすばらし

い亀山市の財産、そして観光地に住む地域住民の生活を守っていくためには考える必要があるので

はないかと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 議員から先ほど提案いただきましたターゲットを絞る施策、こういったものは非常に重要である

と考えております。 

 現在、亀山市の観光誘客につきまして、ターゲットとなる世代につきましては、第２期亀山市シ

ティプロモーション戦略で設定する１５歳から６４歳の交流人口としております。また、ターゲッ

トエリアにつきましては、県内はもとより交通の結節点であるという本市が持つ高いアクセス性を

踏まえ、中部圏や関西圏だけでなく、リニア中央新幹線の開業を見越して首都圏も含めているとこ

ろでございます。さらに、これらのターゲットのうち、５０代、６０代で既に亀山市やアート・歴

史・文化について知識関心のある関心層から、２０代、４０代でこれまでアート・歴史・文化に関

心がなかった人や、亀山市を知らない低関心層まで４段階に分類し、「アートが生まれる街、亀

山」をコンセプトに、現在それぞれの関心度に応じた観光プロモーションを展開しているところで

ございます。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 ありがとうございます。 

 今回この質問をつくるに当たり、様々なところを視察に行ったりとか、あといろいろ文献を探し

たりとか、いろいろな知識を得た中で、やはり今変わってきているなというのをすごく感じており

ます。そして、その中で亀山市、この豊かな自然等、誇るべき歴史的文化資源を持っております。

この既にある資源をいかに発信し活用につなげていくかが今後の課題を解決するキーであると思い

ますので、ぜひ検討・研究していってほしいと思います。 

 最後に、市長の見解をお聞かせください。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 亀山市の持つ歴史とか伝統文化、自然、そういうものを本当に生かす、保存だけではなくて生か
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していく、その中で、よりターゲットを絞り込んだ誘客とか観光施策の充実というのは、まさに今

ご提案のとおり、私どももやっぱりオール亀山として、行政はもちろんでありますが、民間セクタ

ーも含めたそういう力の向上が必要だというふうに考えております。 

 今ご紹介いただきました愛媛の大洲市、すばらしい城下町、小京都でありますが、ニッポニアの

分散型のホテルで大成功を収めておられます。さらに、丹波篠山も同じように同様のまちづくりを

展開して、ちょうど先般、夏前に丹波篠山、伝建ら辺のお付き合いがございますので、市長さんは

じめ亀山市へお越しいただいて、この東海道を堪能していただきました。お城も。 

 いずれもやっぱり城下町を非常に生かしつつ、ターゲットを絞って今の宿泊を狙っていく。非常

に少しターゲットは富裕層を狙っていくことによって、少し従来とは違った客層のブランディング

が可能になってきた。それがまた新たな民間のビジネスとか観光のニーズを掘り起こして、すごい

ことに今なっておるというのは成功事例であろうと思います。 

 私どもも、足らざる部分やご提案いただくようなところをしっかり研究もしつつ、本市におきま

しても今年、亀山モデルという民間セクターの観光業を軸にしたお取組を４社の皆さんが軸に立ち

上げていただきましたので、しっかり勉強させていただく中で、議員ご提案のそこらは本市として

のさらに政策の中身を高めていく必要性を感じておりますので、今後しっかり前へ進めていきたい

と考えるものであります。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 これにつきましては、今動いているものであり、亀山市に本当に合っているか、ここはしっかり

と精査していかなければいけないとは思いますけれども、ただ、やはり亀山市にある自然、誇るべ

き財産、これを何とか守っていきたい。この思いはずっと持ち続けておりますし、そのためにいか

に稼いでいかなきゃいけないか。どうしても観光にはこの稼ぐという視点が必要でありますので、

その辺についてもしっかりと検討していただきたいと思っております。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。 

 ふるさと納税についてですが、このふるさと納税については、最初に私が提言したのはまだふる

さと納税が全く話題にもなっていない当時だったんですけれども、それこそ純粋なふるさとを思う

人が、自分の育ったまち、これを応援するための寄附する制度であったと思います。この制度、亀

山市に関係する人、愛着を持つ人が、亀山市に住んでいなくても潜在的な亀山市民となってもらえ

るようにするため、積極的に利用すべきだと提言をしました。現在、様相は随分変わってしまいま

したものの、この活用について積極的であるか否かで、随分と自治体の熱意の差が表面化している

ようです。 

 まず最初に、現状についてということで、ふるさと納税制度の利用者の推移を聞きたいので、寄

附の受入れ額と亀山市から他自治体へのふるさと納税がされた市民税、控除額の推移について伺い

ます。 

○議長（森 美和子君） 

 富田産業環境部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 
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 本市のふるさと納税の寄附金額の推移でございますが、まず歳入のほうにつきまして、私のほう

から答弁させていただきます。 

 過去５年間の実績につきましては、平成３０年度が１７５万円、令和元年度が２２０万８７５円、

令和２年度が３０４万円、令和３年度が９３９万６,０４５円、令和４年度が２,７０２万７,００

０円となっております。 

 平成３０年度と令和４年度を比較いたしますと、寄附金額はこの５年間で約１５.５倍に増加し

ております。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 ふるさと納税による市民税の寄附金控除の推移でございますが、同じく平成３０年度課税から申

し上げますと、平成３０年度課税におきましては６７４人、約２,３５０万円、令和元年度課税で

は１,００２人、約３,４５０万円、令和２年度課税では１,０３８人、３,６５０万円、令和３年度

課税では１,５１７人、約５,６００万円、令和４年度課税では２,１３６人、７,０５０万円で、そ

れと令和５年度につきましても当然もう課税されておりますので、これもご答弁申し上げますと、

２,７７６人、約９,２５０万円となっております。 

 ふるさと納税を利用される方は、人数、寄附金額とも年々増加傾向となっておりまして、平成３

０年度から直近の令和５年度課税分まで６か年で比較いたしますと、人数で２,１０２人、市民税

の控除額で約６,９００万円と、それぞれ増加となっているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 受入れのほうも流出のほうも、特に令和３年度、４年度の伸びがすごく大きくなっているのは、

コロナの影響もあると思いますし、この制度に対する取組姿勢の変化によるものかもしれません。 

 次に、この推移、この傾向を市としてはどう捉えているのか答弁お願いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 推移の傾向でございますが、本市へのふるさと納税の寄附金額につきましては、令和３年度から

順調に増加しております。その一方で、全国のふるさと納税総額が増加する中、本市においては寄

附金額以上にほかの自治体へふるさと納税に伴う市民税の税額控除額が増加している状況でござい

ます。今後も全国のふるさと納税総額は増加していくかと思われます。 

 こうした中、まずはご協力いただける市内事業者の皆様と一丸となって、本市の魅力発信に努め、

選ばれるまちとなるよう今後も全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 亀山市のふるさと納税に対する取組も、様々な経緯を経て変わってきたと認識しております。し
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かしながら、亀山市も積極的に取り組んでいるけれども、他市も同様に取組に力を入れている、そ

ういう状況なのだと思います。 

 では、ふるさと納税について亀山市の現在の取組、これについて具体的に教えてください。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 本市ではこれまでから、ふるさと納税制度の趣旨に沿って、本市を応援していただいております

全国の皆様方の思いを大切にし、ご期待に応えられるよう鋭意努力しているところでございます。 

 具体的な取組といたしましては、令和３年度からポータルサイト内における閲覧ページの作成や、

返礼品協力事業者への発注及び返礼品配送管理に関する業務などを戦略的なＰＲを専門とする事業

者へ委託しております。 

 ポータルサイトにつきましては、現在ふるさとチョイスと楽天ふるさと納税の２つを設置してお

り、寄附の申込みから決済まで一連の手続ができるだけでなく、市の特産品やその魅力を全国に発

信でき、知名度の向上にも非常に効果的なシステムであると考えております。 

 また、ふるさと納税の返礼品につきましては、魅力ある亀山ブランドの認定品とも連携して、全

国にＰＲを行っているところでございます。亀山ブランド全体で１７事業者３４品目のうち、現在

ふるさと納税の返礼品として、セットにして返礼品としている品も含めまして、１６事業者５８品

目を取り扱っております。さらに新たな返礼品を見いだすため、市内で生産されているものや製造

されているものはないか、商工会議所や事業者からの情報を基に、職員が市内事業者を直接訪問し、

ふるさと納税返礼品の登録事業者としてご協力いただけるようお願いしているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 ふるさと納税、これにおいては情報発信がとても大事になりますけれども、専門業者を通すこと

で全国的にアピールできる体制ができているということで確認しました。 

 また、亀山市をＰＲする特産物、いわゆる返礼品も現在ではホームページをにぎわせております

が、特に亀山ブランドを立ち上げたり、亀山市の魅力の発掘、発信することも活発に行われていま

す。この魅力の発掘については、職員が市内業者を直接訪問して回っているということですが、や

はりそれが一番大事な、重要なことだと私は思っております。 

 では、これらの取組の成果についてはどうなのか、答弁お願いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 取組による成果といたしましては、ふるさと納税に係る業務を専門事業者へ委託しました令和３

年度におきまして、寄附金額は令和２年度と比較して約３倍へと増加しております。 

 また、ブランドの認定品と連携して全国へＰＲした結果、令和４年度のふるさと納税全体で７８

７件、２,７０２万７,０００円のうち、亀山ブランド認定品の寄附実績につきましては、１８４件、

４３６万１,０００円でございました。 
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 さらに、職員が市内事業者を訪問しました結果、令和３年度当初の返礼品数は１４事業者５９品

目でございましたが、令和５年８月末現在の返礼品数は３６事業者３０４品目に拡大しております。

今後も、全国の皆様により多くの本市の魅力をお伝えできるよう、返礼品の拡大に取り組んでまい

りたいと存じます。 

 なお、令和５年度の寄附実績でございますが、８月末現在で２７７件、１,１６９万７５０円と

なっており、昨年度を上回るペースという状況でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 今答弁いただいた数値を聞きまして、亀山ブランドの件数が全体の割合から見ると予想に反して

少なかったのですが、全体７８７件のうち亀山ブランドが１８４件ということで、では、現在亀山

市の特産品においては、どこが人気なのか、どういったものが人気なのかは分かりますでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 ふるさと納税返礼品のうち最も件数が多かったものでございますが、亀山ブランド認定品でもご

ざいます有限会社小林ファームの豚肉が１１３件、次いで丸一株式会社の雨水貯留タンクが１１２

件、株式会社かとう製菓のポテトスナック並びに株式会社柿安本店ミートセンターの三重柿安牛と

なっております。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 それでは、次の項目に移ります。 

 ふるさと納税の方針についてとありますが、ふるさと納税についてはメリット・デメリットがご

ざいますが、亀山市はこれらをどのように捉えているのか、まずこちらからお答えください。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 まず、ふるさと納税制度につきましては、地方のふるさとで生まれ育ち、進学や就職を機に都会

へ出た後に、自分を育んでくれたふるさとに貢献または応援したいという納税者の思いを実現する

観点から創設された制度であると認識しております。 

 まず、ふるさと納税のメリットといたしましては、１点目に、本市の特産品を全国に情報発信で

きるということでございます。本市の魅力を寄附者ご自身で知っていただくことにより、全国の

様々な地域に活力が生まれることを期待しております。 

 ２点目は、ご寄附いただいた方々は寄附金の使い道を指定できる仕組みとなっているところでご

ざいます。現在、ふるさと納税の活用先として９つの基金のほか、空き店舗を活用した創業や亀山

ブランドのＰＲなど地域の活性化に対する取組を支援する商工業活性化支援寄附を設置しておりま

す。具体的な基金の活用としましては、令和４年度に開館した図書館の椅子やテーブル、展示台な
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ど、三重県産材を使用した備品購入の財源といたしております。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 ふるさと納税なんですけれども、最初は育まれたふるさとに対する思いとか、ありがとうの気持

ちというのを返すという意味での寄附だったんですけれども、一方で、今ふるさと納税を知る人が

増えて利用者が増え、そして今までに結びつくことのなかった人にも亀山市を知ってもらえるきっ

かけになる。また、まちの魅力を情報発信ツールとして大きな力になるということも一個分かって

おります。 

 これらのメリット・デメリットを踏まえて、この制度に積極的に取り組む気持ち、これはあるの

か。これについて答弁お願いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 先ほどメリットだけ答弁させていただきましたが、デメリットというところにつきまして答弁さ

せていただきます。 

 財源につきまして、地方分権の観点から国から地方へ委譲するべきであるにもかかわらず、ふる

さと納税の利用が急速に拡大するにつれて、地方自治体間での過当な返礼品競争が行われ、実質の

税収の増につながらないという徒労感が残る結果となっております。こういったところがデメリッ

トとして考えております。 

 また、そういったふるさと納税について積極的に取り組む気持ちがあるかということでございま

すが、先ほどもご答弁申し上げましたが、本市へのふるさと納税の寄附金額は順調に増加している

一方で、それ以上に他の自治体へのふるさと納税に伴う市民税の税額控除額が増加している状況で

ございます。 

 このような状況から、今後も制度本来の趣旨に沿って適切かつ健全に活用しながら、ご協力いた

だける市内事業者の皆様と一丸となって返礼品を通じた本市の魅力発信に努め、選ばれるまちとな

るよう全力で取り組んでまいりたいと考えております。また、本市を応援いただいております全国

の皆様方の思いを大切にし、ご期待に応えられるよう鋭意努力してまいりたいと存じます。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 積極的に取り組む姿勢だということでお聞きしていますけれども、今後も新規の人に新しくとい

う発信も大事なんですけれども、先ほどのように今までご寄附いただいた亀山市とつながってもら

えた人に対するアプローチ、これはとても重要だと思います。本来だったら、もしかしたらつなが

りがなかったかもしれない、その方が今つながっている。この人たちに対する対応というのはどの

ようにしているのでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 



－３０２－ 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 全国の皆様からは、たくさんのご寄附をいただいておりますことを心より感謝申し上げる次第で

ございます。 

 本市にご寄附いただきました方々へのアプローチにつきましては、返礼品を送付の際にお礼のお

手紙を添えるとともに、ふるさと納税で生まれたご縁を大切にして、翌年度、本市の最新の情勢や

新規の返礼品の紹介も含め、感謝の意を込めたお礼のメールを送っております。このため、毎年本

市を応援していただくリピーターの方も多数お見えになるところでございます。 

 今後につきましては、ご寄附いただいたお金の使い道につきまして、活用実績を市のホームペー

ジなどで情報発信することで明確化し、ご寄附いただきました方々と継続的なつながりが持てるこ

とを期待するとともに、さらに全国の皆様に応援いただけるよう努めてまいります。 

○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 ぜひとも、ふるさと納税でつながった皆さんにも積極的なアプローチはしていただきたいと思い

ます。他市の取組等を見ましても、例えばＬＩＮＥ登録してもらって、夏祭りなど各種イベントな

ど魅力的な市内情報を発信することで、寄附だけでなく地元まで足を運んでもらうまでの取組、こ

れを実践しているところは結構ございます。やっぱり、今回１個目で観光振興ビジョンのことでも

言いましたけれども、せっかくつながったご縁、ふるさと納税、関係人口を増やすための重要な強

力なツールですから、ぜひとも、ここまでつなげてもらいたい。そして、この亀山市というのはす

ごく魅力があるところですので、そこまでつなげてほしいなと、来てもらうまでつなげてほしいな

と思います。 

 最後の質問なんですが、今後の展開についてということで、先ほどの質問とつながっていくんで

すけれども、亀山市の魅力というのは特産品だけではありません。この豊かな土地や歴史、そうい

ったまち全体の魅力もございます。先ほど観光振興ビジョンについて様々言いましたけれども、こ

のまちの魅力をぜひ体感・体験してほしいと私は思っております。 

 そこで、観光振興ビジョンと絡め、亀山市における体験型の返礼品、これをつくるという考えは

あるのか、お答えください。 

○議長（森 美和子君） 

 富田部長。 

○産業環境部長（富田真左哉君登壇） 

 ふるさと納税における体験型の返礼品につきましては、現在ゴルフ場の利用券やかぶとの森テラ

ス宿泊補助券などがあり、三重県内外の皆様にご利用いただいている状況でございます。このよう

に、実際に本市へお越しいただき、亀山市の豊富な自然環境や観光サービスの魅力をダイレクトに

感じていただくことで、観光や交流人口の拡大及び地域の活性化につなげていけると考えておりま

す。 

 今後は、関宿を中心とした観光地や、鈴鹿山系が育む恵まれた自然環境を生かした亀山７座など、

市内の観光スポットへ周遊いただけるような体験型の返礼品の拡大を図り、三重県内外の皆様に一

度訪れてみたいと感じていただけるよう努めてまいります。 
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○議長（森 美和子君） 

 豊田議員。 

○１０番（豊田恵理君登壇） 

 今回の質問は、亀山市のこの豊かな自然環境、そして価値のある町並み、文化財など、実際に来

てもらって空気を感じてもらうことが将来的な亀山市の成長につながっていく。ひいては税収増に

もつながっていくと思いますので、ぜひ検討していただき、検討だけでなく実践してもらうことを

祈念しまして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 １０番 豊田恵理議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時４７分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時５７分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番 髙島 真議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 こんにちは、髙島でございます。 

 早く終わりたいと思っていますので、答弁のほうは簡潔によろしくお願いいたします。 

 防犯灯のＬＥＤについて、３月議会の質問にも、私いたしました。それ以降の進捗といいますか、

これからどう進んでいくんやろうなあということで、今現在、亀山市には２,４００基あるという

ことを３月議会で聞いたと思いますが、それ以降どうなっていったのかなということをまずお聞か

せください。 

○議長（森 美和子君） 

 ８番 髙島 真議員の質問に対する答弁を求めます。 

 木田危機管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 防犯灯のＬＥＤの件でございますが、少し本年度に入ってから変更点があったことについてご説

明させていただきます。 

 防犯灯ＬＥＤ化につきましては、昨年度まではＬＥＤ防犯灯の新設の補助、それと従来の蛍光灯

からＬＥＤ防犯灯への取替え費用の補助を行ってきたものでございます。 

 しかしながら、防犯灯のＬＥＤ化補助制度が始まって約１０年が経過したことから、ＬＥＤ自体

の消耗による交換や火災、落雷などの一般的なメーカーの保証対象外の修繕というものにも対応す

る必要も考えられるため、地域の要望や費用などの実態を把握する、そういう目的のために、自治

会が設置するＬＥＤ防犯灯施設の改修に要する費用の補助金に関する試行運用要綱というのを６月

８日に施行して、ＬＥＤ防犯灯の修繕も補助対象といたしたところでございます。補助金の額は改

修費用の２分の１、上限１万円とし、７月に各自治会にご案内させていただきました。現在、落雷

による取替え修繕の申請を１件いただいたところでございます。 
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 当面の間、従来からの防犯灯施設設置費補助金の予算の範囲内で試行的に運用をすることとし、

地域の防犯環境の充実を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 ＬＥＤからＬＥＤの交換補助金が出るということ、これは大変ええことやと思います。それで一

歩進んだのかなというふうに考えております。 

 そこで、今四十何％という蛍光灯の分がまだ残っておると思うんですけれども、３月からこちら

のほうにあってはどのような推移をしているのか。 

 それともう一点、分かればでいいんですけれども、ＬＥＤの防犯灯、一体年間として亀山市がど

れだけ補助を打っているのか、それは分かればでいいんですけれども、教えてください。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 令和５年から入って現時点での数値は、まだ集計ができておらない状況でございます。 

 ただ、防犯灯のＬＥＤ化の推移につきましては、令和３年ですと新規は４４、取替えが１９７基

で４４.６％のＬＥＤ化率であったところが、令和４年度は新規で３８基、取替え１９４基でＬＥ

Ｄ化率が４９.１％になっており、ＬＥＤ化率は年間でおおむね、今後も含めて約５％で増加して

推移していくものではないかと考えておる次第でございます。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 約４９％、２３２基ぐらいを新設で持ってきておると思うんですけれども、これは３月議会でも

一応言うたんですけれども、年間でいうと差額は７５８万円という計算になります。 

 危機管理監のほうでは約４５０万円だろうと。電気代のあれがあるのでということなんですけれ

ども、基本的に上がっていっているので、もっと差額のほうは開いていっておるのかなと思います。

その差額を、これは予算化をされておることですので、今度の予算のときにでも、基本的にはよう

けこの予算が浮いた分をまず蛍光管からＬＥＤに変えてもろうて、まず電気代を節約して、ほんで

明るかったら僕はええと思うんですけれども、その辺のお考えは、管理監、予算を大幅にアップし

てでも推進していこうというお考えはあるのかないのか、お聞かせください。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 予算については年度予算で計上しておりますし、基本的には年度年度、５％ずつ増加していくと

いうことですので、それに見合った予算の中で進めていきますので、特に大きく予算を増加させる

というものではないと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 
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○８番（髙島 真君登壇） 

 大幅に変えることはないということなんですけれども、基本的には大幅に変えていかないと、ず

っとこのまま引っ張っていってもまずいですので、僕は変えるべきやと思うんですけれども、これ

はもう市長に聞くしかないと思いますので、市長、まずその辺を、どういう展開になっていくのか

ということを、今後の展開はまた別にしておいて、ここで一気にアクセルを踏み込んでＬＥＤに変

えていくつもりはあるのかないのかだけでいいです。教えてください。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 考え方として、今の４年度末のＬＥＤ化が４９.１％ということで、残りの５０％を大体毎年今

の四百数十万という、予算額では、大体５％ずつという対応ですので、じゃあ、５０％を５％ずつ、

単純計算で１０年かかるという考え方ですね。それをもう少し前へ倒していくのかというような政

策判断、それも一定の考え方としてあるんだろうというふうに思います。 

 いずれ、その総合的な様々な取組との中での判断も必要だろうかと思っておりますが、その後１

０年で１００％行く部分をどれぐらいで１００に近づけるのか。それによって電気代のコストを下

げるという、そこをしっかり見極める必要があろうかと思いますので、政策の選択肢としてはあり

得る話だというふうに現時点では認識をさせていただきます。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 今のお話を伺っていくとＬＥＤのような明るい未来があるのかなあと、このＬＥＤに関しては思

いますけれども、基本８割を目標としていくと言わずして９割、１０割を目標にしたらいいのかな

と思っております。 

 それともう一点、このＬＥＤについて思うんですけれども、自治会によっては補助金を使わずに、

確かに予算の中でやっておることですので、当たらん、当たるというのは出てくると思うんですけ

れども、自分のところの自治会で設置しておられるところもあると聞きますので、その辺のことも

考えていただくとありがたいなあと思っております。 

 基本的に電気代、器具の補助、亀山市にはとてもいい施策だと思います。これは聞いていますと、

津市ではそういう電気代も自治会が払えという話になっているようですので、亀山市にとってはえ

えことやと思いますので、どんどんええところは伸ばしていけばいいと思います。 

 では、今後の展開について８割が目標と管理監が言われましたけれども、８割行ったら９割行く

だろうと多分、僕もそう思っておるんですけれども、いま一度ちょっと聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 確かにおっしゃられますように、年間１つの地域ごとに新設というのは５個という制約、制限、

広く渡らせていくためにそういう制約がございますので、地域のほうで自ら設置されているという

のはお聞きしております。 
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 ですので、私どもとしましては現行制度を現状維持しながら、やっぱり８０％のＬＥＤ化率を目

標に進めていって、長寿命で電気料金が安価であることは承知しながら取り組んでいくんですけれ

ども、６年後には８０％に到達すると。その頃にはそういった自治会さんで自ら設置されたＬＥＤ

の数も増えていきますんで、おおむねＬＥＤ化率というのは達成されてくるんじゃないかなと考え

ております。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 新設やと、１自治会５つという制約があるのは分からんでもないんですけれども、そこで一言、

おたくの自治会は蛍光管やありませんの。先にそれを変えたほうがええんと違いますのぐらいの、

アドバイスぐらいあってもええかと思いますので、その辺よろしくお願いします。 

 次の項に行かせていただきたいと思います。 

 防犯カメラについて。 

 今はすごいまちの中で防犯カメラがあるし、基本的にその防犯カメラによって警察の検挙率も大

分と上がっておるのかなというふうに感じております。 

 で、私が１項目めに聞くのが通学路の設置に向けて。 

 通学路って基本的に３６０度目につくところを通ってくれたら一番ありがたいんですけれども、

朝は朝で僕もやっておるんですけど、見守り隊の人がおるんですけど、それはもう朝と夕、帰り、

そこの地点だけですので、基本的に教育委員会としてこの通学路に向けた設置について要望はまず

したことあるのか、検討もないのかというところを聞かせてください。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 通学路の交通安全対策につきましては、防犯の観点も含めまして、地域の方々による見守り活動

と併せて亀山市の通学路交通安全プログラムに基づいて実施を行っております。基本的には、各学

校のＰＴＡなどから通学路内における危険箇所の対策要望を上げていただき、その箇所の対策を関

係機関と調整し実施する体制を整えておるところでございます。しかしながら、現段階において防

犯カメラの設置要望はいただいていないというところでございます。 

 一方で、市民の安心・安全のツールとして市内の防犯カメラの設置は有効的であると考えており

ますので、また各関係機関との情報共有を行いつつ、その対策に関する方向性を含めまして協議等

を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 要望がないって、本当に要望がないのかな。要望したけどあかんと言われたという話も僕は聞き

及んでおりますけど、その辺はその辺で置いといて、まず、ちょっと話はずれますけれども、通学

路の草刈りにしても、ここ夏休みの間に刈っておけばいいのになあという話をしたと思うんですよ。

結局それは成らずして、地域のおばあさんが機械を使わんもんで、ずっと辺法寺からフラワーまで
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の間、この枝切りばさみですか、あれでみんな切ったということも聞き及んでおりますので、基本

的に通学路と言うたら結構みんな通るところですので、歩道があって、前から、池山からとか自転

車が来る。そのところを子供は１人で歩けやんような状態になっておったというので、それも今、

一つ、聞いておいてください。 

 防犯カメラにしては本当に、僕いろんなところで防犯カメラ、言うたけどあかんかったわ、出し

たけどあかんかったわという話がありますので、それが聞いていないと言われりゃあそれまでなん

ですけれども、水かけ論になるだけですので、まず、聞いたからするんじゃなくて、ここはつけて

おかなまずいよな、ここはちょっと危険やなあと思う、何というのかな、攻撃的な姿勢でやっても

らえればと教育委員会には思います。 

 それともう一つ。 

 １点だけ、教育長。 

 教育長には僕は質問を出していないので言えませんけれども、基本的に給食にしても何にしても、

教育長は腹をくくって決めたならば、教育長の船長として説明義務が生じると僕は思っております。 

 部長はどちらかというたら、船でいうたら航海士。ヘディングの角度を変えるということはやっ

ぱり船長が総員に伝えなければならないことだと思いますので、いろんなことにあっては、腹をく

くったんならば教育長が出て話をするべきやと僕は思います。 

 ちょっと話はそれましたけど、僕はそうやってずうっと朝からというか、前から聞いておって、

教育長が腹くくったんなら出てきて話をすればいいのになあと思っておりました。それだけです。 

 そういうことでやっていきます。 

 次の質問へ行きます。もうこれ以上はあれしても駄目ですので。 

 続いて、市の外郭団体への支援についての質問です。 

 亀山市には外郭団体、亀山市地域振興会と亀山市シルバー人材センターが、僕の知っておるとこ

ろではその辺かなあとは思うんですけれども、それは一体いつできたのか、設立経緯というのを教

えてもらえればありがたいです。 

○議長（森 美和子君） 

 松村市民文化部次長。 

○市民文化部次長兼関支所長（松村 大君登壇） 

 亀山市地域社会振興会の設立の経緯についてでございますが、公益財団法人である亀山市地域社

会振興会は、社会教育施設等の設置及び管理運営の事業、並びに地域社会振興のための事業などを

実施することによりまして市民へのサービス向上、福祉の増進に寄与することを目的として、昭和

５１年９月に財団法人亀山市社会教育振興会として設立されたものでございます。その後、平成元

年に名称を亀山市地域社会振興会へと変更し、平成２５年に財団法人から公益財団法人に移行して

現在に至っているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 小林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 続けて、シルバー人材センターの設立経緯についてでございます。 

 亀山市シルバー人材センターは、昭和６１年の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の成立に
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よりまして、高年齢者の再就職の促進、就業機会を確保するとともに、その能力の積極的な活用を

図ることができるようシルバー人材センター事業が法制化されたことを契機といたしまして、同年

発足されたものでございます。 

 なお、平成８年には高年齢者雇用安定法改正により社団法人となり、さらに平成２４年の公益法

人制度改革により社団法人から公益社団法人に移行されているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 一点ちょっと聞きたいんですけれども、シルバー人材センターはある程度調べれば出てきたんで

すけれども、地域社会振興会について、これは市とその振興会というのかな、が共同でつくったも

のなのか、お金が発生して出し合いしてつくったものなのか。資本金が要るので誰かが出しておる

と思うんですけれども、その辺のところをちょっと教えてもらえませんか、幾らかは聞きませんの

で。 

○議長（森 美和子君） 

 松村次長。 

○市民文化部次長兼関支所長（松村 大君登壇） 

 亀山市地域社会振興会への市からの支援の概要でございますが、市といたしましては昭和５１年

の設立時に、それと平成２年に出捐金を出資しております。出捐金といいますのはいわゆる寄附に

当たる補助というか、そういう出資金でございまして、また昭和５２年の青少年研修センターの建

設及び昭和５３年のスポーツ研修センターの建設に対する補助金もそれぞれ支出しております。さ

らに、平成元年から指定管理者制度を導入するまでの間において、文化会館や西野公園体育館等の

公共施設の管理運営業務を亀山市地域社会振興会へ委託いたしております。 

 一方で、亀山市地域社会振興会は、当財団が所有するスポーツ研修センター及び青少年研修セン

ターの使用料等収入を得ておりますが、公営的事業を安定して実施していただくため、事務局費、

スポーツ研修センター運営費及び青少年研修センターの運営費に対して市から毎年補助金を支出す

るなどの支援を行っておりまして、今後も継続した支援を行ってまいりたいと考えているところで

ございます。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 分かりました。出捐金という、出資金と言われたということは、基本的に亀山市が半分オーナー

なんだろうなあというのはよく分かりました。 

 そうしたらシルバー人材センターのほうは、どういう支援をこれまで行ってきたのか聞かせてく

ださい。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 シルバー人材センターでございますが、設立時における市の資本金的な投入とか人的な市の関与
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もないというようなところで認識しておるところでございますが、同センターは会費収入、事業収

益等を自主財源として運営をされてございまして、これらに行政からの支援として、国の高年齢者

就業機会確保事業及び雇用開発支援事業費等補助金と市の補助金を加えまして、健全かつ安定的な

運営に努めていただいているところでございます。 

 さらに、毎年、市等からの公共発注として、草刈り、剪定、施設管理、清掃など、多数の業務が

委託をされておりまして、今後も高齢者の就業機会の確保や社会参加の促進に努めていただけるよ

う、継続して支援を行ってまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 これは、シルバーについては法律があるんですね。抜粋して読みますと、就業機会の確保とか、

いろんな必要な措置を講じるよう努めることが国及び自治体の責務と書いてあるんですね。えらい

きつい言葉で書いてあるなあとは思っておるんですけれども、今までやってきた中で十分か十分じ

ゃないかというのはあれなんですけれど、まとめに入っていきます。 

 市長に聞きます。 

 今後この外郭団体、まして地域社会振興会については半分亀山市はオーナーだということの答弁

がありましたので、これについて、シルバー等含めて今後どのような支援なり、てこ入れなりを行

っていくのかなと。聞きます、お願いします。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 外郭団体につきまして、特にこの２つの団体の設立目的や設立の経緯を含めまして、本市の公益

的な事業を継続的に実施できるように、市として支援等を行ってまいったところでございます。 

 これは言うまでもなく、今後におきましても各団体に対しまして、これは市の補助に依存せず安

定的に事業を展開できるよう自立した経営を促しつつ、本市としてはその公益的な事業が継続的に

展開できますように必要な支援は行ってまいりたいと考えておるところであります。 

 地域社会振興会、この意義も極めて大きいと思いますし、シルバー人材センターにつきましては、

高齢者雇用の意味合いも本市としては重要な政策領域というふうに考えておるものでございますの

で、引き続いての支援を行ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 困ったときのじいさんばあさん頼みですのでね。そういう財団とかシルバーさんたちを適切な支

援をもってやっていっていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 フラワー道路についてお伺いしたいと思います。 

 フラワー道路、亀山市だと思うんですけれども舗装してもらって、すごく走りやすい道なんです。

辺法寺から関を抜けるのにもあれを一本で通っていけばすごく走りやすくて、ああ、めっちゃええ
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道やなあと思って走っておるんですけれども、そこについて道路照明、基本的に、取付道路という

んですかね。地元の話で申し訳ないんですけど、辺法寺からフラワーに出るとき、思いっ切り下り

車線で、車はスピード乗ってくるんです。彌牟居神社から上がってくるときもあそこは特に怖くて、

カーブになっておって、いつ出るかタイミングを図りながら行くところなんですけれども、結局は、

看板ではこのＴの字ありというのはあるんですけれども、そんなような形で書いて、ほんでそこの

交差点は防犯灯をつけてもらう。辺法寺じゃなくて、取付道路に明るくしていってもらうと基本的

にはもうめっちゃええと思うんですよ、危なくないし。 

 それと、よくあそこであるのが鹿とかイノシシとの事故があるんですけど、鹿って基本的に立っ

ておるんですよ。その道のところにぽこんと。そうしたらその明かりで見えるというぐらいにして

おれば、結構１週間に１回とか１週間に２回とか、鹿がようはねられておるんですけれども、そう

いうのをなくすためにあっても取付道路のところには、まあ、上のほうへ行けば街路灯はあるんで

すけれども、こっちのほう下がってくれば下がってくるほど……。小さい側道とかそんなことは言

うてないんですよ、何というのかな、まちに入る道とか、彌牟居神社に上がってくるところを明る

くはするつもりはないのかという整備の状況について聞きます。 

○議長（森 美和子君） 

 松田建設部長。 

○建設部長（松田 昇君登壇） 

 市道川崎白木線、通称フラワー道路につきましては、一部区間を市が市道として整備しながら県

の広域農道として整備され、平成１９年に全線が開通したことから県から移管を受け、市道認定し、

管理をしております。 

 主に工業団地へのアクセス道路として大型車両の通行が増加したため、道路舗装の損傷が激しく、

平成２０年から部分的に舗装整備をしておりましたが、昨年度全ての区間の整備が完了いたしまし

た。 

 また、当該道路の一部は白川小学校の通学路となっておりますことから、通学路点検等でＰＴＡ、

自治会からのご意見を伺いながら、道路標識等の交通安全対策を実施しているところでございます。 

 一方、議員ご案内の夜間の交通安全対策につきましては、自治会等からの要望もなかったことか

らこれまで特に実施はしておりませんでした。道路照明灯に関しましては、道路照明施設設置基準

に基づき設置を検討しておりますが、今後、沿線自治会等から要望がございましたら同基準の夜間

通行上特に危険な場所に該当するかを検証し、道路照明灯の設置も含め、夜間の交通安全対策を検

討してまいりたいと考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 検討するというか、危険なところで立っておったら分かるんですけれど、あそこを夜ぴゅうっと

走ってくると、辺法寺に入ろうかなあって、よう通り越すんですもん、僕らでも。下りやもんで、

速いもんでね。要望やへちまやと言うとらんと早いところつけてもらうのがもう一番やと思います

ので、やってもらえればと思います。 

 次へもう行きます。 
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 市の飛び出し防止、車の踏み違えってよくありますけれども、それの補助金というのが３年ぐら

い前、国から出ておったんですかね。基本的に僕の姿勢からいうて車の免許証は返すなと言う。人

から相談されても絶対返したらあかん、返したらあかんと。 

 今の車って大変便利になっておるんです。進路変更をするときに、ぴっと押してもハンドルでぐ

っと戻してくるんです。何かそういう便利な装置がついておるんですけれども、結局はおじいさん、

おばあさんって今から７５や８０になって新車を買うかといったら買いませんやん、そんなん絶対

に。そうしたら、そういう補助金があれば、国の補助金があって、３年ぐらい前かなあ、ある議員

の方もそれについて聞かれていましたけれども、国の施策としてあって、３年たったらみんな３年、

年を取っておるんですよ。僕らが１５年たったら、もう車ってどうなっておるか分からんなと思う

ぐらいのあれですので、答えはせんというのは分かって聞いていますのであれなんですけれども、

そういうのって、せんというよりもちょっと考えるわぐらいのあれってないんですかね。 

○議長（森 美和子君） 

 木田管理監。 

○危機管理監（木田博人君登壇） 

 サポカー補助金のことやと思いますけれども、現時点では、おっしゃられるように補助金を新た

に創設する予定はございません。ただ、これからも自動車技術や高齢者の方への安全対策のために、

新たな経済対策の中で国が対応を取っていく場合について、その場合については、また周辺市町村

も含めて、新たな補助制度設計などを検討する余地はあるかとは思われます。 

○議長（森 美和子君） 

 髙島議員。 

○８番（髙島 真君登壇） 

 あるかとは思いますと。まあ今はそれであれなんですけれども、基本的にここから言うてもそう

なんですけれども車を降りて、息子たちに免許証を返せと言われるんですけどと言うんですけれど

も、車を降りるということはぼけるんですよ、基本的に。車に乗るということはすごい頭を使うて、

手先を動かして、アクセルでどんだけ上げておるなあということで。 

 みんなが心配しておるのはオートマでしょう。市長の時代だったらノークラと言うておったんや

と思います。 

 ミッションを乗れば事故なんぞ絶対ないんですよ。飛び出すということは僕はないと思って、僕

は今でも自分はミッション車に乗っておるんですけれども、ええと思いますよ。それについて今は

オートマチックが主流ですので、だから間違いを起こすんであって、今新車を買えば踏み間違えと

かはないとは思うんです。基本的に、今の時代は止まると思うんです。 

 で、もう免許証を返せって、息子や孫の口車に乗って免許証を返すでしょう。そうなると物を買

いに行くときに長男の嫁に頼まなあかんわけですわ、頭を下げなあかんの。ほんで、孫に頼みゃあ

高いもんにつくわけ、ガソリンを入れてやったり何やかんやして。 

 で、僕は結局は、みんなに言うのは絶対免許証を返したらあかんと言うんです。それは認知症に

なって乗れとは言いませんよ。 

 警察は何か、返せ返せとすぐに言うもんで、僕は免許証は絶対に返したらあかんと。乗れる範疇

やったら乗って、替えるんやったらミッション車に乗れば絶対事故は起きないと。だって、人間っ
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て焦ったときは両足で踏むんですもん。そうしたらクラッチを踏むもんで絶対事故は起きないとい

う。 

 ミッション車の飛び出しというのは今まで事故件数がゼロということですのでまたその辺も、も

うこれは市長に聞いてももう一緒ですので聞きません。市長も何かあれば考えておいてください。

終わります。どうもありがとうございます。 

○議長（森 美和子君） 

 ８番 髙島 真議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時３３分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時４２分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、７番 今岡翔平議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 通告に従い質問をさせていただきます。 

 まず、学校給食についてでございます。 

 中学校全員喫食制給食実施事業についてということなんですけれども、ちょっと質問に入ってい

く前にこれまでの答弁を少し確認したいことがあるんですけれども、まず写真を出していただけま

すでしょうか。 

 これは櫻井議員の資料にもついていた関南部コミュニティなんですけれども、この給食センター

の建設費を算出する上で関南部コミュニティが造成費の基準になっていたというところなんですけ

れども、この関南部コミュニティがなぜ造成の基準になっていたか、まずお伺いをいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 ７番 今岡翔平議員の質問に対する答弁を求めます。 

 亀山教育部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 まず、この造成費の試算に当たりまして関南部コミュニティを参照させていただいたということ

につきましては、これまでにもご答弁申し上げておりますけれども、明確にここの用地というもの

の具体が選定されていない中で試算を行っているというところでございます。 

 このために、平成２５年度に行っております市内公共施設整備における類似工事ということで参

照にさせていただいたというものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 類似工事、具体的なところは何も決まっていない上で算出したということなんですけれども、私、

情報公開請求もさせてもらいまして、ほかの市有地の選定も見たんですけれども、恐らくここだっ

たら造成は要らないだろうというような土地の候補もあった気がするんですけど。 
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 さっきの写真、１枚目だけもう一回お願いできますか。この関南部コミュニティ、道路よりかな

り上げて造成をしているんですよね。造成費という意味やと、やっぱりかなり普通よりもかかって

しまうんじゃないかなと思うんですけれども、この造成費の立て方、予算を膨らませるというのが

目的なんじゃないですか。 

○議長（森 美和子君） 

 亀山部長。 

○教育部長（亀山 隆君登壇） 

 具体の場所が選定されての試算であれば、より精度の高いものになって造成費が圧縮されるとい

うことはあろうかと思いますけれども、全体的な実施計画の整備にかかる総事業費の８億８,００

０万円に全体として圧縮できるものではないというふうに考えておりますので、これが何か膨らま

せるために行ったという、そういうものではございません。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 さて、本事業における市長の立場についてというところに入っていきたいと思います。 

 教育民生委員会で私、１つだけ質問をさせてもらったんですけれども、業務委託で決まりました

と。食缶方式の業務委託で教育委員会としては行きたいという説明を受けたんですけれども、私が

した質問は、これ、市長がどうしてもセンターを建設したいという意見がもし、教育委員会の中だ

けで今のところそういう意見が出ておるということなので、市長部局との調整、決定というのはま

だだということなんですけれども、市長がどうしてもセンター方式でやりたいと言ったら、これは

覆りますかという質問をしたら、それだけ強い力が働いたら覆る可能性があるというふうに答弁が

あったんですけれども、教育委員会としてはそういう認識なんですけれども、市長はこれまで聞い

ている限りは教育委員会の決定を尊重、尊重ということなんですけれども、その決定を覆せる強い

力を持っていると教育委員会は言っているんですけれども、市長の認識をお伺いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 まず、この事業に限らず総合……。 

（「関係ないやん」の声あり） 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 いや、大事なことでしょう。教育委員会と市の……。 

 議長。 

○議長（森 美和子君） 

 会話をしないようにお願いします。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 その関係の中で総合計画に定められたそれぞれの事業については、議会でお認めいただいた予算

の範囲内で、その実現性・目的に照らして最大限その努力を重ねるということであろうかと思って

おり、それが原則であります。 
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 今回の中学校給食の実現に向けては、昨年度の総合計画後期基本計画、令和７年度末を目標にし

ます後期基本計画、この期間の中で、私どもとしては中学校の全員喫食制の給食の実現に取り組む

と、このように盛り込んでまいったところであります。 

 したがいまして、その取組について様々な検討を加えて、その実現性の中で教育委員会として一

定の考え方を整理いただいたものというふうに考えておるところでございます。 

 今の市としての意思というか、それは中学校給食を、全員喫食制の給食を早期に実現をすると。

この民意も含んで、この実現性に向けて、午前中もお話ありましたが、過去随分先送りされてきた

この取組を実現しようというのが基本的な考え方でございまして、実現できるか否か、こういう中

での判断をしなくてはならないのは当然のことであろうかというふうに思います。 

 したがいまして、今回の教育委員会の案につきましては将来的な給食調理施設の整備までの措置

ということでございましたけれど、前倒しも含めて全員喫食制給食の早期の実現、これに向けて努

力いただくということについては、市としてもそれは尊重すべきことでありますし、市としてのそ

の方向としては全くぶれるものではないというふうに考えておるところであります。 

 大きな力でそれが覆せるかどうかというのは、この問題に限らず、予算あるいは様々な政策、財

源、それらの中で政策判断を最終的にするわけであります。それは今後の様々なプロセスの中で整

理されていくものというふうに考えるものでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 あくまでさっきの強い力という表現は、教育委員会から返ってきた答弁の言葉を使っているんで

すけれども、じゃあ、質問を変えたいと思います。 

 本当に同じ議論を何回も何回もしてきているんですけど、教育委員会が財政的なコスト、財政的

に難しいということを考えてこの案を出してきているんですけど、教育委員会ってやっぱり子供の

ために何がベストかというのを考えるのが大事なところで、財政的云々、コスト云々というのは市

長部局で判断することで、教育委員会はよりよい給食、子供たちにとってベストな給食の方法とい

うのは何かを考えてもらえばいいだけで、コスト云々は市長部局の考えになると思うんですけれど

も、教育委員会が財政に対するコストまで考えてきている。私はおかしいと思うんですけれども、

市長の認識をお伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 教育委員会が直面をする、あるいは所管をする様々な事務の中には、給食を含みます様々な教育

の環境、あるいは教育のハード・アンド・ソフト、あるいはマンパワー、こういうもの全部を総合

的に前へ進める責任を負っておるものでございます。 

 さらに、この教育委員会と首長との関係でありますが、これは首長から独立をした行政委員会で

あります教育委員会が判断を第一義的にはするものであるということは当然のことで、ご承知のと

おりであろうかというふうに思っておるところであります。 

 さらに、教育委員会として様々な教育課題の何を優先していくのか、どのように実現していくの
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かということについても、それは総合的に市の財政状況とか今後の様々な要素を当然検討する中で

判断をされるものというふうに考えておるところでありますし、市としても、市の財政あるいは将

来への負担とか影響とか、これも総合的に判断を当然するべきものであろうかというふうに思って

おるところでございます。 

 先般も借金を四十数億すればできるではないか、こういうご指摘も議会からいただきましたが、

非常に、様々な要素を考えれば少し乱暴な議論であろうかというふうにも思いますけど、そういう

こともしっかり詰めていくことが、教育委員会の中でも、そして市全体としても責任ある対応を取

るということは当然のことではなかろうかというふうに認識をさせていただいておるものでありま

す。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 乱暴な議論というふうに言われましたけれども、財政コストがかかる、かかると言うから、お金

ってどうやってそうしたら捻出できるかなって、給食センター、どうやってそうしたら造れるかな

というので各議員が提案されていることだと私は思うんですけれど。 

 もう一つ、質問を変えたいと思うんですけれども、そもそもの問題意識とか課題意識の前提とい

うのが全然違うかもしれないというふうに思ったんですけれども、今回９人の議員からこの中学校

給食、給食センターに関する質問が出ているわけです。 

 教育委員会は恐らく、今の案を出したら議会は紛糾する、議会には受け入れられないということ

を察して、私、情報公開請求した文書の中には、給食センターの建設には約５０年ほどコストとし

て取り返すにはかかる、あとは採算性が取れないという表現が使われているんですけど、議会に出

てきた資料にはそういう表現が出ていないんですね。つまりそういう案を出したら議会で紛糾する、

議会には受け入れられないということを考えた上で出していると思うんですけれども、市長の認識

を伺いたいんですけれども、今回一般質問で９人の議員がこの中学校給食を質問のテーマとして上

げているんですけれども、何人もの議員が課題に上げて質問している状況について、今、教育委員

会が出した事業の方針、施策は、何といいますか、通常どおり意思の疎通が取れているもの、だか

ら平たく言えば何をそんなに騒いでおるのというような話に受け取れますか。市長には。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 この中学校の全員喫食制の実現、これは本市としての総合計画に掲げた主要な施策として位置づ

けて進めてきておるものでございます。それを実現するために様々な角度から教育委員会でご議論

をいただいて今日に至っておると理解いたしております。 

 それを、例えばこの２月の議会、市民の皆様に教育委員会が示した中間報告、そしてそれ以降再

検討で一つの、課題を整理して方向性を示そうというのが今回の教育委員会が示したものであろう

というふうに、それをこの公の場で議論をし、これは議会の皆さんもそうですし、市民の皆様にと

っても当然この公の議論を通じてそれはご理解いただいたり、あるいはご支援いただく一つの場で

ございますので、多くの議員の皆さんが関心を持たれてそれぞれのお立場からご質問されることに
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ついては当然あるべきことというふうに思っておりますし、こういう議論の過程は尊重させていた

だきたいというふうに思っておるところでございます。 

 今触れられましたけど、当然それぞれの議員さんのお立場や考え方もそれぞれにあろうかという

ふうに思いますので、それを今ご指摘いただいておるものというふうに私としては捉えさせていた

だいておるところであります。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 今が正念場やと思うんですよね。中学校給食を実現するために選挙に出られた方とか、もう十何

年も、何年も何年もこの課題に取り組んで、今こういう結論が出てきて、やっぱりこのまま進ませ

るわけにいかんということで質問をこれだけの議員がされているわけなんですよね。 

 もう一つ、市長が言われることで気になるのが、中長期的な視点というふうに言われるんですけ

れども、例えば３０年後の中学生がまだこの業務委託の給食であると。つまり、時の状況ですよね、

状況によって、給食センターがずっと建設できませんでしたという状況が続いて、例えば３０年後

の中学生がまだ業務委託の給食を食べているという事態。そういうときって、市長、それはそれで、

今回こういう判断をして３０年後もそう至ると思うんですけれども、３０年後そういうことが起こ

っていると思ったときに、それは仕方がないというふうに思われますか。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ちょっと仮定がよく分かりませんけれど、将来の、例えばそれはこの外部委託の食缶方式が３０

年後の子供たちも続いておるという前提のご質問でありますけど、私どもが本当に今考えておるの

は、教育委員会も多分そういう思いであろうと思うし、多くの議員の皆さん、あるいは保護者をは

じめＰＴＡ、それから関係者、民意としても受け止めさせていただいておりますけど、何十年も先

送りをされてきた中学校の全員喫食制の給食を実現する、この一点で、本市としては早期にそれを

実現しようということで考えてまいりました。これを様々な諸条件、財政的なこととか課題の優先

順位とか考える中で、当初の少し見積りが甘かったという所見もお示しいただいておりますけど、

当初の事業計画では、なかなかこの令和９年度の給食センター実現は難しいという中での現実的な

在り方、これを再検討いただいてきた半年間ではなかったかというふうに理解をいたしております。 

 いずれにいたしましても、中学校全員喫食制給食を早期に実現をするという、このことが大事で

あろうと思いますし、将来的には２０年、３０年後、多分、社会の状況や亀山市の給食を取り巻く

在り方も今全てを予測するわけにはまいりませんけれど、可能な限り本市としては、以前から申し

上げてまいりましたが、例えば小学校の自校方式の堅持とか、あるいは全体としての様々な総合的

な判断は適切にまた、されるべきものというふうに思っておりますけれど、３０年後までそういう

状況が続かないために今英知を絞る必要があるんではないかなというふうに考えております。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 
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 すみません、訳の分からない前提というふうに言われましたけど、私も３０年後って大分、大分

譲歩して例を立てた。３０年後やったら私の子供も給食センターの給食は食べられないので、自分

としても譲歩して例を出したつもりなんですけれども。 

 教育委員会のそういう発表を受けて、それを尊重する、尊重するというところなんですけれども、

やっぱり市長が今期当選されたときのマニフェストの表現だったり後期基本計画の表現ですよね。

実施計画を見るまでセンターという表現が出ていないわけですわ。で、後期基本計画にも記述がな

いということなんですけれども、本当にこれは教育委員会の意向に沿って進んでいることなんです

かね。最初から給食センターって建設する気がなかったんと違いますかね。そこを最後伺いたいと

思います。 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それは市長がということでありますか……。 

 いや、市長としてこれは何度も申し上げてきておりますが、昨年度策定をいたしました総合計画、

この中には亀山の中学校給食の全員喫食制の実現を目指して取り組むと、これがその考え方でござ

いますし、当時としてはその具体策として、実施計画におきまして年次計画の中で整理をいただい

た。そのベースとなったのは、当時の教育委員会としての８億８,０００万の建設費、それから年

間の運営費として、ランニングコストとして年間の７,４００万であったと記憶いたしております。

これはその後の中期財政見通しの中にもしっかりオンをして、この総合計画の実現を教育委員会、

そして市のほうも目指してきたものでございまして、当初からそういう考え方はなかったかという

ご指摘ですが、そのような考え方には至っておりませんでした。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 市民からもやっぱり感想を寄せられます。 

 給食がないまちというのはもう子供を育てられんやんという、この業務委託の食缶形式が給食や

ないかという議論なのでかみ合っていないんですけど、それぐらいこれから持続可能なまちにして

いくに当たって必要なコストやし、コストを割く価値はあると思っているんです。 

 もちろん、教育委員会が独立した機関で、施策を考えて案を出してというところなんですけれど

も、櫻井議員からも意見があったように、ほかの市町はやっぱり首長が積極的に政策として給食と

いうのを打ち出しているわけなんですよね。そういった意味で今回しっかり市長のほうに聞かせて

いただきました。 

 まだ、この教育委員会の方針までということなので決定ではないということなんですけれども、

引き続きやはり議論というのはしていきたいなと。到底納得しているものではないということをお

伝えして、次のテーマに行きたいと思います。 

 次は、市役所のカスタマーハラスメントについてでございます。 

 何のことかというと、ニュースとかでよく出てくる、ニュースとかでは行き過ぎた市民という表

現なんかで出てくるんですけれども、例えば何時間も窓口で職員を拘束したりですとか、暴言だっ
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たり強い言葉を吐いたりですとか、あとは少しハラスメントまがい、ひどいところでいうと暴力を

振るうというような事例があったりするんですけれども、亀山市の現状について、まずお伺いをし

ていきたいと思います。そして、例えば各部署で取り立てて対策が必要だった市民対応のケースと

いうのはあったのか、お伺いをいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 原田総務財政部長。 

○総務財政部長（原田和伸君登壇） 

 市役所窓口におけるいわゆるカスタマーハラスメントとは、先ほどご紹介もいただきましたが、

来庁された市民の方が職員に対し、就業環境を害するほどの不当な、または悪質なクレームなどを

行うことを指すものと考えておりますが、本市におきましては、過去には該当する可能性のある行

為がゼロではなくあったものというふうに認識をいたしております。例えば、窓口において長時間

にわたり不当な要求により居座ったり、大きな声などで職員や他の来庁者を不快にさせる行為がそ

れに該当すると考えているところでございます。 

 その対策といたしましては、そのような事例に対しましては原則複数の職員で対応することとし、

丁寧な説明を行うことといたしております。それでもご理解いただけない場合は、会議室等の別室

にご案内し、所属長を含めた複数人の職員で組織的に対応いたしております。その際には筆記によ

る記録のほか、必要に応じましてＩＣレコーダーにより録音をする場合もございます。また、この

ようなケースに対応することを想定いたしまして、必要な心構えや知識を取得するため、弁護士等

を講師とする不当要求対策研修を課長級職員が受講をいたしているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 対策のほうももう答弁をいただいたんですけれども、定員適正化計画なんかで職員の数もそんな

に増やすこともできない。ということは今働いている職員さんが頼みの綱というか、できるだけや

っぱり健全に働いてもらうということで、もちろん市民対応というのは大切なことなんですけれど

も、少し行き過ぎた例、幸いにも亀山市ではそんなに大変な例はないということで聞かせてもらっ

てはいるんですけれども、そういった事態が発生する前に、何か部署のほうで対策などできればい

いんではないかなということで質問をさせていただきました。 

 それでは、３つ目の項目に入っていきたいと思います。 

 都市公園でのスケートボード等利用の試験開放についてということなんですが、今、試験開放を

行っていただいております。少し概要と、延べどれぐらいの人が利用しているか、１日当たりの最

大人数はどれぐらいいたのか、お伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 小林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 先月８月１日から実施をしております都市公園でのスケートボード等の試験開放につきましては、

太岡寺町地内の名阪工業団地第三公園において実施をしてございまして、今月末までをその試験開

放の期間としておるところでございます。 



－３１９－ 

 ８月３１日までの利用状況を見ますと、延べ３０２人、１日平均で１０人の方に利用をいただい

ておるところでございます。 

 それで１日当たりの最大人数ということでございますが、これまでの開放におきまして最も多く

の方に利用いただいたのが８月６日日曜日でございまして、４９人の方にご利用をいただいたとこ

ろでございます。時間帯としては９時から１０時頃に１７人ということで利用のピークとなってご

ざいました。また、この日は、亀山にスケートパークをつくろう会の方による初心者への教室を実

施しており、これによって多くの方にご利用いただいたものと考えてございます。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 名阪工業団地での開放ということで、市外・市内の利用者の割合はいかがでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 先ほど、延べ３０２人の利用があったというふうに答弁させていただきましたが、この内訳から

見ますと、約７０％が市内在住者、約３０％が市外からのご利用となってございまして、市内の利

用者が中心にはなってございますが、場所的には高速道路のインターに近いという特性から、市外

の方の利用も一定程度見られるところでございます。 

 また、参考までに利用者の年代層としましては、夏休み期間中ということもありまして、多い年

代層でいいますと、小・中学生が約４０％、４０歳代が約３０％を占めておりまして、親子連れで

の利用が中心となってございますが、このほかにも高校生から５０歳代まで幅広い年代の方にご利

用をいただいているところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 ３割ほどが市外の方ということなんですけれども、ある程度市外の方が利用するのは想定の範囲

内かなと。私もある意味結構なことなんではないのかなと思います。 

 市内の新聞折り込みのアルバイト募集の広告に、このスケートパーク試験場の監視員の募集とい

うのが載っていたりしたんですけれども、監視する人員ですね。しっかり確保というのはできてい

るんでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 監視員の確保というご質問でございますが、一定程度確保してございます。 

 監視という体制ではございませんけれども、利用状況を調査するため、この期間中、毎日１日４

回各１時間１５分の調査員の巡回を行っておりまして、調査に併せて公園の破損や危険行為への注

意喚起を行ってございます。 

 業務については委託という形で事業者のほうにお願いをし、人員の確保をしていただいておると
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いうところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 人員はしっかり確保できている。そうですね、監視員というよりは測定員というような言い方の

ほうが正しいかもしれないですね。利用状況の調査ということで、今試験開放ということでそうい

う人を置いてもらっているということなんですけれども。 

 で、案内の中にも書かれているとおり、事態によっては利用を中止することがあると赤字でホー

ムページに書かれていたりもするんですけれども、そんな事態というのは今も開放されているので

起こってはいないと思うんですが、トラブルやけがなどはないのか、あとはヘルメットだったりプ

ロテクターの着用呼びかけなどはされているのか、お伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 これまでのところ、事故やトラブル等は発生しておらずに順調にご利用いただいているものと認

識してございます。 

 また、プロテクターやヘルメットの着用についてですが、注意看板を設置してそういった着用の

ほうを推奨しているというところでございますので、大きなトラブルもなく、今のところ利用中止

に至るような事態はないというところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 では、先ほどから調査員にアンケート調査をしてもらっているということなんですけれども、今

の時点で利用されている方からどんな要望をもらっていますでしょうか。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 試験開放の今は途中でございまして全ての集計はできておりませんが、調査員より施設をご利用

いただいた方に今後の施設整備に向けてのアンケート調査を実施してございます。比較的好意的な

ご意見をいただいているところでございまして、具体的にいいますと、施設の機能面での要望につ

いてはトイレや自動販売機などの設置の希望というのが上がってございます。 

 今月末までの試験開放期間の終了後、最終的な集計を行った上で、今後の整備に向けたご意見と

して活用してまいりたいと存じます。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 私も、そもそもこのスケートパークの一般質問をさせてもらったときの問題意識というのは、ど

ちらかというと初心者だったり、自分たちでスケボーをして遊ぶ子供たちがどこでスケボーをすれ
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ばいいのかということについて議場で議論させてもらったと思うんですけれども、やっぱり重視す

べきは私は初心者のほうかなと思っているんですけれども、ほかのスケートパークの事例とかを見

ていると、初心者と上級者のコースが分かれていたりですね。あとは、スケートパークに行くに当

たってのマナーみたいなものを調べると大体、初心者だからといってそんなに引っ込み思案になら

なくていいよ、初心者でも大歓迎だよというような記事がたくさん出てくるぐらい初心者がなかな

か最初は行きづらいというようなところもあるようなんですが、今の試験開放ですとか最終的な固

定のスケートパークとなっていったときに、初心者と上級者をある程度分ける必要というのはある

んではないのかなと思います。 

 あと、そもそも利用している中で初心者と上級者の状況って把握できたりしていますか、２点お

伺いします。 

○議長（森 美和子君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 現在の開放施設におきましては、試験開放ということもございまして利用者の競技レベルを特定

して想定したものではなく、初心者から上級者まで幅広い層の方に利用いただけるように実施をし

てございます。 

 まず１つ目に、この初心者、上級者を分ける必要はあるのかというところでございますけれども、

今のところこの開放施設におきましては特に大きなトラブルもなく、時間単位においても利用人数

があまり多くないために十分なスペースを確保できておりますので、分ける必要は現時点ではない

ものというふうに判断をしておりますが、今後もし設置をするということになったときに、その辺

は利用者のニーズを受けて十分検討が必要なものというふうに認識をしてございます。 

 あと、アンケート調査の中では、競技のレベルというのは一応質問項目にございますので、最終

集計の中では初心者の方、上級者の方がどれぐらい使われているのかということは把握はできると

いうところでございます。 

○議長（森 美和子君） 

 今岡議員。 

○７番（今岡翔平君登壇） 

 例えばなかなか、ストイックな方はいつまでたっても自分は上級者ではないというようなお答え

をされる方もいるかもしれないんですけれども、初心者、できれば上級者もしっかり楽しんでもら

える、私としては、今の場所はそのまま、開放だけではなくて市の固定の場所にしていただいて、

もらっている要望としては、やっぱり車がないとなかなか行きづらいという場所なので、できれば

ここに加えて２か所、３か所というふうに遊べる場所が増えていけばいいのではないかなというふ

うに感じております。また試験開放期間が終わったら、その調査の結果も楽しみにしております。 

 では、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（森 美和子君） 

 ７番 今岡翔平議員の質問は終わりました。 

 以上で、予定しておりました通告による議員の質問は終了いたしました。 

 これより一般質問に対する関連質問ですが、通告はありませんので、関連質問を終わります。 
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 以上で、日程第１に掲げた市政に関する一般質問を終結します。 

 次にお諮りします。 

 明日１２日から２４日までの１３日間は、各常任委員会における付託議案の審査のため、休会し

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 明日１２日から２４日までの１３日間は休会することに決定しました。 

 続いてお諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 休会明けの２５日は午前１０時から会議を開き、付託議案の審議を行います。 

 本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。 

（午後 ３時２２分 散会） 

 



令和５年９月２５日

亀 山市議 会定 例会会 議録 （第７号 ） 
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●議事日程（第７号） 

 令和５年９月２５日（月）午前１０時 開議 

第  １ 議案第４０号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

第  ２ 議案第４１号 亀山市火災予防条例の一部改正について 

第  ３ 議案第４２号 令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について 

第  ４ 議案第４３号 令和５年度亀山市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

第  ５ 議案第４４号 令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について 

第  ６ 議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

第  ７ 議案第４６号 令和４年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第  ８ 議案第４７号 令和４年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第  ９ 議案第４８号 令和４年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

第 １０ 議案第４９号 令和４年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて 

第 １１ 議案第５０号 令和４年度亀山市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

第 １２ 議案第５１号 令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

第 １３ 議案第５２号 市道路線の認定について 

第 １４ 請願第 ２号 義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書 

第 １５ 請願第 ３号 教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行および教職員定数

改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書 

第 １６ 請願第 ４号 防災対策の充実を求める請願書 

第 １７ 請願第 ５号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める

請願書 

第 １８ 議案第５３号 人権擁護委員の候補者の推薦同意について 

第 １９ 議案第５４号 人権擁護委員の候補者の推薦同意について 

第 ２０ 議案第５５号 人権擁護委員の候補者の推薦同意について 

第 ２１ 議案第５６号 人権擁護委員の候補者の推薦同意について 

第 ２２ 委員会提出議案第２号 義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書の提出について 

第 ２３ 委員会提出議案第３号 教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行及び教職

員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見書の

提出について 

第 ２４ 委員会提出議案第４号 防災対策の充実を求める意見書の提出について 

第 ２５ 委員会提出議案第５号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充

を求める意見書の提出について 

第 ２６ 常任委員会の所管事務調査の報告について 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     古 田 𠮷 昭 君       ２番     櫻 木 善 仁 君 

   ３番     深 水 隆 司 君       ４番     草 川 卓 也 君 

   ５番     中 島 雅 代 君       ６番     森   英 之 君 

   ７番     今 岡 翔 平 君       ８番     髙 島   真 君 

   ９番     新   秀 隆 君      １０番     豊 田 恵 理 君 

  １１番     福 沢 美由紀 君      １２番     森   美和子 君 

  １３番     鈴 木 達 夫 君      １４番     岡 本 公 秀 君 

  １５番     伊 藤 彦太郎 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  山 本 伸 治 君 

理      事  亀 渕 輝 男 君    政 策 部 長  笠 井 武 洋 君 

総 務 財 政 部 長  原 田 和 伸 君    市 民 文 化 部 長  辻 村 俊 孝 君 

健 康 福 祉 部 長  小 林 恵 太 君    産 業 環 境 部 長  富 田 真左哉 君 

建 設 部 長  松 田   昇 君    上 下 水 道 部 長  田 中 直 樹 君 

                       市民文化部次長兼 
危 機 管 理 監  木 田 博 人 君              松 村   大 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  小 坂 みゆき 君    総務財政部参事  杉 本 良 則 君 

市民文化部参事  桜 井 伸 仁 君    会 計 管 理 者  米 津 ひろみ 君 

消 防 長  平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 達 也 君 

消 防 署 長  倉 田 利 彦 君    地域医療統括官  上 田 寿 男 君 

地 域 医 療 部 長  豊 田 達 也 君    教 育 長  中 原   博 君 

教 育 部 長  亀 山   隆 君    監 査 委 員  国 分   純 君 

                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  高 嶋 美 季 君              豊 田 昌 子 君 
                       事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

議 会 事 務 局 長  渡 邉 靖 文      書 記  新 山 さおり 

書 記  西 口 幸 伸 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（森 美和子君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、会議システムに保存してあります議事日程第７号により取り進めま

す。 

 それでは、去る６日の本会議におきまして、所管の各常任委員会にその審査を付託しました日程

第１、議案第４０号から日程第１３、議案第５２号までの１３件を一括議題といたします。 

 各常任委員会委員長から委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。 

 

 

 

総務委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第４１号 亀山市火災予防条例の一部改正について               原案可決 

 

 令和５年９月１４日 

 

                         総務委員会委員長 鈴 木 達 夫     

 

亀山市議会議長 森   美和子 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

産業建設委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第４０号 亀山市営住宅条例の一部改正について                原案可決 

 議案第５２号 市道路線の認定について                      原案可決 
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 令和５年９月１２日 

 

                       産業建設委員会委員長 伊 藤 彦太郎     

 

亀山市議会議長 森   美和子 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

予算決算委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第４２号 令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について        原案可決 

 議案第４３号 令和５年度亀山市下水道事業会計補正予算（第１号）について     原案可決 

 議案第４４号 令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について      原案可決 

 議案第４５号 令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について        認  定 

 議案第４６号 令和４年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

        て                                認  定 

 議案第４７号 令和４年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

        いて                               認  定 

 議案第４８号 令和４年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

                                     原案可決及び認定 

 議案第４９号 令和４年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ 

        いて                           原案可決及び認定 

 議案第５０号 令和４年度亀山市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

                                     原案可決及び認定 

 議案第５１号 令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定について          認  定 

 

 令和５年９月２０日 

 

                       予算決算委員会委員長 岡 本 公 秀     

 

亀山市議会議長 森   美和子 様 
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○議長（森 美和子君） 

 初めに、鈴木達夫総務委員会委員長。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 おはようございます。 

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る６日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１４日に委員会を開

催いたしました。 

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 議案第４１号亀山市火災予防条例の一部改正については、対象火気設備等の位置、構造及び管理

並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令等の一部が改正され、

蓄電池設備に関する基準が見直されたことから、所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、市内の蓄電池設備の設置状況に関する質疑があり、これについては、蓄電池設

備は、電力会社や通信会社などが停電時の非常電源として設置しており、過去１０年間で合計５８

件の届出があったとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 以上、総務委員会の審査報告といたします。 

○議長（森 美和子君） 

 次に、伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る６日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１２日に委員会を開

催いたしました。 

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 初めに、議案第４０号亀山市営住宅条例の一部改正については、亀山市公営住宅等長寿命化計画

において、耐用年数が経過し、老朽化が著しいことから用途廃止とする判定を行った市営住宅につ

いて、入居者の退去が完了したことから、これらの住宅の用途を廃止するため、所要の改正を行う

ものです。 

 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、今回住宅の用途を廃止する市営住宅内の道路管理

に関する質疑があり、これについては、周辺住民の利便性等を考慮し、当面の間は市道として市で

管理するが、その後の用途が決定したら、市道の廃止等の提案を行っていくとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第５２号市道路線の認定については、開発行為により設置された新規路線である阿野

田４０号線の市道路線の認定について、議会の議決を求めるものです。 

 審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、いずれも全会一致で原

案のとおり可決することに決定いたしました。 

 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。 

○議長（森 美和子君） 
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 次に、岡本公秀予算決算委員会委員長。 

○１４番（岡本公秀君登壇） 

 おはようございます。 

 ただいまから、予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る６日の本会議で当委員会に付託のありました議案第４２号から議案第４４号までの令和５年

度各会計補正予算３議案、議案第４５号から議案第５１号までの令和４年度各会計決算７議案の合

わせて１０議案の審査に当たるため、１９日及び２０日の２日間にわたり、委員会を開催いたしま

した。 

 まず初めに、議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第４６

号令和４年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第４７号令和４

年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第４８号令和４年度亀

山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、議案第４９号令和４年度亀山市工業用水

道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、議案第５０号令和４年度亀山市下水道事業会計

剰余金の処分及び決算の認定について、議案第５１号令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定に

ついての７議案について審査を行いました。 

 その結果、議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定については、亀山駅周辺

整備事業や図書館整備事業、リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業など大型事業優先で、市民

の命と暮らしを守る切実な要求に十分応えていない決算である。また、亀山駅周辺整備事業及び図

書館整備事業については、財源のうち起債の占める割合が、１つの事業としてはあまりにも高いな

どの理由から反対討論がありました。 

 そして、この議案については、採決の結果、賛成者多数で、原案のとおり認定することに決定し

ました。 

 次に、議案第４６号から議案第５１号までの６議案については、採決の結果、いずれも全会一致

で、原案のとおり可決及び認定することに決定しました。 

 なお、委員会として、一つ、審査の過程において指摘のあった事項及び意見を真摯に受け止め、

次年度の予算編成とその執行に反映されるとともに、本年４月に策定した第３次亀山市行財政改革

大綱後期実施計画の着実な推進を図り、健全財政に取り組まれたい。 

 一つ、各種基金については、設置目的や効果等について検証を行い、基金活用指針を見直し有効

活用を図ることで、減少してきている財政調整基金の維持と確保に努められたい。 

 一つ、財政状況が厳しい中、地方債は機動性と弾力性を持った財源確保の有効な方法であり、財

政負担を後年度に平準化できることから、その発行に当たっては、公債費負担比率を注視しながら

交付税措置のある有利なものに限らず柔軟に対応して重要な事業の財源に充当されたい。 

 一つ、第２次総合計画後期基本計画から行政評価システムの見直しが行われ、ハード事業は事業

が完了するまで評価しないなど、事業の性質等に応じた評価に改められたが、市民の理解が得られ

るよう評価基準等を明確にし、適正な評価に努められたい。 

 以上、４点の意見を申し添えたところであります。 

 次に、議案第４２号令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について、議案第４３号令和

５年度亀山市下水道事業会計補正予算（第１号）について、議案第４４号令和５年度亀山市病院事



－３２９－ 

業会計補正予算（第１号）についての３議案は、総務分科会、教育民生分科会、産業建設分科会に

それぞれ審査を分担したことから、審査の経過内容について各分科会長から報告を受けました。 

 各分科会会長の報告に対する質疑及び各議案に対する討論はなく、議案第４２号から議案第４４

号までの３議案については、採決の結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決することに決定い

たしました。 

 以上、予算決算委員会の審査報告といたします。 

○議長（森 美和子君） 

 各常任委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ないようですので、各委員長報告に対する質疑を終結します。 

 次に、議案第４０号から議案第５２号までの１３件について討論を行います。 

 通告に従い、発言を許します。 

 １１番 福沢美由紀議員。 

○１１番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党を代表して議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、反

対の立場で討論します。 

 櫻井市長は、現況報告で財政の健全性は確保されたと言いましたが、市は決算審議で財政が悪化

していることを認めました。 

 令和４年度一般会計の決算は、第２次総合計画後期基本計画の初年度となる決算で、引き続き新

型コロナウイルス感染症への対応が問われました。ところが、新型コロナウイルス感染症対策総合

対策パッケージを展開したといいますが、代表質疑で明らかになったように、その財源は国からの

交付金であり、市独自の財源での施策は皆無でした。今も感染は広がっており、市民のそして職員

の命を守るという観点でさらなる対策が必要と考えます。 

 令和４年度は、後期高齢者の医療費窓口負担割合の増や市の福祉医療費に所得制限が一部入れら

れるなど、コロナ禍の中で暮らしも健康も心配な年でありました。代表質疑で確認しましたが、ま

だ半年のことではっきりとは分からないものの、影響はある様子が見てとれました。このような情

勢の中、これら社会福祉は、子ども医療費の無償化や窓口無料の拡充なども含め、豊かに広げてい

くことが求められるものです。 

 また、ＪＲ亀山駅周辺の再開発事業の終了と新図書館の開館に多くの予算が割かれていましたが、

亀山駅周辺整備事業には１８億１,３９４万円、新図書館整備事業には１０億４,６５３万円の決算

となりました。さらに、リニア中央新幹線整備促進事業に１,０６５万円、リニア中央新幹線亀山

駅整備基金に５,０００万円を積み増しがされるなど、相変わらずの大型事業優先の決算となりま

した。 

 しかし、切実な市民要望には財源がないこと、将来的な財政不安を利用に十分な事業実施がなさ

れませんでした。 
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 ほんの一例ですが、学校の施設について老朽化が進み、現場では教員も子供も困っています。長

年の懸案であった中学校給食、やっと具体的に給食センターの建設が決まったのに前向きで具体的

な計画や検討はなく、給食費の無償化も進みませんでした。児童センターのトイレなどの改修もさ

れないまま放置されています。待ち望まれる児童発達支援センターもほとんど進んでいません。 

 また、市民の暮らしを守る最前線で仕事をする職員体制ですが、正規職員と非正規の会計年度任

用職員の割合が相変わらず半々であり、国が進めるケア労働者の処遇改善もほとんどされませんで

した。報酬単価が低いことも指摘いたしましたが、認めることもありませんでした。定員適正化計

画でうたった、真に必要な職種には正規職員を配置するということがまだまだできていません。 

 以上のとおり、大型事業優先で、切実な市民要求に十分応えない問題のあるこの議案には反対す

るものです。議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 

○議長（森 美和子君） 

 １１番 福沢美由紀議員の討論は終わりました。 

 以上で、通告による討論を終結し、議案第４０号から議案第５２号までの１３件について、起立

により採決を行います。 

 採決に先立って、この際お諮りします。 

 起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすことにしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 起立採決により着席している場合は反対とみなすこととします。 

 それではまず、討論のありました議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、起立により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第４５号令和４年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

おり認定することに決定しました。 

 次に、討論のありました議案以外の議案第４０号から議案第４４号まで及び議案第４６号から議

案第５２号までの１２件について、一括して起立により採決を行います。 

 本各案についての各委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決及び認定すべきものとしており

ます。 

 本各案を各委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 
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 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、 

 議案第４０号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

 議案第４１号 亀山市火災予防条例の一部改正について 

 議案第４２号 令和５年度亀山市一般会計補正予算（第３号）について 

 議案第４３号 令和５年度亀山市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 議案第４４号 令和５年度亀山市病院事業会計補正予算（第１号）について 

 議案第４６号 令和４年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第４７号 令和４年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第４８号 令和４年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 議案第４９号 令和４年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 議案第５０号 令和４年度亀山市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 議案第５１号 令和４年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

 議案第５２号 市道路線の認定について 

は、いずれも原案のとおり可決及び認定することに決定しました。 

 次に、去る６日の本会議におきまして、所管の教育民生委員会にその審査を付託しました日程第

１４、請願第２号から日程第１７、請願第５号までの４件を一括議題とします。 

 教育民生委員会委員長から委員会における請願審査の経過と結果について報告を求めます。 

 

 

 

請願審査報告書 

 

 本委員会に付託の請願を審査の結果、別表のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１３５

条の規定により報告します。 

 

 令和５年９月１３日 

 

教育民生委員会委員長 櫻 井 清 蔵     

 

亀山市議会議長 森   美和子 様 

 

 別表 

 

受  理  番  号 請  ２ 



－３３２－ 

受 理 年 月 日 令和５年８月２５日 

件       名 義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書 

請願者の住所・氏名 
亀山市みどり町５２ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 会長 南牟礼真理 他２名 

紹 介 議 員 氏 名 森 英之、岡本公秀、古田𠮷昭、伊藤彦太郎、福沢美由紀 

委 員 会 の 意 見 願意妥当 

審 査 の 結 果 採択 

措 置 関係機関に対し意見書を送付する 

 

受  理  番  号 請  ３ 

受 理 年 月 日 令和５年８月２５日 

件       名 
教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行および教職員定

数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書 

請願者の住所・氏名 
亀山市みどり町５２ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 会長 南牟礼真理 他２名 

紹 介 議 員 氏 名 森 英之、岡本公秀、古田𠮷昭、伊藤彦太郎、福沢美由紀 

委 員 会 の 意 見 願意妥当 

審 査 の 結 果 採択 

措 置 関係機関に対し意見書を送付する 

 

受  理  番  号 請  ４ 

受 理 年 月 日 令和５年８月２５日 

件       名 防災対策の充実を求める請願書 
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請願者の住所・氏名 
亀山市みどり町５２ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 会長 南牟礼真理 他２名 

紹 介 議 員 氏 名 森 英之、岡本公秀、古田𠮷昭、伊藤彦太郎、福沢美由紀 

委 員 会 の 意 見 願意妥当 

審 査 の 結 果 採択 

措 置 関係機関に対し意見書を送付する 

 

受  理  番  号 請  ５ 

受 理 年 月 日 令和５年８月２５日 

件       名 
子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求め

る請願書 

請願者の住所・氏名 
亀山市みどり町５２ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 会長 南牟礼真理 他２名 

紹 介 議 員 氏 名 森 英之、岡本公秀、古田𠮷昭、伊藤彦太郎、福沢美由紀 

委 員 会 の 意 見 願意妥当 

審 査 の 結 果 採択 

措 置 関係機関に対し意見書を送付する 

 

 

 

○議長（森 美和子君） 

 櫻井清蔵教育民生委員会委員長。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 おはようございます。 

 ただいまから、教育民生委員会における請願審査の経過並びに結果についてご報告いたします。 

 去る６日の本会議で当委員会に付託がありました請願の審査に当たるため、１３日に委員会を開

催いたしました。 
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 請願第２号義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書については、義務教育費国庫負担制度

が充実され国の責務として必要な財源が確保されるよう国の関係機関に意見書を提出するものです。 

 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で採択することに決定いたしました。 

 次に、請願第３号教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行および教職員定数改善計

画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書については、子供たちの豊かな学びの保障に向け、

教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行及び教職員定数改善計画の策定・実施と教育

予算の拡充を行うよう国の関係機関に意見書の提出を求めるものです。 

 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で採択することに決定いたしました。 

 次に、請願第４号防災対策の充実を求める請願書については、子供たちの安全・安心を確保する

ため、巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実を図るよう国の関係機関に意見書の提出を求め

るものです。 

 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で採択することに決定いたしました。 

 次に、請願第５号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請願書

については、子供の貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度が拡充するよう国の関係機関に

意見書の提出を求めるものです。 

 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で採択することに決定いたしました。 

 以上、教育民生委員会の請願審査の報告といたします。 

○議長（森 美和子君） 

 教育民生委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ないようですので、委員長報告に対する質疑を終結します。 

 次に、請願第２号から請願第５号までの４件について討論を行いますが、通告はありませんので、

討論を終結し、請願第２号から請願第５号までの４件について、起立により採決を行います。 

 まず、請願第２号義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書について、起立により採決を行

います。 

 本請願についての委員長の報告は採択となっております。 

 本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、請願第２号義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書については、採択するこ

とに決定しました。 

 次に、請願第３号教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行および教職員定数改善計

画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書について、起立により採決を行います。 
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 本請願についての委員長の報告は採択となっております。 

 本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、請願第３号教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行および教職員定数

改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書については、採択することに決定しました。 

 次に、請願第４号防災対策の充実を求める請願書について、起立により採決を行います。 

 本請願についての委員長の報告は採択となっております。 

 本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、請願第４号防災対策の充実を求める請願書については、採択することに決定しまし

た。 

 次に、請願第５号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請願書

について、起立により採決を行います。 

 本請願についての委員長の報告は採択となっております。 

 本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、請願第５号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める

請願書については、採択することに決定しました。 

 次に、日程第１８、議案第５３号から日程第２１、議案第５６号までの４件を一括議題とします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 まず、議案第５３号人権擁護委員の候補者の推薦同意についてでございますが、人権擁護委員の

須川幸弘氏は、令和５年１２月３１日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として推

薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期は令和６年１月１日から３年間でございます。 

 次に、議案第５４号人権擁護委員の候補者の推薦同意についてでございますが、人権擁護委員の
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櫻井好基氏は、令和５年１２月３１日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として推

薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期は令和６年１月１日から３年間でございます。 

 次に、議案第５５号人権擁護委員の候補者の推薦同意についてでございますが、人権擁護委員の

上原つゆ子氏は、令和５年１２月３１日をもって任期満了となりますので、新たに、亀山市天神二

丁目３番２０号にお住まいの楠井多恵子氏を同委員として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条

第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期は令和６年１月１日から３年間でございます。 

 最後に、議案第５６号人権擁護委員の候補者の推薦同意についてでございますが、人権擁護委員

の表 典子氏は、令和５年１２月３１日をもって任期満了となりますので、新たに、亀山市関町坂

下４２９番地にお住まいの柏木康惠氏を同委員として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期は令和６年１月１日から３年間でございます。 

 以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。追加

の提案となりましたが、何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森 美和子君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案第５３号から議案第５６号までの４件について質疑を行いますが、通告はありま

せんので、質疑を終結します。 

 続いて、お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第５３号から議案第５６号までの４件については、会議規則

第３６条第３項の規定により、常任委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 議案第５３号から議案第５６号までの４件については、常任委員会への付託を省略することに決

定しました。 

 次に、議案第５３号から議案第５６号までの４件について討論を行いますが、通告はありません

ので、討論を終結し、議案第５３号から議案第５６号までの４件について、起立により採決を行い

ます。 

 まず、議案第５３号人権擁護委員の候補者の推薦同意について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第５３号人権擁護委員の候補者の推薦同意については、原案のとおり同意する
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ことに決定しました。 

 次に、議案第５４号人権擁護委員の候補者の推薦同意について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第５４号人権擁護委員の候補者の推薦同意については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 

 次に、議案第５５号人権擁護委員の候補者の推薦同意について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第５５号人権擁護委員の候補者の推薦同意については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 

 次に、議案第５６号人権擁護委員の候補者の推薦同意について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第５６号人権擁護委員の候補者の推薦同意については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時３４分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時４３分 再開） 

○議長（森 美和子君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第２２、委員会提出議案第２号から日程第２５、委員会提出議案第５号までの４件を

一括議題とします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 櫻井清蔵教育民生委員会委員長。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは、ただいまから、上程をいただきました委員会提出議案第２号から委員会提出議案第５

号までの４件については教育民生委員会の委員会提出議案でございますので、委員長の私から提案
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理由を説明いたします。 

 まず、初めに、委員会提出議案第２号義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書の提出につ

いて、意見書の朗読をもって提案理由の説明といたします。 

 義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書。 

 教育の全国水準と機会均等を確保する義務教育の基盤をつくるためには、教職員の確保、適正配

置、資質向上及び教育環境整備等諸条件の水準を保障すべきであり、そのために必要な財源を安定

的に確保することが不可欠です。義務教育の水準が各自治体の財政力に左右されることなく安定的

に確保されるためには、一般財源ではなく、国庫負担金による財源確保の対象の拡大、さらにその

増額が極めて重要と考えるところです。 

 学校現場では、教育のＩＣＴ化が急速に進められ、多くの自治体で１人１台端末が整備されたも

のの、端末の修繕費や家庭等での通信費、その他の保守に関する経費等の負担状況には、自治体間

の格差が生じています。また、情報通信技術支援員、特別支援教育支援員、教員業務支援員、ある

いは学校司書についても地方財政措置はあるものの各自治体の一般財源となる措置であることから、

結果として自治体間格差が生じ、教育水準と機会の均等が図られているとは言えない状況となって

います。 

 義務教育については、国が責任を果たすとの理念に立ち、教育に地域間格差が生じないよう、必

要な財源を確保する義務教育費国庫負担制度の存続はもとより、措置の対象の拡充を含めた制度の

さらなる充実が求められます。 

 よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。 

 記１．義務教育の根幹である「無償制」、「教育の機会均等」を保障し、「教育水準の維持向

上」を図るため、国の責務として必要な財源が確保されるよう、義務教育費国庫負担制度のさらな

る充実を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 続きまして、委員会提出議案第３号教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行及び教

職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見書の提出について、意見書の朗読をも

って提案理由の説明といたします。 

 教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行及び教職員定数改善計画の策定・実施と教

育予算拡充を求める意見書。 

 ２０２１年４月、国の学級編制の標準が４０年ぶりに改善されましたが、学校現場の人的配置の

充実を求める声を反映したものにはなっていません。また、中学校の学級編制の標準や高等学校等

の教職員定数の標準の改善については示されていません。 

 また、全国的に「教員不足」、「教職員未配置」の問題が深刻化しています。当然に満たされる

べき定数の教職員が、学校現場に配置されていない現状を私たちは到底看過することはできません。

多忙を極める学校現場において、これは危機的な状況にあると言えます。 

 子供たちが安全・安心に学べるようにするためにも、教職員の欠員や不補充を速やかに解消する

施策の実行及び全ての校種における学級編制と教職員定数の標準を改善する新たな教職員定数改善

計画の策定と実施が強く望まれます。 

 一方で、家庭の現実に目を向ければ、光熱費や物価の高騰が家計に大きな影響を与えています。
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教育のＩＣＴ化に伴う機器の整備費や通信費等の保護者負担も生じています。少子化の進む中、教

育費の公財政支出を充実させて、保護者負担の軽減を図ることは有効な少子化対策にもなり得ます。 

 公財政として措置される教育予算を拡充し、教育条件整備を進めていくことが、山積する教育課

題の解決につながり、そして、子供たち一人一人の「豊かな学び」を保障することになると考えま

す。 

 よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。 

 記１．子供たちの「豊かな学び」の保障に向け、教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策

の実行及び教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算の拡充を行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 続きまして、委員会提出議案第４号防災対策の充実を求める意見書の提出について、意見書の朗

読をもって提案理由の説明といたします。 

 防災対策の充実を求める意見書。 

 ２０２２年１２月現在、三重県においては、１２４校の公立小中学校が、県の公表する津波浸水

想定区域内に立地し、うち１０８校は避難所に指定されています。時間的に余裕をもって避難でき

る高台が周辺になく、津波に対する安全性が確保されない学校については、高台移転や高層化など

の対策が求められています。国による津波対策のための不適格改築事業については、「津波防災地

域づくりに関する法律」に基づく「津波防災推進計画」の策定は全国的にも進んでおらず、支援制

度の活用が難しい状況です。補助要件の緩和、補助対象の拡大等支援制度のさらなる拡充を求めま

す。 

 また、災害時に避難所が開設される中で、性やプライバシーに関する課題への対応、また、外国

人、介助・介護が必要な高齢者、障がい者、女性、乳幼児への配慮など、まだまだ改善すべき課題

は山積しています。国の責任において、安心して被災者が避難できるように備えるべきです。過去

の災害に学び、最善の備えを整えていくという考えの下、防災に関わる施策がさらに充実されるこ

とを強く望むところです。 

 よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。 

 記１．子供たちの安心・安全を確保するため、巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実を図

ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 続きまして、委員会提出議案第５号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡

充を求める意見書の提出について、意見書の朗読をもって提案理由の説明といたします。 

 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める意見書。 

 「第二期三重県子どもの貧困対策計画」の基本理念を基に、支援を必要とする子供たちに対して、

相談体制などを充実させる取組や、学校だけでは解決が困難な事案について関係機関と連携した支

援を行うなどの取組が今以上に進められていく必要があり、貧困の連鎖を断ち切るための教育に関

わる公的な支援が極めて重要であり、就学・修学保障制度のさらなる拡充が必要と考えます。 

 今年度、三重県においては、県独自の支援として国の高校生等奨学給付金制度における給付額に

上乗せする補正予算が組まれました。国によるこの制度の給付額が不十分であることは明確で、他

にも第１子と第２子以降に対する給付額に差があることなどの課題があります。経済格差を教育格
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差に結びつけないために制度・施策のより一層の充実が求められます。 

 国が今後進めようとしている児童手当の充実等の子供関連施策についても、さらなる充実と国に

よる財源の十分な確保が求められます。そして、全ての子供たちにとってよりよいものとなること

が望まれます。 

 よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。 

 記１．全ての子供たちの学ぶ機会を保障するため、子供の貧困対策の推進と就学・修学支援に関

わる制度を拡充すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 以上、委員会提出議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますよう

お願いいたします。 

○議長（森 美和子君） 

 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議員提出議案第２号から委員会提出議案第５号までの４件について質疑を行いますが、

通告はありませんので、質疑を終結します。 

 なお、委員会提出議案第２号から委員会提出議案第５号までの４件については、会議規則第３６

条第２項の規定により、常任委員会への付託はしないこととします。 

 次に、委員会提出議案第２号から委員会提出議案第５号までの４件について討論を行いますが、

通告はありませんので、討論を終結し、委員会提出議案第２号から委員会提出議案第５号までの４

件について、起立により採決を行います。 

 まず、委員会提出議案第２号義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書の提出について、起

立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、委員会提出議案第２号義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書の提出につい

ては、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、委員会提出議案第３号教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行及び教職員定

数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見書の提出について、起立により採決を行いま

す。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、委員会提出議案第３号教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行及び教

職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見書の提出については、原案のとおり可
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決することに決定しました。 

 次に、委員会提出議案第４号防災対策の充実を求める意見書の提出について、起立により採決を

行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、委員会提出議案第４号防災対策の充実を求める意見書の提出については、原案のと

おり可決することに決定しました。 

 次に、委員会提出議案第５号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求

める意見書の提出について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森 美和子君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、委員会提出議案第５号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡

充を求める意見書の提出については、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、日程第２６、常任委員会の所管事務調査の報告についてを議題とします。 

 各常任委員会委員長から各委員会における所管事務調査の結果報告を行いたいとの申出がありま

したので、これを許可します。 

 初めに、鈴木達夫総務委員会委員長。 

○１３番（鈴木達夫君登壇） 

 ただいまから総務委員会における所管事務調査の結果について報告いたします。 

 総務委員会では、行財政改革大綱における歳入確保の取組について検証するとともに、新たな財

源確保策についても検討するため、歳入確保の推進についてをテーマに設定し、調査・研究を行い

ました。 

 まず、歳入確保の推進に係る取組について、現状を把握するため、政策部及び総務財政部に対し

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画における歳入確保の推進に係る検証や企業版ふるさと納

税、公有財産の活用などについて資料を求め、聞き取りを行いました。 

 また、歳入確保の推進についてをテーマに亀山市行政改革推進委員会委員と意見交換を行いまし

た。さらに、調査・研究テーマに沿った先進地である福井県福井市及び三重県桑名市を視察しまし

た。 

 このように総務委員会として、歳入確保の推進について現状把握、意見交換会、行政視察を行い、

協議を積み重ねて検討した結果、亀山市行財政改革大綱前期実施計画の検証において、財政運営の

強化を図るための歳入確保の推進については、おおむね良好に進捗したとなっているが、平成３０

年度所管事務調査で提言した公有財産の活用については具体的な方向性等がいまだに示されていな
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いなど、４つの課題・問題点を抽出しました。 

 このことから、総務委員会として新たな歳入確保の推進が図られるよう、次のとおり市長に対し、

提言を求めるものです。 

 １つ、普通財産の未利用地については、土地の境界等を確定させるとともに、早期に今後の活用

の方向性を定め、売却や貸付けの区分、優先順位を明確にすること。 

 ２つ、市民や民間企業等とアイデアを出し合い、公有財産の有効活用を図るなど、公民連携によ

る新たな取組制度を構築するとともに、普通財産の整理も含め、必要な人員を確保するなど推進体

制を整えること。 

 ３つ、企業版ふるさと納税は、その制度に期限はあるものの、歳入確保策として有効であるため、

国が制度を延長することも視野に入れ、具体的な取組手法を整理するとともに、トップセールスな

ど能動的な取組に努めること。 

 ４つ、企業に対し、企業版ふるさと納税のメリットのＰＲに努めるとともに、ふるさと納税で亀

山市を応援したいと思われるよう、ホームページをはじめ様々な手段を用いて、積極的に市の政策

や魅力の発信に努めること。 

 以上、総務委員会の所管事務調査の結果報告といたします。 

○議長（森 美和子君） 

 次に、櫻井清蔵教育民生委員会委員長。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは、ただいまから教育民生委員会における所管事務調査の結果についてご報告いたします。 

 報告の前にまず一言申し上げます。 

 当委員会では、学校給食センターに関して調査・研究を行ってまいりました。中学校給食につい

ては、合併以降、学校間で提供方式に相違があり、教育委員会が長年にわたって検討を進められて

いました。そして、令和３年３月に教育委員会が給食センター方式の給食調理施設を建設すること

が望ましいとする方向性を定め、同時期に議会も給食センター方式による完全給食の早期実現を求

める決議を全会一致で可決しました。 

 令和４年５月に策定された第２次亀山市総合計画後期基本計画の実施計画において、中学校全員

喫食制給食実施事業に学校給食センターの整備が明記されました。 

 このように、ようやく給食センターが建設に向けて動き出したにもかかわらず、令和５年８月１

８日の全員協議会において教育委員会から突然、当面給食センターは建設せず、外部調理委託によ

る食缶搬入方式にて全員喫食制給食を行うとの方針が示されたことは誠に遺憾であります。 

 この方針転換について、９月定例会では、多くの議員が様々な視点から一般質問を行いましたが、

市民に説明できるような明確な答弁が得られませんでした。 

 今回の中学校全員喫食制給食実施事業に係る再検討結果につきましては、議会からの意見や当委

員会の所管事務調査による提言等を踏まえ、改めて教育委員会で検討を行うとのことですが、市民、

議会に十分な説明責任を果たされるよう、考慮していただきたい。 

 それでは、報告させていただきます。 

 教育民生委員会では、子供たちの健やかな成長を支える学校給食について、見識を深めるととも

に、建設予定の学校給食センターについて早期の実施を目指し、地産地消による安心・安全な給食
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を提供するための体制や環境整備など、よりよい給食センターの在り方について調査・研究を行い

ました。 

 まず、学校給食センターの現状を把握するため、教育委員会事務局教育総務課から全国、県内及

び市内の小・中学校の学校給食の実施状況、栄養教諭及び給食調理員の配置状況などの資料を求め、

聞き取りを行いました。また、栄養教諭及び給食調理員と意見交換会を行いました。 

 さらに、学校給食及び給食調理員の職場環境等について、小・中学校の保護者及び給食調理員か

ら意見をいただくため、インターネット回答を基本にアンケート調査を実施しました。 

 学校給食センターを建設している三重県四日市市、志摩市の視察も行いました。 

 このように、現状把握、意見交換、行政視察等を行った結果、学校給食の現状から、給食調理員

の正規職員が少ないため負担も大きく、何らかの問題が生じた際に十分に対処できない。また、給

食調理員の休憩室が狭いなど労働環境が悪い状況にあることなど、４つの課題が見えてまいりまし

た。 

 このことから、教育民生委員会として、よりよい学校給食センターの在り方について、次のとお

り、市長に対し提言を求めるものであります。 

 １つ、正規の給食調理員の不足を会計年度任用職員や代替職員で補う状況を改善し、現場で働く

給食調理員のシフト体制を見直すなど、快適な労働環境を構築するとともに、給食調理員の確保と

処遇改善に努めること。 

 ２つ、安心・安全な給食を提供するため学校給食センターには調理現場の声を反映し、食材の搬

入から調理、配送までの流れに対応できる適切な設備を整えること。 

 ３つ、学校給食センターには、アレルギー対応の専用区分を設け、除去食または弁当・副食持参

での対応を見直し、代替食の提供を可能とすること。 

 ４つ、児童・生徒が食に関する感謝の念を育み、本市の自然や文化、産業、生産者の努力や食に

関する理解を深めるため、栄養教諭及び栄養職員の配置状況を改善し、給食の調理を見学できる環

境を整えるなど、食育に関する取組を充実させるとともに、食育に対する学校間の格差を解消する

こと。 

 ５つ、教育委員会と農業政策部署が庁内連携を密にして、学校給食関係者と農業者、農業者団体

等で地産地消による食材の提供体制を推進すること。 

 以上、教育民生委員会の所管事務調査の結果報告といたします。 

○議長（森 美和子君） 

 次に、伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。 

○１５番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における所管事務調査の結果について報告いたします。 

 産業建設委員会では、農林業が抱える課題を整理するとともに、中山間地域における安定した農

林業経営が維持できるよう、中山間地域の振興についてをテーマに設定し、振興支援策について調

査・研究を行いました。 

 まず、中山間地域の農家・団体の現状及び本市の中山間地域の農林業の実態について現状把握を

するため、産業環境部に対し、産業環境部が令和４年１０月に実施したアンケート調査や、国・

県・市における中山間地域の農林業を支援する制度・支援策などの資料を求め、聞き取りを行いま
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した。 

 また、中山間地域に該当するまちづくり協議会のうち、野登地区、白川地区及び加太地区のまち

づくり協議会と意見交換を行いました。さらに、調査・研究テーマに沿った先進地である長野県松

本市、長野市、伊那市及び岐阜県下呂市を視察しました。 

 このように、中山間地域の振興について現状把握、意見交換、行政視察を行い、協議を積み重ね

て検討した結果、過疎化・少子高齢化により担い手が減少する中で、耕作放棄地対策、荒廃森林対

策、鳥獣被害対策、水路や農道等のインフラの維持管理対策が立ち行かず、さらに担い手が減少す

る悪循環が生まれ、これに歯止めをかける有効な市独自の事業がないことなど５つの課題・問題点

を抽出しました。 

 このことから、産業建設委員会として農林業が抱える課題を整理するとともに、中山間地域にお

ける安定した農林業経営が維持できるよう、次のとおり市長に対し提言を求めるものであります。 

 １つ、農林業を生業とできるよう現行の補助金等で不十分な部分を調査・研究し、地域の実情や

ニーズに合わせた支援策について、国・県への要望を行うとともに、市独自事業を創設すること。 

 ２つ、農業担当部署、移住担当部署、空き家担当部署とが連携し、農業に関心のある者が就農し

やすくするための総合的な支援体制（農業研修、補助制度、住居・農地などの整備）を早期に構築

すること。 

 ３つ、中山間地域の振興に向け、庁内横断的な連携、指導者となる専門職員の確保、人材育成と

ともに、地域の声を共有し、県・ＪＡ・大学・営農組合・森林組合など産学民官での協働を推進す

ること。 

 ４つ、デジタル技術を活用した耕作放棄地対策、荒廃森林対策、鳥獣被害対策、また本市の風土

に適した手間や労力が軽減できる作物や高付加価値の作物について調査・研究を行い、早期に導入

すること。 

 以上、産業建設委員会の所管事務調査の結果報告といたします。 

○議長（森 美和子君） 

 各常任委員会委員長からの所管事務調査の報告は終わりました。 

 次に、お諮りします。 

 以上で、今期定例会の議事を全て議了しました。 

 議事を閉じ、閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（森 美和子君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、令和５年９月亀山市議会定例会はこれをもって閉会いたします。ご苦労さまでした。 

（午前１１時１８分 閉会） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

令和５年９月２５日 
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